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決算特別委員会審査日程

年 月 日 曜 日 時 間 事 項 関係室部局等

令 和 ５ 年 水 本 会 議 決算特別委員会
1 0月 1 1日 及 び 各 ○委員長及び副委員長の互選

委 員 会 ○閉会中継続審査の件
終 了 後 ○委員会運営要領の件

○理事の選任

10月 2 4日 火 午前10時 決算特別委員会 土 木 建 築 部 長
○概要説明 企 業 局 長
･令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰 病 院 事 業 局 長
余金の処分について 代 表 監 査 委 員
･令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分
利益剰余金の処分について
・令和４年度企業会計決算
・令和４年度企業会計決算に対する審査意見
○代表監査委員に対する質疑

1 0月 2 5日 水 午前10時 決算特別委員会 土 木 建 築 部 長
○企業会計決算事項に対する質疑 企 業 局 長
･令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰 病 院 事 業 局 長
余金の処分について 各 県 立 病 院 長
･令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分
利益剰余金の処分について
・令和４年度企業会計決算

○採決
･令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰
余金の処分について
･令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分
利益剰余金の処分について
･令和４年度企業会計決算

企業会計決算審査
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決算特別委員会審査日程 
 

 

  年 　 月 　 日  曜  日 　 時 　 間 事 　 　 　 　 　 　 　 　 項 関 係 室部 局 等

 
 令 和 ５ 年 火  本  会 議  決算特別委員会   
 1 2 月 1 2 日  及  び 各  ○ 閉 会 中 継続 審 査 の 件  
   委  員 会  ○ 委 員 会 運営 要 領 の 件 
   終  了 後 ○ 各 常 任 委員 会 に 対 する 調 査 依 頼の 件
 
 令 和 ６ 年 水 午 前 10時  決算特別委員会    会 計 管 理 者  
 １ 月 1 0 日    ○ 概 要 説 明 

　
代 表 監 査 委 員  

     ・令 和 ４年 度 一 般会 計 及 び 特別 会 計 決算   
    ・ 令 和 ４ 年 度 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 決 算 に 対 す  
  る 審 査 意 見 
 ○会計管理者及び代表監査委員に対する 質 疑
 
 
 １ 月 1 1 日  木 午 前 10時 各常任委員会   

 
関 係 室 部 局   

 ○ 所 管 事 務に 係 る 決 算事 項 の 調 査
 
 １ 月 1 2 日  金 午 前 10時  各常任委員会   

 
関 係 室 部 局  

  　   ○ 所 管 事 務に 係 る 決 算事 項 の 調 査
 
 ○ 決 算 調 査報 告 書 記 載内 容 等 に つい ての 協議
 
 
 １ 月 1 5 日 月 　決算調査報告書整理日
 
 １ 月 1 6 日  火 　決算特別委員への決算調査報告書の配付 　  
   （正午）
 
 １ 月 1 7 日  水 午 前 10時 決算特別委員会  　  
 ○総括質疑の方法等についての協議
 
 １ 月 1 8 日 木 　総括質疑通告締め切り 
   （正午）
 
 １ 月 1 9 日  金 午 前 10時  決算特別委員会  　 知 事 等  
 ○総括質疑  

 
関 係 室 部 局

○採決 
･令和４年度一般会計及び特別会計決算

一般会計及び特別会計決算審査
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令 和 ５  年 第 ３ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和５年10月11日 (水曜日)  

　開　会　　午後６時27分 

　散　会　　午後６時45分 

　場　所　　第７委員会室 

本委員会に付託された事件 

　１　乙第14号議案 令和４年度沖縄県水道事業会

 計未処分利益剰余金の処分に

  　 ついて

 　２　乙第15号議案 令和４年度沖縄県工業用水道

 事業会計未処分利益剰余金の

  処分について

　３　認 定 第 １ 号 令和４年度沖縄県病院事業会

  計決算の認定について

　４　認 定 第 ２ 号 令和４年度沖縄県水道事業会

  計決算の認定について

　５　認 定 第 ３ 号 令和４年度沖縄県工業用水道

  事業会計決算の認定について

　６　認 定 第 ４ 号 令和４年度沖縄県流域下水道

事業会計決算の認定について

委員の選任 

　令和５年10月11日、本委員会の委員は議長の指名

で次のとおり選任された。 

島　尻　忠　明　　新　垣　　　新 

下　地　康　教　　仲　村　家　治 

又　吉　清　義　　末　松　文　信 

玉　城　健一郎　　山　里　将　雄 

当　山　勝　利　　瀬　長　美佐雄 

玉　城　武　光　　西　銘　純　恵 

國　仲　昌　二　　次呂久　成　崇 

平　良　昭　一　  金　城　　　勉 

大　城　憲　幸 

本日の委員会に付した事件 

１　委員長の互選 

２　副委員長の互選 

３　乙第14号議案 令和４年度沖縄県水道事業会

 計未処分利益剰余金の処分に

  ついて

 ４  乙第15号議案 令和４年度沖縄県工業用水道

 　 事業会計未処分利益剰余金の

  処分について

５　認 定 第 １ 号 令和４年度沖縄県病院事業会

  計決算の認定について

６　認 定 第 ２ 号 令和４年度沖縄県水道事業会

  計決算の認定について

７　認 定 第 ３ 号 令和４年度沖縄県工業用水道

  　　　　　 事業会計決算の認定について

８　認 定 第 ４ 号 令和４年度沖縄県流域下水道

事業会計決算の認定について

９　閉会中継続審査について 

10　決算特別委員会運営要領について 

11　理事の選任 

委員長、副委員長の互選 

　令和５年10月11日、國仲昌二委員が委員長に、大

城憲幸委員が副委員長に選任された。 

理事の選任 

　令和５年10月11日、当山勝利委員、玉城武光委員

及び下地康教委員が理事に選任された。 

出席委員 

　委 員 長　國　仲　昌　二 

　副委員長　大　城　憲　幸 

　委　　員　島　尻　忠　明　　新　垣　　　新 

　　　　　　下　地　康　教　　仲　村　家　治 

　　　　　　又　吉　清　義　　末　松　文　信 

　　　　　　玉　城　健一郎　　山　里　将　雄 

　　　　　　当　山　勝　利　　瀬　長　美佐雄 

　　　　　　玉　城　武　光　　西　銘　純　恵 

　　　　　　次呂久　成　崇　　平　良　昭　一 

　　　　　　金　城　　　勉　 

欠席委員 

　　　　　　なし 

 3ii4

○平良典子議会事務局政務調査課主幹　決算特別委

員会設置後、初めての委員会でありますので、委員

 長及び副委員長の互選を行う必要があります。

                                                     　　　 

決算特別委員会記録（第１号）
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　委員長の互選に関する職務は、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が行うことになっ

 ております。

 　出席委員中、末松文信委員が年長者であります。

　よって、この際、末松委員に委員長の互選に関す

 る職務をお願いいたします。

 　末松文信委員、委員長席に御着席願います。

 　　　（年長委員、委員長席着席）

○末松文信年長委員　ただいまから、決算特別委員

 会を開会いたします。

　委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

 が委員長互選の職務を行います。

 　どうぞ、よろしくお願いいたします。

 　これより、委員長の互選を行います。

　委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか御協議

 をお願いいたします。

　休憩いたします。 

       （休憩中に、互選の方法等について協議）

○末松文信年長委員　再開いたします。 

　委員長の互選については、休憩中に御協議いたし

ましたとおり、指名推選によることとし、私から指

名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○末松文信年長委員　御異議なしと認めます。 

　よって、委員長には、國仲昌二委員を指名いたし

 ます。

 　ただいまの指名に御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○末松文信年長委員　御異議なしと認めます。 

　よって、委員長には、國仲昌二委員が選任されま

 した。

　ただいま委員長が選任されましたので、委員長と

 交代いたします。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、年長委員退席、委員長着席）

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　このたび委員各位の御推挙により、決算特別委員

 長に就任しました國仲昌二でございます 。

　委員会の運営につきましては公正・中立を旨とし、

円滑に進めてまいりたいと存じますので、各委員の

 御指導と御協力を賜りますようお願いいたします。

 　以上で、委員長の互選は終わりました。
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○國仲昌二委員長　次に、副委員長の互選を行いま

 す。

　副委員長の互選は、指名推選による方法と投票に

よる方法がありますが、いずれの方法によるか御協

 議をお願いいたします。

 　休憩いたします。

       （休憩中に、互選の方法等について協議）

○國仲昌二委員長  再開いたします。 

　副委員長の互選については、休憩中に御協議いた

しましたとおり、指名推選によることとし、委員長

の私から指名したいと思いますが、これに御異議あ

 りませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

　よって、副委員長には、大城憲幸委員を指名いた

 します。

 　ただいまの指名に御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）　 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

　よって、副委員長には、大城憲幸委員が選任され

 ました。

　ただいま副委員長が選任されましたので、御挨拶

 を自席でお願いいたします。

○大城憲幸副委員長  ただいま副委員長に選出して

いただきました。ありがとうございます。委員長を

補佐し、本委員会の円滑な運営に努めます。委員の

 皆さんの御協力をよろしくお願いします。

○國仲昌二委員長　以上で、副委員長の互選は終わ

 りました。

 3ii4

○國仲昌二委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、協議事項について事務局から説

 　　　　明）

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　乙第14号議案及び乙第15号議案の議決議案２件並

びに認定第１号から認定第４号までの決算４件を一

 括して議題といたします。

　ただいま議題となりました議決議案２件及び決算

４件については、閉会中に審査することとし、議長

に対して、閉会中継続審査の申出をしたいと思いま

 すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

 3ii4

○國仲昌二委員長　次に、決算特別委員会運営要領

 について、御協議をお願いいたします。

 　休憩いたします。
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　　　（休憩中に、事務局から決算特別委員会運営

　　　　要領案の概要説明後に協議を行い、案のと

　　　　おり決することで意見の一致を見た。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　決算特別委員会運営要領については、休憩中に御

協議いたしましたとおり、決することに御異議あり

 ませんか。

      （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

 3ii4

○國仲昌二委員長　次に、ただいま決定されました

決算特別委員会運営要領に基づき、委員長及び副委

員長のほかに、理事３人の選任が必要でありますの

で、理事３人の選任について御協議をお願いいたし

 ます。

 　休憩いたします。

       （休憩中に、理事３人の選任について協議）

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　これより、理事３人の選任について、お諮りいた

 します。

　理事に当山勝利委員、玉城武光委員及び下地康教

委員の３人を指名したいと思いますが、これに御異

 議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

　理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

 いただきますようお願いいたします。

 　休憩いたします。

（休憩中に、事務局から11月定例会に提出さ

れる予定の一般会計決算等の審査を引き続

き本委員会において行うこと及び11月定例

会閉会後に予定している決算審査を年明け

１月に集中的に行うことが昨日の議会運営

委員会で決定された旨説明があった。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

 　以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

 　委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

　次回は、10月24日火曜日午前10時から委員会を開

 きます。

　　本日の委員会は、これをもって散会いたします。 
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決算特別委員会運営要領 

 

　この要領は、決算特別委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し、必要な事項

を定めることにより、委員会の円滑な運営に資するものとする。 

 

１　決算特別委員会の開催場所 

　　第７委員会室で行うものとする。 

 

２　委員席の配置 

　　別紙１のとおりとする。 

 

３　審査日程　 

　　別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、委員会に諮り

変更することができる。 

 

４　説明員 

　　決算の概要説明は、土木建築部長、企業局長及び病院事業局長が行い、決算審査意見

の概要説明は代表監査委員が行うものとする。 

 

５　決算及び決算審査意見に対する質疑 

 (1)  質疑の時間は、各審査日委員１人 10分とする。 

 (2)  各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。

その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲渡をされる委員

について報告するものとする。また、譲渡をする委員は譲渡をされた委員が質疑を

する間は着席しなければならないものとする。 

 (3)  質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。 

 (4)　質疑時間の終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で

報知する。 

 (5)  質疑は一問一答方式により、自席に着席したままで行うものとする。 

 (6)  質疑の順序は多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派から質疑を行い、第

１多数会派は最後に行うものとする。 

 

６　理事会 

 (1)  理事会は、委員長、副委員長及び理事３人をもって構成する。 

 (2)  理事は、委員会に諮って指名する。 

 
 

企業会計決算審査 
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企業会計決算審査 

 (3)  理事は、委員会の円滑な運営について委員長及び副委員長に協力し、委員間の連絡

調整に当たる。 

 (4)　理事会は、委員会運営の円滑化及び効率化のために必要な事項等について協議

を行うものとする。 

 

　雑　則 

　　以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って

定める。 
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　別紙１ 

委 員 席 の 配 置 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議　会　事　務　局

 

 

 （録音・計時） 補　助  

議　会　事　務　局 答弁席  

 

  議 会

事務局  
説

 
明

 
員

 
席

 

  國 仲 昌 二

 委 員 長                                  

 

山里将雄委員 玉城健一郎委員
 

下地康教委員 新 垣 新 委 員 島尻忠明委員
 

 
 

玉城武光委員 瀬長美佐雄委員 当山勝利委員
 

末松文信委員 又吉清義委員 仲村家治委員
 

 
 

次呂久成崇委員 西銘純恵委員
 

大城憲幸委員 金 城 勉 委 員
 

                              
 

平良昭一委員
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別紙２ 

決算特別委員会審査日程 
 

 

  年 　 月　 日  曜  日 　 時 　 間 事 　 　 　 　 　 　 　 　 項 関 係 室部 局等

 
 令 和 ５ 年  水  本  会  議  決算特別委員会   
 1 0 月 1 1 日   及  び  各  ○ 委 員長 及び 副 委員 長の 互 選  

       委  員  会  ○ 閉 会中 継続 審 査の 件 

  終  了  後 ○ 委 員会 運営 要 領の 件 

 ○ 理 事の 選任
 

 10 月 24 日 火  午前 10時 決算特別委員会    土 木 建 築 部 長 

     ○ 概 要説 明 
　

企 業 局 長 

    ･令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 水 道 事 業 会 計 未 処 分 利 益 剰
　

病 院 事 業 局 長 

 余金 の 処分 につ い て  
　

代 表 監 査 委 員 
 ･令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 未 処 分  

 利益 剰 余金 の処 分 につ い て  

 ・ 令 和 ４年度 企業 会 計決 算 

 ・ 令 和 ４年度 企業 会 計決 算に 対 する 審 査意 見 

 ○代表監査委員に対する質 疑
 

 1 0 月 2 5 日  水 午前 10時 決算特別委員会    土 木 建 築 部 長 

    ○ 企 業会 計決 算 事項 に対 す る質 疑    企 業 局 長 
    ･令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 水 道 事 業 会 計 未 処 分 利 益 剰   病 院 事 業 局 長 

    余金 の 処分 につ い て  
　

各 県 立 病 院 長 

 ･令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 未 処 分  

 利益 剰 余金 の処 分 につ い て  
 ・ 令 和 ４年度 企業 会 計決 算

 

 ○採決 

･令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰
余金の処分について 

･令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 未 処 分

利益 剰 余金 の処 分 につ い て  

･令和４年度企業会計決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－10－

 

 

 

 

 

 

沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。 

 

　　年 長 委 員　　末　松　文　信 

 

　　委　員　長　　國　仲　昌　二 
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令 和 ５ 年 第 ３ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

       閉 会 中 継 続 審 査 

開会の日時、場所 

 　年月日　　令和５年10月24日 (火曜日) 

 　開　会　　午前10時２分

 　散　会　　午後３時25分

 　場　所　　第７委員会室

本日の委員会に付した事件 

   １　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県水道事業会計

       第３回議会 未処分利益剰余金の処分につい

        乙第14号議案 て

   ２　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県工業用水道事

       第３回議会 業会計未処分利益剰余金の処分

        乙第15号議案 について

 　３　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県病院事業会計

  　　  第３回議会 決算の認定について

  　　  認定第１号

 　４  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県水道事業会計

  　    第３回議会 決算の認定について

  　    認定第２号

 　５  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県工業用水道事

  　    第３回議会 業会計決算の認定について

  　    認定第３号

 　６  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県流域下水道事

  　    第３回議会 業会計決算の認定について

　    認定第４号

出席委員 

 　委 員 長　國　仲　昌　二

 　副委員長　大　城　憲　幸

 　委　　員　島　尻　忠　明　　新　垣　　　新

 　　　　　　下　地　康　教　　仲　村　家　治

 　　　　　　又　吉　清　義　　末　松　文　信

 　　　　　　玉　城　健一郎　　山　里　将　雄

 　　　　　　当　山　勝　利　　瀬　長　美佐雄

 　　　　　　玉　城　武　光    西　銘　純　恵

 　　　　　　次呂久　成　崇　　平　良　昭　一

 　　　　　　金　城　　　勉　

欠席委員 

　　　　　　なし 

説明した者の職・氏名 

 　土 木 建 築 部 長　　前　川　智　宏

 　企 業 局 長　　松　田　　　了

 　病 院 事 業 局 長　　本　竹　秀　光

 　代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均

3ii4 

○國仲昌二委員長　ただいまから、決算特別委員会

 を開会いたします。

　令和５年第３回議会乙第14号議案及び乙第15号議

案の議決議案２件並びに令和５年第３回議会認定第

１号から同認定第４号までの決算４件を一括して議

 題といたします。

　本日の説明員として、土木建築部長、病院事業局

長、企業局長及び代表監査委員の出席を求めており

 ます。

　それでは、審査日程に従い、土木建築部長、病院

事業局長及び企業局長から決算の概要説明並びに代

表監査委員から決算審査意見の概要説明を聴取した

 後、代表監査委員に対する質疑を行います。

　なお、土木建築部長、病院事業局長及び企業局長

に対する質疑は、本委員会において、明10月25日に

 行います。

　まず初めに、病院事業局長から令和５年第３回議

 会認定第１号の決算について概要説明を求めます。

 　本竹秀光病院事業局長。

○本竹秀光病院事業局長　病院事業局の令和４年度

決算の概要について、決算書に基づいて御説明いた

 します。

　初めに、事業概要から、決算書の15ページを御覧

 ください。

　事業報告書の１、概況の（１）総括事項について、

ア、沖縄県病院事業は、県立北部病院、県立中部病

院、県立南部医療センター・こども医療センター、

県立宮古病院、県立八重山病院、県立精和病院の６病

院及び16か所の附属診療所を運営し、イ、県民の健

康保持に必要な医療を提供するため、医師・看護師

等の医療技術員の確保、施設及び医療機器の充実に

努め医療水準の向上に努力しております。エ、業務

状況については、入院患者延べ数が54万2341人、外

 
                                                                                    

決算特別委員会記録（第１号） 



－12－

来患者延べ数が71万3197人で、総利用患者延べ数は

125万5538人となり、前年度と比べて２万2431人の増

 加となりました。

 　次に、決算状況について、御説明いたします。

　恐縮ですが、１ページに戻りまして御説明いたし

 ます。

　まず、決算報告書の（１）収益的収入及び支出に

ついて、収入の第１款病院事業収益は、予算額合計

691億8122万円に対して、決算額は693億6114万307円

で、予算額に比べて１億7992万307円の増となってお

 ります。

　その主な要因は、新型コロナウイルス感染症関連

の収益受入増に伴うもので、第２項の医業外収益に

おいて、32億1352万9816円増加したことによるもの

 です。

　次に、支出の第１款病院事業費用は、予算額合計

685億3156万 3000円に対し、決算額は640億6234万

5825円で、不用額は44億4056万4375円となっており

 ます。

　その主な要因は、給与費及び経費などが当初の見

込みを下回ったため、第１項の医業費用において、

42億4264万9236円の不用が生じたことによるもので

 す。

 　２ページを御覧ください。

　（２）資本的収入及び支出について、収入の第１款

資本的収入は、予算額合計51億967万6000円に対し、

決算額は43億3975万4987円で、予算額に比べて７億

 6992万1013円の減となっております。

　その主な要因は、建設改良費の不用及び繰越しに

伴い企業債借入が減少したため、第１項の企業債に

おいて、７億4670万円の減収が生じたことによるも

 のです。

　次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計71億

5813万6097円に対し、決算額は62億4958万4857円で、

翌年度への繰越額が１億6112万7023円で、不用額が

 ７億4742万4217円となっております。

　不用額の主な要因は、施設整備費における入札執

行残や、整備内容の見直し等により、第１項の建設

改良費において、５億7019万8837円の不用が生じた

 ことによるものです。

 　３ページを御覧ください。

　令和４年４月１日から令和５年３月31日までの損

益計算書に基づきまして経営成績について、御説明

 いたします。

　１の医業収益は、入院収益、外来収益などを合計

した499億6142万4269円、２の医業費用は、給与費、

材料費、経費などを合計した619億7279万9984円で、

１の医業収益から２の医業費用を差し引いた医業損

 失は、120億1137万5715円となっております。

　３の医業外収益は、受取利息配当金、他会計補助

金、国庫補助金などの合計で、188億3237万2225円と

 なっております。

 　４ページを御覧ください。

　４の医業外費用は、支払利息、長期前払消費税勘

定償却、雑損失を合計した28億4870万3112円で、３の

医業外収益から４の医業外費用を差し引きますと、

159億8366万9113円の利益が生じております。これに

医業損失を加えた経常利益は、39億7229万3398円と

 なっております。

　５の特別利益は４億5337万1690円で、６の特別損

失は２億9725万3054円であり、差引き１億5611万

8636円の利益を計上しており、当年度純利益は41億

2841万2034円で、前年度繰越欠損金２億3201万7566円

を合計した当年度未処分利益剰余金は38億9639万

 4468円となっております。

 　５ページを御覧ください。

 　剰余金計算書について、御説明いたします。

 　表の右の欄、資本合計を御覧ください。

　前年度末残高80億1648万8985円に対し、前年度処

分額が０円、当年度変動額は41億2841万2034円で、

当年度末残高は121億4490万1019円となっておりま

 す。

　下の剰余金処分計算書について、御説明いたしま

 す。

　１行目、当年度末残高の未処分利益剰余金は、38億

9639万4468円で、これにつきましては、全額を翌年

 度に繰り越すこととなります。

 　６ページを御覧ください。

　令和５年３月31日現在における貸借対照表に基づ

 きまして、財政状態について御説明いたします。

　まず、資産の部における１の固定資産は、（１）の

有形固定資産と、７ページに移りまして、（２）の無

形固定資産、（３）の投資を合わせた合計で、442億

 2058万4631円となっております。

　２の流動資産は、（１）の現金預金、（２）の未収

金、（３）の貯蔵品などを合わせた合計で、347億2916万

 8767円となっております。

　１の固定資産、２の流動資産を合わせた資産合計

 は789億4975万3398円となっております。

   ８ページを御覧ください。

　次に、負債の部における３の固定負債は、（１）の

企業債、（２）の他会計借入金などを合わせた合計で、
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 391億7559万1450円となっております。

　４の流動負債は、（１）の企業債、（２）の他会計

借入金、（３）のリース債務などを合わせた合計で、

 113億9708万1778円となっております。

　５の繰延収益で、長期前受金から収益化累計額を

差し引いた繰延収益合計は162億3217万9151円となっ

 ております。

　３の固定負債、４の流動負債、５の繰延収益を合

わせた負債合計は668億485万2379円となっておりま

 す。

   ９ページを御覧ください。

　資本の部における資本金合計は18億7858万4732円

 となっております。

　７の剰余金は、（１）の資本剰余金、（２）の利益

剰余金の合計で102億6631万6287円となっておりま

 す。

　６の資本金と７の剰余金を合わせた資本合計は

121億4490万1019円で、これに負債合計を加えた負債

 資本合計は789億4975万3398円となっております。

　以上で、認定第１号令和４年度沖縄県病院事業会

 計決算の概要説明を終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○國仲昌二委員長　病院事業局長の説明は終わりま

 した。

　次に、代表監査委員から同決算に対する審査意見

 の概要説明を求めます。

 　安慶名均代表監査委員。

○安慶名均代表監査委員　それでは、審査意見書の

 概要を御説明いたします。

　説明に入ります前に、先般提出いたしました病院

事業会計決算審査意見書について、記載内容の一部

に誤りがありました。おわび申し上げます。タブレッ

トに、正誤表とともに修正後の意見書を配信してお

 りますのでよろしくお願いいたします。

　ただいま表示しました令和４年度沖縄県病院事業

 会計決算審査意見書の１ページを御覧ください。

 　第１、審査の概要について御説明いたします。

　まず１、審査の対象であります。令和４年度の沖

縄県病院事業会計決算につきましては、地方公営企

業法第30条第２項の規定により、知事から令和５年

 ８月７日付で審査に付されました。

　監査委員は、同決算書及び決算附属書類について

沖縄県監査委員監査基準に準拠して審査を行い、９月

 21日に知事へ審査意見書を提出いたしました。

 　次に２、審査の方法であります。

　審査に当たっては、病院事業が常に経済性を発揮

するとともに、その本来の目的である公共の福祉を

増進するように運営されているかどうかについて、

決算書及び決算附属書類と関係書類等との照合など

 を行い実施しました。

 　２ページを御覧ください。

　第２、審査の結果及び意見について、御説明いた

 します。

　まず１、審査結果であります。審査に付された決

算諸表は、法令に適合し、かつ、正確であり、令和

４年度の経営成績及び令和５年３月31日現在の財政

状態を適正に表示しているものと認められました。

　経営成績につきましては、病院事業局長から説明

がありましたので、私からの説明は省略いたします。 

 　財政状態の中で、３ページを御覧ください。

　なお書きの部分について、御説明いたします。全

国的に過大申請が発生している新型コロナウイルス

感染症の病床確保事業に係る国交付金について、県

立病院に係る令和２年度分及び令和３年度分の請求

内容を、令和４年度に点検したところ、約27億円の

過大申請が判明し、令和５年度において返還する予

 定となっております。

　本事案は、国、地方を通じた同感染症に係る医療

の提供に関する緊急対応の中で生じたものと理解し

ますが、今後、補助事業を実施するに当たっては、

交付要件等を十分把握した上で、疑義が生じた場合

の関係機関への照会の徹底、申請内容のチェック体

制及び各病院間、本庁と病院間の連携体制の強化等、

 再発防止に努めていただくよう要望しております。

 　５ページを御覧ください。

 　次に２、審査意見であります。

　県立病院は、救急医療、小児・周産期医療、離島

・僻地医療、感染症医療などの政策医療を提供する

とともに、地域医療を確保することにより、県民の

生命及び健康を守り、生活の安心を支える重要な役

割を担っております。特に、新型コロナウイルス感

染症への対応に当たっては、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症

指定医療機関として、重要な役割を果たしておりま

 す。

　このため、これらの機能を持続的に提供すること

ができるよう、経営の安定化が求められております。

　令和４年度決算は、当年度純利益は41億2841万

2034円となり、当年度純利益から前年度繰越欠損金

２億3201万7566円を差し引いた当年度未処分利益剰

 余金は38億9639万4468円となっております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響
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が継続し、本来業務に係る医業損失は120億1137万

5715円となり、前年度に比べ２億9220万1247円、2.5％

 増加しており、極めて厳しい状況にあります。

　県立病院が公的医療機関としての役割を持続的に

果たしていくためには、組織が一丸となって経営改

 善に不断に取り組むことが必要であります。

　今後の病院運営に当たっては、次の４点に留意し、

 適切な措置を講ずるよう要望しております。

　１点目は、(１)経営改善の取組についてでありま

 す。

　県立病院が本県における基幹病院として、また、

地域における中核病院として、今後も必要な医療を

適切かつ安定的に提供していくためには、自律的な

経営の下、持続的な健全経営を確保する必要があり

 ます。

　新型コロナウイルス感染症は、県立病院の医療、

経営に依然として大きな影響を与えており、経営状

況の分析も困難な状況にあります。その一方、同感

染症の医療を提供する医療機関に対する支援策は段

階的に縮小、廃止されております。このような中で

も可能な限り、医業収益の確保や医業費用の縮減な

どに取り組み、同感染症の収束後も事業規模に見合っ

た手元流動性を持続することができるよう、引き続

 き対策を講ずるよう要望しております。

 　７ページを御覧ください。

　２点目は、(２)医師等の医療スタッフの確保につ

 いてであります。

　県立病院が、地域の医療ニーズに対応し、良質で

安定した医療サービスを提供するためには、医師、

看護師などの医療スタッフを安定的に確保する必要

 があります。

　県立病院の一部では、医師の欠員等により、診療

科の休診や診療の制限が行われていることから、引

き続き医療スタッフの安定的な確保と定着を図ると

ともに、職員の働き方改革への取組を着実に進めて

 いただくよう要望しております。

　３点目は、(３)財務に関する事務について是正・

 改善を要する事項についてであります。

　病院事業局の定期監査において、基本的な財務に

関する事務の不適正な処理が確認されており、依然

 として指摘件数が多い状況にあります。

　これらの多くは、担当者において関係規定などの

基礎知識の理解不足があること、管理監督者のチェッ

 クが不十分なことが主な要因と考えております。

　財務事務に関する担当者及び管理監督者それぞれ

に必要な研修の充実など、経営人材育成への投資を

推進することに加え、各病院間、本庁と病院間の連

携を図るなどして、引き続き事務部門の体制強化に

取り組み、県立病院の地域医療への貢献を経営面か

ら支える専門性の高い体制を構築するとともに、財

務事務の適正な執行に努めていただくよう要望して

 おります。

　４点目は、(４)新型コロナウイルス感染症への対

 応についてであります。

　新型コロナウイルス感染症は、令和５年５月に５類

感染症へ移行しましたが、県立病院においては、引

 き続き重要な役割を果たしております。

 　８ページを御覧ください。

　５類感染症移行後も、依然として県立病院の診療

に影響を与えていることから、県立病院においては、

医療スタッフ、病床、機材等の十分な体制を維持す

るとともにメンタルサポ－トの体制を充実させるな

ど、引き続き医療スタッフの心身両面へのケアに努

 めていただくよう要望しております。

　今後も、感染症医療を含む政策医療を担う県立病

院の機能を安定的に維持するため、関係部局や関係

機関と十分に連携を図り、万全な対策を講じていた

 だくよう要望しております。

 　以上が、審査意見であります。

　なお、９ページ以降に、令和４年度沖縄県病院事

業会計決算書等に基づいた決算の概要を記載してお

 りますので、御参照ください。

　以上で、沖縄県病院事業会計決算審査意見書の概

 要説明を終わります。

○國仲昌二委員長　代表監査委員の説明は終わりま

 した。

　次に、企業局長から令和５年第３回議会乙第14号

議案及び乙第15号議案の議決議案２件、令和５年第

３回議会認定第２号及び同認定第３号の決算２件に

 ついて概要説明を求めます。

 　松田了企業局長。

○松田了企業局長　令和４年度の水道事業会計及び

工業用水道事業会計の決算並びに両会計決算の結果

生じました未処分利益剰余金の処分について、その

 概要を御説明申し上げます。

　初めに、認定第２号令和４年度沖縄県水道事業会

 計決算について御説明いたします。

　ただいま表示しました決算書の１ページを御覧く

 ださい。

　決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

 御説明申し上げます。

　収入の第１款水道事業収益は、予算額の欄の右端
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の合計296億2716万円に対して、決算額は295億9379万

4961円で、予算額に比べて3336万5039円の減収となっ

 ております。

　その主な要因は、第２項の営業外収益における、

 長期前受金戻入の減少によるものであります。

　次に、支出の第１款水道事業費用は予算額合計

301億4952万3798円に対して、決算額は292億7657万

9360円で、翌年度繰越額が9141万3300円、不用額が

 ７億8153万1138円となっております。

　不用が生じた主な要因は、第１項の営業費用にお

ける動力費等の決算額が当初の見込額を下回ったこ

 とによるものであります。

 　２ページを御覧ください。

　（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

 げます。

　収入の第１款資本的収入は予算額合計149億3903万

1000円に対して、決算額は113億8959万1188円で、予

算額に比べて35億4943万9812円の減収となっており

 ます。

　その主な要因は、建設改良工事の繰越しに伴い、

第２項の国庫補助金が減少したことなどによるもの

 であります。

  次に、支出の第１款資本的支出は予算額合計206億

4661万5020円に対して、決算額は164億533万3880円

で、翌年度への繰越額が38億717万2950円、不用額が

 ４億3410万8190円となっております。

　繰越しが生じた主な要因は、第１項の建設改良費

において、入札不調及び不落等による設計見直しや

現場状況を踏まえた工法への変更等に不測の日数を

 要したことによるものであります。

　不用額の主な内容は、第１項の建設改良費におけ

 る県単独事業の執行残等によるものであります。

　次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

 営成績について御説明申し上げます。

　１の営業収益156億9791万6595円に対して、２の営

業費用は270億5045万2465円で、113億5253万5870円

 の営業損失が生じております。

　３の営業外収益123億1167万 6826円に対して、

４ページの４の営業外費用は８億3135万6269円で、

右端上のほうになりますけれども、114億8032万557円

の営業外利益が生じており、経常利益は１億2778万

 4687円となっております。

　５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は740万1223円となり、この当年度純利益が当

 年度未処分利益剰余金となっております。

　次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

 し上げます。

　右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高478億7529万2139円に対し、当年度変動

額が1683万4730円増加したことにより、資本合計の

当年度末残高は478億9212万6869円となっておりま

 す。

 　次に、６ページを御覧ください。

　剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

 ます。

　右端にあります未処分利益剰余金については、当

年度末残高740万1223円の全額を、将来の企業債償還

に充てるため、議会の議決を経て、減債積立金に積

 み立てることとしております。

　次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

 政状態について御説明申し上げます。

　まず、資産の部については、８ページになります

けれども、資産合計4178億7756万5321円となってお

 ります。

　負債の部については、９ページの中頃となります

けれども、負債合計3699億8543万8452円となってお

 ります。

　資本の部については、10ページの下から２行目に

なりますけれども、資本合計478億9212万6869円と

 なっております。

　なお、11ページから13ページは決算に関する注記、

また15ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

 きたいと思います。

　以上が、認定第２号令和４年度沖縄県水道事業会

 計決算の概要でございます。

　次に、ただいま表示しました決算書の43ページを

 御覧ください。

　引き続きまして、認定第３号令和４年度沖縄県工

業用水道事業会計決算について御説明申し上げます。 

　決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

 御説明申し上げます。

　収入の第１款工業用水道事業収益は予算額合計

６億7282万4000円に対して、決算額は６億7727万

6211円で、予算額に比べて445万2211円の増収となっ

ております。その主な要因は、第３項の特別利益の

 増加によるものであります。

　次に、支出の第１款工業用水道事業費用は予算額

合計６億9065万5822円に対して、決算額は６億6326万

2668円で、不用額が2739万3154円となっております。

　不用が生じた主な要因は、第１項の営業費用にお

ける動力費等の決算額が当初の見込額を下回ったこ
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 とによるものであります。

 　44ページを御覧ください。

 （２）資本的収入及び支出について御説明申し上げ

 ます。

　収入の第１款資本的収入は予算額合計7282万

8800円に対して、決算額は7160万3879円で、予算額

 に比べて122万4921円の減収となっております。

　これは、第１項の国庫補助金の減少によるもので

 あります。

　次に、支出の第１款資本的支出は予算額合計１億

60万9958円に対して、決算額は9343万6414円で、不

 用額は717万3544円となっております。

　不用額の主な内容は、第１項の建設改良費におけ

 る県単独事業の執行残等によるものであります。

　次に、45ページの損益計算書に基づき、経営成績

 について御説明申し上げます。

　１の営業収益３億2897万4275円に対して、２の営

業費用は６億1372万837円で、２億8474万6562円の営

 業損失が生じております。

　３の営業外収益３億1175万2873円に対して、46ペー

ジの４の営業外費用が777万3643円で、右端上のほう

になりますけれども、３億397万9230円の営業外利益

が生じており、経常利益は1923万2668円となってお

 ります。

　５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は1618万9991円となり、この当年度純利益が

 当年度未処分利益剰余金となっております。

　次に、47ページの剰余金計算書について、御説明

 申し上げます。

　右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高15億3228万3333円に対し、当年度変動

額が1618万9991円増加したことにより、資本合計の

当年度末残高は15億4847万3324円となっております。 

 　次に48ページを御覧ください。

　剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

 ます。

　右端にあります未処分利益剰余金については、当

年度末残高1618万9991円の全額を、今後の建設改良

費の財源に充てるため、議会の議決を経て、建設改

 良積立金に積み立てることとしております。

　次に、49ページの貸借対照表に基づきまして、財

 政状態について御説明申し上げます。

　まず、資産の部については、50ページの中頃にな

りますけれども、資産合計57億6939万7955円となっ

 ております。

　負債の部については、51ペ－ジになりますけれど

も、負債合計42億2092万4631円となっております。

　資本の部については、52ペ－ジ下から２行目にな

りますけれども、資本合計15億4847万3324円となっ

 ております。

　なお、53ページから55ページは決算に関する注記、

また57ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

 きたいと思います。

　以上が、認定第３号令和４年度沖縄県工業用水道

 事業会計決算の概要でございます。

　決算の概要説明に続きまして、議決議案として提

出しております未処分利益剰余金の処分について、

 その概要を御説明申し上げます。

　ただいま表示しました議案書の30ページを御覧く

 ださい。

　乙第14議案令和４年度沖縄県水道事業会計未処分

 利益剰余金の処分について御説明いたします。

　本議案は、決算における未処分利益剰余金740万

1223円の全額を、将来の企業債償還に充てるため、

減債積立金に積み立てることについて、地方公営企

業法第32条第２項の規定により、議会の議決を必要

 とすることから提出したものであります。

 　続きまして、31ページを御覧ください。

　乙第15議案令和４年度沖縄県工業用水道事業会計

未処分利益剰余金の処分について御説明いたします。 

　本議案は、決算における未処分利益剰余金1618万

9991円の全額を、今後の建設改良費の財源に充てる

ため、建設改良積立金に積み立てることについて、

地方公営企業法第32条第２項の規定により、議会の

議決を必要とすることから提出したものであります。 

　以上で、乙第14号議案及び乙第15号議案の説明を

 終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○國仲昌二委員長　企業局長の説明は終わりました。 

　次に、代表監査委員から令和５年第３回議会認定

第２号及び同認定第３号に対する審査意見の概要説

 明を求めます。

 　安慶名均代表監査委員。

○安慶名均代表監査委員　それでは、審査意見書の

 概要を御説明いたします。

　ただいま表示しました令和４年度沖縄県水道事業

会計及び沖縄県工業用水道事業会計決算審査意見書

 の１ページを御覧ください。

 　第１、審査の概要について御説明いたします。

 　まず１、審査の対象であります。

　令和４年度の沖縄県水道事業会計及び沖縄県工業
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用水道事業会計決算につきましては、地方公営企業

法第30条第２項の規定により、知事から令和５年８月

 ７日付で審査に付されました。

　監査委員は、同決算書及び決算附属書類について、

沖縄県監査委員監査基準に準拠して審査を行い、９月

 21日に知事へ審査意見書を提出いたしました。

 　次に２、審査の方法であります。

　審査に当たっては、水道事業及び工業用水道事業

が常に経済性を発揮するとともに、その本来の目的

である公共の福祉を増進するように運営されている

かどうかについて、決算書及び決算附属書類と関係

 書類等との照合などを行い実施しました。

 　２ページを御覧ください。

　第２、審査の結果及び意見について、御説明いた

 します。

 　まず１、審査結果であります。

　審査に付された決算諸表は、法令に適合し、かつ、

正確であり、令和４年度の経営成績及び令和５年３月

31日現在の財政状態を適正に表示しているものと認

 められました。

　水道事業会計の経営成績及び財政状態について、

また、４ページから記載しております工業用水道事

業会計の経営成績及び財政状態につきましては、た

だいま企業局長から説明がありましたので、私から

 の説明は省略いたします。

 　６ページを御覧ください。

 　次に２、審査意見であります。

　企業局では、令和４年11月に改定した沖縄県企業

局中長期計画において、現状と課題を整理し、事業

環境の変化に的確に対応すべく、施策目標として安

全で安心な水の供給、安定した水の供給、健全な経

営の持続、県民に信頼され満足度の高い水道を掲げ、

その実現に向けた施策、取組を進めることにしてお

 ります。

　老朽化施設の更新や耐震化、水道広域化の推進等

に伴い資金需要の増加が見込まれる中、令和４年度

決算においては、電気料金の高騰による動力費増の

影響が大きく、利益が大幅に減少するとともに、給

水原価が供給単価を上回ることになっております。

　企業局においては、９次にわたる経営計画等の下、

経営の健全化・効率化に取り組み、水道事業につい

ては、復帰以降急速に整備した施設の更新等に伴う

費用が増加する一方、給水収益は伸び悩み、近年の

大幅な電気料金の上昇により、厳しい経営状況が続

 くものと見込まれております。

　今後とも、中長期計画で掲げる施策目標の実現に

向けて、県民福祉の増進のため、経営改善・合理化

の取組をより一層徹底するとともに、常に経営状況

等に関する幅広い情報について積極的な広報を行い、

県民の理解を求めながら、安定給水の確保とさらな

る経営基盤の強化に努めていただくよう要望してお

 ります。

　まず、水道事業会計については、純利益が740万

1223円となり、前年度に比較して５億5785万8163円、

 98.7％減少しております。

　これは、主に動力費等の増により営業費用が増加

したほか、営業外収益が減少したことなどによるも

 のであります。

　給水原価は、ダムなどの水源と消費地が離れてい

ることや水源の零細性等に起因して小規模施設が多

くなることなどから、動力費や施設管理等に係る人

件費の割合が全国平均を上回っているほか、電気料

金の高騰による動力費増の影響が大きく、前年度か

ら2.81円上昇の102.41円となり、供給単価102.24円

 を0.17円上回っております。

 　７ページを御覧ください。

　中長期計画においては、将来的な人口減に伴い水

需要が減少する一方で、施設の耐震化や老朽化に伴

う更新等による資金需要の増加に加え、電気料金の

高騰や円安の進行が経営に大きな影響を及ぼすこと

が見込まれており、経営状況は厳しくなることが予

 想されます。

　今後の事業運営に当たっては、施策目標の達成に

向けて、各種施策、取組を着実に推進し、経営の健

全化、効率化を図っていただくよう要望しておりま

 す。

　また、沖縄本島周辺離島８村への水道用水供給事

業の広域化については、引き続き着実に推進してい

 ただくよう要望しております。

　次に、工業用水道事業会計については、純利益が

1618万 9991円となり、前年度に比較して5955万

 6917円、78.6％減少しております。

　これは、主に営業外収益の減少と、修繕費及び動

力費等の増による営業費用の増加によるものであり

 ます。

　給水原価は、水源の零細性により小規模なダムに

依存していることから、ダムの維持管理に要する負

担金や動力費などの割合が大きくなり、全国平均を

大きく上回っているほか、電気料金の高騰等による

動力費増により、給水原価が前年度から2.94円上昇

し51.59円となり、供給単価50.35円を1.24円上回っ

 ております。
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　また、施設利用率は59.67％ で、施設規模に見合っ

た需要が確保されておらず、経営環境は依然として

 厳しい状況であります。

　今後の事業運営に当たっては、水道用水供給事業

と連動して経営の効率化に努めるとともに、工業用

水道の既設管路沿線地域に立地する企業の需要開拓

を推進し、経営の健全化を図っていただくよう要望

 しております。

 　以上が、審査意見であります。

　なお、８ページ以降に、令和４年度沖縄県水道事

業会計及び沖縄県工業用水道事業会計決算書等に基

づいた決算の概要を記載しておりますので、御参照

 ください。

　以上で、沖縄県水道事業会計及び沖縄県工業用水

道事業会計決算審査意見書の概要説明を終わります。 

○國仲昌二委員長　代表監査委員の説明は終わりま

 した。

　次に、土木建築部長から令和５年第３回議会認定

 第４号の決算について概要説明を求めます。

 　前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長　令和４年度沖縄県流域下

水道事業会計の決算について、その概要を御説明い

 たします。

 　決算書の１ページを御覧ください。

　決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

 御説明いたします。

　収入の第１款流域下水道事業収益は、予算額の欄

の右端の合計117億6986万8000円に対して、決算額は

115億6177万3094円で、予算額に比べて２億809万

 4906円の減収となっております。

　その主な要因は、第２項の営業外収益における長

 期前受金戻入の減少によるものであります。

　次に、支出の第１款流域下水道事業費用は、予算

額合計122億8139万8900円に対して、決算額は113億

2490万1034円で、翌年度繰越額が３億2409万8530円、

 不用額が６億3239万9336円となっております。

　繰越しが生じた主な理由は、第１項の営業費用に

おいて、世界的な原材料不足等により取替用部品の

 製造に遅延が生じたことによるものであります。

　また、不用額の主な理由は、第１項の営業費用に

おける委託料及び減価償却費の減少によるものであ

 ります。

   ２ページを御覧ください。

　（２）資本的収入及び支出について御説明いたし

 ます。

　収入の第１款資本的収入は、予算額合計82億9336万

5814円に対して、決算額は47億4336万1005円で、予

算額に比べて35億5000万4809円の減収となっており

 ます。

　その主な要因は、建設改良工事の繰越しに伴い、

第２項の国庫補助金が減少したことによるものであ

 ります。

　次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計98億

4017万5401円に対して、決算額は58億5031万4455円

で、翌年度への繰越額が38億306万7720円、不用額が

 １億8679万3226円となっております。

　繰越しが生じた主な理由は、第１項の建設改良費

において、世界的な電子部品の不足により納期の遅

 延が生じたことによるものであります。

　また、不用額の主な理由は、第１項の建設改良費

における県単独事業の執行残によるものであります。 

   ３ページを御覧ください。

　損益計算書に基づきまして、経営成績について御

 説明いたします。

　１の営業収益49億9922万4167円に対して、２の営

業費用は105億9688万1398円で、55億9765万7231円の

 営業損失が生じております。

   ４ページを御覧ください。

　３の営業外収益60億3031万4859円に対して、４の

営業外費用は２億8736万4596円で、右端上から１行

目になりますが57億4295万263円の営業外利益が生じ

ており、経常利益は１億4529万3032円となっており

 ます。

　５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は１億4725万7889円となり、この当年度純利

 益が、当年度未処分利益剰余金となっております。

   ５ページを御覧ください。

 　剰余金計算書について、御説明いたします。

　右端の資本合計の欄でございますが資本合計の前

年度期末残高198億5433万512円に対し、当年度変動

額が２億3426万864円増加したことにより、資本合計

の当年度末残高は200億8859万1376円となっておりま

 す。

   ６ページを御覧ください。

 　剰余金処分計算書について、御説明いたします。

　右端にあります未処分利益剰余金については、当

年度末残高１億4725万7889円の全額を、今後の企業

債償還に充てるため、沖縄県流域下水道事業の設置

等に関する条例第４条第１号の規定に基づき、減債

 積立金に積み立てることにしております。

   ７ページを御覧ください。

　貸借対照表に基づきまして、財政状態について御
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 説明いたします。

　まず、資産の部については、最下段になりますが

 資産合計1435億3385万4021円となっております。

   ９ページを御覧ください。

　負債の部については、右端上から２行目になりま

すが負債合計1234億4526万2645円となっております。

　資本の部については、右端下から２行目になりま

すが資本合計200億8859万1376円となっております。

　負債資本合計については、最下段になりますが

 1435億3385万4021円となっております。

  なお、10ページ及び11ページは決算に関する注記、

また13ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

 きたいと思います。

　以上で、令和４年度沖縄県流域下水道事業会計決

 算の概要説明を終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願いします。　

○國仲昌二委員長　土木建築長の説明は終わりまし

 た。

　次に、代表監査委員から同決算に対する審査意見

 の概要説明を求めます。

 　安慶名均代表監査委員。

○安慶名均代表監査委員　それでは、審査意見書の

 概要を御説明いたします。

　ただいま表示しました令和４年度沖縄県流域下水

道事業会計決算審査意見書の１ページを御覧くださ

 い。

 　第１、審査の概要について御説明いたします。

 　まず１、審査の対象であります。

　令和４年度の沖縄県流域下水道事業会計決算につ

きましては、地方公営企業法第30条第２項の規定に

より、知事から令和５年８月７日付で審査に付され

 ました。

　監査委員は、同決算書及び決算附属書類について、

沖縄県監査委員監査基準に準拠して審査を行い、９月

 21日に知事へ審査意見書を提出いたしました。

 　次に２、審査の方法であります。

　審査に当たっては、流域下水道事業が常に経済性

を発揮するとともに、その本来の目的である公共の

福祉を増進するように運営されているかどうかにつ

いて、決算書及び決算附属書類と関係書類等との照

 合などを行い実施しました。

 　２ページを御覧ください。

　第２、審査の結果及び意見について、御説明いた

 します。

 　まず１、審査結果であります。

　審査に付された決算諸表は、法令に適合し、かつ、

正確であり、令和４年度の経営成績及び令和５年３月

31日現在の財政状態を適正に表示しているものと認

 められました。

　流域下水道事業会計の経営成績及び財政状態につ

きましては、土木建築部長から説明がありましたの

 で、私からの説明は省略いたします。

 　４ページを御覧ください。

 　次に２、審査意見であります。

　流域下水道事業は、経営基盤の強化や財政マネジ

メントの向上等にさらに的確に取り組む観点等から、

令和２年度に公営企業会計に移行した趣旨を踏まえ、

損益計算書、貸借対照表等に基づく経営状況の分析、

経年比較、他団体との比較により、経営課題を十分

把握し、それを踏まえて、経営の効率化・合理化を

より計画的に推進していただくよう要望しておりま

 す。

　令和４年度の経営成績は、純利益が１億4725万

7889円となり、前年度に比較して４億5092万6304円、

 75.4％減少しております。

　これは、主に委託料及び動力費の増により、営業

 費用が増加したことなどによるものであります。

　このため、汚水処理原価は前年度から4.8円上昇の

50.5円となり、負担金単価50.0円を0.5円上回ってお

 ります。

　有収水量の大幅な増加が期待できない中、今後、

施設・設備の老朽化や腐食に伴う更新投資の負担は

増大することが見込まれ、厳しい経営環境下におい

ても持続可能な下水道サービスを提供するため、沖

縄県流域下水道事業経営戦略で定めた効率化・経営

健全化のための取組方針を踏まえ、具体的な取組を

着実に推進し、経営基盤の強化と財政マネジメント

 の向上を図っていただくよう要望しております。

 　以上が、審査意見であります。

　なお、５ページ以降に、令和４年度沖縄県流域下

水道事業会計決算書等に基づいた決算の概要を記載

 しておりますので、御参照ください。

　以上で、沖縄県流域下水道事業会計決算審査意見

 書の概要説明を終わります。

○國仲昌二委員長　代表監査委員の説明は終わりま

 した。

　以上で、令和５年第３回議会乙第14号議案及び乙

第15号議案並びに令和５年第３回議会認定第１号か

ら同認定第４号までの決算の概要説明及び同審査意

 見の概要説明は終わりました。

　前川智宏土木建築部長、松田了企業局長及び本竹
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 秀光病院事業局長、御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、土木建築部長、企業局長及び病 

         院事業局長退席）

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

 　これより代表監査委員に対する質疑を行います。

　なお、本日の質疑につきましては、決算特別委員

 会運営要領に従って行うことにいたします。

　本日の委員会は、決算議案の概要及び決算審査意

見書の概要を聴取し、大局的な観点から、決算審査

意見の状況などについて審査することにしておりま

 す。

　なお、決算議案に係る部局ごとの詳細な審査につ

いては、本委員会において、明日調査することにし

 ております。

　なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ述べた上で該当するペー

ジを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたし

 ます。

　また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長

の許可を得てから行い、重複することがないよう簡

潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運

 営が図られるよう御協力をお願いいたします。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、質疑時間の譲渡の確認）

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　島尻忠明委員、新垣新委員、仲村家治委員から、

それぞれの質疑時間の全てを又吉清義委員に譲渡し

 たいとの申出がありましたので御報告いたします。

　なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

 御承知おき願います。

　それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

 行います。　

 　下地康教委員。

○下地康教委員　まず病院事業局の会計決算の審査

意見書ですね。３ページですけれども、国の交付金

の過大申請が約27億円というふうになっております

けれども、令和５年度に返還予定というふうにあり

ますが、これは歳入から返還までに時間があります

ね。これ実際国の補助金が令和４年度に入っている

と、それで５年度に返還ということになりますけれ

 ども、これの利息というのはあるんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　利息が発生するというよ

 うなお話はこちらでは聞いておりません。

○下地康教委員　これは数字上の話という理解でい

いですかね。例えば実際お金が入っていないと。た

 だ数字上に……。

 　これ交付されているはずですよね。

○安慶名均代表監査委員  この交付金について、今

回返還する27億円というのは令和２年度、令和３年

度に交付された分の交付金の中に過大申請があった

ということで、令和４年度にそれを点検をしまして

その分を令和５年度に支払うということになってい

 ます。

○下地康教委員　私が申し上げているのは、１度交

付されたお金というのは準備されているはずですの

で、それを返還するということはその交付金が県の

ほうに入っていると。交付するまでは戻すというこ

とですからね。返還するということは、それまでの

利息というのは発生するのかどうかを確認したかっ

 たんですけれども。

○安慶名均代表監査委員　この交付金に関して支払

利息が発生してそれを加算して返還するというよう

なことについては、こちらのほうではそういうお話

 は聞いておりません。

○下地康教委員　はい、了解しました。 

　監査委員のほうではその判断はできないという理

 解でよろしいですかね。

○安慶名均代表監査委員　これは交付した国側と当

該部局等との間で調整がなされているものと思って

 おります。

○下地康教委員　次に、17ページですね。 

　17ページの資料が差し替えられております。その

中でその差し替えた後の資料ですけれども、一番下

の欄の繰入金の合計というのが以前の資料と違いま

すね。これおよそ100億円ですかね。その以前の資料

と変更した資料の一番上の文言ですね。ウ、一般会

計からの繰入金というこの数字が変わってないんで

 すけれども、これ何でですか。

○安慶名均代表監査委員　大変申し訳ないことに

17ページの表については、提出後誤りが判明しまし

たので訂正させていただいたところでありますけれ

ども、この訂正があった部分というのは繰入基準額

の欄に訂正がありましたので、その繰入額そのもの

の決算額についての変更はございませんでしたので、

この本文のところの繰入れの金額については特に変

 更の必要はなかったということであります。

○下地康教委員　変更前の資料では、一番上の文言

の数字、つまり一般会計からの繰入金は合計で176億

円余りというふうになっていて、表の一番下の繰入
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金合計が同額となっているんですね。改正後の表、

改正後の資料ですね。それはその一般会計からの繰

入金額の合計176億円余りが表の一番下の繰入金合計

の金額と違っています。それはどういう理由ですか

 ね。

○安慶名均代表監査委員　今回修正がありましたの

は、令和４年度の繰入基準額の欄の修正がありまし

て、この表の中ほど負担金交付金の12番にあります。

県立八重山病院暫定ヘリポート夜間運用に係る経費

が繰入基準上はゼロでありますけれども、繰入れが

308万4247円あったということであります。繰入基準

にはないけれども繰入れが発生したというところで

ありますけれども、誤ってその決算額、繰入額と同

額を繰入基準額ということで書いていたものですか

ら、この修正をしてそこはゼロにしたというところ

と。さらにその下のほうの他会計補助金、中ほどに

ありますけれども新型コロナウイルス感染症入院病

床確保支援事業についても繰入額が約100億円ありま

すけれども、これも繰入基準に基づくものではなかっ

たのでありますけれども、その繰入額と同額を繰入

基準額に記載をしていたものですから、これもそこ

は削除してゼロにしたということで、繰入基準額の

欄だけが修正をされたということで、実際の繰入れ

した決算額については全く変更、修正はないという

 ことであります。

　ですから一番下の繰入金合計額のところですけれ

ども、繰入基準額の合計としては75億円ほどになり

ますけれども、実際の一般会計からの繰入金は176億

 円あったということになってございます。

○下地康教委員　次は水道事業の６ページですけれ

ども、審査意見書の中段ですね。評価の中で老朽化

施設の更新や耐震化云々というものがあって、利益

が大幅に減少するとともに、給水原価が供給単価を

上回ることになったというふうにあるんですけれど

も、これは監査委員として改善策というものを求め

 てありますでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　今回企業局の水道会計に

ついては、ダムが北部にあることと消費地が中南部

にあるということで距離があるものですから、いろ

んな管路延長が長かったり、あるいは水源が乏しい

ものですから、河川水であったり、ダム水であった

り、いろんな零細な水源を求めているというところ

で施設が多くなっている。その施設の維持管理のた

めの人件費がかかっているという部分と、さらにそ

のために動力費が多くかかっているというところが

あります。そういうところが今回の動力費の増に伴っ

て、大きく給水原価を押し上げたというところが理

由ということでありますので、そこら辺のいろんな

省エネの施設の取組であるとか、様々な経費の削減

であるとか、いろんな企業局の中長期計画に掲げて

いる様々な取組をしっかり着実に推進していただき

たいというようなことを申し上げているところであ

 ります。

○下地康教委員　次に７ページ、工業用水道事業会

計のほうです。一番下のほうで、需要の開拓を推進

して、経営の健全化を図っていただきたいというふ

うにしていますけれども、それに関する健全化の対

策はどのようなものを企業局のほうから説明をされ

 ていたのでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　工業用水につきましては、

水道用水と共同施設ということで運営されておりま

すので、ここの意見書にも書いてありますとおり、

その水道用水供給事業の様々な取組と連動する形で

工業用水道事業会計についても、そういう計画に定

められた各種の取組をしっかり推進してもらいたい

ということと、また工業用水道事業会計独自の取組

としては、ここにありますとおりその施設の利用率

がまだ６割に満たないというところでありますので、

そういう既設の管路沿線の地域に立地する企業につ

いての需要開拓に取り組んでもらいたいというとこ

 ろを要望してございます。

○下地康教委員　次は下水道事業ですね。４ページ

の一番下のほうですけれども、経営戦略で定めた効

率化・経営健全化のための取組方針を踏まえて、具

体的な取組を着実に推進し、経営の基盤の強化と財

政マネジメントの向上を図っていただけるよう要望

するということですけれども、これ具体的な取組を

着実に推進するようにとしていますけれども、その

事業者からどのような取組をしているというような

 意見などありましたでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　流域下水道事業会計にお

きましては、令和２年公営企業化をした際に、沖縄

県流域下水道事業の経営戦略が策定をされてござい

ます。その中でこれまで以上に経費削減努力を重ね

る必要性があって、さらに常にコスト意識を持ち創

意工夫を重ね、着実に汚水処理を行っていくという

観点から、効率化・経営健全化のための取組として

経営資源の転換効率の向上、あるいは環境変化への

対応力の向上、柔軟な組織運営と人材育成というこ

との取組方針が定められております。それに基づい

ていろんな取組を行っているという説明を受けてお

 ります。
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○下地康教委員　この汚水処理の原価は、前年度か

ら上昇していると。50.5円ですかね、負担金単価を

0.5円上回っていると。要するに処理する単価と頂く

料金の単価がちょっと逆転をしているという理解を

しているんですけれども、それに対する改善策とい

うのは事業者のほうからどのように示されていたの

か。それと改善策を聞き出しているのかどうかです

 ね。その辺りをちょっとお聞きしたいと思います。

○安慶名均代表監査委員　流域下水道事業会計にお

きましても、単価と原価が逆転をしたというところ

でありますけれど、これ４年度決算においては委託

料であるとか、動力費の増が営業費用を増やしたこ

とが主な原因ということを聞いております。そうい

う中で有収水量というのは、なかなか大幅に増加を

することが期待できない中で、設備の老朽化である

とか、腐食に伴っての更新はこれからもどんどん出

てくるという厳しい経営状況があると聞いておりま

す。先ほど申し上げた様々な経費削減の取組をする

というところを聞いておりますけれども、今原価と

単価が逆転をしておりますけども、令和２年度に公

営企業になったときに単価の改定等もしているとこ

ろでありますので、今はそういった経費削減である

とか、あるいは収益の増の取組をする中でしっかり

対応していきたいということであります。今水道事

業会計において料金単価の検討もされているようで

すけれども、下水道のほうでは単価を改定をしてま

だ間もないところでありますので、現状の中で経営

改善の努力をしていきたいという、現時点ではそう

 いうふうな話を聞いております。

○下地康教委員　以上で私の質疑を終わります。 

○國仲昌二委員長　下地康教委員の質疑は終了いた

 しました。

 　又吉清義委員。

○又吉清義委員　よろしくお願いします。40分とた

くさん頂きましたが、大丈夫ですから安心してくだ

さい。細かい数字はお聞きしないし、監査という立

場だけで意見ということで今日はお伺いしたいとい

うことで、ぜひ皆さんには頑張っていただきたいと

いうエールと叱咤激励の意味で質問をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。それはな

ぜかといいますと、今回御存じのとおり我が沖縄県、

あまりにも不祥事が多すぎます。この不祥事が続い

て１年半となっております。一向に直る傾向がござ

いません。であるならば、それは先にキャッチする

のは監査だと見ております。監査の皆様がしっかり

とさらにどうするかということで体制を変えていか

ないと、我が沖縄はこれでいいのかなということで

エールを送りながら質問をさせていただきたいと思

 います。

　まず確認事項から進めていきたいと思います。初

めに令和４年でしたかね。乙第13号議案というのが

ありまして、都市モノレール建設事業資金貸付金に

係る債権の一部、合計１億3989万9135円を放棄する

という議案が出てきました。それはそれでよしとし

ましょう。非常に私がそこで気になっていたのが何

かといいますと、これは委員長の説明ですから間違

いありません。令和３年度沖縄県歳入歳出決算書に

おいては、0.08％の利率で算定された貸付金元利収

入の額が記載されているが、これ自体は契約書に基

づいて沖縄都市モノレール株式会社から実際に徴収

した利息額が決算書に掲載されていると。契約書と

実際の決算書の契約書が中身が違うということだと

私は思っております。契約に基づく利息額とそごは

ないとの答弁がありました。そういうふうに時間の

流れで契約書と実際とのずれがある中で我々は決算

を進めてきましたと。そういう現象がありましたと

いうことに関しては、私はやはり非常にこれでいい

のかなと。この辺は監査のほうでしっかりとこれは

是正するべきところは是正をする。また喚起をする

ところは喚起をすると。そういうのを体質をしっか

りとやっていかないと――そのとき監査の意見は一

切ございませんでした。しかしそういうふうに決算

が進められてきました。これは好ましい状態ではな

いと思うんですが、やはりその辺は監査として、ま

ず当局からも伺いがあったのかなかったのか。まず

 それについてお伺いします。

○安慶名均代表監査委員　ただいま又吉委員からの

御質問は、議決漏れがあって事後の議決をした案件

だと思いますけども、それはその時点では決算の審

査の対象にはなっていなかったと思いますので、審

査意見書等で直接その部分についての細かい記載は

なかったかと思いますけども、私どもとしてはこの

案件に限らず、ほかにも議決漏れの案件がコロナの

検査キットの件であるとか、ございました。それで

７月から８月にかけては監査委員では本庁監査とい

うことで各部局課長以上、部長から課長まで全てを

一堂に集めて本庁監査を監査委員４名でやっており

ます。その際には、これは当該部局だけでなくて全

部局長、全課長に対して、こういう議決漏れという

重大な不適正な事案が立て続けに起こっているとい

うことで、議会でいろいろな議論があったことは皆

さん承知のことだと思うけども、いま一度このこと
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についての重大性を認識をして、二度とそういうこ

とがないような対策を各部局しっかり取ってもらい

たいということは、各部局の本庁監査で部長はじめ

 各課長に私から直接申し上げたところであります。

○又吉清義委員　ぜひですね、やはりそういった始

まりから、今回御存じのとおりいろんな問題が発生

しております。ですからこの監査の皆さんが指摘を

している中でもこれがやっぱり生じているというこ

とは本当にこれは残念なことであります。またこう

いった意味で監査のほうの努力を感謝申し上げます

けど、しかしまだまだ起きている部分についてこれ

でいいのかなというのがある中で、次の質疑に入ら

 せていただきます。

　令和４年度の監査をする中で、これまでの過去の

監査と令和２年、３年頃から監査のほうで新しい指

摘項目が出てきたんですよ。これは具体的に令和３年

 度にどのような項目が一筆出てきましたか。

○安慶名均代表監査委員　今委員がおっしゃってい

るのは、国庫補助金の請求漏れに係るような事案の

 ことかなというふうに理解をしております。

○又吉清義委員　そうなんですよね。これまで皆さ

んの監査、過去15か年分を遡って調べてみました。

意見書で残念なことに国庫補助金の請求に係る事務

が適正でなかったものという文言が出てきたのは、

令和３年からなんですよ。見てください。令和３年

からこの文言が出てきました。そしてこれは財政課

であり、土木総務課であり、道路街路課であり、そ

ういった３課にこれがありますよというのが、出始

めてきて４年度も出てきてしまいました。私は監査

の皆様にぜひお願いしたいのは、今までなかった国

庫補助金の請求に係る事務自体が適正でなかったと

いうことは、御存じのとおり補助金が頂けなかった

という現象が出たということなんですよ。この重要

性の認識がない。沖縄県も。そしてこのようなミス

が出てきたということは最初に皆さんはお気づきに

なった。だからこういった絶対やっちゃいけないも

のがじゃんじゃん出てきてしまっているのが、残念

な結果でないかなと思います。こういった重要事項

が出てきたものに関しての取組というのは、皆さん

確かに監査報告書をペーパーで出します。その程度

ではこれは収まってなかったというのが今日の現状

 かと思いますよ。いかがですか。

○安慶名均代表監査委員　令和３年度の審査意見書

でこの件については述べさせていただいております

けれども、その際のことを御紹介しますと、私ども

としては、今般複数の部局で国庫補助金の繰越しや

実績報告等の手続において、誤った金額を報告した

ため本来国から交付される補助金の受入れができず、

一般財源や翌年度の国庫補助金を充当する事案が発

生をしたという事実をまず指摘をして、国庫補助金

に関する事務は全庁共通の事務であり、それに誤り

が生じた場合、県の財政に大きく影響し県行政の信

頼を損ねることになる。当該事案の発生要因を分析

し、所要額を適時確実に受け入れることができるよ

う進捗管理の徹底、関係部署及び担当職員間の連携

体制や事務処理のチェック体制の見直しなど再発防

止策を講じていただきたい、ということを令和３年

度の審査意見書にはしっかりと記述をさせていただ

いております。また先ほども申し上げましたけれど

も、その年の本庁監査の委員監査の際にも各部局に

対して、今お話しした意見書に書いているものと同

様なことを部長、各課長に対して監査委員からは強

く申入れをしたところであります。その後も起きた

ということがありますので、非常に残念ではありま

すけれども、今年度の８月の本庁委員監査において

も、昨年度に引き続きということでこの国庫補助金

のことについては同様なことを今年度も各部局に対

 して申し上げたところであります。

○又吉清義委員　このような努力は私も別に否定は

いたしません。しかし現実的に、この国庫補助金の

申請漏れというのは――例えば財務に関する総務部

のほうです。国庫補助金の請求に係る事務が適正で

なかったということで、沖縄振興特別推進交付金、

ソフト交付金が適正に行われていなかったと。まず

総務部もそれがあったということですね。そして次

は、同じく今年もたくさん出てきた土木建築部です。

財務に関する事項で国庫補助金の請求に係る事務が

適正でなかったと。これ皆さんはしっかり指摘をし

ているわけですよ。指摘をする中にこういうふうに

書いてありました。沖縄振興公共投資交付金事業、

市町村事業に係る令和２年度から令和３年度への繰

越手続において、繰越額を過小に算出し国に報告し

たため同交付金１億2731万787円の受入れができず、

一般財源から支出をしたと。もうその時点からこれ

が起きてしまっているわけですよ。ですから監査の

皆様方の指摘を県がしっかりと心で受け止めて、全

庁体制でこれがしっかりとこなせるようであれば、

もう大体この年で終わっています。しかしこれ以上

に今は起きているというのが私は事実だと思います。

その後監査の立場としてどのような国庫補助金の申

請であり、農林水産部であり、どのくらい起きたか

御存じでしょうか。お分かりでしたら少し御説明し



－24－

 
                                                                                    

 ていただきませんか。

○國仲昌二委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、委員長から又吉委員に対して質

　　　　疑内容については令和４年度企業会計決算

　　　　に関する観点から整理するよう説明があっ

　　　　た。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

 　又吉清義委員。

○又吉清義委員　その後御存じのとおり、沖縄県で

はいろんな不祥事がじゃんじゃん出ているのは事実

なんですよ。なぜ止めることができないかというの

 がどこに原因があるかということなんですが。

　例えば皆さんの沖縄県病院事業局会計決算審査意

見書の中で７ページのほうですね。財務に関する事

務について是正・改善を要する事項についてという

ことで意見があるわけですよ。これは何かといいま

すと、令和４年度の定期監査において会計や契約等

に係る基本的な財務に関する事務の不適正な処理が

確認され、依然として指摘件数が多い状況であると。

これまさしくそのとおりであります。その下の下で、

何が行われたかというと病院事業局においては、企

画機能の強化や県立病院事務部門の体制強化を図る

ため、令和４年４月に本庁組織の再編や県立病院の

事務部各課に係を設置するとともに、事務職員を増

員していると。この強化の内容というのは県立病院

であり、いろんなところ、具体的にどこに何名配置

 しているかは御存じですか。

○安慶名均代表監査委員  令和４年の事務の増員は、

記憶では27名だったかと思っています。そのうち４名

が本庁での増員で23名は各県立病院での増員という

 ふうに記憶をしております。

○又吉清義委員　その中でこういうふうな配置をす

ることは非常にありがたいことなんですよ。そして

またこういう意見があります。専門性の高い体制を

構築するとともに、財務事務の適正な執行に努めて

いただきたいと。この27名の方というのは、専門性

の高い方であるのか、ないのか、皆さんはそこまで

 把握をしておられるか、おられないかです。

○安慶名均代表監査委員　事務の採用については、

基本的に県の採用試験ということで採用しているか

と思いますので、その方々が専門性のある職員を採

用したということにはならないかと思いますけども、

なかなか忙しい中で研修の企画をしてもまた、研修

に参加する機会もなかなか厳しいというようなこと

もありますから、職員を増員して体制を整えること

でまたいろんな研修にも参加しやすくなるというと

ころもありますので、そういった面で専門性の高い

体制の構築というのは、一朝一夕にはできないと思

いますけれども、少し年数もかけながらしっかり取

 り組んでもらいたいというふうに思います。

○又吉清義委員　ぜひですね、せっかく監査のほう

でしっかり指摘をしているんですよ。指摘をした結

果、この１年どのように何が改善されたか皆さん御

 存じですか。

○安慶名均代表監査委員　この財務に関する事務の

是正に関する項目というのは、毎年度指摘がありま

すので、審査意見の中には入っておりますけれども、

数年前からやはり病院の事務体制をもっと強化すべ

きという監査委員としての考えを持ちましたので、

ここ数年の審査意見書には事務体制の強化というこ

とを常に書かせていただいています。病院事業局と

のいろんなやり取りの中では、そういう監査からの

事務体制の強化という指摘も踏まえて、事務局体制

の強化を図っているというふうにも聞いております

し、その成果として昨年度の事務の増員であるとか、

あるいは係制の導入というのは係制にして小さい単

位で係長が職員の業務内容をしっかり把握をして、

そのチェック体制も強化をするとか、あるいはまた

その係長がそういう係長業務を通して、マネジメン

ト力をつけて今後課長であったり、あるいはもっと

上の事務部長であったりという病院の事務局体制の

強化につながるというような観点から、係制も導入

 したというふうに聞いています。

　これは去年できて、今すぐ成果というのはなかな

か厳しいところではありますけれども、しっかりそ

れが着実に事務局体制の強化につながるというもの

 だというふうに期待をしてございます。

○又吉清義委員　確かに令和４年度から取り組まれ

ております。今代表監査委員がおっしゃるとおり、

人員も増やして強化されております。そうあっても

らいたいんですよ。そうあってもらいたいんだけど、

御存じのとおり例えば３ページを読んでみると、皆

さんの指摘では、全国的に過大申請が発生している

新型コロナウイルス感染症の病床確保事業に係る国

交付金の県立病院に係る令和２年度分及び令和３年

度分の請求内容を令和４年度に点検したところ、約

27億円の過大申請が判明し、令和５年度において返

還する予定となっている。まだ予定なんですよ。残

念なことにまだまだこれが進んでいない。そしてしっ

かりとした数字が皆さん把握できていない。そうか

と思えば昨日なんかまたとんでもないのが出てきて

しまった。各病院の事務を強化したにもかかわらず、
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問題はまたたくさん出てきてしまった。ですからそ

れでよろしいですかと。監査の責任を追及している

わけではないですよ。現実こうなっていますよと。

現実は相反していますよと。ですから皆さんとして

あと一歩踏み込んで監査としてもっと県執行部に私

は言うべきだと思いますが、いかがですか。そして

監査であと一歩踏み込んでやっていただきたいこと

 がある。是正するために。

○安慶名均代表監査委員　まず今回のコロナの返還

金については、その他起きているいろんな土木環境

委員会の赤字決算の話とか、あるいは今回の国庫の

受入れが適正でなかったというようなものとは、少

し意味合いが違っているのだろうとは思っています。

この発端は会計検査院の検査で他都道府県において、

そういった事案が見つかったために全国的に厚労省

からその点検の指示もあって、点検をした結果、様

々な県でやはり新しい仕組みの中で、しかもコロナ

の緊急体制の中で対応したために、今全国でも起こっ

ているというところですので、それはしっかりそう

いうことがないようにやるべきではありますけれど

も、やむを得ない事案でもあると思っていますので、

コロナの返還金に関しては他の不適正事案とは少し

 性格が異なるものだというふうに思ってはいます。

　いろいろと意見を述べさせていただいてはおりま

すけれども、なかなか改善ができないというところ

でありますけど、我々監査委員としては毎年度しっ

かり定期監査、決算審査をする中で出てきた課題に

ついては、仮に同様な内容であってもこれは繰り返

し強く指摘をして改善を求め続けるという姿勢で対

応したいと思っていますし、自らやはり指摘を受け

て執行部がしっかり議論して、具体的な改善策は執

行部がしっかり講じるべきものというふうに考えて

 います。

○又吉清義委員　確かに代表監査委員がおっしゃる

ことが、当然かと思います。当然かと思うんだけど、

実際現実はそうではないと。もしそれがそのとおり

行われているのであれば、このような不祥事は私は

起こらないと思います。ミスも起こらないと思いま

す。しかし起きてしまっている。起きてしまってい

る中で、一番そういった予測ができる。あれ、これ

また違ったことが出てきたぞと。こういうのは一番

よく知っている皆さんの立ち位置がもっと大きく

あってもいいんじゃないかなと言いたいんですよ。

例えば強化するために専門性の高い体制を構築する

べきだと言ったからには、皆さんで県のほうにちゃ

んとしなさいと指摘をする。これ当たっています。

しかし指摘をしているけれど、本当に行われてなけ

れば今回のようなことが起きてしまっているのが現

状ではないのかなと。そういった今後の監査の在り

方というのを少しワンランク上の在り方も可能性は

ないのかなと。従来どおりの監査でいいのかなと。

権限であり、このやり方をまた少し改革してもいい

のではないのかなと私は思うんですよ。例えば人数

にしろですね。そこに税理士であり、プロフェッショ

ナルを入れるとか、そういった体制も強化をして県

の事務運営がしっかりといくように、どうあるべき

かというのを、私は一番皆さんがよく知っているか

と思います。これ指摘事項どおり、事が起きてしまっ

ているんですから。しかし県のほうはなかなか是正

が見られない。そういった意味で監査としてどんな

ですか。やはり県政を立て直す意味でも皆さんがしっ

かりと提言の在り方をもう少し２ランク上、１ラン

ク上のレベルの改革もすることによって、一番県民

が助かるかと思うんですが、それぐらいの思い切っ

た行動力はありませんかというのを私は聞きたいん

 ですよ。監査としていかがですか。

○安慶名均代表監査委員　監査としては、いろんな

決算審査、定期監査の中で事務処理のミスを発見し

たり、あるいは課題と思われるようなことが見つかっ

た場合には、それはしっかりと審査意見なり、ある

いは定期監査の報告書に記載をして、直接県のほう

に手交してしっかり対応するように今は述べている

ところでありますけども、私どもとしてもなかなか

改善されない点があるということについては、非常

に残念に思ってはおりますけど、ただそれはしっか

り我々としては諦めずにちゃんと強く指摘をして、

是正を求めるというところであります。やはりそこ

はまた執行部と監査の立場も違いますので、執行部

にしっかりと対応していただきたいということを強

 く求めたいと思っています。

○又吉清義委員　本当におっしゃるとおり、しっか

り対応してもらいたい。これは私も百も承知です。

願っております。ただしかし、しっかりと対応でき

ていないのが今日の現状じゃないですかと。この監

査の皆様方が一番よく知っている指摘事項に関して、

この指摘だけじゃなくて、監査のほうでちゃんとこ

れ改善できたかと、本当に全庁体制でそういった話

合いもしっかりとしたかと、どこをどうしたかと。

逆に今後、報告書も求めるぐらいのものでもいいの

ではないのかなと。そしてそればかりではありませ

ん。皆さんが定期監査をやっておりますが、それも

数を増やすことによって、チェック機能をもう少し
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是正する意味で数も増やす、人も増やす。そういっ

た強化体制に私は持っていかないとこれは県の職員

のほうも正直言って、私から言わせるとかなり困惑

をしていると思います。それをみんなでどう解決す

るかを考えていかないと、指摘するのは簡単です。

いかに解決するかということで次監査の皆さんもそ

こまで業務というのを改善できないかなと。直すた

めにそこを言いたいんですよ。だって一向に直らな

いんだから。皆さんが令和２年度に指摘してから悪

くなる一方ですから。補助金申請だけで約20億円近

くも我々は受けることができないんですよ。莫大な

金額ですよ。この２年間で、残念なことに。ですか

らそれを考えた場合には、やはり監査の皆さんが一

番これを先にキャッチをしている。それをもっと生

かすために、今後の在り方を少し改善をしてさらに

頑張ってもらえませんかと。私はそれを言いたいで

 すけど、どんなですか。

○安慶名均代表監査委員　監査の指摘しっ放しとい

うことではありませんで、今の国庫補助金関係とか

非常に大きな問題ではありますけれども、その他の

たくさんの指摘事項についてはですね。指摘をしま

したら、その指摘についての改善策、実際にどう措

置を取ったかというのはしっかり各部局とやり取り

をしています。我々が認めないとそれは措置をした

ということにはならないと。未措置ですよというこ

とまでしっかりやってはおります。それと翌年度の

定期監査においては、昨年度指摘のあった課におい

ては同じような内容のことがまた起こっていないか

どうかはしっかりフォローして監査をしております。

ただ監査をして非常にいつも指摘をさせていただい

ているのは、そういう指摘があったところについて

指摘をして、改善を求めて、翌年度も内容をチェッ

クして改善がされているのだけれども、同じような

指摘内容が今度はまた別の部署で起きてしまうとい

うところ。これが非常に問題だと思っています。で

すから指摘された課だけの問題、課題ではなくて、

どの課が指摘されても、そのことは全部局、部内全

部、あるいは全庁で受け止めるべき課題というとこ

ろで、いろんな指摘の内容が全庁で共有されること

が大事というようなことはその都度、申し上げてい

 るところであります。

○又吉清義委員　ですから問題が起きていることは

共有されることが大事なんですよ。先ほどからもう

一歩掘り下げてというのは、もう一つお願いしたい

んですが、なぜそれが起きたのか。残念なことにな

ぜそれが起きたかは一切議会でも聞いたことはない

し、担当部署から聞いたこともないし、監査の皆様

からもこういうのは全く見たこともありません。な

ぜ起きたかが分かればかなり改善になるかと思いま

す。そういったのも今後、なぜこれが起きたのか。

ただミスがありましただけではなく、なぜミスが起

きたのか。そこまで監査のほうでさらに一歩踏み込

んで、例えば指摘をする。そうでなければ皆さんが

先ほど言うように、当局から報告があればそこまで

も報告を求めると。そうすると私は必ず直ると信じ

ていますよ。ぜひそういった踏み込み、そしてあと

一歩そういったのをやっていただきたいなと。今ま

で監査をして従来どおりの監査の在り方では、県は

もう直るのかなと。私はかなり厳しいと見ています

よ。それをお互い解決するためにぜひそういった在

り方を皆さんとして頑張っていただきたいというこ

とをぜひお願いしたいんですが、代表監査委員いか

 がですか。

○安慶名均代表監査委員　私どもとしては、その監

査委員、あるいは監査委員事務局に与えられた権限

の中で、しっかり対応してきたつもりではあります

けども、もちろんその権限の範囲の中でよりよい監

査ができるように、常にその向上を図るということ

は今又吉委員がおっしゃったとおりだと思います。

ただ我々のその権限の範囲の中で、しっかり常に監

査の質の向上には取り組んでいきたいと思っていま

す。監査委員事務局は課長以下、今15名の職員で全

庁の監査をしているというところも御承知おきくだ

 さい。

○又吉清義委員　人数どうのこうのは言いません。

私は足りないようでしたら、また予算を計上して増

やすと。そして専門職が必要だったら外部も入れる

と。改善するまではそのぐらいの体制でもやるべき

だと思います。できるまでは。そのほうがいいと思

います。先ほどなぜこのようなことが起きる原因は、

大体こっちなりに調べて把握はできております。で

もこれは今日は言いませんけど、明日またたっぷり

時間がある中でこれを議論してみたいと思うんです

が。やはりそういうのをやらないと沖縄県本当に大

変だなと。せっかく監査の皆さんがこの指摘をした

んだけど、なかなか改善されないこの体質ですね。

皆さんも手を替え品を替えあらゆる角度から取り組

んでいかないと、私はそう簡単には直るものではな

いと思いますよ。職員の皆さんも困っていると思い

ますよ。ぜひそういった姿勢で思い切って、人数は

増やすべき、外部から応援を頼むべきだったら思い

切って予算も要求して、もっと強化して頑張ってい
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 ただきたいということをお願いして終わります。

 　以上です。ありがとうございます。

○國仲昌二委員長　又吉清義委員の質疑は終わりま

 した。

 　休憩いたします。

 　　　午後０時０分休憩

 　　　午後１時30分再開

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

 　午前に引き続き質疑を行います。

 　末松文信委員。

○末松文信委員　まず初めに、病院事業会計の決算

審査意見書の５ページ、中段９行目ぐらいからです

けど、令和４年度決算は、病院事業収益692億4000万

円に対し、病院事業費用は651億円、同年度純利益は

41億2000万円となっております。当該年度の純利益

から前年度繰越欠損金２億円を引くと、当年度未処

分利益剰余金は38億9000万円となっているというこ

とです。その後に、しかしながらというのがありま

して、本来業務に係る医業損失は120億1000万円と

なっていると。前年度に比べると２億9000万円、2.5％

増加しているということで、これは４年度はたまた

まコロナ関係でこれだけの利益計上したのかなと思

いますけれども、普通ですと２億9000万円赤字だと

いう表現と理解しておりますけれども、そのとおり

 理解してよろしいでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　お答えします。 

　令和４年度決算につきましては、今委員のおっしゃ

るとおりの数値でございまして、当年度純利益が41億

円余りということで、前年度の繰越しできた欠損金

が２億3000万円ほどありますので、これにまず充て

た上で次年度に繰り越す未処分利益剰余金が38億

9639万円ということでございます。これは全体とし

ては、２年度、３年度、４年度のこの３年度の決算

は、医業外収益のほうにコロナ関係の補助金が100億

円近い単位で３年間歳入が上がっていますので、そ

の影響もあって純利益が出たというところでありま

すけれども、やはり病院事業の本体であります、本

来業務とも言いますけど、医業損失については120億

円の損失ということでさらに昨年度よりも３億円近

い損失が増えたというところで、病院事業の本体業

務としては厳しい経営状況にあるというふうに理解

 をしております。

○末松文信委員　次に22ページのほうで、表16の比

較損益計算書の中の医業費用の中の給与費というと

ころがあります。この55.8％という数字ですけれど

も、これは他の病院とか、あるいは全国的な見方か

 らするとどんな位置にあるんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　まず沖縄県立病院の数値

は今回、55.8％ということですけれども、直近５年

間を見てもおおむね56％前後で大きく変わらない比

率で推移はしてございます。ただ病院の担う役割で

あるとか、医療圏の状況で病院の特性も違いますの

で、必ずしもこの率で妥当な数字かどうかというの

は、一概には言えないところがございます。全国と

の比較ですと、これは令和３年度の数値で申し上げ

ますと、地方公営企業年鑑では沖縄県が54.4％、全

国の平均が47.8％ということで、本県が6.6ポイント

 高くなっているという状況にあります。

○末松文信委員　やはり民間でもそうですけど、給

与の比率がこんなに高いとなかなか経営が難しいと

言われております。今全国に比べても６ポイントぐ

らい高いという話ですけれども、この原因というの

 はどういうことなんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　今委員の御指摘のところ

は、費用に占める給与費の割合、構成比のところで

ありますけれども、経営指標の一つには医業収益に

占める職員給与費の割合というのがございます。こ

れで申し上げますと、沖縄県は令和４年度は72.2％、

これの同じく３年度の地方公営企業年鑑の比較で申

し上げますと、沖縄県は72.7％で全国平均が62.5％

になっています。これを比較すると10.2ポイント沖

縄県が高くなっているという状況がございます。個

別の病院ごとで見ても病床規模の類似病院と比較す

ると、やはり県内の県立病院は総じて高くなってい

るという状況があります。その理由として考えられ

るのが、今医師に限って言えば平均給与月額が沖縄

県は今全国１位という数値がございます。それに加

えて100床当たりの職員数が、これも令和３年度の比

較ですと全国が165.6人に対して、沖縄県は197.7人

ということで、100床当たり32名ほど多いということ。

さらに離島の２つの病院を抱えておりますので、離

島の増嵩経費ということで離島の手当等ですね、そ

ういうことが本県の県立病院にありますので、この

辺りが人件費の割合を押し上げている要因だろうと

 いうふうに理解をしてございます。

○末松文信委員　先ほど質問いたしました毎年度

２億円から３億円の赤字を計上しているということ

でありますけれども、この今の損益計算書の中でも

これだけの人件費がかかっているということについ

 て、改善策というのはないんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　本県の先ほど申し上げた

理由がございますけれども、離島の２つの大きな総
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合病院を抱えていて、どうしても他県のまとまった

県に比べると病院数が多かったりということもあり

ますので、職員数が多いというところはなかなか必

要に応じた人数が配置されているのだろうというふ

うに思いますし、離島の増嵩経費というのもこれも

また必要な経費だと思っています。給与月額のほう

が医師については、１位というところですけれども、

実を言うと本給で比べると28位ぐらいになります。

時間外手当が１位ということになっておりまして、

これは数年前に労基署からの勧告もあって宿・日直

のときの時間外の支給の在り方を指摘をされて、ぐ

んと時間外の支給が増えた経緯もあろうかと思いま

す。この辺りについては、正しい法律の中で上限960時

間の適用であるとか、あるいはいろんな働き方改革

の中で時間外を必要としないような勤務形態への変

更であるとか、そういったところに今県立病院のほ

うは取り組んでいると思いますので、その辺りの成

果によっては改善の方向性もあるのかなというふう

 に考えています。

○末松文信委員　現場を見ていると、コロナのとき

もそうだし先生方も寝る暇もないような働き方を私

はよく見ておりますけれども。それにしても100床当

たりの職員の数が全然違うというこういう状況とい

うのは少し見直すべきではないかというふうに思い

ますけれども、監査委員としてはどんなふうに考え

 ますか。

○安慶名均代表監査委員　そこは私のほうで細かい

分析はなかなかちょっと難しいのですが、先ほど申

し上げたとおり沖縄県の地理的特性から総合病院を

２つ離島に抱えているというところなど、その辺の

事情が職員数には大きく影響しているのかなと思い

ますので、そういう条件の中でどれだけ効率のいい

職員配置で適正な病院の運営ができるのか、医療サー

ビスが提供できるのか、この辺りはやはりまた病院

の中でもしっかり考えていただく必要があると思い

ますけど、なかなか私のほうで多い少ないという議

 論はちょっと難しいところがあります。

○末松文信委員　ありがとうございます。 

　この辺については、また事業局に聞いてみたいと

思いますけれども、もう一つですね。この医業外収

益の他会計からの補助金ということで110億円ぐらい

あります。それから国庫補助が２億5000万円ぐらい

ですけれども、この他会計からの110億円というのは、

 どういう中身になっているんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　この他会計補助金が令和

４年度の構成比が16％ということになっております

けれども、これについてはコロナの影響のなかった

元年までは４％程度の構成比でありました。令和２年

度からこのコロナ関係の補助金が入っておりますの

で、４％前後の数値が令和２年度15.1％、３年度

18.3％、４年度16.0％ということで、特に新型コロ

ナウイルス感染症入院病床確保支援事業の補助金が

ほとんどでありますけれども、この影響でこの３か

年間は15％から16％ぐらいの構成比となっていると

いうところでございます。もう一件、国庫補助金の

ほうですけれども、これが２億5300万円で0.4％です

が、実はこれについては元年度までは0.4％前後でご

ざいました。２年度と３年度はこの中に新型コロナ

ウイルス感染症の患者等入院受入医療機関の緊急支

援事業、こういう補助金が入っていまして、２年度、

３年度は0.4％が２％台に上がっていましたけども、

このコロナの補助金が４年度はなくなりましたので、

元の水準の0.4％の数値が出ているというような経緯

 がございます。

○末松文信委員　ありがとうございます。 

　ちなみに他会計の中身、県からの補助金というの

はどのくらいになっているんでしょうかね。一般会

 計繰入れとして。

○安慶名均代表監査委員　他会計補助金が110億円ほ

どありますけれども、このうち100億程度がコロナ関

連の補助金ということになっていますので、その他

の補助金は10億円程度ということになるかと思いま

 す。

○末松文信委員　ありがとうございます。 

 　以上です。

○國仲昌二委員長　これで末松文信委員の質疑は終

 了いたしました。

 　当山勝利委員。

○当山勝利委員　それでは水道事業会計決算審査意

見からお尋ねします。６ページの水道事業会計の上

の段のところを中心にちょっと聞かせていただきま

 す。

　まず地方公営企業の料金は、公正妥当なもので、

と書いてあるんですが、まずこの公正妥当なもので

というそこの意味を教えていただけないでしょうか。 

○安慶名均代表監査委員　審査意見中の地方公営企

業の料金は、公正妥当なもので、という今御質問で

したけれども、これはちょっと続きがありまして、

かつ能率的な経営の下における適正な原価を基礎と

し、健全経営を確保できるものであることが必要で

あるということがございますが、これは地方公営企

業法第21条第２項の条文から引用してございます。
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水道事業につきましても、老朽化した施設の更新等

に伴う費用が増加する中で、給水収益の伸び悩みが

ございますし、近年の大幅な電気料金の上昇で動力

費が増加したということで厳しい経営状況にありま

す。その中で給水原価が供給単価を上回るというこ

とも令和４年度の決算では生じておりまして、現在

企業局においてその供給単価の改定に関しての検討

がなされているということも聞いておりますので、

そういう単価の検討に当たっては、経営環境の変化

や県民生活への影響を見極めるということも重要で

すし、また県民の生活に欠くことのできない水を安

定的に供給していくということも非常に重要な要件

でありますので、それで条文からこの原則とすべき

考え方を引用して意見書に示したところでございま

 す。

○当山勝利委員　分かりました。一般論として書か

れていますということで理解しましたけれども、そ

うすると先ほども説明はありましたけれども、その

水道料金の改定等含めて考えた場合、ここで続けて

適正な原価を基礎とするということではありますが、

今の説明からするとこの今の状況では適正な原価に

値しているかどうかというのは監査としては、どう

 いうふうに見てらっしゃいますでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　１立米当たりの給水原価

が102.41円ということでありますけども、各水道事

業を設置している県においては、その地理的、いろ

んな社会的な状況も異なるということですので、一

概にどの原価が適正というのはなかなか難しいとこ

ろはありますけれども、本県の状況からいいますと

水源の零細性、あるいは水源と消費地の遠隔性とい

う条件から多くの施設が必要になりまして、その人

件費であるとか動力費等の負担が非常に大きくなっ

ています。その中でも動力費については、ここ最近

の高騰でかなりこれが給水原価を高くしている要因

となっています。そういう分析をしておりますので、

その辺のところが現在のいろんな状況、それから今

後のいろんな投資需要等を含めてですね、適正な原

価というのを検討すべき時期に来ているのかなとい

 うふうに考えております。

○当山勝利委員　そうすると令和４年度の決算、あ

とその以前の決算等を含めて見てこられていると思

うんですけれども、今の企業局、特に水道事業にお

いては健全経営が確保できているかと――ここでは

確保しなければいけないということではありますけ

れども、現状としてはどのように見てらっしゃいま

 すか。

○安慶名均代表監査委員　令和４年度の決算では純

利益が740万円ということで、また給水原価と供給単

価も逆転をしているという結果が出ております。こ

れも前年度から純利益も大きく減少しているところ

であります。さらに幾つかの指標で見ますと、経営

状況の健全性を示す指標であります総収益対総費用

比率が102.0％ということで全国平均の111.5％より

9.5ポイント低くなっているという状況があります。

ただ一方で自己資本構成比率は83.5％で全国平均の

79.4％よりは4.1ポイント高くなっているということ

もあります。もう一つ短期債務に対する支払能力を

示す流動比率が173.2％で近年大幅に減少しておりま

す。純利益が減っているという状況と連動している

かと思いますけれども、沖縄県が173.2％で全国が

384.4％、211ポイントほど低くなっているという状

況がございます。これは比較の意味で令和３年度の

数値ですけれども、令和４年度の沖縄県の決算では

173.2％がさらに低くなって154.9％ということと

なっています。その辺のところを見ると非常に厳し

い経営状況であろうということは考えておりますけ

れども、長年供給単価を変えない中でしっかりと水

の供給をしてきたという意味ではしっかり頑張って

経営しているんだろうというふうには理解をしてお

 ります。

○当山勝利委員　分かりました。そのこともあって

いろいろ企業局のほうでは検討されてはいるとは思

うんですが、そうして企業局さんの話だといろいろ

経営的な改善はしていますというような御説明も受

けてはいるんですけれども、ただ監査意見の中には

情報通信技術――ＩＣＴの活用による業務改善とか

挙げていらっしゃいますけれども、それだけではな

いとは思うんですが、企業局側のこの業務改善とい

うものを求めてらっしゃいますけど、そこら辺の理

 由をお聞かせください。

○安慶名均代表監査委員　料金改定の検討について

は、またこれは別ものとして検討しておりますけれ

ども、それとはまた別にそういう前提があろうとな

かろうと、やはりより健全な経営というか、効率の

よい経営を目指すということでは大事なことであり

ます。令和４年11月に改定した企業局の中長期計画

の中では、情報化推進による業務の効率化というこ

とも挙げられておりまして、その中で具体的にはＩ

ＣＴによる事務の効率化、あるいはシステムによる

施設管理の効率化ということが計画されております

ので、私どももこの中長期計画に掲げている情報化

推進という部分について、しっかりと前に進めてい
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ただきたいという意味で記述をさせていただいてお

 ります。

○当山勝利委員　保有資産の有効活用というのが、

ちょっとよく分からなくて、そこをちょっと御説明

 いただけないでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　保有資産の有効活用とい

う部分、これについても企業局の中長期計画の中で

海水淡水化施設や石川浄水場の高度処理施設などの

運用の効率化ということが記述をされておりますし、

またこのほか省エネルギーの推進に向けたＥＳＣＯ

事業の導入であるとか、浄水場とか比較的広い敷地

を持っているというところで、沖縄電力と協働した

太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用につい

ても検討をしているという状況がございますので、

その辺のところを記述をさせていただいております。 

○当山勝利委員　これは企業局側さんのほうでいろ

いろ検討をされているという情報を皆様方のほうに

 は提供されているということでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　中長期計画の中で、記述

されておりますので、私どもも監査、決算審査の中

でその辺りの資料も入手をして、それも読み込みな

がら内容を確認しながら、それに取り組んでいると

いうことですので、私たちからもしっかり前に進め

てもらいたいという趣旨で意見書に記述をしたとい

 うことでございます。

○当山勝利委員　分かりました。経営改善・合理化

の取組というのは先ほども説明いただきましたので、

中身は理解しましたが、最後に経営基盤の強化とい

うことをまとめていらっしゃいます。これは総合し

てのことになるとは思うんですが、監査のほうとし

てはどういうことをイメージされていて、そういう

経営基盤の強化に努めていただきたいということで

締めくくってらっしゃるのか、ちょっと御説明くだ

 さい。

○安慶名均代表監査委員　先ほど来申し上げている

とおり、企業局の決算状況は年々厳しくなっている

状況がございまして、４年度は大きく純利益も減少

させて740万円しか出ていないというところがありま

す。また供給単価と給水原価も逆転現象が起きたと

いうところで、その施設の管理の上で人件費の割合

が高いとか、あるいは動力費が多くかかるという特

殊な要因もありますので、その辺りもしっかり経営

合理化の取組も必要だと思いますけれども、なかな

か将来的にも人口減というところも目に見えてきた

中で、水の需要が大きく増えて給水収益が増えると

いうのもなかなか見込めない状況でありますけど、

一方でこの施設の耐震化、老朽化に対する資金需要

というのは当然これからたくさん見込まれるという

ところで、マイナス要因が大きい中で経営状況はさ

らに厳しくなるのではないのかなというふうな認識

を持っております。これまでも経営の改善に努めて

きたところではありますけど、引き続き様々な取組

を通して経営基盤の強化、この中には現在検討され

ている料金改定の議論も含まれてくるかと思います

けれども、その辺も含めて今後も安定的に水を供給

できる盤石の体制をつくっていただきたいなという

 思いを込めて記述をしております。

○当山勝利委員　分かりました。終わります。 

○國仲昌二委員長　これで当山勝利委員の質疑は終

 了いたしました。

 　瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員　監査委員にお聞きします。まず

病院事業会計決算について、全体を通しての評価、

前年度の監査意見書でも指摘した事項がこの間努力

をしたというのが反映されているのかという視点も

 含めて伺いたいと思います。

○安慶名均代表監査委員　前年度、病院事業の経営

改善の取組について、新型コロナウイルス感染症の

影響が大きく残る中で本来業務である医業収益の確

保やその医業利益を確保するための方策として、収

益の確保と医業費用の縮減ということを求めたとこ

ろでありますけども、令和４年度決算においては、

この医業損失が120億円余りということで前年度より

３億円近く増えていると、悪化をしているという状

況が出ておりまして、コロナ関係の補助金の関係で

トータルとしては純利益を計上はしておりますけれ

ども、やはり感染症の関係で本来の入院、あるいは

外来の部分というのはまだ深刻な影響が続いている

というふうに理解をしておりますので、今回も医業

利益の確保という部分を強く求めたところでありま

す。このほか昨年度指摘をしました医師等の医療ス

タッフの確保につきましても、令和４年度において

も医師の欠員等に伴う一部診療科の休診、あるいは

診療制限ということが行われております。ただそう

いう中で全体としては109人の職員が増員をされてい

るというところで、良質で安定した医療サービスの

提供体制を着実に取り組んでいるというふうには考

えてはおりますけど、今回もまだまださらに充実さ

せていただきたいというふうような意見を述べたと

ころでございます。それから財務に関する事務につ

いては、昨年度いろんな事務体制の強化ということ

にも取り組んでおりますけれども、その結果として、



－31－

 
                                                                                    

成果としてはまだまだ現れていない部分もございま

すので、引き続き財務に関する事務についてもしっ

かり取り組んでいただきたいというふうに今回も意

 見を述べたところであります。

 　以上です。

○瀬長美佐雄委員　経営改善の取組に関しての記述

の中に、事業規模に見合った手元流動性を持続する

ことが引き続きできるように対策を求めると。この

意図する意見について、あるいはそれがかなわなかっ

たらどういう事態になるんだと、あるいはそういっ

た事態が想定されたということなのか伺いたいと思

 います。

○安慶名均代表監査委員　本来業務である医業損益

については、今回４年度決算で120億円余りの損失を

計上しておりますけれども、コロナの影響のない元

年度は医業損失は58億円余りでありました。コロナ

を経て令和４年度の決算においては、医業損益は約

２倍になっているというような深刻な状況が今ある

と思っています。こういう中でも県立病院が今後も

地域において必要な医療を適切かつ安定的に提供す

るというところでは、やはり病院運営に必要な資金

が確保されているということが大変重要だと思って

おりまして、令和５年３月に病院事業局が策定した

沖縄県立病院の経営強化計画の中でも２つの大きな

基本目標を掲げておりますけれども、その一つとし

て単年度資金収支の黒字化の達成ということが掲げ

られております。そういうところで私どもからもそ

ういう手元流動性の確保が大事であるというところ

 を記述をしたということでございます。

○瀬長美佐雄委員　６ページのほうには経営改善の

取組で医業収支の改善の記述があります。新型コロ

ナ感染症に係る国の支援策の段階的な縮小や廃止に

よる医業外収益の減少が見込まれるということで、

お聞きしたいのは、この国支援策の会計事業に占め

る割合や減少に伴う影響がどう出るというのが予見

 できるのか、監査の意見を伺いたいと思います。

○安慶名均代表監査委員　令和４年度のコロナ関係

の補助金の主な大きなものを合計しますと約100億円

ということになります。これが収益として計上され

ておりますけれども、段階的に縮小されてきており

ますし、これはいつの日か廃止になる事業だろうと

いうふうに思いますので、これだけの総収益に占め

る割合が約14.4％でございます。この部分の収益が

なくなるというところでありますので、今４年度の

決算では120億円の医業損失をコロナ関係の補助金の

収益である意味賄って、トータルとして純利益が40億

円ほど出ているという状況がありますので、これが

丸々なくなることを想定すると、またトータルとし

ての欠損が出る可能性もあるのかなと思っておりま

すので、この医業損益の収支の改善に早急に取り組

むべき必要があるというところを記述をしてござい

 ます。

○瀬長美佐雄委員　７ページに移ります。医師等の

医療スタッフの確保に関する記述の中に、医師の欠

員等による診療科の休診や診療の制限が行われてい

るということで、上記についての実態、影響はどう

なっているのかなと。要するに医師がそもそも不在

なのか、病休とか退職で補充ができなかったのかと

いう観点と、あと医業収益との関係で医師あるいは

看護師がということで、やっぱり収入にも係る課題

として監査としてはどういう意見を持っているのか

 伺います。

○安慶名均代表監査委員　県立病院のこの医師の状

況というのは、刻一刻と変わっているところもあり

まして、現状既に変わっている部分もあるかもしれ

ませんけど、私どもが決算審査の過程で確認したの

は令和５年７月１日時点の部分でありますけど、そ

の際には医師の欠員によって外来診療を休止してい

る診療科で北部病院の泌尿器科、中部病院、八重山

病院の眼科ということを把握しております。また医

師は配置されて医療は行っているものの医師の数が

足りないというところで紹介患者及び救急患者の受

入れの制限をかけている診療科というのが、北部病

院の脳神経外科、中部病院の泌尿器科というところ

を令和５年７月１日時点では把握をしてございまし

た。監査委員でこの特定の医師が欠員によってどれ

だけの影響という金額的なところの把握はしてはご

ざいませんけれども、やはり一般的に本来ならば得

られるであろう医業収益がその分については確保で

きないという事態だろうというふうに理解をしてお

りますし、また県民に与える影響として、その医療

圏によっては身近な地域で医療を受けることができ

なくなったり、あるいは患者に経済的、精神的な負

担を与えるというようなところで、医療の質の確保

という面でも医師の欠員は影響があるのだろうとい

 うふうな理解をしてございます。

○瀬長美佐雄委員　同じ流れで課題として掲げてい

ますが、令和６年４月からはこの医師の時間外労働

等の上限制限を入れる、働き方改革に取り組まない

といけないという点で、上限制限の導入による影響

がおのずと出ると思います。監査から見える今の状

況でこれの導入に伴う影響としてはどう見ているの
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か。どのような対応が求められるか。所見を伺いた

 いと思います。

○安慶名均代表監査委員　医師については、特殊な

職業ということで猶予されていたわけですけれども、

令和６年４月からは適用されるということになって

います。時間外労働の上限規制によってやはり労務

管理が徹底をされて労働時間が短縮されるというこ

とは、医師にとっては健康が確保されるというとこ

ろで働き方改革としては非常に期待できるものだと

いうふうには思っております。ただ時間外労働の上

限規制ということですと、結局は医師の稼働時間が

短縮されるということになりますので、そこはやは

り県民への医療提供、サービスには影響の出ないよ

うな取組がやはりまた一方で重要かなというふうに

も考えておりまして、そういう意味も含めて良質で

安全な医療を持続可能な形で患者に提供できるよう

に、医療スタッフの安定的な確保と定着を図る取組

を進めていただきたいということを審査意見で述べ

 たところであります。

○瀬長美佐雄委員　同じページの（３）財務に関す

る事務について是正・改善を求めています。依然と

して会計や契約等に係る指摘件数が多いと。お聞き

したいのは、指摘件数で多いというのはどの程度の

件数なのか。前年度に比べても多いということなの

 か。その内容について伺いたいと思います。

○安慶名均代表監査委員　令和４年度定期監査の結

果については、現在各部局とその指摘内容の確認、

あるいは指摘に対する措置状況であるとか、いろん

な財務規則とかそういった法令に照らして、適正な

ある意味指摘であるのかどうかとか。そういった調

整を進めているところです。令和４年度分について

は、令和６年１月に結果報告として知事に示す予定

としておりますので、この令和４年度分については、

ちょっと指摘件数については現在のところは確定し

ていないというところであります。昨年度の例で申

し上げますと、指摘の内容としては県立病院につい

ては、医業未収金の徴収に努力を要するものである

ということと、それから昨年度予定価格に係る事務

が適切でなかったもの、契約事務が適正でなかった

もの、給与、報酬等の過不足払いがあったというよ

うな指摘がありまして、令和４年度についても同様

な指摘がやはり繰り返しされているというところで、

まだまだ改善が不十分というような認識を持ってご

 ざいます。

○瀬長美佐雄委員　４ページのほうに経営成績や財

政状態に関する指標がありまして、財政状況の中の

下段のほうにありますけれども流動比率や自己資本

構成比率の数字が示されています。これに対する評

 価はどう見たらいいのか伺います。

○安慶名均代表監査委員　自己資本構成比率は

35.9％になっておりますけれども、昨年度32.2％で

すので、3.7％高くなっているという状況がございま

す。自己資本構成比率は高いほうがよりよいという

ことだと思いますので、若干改善をされていると。

令和３年度ベースで全国と比較をしますと全国が

25.7％であります。沖縄県が令和３年度は32.2％と

いうことですので、７ポイント前後沖縄県のほうが

構成比率は高いという状況がございます。流動比率

については、本県は304.7％ですけれどもこれは前年

度が269.3％ということで、35.4ポイント高くなって

いるというところで、流動比率についても高いほう

が指標としては良好ですので、昨年度よりも改善を

されているというところであります。また全国の比

較ですと令和３年度ベースで沖縄県の269.3％に対し

て、全国が168.1％というところですので100ポイン

トほど沖縄県のほうが高いという状況がございます。 

○瀬長美佐雄委員　最後にしますが、経営成績の中

に支払利息等々が計上されているかと思います。こ

れについては、低利の資金の借換えとか様々な努力

が見られているのかどうか監査の意見を伺いたいと

 思います。

○安慶名均代表監査委員　支払利息の削減に向けた

取組については病院事業局においてはこれまで企業

債の一部繰上償還であるとか、あるいは低利の部分

への企業債の借換え等の努力を行ってきたものとい

うふうに理解をしております。令和４年度の支払利

息は前年度より2840万1000円減少しておりますけれ

ども、ここ数年の推移を見ますと毎年3000万円程度

ずつ低減されてきているというところがありますの

で、そのような起債の発行額そのものの減もあろう

かと思いますけれども、そういった支払利息軽減の

努力の成果が現れているものというふうに認識をし

 てございます。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

 　以上です。

○國仲昌二委員長　これで瀬長美佐雄委員の質疑は

 終了いたしました。

 　玉城武光委員。

○玉城武光委員　水道事業会計と工業用水の審査意

見に対する質疑を行います。６ページの中段あたり。

供給単価が改定を行っていないがというくだりのそ

の下のほうですね。地方公営企業の料金は公正妥当
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なもので、かつ、能率的な経営の下における適正な

原価を基礎とし、というところですがこの適正な原

価ということ、基礎としていうところのコメントを

 お願いします。

○安慶名均代表監査委員　地方公営企業の料金は公

正妥当なものでというところの表現ですけれども、

これは地方公営企業の料金は公正妥当なもので、か

つ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎と

し、健全経営を確保できるものであることが必要で

あるというところは、最近の水道事業の厳しい経営

状況を踏まえて、企業局においては現在、料金単価

の改定に向けての検討が進められているということ

を承知をしておりますので、供給単価の検討に当たっ

ては、経営環境の変化や県民生活への影響を見極め

ることはもちろんでありますけれども、また県民の

生活に欠くことのできない水を安定的に供給してい

くために業務の継続に支障が生じることがないよう

慎重に検討を進める必要があるという認識がありま

すので、その原則とすべき考え方をこれは地方公営

企業法の条文から引用させていただいたものでござ

 います。

○玉城武光委員　これは適正な原価というのは、給

水原価と供給単価がちょっとアンバランスがあると

いうことで、バランスが取れていないということで

適正な原価を基礎として健全経営を確保できるよう

 なものであることが必要ということですか。

○安慶名均代表監査委員　適正な原価そのものが幾

らというのは、私からは申し上げられないのですけ

れども、沖縄県の企業局の特性から人件費の割合、

北部に水源があって中南部にそれを送るというとこ

ろで、導送水管の延長が長かったり、また水源が足

りないということで零細な水源を多く求めるという

ところで取水ポンプ場が多くあったりということで

施設も多いですので、それに係る維持管理のための

人が多くて人件費の割合が高い、それからそういう

ことを運用するための動力費の割合も原価の中で非

常に高くあります。これがまた最近の電気料金の上

昇で動力費が大きくかかっていて、原価がどんどん

大きくなってきているところで、供給単価は令和５年

以降変化がないというところでその差がどんどん縮

まってきているというところがあって、現在のこの

状況、それから今後の将来の資金需要等含めたとき

の適正な原価というのはどうあるべきかというのは、

やはり今真剣に議論すべき時期に来ているのだろう

という思いがありますので、そういう記述をしてご

 ざいます。

○玉城武光委員　次ですね。水道事業会計のところ

に純利益が前年度に比較して５億5785万8163円、

98.7％減少しているということで、これの要因が長

期前受金戻入の減により営業外収益が減少したとい

うことが記述されているんですが、詳しい説明をお

 願いします。

○安慶名均代表監査委員　今委員の御指摘のあった

箇所は、令和４年度の水道事業会計の決算状況を記

述した部分でありますけれども、令和４年度は水道

事業収益は280億円余りということで、これは営業収

益が減になったことによって１億6000万円ほど、

0.6％減少しておりますけれども、一方で費用につい

ては電気料金の高騰等で先ほど申し上げたとおり、

沖縄県の水道事業は全国に比較しても多くの施設を

抱えているというところで、かかる動力費の割合が

とても高くあります。それが電力の値上げの影響で

動力費の割合が非常に増えておりまして、これが営

業費用を増やしているというところで営業費用の増

加は３億9000万円、約４億円ということで、１億

6000万円収益が減って、費用が４億円ほど増えたと

いうところで、トータルすると５億円余り利益が減っ

 たというところでございます。

 　以上です。

○玉城武光委員　そのほかに営業費用の増加したほ

かというのがある。長期前受金戻入の減と営業外収

 益が減少とある。営業外収益というのは何ですか。

○安慶名均代表監査委員　営業外収益の中に長期前

受金戻入というのがございます。これは国庫補助金

に係る部分でありますけども、これが２億6500万円

ほど減少しているというところで、営業収益は１億

1700万円ほど給水収益のほうで増加はしております

けれども、営業外収益のほうでこの長期前受金戻入

が減少幅が大きくて、収益全体としてもマイナスに

 なっているという状況でございます。

○玉城武光委員　次は７ページお願いします。この

中長期計画において、施設の耐震化、老朽化に伴う

更新等による資金需要の増加に加え、電気料金の高

騰や円安の進行が経営に大きな影響を及ぼすという

ことで、この老朽化施設、それから耐震化しなけれ

ばいけない施設というのは御存じでしたら教えてく

 ださい。

○安慶名均代表監査委員　個別具体にどの施設が老

朽化、耐震化というところまでは把握はしてござい

ませんが、企業局においては本土復帰以降急速に水

道施設を整備した中で、50年を超える導送水管、あ

るいは浄水場、あるいは取水ポンプ場等、多くの施
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設が50年を経過しているところで老朽化が進んでい

るということ。それからそういったときに、建設さ

れた施設については耐震化の面で現状からすれば不

十分であるというような施設が多く残っています。

これは順次改修をしてきているとは思いますけれど

も、これから本格的に取り組まないといけないとい

うところで、給水収益が大幅に今後、増えるという

のはなかなか見込めない中で、この費用のほうは非

常に増えていくことが見込まれているというところ

を記述をさせてもらっていまして、ちょっと具体的

にどの施設がというか、全体としてそういう状況に

 あるというような理解をしてございます。

○玉城武光委員　分かりました。その下の段、今後

の事業運営に当たってはという部分、経営の健全化、

効率化を図っていただきたいと。効率化というのは

 どういうことなのか教えてほしい。

○安慶名均代表監査委員　中長期計画の中で各種施

策の取組を着実に推進というところがありますけれ

ども、先ほど来申し上げたとおり、今の企業局の厳

しい現状、それから将来の投資需要の増大、そういっ

たことを見たときに企業局の中長期計画では、健全

な経営を持続するために具体的に書かれているのは

この動力費や薬品費の管理強化、施設配置の適正化

等による投資コストの縮減、あるいはＡＩなどの情

報化の推進による業務の効率化、効率的な組織の整

備と人材の育成等々がこの中長期計画の中に盛り込

まれておりますので、そのような計画をしっかり着

実に取り組んで進めていただきたいという趣旨で記

 述をしてございます。

○國仲昌二委員長　これで玉城武光委員の質疑は終

 了いたしました。

 　西銘純恵委員。

○西銘純恵委員  代表監査委員に伺います。最初は

病院事業局から。病院事業局の審査に当たっての考

 え方を伺います。

○安慶名均代表監査委員　病院事業の審査に当たり

ましては、審査意見書の冒頭でも記載しているよう

に、まずは沖縄県監査委員監査基準に準拠して審査

を行っております。その審査に当たっての着眼点と

して病院事業が常に経済性を発揮するとともにその

本来の目的である公共の福祉を増進するように運営

されているかどうかを主眼として、決算書や決算附

属書類、関係書類との照合を行いながら、決算諸表

が事業の経営成績、あるいは財政状態を適正に表示

しているかというような観点から審査を行ったとこ

 ろであります。

 　以上です。

○西銘純恵委員　新型コロナが令和４年度は３年目

になっていたと思うんですけれども、病院事業の経

営と病院業務、そして職員の皆さんにもたらした影

 響について伺います。

○安慶名均代表監査委員　コロナで３年間大きな補

助金が病院事業には投入されておりますけれども、

本来業務である医業損失がコロナの影響でいろんな

診療制限、入院制限等で収益が低下する中で、医業

損失はコロナ前の58億円余りから120億円と、２倍程

度に増えているという状況の中で、コロナ関連の補

助金が医業外収益として計上されていまして、それ

がこの医業損失を埋めて、トータルで今経営上は病

院事業の純利益につながっているという状況がござ

 います。

　職員にもたらした影響というところは、ちょっと

観念的な話になりますけれども、コロナという重篤

な患者であるとか、そういう皆さんを診療したり看

護をするというところで、非常に職員にとっても厳

しいコロナ禍の医療体制だったというふうに思いま

す。また職員の中にもやはりコロナに罹患する方も

おりますので、その穴を埋めるために残った職員の

方々の業務も非常に厳しい状況があったのだろうと

 いうふうに理解をしてございます。

○西銘純恵委員　３ページですが、コロナの病床確

保事業で過大申請の27億円ですよね。これが判明し

て返還を求められていますけれども、これは全国的

にそうだということを指摘しています。返還しない

方法があるんじゃないかと思うんですが、それは考

 えられないんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　コロナの返還金について

は、通常の今起きているいろんな不適正事案とはい

わゆる性格の異なるものだとは思いますけれども、

経緯としてはやはり国の検査院の他県の検査の中で

そういった過大申請が判明して指摘をされる中で、

厚労省からその点検の必要性が求められて点検をし

た結果、27億円の過大申請があったということは病

院が自ら算定したところです。これは当初予算では

14億円ほど計上されていたと思いますけど、足りな

い分については９月補正で議決されたところかと理

解をしておりますので、病院のほうで国との調整の

上で、この約27億円については支払う必要があると

いうことで補正予算等も確保しているという状況で

すので、そこは適正に執行されるものというふうに

 考えております。

○西銘純恵委員　そもそも支給要件というのが、明
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確にされていたということで病院側もそう言ってい

るんでしょうか。全国で同じような状況が出ている

というのは、それぞれに裁量で判断する部分でやら

れたんじゃないかという推測がされるんですよね。

だからそういう意味ではそもそもの支給をされる厚

労省の側が明確な基準を示していなかったというこ

とであれば、会計検査院からは指摘を受けたにして

も、厚労省はどうなのというところになるのかなと

思うんですが、それと併せて会計処理上、令和２年

度のものを後年度に返還するということがどうなの

 かと思うんですが、いかがですか。

○安慶名均代表監査委員　過大申請に至った理由と

いうのを聞いたところによりますと、本来本補助金

の病床確保料の対象とならない――退院日は対象と

ならないところですけれども、それを空床と判断を

して申請をしたというところと、それから重点・特

定、重点・一般、その他というような３つの医療機

関があって、さらにその中でＩＣＵ、ＨＣＵとか、

その他ということで病床にも区分があるというとこ

ろで、それぞれ単価が定められています。その単価

について、誤ってより高い区分の単価を充てて積算

をしていたというようなところが今回の過大申請の

理由というふうに聞いておりますので、基本的な基

準に合わなかった部分、解釈の誤り、あるいは理解

の不十分さもあったかと思いますし、その辺各病院

でいろいろと出ているところですので、なかなかコ

ロナの緊急体制の中でそういう十分な作業ができな

かったという事情もあったのかなというふうに理解

はしますけれども、やはり補助の要件に沿って適正

に算定をし直した結果、27億円の過大申請という数

値が出ておりますので、そこは返還に至るというよ

 うな理解をしてございます。

○西銘純恵委員　県立病院の側からすれば、それぞ

れ返還金もみんな違うようなんですけれども、今の

国からの返還については納得をして返還しなければ

ならないということでやっているんでしょうか。ま

たは納得できないとか、全国的にもどうなっている

 かというところはつかめてはいるんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　私が直接病院からこれに

納得しているという、あるいはしていないというよ

うなことは聞いてはおりませんけれども、病院事業

局でそれを取りまとめて県議会に補正予算をお願い

をして、議決をいただいているところだと思います

ので、それは当然に納得した上で予算を確保して支

払いの準備をしているものだというふうな認識でご

 ざいます。

○西銘純恵委員　コロナ５類になって、それからま

た補助金がいろいろなくなっていくかと思うんです

けれども、今後の県立病院の経営に及ぼす影響とい

 うのはどのように考えられますか。

○安慶名均代表監査委員　このコロナ関連の支援策

が廃止されたときの影響だというふうな質疑だった

かと思いますが、このコロナ禍の３年間の決算状況

を見ますと、本来業務である医業損益は損失を計上

しているというところと、コロナ前に比べるとそれ

が58億円あたりが120億円――２倍になっているとい

う状況があります。ただそういう中でこの医業外収

益で入ってきたコロナ関連の補助金でトータルとし

ては利益を計上しているという状況がありますので、

それからしますとこのコロナ関係の補助金が段階的

に縮小、あるいは廃止をされていくと、やはり医業

損失の存在が大きくなってきますので、病院全体の

純利益の計上も厳しい状況も場合によっては出てく

 るのかなというふうに思っております。

○西銘純恵委員　18ページの一般会計からの繰入れ

について伺います。１床当たりの繰入金ですが、全

 国との比較でどうですか。

○安慶名均代表監査委員　全国との比較は令和３年

度の数値の比較になりますけれども、コロナ感染症

関連の補助金を除いた収益的収入及び資本的収入の

合計で見ますと、沖縄県の１床当たりの繰入額は

361万3000円となっておりまして、全国平均が506万

7000円ということでありますので、比較しますと

 145万4000円少ないという状況になります。

○西銘純恵委員　１床当たりの繰入れがこのように

全国と比べて少ないということについて、何か病院

のほうから質問で答えてもらったことがありますか。

 何で少ないんでしょうかと。

○安慶名均代表監査委員　一般会計からの繰入金が

１床当たりに換算したときに、全国に比較して少な

くなっているという理由でありますけれども、この

算定の病床数というのは――繰入れは政策医療が対

象として繰入れをされておりますので、ところがそ

の母数になる病床数は一般病床も含めた全体の病床

数で割ることになっております。そういう意味で沖

縄県はこれまでの歴史的な経緯というか、県立病院

が医療を賄っている、市町村立の病院が少なくてほ

ぼないというような状況の中で、県立病院が一般の

病気も診ているというところで一般病床の割合が他

県に比べて多くなっていると思います。それも含め

て算出をしますので、どうしても全国に比べると１床

当たりの繰入額は少なく出る傾向があるのだろうと
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 いうふうに認識をしてございます。

○西銘純恵委員　先ほど361万余りと言ったんです

が、令和３年で両方比較されたんですよね。ちょっ

とこちら令和４年で見たものですから。そうしたら

150万円ほど差が出ていますよね。おっしゃるように

これだけの差が出るということは、先ほどコロナが

平常になったときには病院経営も厳しくなるだろう

という指摘をされたものですから、やっぱり沖縄県

立病院というのは一般会計の繰入れというのが重要

じゃないかなと思うんですけれども、少なくとも私

は病院事業局には全国並みの繰入れをやったら108億

円ぐらいになるよということで、明日はまた言いた

いと思うんですけど、これまでも提案したことがあ

るんですけれども、全国並みの少なくとも満額とい

うことではないけれども、繰入れについてはもっと

増やさないと県立病院の今後についてなかなか厳し

くなるんじゃないかということを思っておりまして、

これに対して繰入れの問題で代表監査委員の意見と

 いうものはありますでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　一般会計から病院事業会

計への繰入れというのは、病院事業の独立採算性の

原則はやはり踏まえつつも、地方公営企業法や総務

省の繰出基準に基づいて、不採算医療であっても必

要不可欠な医療サービスを確保するというような観

点から、一般会計が繰出基準に基づいて繰り出しを

 しているという基本的な考え方があります。

　病院経営が大事ということは当然のことでありま

すけれど、そういった地方公営企業法の趣旨等を踏

まえると、単純に足りない分は一般会計から繰り出

すというふうにはなかなか適当ではないのかなとい

 うふうに思ってはいます。

　今病床当たりの繰入金で議論をしておりますけれ

ども、県の標準財政規模に対しての繰入れの状況で

いいますと、沖縄県の標準財政規模に対しての繰入

額は全国平均と比べると２倍近くになっているとい

う現状もありますので、病院経営が非常に重要とい

うことは当然のことではありますけれども、必ずし

もそれが全て一般会計繰出金で賄わないといけない

というところ、これは政策的な判断もあると思いま

すので、私からはどの額が適当というのが言えませ

んけれども、私どもの考えとしてはやはり繰出基準

に基づいて、政策医療として一般会計が担うべき部

分はしっかりと担っていただきたいということでご

 ざいます。

○西銘純恵委員　７ページの来年４月からの医師の

時間外労働の件で、上限規制の内容はどんなもので

しょうか。そして上限規制をして医師がそれなりに

健康で働けるという環境をつくるというときに、あ

とどれだけ増員をしなければならないというのは、

病院のほうは言っていましたでしょうか。それは聞

 いていませんか。

○安慶名均代表監査委員　医師の上限規制は年間の

労働時間の上限を原則960時間というところでありま

すけれども、どうしても960時間を超える時間外労働

が必要な医師がいる医療機関については、医師の労

働時間短縮計画案を作成して医療機関勤務環境評価

センターという第三者評価機関の審査を受けて、県

の特例水準医療機関としての指定を受けて、必要な

分については上限規制の枠外で対応するという仕組

みもあるようです。その辺のところも県立病院では

取組をしているかと思いますけれども、今質疑にあ

りました全てが960時間の上限を適用するために医師

が何名足りないと、あと何名必要という部分につい

 ては承知をしてございません。

○西銘純恵委員　企業局について伺います。６ペー

ジの令和４年度決算の特徴について代表監査委員に

 伺います。

○安慶名均代表監査委員　水道事業会計の決算の特

徴を申し上げますと、水道事業収益は280億円余りで

ありますけれども、これは営業外収益等の減によっ

て前年度と比較して１億6000万円ほど、0.6％減少し

ております。一方で水道事業費用については280億

1500万円程度であります。これは動力費等の増によっ

て、営業費用が増えたことによって前年度より３億

9700万円ほど増加をしたというところです。この結

果当年度純利益が740万1000円ということで、これは

昨年度比５億5785万円減ですので、98％程度の減少

ということになっています。この純利益が大きく減

少した理由は燃料費調整単価の上昇による動力費の

増等によって営業費用が増えたと。営業収益もマイ

ナス0.6％の中で費用がさらに1.4％増えたというと

 ころが純利益が大きく減少した理由でございます。

 　以上です。

○西銘純恵委員　給水原価が供給単価を上回ってい

るという指摘をされているんですけれども、これは

初めてのケースになるんでしょうか。そして今後の

 見通しについては、どうなるんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　現在の給水原価102.2円に

なったのが平成10年度でありますけれども、それ以

降逆転現象が起きたのは随分前のことですけれども、

平成14年度マイナス2.3円、16年度マイナス0.9円。

この２か年間は供給単価が給水原価を下回ったとい
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うのが過去に２回ほどあります。それは平成14年、

 16年という時点のことになっております。

○西銘純恵委員　今回動力費が高くなったというこ

とで、これが大きいのかなと思うんですけど、先ほ

ど今後の見通しはと私は聞いたんですけれども、平

成14年、16年というのはその後が逆に正常になった

といいますかね、そういうことであれば今後の見通

 しというのはどうでしょうか。

○安慶名均代表監査委員　沖縄県の企業局の給水原

価の特徴としては、先ほど来申し上げていますけど、

北部に水源があるということで長距離の導送水管が

必要になるというところと、あと小規模の水源に頼っ

ているというところで、たくさんの水源を抱えてい

ろんな施設が必要ということから、その維持管理の

ための職員数が全国に比較して多くなっているとい

うところがあります。それからそういう施設が多い

ので動力費の割合が高いと。この高い割合の動力費

が今回の電気料金の高騰等でまたかなり大きな割合

を占めたというところが、給水原価が上昇した理由

 になっていると思います。

　動力の部分については、今後の電気料金の推移に

もよるところもあるかと思いますけど、やはりその

施設の形状からして人件費が高いとか、あるいは電

気料金の水準は別として、動力費が占める割合が高

いというのは本県の大きな特徴ですので、そういう

意味では給水収益がなかなか大きく増えていくとい

う見込みが立たない中では、やはり費用の増という

か、その辺りが予想されますので、今後はなかなか

厳しい経営状況になるのかなというふうな認識を

 持ってございます。

○西銘純恵委員　同じ６ページで動力費の問題が大

きく影響すると思うんですけれども、省エネルギー

について記述していますね。省エネ、再エネという

ことでこの技術の導入を企業局も行っているという

ことで、またＳＤＧｓに関してもとても推進する上

でも重要だと思うんですけれども、これは先ほど中

長期計画の中でも少し触れていましたけれども、取

組については計画というのは聞かれたんでしょうか。

動力費をじかにやれる。今のような海外の化石燃料

に頼っていたら、円安でとてもじゃないけれども、

そして輸入品が入らないというそういうもので相当

影響を受けたのが今回の決算だと思っているんです

よね。じかでやっていくというところの取組という

のも監査でも書いていらっしゃるので、それについ

 てのお答えをください。

○安慶名均代表監査委員　企業局の中長期計画では

いろんな取組が記述をされておりますけれども、や

はりその中に企業局の動力費が割合が高いというと

ころは大きな特徴でもありますので、やはり省エネ

ルギーの推進に向けた取組ということも中長期計画

 の中で記述をされております。

　この省エネルギーの推進に向けたＥＳＣＯ事業の

導入であるとか、先ほども申し上げました浄水場と

か広いスペースもありますので、そういったものを

活用した太陽光発電などですね、そういう再生可能

エネルギーの導入に向けても着実に検討したいとい

うところでありますけど、大きな動力費をそこで賄

えるかどうかというのはなかなか難しい部分もある

のかなと思います。そこはちょっとよく分からない

ところですけども、ただできることは取り組むとい

うことで今頑張って検討もしているというふうに聞

 いております。

○西銘純恵委員　監査ですから、やり取りの中で記

述された内容を企業局とどういうやり取りをしたの

かというのを私は聞いておりますので、いずれにし

ても経営を健全化していく、経費を落とす、収益を

上げるというのが企業経営だと思いますので、監査

委員に質問させていただきましたけども、ありがと

 うございます。

 　以上です。

○國仲昌二委員長　これで西銘純恵委員の質疑は終

 了いたしました。

 　平良昭一委員。

○平良昭一委員　水道事業会計への審査意見につい

て伺いたいと思いますけど、前年度の審査意見との

大きな違いがあるところがあれば教えていただきた

 い。

○安慶名均代表監査委員　損益のほうで申し上げま

すと、今年度は当年度純利益を740万円計上しており

ますけれども、740万ということになってございます。

昨年度は５億6500万円の純利益を計上しておりまし

たので、これがさらに前の年は11億円というところ

でしたので、５億円単位で純利益が減少してきてい

るというところが非常に決算上の大きな特徴であり

まして、そういう趣旨で今の料金の改定の話とか、

そういうことも出てきていると思いますので、そう

いった部分の記述というのが昨年度にはなかった部

 分、特徴かなというふうに思っています。

○平良昭一委員　２年前から５億円単位での純利益

が減少しているというのは非常に大きいですよね。

それの原因というのが皆さんの今回の審査意見から

読み取るとですね、やっぱり電気料金の高騰という
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のが一番、今年になって決算の中で変わってきてい

るような状況があるんじゃないかなと思いまして、

この給水原価が供給単価を上回っていることもあり

ますけど、適正な原価を基礎とし、健全経営を確保

することを指摘していますので、監査の皆様方もそ

ういうことからすると水道料金の改定は必要、やむ

 なしという考え方に立っているのですか。

○安慶名均代表監査委員　監査委員の立場としては、

その御質問にはお答えはちょっと難しいのですけど

も、そこまで知見を持っているわけではありません

ので、断定的に申し上げるのは厳しいです。ただ推

移としまして、非常に動力費はこの一、二年大きく

増えたところではありますけれども、やはり企業局

の原価の構成というのが、全国と比べたときに何度

も申し上げていますけど、施設の特性から人件費の

割合が他県に比べて高い。これはなかなか改善でき

るところではありませんし、電力料金も今回大幅に

増えてはいますけど、そもそも施設が多いためにほ

かの県よりも動力費の占める割合が高いというとこ

ろは変わらない特徴だと思いますので、そういう中

でずっと供給単価については固定をされてきたとい

うところで、原価が上がってくると、その余裕分と

いうか、それがどんどん小さくなっていくという状

況は出てきておりますので、今後の需要の見込みを

含めてやはり今上げるのが適正かどうかという私の

判断はできませんけれども、議論をすべき時期には

 来ているのかなというふうな認識は持っています。

○平良昭一委員　大変厳しい聞き方だと思いますけ

れども、監査委員の立場からそういうのを答えるこ

とは難しいと思いますけれど、私が見るにはこの

６ページの、経営状況等に関する幅広い常識につい

て積極的な広報を行い、県民の理解を求めながら、

安定給水の確保とさらなる経営基盤の強化に努めて

いただくよう要望するという、この文章はですね、

もう上げなさいと。県民の理解を得なさいと、僕は

そう読み取れるわけですよ。今我々県議会に対して

もこの企業局の水道料金の改定というのがもう目の

前に来ています。多分11月の議会ではそれが審議さ

れるでしょう。そういう面ではこれまでの年間５億

円のいわゆる純利益の減少というのは大きいわけで

すよね。そういうことを踏まえながら長いこと料金

を上げていない。そして今般の電気料金の値上げ、

それがいわゆる水道料金、あるいは下水道料金の値

上げにつながっているんだということを県民自体が

知らないと、そういうことが理解できないわけです

よね。そういう面ではこの皆さんの審査意見という

のは非常に重要なんですよ。そこまで踏み込んで言

葉では出せませんけど、私はそういうふうに理解を

している状況の審査意見だと取ります。そういう面

では大変答えづらいような聞き方をしたかもしれま

 せんけど、申し訳なかったと思います。

　それで７ページの、中長期計画の経営状況は厳し

くなることが予想されるということは、この中長期

計画の改善も必要だという認識なんでしょうか。改

 定あるいは改善。

○安慶名均代表監査委員　この中長期計画は昨年

11月に改定されたばかりでございます。その計画に

ついてはおおむね４年ごと、または必要に応じて見

直すということも計画の中には盛り込まれておりま

すので、仮にそういった単価の改定とかあるとした

ら、当然その前提となる収支も変わってくると思い

ますので、その際にはここにある４年ごとを待たず

とも必要に応じ見直すという可能性はあるかと思い

 ます。

○平良昭一委員　昨年11月ということであれば、電

気料金の値上げということは視野に入っているとい

うことで理解していいのですか。この改定版という

 のは。

○安慶名均代表監査委員　この中長期計画の中にあ

る収支計画の中には、まだ電気料金の部分は反映さ

れていないというところで、今年というかこれは多

分料金改定の議論の中で、どうしても必要な部分だ

と思いますのでそこは見直しがされるだろうという

 ふうに考えています。

○平良昭一委員　これはまた明日企業局に聞きたい

 と思っていますので、ありがとうございました。

　そして下水道の件ですけど、４ページの下段のほ

うにありますけど今後、施設・設備の老朽化や腐食

に伴う更新投資の負担が増大することが見込まれる。

具体的な取組を着実に推進し、経営基盤の強化と財

政マネジメントの向上を図っていくことを要望する

という意見を言っておりますけど、具体的にどのよ

うなことを言いたいのか見えてこないんですけど、

これもまた下水道事業の方しか答えられないという

こと。皆さんのほうではある程度提言できるような

 ことはないのですか。

○安慶名均代表監査委員　流域下水道事業の経営戦

略の中にいろいろな取組があるわけですけれど、効

率化・経営健全化のための取組として挙げられてい

るのが、経営資源の転換効率の向上、効果的・効率

的な汚水処理、あるいは環境変化への対応力の向上、

柔軟な組織運営と人材育成に取り組むというところ
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が効率化・経営健全化のための取組として記載をさ

れておりますので、流域下水道事業が自ら策定した

経営戦略に基づいて着実にそれを実行していただき

たいという趣旨で記載をしているところではありま

 す。

　また経営基盤の強化と財政マネジメントの向上と

いうのは、令和２年度に公営企業会計に移行をした

ときの趣旨でありますので、改めてそういう取組を

推進しながら経営基盤の強化と財政マネジメントの

向上を図っていただきたいということで要望を記載

 しました。そういうことでございます。

○平良昭一委員　最後にちょっと聞きたいのですけ

ど、50年近く敷設されているものがあるというふう

な話も先ほど聞きましたけど、いわゆる老朽化や腐

食に伴う配管ですね、そういうものは当然この時期

に来ていろいろ噴出しているわけですよ。沖縄県流

域下水道事業だけではなくて、各市町村単位の中で

やっている下水道のところもかなり老朽化が進んで

いて、この取替えに莫大な費用がかかって負担が生

じている状況であります。特に私が住む本部町なん

ていうのは海洋博の当時、今から50年前に４万人の

構想で今帰仁村と本部町の中で施設を造ってきてい

る。しかし山間部が多いために全く隣家ができなく

てつなげている状況がない。その中で配管だけが腐

食していくということが大体同じ状況だと思うんで

すよ。今後古い配管がウエートを占めてきますので、

その辺は監査委員の意見の中としての認識としても

当然それの中に入っているような状況がありますよ

ね。僕は明日これを聞きたいから皆さんが持ってい

るのであれば持っているで、明日の企業局や下水道

の関係部の中ではどういう計画を持っているのかと

いうのを聞きたいんですよ。その辺は指摘している

 んですか。

○安慶名均代表監査委員　これについては、下水道

の経営戦略の中でも長年たった施設が多いというと

ころで、老朽化、あるいは腐食に対しての更新がこ

れからどんどん出てくるというところで資金需要が

多くなるという中でなかなか下水道の収益、負担金

になりますけども、負担金のほうが大きく増える要

素もそう見込めないということを今後の経営状況も

含めて聞き取りをしておりますので、そういう意味

でしっかり取り組んでもらいたいということを記述

をしておりますけども、私どもで今具体的に配管と

かいろんな施設の更新計画を今持っているというと

ころはございませんので、ここはもう所管部局にお

 願いしたいと思います。

○平良昭一委員　大変厳しいことを聞いてすみませ

 んでした。終わります。

○國仲昌二委員長　これで平良昭一委員の質疑は終

 了いたしました。

 　金城勉委員。

○金城勉委員　長時間にわたっての対応お疲れさま

です。１点だけお聞きをいたします。水道事業会計

についてですけれども、各委員の質問によって給水

原価が経費の増大によって、大幅に上がってきてい

ると。そういうことで企業局としてはこの供給単価

を引き上げるという話が出てきておりますけれども、

ただいきなり30という数字も出てきたりしてですね、

これは消費者からすると大変な数字でありますので、

これまで長年、もう20年近くなんでしょうか、企業

局は据え置いてきて、いきなりそういう急激な引上

げというふうになると非常に大きな影響が出てくる

んですけれども、それのやり方についてこの代表監

 査としてはどういう見解をお持ちですか。

○安慶名均代表監査委員　今委員がおっしゃること

は当然のことかと思います。私どもの審査意見書の

中で値上げすべし、あるいは値上げは適さないとい

ことは述べているわけではございませんけども、こ

の経営状況、あるいは今後の見込みからすると、非

常にしっかり議論すべき時期にきているということ

は申し上げているつもりであります。そういう意見

の中で私どもが言っている情報化の業務改善、ある

いは保有資産の有効活用、省エネルギー技術の導入

による経費節減などの経営改善・合理化の取組をよ

り一層徹底をするということも申し上げています。

そういう中で県民の理解を求めながらというところ

は、やはり仮に値上げということであっても、企業

局の経費節減、経営改善の努力は当然強く求められ

るところでございますし、そういう県民の理解を求

めながらというところで、仮に値上げするのであれ

ば適正な値上げ幅が幾らなものかというところも含

めて、これはしっかり積極的な情報の広報を行って

県民の理解を求めるべきというところで、今委員の

おっしゃっている趣旨も私は持っているつもりでご

 ざいます。

○金城勉委員　これまで中長期計画というのは当然

あるわけだよね。そういう中で20年近くも据え置い

てきたことがどうなのかと。段階的にやっぱり中長

期計画の中でいろんな施設の改善や、あるいはまた

新規への入替えとか様々な経費というものは想定さ

れていたはずなんですけれども、ここに来てそうい

う動力費の大幅アップ等々の非常に急激な変化に
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よって、もう戸惑っているというふうな印象を持つ

んですけれども、そういうこの計画的な運営の仕方

という視点から見て、今の状況というものはどのよ

 うに捉えていらっしゃいますか。

○安慶名均代表監査委員　一つ申し上げたいのは、

料金が据え置きされたのが今委員から20年程度とい

うお話がございましたけれども、私どもの把握して

いるところでは30年ぐらい料金は据え置かれている

というふうに聞いております。確かにおっしゃるよ

うにかなり３割アップというのは衝撃的な話かと思

います。そういう意味では30年という期間がありま

すので、その中で適正な時期に適正な議論がされて

いてもよかったのかなというふうには思いますけれ

ども、現時点でとなると今の状況の中で県民への影

響、社会経済の影響、それも含めて適正な議論をし

ていただきたいと、監査委員としてはそう申し上げ

 るのみでございます。

○金城勉委員　ありがとうございます。 

 　以上です。

○國仲昌二委員長　これで金城勉委員の質疑は終了

 いたしました。

　以上で、代表監査委員に対する質疑を終結いたし

 ます。

 　安慶名均代表監査委員、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、代表監査委員退席）

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　次回は、明10月25日水曜日午前10時から委員会を

 開きます。

   委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ５ 年 第 ３ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

       閉 会 中 継 続 審 査 

開会の日時、場所 
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 　散　会　　午後５時23分

 　場　所　　第７委員会室

本日の委員会に付した事件 

 　１　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県水道事業会計

       第３回議会 未処分利益剰余金の処分につい

        乙第14号議案 て

   ２　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県工業用水道事

       第３回議会 業会計未処分利益剰余金の処分

        乙第15号議案 について

 　３　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県病院事業会計

  　　  第３回議会 決算の認定について

  　　  認定第１号

 　４  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県水道事業会計

  　    第３回議会 決算の認定について

  　    認定第２号

 　５  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県工業用水道事

  　    第３回議会 業会計決算の認定について

  　    認定第３号

 　６  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県流域下水道事

  　    第３回議会 業会計決算の認定について

　    認定第４号

出席委員 

 委 員 長　國　仲　昌　二

 副委員長　大　城　憲　幸

 委　　員　島　尻　忠　明　　新　垣　　　新

 　　　　　　下　地　康　教　　仲　村　家　治

 　　　　　　又　吉　清　義　　末　松　文　信

 　　　　　　玉　城　健一郎　　山　里　将　雄

 　　　　　　当　山　勝　利　　瀬　長　美佐雄

 　　　　　　玉　城　武　光　　西　銘　純　恵

 　　　　　　次呂久　成　崇　　平　良　昭　一

 　　　　　　金　城　　　勉

欠席委員 

　　　　　　なし 

説明した者の職・氏名 

 　　土木建築部下水道課長　　上　原　正　司

 　企 業 局 長　　松　田　　　了

 　　企 業 技 監　　石　新　　　実

 　　総 務 企 画 課 長　　志喜屋　順　治

 　　経 理 課 長　　又　吉　直　人

 　　配 水 管 理 課 長　　米　須　修　身

 　　配水管理課危機管理室長　　國　吉　真　也

   　建 設 課 長　　石　原　祥　之

 　病 院 事 業 局 長　　本　竹　秀　光

 　　病 院 事 業 統 括 監　　諸見里　　　真

 　　病 院 事 業 総 務 課 長　　宮　城　和一郎

　　病院事業総務課新型コロナ　　
當　銘　哲　也

 

　　ウイルス感染症対策室長  

　　病 院 事 業 総 務 課　　
平　田　いずみ

 

　　病院総務事務センター室長  

 　　病 院 事 業 経 営 課 長　　宮　平　直　哉

 　　病 院 事 業 経 営 課 主 幹　　青　木　研　二

 　　病 院 事 業 経 営 課 班 長　　北　川　征一郎

 　　病 院 事 業 企 画 課 長　　照　屋　陽　一

 　　病院事業企画課医療企画監　　中矢代　真　美

 　　病院事業企画課看護企画監　　徳　嶺　恵　美

 　　北 部 病 院 長　　久　貝　忠　男

 　　中 部 病 院 長　　玉　城　和　光

　　南 部 医 療 セ ン タ ー ・　　
福　里　吉　充

 

　　こども医療センター院長  

 　　宮 古 病 院 長　　岸　本　信　三

 　　八 重 山 病 院 長　　和　氣　　　亨

 　　精 和 病 院 長　　屋　良　一　夫
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○國仲昌二委員長　ただいまから、決算特別委員会

 を開会いたします。

　令和５年第３回議会乙第14号議案及び同乙第15号

議案の議決議案２件並びに令和５年第３回議会認定

第１号から同認定第４号までの決算４件についてを

 一括して議題といたします。

　本日の説明員として、土木建築部長、企業局長、

病院事業局長及び各県立病院長の出席を求めており

 ます。

 
                                                                                    

決算特別委員会記録（第２号） 
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　ただいま議題となっております令和５年第３回議

会乙第14号議案及び同乙第15号議案の議決議案２件

並びに令和５年第３回議会認定第１号から同認定第

４号までの決算４件については既に説明は終わって

おりますので、これより土木建築部長、企業局長、

病院事業局長及び各県立病院長に対する質疑を行い

 ます。

　なお、本日の質疑につきましては、決算特別委員

 会運営要領に従って行うことにいたします。

　また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ述べた上で該当するペー

ジを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたし

 ます。

　なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長

の許可を得てから行い、重複することがないよう簡

潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運

 営が図られるよう御協力をお願いいたします。

　また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

 くお願いいたします。

　なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

 かじめ職、氏名を告げてください。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、質疑時間の譲渡の確認）

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　玉城武光委員から質疑時間の５分を西銘純恵委員

に譲渡したいとの申出がありましたので御報告いた

 します。

　また、島尻忠明委員、仲村家治委員から、それぞ

れの質疑時間の全てを又吉清義委員に譲渡したいと

 の申出がありましたので御報告いたします。

　なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は着席する必要がありますので、

 御承知おき願います。

　それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

 行います。

 　玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員  すみません。タブレットの調子

が悪いので口頭でしますのでお願いします。沖縄県

病院事業局会計決算審査意見書の５ページからお願

いいたします。審査意見の中で経営改善の取組につ

いて、また医業収支の改善など様々な御指摘がされ

ていますが、今回経常収支の黒字だったりとか、投

資資金の確保、手元流動性の確保ということでこれ

まで県立病院が課題としていたところが達成された

と思いますけれども、この要因というのは何でしょ

 うか。

○宮平直哉病院事業経営課長  お答えします。 

　コロナ感染症の感染拡大に伴いまして県立病院で

は重点医療機関としての役割を果たすために、空床

を確保するとか積極的にコロナの患者さんを受け入

れるとか、そういったことを行うことで空床確保料、

それからコロナ関連の補助金の交付を受けたという

ところがあります。その結果、最終利益が黒字となっ

て病院事業局始まって以来の利益剰余金を計上する

 ことに至っております。

○玉城健一郎委員　コロナの前、2019年に１度経常

収支黒字化していますよね。あのときというのはど

ういった――これまでずっと赤字だったものが黒字

になったこの要因というのはコロナとは関係なかっ

 たですよね。その辺り御説明できますか。2019年。

○本竹秀光病院事業局長　令和元年は僕が院長の最

後の年で、実は黒字だったんです。それで威張るわ

けではないですけれども、いわゆるそのときは患者

さんがかなり多かったです。僕は中部病院だったん

ですけれども、常に100％状態でそれで収益が上がっ

たこと。それから医師の時間外手当等々の縮減に関

して別の病院でいろいろ取り組んだことが、医業本

体で当時58億円ぐらいの赤字であったんですけど、

繰入金で３億幾らかぐらいプラスになったんですよ

ね。両方の面が、収益の面や縮減の面ができたとい

 うのが多分令和元年度の黒字になった要因です。

○玉城健一郎委員  分かりました。 

　まだまだコロナが収束しているとは言い切れない

んですけれども、少し落ち着いてきた状況というか、

国の予算の在り方とかも変わってきている状況で、

今後経常の黒字化だったりとかそういったものに対

 してどのように取り組んでいく予定でしょうか。

○宮平直哉病院事業経営課長　今御質問にもありま

したように、コロナの状況が一段落しているのかな

というところは確かにありまして、今後は例えば地

域のクリニックのドクター等と連携をしながら県立

病院に患者さんを受け入れてもらうとかですね。そ

ういった地域の連携だとか。あとは経費の改善とし

て例えば時間外勤務の縮減であるとか、それから未

収金対策であるとか、そういった従前から必要となっ

ている取組ではありますけれども、こういったもの

も地道に確実に取組を進めていく。こういった形に

 なろうかと思います。
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○玉城健一郎委員　ありがとうございます。今少し

説明もされていましたけれども、県立病院の中で医

師とか看護師の確保だったりとか、働き方改革とい

うのはどのように取り組んでいるのか御説明お願い

 します。

○照屋陽一病院事業企画課長  お答えします。 

　まず医師の確保についてなんですけれども、これ

は従来からやっているとおり県内外の大学病院等へ

の医師派遣要請。それと地域枠医師の配置。それと

就業希望医師への視察ツアーというものもやってご

ざいます。それと併せて医師紹介会社の活用も行っ

ております。それとともにですね県立病院の専門研

修による育成を通じて１年間離島・僻地に配置する

というような取組も行っております。また定着に関

する取組としまして、国内外への医師の留学事業と

か、それと学会参加への旅費費用の負担、そういっ

たキャリア形成を支援することで医師の定着を図っ

 ているというところでございます。

　続きまして、看護師の確保ですね。看護師の確保

はこれまでホームページやハローワークへの求人募

集。県内外への看護師募集に関わる合同説明会に参

加して説明するといったこともやっておりますけれ

ども、令和５年度からはですね。初めてになります

けれども看護師採用試験を今まで１回のところを

２回実施してございます。これも最近なんですけれ

ども県内だけではなくて県外の看護学校へ訪問して

人材確保をするという取組も強化しているところで

 ございます。

 　以上でございます。

○宮城和一郎病院事業総務課長　医師の働き方改革

 の取組についてお答えします。

　医師の働き方改革は、医師の長時間労働の構造的

な問題の解決に向けて令和６年４月１日から時間外

・休日労働時間に原則年960時間を上限とする規制が

課されることとなっております。ただし、引き続き

地域医療を確保し、また研修医等の集中的な技能向

上を行う必要がある場合は、規制の特例として年

 1860時間の上限が時限的に設けられます。

　現在県立病院では、規制の特例水準の指定に向け

て医師労働時間短縮計画を作成し、審査機関に提出

したところであり、令和５年度中に知事の指定を受

けることとしております。医師の時間外労働の縮減

のため医師確保に加え、医師の業務をできるだけタ

スクシフト。またはタスクシェアすることを検討し

 ております。

 　以上です。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。ここで

医師と看護師のもので聞きたいんですけれど、医師

が結局時間外労働の上限が撤廃されることによって

今計画をつくられていますけれども、今いるドクター

にあとどれくらいの人数が必要になってくるんで

 しょうか。

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

　今委員御指摘のところで、医師の人数をどれだけ

増やせばいいかということなんですけれども、それ

だけではなかなか進まないということで、もちろん

医師の確保もそうなんですけども医師の業務をでき

るだけタスクシフト、タスクシェアすることも併せ

 て必要であろうと考えてございます。

○玉城健一郎委員　具体的な人数とかは今把握はさ

 れていないですか。何人必要とかというのは。

○照屋陽一病院事業企画課長　具体的には令和６年

度の各病院からの組織定数要望調査を行っておりま

して、その辺も含めて今査定といいますか、調査を

 行っているところでございます。

○玉城健一郎委員  分かりました。 

　もう一つなんですけど、特に看護師の不足の部分

についてはどれくらい不足していると把握していま

 すか。

○照屋陽一病院事業企画課長  お答えします。 

　令和５年９月１日時点での県立病院の看護師配置

数につきましては、定数1933名に対しまして現員数

は1893名と。その差の欠員となりますところが40名

 となってございます。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。看護師

だったりとかドクターにしても働き方を改革しない

と、やっぱり定着してもらったりとか、働く能率も

 悪くなったりすると思うんですよ。

　そういう中で今看護師においてですけれども、日

勤と夜勤でユニホームの色を変えてドクターからの

指示を受けやすくなったりとか、日勤の方が夜の仕

事をしなくてもいいような働き方改革をしている病

院というのが見受けられるようになっているんです

けれども、そういったものは県立病院での取組とい

 うのはいかがでしょうか。

○徳嶺恵美病院事業企画課看護企画監  看護職員の

働き方改革の一環として日勤と夜勤で２色を使い分

けるというユニホームの２パターンの変更に関して

は、宮古と八重山病院のほうではもう開始しており

ます。ほかの県立病院に関しましても、ユニホーム

の更新の時期にまたそこを検討することになってお

 ります。
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○玉城健一郎委員　実際、宮古、八重山とかでそれ

をやることで、例えば看護師さんからの声だったり

とか指示をするドクターのほうからどういった声が

 あるとか、把握されていますか。

○徳嶺恵美病院事業企画課看護企画監　まだその現

状を確認するには至っていないんですけれども、看

護師がそもそも使命感であったりとかで、どうして

も話しかけられたりするとやっぱりユニホームの色

にかかわらず対応してしまうというのが今でも実際

続いてはおりますので、今後また評価しながら進め

 ていきたいと思っております。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。僕も結

構いろいろ調べている中でドクターのほうも日勤・

夜勤の中で指示をどうやってするのかというのも、

やりやすいというところだったりとか、あとこれが

患者さんとかにすごく定着すると、患者さん自体も

今は日勤の人、夜勤の人ということで頼む人も変わっ

てくるみたいなんですよ。そういった周知も併せな

がらぜひこの働き方だったりとか、待遇改善に向け

 て取り組んでいただきたいと思います。

　最後になりますけれども、審査意見の中で財務に

関する事務についての是正改善を要する事項でいわ

ゆる補助金に関して、なかなか厳しい指摘がござい

ましたけれども、それについてどのように改善して

 いくという考えでしょうか。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　今委員からお話がありましたように令和４年度の

定期監査、これは今年の６月頃から８月頃までに受

検をしたものなんですけれども、その定期監査の中

で前年度と比べて指摘件数が増えているということ

で代表監査委員、それから委員の皆様から非常に厳

 しい御指摘を受けました。

　今後の取組なんですけれども、今年度から病院事

業局の中に公認会計士、それから弁護士を含めて財

務だとかに詳しい方を委託契約にはなるんですけれ

ども、常駐していただくような形を取っておりまし

て、病院で起きているそういった財務に関する課題

であるとか、問題であるとか、その解決策に向けた

手がかりであるとか、そういったものについて、プ

ロの方の知恵を交えながら解決するすべを模索して

いこうと、具体化していこうという取組を行ってお

 ります。これがまず１点。

　それから従前の取組なんですけれども、病院事業

局では職員が各病院に赴いて、事務担当者から意見

を聞きながらヒアリングをしながら直接改善の指導、

助言、アドバイスを行うという取組を今後も行って

 まいります。

　それからもう一つ。これは令和４年度末、今年の

２月頃からの取組なんですけれども、病院事業局の

事務職員を中心にプロジェクトチームというものを

設置しまして、これは例えば財務会計であるとか、

施設整備であるとか、５つの分野に今分かれている

んですけれども、それぞれの分野ごとに先ほどの公

認会計士であるとかそういったプロの専門家の方も

交えながら、病院で起きている実際の細々とした課

題だとかについて各病院で課題を持ち寄って、集まっ

たメンバーでその内容をたたいて改善策につなげて

 いくといったような取組も行っております。

　病院事業局としては今申し上げたような取組を通

す中で定期監査で受けた非常に厳しい内容になりま

したけれども、その改善に向けて一つ一つ取り組ん

 でまいりたいと考えております。

○玉城健一郎委員　この３年間が非常に新型コロナ

というような状況で、県庁全体もそうなんですけれ

ども、特に病院事業局、病院に関しては特に現場と

して非常に厳しかったというのがあると思いますけ

れども、ただそういう逆境だからこそ、今こうやっ

て改善点が出て、新たな病院に対してしっかりとし

た財務ができるような状況をぜひつくっていただき

たいですし、また病院事業局長も黒字化をしたと自

信も持っていましたので、ぜひ今後も黒字化に向け

 て頑張っていただきたいなと思います。

 　続きまして企業局のほうにお願いいたします。

　沖縄県水道事業会計決算審査意見書なんですけれ

ども、こちらも審査意見のほうで給水原価が供給原

価を上回ることになったということだったりとか、

安定給水の確保とさらなる経営基盤の強化に努めて

いただくよう要望ということでお話がございますけ

れども、こういった審査意見に対して企業局として

 今後どのように取り組んでいく予定でしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長　御質問にお答えいたし

 ます。

　企業局では地方公営企業の経営の基本原則である

企業性の発揮と公共福祉の増進を図るため、平成30年

度からの20年間を計画期間とする沖縄県企業局中長

期計画を現在推進しているところでございます。そ

の中長期計画の中では安定した水の供給、それから

健全な経営の持続などの施策目標を掲げて取り組ん

でいるところでございます。その中で健全な経営の

持続の一環としまして動力費、それから薬品費の管

理強化などの取組を実施することや、それから新技

術の導入等による事務の効率化、高度化のさらなる
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推進に取り組むということで実施することとしてお

ります。引き続きこれらの取組を着実に実施するこ

とで安定給水の確保と経営基盤の強化を図っていき

 たいというふうに考えているところでございます。

 　以上でございます。

○玉城健一郎委員　企業局、今新聞とかで値上げの

議論もありましたけれども、ここ30年間この企業局

の中での努力の中で値上げをしてこなかったという

ところもあって、なかなかそこは非常に評価すると

ころだと思っています。今後この値上げをするとい

うことにやはり県民の声とかを考えるとなかなか難

しいところはあると思うんですけれども、企業局は

30年間この値上げをしてこなかった。こういったも

のに対してほかの都道府県だったりとか、水道事業

をやっているところというのは値上げの状況はどう

いった感じなんでしょうか。もし分かればお願いし

 ます。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　企業局が都道府県への用水供給事業体を対象に

行った料金改定の検討状況の調査によりますと、19事

業体のうち17事業体でおおむね３年から５年ごとの

定期的な水道料金の見直しを行っているという回答

 がございました。

○玉城健一郎委員  今後この外部的な要因でかなり

燃料費が上がっているという状況もある中で少し見

直しというのも検討されていると思いますけれども、

ぜひ少し県民の負担とかそういったものも考えてい

ただきたいと思います。今回この決算の中でいわゆ

るＰＦＡＳに対する対策というのは予算としてどれ

 くらいかかっていますか。

○國吉真也配水管理課危機管理室長　お答えします。 

　ＰＦＡＳ等対策としまして、令和４年度に要した

額は総額としまして８億6000万円となっております。 

○玉城健一郎委員  この８億は活性炭の切替えの事

 業の予算でしょうか。

○國吉真也配水管理課危機管理室長  活性炭の取替

事業のほかに長田川取水堰の工事でありますとか、

海水淡水化施設の増量運転と調査業務なども含まれ

 ております。

○玉城健一郎委員  この対策も今後続いていくと思

いますので、そこに関してやはり国に対してこのＰ

ＦＡＳ対策に対する予算の要望というのはやってい

 くべきだと思いますけどいかがでしょうか。

○國吉真也配水管理課危機管理室長　これまで平成

28年度から実施しました県単事業等につきましては、

同年に防衛局に補償を要請したほか、令和元年６月、

令和３年２月、令和４年７月に関係部局と連携いた

しまして知事から各関係大臣宛て、費用の補償を含

むＰＦＡＳ等の対策の実施について要請を行ってま

いりました。引き続き今後も省庁等に強く求めてま

 いりたいと考えております。

 　以上です。

○玉城健一郎委員　よろしくお願いします。最後に

ですけれども、流域下水道のところなんですけれど

も、事業に関して執行率の低さが非常に目立ちます

けれども、これの理由の御説明をお願いいたします。 

○上原正司下水道課長　お答えします。 

　主要施策について令和４年度最終予算額70億449万

3000円に対し、決算額37億4693万3000円で執行率は

53.49％となっております。御指摘の執行率が低い理

由については、建設工事に伴う世界的な電子部品の

不足による納期の遅延等により翌年度へ予算32億

5162万3000円を繰り越したことによるものでありま

 す。

○玉城健一郎委員  この事業自体は今はもう滞りな

く行われているんですか。この繰り越した事業自体

 は令和５年度はきれいに行われているんですか。

○上原正司下水道課長  繰り越しまして工事のほう

は続けているものもありますし、また完了している

 ものもあります。

○玉城健一郎委員  コロナで工場が止まっていたと

いうところで世界的な半導体不足になっていて、今

は大分改善されている中……。工事自体は滞りなく

工事は進んでいるということでしたね。すみません、

 失礼しました。

　下水道の中で、いわゆる宜野湾の浄水場のところ

でＰＦＡＳ汚泥に対して検査を行っていると思うん

ですけれども、この検査費用とＰＦＡＳの検出状況

 をお願いいたします。

○上原正司下水道課長  お答えします。 

　令和３年８月に普天間飛行場からＰＦＡＳ等を除

去することとする汚水を下水道に放出したことを受

けて、宜野湾浄化センターでは流入水、放流水、下

水汚泥中に含まれるＰＦＯＳ等について年２回測定

しております。測定業務に係る令和４年度の契約額

は163万9000円であります。また令和５年１月の測定

結果では、下水汚泥の乾燥重量１キログラム当たり

ＰＦＡＳは16マイクログラム、ＰＦＯＡは２マイク

ログラム未満が含まれていることを確認しておりま

 す。

○玉城健一郎委員  分かりました。 

　今この土壌だったりとか汚泥に対してこのＰＦＡ
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Ｓの規制がどういうふうに、通知もない中でなかな

か難しいと思うんですけれど、今処分の仕方につい

て外部委託をすることで処分をしていてその外部委

託業者がコンポスト化によって、肥料堆肥化をして

いるというお話を伺いました。今のところまだＰＦ

ＡＳについてちょっとどういった状況なのかこれが

どれだけ影響するのかというのもまだ分からない状

況の中で、今大きく問題になっているので、ぜひこ

のコンポスト化自体は事業者に対して処分業者に対

して、ちょっと考えてみるようにしたほうがいいの

かなと思うんですけれど、その辺りいかがでしょう

 か。

○上原正司下水道課長  下水道汚泥については、下

水道法第21条の第２項において発生汚泥等が燃料、

または肥料として再生利用されるよう努めなければ

ならないとされており、現在流域下水道では廃棄物

処理業者にコンポスト処理を指定して下水汚泥の処

分を委託しております。一方、下水汚泥の有効利用

についてはブロック、れんが等の建設資材や固形燃

料などの様々の利用方法があることから、さらなる

有効活用を目指し多角的な検討を進めていく必要が

 あるものと認識しております。

○玉城健一郎委員  ぜひその辺りは考えていただい

 て、取り組んでいただきたいと思います。

 　以上です。

○國仲昌二委員長  玉城健一郎委員の質疑は終了し

 ました。

 　山里将雄委員。

○山里将雄委員　それではお願いします。たくさん

ではありませんのですぐに終わると思いますのでよ

 ろしくお願いします。

　沖縄県病院事業会計決算審査意見書の中からまず

は少し確認をさせていただきたいと思います。３ペー

ジのほうのこれは昨日から代表監査委員への質疑の

中でも何人かの委員が取り上げていたんですけれど

も、この27億円の過大申請の件ですね。これは今回

の決算には当然ながらその分は収入として歳入とし

て入っているわけですよね。そうすると今年度の令

和５年度の予算からそれを返さないといけないとい

うことになるんですけれども、これはもう補正予算

も組まれていたと思うんですけどね。この審査意見

書の中の５ページのほうでも非常に予算的に極めて

厳しい状況にあるというふうに指摘もされています

ので、この５年度に対する影響というのは――これ

だけの予算規模、決算規模でいうとそんなに大きく

はないのかもしれませんけれども、今年度の決算に

 対する影響等々についてはどうでしょうか。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　今御質問がありましたとおりですね。令和５年度

の当初予算に加えて補正予算を編成してこの返還分

を計上するという形になりますけれども、そのため

令和５年度の補正後になりますけれども、純損失に

ついては当然増加をすることになりまして今のとこ

ろ64億6000万円余りを見込んでおります。ただ令和

５年度の当初予算では当然ながら各病院の施設整備

であるとか、資産購入等々の所要額を当然計上して

おりますし、また病院事業経営に必要な運転資金に

ついても十分確保しております。したがいまして今

回の補助金返還が経営に影響を及ぼすものではない

 というふうに考えております。

○山里将雄委員  分かりました。 

　一応その確認でした。続きまして、審査意見の中

から７ページのほうですね。２のほうの医師等の医

療スタッフの確保についてということなんですけど、

これは14ページの職員数とも関連づけながら聞いて

いきたいと思います。令和４年度末の条例定数が

3175人であるということになっています。令和４年

度末の現員合計が3165人と。前年度と比較して109人

増えているんですけれども、3175人に対して3165人

というふうにも、要するに定数をほとんど満たして

いる状態なんですよね。先ほど健一郎委員からも職

員数について質問はあったんですけれども、今のよ

うな厳しい状況の中でこの定数というのがどうなの

かと思うんですね。この定数を改定するとか、そう

 いう予定とかお考えはないんでしょうか。

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

　定数に関しましては毎年各県立病院からの要望の

ある組織定数について、この県立病院の役割とか地

域の医療提供体制とか経営の影響等々を総合的に勘

案して見直しをしているところなんですけれども、

現在令和６年度の組織定数に関しまして各病院から

の要望に対してヒアリング等を行っておりまして、

今後この必要と認められる定数がその条例定数を超

える場合には当然――所管が知事部の総務部になる

ものですから、総務部と条例改正について協議する

 ということとしてございます。

 　以上です。

○山里将雄委員  この７ページのほうで、県立病院

の一部においては医師の欠員等により診療科の休診

や診療の制限が行われているというふうにも指摘さ

れているわけですよね。これは今もそのような状況

が続いているんですか。この医師が不足している病
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 院というのはどこがありますか。

○照屋陽一病院事業企画課長  お答えします。 

　令和５年９月１日現在で県立病院において医師が

不足で診療休止を行っているのは、北部病院の泌尿

器科、中部病院の眼科、八重山病院も同じく眼科の

３診療科となっております。また一部診療制限を行っ

ているのは、北部病院の脳神経外科、中部病院の泌

尿器科、中部病院の小児科の３診療科となってござ

 います。

 　以上です。

○山里将雄委員　北部病院のことが含まれていると

いう答弁があったんですけれども、これを聞いたの

は、今準備が進んでいる北部医療センターですね、

新たな病院のこの定数について、どうなのか非常に

心配しているものですから。今転籍希望とかを取っ

て北部医療センターの2028年度の開院に向けて、職

員数の確保について努力なさっているということは

分かっているんですけれども、現にこうやって足り

ないような状態があるという中で、本当に北部医療

センターの医療スタッフの確保が可能なのか、でき

るのかというのが心配なんですね。その辺について

 はどのようにお考えですか。

○諸見里真病院事業統括監  お答えいたします。 

　県立北部病院と医師会病院を統合して新しい病院

をつくる。これは令和10年度開院を今予定しており

ます。当然これ組合をつくって一義的にはそちらの

ほうでしっかり医師、看護師等の人員を確保してい

くと、鋭意努力していると思います。ただ開院まで

に、特にこれ看護師なんですけれどもそれを十分に

確保できるかはこれからだと思います。ただ10年度

にフルでそろうのが厳しければですね、協定書の中

でしっかり当面３年間は県等からの派遣を考えてい

る形で打ち込んでいますので、その分についてはぎ

りぎりになると思います。直前辺りまで調整をして、

足りない分は県のほうから派遣を考えていくという

形になっています。ただそのときに当然県立北部病

院を廃止しますので転籍と派遣で協力しているカウ

ントをしながら、新採用を抑制していきながらとい

う難しいハンドリングはしていかないといけないで

すけど、当然ながらこれは北部医療の提供体制を整

えるわけですから、最大限県立病院としては支援し

 ていくという形で考えております。

 　以上です。

○山里将雄委員　今御説明いただいて少し安心した

んですけれども、北部医療組合が一義的には考える

ものだというのは少し無責任な印象もあったんです

けどね。やっぱりそこは病院事業局としてもしっか

りと取り組んでもらいたいなというふうに思ってい

 ますのでよろしくお願いします。

　最後にですね。水道事業会計についてなんですけ

れども決算審査意見書の２ページのほうですね。昨

日からこれも何名かの委員からの指摘もあったんで

すけれども、いわゆる料金改定の件ですね。１点だ

け確認をさせてください。昨日は代表監査委員への

質疑もあったんですけれども、純利益が740万円ぐら

いまで減ってきていると。これまでも２か年間５億

ずつぐらい減っているということで、しかも30年で

すか、長い間料金改定もしていなかったということ

ですので、この料金改定はやむを得ないのかなとい

う思いはあるんですけれども。ただですね、今これ

だけいろんなものを値上げしている、値上がりが続

いている燃料費とか、電気料とか各家庭への影響も

相当大きく出ている中で、やっぱりその水道料金ま

で上がるとなると県民生活にかなりの影響があるも

のですから、当然そうなると皆さんのほうで上げる

とそれぞれの水道事業者もその検討に入っていくと

思いますのでね。皆さんから頂いた資料を見ると燃

料費調整単価が下落基調にあることから、その推移

を見極める必要があるというふうになっているんで

すけれども、料金改定を行わないという道筋、可能

性これもまだあるというふうに考えていいんでしょ

 うか。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　今現在財政見通しを精査しているところではある

んですけれども、その中ではやはりかなりの内部留

保資金が減少するという見通しになっておりますの

で、現状の考え方では料金改定をせざるを得ないの

かなということで考えているところでございます。

これについては外部の経営評価委員会の御意見でも

料金改定の必要性については必要だということで御

 意見をいただいているところでございます。

○山里将雄委員　分かりました。 

　まあ言ったとおりですね、できるだけ県民生活に

影響が出ないように考慮しながら、今後も検討して

 いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○國仲昌二委員長　山里将雄委員の質疑は終了しま

 した。

 　当山勝利委員。

○当山勝利委員　水道事業会計審査意見書を基に質

疑をさせていただきます。その３ページですけども

決算ですのでその決算の数値のほうを確認させてい

ただきながらと思っています。まず水道事業収益な
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んですけども、こちらのほうが前年度と比べて１億

6017万円余り減少しております。その理由について

 まず伺います。

○又吉直人経理課長　お答えいたします。 

　今委員のほうから決算審査意見書のほうでの確認

がありましたが、企業局のほうで御用意しました決

算書も使って説明させていただきます。タブレット

のほうに表示いたします。企業局決算書の22ページ

になります。企業局の事業収入に関する事項としま

して表で表示しておりますけれども、この表の中の

営業外収益の中の長期前受金戻入のほうが対前年度

比で約２億6500万円減少したことが主な要因となっ

 ております。

○当山勝利委員　ちょっと教えていただきたいんで

すけど、この長期前受金戻入というものはどういう

 性質のものか御答弁いただけますか。

○又吉直人経理課長　お答えいたします。 

　企業局のほうでは管路とか浄水場とか水道施設を

有しておりまして、その施設を整備する際に国庫補

助金を使って整備することが多いです。こういった

施設は償却資産といいまして毎年減価償却という処

理を行っております。ですが減価償却を行う際に資

産の価値をどんどん落としていくんですけれども、

補助金を取得して整備した施設についてはこの補助

金というのを一旦前受金という形で受け入れまして、

これを毎年減価償却に併せて補助金見合い分を減価

償却とともに補助金をもらった金額も毎年減額して、

これを収益化するという処理を行っています。今回

この長期前受金が減少した理由としましては、先ほ

ど決算書のほうで22ページを表示しましたが、その

次の23ページのほうに事業費に関する事項というも

のがございまして、こちらの中に減価償却費という

費用があります。こちらも対前年度比で３億7000万

円減っておりますが、これは令和４年度のタイミン

グで過去に整備したポンプ場であったりといった施

設が減価償却を終えたということで対前年度比で費

用も減っていますが、その見合いで前もっていただ

いた補助金分の収益分、長期前受金戻入も減ったと

 いう形になっております。

○当山勝利委員　この減った減価償却分ですよね。

これもまた計画的に見える数字なので、先ほどもあ

りますけど、結局企業局の営業の中でこの減価償却

分の減が今回の長期前受金戻入の減少に至っている。

それも今後も続くだろうということで理解していい

ですか。つまりどんどん減っていくと。その長期前

受金戻入というものがどんどん減っていくんだとい

 うことでいいですか。

○志喜屋順治総務企画課長  お答えいたします。 

　減価償却費につきましては、今後老朽化施設の更

新、それから耐震化の推進ということで施設整備を

実施していかないといけないというところがありま

すので、それらの施設整備を実施することで減価償

却がまた再び上昇傾向になるということになります。

そういうこともありまして、それに伴った先ほど説

明がありましたとおり減価償却費に伴う長期前受金

戻入についてもそこに比例して上昇していくような

 推移が今後の見通しとして考えられるところです。

 　以上です。

○当山勝利委員  次に移ります。水道事業費用が３億

9768万円ほど増加していますがその理由について伺

 います。

○又吉直人経理課長  お答えいたします。 

　審査意見書で表示されております３ページの中の

水道事業費用の増加の要因ですけれども、こちらの

営業費用が３億4900万円余り増えて増加したという

ことになっております。この営業費用の中身なんで

すけども、こちらのほうにつきましては、すみませ

ん、先ほど表示しました決算書のほうでまた御説明

いたします。決算書の24ページのほうに費用の性質

別の内訳がございまして、この中の動力費のほうが

対前年度比で約６億9500万円増加したことによるも

 のとなっております。

○当山勝利委員　すみません。この動力費というも

 のは何か説明していただけますか。

○又吉直人経理課長　企業局の場合は、水源地から

水を取水しまして浄水場まで水を送って処理した水

を水道としてサービスを提供しているんですけれど

も、その際に取水するためのポンプであったりとか、

あと浄水場で水を処理するための電気機械設備のほ

うで電力を多く消費しますので、この電力のかかっ

 た料金を動力費というふうに呼んでおります。

○当山勝利委員　次に移ります。特別損失という項

目がありますがこの特別損失が１億円増加しており

ます。そもそもこの特別損失というものの性質と増

 加した理由について伺います。

○又吉直人経理課長  お答えいたします。 

　まず特別損失とは通常の経営活動に伴うものでは

なく、特別な要因により発生した臨時的な損失のこ

とを指します。今回特別損失が増加した主な要因と

しまして北部のほうにあります国ダムの維持管理負

担金のほうで国のほうで過年度分の負担金算出方法

に誤りがあったということで過去５年分の追加の納
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付の請求があったものですから、こちらのほうで特

別損失で処理して支払いのほうを行ったものであり

 ます。

○当山勝利委員　ということはあくまでも今回の増

えた理由としては、先ほど言われた計算の誤りがあっ

たということで次年度はまた前年度、要するに令和

３年度と同じくらいの特別損失額になるということ

 でしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　令和５年度の予算値でございますけれども１億

2700万円程度の予算として特別損失を見込んでおり

ますが、すみません、手元にその根拠となる資料が

ございませんので、この場では特別損失については

令和４年度と比べますと、令和４年度が212万3000円

で差額としましては前年度に比べると１億2500万円

 程度増額で予算化しているところでございます。

 　以上です。

○当山勝利委員　そうすると特別損失と言われる額

は、令和４年度が１億3000万円の負担金がほぼその

まま令和５年度も引き続き負担金として納めなけれ

 ばいけないという理解でよろしいんですか。

○志喜屋順治総務企画課長  お答えいたします。 

　特別損失につきましてはその年その年で発生する

損失について計上するものでございますので、今回

の令和４年度で計上させていただいているものにつ

 いては、継続して発生するものではございません。

 　以上です。

○当山勝利委員　そうするとこの特別損失自体もそ

の年によって変わってくるということの御答弁だっ

たと思うんですね。まず過去の特別損失はその令和

３年度と同等の860万円ぐらいだったのか。1000万円

前後だったのか。今後は先ほど１億円台のものが引

き続き、特別損失として出てくるのか。そこら辺は

計上の見立てとして必要だと思います。そこは御答

 弁できると思います。どうでしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長  特別損失につきまして

は、先ほども述べさせていただきましたとおり、そ

の年その年で発生する損失になりますので、額はご

ざいますけれども同じものが次の年も発生するとい

うものではなくて、その年その年で発生するという

ことからすると、将来それが発生するかどうかとい

うのは見通しとしては見込めないというところがあ

りますので、特別損失については将来計画としては

見込まないというふうなことで考えているところで

 ございます。

　実績で述べさせていただきます。特別損失ですけ

れども令和３年度が862万円程度、令和２年度が

1768万円程度、令和元年度が2996万円程度で、平成

30年度が１億104万円程度というような推移となって

 おります。

○当山勝利委員　分かりました。 

　かなり開きがあるので、そこら辺は今後予測はつ

くのか、全く予測がつかないのか。損失なので出て

いく額がそれだけ上がったり下がったりすると、計

上的にすごい幅を持たさないといけない、余裕を持

たさないといけないということになっちゃうので、

そこら辺はこれまでそうやって来られたのか、また

 これからどうやっていかれるんですか。

○志喜屋順治総務企画課長  現在見込んでいる見通

しにつきましては、料金算定の手引等を参考にさせ

ていただいております。そこについては通常で見込

めるものについては、経常的な費用として見込むと

いうことになっておりますけれども、それが見込め

ないものについてはその手引等に基づくと計上しな

い、算定しないというふうなことでやっております

ので、こちらの考え方としてはそういった見込めな

いものについては現在見込まないというふうなこと

 で考えているところです。

○当山勝利委員　分かりました。 

　いずれにしてもそれだけ幅があるということはあ

る程度経営的な余財というのかな、余剰がないとこ

こら辺吸収していけないということで理解してよろ

 しいでしょうか。

○石新実企業技監  特別損失のお話がずっと続いて

おりますけど、一方で特別利益というのもあるんで

すけれども、前年度なり前々年度なりでお話が来て

いて計上できるものは当然予算化いたしますけれど

も、中にはできないものもありまして、そういった

場合は流用なりそういった形で対応していくことに

 なろうかと思います。

○当山勝利委員　先ほど来議論させていただいてい

ますけれども、そこは見込めないものは見込まない

ので、でも出てくるものは出てくるわけですから、

それなりの余裕がないと駄目ですねという話をして

 いるつもりなんですけどね。まあ分かりました。

　次に移ります。その下ですね。ここで純損益と書

かれています。２ページは純利益と書いてあったん

ですが、去年から比べると、令和４年度740万円、そ

の前令和３年度が５億6500万円。その前の令和２年

 度はどれだけ純損益があったんでしょうか。

○又吉直人経理課長  令和２年度の純損益でござい

ますが、金額で11億3892万3349円となっております。 
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○当山勝利委員　令和２年度で11億円。それより前

は大体でいいんですが同じぐらいあったと理解して

いいですか。 

○又吉直人経理課長  その前の令和元年度につきま

しては約９億1000万円。平成30年度が３億9000万円

となっております。 

○当山勝利委員　分かりました。 

　増減はあるにしろ令和４年度の純損益はかなり

減ってきている。下手すると赤字になったかもしれ

ないというようなかつかつの状況だということが分

かりました。こういう中にあって先ほどもあります

けども、値上げのこと、動力費が７億円も増えたと

いうことでかなり厳しい状況だということ。それか

ら特別損失も年によって出たり出なかったりはある

けども、その分をしっかり拠出するためにはある程

度余財がないのかなという理解をいたしました。そ

ういう中にあってですね、昨日監査のほうで聞きま

したけれども、経営基盤の強化に努めていただくよ

うに要望するということでしたけども、最後この部

分ですね企業局として今後、経営基盤の強化をどう

いうふうに強めていかれようとしているのか御答弁

いただけたらと思います。 

○志喜屋順治総務企画課長  お答えいたします。 

　先ほどもお答えいたしましたが、企業局としまし

ては経営基盤の強化に向けて沖縄県企業局中長期計

画を現在推進しているところでございます。その中

で経営基盤の強化に向けた様々な施策目標を掲げて

おりますので、そこを着実に推進するということで、

引き続き経営基盤の強化に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○当山勝利委員　その計画に基づいてやられるとい

うことは分かるんですが、大体具体的にどうされて

いくのか答弁できませんか。 

○志喜屋順治総務企画課長　経営基盤の強化に向け

ての取組としまして、例えばですが動力費ですとか、

薬品費等については毎月月次レポートというのを提

出させていただきましてそのときそのときの費用が

対前年度比どうだったのかというところを分析する

ことで、そういった費用の今後の高まりですとかそ

の削減の可能性とかというのを検討するですとか。

あと経営コストの縮減に向けて施設整備費も高騰す

るところがございますので、そういったところにつ

きましては企業局の設備の仕様そのものを見直して、

例えばスペックダウンするですとか、あと施設の統

廃合を引き続き検討しまして、そういったトータル

のコストを削減するですとか、そういったところの

部分での取組を着実に推進して経営基盤の強化に努

めていきたいというふうに考えているところでござ

います。 

○國仲昌二委員長 これで当山勝利委員の質疑は終了

しました。 

　瀬長美佐雄委員。 

○瀬長美佐雄委員　病院事業局会計に関する質問を

行います。まず決算ですがコロナに関わる業務とい

う点では文字どおり県立病院の果たした役割は本当

に重要だったと思いますし、県民の生命・健康を守

ると。生活の安心を支える重要な役割を担ってこら

れた皆さんに敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

　質問ですが一つコロナ病床確保事業との関わりで

意見書で言うと３ページに記述されていまして、経

緯や原因については分かってはいます。ただ過大申

請に関しては各病院の額が違うと。適切な処理ある

いは要項を読みこなして対応した病院もあればそう

でもないという差が出たのかなと思って、この件に

関してはなぜそういう状況なのかを伺います。 

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長　お答えします。 

　今回の補助金の過大申請については、主に２つの

理由があります。１つ目は病床確保料の対象となら

ない退院日の病床数を誤って空床とするなど空床病

床数を過大に計上しておりました。２つ目としまし

ては一般病床の単価を適用すべきところを誤ってＨ

ＣＵ病床の単価を適用するなど単価がより高額な病

床確保料の病床単価を適用しておりました。その１つ

目の空床病床数を過大に計上していたという事案に

ついては、全ての県立病院で判明しておりますが、

２つ目の病床単価を誤って適用していたという事案

というのは県立６病院中、南部医療センター・こど

も医療センター、宮古病院、八重山病院の３病院で

判明しています。この病床確保料の病床単価は、例

えば一般病床とＨＣＵ病床では約３倍の差がありま

す。そのため適用する単価を誤った先ほどの３病院

については返還予定額が比較的大きい結果となって

おります。 

　以上です。 

○瀬長美佐雄委員　今回令和２年度、３年度分だと

いう点では、４年度分はどうなっているのか、気に

なるのでその点を明らかにしてください。 

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長　お答えします。 

　令和４年度分の病床確保料については対象病床数

の計上誤りや病床単価の適用誤りが一部判明してお
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ります。現在全体的な精査を行っているところであ

ります。令和４年度分の病床確保料はまだ全額は交

付されておりませんので、交付元であります保健医

療部と調整をしまして、過大申請分は基本的には今

後令和４年度分として病院事業局が交付を受ける予

定の病床確保料と相殺して処理することとしており

ます。ただ、相殺処理によってもなお過大申請とな

る場合については、返還時期について保健医療部と

調整をしまして、令和５年度補正予算の編成または

令和６年度当初予算への計上により対応していきた

 いと考えております。

 　以上です。

○瀬長美佐雄委員  今年度返還するということとの

関わりで言うと、今年度の経営に関する影響が懸念

されます。どういった影響の程度になるのか伺いま

 す。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　令和５年度の当初予算には先ほども申し上げまし

たけれども、既に施設整備であるとか資産購入、修

繕費等の所要額は計上しております。それからこれ

に加えまして日々病院事業の経営に必要な運転資金

も十分に確保しておりますので、今回の補助金返還

が病院経営に影響を及ぼすものはないというふうに

 考えております。

○瀬長美佐雄委員  コロナ感染症対応に伴う国から

の交付金事業やそれの金額内容で予算執行状況等に

 ついて伺います。

○宮平直哉病院事業経営課長  お答えします。 

　コロナ対策では主に３つの補助金を活用しており

まして、１つがコロナの患者さんを受け入れる入院

病床を確保した医療機関に確保料を支給する補助金。

新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保支援

事業補助金という名称で４年度の決算額で約92億

5000万円となっております。それから２つ目として

コロナの患者さんを受け入れた医療機関に協力金と

いう形で支給をする新型コロナウイルス感染症医療

機関の協力金交付事業というものでこちらが６億

9500万円、令和４年度の決算でそういった実績となっ

ております。３つ目はコロナ患者を受け入れるため

の医療機器等の整備に要する補助として新型コロナ

ウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業

費補助金ということでおよそ5100万円を令和４年度

受け入れております。したがいましてこの３つの補

助金合計でおよそ99億9600万円を受け入れておりま

 す。

○瀬長美佐雄委員  経営計画の推進ということで基

本目標は全て目標値を上回ったと書いてありまして、

その意味するもの、あるいはそれによって期待され

 る効果という点ではどういう評価でしょうか。

○宮平直哉病院事業経営課長  お答えします。 

　前の沖縄県立病院経営計画では、今委員からお話

がありましたように、経常収支の黒字確保であると

か、それから投資資金の確保、手元流動性の確保の

３つの基本目標を定めておりました。この３つの目

標については令和４年度でいずれも達成をしており

 ます。

　その影響なんですけれども先ほど来申し上げてお

りますように今後コロナに関連する支援金であると

か補助金というのは低減していくであろうというこ

とは予想しておりますので、今後は病院経営に当たっ

て地域の医療機関との連携に伴って、入院の患者さ

ん、通院の患者さんを呼び戻すような取組であると

か、それから職員の時間外勤務の縮減であるとか、

経費の見直しによる縮減であるとか、そういった日

々の取組を行うことで病院経営の改善に向けて取り

 組んでまいりたいというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員　６ページに未収金対策が記述さ

れています。メディカルソーシャルワーカー等によ

る納付相談や福祉部門との連携をすると。これはと

ても大事な業務なのでそこら辺の取組をしっかりと

 対応されているということなのか状況を伺います。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　県立病院には今年の９月１日現在で31名のメディ

カルソーシャルワーカーが配置されております。こ

のメディカルソーシャルワーカーの皆様というのは、

経済的理由で支払いが困難となった患者さんが受診

する際、未収金の担当者と連携をしてその患者さん

の個々の状況に応じた対応――例えば生活保護の受

給申請の案内であるとか、分割納付の案内であると

か、また支払い方法についてコンビニ払いができる

とかそういった納付方法の案内等を行っております。

そういった取組を行うことで未収金の縮減に努めて

 おります。

○瀬長美佐雄委員　７ページに移りますが、財務に

関する是正について厳しい指摘を受けています。事

務の不適正な処理が依然として多いということの状

況。その指摘を受けてしっかりと取組がなされてな

くて国庫の返還やら不適正な現状も続いているのか

なと懸念されている。それに対してどういうふうな

対策をされているのか。この記述の中で言うと今年

度については総務事務センターを設置して集約化に

着手していると。実際それを設置した効果、改善さ
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 れているのかどうかの状況を伺います。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　これまで病院現場における給与関係を中心と

する事務執行上の課題としては主に３点ございまし

た。１点目は病院における給与関係の事務手続が紙

媒体により行われており非効率な部分があること。

２点目は病院ごとに配置された少数の給与担当職員

が事務を担っており、さらに手計算や手入力が生じ

るなど事務処理に時間を要すること。３点目は病院

ごとの事務の取扱いに相違があり事務処理誤りの指

 摘、過不足払いが生じていたことです。

　病院事業局ではこのような課題を解決するため、

病院で行っている職員給与事務等を集約化し、事務

処理の効率化、適正化及び担当職員の負担軽減等を

目的に令和５年４月に病院事業総務課内に病院総務

事務センターを設置し、一部の事務を開始したとこ

ろです。令和５年度は効率化の要となる病院総務シ

ステムを稼働させるとともに、先行的に北部病院及

び宮古病院において通勤手当及び時間外勤務手当な

どの事務移管を完了させる予定です。そのほかの４病

院の事務移管についても段階的に進め、令和７年度

には全て完了する見込みです。病院総務事務センター

の設置により課題改善が図られるものと考えており

ますが、設置の効果については来年度以降検証して

 いきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

　コロナ前との比較がどうなっているのか。外来、

入院患者数の推移。実際戻ってきているという状況

 なのか伺います。

○宮平直哉病院事業経営課長  お答えいたします。 

　コロナ禍前の令和元年度との比較になりますけれ

ども、入院患者数は約65万人。令和４年度は54万人

ということで入院患者数はおよそ10万人減少してお

ります。それから次に外来患者数ですけれども令和

元年度が約78万人で令和４年度が71万人ということ

で、こちらも７万人減少しているということです。

合計すると、入院、外来の患者さんで合計17万人減

 少しております。

○瀬長美佐雄委員　現在、コロナに関して言えば５類

になったという点では、今年度は去年と比べて一転

増加傾向ということなのか、どんな対応でしょうか。 

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　患者さんの数ですけれども、依然として現状とし

てはコロナ前の状況には回復はしておりませんけれ

ども、対前年度比で見ていると徐々にではあります

けれども回復傾向にはあります。今後としてはこの

患者さんの受診動向の変化を当然注視しますけれど

も、この患者さんの獲得に向けて先ほど来申し上げ

ているように、例えば地域の病院との役割分担を進

めるとか、クリニックの先生方との情報交換を得な

がら、県立病院に患者さんを戻すような取組を地道

に進めるとか、そういった取組を強化してまいりた

 いというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員　コロナ感染治療に係る県立病院

が果たした役割は本当に大きいと思いますが、それ

全体として占める県立の割合、あるいはコロナ対応

 に対してはどういう評価をしているのか伺います。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長　お答えします。 

　県立病院では県の病床計画に基づきまして県全体

の確保病床の約３割を占めるコロナ病床を確保し、

コロナとコロナ以外の両方の患者を受け入れており

 ます。

　コロナ患者の受入れについては主に人工呼吸、Ｅ

ＣＭＯなどの重症・中等症患者の受入れや離島にお

けるコロナ患者の対応。妊婦や新生児、精神疾患を

有する患者の受入れなど、県立病院以外の医療機関

では対応が困難なコロナ患者を受け入れておりまし

て、今年９月11日までの集計になりますがこれまで

8774人のコロナ患者を受け入れました。またコロナ

感染症の位置づけが５類に移行する前までは高齢者

介護施設等へ感染症専門医や感染症認定看護師等を

派遣し施設内の感染防止の指導等を行ったほか、軽

症者用の宿泊施設や入院待機ステーション、それか

らワクチン集団接種への職員派遣など、県コロナ対

 策本部からの要請に対応してまいりました。

　県立病院は今後もコロナとコロナ以外の医療の両

立を図り県立病院としての役割を果たしてまいりま

 す。

 　以上です。

○瀬長美佐雄委員　県民の命を守るというとりでと

して本当に頑張ってこられた皆さんに敬意を表した

いと思います。ただ、意見書の８ページに記述され

ているのが、引き続き医療スタッフの心身両面への

ケアに努めていただきたい。いわゆるメンタルサポー

トの体制を充実させてほしいという意見が付されて

います。これに対してやっぱり大事な観点として現

状はどうなっているのか、指摘を受けて拡充してい

 るということなのか伺います。

○宮城和一郎病院事業総務課長　お答えします。 

　病院事業局におきましては、医療従事者だけでは

なくて事務職員も含めてメンタルケアには留意して
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いるところです。労働安全衛生に基づいた会議です

とか、医師と看護師の委員会を設けまして休職に入っ

ている職員の復帰に向けた対応等を行っています。

今後ともメンタルサポートの体制に向けては充実を

図って、知事部と同様な対応にはなりますけども、

労働安全衛生委員会等を適宜開催しながらケアに努

 めてまいりたいと考えております。

 　以上です。

○瀬長美佐雄委員　コロナが今５類になったといっ

てもまた再度の流行もあり得るという点では、この

間の経験の蓄積、何を教訓とすべきかという点では

今こそしっかりとした対応に備えるというふうなの

が求められていると思うんですね。そういう観点か

らですが、一つは保健医療部との関わりで今統括す

る本部への派遣対応、あるいは入院待機ステーショ

ンといったものへの対応、大きかったと思うのは福

祉部門との連携で言うと、老健施設、クラスター発

生した施設に対する対応でも頑張られたというのも

先ほど対応がありましたけれども、そことの関連で

病院事業局として今回のコロナにどう対応できたの

かという点ではきっちりと教訓化する必要があろう

かと思うんですね。一つは医師、看護師の体制、今

の対応ができたのかということであったり、院内の

クラスターも発生して、罹患してしまって医療が対

応できなかったりと。もう本当に現場は苦労された

と思うんですが、それについての課題としてどうい

うふうに位置づけているのかというのをまず伺いた

 いと思います。

○本竹秀光病院事業局長  ありがとうございます。 

　まず教訓というか蓄積の話ですね。2009年の新型

インフルエンザのときに、これは国もそうですけれ

ども沖縄県はかなり先行的でいい診療をやっていた

とＮＨＫの報道とかがいっぱいありました。そのと

きは僕は中部病院だったんですけれども、一番大き

かったのは中部保健所、中部病院、医師会等々が非

常に連携を組んでいたということがあります。その

あと特に中部病院で感染症の委員会が活発に動くよ

うになっていたんですけれども、いかんせん今回の

コロナで一番大きな問題になったのは保健所の職員

がずっと減らされてきたのは皆さん御存じだとは思

うんですよ。今回それが大きな反省になっていると

思うんですけれども、やっぱりそこの見直しが必要

ですし、だから平時からそういう保健所と病院、あ

るいはそのほかも全部含めてですけれども、連携あ

るいは提携をしていくということをこれから蓄積し

て残しておかないと、次の感染症に多分恐らく対応

できないと思うんですよね。それはみんなすぐに忘

れてしまいますので、それはどういうふうにして蓄

積するかというのはみんなで協議する必要があると

思います。だから県立病院の現場においてはかなり

それぞれの病院で苦労していましたし、もちろん職

員も感染するリスクは当然あるわけだから、そうい

う意味では各院長含め苦労されていることは聞いて

おりましたし、病床を一時縮小して職員を休ませた

りとか、そういうふうに乗り切ってもらったことに

は病院事業局長としては非常に感謝してはいます。

そういう日頃の対応を平時のときから今回の教訓と

して、そういう感染が起こったときには患者を守る

のが一番ではあるんですけれども、職員を守らない

と患者も守れませんので、そういうところに取り組

 んでいくことが重要かなとは思っています。

 　以上です。

○瀬長美佐雄委員　保健医療部と福祉の連携も大事

ですし、皆さんの病院事業局との関わりはやっぱり

重要です。これについては本来国がコロナ対応をやっ

てきて、検証的に各地の取組をデータとしても集約

してそれをどう生かすかという点で本来すべきと。

その関わりなんですが、コロナ感染に関わった状況

を国としてデータの提供、どんな状況、教訓という

のを集約というか報告というのを求められている状

況なのか、国、厚労省からはそういった要請という

のがあるのかないのかちょっと確認させてください。 

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長　そういった振り返りといいますか、そ

ういう検証を行うような指示というのは国からも保

 健医療部のほうからも今のところはないです。

 　以上です。

○瀬長美佐雄委員　現場としてやっぱり教訓化する

という努力とそれを継承するという努力はぜひやる

べきだと思ってまして、それに対しては病院事業局

として、各病院での対応でよかった、あるいは課題

だったというのを集約して、やっぱりまとめてそれ

を報告書的にやった上でそれを国に提供もするとい

う対応もすることが国全体の対応を善処させるとい

う点にもつながろうかと思います。国がどうのとい

うよりも自らの中で各病院も苦労された、対応にど

んなことが課題だったということを明らかにする上

で大事かなと思うんですが、そういった対応、準備

 はどうでしょうか。

○本竹秀光病院事業局長  大事な指摘ありがとうご

ざいます。実はまた2009年に戻りますけれども、国

は総括を１年後に実施して、ネットで調べられたら
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分かると思いますけれども出しているんですよ。立

派なことがいっぱい書かれているんですけれども、

やっぱり生かされていないなと個人的には思ってい

たんですけどね。今回も国とか何とかという話では

なくて、今御指摘のとおり、県立病院は県立病院で

総括しないといけませんので、恐らくある程度収束

した段階でこれはやっていかないといけないと思っ

 ています。ありがとうございます。

○瀬長美佐雄委員　今回保健医療部の頑張りもあり

ますが、ＰＣＲの定期検査を医療現場で２週間に１回

とかという頻度でされたかと思います。このＰＣＲ

検査も現場としては早期キャッチにつながり、対応

につながったということなのか。これ一つとっても

きちっと評価、分析すべきと思うのですが、中には

２週間ではなくて毎週すべきだという意見もありま

した。そこら辺では現場の感触としてどういう評価

なのか明らかにできるのであれば伺いたいと思いま

 す。

　ワクチン接種もしかりでした。なかなか全国に比

べてワクチン接種が進まないと。果ては医療現場に

おけるワクチン接種もどうなのかという声もいただ

 きました。

　最後にします。各病院におけるこの間の努力が本

当に反映された決算であればとは思うのですが、コ

ロナ対策に絞って現場の努力、現場ではどういう教

訓が明らかになっているのかと。あるいはまた課題

も明らかになったかと思いますので、設備機器がこ

の国からの事業でしっかりと対応でき、今後にも備

えることは完備できたのかどうか、まだ不足なのか

等々もありますし、現場の責任者としてこのコロナ

対応、今後に備えるという点から言えば、事業局へ

の要望ということも含めて伺いたいと思います。よ

 ろしくお願いします。

○久貝忠男北部病院長　教訓というのはよいことも

悪いこともそれを糧にしていくことだと思っていま

す。北部病院に関しては、先ほど事業局長が答弁し

ましたけれども、誇れるシステムとして３者連携と

いうことで保健所、県立北部病院と医師会病院、も

う一つは医師会と。医療資源が乏しいのでそれをしっ

かりやっていこうということで、保健所は疫学調査

――本来は感染管理というのは保健所の役割なんで

すけど、医者が１人しかいないんですね。保健所は

できない。それで高齢者施設でクラスターが発生し

たら北部病院の医師にお願いして、そこの感染管理

に当たると。北部病院の場合、陽性者外来というの

をやって、とにかく早くリスクを見つけて重症化し

ないようにやりました。これも新聞で報道されてよ

かったなと思います。医師会は何をやったかという

と、ワクチンとか、軽度の発熱外来を診たりとか、

ＰＣＲを積極的にやるとか、あとは中等症の患者を

病院に入れると。こういう３者連携が非常にうまく

いったと思っています。これは医療資源が少ないと

いうことがなせる技であるんですけど、これはもし、

新興ないしは再興感染症が出た場合にはこれは深め

 ていきたいと思います。

　悪いこととしては、課題としてこれは残っていく

んですけど、人がいないんですね。北部病院に関す

ると感染症の専門家がいません。ＩＣＵのドクター

もいません。総合診療科が当たるんですけど、その

辺がやっぱり手いっぱいで、総合力を持つドクター

の育成というのが、そういうふうな人的な厚い人材

育成という、簡単に言えばそういうふうになるんで

 すけど、それが課題かなと思いました。

 　以上です。

○玉城和光中部病院長　いい点に関しては、久貝先

生や局長のほうからも幾つか2009年の経験を踏まえ

ているということの話をされていますけども、私の

ほうからは少し教訓というか課題となったところに

関して話したいと思います。標準予防策とかいわゆ

る感染対策をしっかりするということを職員に徹底

して行う指示を僕たちが出すんですけれども、やは

り御存じのとおり職員も感染で休んだり、当院は一

番多いときで産休、育休が大体70人余りいまして、

さらに感染で休んだという人たちが多いときで100人

余りいて、180人余りの職員の人員欠損が出たという

ときがあったわけですね。そういう職員が少ないと

き、いわゆる当然のことながら多忙な状況となって

くると、この感染対策がどうしても十分できなくなっ

てしまうと。ハッパをかけてやるようにと言っても

やっぱり現場が多忙になればなるほど、感染対策は

破綻というか実施できなくなるという状況が生じて

おりました。ですので十分産休、育休含めて、こう

いうパンデミックが起こったときには休む人たちを

想定した上での人員を、特に看護師は十分必要な状

況があったと。明らかにやっぱり足りてはいないだ

 ろうというふうに思っております。

　そしてまた新型インフルエンザが出るかもしれま

せんし、ほかの新興感染症も出るでしょう。今回の

コロナの新興感染としての発症初期の混乱が結構い

 ろいろ教訓として出ています。

　職員も職員で大変で子供さんとかの登園拒否とか

実際ありましたし、いろんな偏見とか出て。患者さ
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んもいわゆる間違った情報を得ている方々もいらし

て、もう極度に厳しい感染対策を求めてくるという

こともあったりして大変な状況にあったと思います。

こういう中で職場に送り出す家族も大変だったんで

はないかと思います。そんな中で我々がやったこと

は何かといったら、一番現場で自分が感染するかも

しれないという恐怖と戦いながらやっていく不安の

中で直接患者を診る職員たちの不安をどうやって取

り除くか、家族の不安をどうやって取り除くかとい

うところは相当苦労して、これは今後に生かせるか

 なと思います。

　あともう一つ、亡くなられた方もやっぱり残念な

がら多くいまして、葬儀会社を探すのも一苦労して、

今は葬儀会社も対応してくれるようになりましたけ

れども、そこも相当苦労したというのはありました。 

　あとは施設での患者の生活環境を出向いて見てい

くと、やっぱりそこは感染の元で、特に集団で生活

しているところの生活の場を知らないと何でこんな

に繰り返してくるのかということも分からなくて、

それで出向いて感染対策をするということを心がけ

たということはありますけれども、いかんせんやっ

ぱり現場の仕事でいっぱいということでなかなかそ

こに手が回ってなかったということがございます。

今回の中で感染管理認定看護師――ＩＣＮが当院は

定数は１となっていて、１だけではもう全然足りま

せん。ですので院内でいわゆる４人の認定看護師が

いたので、２人を専従にして２人は兼務していた人

も充てて最盛期、いわゆる一番燃え盛っている感染

の極期は４人を充てて対応していたということもあ

ります。だけどこの４人をもってしても全然足りな

い状況でございます。指導、教育だけでも相当な手

間がかかるので感染対策をやる看護師は、特に認定

 看護師はやっぱり多く必要であろうと思います。

　また課題として中部病院のところでいつも出てき

ますけれども、設備上の問題がやっぱり多かったと

いうことがございます。特に動線ですね、エレベー

ター、廊下、ここはやっぱり分けられないというと

ころがあるわけです。一般の人たちが通るところ、

検査や手術へ行く通り、あと亡くなった方の通りも

全部一緒で交じるというところもあるので、やっぱ

りどうしても感染のリスクが高いというところがあ

るので、ここは構造を改革していくというところは

あります。あとはもう感染対策の徹底で乗り切ると

いう形でしかできないので、職員にはそういう形で

やったけども、人が少なくて忙しい中で感染対策が

徹底できないということでかなり現場はジレンマを

持っていたという状況でございます。大体僕も言い

たいことは今の言ったところで、課題は挙げれば挙

げるほど、これでも絞ってきたぐらいですので、す

 みませんでした。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター

院長　それでは感染症対策の努力について、最初に

申し上げます。５月８日に新型コロナウイルス感染

症が５類相当へ変更されました。変更前後での大き

な違いは変更されたことによりそれまで行われた国、

県による公的な補助、指示が途絶えたということ。

それからコロナの入院先を調節していた県コロナ本

部の機能も失われたということでありました。コロ

ナウイルスが消滅したわけではありませんので、コ

ロナ感染症も５月から７月にかけて流行拡大となり

ました。当院でもコロナ患者の入院が増え、幾つか

の病棟でクラスター状態となり職員の休職も増えま

した。一時最大で33人のコロナ患者が入院し、６つ

の病棟でクラスターが発生しました。看護師の休職

も50名近くになりました。それの対策としてすぐに

コロナ対応とベッドコントロールを合わせたような

会議を毎日関係部署で行いました。新しいコロナ患

者は病棟を選定してそこに入院させる。それからク

ラスターを起こした病棟は閉鎖という封じ込めを

取ったわけですね。それで看護師の労働喪失。それ

からクラスターの極期には通常の稼働ベッドは429床

ですがそれを370から380床に病床運用を余儀なくさ

れました。この間は入院を制限、もちろん手術の制

限、予定検査の制限、延期を行いました。これを約

１か月間行いました。これで何とか乗り切るわけで

すけど、アフターコロナの患者さんも問題でした。

入院したコロナ患者さんは５日ほどで隔離は解除と

なりますが、大半の患者はもともと基礎疾患を有し

ており、入院生活によりその状態が悪化しＡＤＬが

悪くなり、すぐ退院できない状態で長期入院となる

傾向がありました。こういう患者さんは転院先もな

 かなか決まらずにベッド逼迫の一因となります。

　続いて教訓と課題です。教訓と課題というのは５類

移行となる前から各医療施設の連携の体制を築いて

いくべきだったということに尽きます。今保健医療

部を主導として医療提供体制を整えているところな

んですね。急性期病院Ａ、急性期病院Ｂ、それから

回復期、慢性期というふうに医療機関を分けてそこ

で分担して診ようかということになっていますけど、

まだ完全に機能しておりません。早めにこの医療提

供体制の連携を具体的に進めていく必要があると思

 います。
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　それから最後に施設整備、機器の整備状態につい

て申し上げます。新型コロナ感染症に係る施設整備

においては、令和元年度、それから令和２年度に発

熱外来等の設置、それから救命救急センターの改修

等を行っております。医療機器に関しては令和２年

度及び令和３年度に体外式膜型人工肺――ＥＣＭＯ、

あるいは人工呼吸器、リアルタイムのＰＣＲ装置、

それからＣＴ装置を整備しております。それから令

和４年度は医療機器の購入はありませんでしたが、

今年度から妊産婦のコロナ患者も受け入れることに

なります。それで保育器、分娩監視装置等の購入も

予定しております。 

　以上です。 

○岸本信三宮古病院長　宮古地区５万5000人の市民

を預かる宮古病院ですけれども、やはりいろいろ全

院長先生方がおっしゃったように苦労が非常にあり

ましたけども、やはり皆さん覚えていらっしゃるか

もしれませんが、コロナが始まった頃にこの感染症

がどれだけ怖いか、どれだけ広がるか、どういうふ

うにして診ていいかというのが分からなかった。薬

もなかったですよね。その中で医療資源の少ない宮

古地区では、最初に宮古病院が診るべきということ

で元気な若者も全部宮古病院のほうに入院して隔離

しました。保健所が一緒になって就業制限も入って

ですね。宮古保健所、宮古病院の連携でスタートし

たんですが、やはりどんどん患者が増えてくると逼

迫しました。県内の公的あるいは民間それから大学

の医療機関のドクター、ナースの応援をいただきま

したけれども、やはり逼迫してしまって、最終的に

は自衛隊の医療専門官の災害派遣、厚生労働省の医

師、看護師等の派遣によって、ようやく乗り切った

ということですね。ここで、我々だけで抱えてはい

けないということが分かりました。それで中等症以

上の患者さんは宮古病院が診る。そうでない方は保

健所が用意したホテルであったり在宅であったり、

あるいは施設のほうで診ていただくと。もちろんそ

の援助は宮古病院と保健所が一緒になってサポート

していくという体制をつくったということが大き

かったと思います。そしてその中で医師会、あるい

は保健医療部等々の役割の分担と連携が非常に重要

であったということです。 

　特に申し上げたいのは宮古島市のほうの援助が非

常に大きかったですね。感染が始まった当初はＰＣ

Ｒ検査を本島に送って判明するのに２日、あるいは

もっと時間がかかったんですけど、そのときに市が

キャンピングカーを病院の隣の公園に設置して、疑

似症の、ちょっと違うかもしれないけどという人を

そこに入ってもらったんですね。病院のベッドを利

用しないでという形で。それからＰＣＲ機器が当院

にもありましたけども、試薬が少ないのでたくさん

の患者さんは診れなかったんですが、市のほうで96人

が１回にできるような高額な機器を医師会と一緒に

なって購入して宮古病院にレンタルしてくれました。

それで我々のところでは一気に、１回、２回と回す

と百何十名になるんですけれども、そういう形でド

ライブスルーという形で病院の外で百何十名も市民

のＰＣＲ検査ができたというようなことが大きかっ

たです。この市役所の役割。 

　そしてもう一つ最後に言いますけれども、市の休

日・夜間救急診療所が病院の中にあるんですが、こ

の市の施設を病院に貸していただいて我々がそこで

患者さんの隔離等をするということで、最終的には

今年その施設を譲り受けまして、新しく救急センター

を改築する予定で、今進行中です。 

　以上です。 

○和氣亨八重山病院長　報告させていただきます。 

　各病院の院長先生方から詳細な苦労話がありまし

たのでそこは省略させていただきますが、八重山病

院でも昨年７月の第７波のときに一番多くの患者さ

んが入院しました。１日に最大41人入院しておりま

したのでこれは１つの病棟だけでは収まり切れませ

んから、病棟を閉鎖したりあるいは予定されていた

手術や検査を延期するなど、ほかの病院でもやられ

たことですけれども、そういった対応をしてなんと

かコロナの患者さんを診ると。同時に私たちはコロ

ナ以外の一般の患者さんを診る病院でもありますし、

八重山に１つしかない、救急医療ができて、しかも

子供や妊婦や精神科の患者さんが入院できる病院は

八重山病院しかありませんので、一般のこれまでやっ

てきた診療も継続すると。両方をうまく回すことに

苦労してまいりました。こういった経験から今後の

課題といいますか教訓として考えているのは、こう

いうことは今後も起こり得るので、中部病院の玉城

院長がおっしゃられたように平時から余裕を持った

職員数を確保しておくということ。特に離島の場合、

人が欲しくてもすぐに来るということができないの

で、平時からの確保、あるいは災害時に即応して速

やかに職員を増員できるような仕組みが必要かと考

えます。また北部病院長が挙げられたように地区医

師会との連携がすごく大事だと思っています。あと

もう一つ申し上げたいのは、住民の方々の救急室の

利用の仕方についても今後、啓蒙啓発活動というの
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をしていかなければならないと思っています。ちょっ

とした病気で簡単に病院受診できるのはすごくいい

ことではあるんですけれども、こういう災害に近い

ような状況でもそういった利用をされるとあっとい

う間に八重山病院のような小さな病院はパンクして

しまいますので、救急室の正しい利用、本来の利用

の仕方について住民の方々への啓蒙も必要かと思っ

ています。 

　それから機器整備についてですけれども、八重山

病院はまだ今月で新しくなって６年目になるきれい

な病院です。病院を新設するときに多くの医療機器

を新設しましたので大分充実しています。これに加

えて今回コロナの補助金をいただくことで不足して

いた部分をそろえることができました。具体的な金

額だとかどんなものをそろえたかについては、時間

の関係もありますから省かせていただきますけれど

も、今後コロナの補助金が漸次終了してなくなって

いくこの先ですね。今まではコロナの補助金で感染

防護服だとかそういったものを十分備えることがで

きましたけれども、今後は自前でそろえる必要があ

りますし、あと今回購入した新たな医療機器は六、

七年後には耐用年数が来てしまって、また新たなも

のに買い換えなければいけないけど、このときには

もう補助金はありませんので、新たな財源の確保、

こういったものが今後の課題になるかと考えていま

す。 

　私からは以上です。 

○屋良一夫精和病院長　今までこの一般科の総合病

院の院長先生のお話があったので、精和病院は単科

の精神病院というところでちょっと苦労したところ

をお話ししたいんですけれども、もともとうちの病

院は結核の病床はあるんですけれども、新興感染症

を扱うというような経験がなくて、それで感染対策

ができない患者さんたちの対応をする看護師さんと

かコメディカル、また院内のスタッフの方というの

が非常に感染対策強化をするのに、時間とエネルギー

がかかったという事情がありました。もともと感染

症に対応する病院ではないので、コロナウイルス感

染症を受け入れるために、１つの病棟を閉鎖して入

院している患者さん54名を民間病院とかに速やかに

転院させてもらって、急遽コロナ専用病棟を開棟し

たという事情があります。もともと単科の精神病院

というのは物品とか設備とかはないのでいろいろ急

いでそろえていただいたんですけれども、やはり先

ほど出ましたＰＣＲの検査とか総合病院では当たり

前のようにできることが、その検査科の人員だった

りとか機器とか自院でできないという事情があって、

それで南部医療センターのほうにお願いしたりとか

検査センターにお願いしたりとか。この辺は一般の

病院とは違う事情があった中でコロナに対応したん

ですけれども、デルタ株のときにピーク時には一般

救急の病院も逼迫していて、もともとは軽症、無症

状という方を受け入れるということだったんですけ

れども、中等症以上の方も受け入れて、結果的には

単科の精神病院でも看取りを行うような場面があっ

たという事情がありました。こういう経験を踏まえ

て単科の病院で今後あり得る新興感染症に対応する

のは、なかなか厳しいところがあるという事情があっ

て、今南部医療センターとの統合という話が挙がっ

ていて、少しずつは進んではいるんですけれども、

やはり県立病院としては単科の精神病院のよさとい

うのもあるんですけれども、やっぱりこういう感染

症を含めて心体合併症をちゃんと対応できるような

病院になっていかなきゃいけないなというところで、

総合病院への統合というのが迅速に進んでいくよう

にできればいいかなというふうに思っています。総

合病院に統合させていただいたら一般科の先生はも

ちろんいらっしゃいますし、今うちの病院にはない

んですけれども感染症を扱うような個室の病棟とか

そういうところを確保していただければ、速やかに

今後起こりうる新興感染症にも対応できるのかなと

いうふうに思っています。 

　以上です。 

○瀬長美佐雄委員  最後に局長。今のそれぞれの共

通する課題や教訓、あるいは個別にというふうな院

長の話がありました。それに応えて今後やっぱり教

訓化するという点で大事な役割を担うべきと思いま

すが、その観点で決意も含めて伺いたいと思います。 

○本竹秀光病院事業局長 　ありがとうございます。 

　４月から病院事業局長を拝命したんですけれども、

いわゆる病院現場と病院事業局とのコミュニケー

ション不足というのがずっと言われていて、４月に

来てどうしてそういうふうになったのかなと、半年

になるとだんだん見えてきています。今回６病院長

がいろんな悩みあるいは課題とかおっしゃいました。

それを病院事業局と密に話し合うということを増や

していかない限りは、いわゆるコミュニケーション

等々のですね、早く払拭して、それをやっていきた

いと思います。これからの病院経営もそうなんです

けれども、どんな感染症が来てもどうしてもやはり

県立病院がこれからも、これまでもそうなんですけ

れども、沖縄県の医療を引っ張っていくのは間違い
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ないので、現場と協力しながらやっていきたいと思っ

ています。ありがとうございます。 

○國仲昌二委員長　これで瀬長美佐雄委員の質疑は

終了いたしました。 

　休憩いたします。 

      午後０時５分休憩 

      午後１時25分再開 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　午前に引き続き質疑を行います。 

　玉城武光委員。 

○玉城武光委員　簡潔に質問いたします。企業局に

対して質疑を行います。 

　11ページ。決算報告書の決算諸表の概要について。

翌年度繰越しと不用額が出た理由を伺います。 

○志喜屋順治総務企画課長　収益的支出における翌

年度繰越し内容についてですが、収益的支出におけ

る翌年度繰越額につきましては9141万3000円で、全

額修繕費となっております。繰越しの主な理由なん

ですけども、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

世界的な原材料不足、それから半導体の供給不足、

それから感染症対策の影響による工場作業員の出勤

停止ですとか、そういったものの人員不足によって、

機器等の納品に通常よりも時間が要したことによる

ものとなっております。 

　それから不用額につきましてですが、不用額につ

きましては、収益的支出の予算額としましては301億

4952万4000円で、決算額が292億7657万9000円で、不

用額としましては、７億8153万1000円となっており

ます。不用額が生じた主な理由なんですけども、予

算額に比べて、電力使用量が当初の見込みよりも少

なくなったこと、それから固定資産除却費ですけど

も、本来であれば建設工事を供用開始することに伴っ

て除却すべき除却費が、工事の遅れに伴いまして供

用開始が遅れたことに伴って、支出ができなかった

というのが主な不用の要因となっております。 

　以上でございます。 

○玉城武光委員　その不用額が出た理由の中に、動

力費が減ったということですか。動力費というのは

電力関係とかでしょ。値上がりしたんでしょ。それ

でも動力費は減ったということですか。 

○志喜屋順治総務企画課長　予算で組んでいました

浄水場の電力使用量、それが予算よりも実際、年間

通して使用した電力量が少なかったということで、

動力費そのものの減額につながったことになってお

ります。 

　予算額につきましては、動力費等につきましては

水運用に支障がないように、あらかじめ安全側のほ

うで水量を計上したりしていますので、それに見合っ

た水量で計上した動力に比べて、安全側で見込んで

いたということもありますので、実際にはそこまで

の使用がなかったということで、減額になっており

ます。 

○玉城武光委員　分かりました。 

　次に、12ページの中に、不用額は県単独の事業が

執行残になったという記述があるんですが、いわゆ

るこの執行残というのは執行しなかったということ

ですか。 

○志喜屋順治総務企画課長　令和４年度の資本的支

出の不用額については、４億3410万8000円となって

おります。単独事業の不用額については主に実施す

る予定でありました工事そのものを計画の見直しで

実際執行することがなかったということによるもの

の執行残、見送ったことによる残になっております。 

○玉城武光委員　執行をしなかったということの説

明なんですが、この水道事業に支障はなかったんで

すか。 

○志喜屋順治総務企画課長　計画の見直しに伴った

ものですので、水道事業そのものの運営には全く支

障がなかったということになっております。 

○玉城武光委員　次ですね下水道事業。６ページ。 

　そこの中に負荷率とか、施設利用率、有収率とか

いろいろ書かれているんですが、そこのちょっと説

明をお願いしたいんですよ。例えばこの施設利用率

が、令和２年度は90％。令和４年度は88.2％という

施設利用率が記述されているんですが、ちょっと説

明お願いします。 

○上原正司下水道課長　お答えします。 

　施設利用率についてですが、晴天時現在１日処理

能力に対する晴天１日平均処理水量の割合により示

されておりまして、下水処理場施設の利用状況や適

正な規模を判断する指標となっております。現状分

析や将来の汚水処理人口の減少等を踏まえ、施設の

遊休状態でないか、また過大な仕様となってないか

等の分析に用いられるものとなっています。 

○玉城武光委員　この施設利用率が落ちたのは何で

ですか。施設利用率が低下しているでしょ。90％か

ら令和４年度は88.2％に低下している。 

○上原正司下水道課長　令和３年度の晴天時現在

１日処理能力が32万2600立米の能力がありましたが、

令和４年度には、施設能力が33万3500立米というこ

とでちょっと処理場の能力が上がりましたので、そ

の分施設利用率が下がっているということになって
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います。表４の右から４番目の晴天時現在１日処理

能力は今現在の下水処理場の能力を示しております。

これが令和３年度では32万2600立米の能力があると

いうことで、４年度につきましてはこれが33万3500立

米ということで、施設の規模がちょっと大きくなり

まして、能力が大きくなったということで入ってく

る水が一番左側なんですが、年間で３年度で１億

500万5808立米に対して１億732万1718立米としまし

て、入ってくる水も少し増えたんですけれど、処理

能力のほうがまだ上回ってたものですから数値とし

ては下がったような状態になっています。 

○玉城武光委員　次９ページ。この執行率の低下が

あるんですよね。前年に比べて、ここの理由をちょっ

とお伺いします。 

○上原正司下水道課長　令和４年度の資本的支出は、

予算額98億4017万5401円に対して、決算額が58億

5031万4455円で執行率は59.5％となっております。 

　御指摘の執行率が前年度の75.8％より低い理由に

ついては、建設工事に伴う世界的な電子部品の不足

による納期の遅延等により、翌年度に予算を38億

306万7720円を繰越ししたことによるものでありま

す。 

○玉城武光委員　執行できなかったということは一

つ反省してもらいたいと思うんですが、それから

14ページの負担金単価ですね。そこをちょっと説明

をお願いします。 

○上原正司下水道課長　維持管理負担金の単価につ

いてですが、汚水処理原価とは有収水量１立方メー

トル当たりの汚水処理に係る費用のことで、前年度

の45.7円と比較し、4.8円増加し、50.5円となってお

ります。維持管理負担金の50円を0.5円上回っている

ような状態であります。前年度と比較して有収水量

の増加に伴い、維持管理負担金が約2241万円増加し

たものの、汚水処理に係る動力費や委託料の日々の

維持管理に係る経費が約５億5266万円増加したこと

により、汚水処理原価を押し上げた要因となってお

ります。なお令和４年度は汚水処理に係る費用が維

持管理負担金で賄えないものの、その他の収入の増

加により１億4726万円の純利益を計上しております。 

○國仲昌二委員長　玉城武光委員の質疑は終了いた

しました。 

　西銘純恵委員。 

○西銘純恵委員　病院長の方は遠路から本当に今日

はお疲れさまです。 

　最初に病院事業局へお尋ねします。新型コロナ３年

目になっていました。本当に当初から県立病院が中

核を担って医療行為を行っているということで、医

療従事者の皆さんありがとうという言葉をかけたと

いうのが遠い話のようになっていますけれども、当

時本当に厳しい状況の中で県立病院の職員の皆さん

も頑張ってきただろうと思っています。コロナの関

連で病院事業の経営と病院業務について、そして職

員にもたらした影響について、局長のほうに最初に

お尋ねしたいと思います。 

○本竹秀光病院事業局長　まず経営のほうですけれ

ども、実はもう皆さん御承知のようにですね。補助

金でかなり――今のところ現金がかなりありますけ

れども、後で出てくると思いますけども実は医業本

体は令和元年度と比べて２倍ぐらいの120億の赤字に

なっているので、その今ある預金で内部留保金をど

ういうふうに生かしていくかというのがこれからの

課題です。個人的には今まで設備投資がなかなかで

きなかった、私の時代はできなかったんですよね。

それから、今まで問題になった事務職員の教育をずっ

とやりたいと思ってたんです。なかなかこれもでき

なかったんですけども、今これをようやくできる体

制の準備をしているところです。そういうことで、

そのコロナで過去に類を見ないぐらいの内部留保金

をいかに効果的に使っていくかと。以前みたいに自

転車操業にならないように頑張っていきたいという

のが一つです。 

　それから職員は先ほども６県立病院の院長がおっ

しゃったように、かなり疲弊しながら頑張ってきた

という経緯がありましたけれども、やはり産業医も

含めてメンタルのところをきちんとカバーしていか

ないと、これからもまだまだ影響は残っていますの

で、それをきちんと対応していくというのも病院事

業局も一緒にやっていきたいというふうに考えてお

ります。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　令和２年度と３年度のコロナ病床

確保金27億円。これ返還理由について午前中に質疑

がありましたので、それ以外のことでお尋ねします。 

　６つのうちの３つの病院の金額が大きかった２つ

の理由があると言われましたけども、病院ごとの返

還金の内訳をお尋ねします。 

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長　お答えします。 

　令和２年度分と令和３年度分の合計の数字でお答

えします。北部病院が3440万8000円。中部病院が

1789万5000円。南部医療センター・こども医療セン

ターが13億2418万2000円。宮古病院が11億1792万
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5000円。八重山病院が２億955万6000円。精和病院が

1063万1000円となっております。 

○西銘純恵委員　返還できるということですが、病

院ごとに13億、11億、とりわけ宮古病院は11億を超

える返還ということは、それぞれの病院が返還金を

工面していくということになるんでしょうか。事業

局の予算全体で返還ということになるんでしょうか。 

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えします。 

　病院ごとの返還については、基本的に病院ごとで

の対応にはなりますけれども。ただ、どちらにしま

してもトータルとして見た場合に、この補助金返還

に伴って病院経営に影響を及ぼすというようなこと

はないというふうに考えております。 

○西銘純恵委員　今事業局が答えたんですが、南部

医療センターと宮古病院はそれでよろしいんでしょ

うか。病院長にお尋ねしてよろしいですか。13億、11億

とあるので。 

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター

院長　うちがなぜ返還金が多いかということからま

ずお話ししますけど、フェーズに合わせて即応病床

数を確保するわけです。うちはかなりの病床確保を

行いました。それから単価の高い病床を用意したと

いうことで返還金も多くなっております。それから

返還額による経営の影響はどうかということですけ

ど、現時点においては運転資金としては何とか費用

支出の１か月分の運転資金は年度末までは確保でき

るんじゃないかと思っています。 

　以上です。 

○岸本信三宮古病院長　お答えします。 

　今福里院長が申し上げたので、同様なんですけど

も、宮古病院は11億の返還が生じたとしても、病院

経営においては４億7000万円の経常黒字であります

ので、経営については特に問題ないと思いますが、

この過大な空床確保の請求ということについては職

員一同しっかりと反省して今後こういうことがない

ように取組をしているところであります。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　次に一般会計からの繰入れについ

てお尋ねします。 

　会計監査の審査意見書の18ページ、表15－３、お

願いします。１床当たりの繰入金は全国との比較で

どうなっていますか。 

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えします。 

　１床当たりの繰入額の全国平均との差額で言いま

すと、およそ145万4000円の差がございます。 

○西銘純恵委員　全国の比較で145万4000円の差で、

全国は平均で幾らですか。 

○青木研二病院事業経営課主幹　お答えいたします。 

　令和３年度の全国平均の１床当たりの繰入額につ

きましては、506万7000円でございます。 

○西銘純恵委員　全国より145万4000円少ない沖縄県

平均で361万3000円ということなんですけども、単純

にこれ全国並みに繰入れをすると、病床数が2149床

ですよね。ですから、単純計算で108億余る。これが

私がかつて言っていた１床当たりの繰入れが少ない

という問題を沖縄県が抱えているんじゃないかと、

ずっと言ってきました。 

　17ページお願いします。救急医療について、総務

省の繰入れ基準についてお尋ねします。 

○宮平直哉病院事業経営課長　救急医療に関する経

費につきましては、令和４年度の決算は総務省が定

めた地方財政計画に基づく単価に基づいて積算され

ておりまして、令和４年度の実績としては、9億134万

1000円となっております。 

○西銘純恵委員　今のページですけども、繰入れ基

準。法の17条の２第１項第１号、それと第２号とい

うことで分けられていて、この救急医療に要する費

用というのは、かかった経費そのものを繰入れをす

るというのが総務省の基準だったと思うんですが、

変更があるということなんでしょうか。 

○青木研二病院事業経営課主幹　お答えいたします。 

　この救急医療に関する繰出金につきましては、地

方財政計画における病院事業繰出金の算出基礎と

なっている単価を用いて算定をしております。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　県はそういう算定をしている。次

の法第17条の２第１項第２号と第３号があるんです

けれども、この第１号についてはかかった費用とい

うことで、残りはかかった費用と収益との差で繰入

れをするということが基準だったと思っているんで

すけれども、今の答弁があった地方財政計画に基づ

いて算定をするというのは、今言ったほかの第２号、

第３号も第１号と同じようにやっているということ

でよろしいんですか。 

○宮平直哉病院事業経営課長　はい、そのとおりで

す。 

○西銘純恵委員　数年前に総務省と繰入れのやり取

りしたときに、第１号については確かにかかった経

費だよと。それでずっとあの頃も８億円ぐらいしか

皆さん救急医療を出してなかったと思うんですよ。

かかった経費が幾らかといったら23億ぐらいだった

んですよね。だったら、経費ということでやるべき
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じゃないかというやり取りもしたことあるんですけ

れども、もう一度ですね、今の地方財政計画に基づ

くというのが総務省から出されて全国も同じように、

公立病院でこれで使ってやっているということであ

れば、ごめんなさい、根拠になるものを後日で結構

なんですが、頂きたいと思います。 

　質疑を続けます。第２号の繰入れに対して、例え

ば僻地医療に要する経費が令和３年度4367万円、４年

度は2800万円とかありますけれども、これも積算の

根拠といいますか、僻地医療、それと他会計補助金

の17条の３のところの離島支援措置も令和３年度は

２億6669万円、４年度はゼロですよね。だからそこ

ら辺の積算について、私は離島の増嵩費というのは

とても大きくなっていると思います。だから積算に

ついて、もう一度ちゃんとチェックをされてほしい

と思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○諸見里真病院事業統括監　少し今、収支差とか地

方財政計画のお話がありましたので、ちょっと整理

させていただきますと、沖縄県はこの繰入金の算定

方式を従来の収支差、これ２年前の決算に基づいて

その差額をやると。当然現在ではないわけですね。

その問題は総務部と従来から調整をずっと続けてき

ました。令和２年度から国が示す地方財政計画の単

価を採用してきております。今大体平均で80億前後

が今後も含めてですけどあります。これを導入した

経緯というのは、従来は、まず２年前の決算値で遅

れてくるというのが一つ。あと、経営がよくても悪

くてもモラルハザード、要は埋めてくれるわけです

から、政策医療の分だけです。ただ、今言った単価

方式にすると、頑張れば減るのではなくてその分は

内部にたまっていくわけですね。ですからこれは従

来からぜひやりたいということで、他県も調べまし

たが他県でも割れております。ただ、非常に効果が

高い、職員の士気も上がるということで、２年前か

ら地財計画の単価を取っております。それに基づい

てしっかり救急医療単価を取っていますが、たまた

ま昨年度は国の単価が少し救急が落ちたので、若干

落ちていますけれども、そういう形での今算定方式

になっているところでございます。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　病院事業とは何か利益を得る、も

うけるというものじゃない限り、やっぱり診療報酬

に頼って診療報酬が下がっていって、じゃ、どこか

らプラスするかというそんな問題を抱えているわけ

でしょ。だから繰入れというのが、公費をどういう

ふうに入れるかというのがとてもネックになると思

うんですよ。県立病院に対するニーズは、今度のコ

ロナでもやっぱり中核的に担っているし、どうして

もこの病院を継続させるという問題がありますから。

地方財政計画による単価と今おっしゃったので、こ

れは国が決める単価ということになるわけでしょ。

沖縄県独自にこの単価というのはプラスアルファを

――離島を抱えているし、今動力費が上がっている

ということは、離島の医療は、単なる物価高騰だけ

じゃなくて輸送も、そして病院の中でももっと増嵩

費はかかっているんじゃないか、そこら辺に迅速に

対応できるという体制も取っていただきたいと思い

ます。 

　次ですね、7ページ。 

　医師の欠員による診療科の休診、診療制限の具体

的な状況はお尋ねしましたけれども、この収益経営

への影響についてお尋ねします。 

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　医師の欠員による収入面での影響ですけれども、

医師１人当たりで平均で年間およそ7900万円の診療

収入の減少を見込んでおります。減少を見込んでい

るんですけれども、その診療の制限をしている診療

科については、ほかの県立病院からの応援であった

り、地域の医療機関との連携、役割分担を行うなど

して、県民の皆様に影響が出ないよう、最小限に抑

えるよう努力しているところでございます。 

○西銘純恵委員　医療行為を分担しているというの

はいいんですけども、医師が休診したりすると、経

営的にも大きいマイナスになるということであれば、

この医師確保というのはとても重要な問題になると

思うんですが、そういう取組は先ほども答えていた

だけたので、ぜひ定数を確保して休診がないように

やっていただきたいと要望して次に移ります。 

　職員定数、先ほど出てましたけれども、正規、非

正規というのはどうなっているんでしょうか。 

○宮城和一郎病院事業総務課長　お答えします。 

　令和５年９月１日現在、病院事業局の職員4558人

中、正規職員は3147人で割合で申しますと69％。非

正規職員は1411人で31％となっております。 

○西銘純恵委員　７割弱が正規ということであれば、

この非正規を雇用するというのもなかなか厳しい状

況にあるかと思うんですよ。正規職員定数はどれだ

けでしたか。 

○宮城和一郎病院事業総務課長　定数は3200人と

なっております。 

○西銘純恵委員　そうしますと3200名の定数のうち、

53名が不足と。正規がいないと非正規1400名でその
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分賄っているということでよろしいんでしょうか。 

○宮城和一郎病院事業総務課長　定数に正規職員が

今53人達していないというのは、そのとおりであり

ますけども、その足りない分を非正規でやっている

という認識よりは、正規と非正規の役割分担がござ

いまして、そのような考え方に基づいて正規職員と

非正規職員を配置しているところでございます。 

○西銘純恵委員　産休、病休、育休代替とか考えた

ら、やっぱり今の3200人という定数そのものが従前

の人数としてどうなのかというのを見直す、現場の

状況を聞いて定数を増やしていくということも課題

になっているかと私は思うんですけども、それはい

かがでしょうか。 

○諸見里真病院事業統括監　担当課長がこれから詳

細を話すかと思いますが、少し概略を御説明します

と、これ病院現場とも今話を始めているんですが、

よく誤解があって、定数と欠員配置ができていない、

これが言葉的には非常に混同されます。定数はおっ

しゃるように査定をして本当に業務が新しく増えて

ニーズがあれば、定数条例の枠内で配置していきま

す。必要であれば条例改正してもいいと思います。

ただ、現状非常に問題なのは欠員。そこを埋め切れ

ないということが大きな問題です。これ医師も看護

師も、特に最近顕著に出ているのは看護師です。定

数も当然大切ですけども、その確保する、欠員を埋

めるというのがなかなかできないという部分が大き

な問題となっております。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　今の欠員をどう埋めるかという話

は、午前中にいろいろ努力されている項目の答弁を

受けていますので、そこにもある意味では沖縄県が

単独の医療圏にあるということでは、それなりに経

費のかかる仕事をやっているのではないかなという

ところも、私はほかの陸続きの都道府県と違うとこ

ろがあると、沖縄の特殊事情だと思っていますので、

これについてはやっぱり何らかの公費が必要だろう

ということを指摘しておきます。 

　次、未収金について、40ページお願いします。 

　過年度の未収金の件数と、それと４年度の件数と

額。この間の推移もお尋ねします。 

○宮平直哉病院事業経営課長　まず未収金の額につ

いてですけれども、過年度の額については、15億

9921万1000円となっております。次に令和４年度に

ついてですけれども、これが16億6963万4000円となっ

ております。それから次に件数ですけれども、過年

度分の件数については、３万9502件となっておりま

す。一方令和４年度に発生した未収金の件数につい

ては、１万1624件となっております。 

○西銘純恵委員　これまでの推移もお尋ねしました

が、質疑を続けます。４年度だけで１万1000件、３分

の１近く出たということですけど、さっきメディカ

ルソーシャルワーカーを入れて頑張っていると人数

もありましたけども、私はやっぱり国保手帳や健康

保険手帳を持っていない皆さんがいると思うんです

よね。だから当初からそこら辺の手当てというのは

とても大事だと思うので、１万1000件も１年間で未

収金が出たということは、高額ではないんじゃない

かというイメージはあるんですが、丁寧に当たれる

ようにもっと職種の体制を強化すべきだと思ってい

ますけれどもいかがでしょうか。 

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

　ソーシャルワーカーの増員については、実は今２病

院で要望があります。先ほど来お話ししているよう

に、ヒアリング等を行いまして定数の調査を行って

いるところでございまして、それを精査の上対応し

たいと考えてございます。 

　以上でございます。 

○西銘純恵委員　払えるのに払っていないというの

はあまりないと私は思っております。沖縄県民の状

況からしてね。だから丁寧に福祉につなげる。 

　もう一つ無料低額診療を県立で私は導入すべきだ

と思っているんですけど、これは福祉の部門になっ

てくるので、ぜひ検討してほしいと思うんですよ。

法人、医療生協がやっていますけども、税金の優遇

があるんですよね。県立病院は優遇措置してないと

思うんですけども、福祉にやっぱり入れて、この問

題を解決する道にもなるんじゃないかと思うので、

検討をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

○諸見里真病院事業統括監　未収金対策は非常に重

要なことから、実は抜本的に取り組んでいこうと今

考えております。具体的には、発生してからではな

くて、やっぱり予防が大切ですので、その対応とし

て今２病院からも要望があるように人員を整えると

いうことは非常に重要だと考えています。あと福祉

との連携につきましても当然ながら適宜調整をして、

前向きに取り組んでいければいいかと思っておりま

す。 

　以上です。 

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　無料低額診療については社会福祉法に基づく事業

ということになっておりまして、申し訳ないですけ

ど県庁の中では、子ども生活福祉部が所管にはなる
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んですけれども、病院事業局としては、導入の有無

とかについて、意見交換なり情報収集をしていきた

いと思っております。 

○西銘純恵委員　次、水道事業に行きます。監査意

見書６ページですけども、老朽化施設の更新や耐震

化の計画で、沖縄振興ハード交付金が減額されて計

画が遅れたということもありますけれども、予定の

工事が遅れているというのはないでしょうか。この

工事の遅れについてお尋ねします。 

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　沖縄振興公共投資交付金、いわゆるハード交付金

の減少により、石川－上間送水管というのがござい

ますが、既に更新完了が８年遅れなどの水道施設の

更新・耐震化事業に遅れが今生じている状況にござ

います。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　今１件だけ聞いたんですけど、遅

れているのをみんなお答えください。 

○志喜屋順治総務企画課長　先ほど申し上げました

石川－上間送水管以外の主な遅れの部分につきまし

ては、新垣増圧ポンプ場につきましては完了年度が

６年遅れ、それから北谷浄水場の事業につきまして

も完了までに９年の遅れ、それから久志石川導水管

というものがございますが、30年度に着手する予定

だったものがいまだ着手できていないという状況に

ございます。 

　以上でございます。 

○西銘純恵委員　新垣増圧ポンプ場、これ６年遅れ

ということですが、台風６号で相当な被害が出たと

思うんですけど説明をお願いできますか。 

○米須修身配水管理課長　お答えします。 

　今回の台風６号による影響としましては、更新完

了が６年遅れている中城村内の新垣増圧ポンプ場に

おいて、８月の台風６号来襲時に、停電と自家発電

設備の故障によりまして水道用水を送水できなくな

りまして、宜野湾市及び中城村で断水が発生いたし

ました。これにつきましては先ほど総務企画課長か

らもありましたとおり、令和６年度から新垣増圧ポ

ンプ場の更新工事に着手する予定となっております。 

　以上となります。 

○西銘純恵委員　大きな被害をもたらしたというこ

とになっていますが、企業局がハード交付金を要望

した額と実際の予算額、令和２年からの推移をお願

いします。 

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　令和２年度からの要望額と予算額ですけども、令

和２年度につきましては、166億4100万円要望したの

に対しまして、91億3500万円の措置。令和３年度が

169億8100万円の要望額に対して83億4900万円の措

置。令和４年度が172億1300万に対して、64億2400万

円の措置。今年度ですが、132億900万円の要望に対

しまして、42億1200万円の措置という状況となって

おります。 

○西銘純恵委員　要望額に対する措置額は、令和２年

度が55％弱から令和５年度が31.9％ということで、

これだけ５年から９年とか、今主たるものを出した

だけでも、工事の遅れが相当な県民の生活に影響を

与えているという状況があるんですよね。これ問題

だと思いますので、ぜひハード交付金は企業局のほ

うとしても要求額が取れるように頑張っていただき

たいと思います。 

　次、嘉手納基地を原因とする発がんの有害物質Ｐ

ＦＡＳの件について、ＰＦＡＳの除去費用というこ

とで聞こうかと思ったんですけれども、令和４年度

のＰＦＡＳ対策として使われた額をもう一度確認を

したいと思います。そしてこれまでのその総額につ

いても、どれだけ負担をされたのかお尋ねします。 

○國吉真也配水管理課危機管理室長　お答えします。 

　令和４年度のＰＦＯＳ対策等にかかる費用につい

ては、総額が８億6724万円、それから、そのうちの

県の負担額が４億8477万3000円となっております。

平成28年度から令和４年度までの総額になりますと、

事業費の総額が25億5300万円、そのうちの県の負担

額が11億9000万円となっております。 

○國仲昌二委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、西銘委員から今の答弁は全ての

対策費についてのものかとの確認があっ

た。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　國吉真也配水管理課危機管理室長。 

○國吉真也配水管理課危機管理室長　すみません、

先ほど令和４年度の金額についてちょっと間違えて

いましたので改めて答弁いたします。令和４年度に

かかった対策費の総額は、８億6073万4000円となっ

ております。おわびして訂正します。 

○西銘純恵委員　総対策費ということでよろしいん

ですよね。活性炭だけではなくて、国ダムのものも

入れて、海水淡水化事業も入れた経費でよろしいで

すね。 

○國吉真也配水管理課危機管理室長　そのとおりで

す。 

○西銘純恵委員　ＰＦＡＳの元になっているこの米
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軍に対する経費負担というか補償。我々が何で被害

を受けながら、お金出さないといけないのかという

のは、水道料金値上げをするというときにも、県民

からは本当に批判が出るところだと思いますので、

ぜひこれを全額日米の政府で出せという立場でやっ

て、そして料金改定というところで動いてほしいな

と思います。 

　最後に、下水道事業をお尋ねします。監査意見の

４ページですけども、今後施設・設備の老朽化や腐

食に伴う更新投資の負担は増大するけれども、持続

可能な下水道サービスを提供するためにと書いてい

ますけれども、ハード交付金、こちらも相当減額さ

れているのではないでしょうか。状況を伺います。 

○上原正司下水道課長　お答えします。 

　流域下水道の令和４年度予算要望額、配分額につ

いてですが、事業費ベースで沖縄振興公共投資交付

金の要望額は42億4220万円に対して配分額が５億

6561万9000円となっております。 

○西銘純恵委員　要望額に対する割合をお願いしま

す。 

○上原正司下水道課長　沖縄振興公共投資交付金の

要望額に対する配分額の割合については13.3％と

なっております。 

○西銘純恵委員　企業局でも聞きましたけど、全て

のハード交付金の問題も相当減らされているという

ことで、今下水道だけでこんな状況ですから、老朽

管渠の更新事業が本当に滞ったら、下水管が何か破

壊されたときにどんな被害をもたらすのかというと

ころを１点お尋ねして終わりたいと思います。 

○上原正司下水道課長　下水道施設の事故が発生す

ると、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼすこ

とから、緊急性の高いものについては早期に実施す

る必要があるかと思っております。 

○國仲昌二委員長　これで西銘純恵委員の質疑は終

了いたします。 

　次呂久成崇委員。 

○次呂久成崇委員　病院決算審査意見書の２ページ

のほうになりますけれど。この医業外収益減少の詳

細についてちょっとお聞きしたいんですが、こちら

のほうにありますがこの新型コロナウイルス感染症

関連の補助金等の減によりということなんですけど

も、ちょっと詳細についてお伺いしたいと思います。

 それ以外にもあるんでしょうか。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　減少した大きな理由としては補助金の減少という

のが主なもので、それ以外には特に大きな理由とい

 うのはございません。

○次呂久成崇委員　この同じページに本来業務に係

る医業損失が120億余りということであるんですけれ

ども、これも新型コロナウイルスの影響で本来の業

務、医療業務の方ができなかったということなんで

すけども、もうちょっと具体的にお聞きしたいなと

 思います。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　まず医業収益ですけれども、実は医業収益という

のは、令和３年度と令和４年度を比べるとおよそ19億

円増加しております。一方で医業費用は令和３年度

と令和４年度を比較するとおよそ22億円増加してお

ります。令和３年度は営業損失が117億円だったもの

が、令和４年度は120億円に悪化しております。とい

うことで、主な要因としては費用の伸びが収益の伸

びを上回ったということが理由だろうというふうに

 考えております。

○次呂久成崇委員　この意見書のほうで、たしか

11ページに入院患者数と外来患者数の実績がいつも

予定量を下回っているということで、監査委員のほ

うから指摘がちょっとあったんですけども。入院患

者数そして外来患者数というのは、たしか昨年度の

意見書のほうでも、下回っていたと思うんですけど

も、これはいつも下回っているなというイメージが

あるものですから。これは予定を立てるときに、予

算確保するときに、ある程度のこの入院患者数、外

来患者数というのを多めにやっておかないと予算確

保、予算計上も含めてやっぱり難しいというところ

があるんですか。収益との兼ね合いも含めてどうい

う算出をやっているのかをちょっとお聞きしたいな

 と思います。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　予算を編成する際に、見積もる予定量というのは、

各病院のスタッフが例えば人数が充足される前提で

今いる医療スタッフ、医療資源を用いたときに、過

去からの入退院の患者さんの動向であるとか、こう

いったものをいろいろ加味して算出したものを予定

量という形で計算をしているということでございま

 す。

○次呂久成崇委員　分かりました。 

　最後にこの未収金増加の要因とまた今後の債権管

理の対策についてお聞きしたいと思います。まず要

 因ですね、ちょっとお聞かせいただけますか。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　未収金が増加した原因として考えられるのが、例

えばコロナ感染症の患者数の増加に伴いまして公費
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申請中の件数というのが当然増えています。その関

係でその申請に対する決定が出ていない段階という

ことで、形上は未収金が増えているというのが１点

 あります。

　それから、ほかの理由としてＰＣＲ検査等に伴う

納付書の後払い件数が増加していることもございま

すし、またコロナ関連になりますけれども、感染防

止の観点から、職員が自宅訪問を控えていたという

事情がありますので、そういった訪問回収の件数の

減少というものが減少の大きな理由であろうという

 ふうに考えております。

○次呂久成崇委員　今この未収金というのは職員の

ほうで全て行っているんでしょうか。こちらの意見

書のほうには弁護士も活用してというふうにあるん

ですけども。この医業未収金となっているのは債権

になりますよね。これは債権の種類で言えばどうな

るんですか。例えばこの強制徴収公債権とか、非強

制徴収とかありますよね。そういう分類で言ったら

 何になるんでしょうか。

○宮平直哉病院事業経営課長　県立病院の診療に伴

う債権ですけれども、こちらは病院と患者さんとの

関係という形になるものですから、大くくりで言う

と私債権、私の債権となります。税金とは別になり

 ます。

○次呂久成崇委員　私債権の場合、この未収金対策

として最終的に差押えとかまでは至らないかもしれ

ないんですけども、その場合民事訴訟のほうになり

ますよね。裁判所のほうに訴えてですね。そこまで

実際にやられているのかというのは分からないんで

すけども、例えばよく税金などでは、債権回収会社

のほうに委託をしたりとかというのもあるんですけ

ども、実際そのような手法というか、回収の手法と

してはどのようなことまで考えていらっしゃるんで

 すか。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　まず現在は対応としては正職員であったり、会計

年度任用職員であったり、または委託先の業者さん

の社員であったり、そういった方々とタッグを組ん

で督促であったり、訪問をするといったような対応

をしております。また、これと併せて外部の弁護士

さんと委託契約を結んで、回収業務をこの弁護士事

務所に委託をして回収をしていただくというやり方

 も行っております。

　今委員からこれ恐らくサービサーのことかなと思

うんですけれども。先ほど来統括監からもお話があ

りましたけれども、未収金については、病院事業局

としては今後取組を強化していくというふうに考え

ております。その一つの中に例えばこの未収金となっ

ている金額であったり、内容であったりにもよりま

すけれども、今委員から出たサービサーの活用とい

うものも選択肢の中の一つではないかというふうに

 考えております。

○次呂久成崇委員　もう一つですね、この未収金の

回収についてです。先ほど西銘委員のほうからも

ちょっとあったんですけども、やっぱり福祉事務所

等の連携というのも大切かなと。実際に私が以前福

祉事務所にいたときも地域医療連携室のほうと福祉

事務所が連携をして生活保護につなげるというよう

なやり方をしていたんですね。それでどうしてもこ

の病気の方とかというのは、やっぱり医療費が払え

ないのでそれを公費でということで生活保護につな

げるというような連携の方法というのを結構取って

いたんですね。そうするとやはり未収金が減ってい

くということがあったんですけども、そういう連携

というのはどうなっているんでしょうか。私はこれ

をやっぱり各病院でしっかりと取り組んでいったほ

うが、未収金というのは減っていくのかなというふ

 うに思っているんですけどもいかがですか。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　確かに未収金対策の一つとして――生活に非常に

苦しい状況に置かれている方というのが大勢いらっ

しゃるのかなというふうに考えます。そういった方

々に対して、例えば今あった生活保護や高額療養費

の話について――場合によってはこういった低所得

者の方々や、生活に余裕がない方には、そういった

公的な制度の情報がない可能性は考えられるもので

すから、今お話のあった病院の地域連携室と福祉事

務所であったり、市町村等々の関係機関と連携をし

て、最終的には患者さん本人、この生活困窮者の方

々のためにもなりますし、病院の経営にも資すると

いうふうに考えますので、そこはしっかり取り組ん

 でまいりたいと思っております。

○次呂久成崇委員　私の経験としてはやはりこの地

域連携室のほうで保護のしおりとかというのも実際

に置いてあって、それできちんと紹介をしたりとい

うことでつなげていたので、病院の経営というのを

考えたときにそれをやることによって未収金は減少

してくるのかなと思いますので、ぜひそういうお互

い行政同士の連携というのもこれからしっかり取り

 組んでいただきたいと思います。

 　以上です。

○國仲昌二委員長　これで次呂久成崇委員の質疑は
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 終了いたしました。

 　平良昭一委員。

○平良昭一委員　水道事業、工業用水道事業会計の

ものですけど、昨日の代表監査委員からのいろいろ

聞き取りの中で、純利益が２年前から年５億の減が

続いているということを言っておりましたが、その

 一番の原因は何ですか。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　令和３年度から電力料金の高騰が始まっておりま

して、その電力費用が令和３年度から段階的に増額

になってきている影響で純利益が減少しているとい

 うふうに考えております。

 　以上です。

○平良昭一委員　昨日の審査意見の中でもこの電気

料金の高騰で動力費の増の影響というのは大きいと

いうことも言っておりましたよね。その中で皆さん

のこの沖縄県企業局中長期計画の中で、その電力の

 高騰というものの対応はしてきたんですか。

○米須修身配水管理課長　省エネルギーへの推進取

組としまして、省エネルギー推進計画に基づきまし

て、施設の効率的な運用や施設の新設及び更新時に

おけるエネルギーの効率化など、省エネルギー対策

を推進することとしております。また、省エネルギー

に対する調査研究を行い、実践することとしており

ます。加えまして、国の政策、制度等の動向を踏ま

えながら、ＥＳＣＯ事業等における小水力発電など

の再生可能エネルギーの導入を検討することとして

 おります。

 　以上です。

○平良昭一委員　昨日料金の改定の件で、代表監査

委員に聞いて答えはなかったんですけど、これまで

の審査意見の中での文章を見てみるとですね、私は

もうこれ、料金改定はやむなしというような受け止

め方をするような文章がだーっと並んできているわ

けよね。電気料金の高騰が一番の原因だと思います

けど。そうすることによって改定、皆さんもう多分

考えてはいると思いますけど、そういう面では県民

に対する周知徹底等もちゃんと公示しなければいけ

ないと思うし、料金が上がったとしてもこの中長期

計画の中でどう位置づけをしてやっていくのかとい

うのはやっぱり県民に示さないといけないと思うん

ですよ。その辺これから料金を上げてということの

中での中長期計画の考え方としては、どのような考

え方を持っているのか。４年に一度改定するという

 話ではあるんだけど。

○志喜屋順治総務企画課長　昨年度改定しました暫

定版ですけども、中長期計画の中では――ちょっと

読み上げさせていただきますけども、昨今の燃料価

格の急激な高騰や円安が進行し、今後の企業局の事

業運営に大きな影響を及ぼすことが見込まれており

ます、としております。企業局においてはこれまで

投資財政計画の改定に向け取り組んできたところで

すが、運営に係る動力費の割合が高いことから、燃

料価格の動向等を見極めつつ、投資財政計画を改め

て策定公表するとしておりますので、その中でこの

燃料高騰分についての計画を改めて検討・策定する

 こととしております。

 　以上です。

○平良昭一委員　分かりました。 

　次ですね。沖縄本島周辺離島８村への広域化。こ

れは行われておりますけど、残り４地区の状況はど

 ういう状況になっているのですか。

○石原祥之建設課長　委員の質問にお答えします。 

　水道広域化の残り４村の事業の供用開始の見込み

なんですけれども、令和５年度に伊平屋村、渡嘉敷

村を予定しております。あと令和７年度には座間味

 村座間味地区、渡名喜村を予定をしております。

 　以上です。

○平良昭一委員　この本島周辺離島の広域化は非常

にいいことだと思いますけど。この沖縄本島の市町

村に帰属している離島がありますよね。これは各市

町村が責任を持って、この事情に対処しないといけ

ないものであるんですけど、本島の市町村に帰属し

 ている離島というのは幾つあるのですか。

○國仲昌二委員長  休憩いたします。 

（休憩中に、執行部から海を隔てて橋でつな

がっていない離島でよいかとの確認があり、

平良委員が了承した。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　米須修身配水管理課長。 

○米須修身配水管理課長　企業局が沖縄本島のほう

から送水している離島に関しては、伊江村１つにな

 ります。

○志喜屋順治総務企画課長　申し上げます。沖縄本

島から海底送水管で結ばれている離島につきまして

は、うるま市の津堅島、それから浜比嘉島、それか

ら今帰仁村の古宇利島、南城市の久高島、本部町の

水納島、瀬底島が海底送水管で接続されていること

 となっております。

○平良昭一委員　これは、別に企業局がやっている

ものではないわけですけど、特にこの財政の苦しい

市町村が海底送水管が腐食したときに、漏水したと
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きに非常に莫大なお金がかかって負担がかかるわけ

よね。そういう面では管の取替えもかなり難しいよ

うな状況があって非常に困っているようなことを話

を聞いております。これは市町村がやることではあ

るかもしれませんけど、同じ周辺離島８村はそうい

う企業局の力でやれるというような状況がありなが

ら、同じ離島としての扱いをしていただける配慮も

今後考えていかないといけないんじゃないかなと私

は思いますけど、これ政治的な判断になるかもしれ

 ませんけど、どんなでしょうか。

○石新実企業技監　市町村の水道事業につきまして

は、保健医療部の衛生薬務課のほうが指導監督して

いくような形になっておりまして、補助金の手当て

ですとかそういったことについて、保健医療部のほ

うと相談されているかと思います。ただ企業局とし

ましてもそういった零細な簡易水道事業ですとか、

離島の水道事業体に対しては技術的なアドバイスを

行っていくということで体制を整えて実際に相談に

 乗っているところです。

 　以上です。

○平良昭一委員　海底送水管というのはかなり莫大

なものであると思いますから、この辺皆さんの中で

は政治的な判断はできないはずですから、これまた

 考えていきたいと思っています。

　流域下水道の件ですけど、先ほどもちょっと西銘

委員からもありましたけど、設備の老朽化や腐食に

伴う更新投資の負担が増大することが見込まれると

指摘をしているわけですよね。先ほどの対応もいろ

いろ聞いたんですけど、長期的な対応、長期的な計

画とかそういうものもありますか。特にこの老朽化

 の腐食に伴う管の問題ですよ。

○上原正司下水道課長　沖縄県では、下水道施設の

点検調査の方針及び点検調査結果に基づく施設の改

築等に関する対策内容等を定めた沖縄県下水道ス

トックマネジメント計画を令和２年度に策定してお

 ります。

○平良昭一委員　これ水道事業も同じだと思うけど

 水道もそういう長期計画を立ててやっていますか。

○志喜屋順治総務企画課長　企業局におきましても

長寿命化に資する長期修繕計画というのを立てまし

て、修繕点検等を実施しているところでございます。

すみません、更新事業につきましても、アセットマ

ネジメント計画に基づき策定しておりまして、それ

に基づいて更新事業も実施しているところでござい

 ます。

 　以上です。

○平良昭一委員　分かりました。 

　病院事業局の病院事業についてちょっとお聞きし

ます。午前中もありましたけど県立病院の一部にお

いて医師の欠員等により診療科の休診や診療の制限

が行われているような状況があって、北部病院、中

部病院、八重山病院あたりがそういう状況になって

いるということもありましたけど。最近ですね、北

部の透析患者の受入れの体制が逼迫している状況だ

ということを聞きましたけど、実際どういう状況に

 なっているんですか。

○中矢代真美病院事業企画課医療企画監　お答えし

 ます。

　現在県立北部病院で腎臓内科を担当している医師

は２名おります。逼迫している状況についてですが、

２次医療圏としての北部医療圏において逼迫してい

るという状況はお聞きしています。現在は北部病院

において診察させていただいているのは重症患者で

あったり、急変時対応ということになっておりまし

て、そこに関しての２名の体制を維持しているとこ

 ろではあります。

○平良昭一委員　聞いた話によると、北部病院でで

きない、一般の病院でもやっているような状況があ

りますけど、足りなくて中部まで透析を受けに行か

ないといけないような状況があって中部から押し出

される状況もあると聞いているんですよ。その辺で

いわゆる透析難民というような形の方々が出てくる

んじゃないかということで耳にしているんですよね。

そういう状況の中で、北部病院の２名体制の中でや

るだけでは到底足りないから、一般の病院もやるわ

けですよね。それでも足りないという状況の中でど

う考えるのですか。中部まで行くということに関し

 て。

○中矢代真美病院事業企画課医療企画監　お答えい

 たします。

　透析患者に関して全ての透析患者を県立病院だけ

で見るということには該当しないと今考えておりま

して、やはり地域も含めて全体で考えてその中でも、

重症患者や急変をしたところの対応はしっかりと県

立は守るというような役割になるのではないかと思

いますが、今後保健医療部や地域などと調整してい

かないといけない案件ではないかと考えております。 

○平良昭一委員　いわゆる北部12市町村の首長さん

あたりにもそういう現状を訴えていきたいという話

があってですね。その話の中でも、やっぱり現在の

北部地域の医療体制を考えると、北部病院のいわゆ

る肝臓内科医師、透析看護師の定員を増やして対応
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していくことが現実的であるというようなことも言

われているんですけど、そこは全く違うのですか。

 どんなですか。

○中矢代真美病院事業企画課医療企画監　お答えし

 ます。

　そのところの考え方の整理も今後地域の方及び保

健医療部とともに整理していきたいと思っています

 ので、よろしくお願いします。

○平良昭一委員　分かりました。 

　その対応は早めにやっていただきたいと思います。 

　そして令和５年４月に総務事務センターを設置し

てやってきていると言っていますけど。設置した効

 果というのは今の段階で分かりますか。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　お答えいたします。 

　午前中もお答えさせていただいたんですけれども、

全部で６病院ございまして、北部病院と宮古病院の

事務を今一部移管したところでございます。こちら

は令和６年度に中部病院と精和病院、そして令和７年

度に八重山病院と南部医療センター・こども医療セ

ンターと移管していく予定でございます。この病院

総務事務センターの設置により、課題改善を図られ

るものと考えておりますが、設置の効果については、

 来年度以降検証していきたいと考えております。

 　以上です。

○平良昭一委員　分かりました。 

　最後に、16か所の附属診療所の運営等も昨日いろ

いろあったんですけど、その現状と課題を最後に

 ちょっと伺いたいと思います。

○中矢代真美病院事業企画課医療企画監　お答えし

 ます。

　離島診療所の抱えている課題に関して、今現在、

ほぼ２か月に１回、全ての県立16離島診療所と定期

的にウェブ面談を開いてまして、皆さんの声を拾い

上げながら課題を抽出して解決策を一緒に見い出し

て、そして年に１回全県立病院の医師や保健医療部

や、そのほか関係者を集めた会議で、またそれを振

り返って課題解決に向けておるところでございます。 

○平良昭一委員　いわゆるスムーズに連携が取れて

 いるということですよね。

○中矢代真美病院事業企画課医療企画監　そのとお

 りでございます。

○平良昭一委員　終わります。 

○上原正司下水道課長　先ほど平良昭一委員の御質

問に対する答弁で沖縄県下水道ストックマネジメン

トの策定を令和２年度と答弁いたしましたが、正し

くは令和２年３月の間違いです。おわびして訂正い

 たします。

○國仲昌二委員長　これで平良昭一委員の質疑は終

 了しました。

 　金城勉委員。

○金城勉委員　私は水道事業会計についてお尋ねを

いたします。昨日から議論が行われているんですが、

収益事業がこの令和２年、令和３年、令和４年と、

５億円単位で減少しているということなんですけれ

ども、これほど一気に収益が悪化するというのは、

単に物価高騰等のそういう動力の問題だけなんで

 しょうか。ほかにも要因がありますか。

○志喜屋順治総務企画課長　こちらが考える要因と

しましては、電力費用の高騰と、あと物価そのもの

 の高騰も影響しているものと考えております。

○金城勉委員　そういう収益悪化に伴い、この料金

値上げの話が今出ているわけですけれども、その値

上げの幅があまりにも大き過ぎて消費者の皆さん方

からは大変な驚きの声が多く出ているんですけれど

も、それについての皆さんの反響といいますか。そ

 れをどのように捉えておりますか。

○志喜屋順治総務企画課長　料金改定につきまして

は、受水事業体向けに説明させていただいておりま

す。改定額、それから改定幅を説明させていただい

ている中では、受水事業体からの意見としましては、

改定幅については大き過ぎると、改定時期について

は早すぎる、もっと遅くしていただきたいというふ

うな御意見、御要望はいただいているところでござ

います。それから外部の経営評価委員会の意見につ

いては、逆の意見でして、速やかに改定すべきとい

う意見ですとか、改定額、改定幅についても、こち

らが試算した内容が適切であるというふうな意見も

いただいていますので、そういった意見も含めて、

 現在精査に努めているところでございます。

 　以上でございます。

○金城勉委員　30年間も据え置いてきたということ

で改定やむなしというような流れができつつあるん

ですけれども、ただ皆さんのほうにもやっぱり水道

事業についての中長期的な計画というのがあるはず

ですから、その都度その事業の進捗に伴う経費の問

題とか、そういうことは当然検討されてきたと思う

んですけれども、なぜ30年も据え置いて、その結果

いきなり30％という数字につながるような、極めて

ショッキングな事態に至っているのか、その辺のと

 ころはどうですか。

○志喜屋順治総務企画課長　企業局におきましては、
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平成５年の改定以降、経営健全化計画を策定させて

いただきまして、この間経費縮減ですとか、組織定

数の適正化ですとか、そういったものに取り組んで

きたところでございます。そういった成果もござい

まして、30年間改定してこなかったという話もある

んですけども、企業局としましては、その都度の環

境の変化に応じて、この間財政投資計画を含めた見

直しを図ってきたところでございますが、今回の物

価高騰と、あとウクライナ情勢に基づく燃料費の高

騰というのが、こちらが想定するよりもかなり早く

経営の悪化を招いたというところで、それが前回の

見通しの際にも、将来的には施設の更新ですとかそ

ういった更新事業で料金改定はせざるを得ないとい

うところは、把握はできていたんですけども、それ

が昨今の状況が悪化を早めさせたと理解していると

 ころです。

○金城勉委員　そういう事情はあるにせよですね、

やっぱり計画的な見直しというものも随時行って、

適時的確に検討する必要があるかと思います。それ

でですね、今答弁の中にありましたように、市町村

からもやっぱりいろんな声が寄せられていると思う

んですね。皆さんのほうにも届いていると思うんで

すが、その値上げ幅の問題、そしてもう一つは値上

げ時期の問題。市町村にとっては、県のこの料金値

上げによって、その準備に入る期間が必要だという

こともあって、一定の準備期間というものが必要だ

という声も聞いているんですけれども、そこはどう

 ですか。

○志喜屋順治総務企画課長　委員おっしゃるとおり、

事業体の御意見も大変重要な御意見だと考えており

ますので、その意見も含めて先ほど申し上げさせて

いただいたとおり、改定もやむなしという話のとこ

ろの経営評価委員会の御意見も含めて、総合的に

ちょっと今検討させていただいているところでござ

いますので、引き続きそれについては精査の上最終

的な判断をさせていただきたいなと考えているとこ

 ろです。

○金城勉委員　その辺のところをよくよくいろんな

声をしっかりと踏まえながら、丁寧にやっていただ

 きたいと思います。

 　以上です。

○國仲昌二委員長　これで金城勉委員の質疑は終了

 いたしました。

 　大城憲幸委員。

○大城憲幸委員　私は企業局だけですね、お願いを

します。趣旨は少し今あった金城委員の部分と重な

るところがありますけれども、二、三点確認しなが

 らお願いしたいと思います。

 　資料としては、監査の意見書の６ページ。

　審査意見の中から少し具体的に数字を確認しなが

ら進めたいと思います。私のものがちょっと落書き

が多いので事務局で発表者になって出してもらえま

すか。このページからも、昨日からたくさん議論が

ありましたので重複しないようにしますけれども、

これだけ急激に悪化した要因というのはもう管路老

朽化に、これから資金がたくさんかかりますよと。

水道広域化が必要ですよと。あるいは電気料金の高

騰ですよと。この３つがこの中に入っているわけで

すけれども、まずこの老朽化施設の更新や耐震化の

部分について、中長期計画の中で、例えば設備につ

いては沖縄の設備はもう５割が老朽化していますと。

管路については４割が老朽化していますと。今後そ

れが進んでいきますというようなことが中長期計画

でも書かれています。また、県の特殊事情として、

復帰後の整備についてはアメリカの基準でやられて

いるからそういう対応も必要になってきていると書

かれています。これは全国とほかの都道府県と比較

をすると、この老朽化率とかこういうアメリカ基準

でやってきたものというのは、今後の他県よりも老

朽化が激しくなる。今後投資額が大きくなるという

見通しになるんですか。その辺の全国との違い、あ

 るいは今後の見通しについてまずお願いします。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　老朽化につきましては法定耐用年数というのがご

ざいましてそれの超過割合というのがございます。

それが全国平均の超過割合につきましては、法定耐

用年数の超過でいきますと最新の情報では令和２年

度20.6％が全国的な数値となっております。それに

対して、沖縄県の現在の企業局が所有する管路の法

定耐用年数を超える管路につきましては、少し時期

がずれますけども令和４年度末で割合としましては

36.8％の超過となっておりますので、全国に比べる

と超過の割合は大きい状況があります。さらに沖縄

県の企業局の場合につきましては、復帰後急速にア

メリカ規格の管路を更新したというところがありま

すので、法定耐用年数というのが40年というふうな

管路の部分にありますので、そこは今後全国と比べ

ると、本土復帰したところから考えると、その老朽

化率が上昇するのは、比較的違う動きをするんじゃ

 ないかなというふうに考えているところです。

○大城憲幸委員　そういう意味では先ほども指摘

あったように30年間我慢したのに、ここに来て一気
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に３割かという議論はどうしても出てくるわけです

よ。ただ一方で、やはり今日も議論があったように、

この費用に占める減価償却の割合というのは全国の

半分ぐらいしかやっていないということは、逆にこ

れまで投資に回さないで、値上げしないように頑張っ

てきたという見方もできるし、逆に老朽化率は全国

より10ポイントも高いのに、ほかの県に比べて投資

をしてこなかったという見方もできるんですよ。そ

の辺については、今後の見通しとしてはどう考えて

いるんですか。これまでの反省をどう生かして今後、

投資もしていくのか、しっかりと皆さんが言う安定

供給をしていくのかというのはどう考えているんで

 すか。

○志喜屋順治総務企画課長　減価償却費が全国で低

いという話がございますけども、この比較している

減価償却費というのが、ちょっと話が複雑になるか

もしれないですが、長期前受金戻入という言葉を使

いますけども、国庫補助金相当額を差し引いた部分

については、全国よりも低くなっております。ただ

し、それを差し引かない純然たる設備の規模を表す

減価償却費という概念でいきますと、全国よりも高

い割合となっておりますので、全国に比べますと施

 設を多く持っていると。

　その原因が、本島北部のほうの水源に水道の原水

を求めているところがありまして、その需要地が中

南部の都市圏に送水するということから、管路の総

延長も全国に比べるとかなり長いというところがあ

りますので、基本的にはこれまではどちらかという

と、需要を賄うための施設整備、安定給水を確保す

るための施設整備というところに重きを置いて実施

してきたところです。その実施してきたものが老朽

化が併せて進行してきたということで、今どちらか

というと新しく施設整備するというよりもその老朽

管のほうを更新するほうに移行してきているという

ところでありますので、それを怠ってきたわけでは

なくて、施設整備したものがどんどん老朽化に伴っ

て、逆に今度は更新のほうに重きを置き始めている

ところでございます。そういったところでの施設整

備に切り替わってきているところからすると、そこ

の整備費用というのは、引き続き確保していかない

といけないというところがありますので、その財源

の確保については引き続きあらゆる施策を投じて確

 保に努めていきたいと考えているところです。

○大城憲幸委員　よく分かりました。 

　ただ現実として老朽化率というのは全国平均より

も10ポイント高いわけですから、そこにはしっかり

やっぱり投資もしていかなければ安定供給もできな

い。加えて言えばこれは沖縄だけじゃなくて全国的

な問題ですけれど、やっぱり管の老朽化というのは

これから社会問題化していくのは間違いない。そう

いう中で、県の施設だけではなくて、市町村が抱え

ているものももっと深刻な市町村も当然出てくるわ

けですから。やっぱり末端の県民の水道料金という

意味では今後非常に不安もあるわけですよね。それ

を踏まえてちょっと次の電気料、動力費の部分に行

きますけれども、これも皆さんが前に議員に配った

資料からすると、この30年で電気料金が1.5倍になっ

たと。約キロワット20円になったと。ただこれは令

和４年なんですよね。そのあとまた令和５年が一気

に上がっているんですけれども、その辺というのは

 どれぐらい上がっているんですか。お願いします。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　令和４年度の動力費の決算額ですが、34.8億円の

動力費を今回実績として計上させていただいていま

す。それに対しまして、令和５年度の動力費につき

ましては、現在の燃料調整単価というのがございま

すけどもそれが電気料金の高騰の割合になるんです

けども、その11月の最新の燃料費調整単価が今後３月

まで続くと仮定した場合の今年度の動力費の見込み

としましては41.4億円ですので、令和４年度の実績

の34.8億円に比べますと、７億円程度の増額になり

ますのでさらに高騰しているということになります。 

○大城憲幸委員　これはさらに、国、県の補助がな

くなるとさらに上がるという認識でいいんですよね。 

○志喜屋順治総務企画課長　現在、国、県の電気料

金の高騰に関する補助金をいただいているところで

の話でございますので、それがなくなるとさらに高

 騰する可能性は高いと考えております。

○大城憲幸委員　そういう意味では、この直近数年

で1.5倍ぐらいになって年間の支払いがもう35億と。

それが国、県の補助を踏まえても、もう約42億と。

そしてそれがさらにもう50億ぐらいどんどん上がる

わけですよ。そういう中でどう対応していくのかと

いうことで、これも昨日からありますけれども、こ

の審査意見の下のほうにある中長期計画で掲げる施

策を頑張ることと。そして保有施設の有効活用とエ

ネルギーの技術等の導入ということがありますけれ

ども、これは昨日もありました。現状ある施設――

海水淡水化施設とか、空いている敷地なんかで太陽

光発電をやるとかという話がありましたけれども。

これでは全く今言うこれまでの常識の範囲内での省

エネ対策ぐらいにしか聞こえないんですよ。ただも
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うこの数年で本当に1.5倍、２倍、そして今後も下が

る要素がないわけですから、その辺の取組というの

は今の状況では駄目だと思うんですけれども、ちょっ

と現状の認識とこの危機的状況を見ての今後の方針

 というのは現時点でどう考えているんですか。

○志喜屋順治総務企画課長　今委員おっしゃるとお

り、省エネルギーの対策につきましては、引き続き

取り組んでまいりますが、動力費が下がらないとい

うところでいくと、そういった施策を講じても十分

じゃないという話もございますので、そのほかの経

費、事業運営に係る費用として、設備投資費そのも

のを下げる努力もさせていただきたいと考えている

中では、午前中も説明しましたけども、設備仕様の

見直しを図ってこの今のスペックをスペックダウン

させていただくですとか、あと規模についてもダウ

ンサイジングを図って、施設整備費を削減するです

とか、それから発注方式の見直しでこちらが設計し

て発注するという方法を設計と施工一括の発注方式、

いわゆるＤＢ方式といいますけども、そういった発

注方式ですとか、その他の費用で節減できるところ

を、あらゆる方策を講じながら取り組んでいくとい

 うふうなことになるかと考えております。

○大城憲幸委員　専門の常任委員会でもありません

から、少し指摘して、できれば局長のコメントを欲

しいんですけれどもね。今言う中長期的で書いてい

るようなことはもう当然今までもやってきたし、今

後頑張るというのは分かります。ただ今議論したよ

うに、もう30億が40億になり、今後50億になり、ど

こまで上がる分からないという中で、それがもうほ

かの県に比べても動力費が2.5倍ぐらい占めるわけで

すよ、経費の中で。そういう意味でどこの県よりも

この電気料というのが大きく県民生活に影響すると

いうことを考えていくと、やはり電気と一緒で総括

原価方式でどこまで努力しているのかが我々なかな

か見えにくいところがある。ただやはり、それは徹

底した努力をするという前提で総括原価方式なわけ

ですから、今は電力さんと組んで、ＰＰＰでソーラー

パネルを入れたり、そういうことはしているみたい

ですけれども。私やっぱり根本的に、例えば琉大の

先生なんかもそういう専門もいるわけですから、こ

こにあるような保有資産を本当に徹底的に活用をし

て、自分たちで発電所を造るとしたら本当にどれぐ

らいになるのか。もう50億60億も電気代を払うわけ

ですから、やっぱりほかの企業なり民間とは違うよ

うなこともできると思うんですよね。そういう本当

に根本から考え方を変えるぐらいの挑戦をしないと、

やはり皆さんが言う安定供給という前提があります

から、なかなかリスクは冒かせないというの分かり

ますけれども。ただもう県民生活を守るためにはそ

う言ってもいられないなと思うんですよ。その辺

ちょっと今の議論を聞いて局長の所見を伺えますか。 

○松田了企業局長　御指摘ありがとうございます。

企業局としましては、あらゆる手法に取り組みまし

てですね。今後やはり安心・安全な水を安定的に供

給するのと併せて、それにかかるコストをどのよう

に下げていくかということについて、今委員が御指

摘のようにこれまでの考え方の手法から少し一歩踏

み出して、より専門家の意見を聞いてシミュレーショ

ンをしてみるとか、そういう取組もぜひ今後取り入

れて一体我々がどのようにして電源を確保していけ

 るのかについて検討してまいりたいと思います。

○大城憲幸委員　よろしくお願いします。もう一点

だけ工業用水お願いします。これも審査意見の29ペー

ジからお願いします。この表の施設の利用率が

59.67％。これが施設規模に合った需要が確保されて

いないから頑張りなさいというような監査からの意

見があります。それに対して皆さんの中長期計画で

は、商工労働部と連携してＰＲしていきますよみた

いな話なんですけれども、前々から南部地域はもう

工業用水が足りないと。ただ地域によっては、なか

なか工業用水が使い切れないと。トータルとして約

６割ということなんですけれども、逆に最近また契

約水量が下がってきているというような資料もこの

中にありましたけれども、ちょっと現状と今後の方

 針はどう考えているんですか。お願いします。

○米須修身配水管理課長　ただいま委員のほうから

ありましたように、施設利用率については６割となっ

ておりますが、供給義務を負います契約水量に基づ

く契約率につきましては現時点で約85％となってお

ります。また合計６地区の供給地区があるんですが、

その供給地区のうち、中南部に位置する中城湾地区

と糸満工業団地の２地区におきましては契約率が現

在100％に達しておりますが、その他の４地区におい

ては契約率が56％から93％の範囲にありまして、そ

ちらにつきましては、受水事業者を募集していると

 ころでございます。

 　以上です。

○大城憲幸委員　契約に対して85％だよという話が

ありましたけれども、令和７年の契約目標が皆さん

に２万7000トン掲げていますけれども、この数字は

 現状はどうなっているんですか。

○米須修身配水管理課長　令和７年度の契約水量の
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目標値、2万7000トンとなっております。申し訳ござ

いません。令和５年10月時点での契約給水量の合計

 水量が約２万5000トンとなっております。

○大城憲幸委員　もう締めますけれども、これも前

々からの課題だと思うんですよね。今あったように

糸満なんかはもう100％でなかなか新たな産業を工場

を造りたいと言っても水がないというようなものが

ずっと前から課題としてあるはずです。沖縄県とし

てはどうしても製造業が弱い。そこは強化していか

ないといけないけれども、全体で押しなべて調べた

ら６割ぐらいだから、あるいは契約の85％供給でき

ているからいいというものでもないし、中長期の計

画を見ても、ちょっと今後の方向性というのがなか

なか私には読み取れないところがありますので、今

回は工業用水の部分は値上げはしないように頑張り

ますということではあるんですけれども、しっかり

また中身の充実に努めていただきたいとお願いをし

 て終わります。

 　以上です。

○國仲昌二委員長　これで大城憲幸委員の質疑は終

 了しました。

 　下地康教委員。

○下地康教委員　私は水道事業ですね。監査の意見

書の７ページの上段のほうに広域化の話が出ていま

す。その意見書の中では沖縄本島周辺離島８村の水

道用水供給事業の広域化、引き続き着実に推進して

いただきたいというふうになっているんですけれど

も。今現在で、粟国、北大東、座間味と伊是名、南

大東で給水が供給されていると言っておりますけど

も、水というのはどういうふうにして飲料水になっ

ているんですか。どういうふうに生産されて供給さ

れていますか。要するに水をどういうふうにして造っ

 ているんですかという話ですね。

○石原祥之建設課長　質問にお答えします。 

　各離島のほうですね、水源のほうを海水に頼って

いるところもあれば、ダム、河川、地下水に頼って

いるところもありまして、その水源を浄水場のほう

 で処理をしまして水道水に処理をしております。

○下地康教委員　海水の淡水化はその８村の中でど

こがやっているのか。またこれからもどこがやる予

 定なのか、それをお聞きしたいです。

○石原祥之建設課長　現在、企業局で供用開始して

いる島のほうの海水淡水化施設につきましては、粟

国村、北大東村、座間味村阿嘉・慶留間地区、あと

伊是名村、南大東村となっております。今後の予定

としましては、座間味村座間味地区、あと渡名喜村

 を予定しております。

○下地康教委員　離島８村の中で、淡水化で賄おう

 としているところだけ教えてください。

○石原祥之建設課長　海水淡水化施設のみという島

のほうにつきましては粟国村、北大東村、座間味村

の阿嘉・慶留間地区、南大東村となっております。

これから供用開始の予定では渡名喜村となっており

 ます。

○下地康教委員　この海水の淡水化とそれとダムで

すかね。この離島８村の中でですよ。この精製単価

 というんですかね。それはどちらが高いんですか。

○石原祥之建設課長　海水淡水化施設と、あとの陸

水系の水処理の浄水場でいきますと海水淡水化施設

 のほうがコストが高くなります。

○下地康教委員　離島の場合は、やはりダムとか造

るのがなかなか難しいと。天水に頼ると。結局水不

足という話になるんですけども。それを淡水化によっ

て補っていくというのが流れだと思うんですけども、

だけどこの淡水化はかなり――要するに単価が高く

なるという傾向にあって、非常にその自治体の負担

が大きいんですよね。それでどうしても広域化にし

たがる、また広域化に向かっていくというふうにな

るんですけども。それともう一つはやはり小さいそ

の市町村だと、その技術者がなかなか育ちにくいと

いうのがあって、その施設を維持管理するのに、大

変四苦八苦をしているという状況があるので、やは

り離島においては、水道の広域化を非常に進めたい

という離島が多いという形になるんですけども。今

現在沖縄本島周辺の８村が計画の中に取り組まれて

実施されていると思うんですけども、宮古地区にお

いても多良間村が広域化のお願いをしているんです

けども、その辺りはどうなんですかね。その計画と

してはどうなっているかどうかお聞きしたいと思い

 ます。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　多良間村につきましては、周辺離島８村に含まれ

ていませんので、現在の計画では多良間村までの計

画はございません。多良間村につきましては、現在

水道行政のほうの保健医療部衛生薬務課のほうで、

水道広域化に係る検討会というのを市町村も含めて

実施しているところです。その市町村も含めた議論

の中で、８村以降のその今後の広域化の進め方につ

いて現在検討を進めているところというふうに聞い

 ております。

○下地康教委員　県は平成24年度に沖縄県の水道整

備基本構想というのをつくっています。それでその
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中においても水道の広域化の推進というふうにう

たっているんですけれども、この辺りですね、県の

水道計画と皆様方の企業局の考え方、それとの連携、

 取組、それを具体的に聞かせてもらえますか。

○志喜屋順治総務企画課長　水道整備基本構想に基

づきまして、まず圏域ごとに広域化を図ろうという

ふうな計画になっているというふうに理解しており

ます。ですので本島圏域の広域化、それから宮古圏

域、八重山圏域、それぞれの圏域ごとの広域化をま

ず進めていきましょうというふうな計画が、その水

道整備基本構想でうたわれている構想だと理解して

おりまして、沖縄本島側の広域化のところの部分で

まず広域化を実施しているというふうなところであ

ります。そこについては県のほうが策定した水道整

備基本構想に基づいて、企業局もその用水供給の拡

大という形での広域化を推進させていただいており

 ます。

　一方、宮古圏域、八重山圏域については、まず圏

域ごとの広域化を図りましょうというふうなものが

計画となっておりますので、そちらのほうでまず圏

域ごとの広域化を推進していただくというのが、水

道整備基本構想の中での推進の仕方かなと思うんで

すけども、その関わりとしましては、こちらとして

技術的な助言ですとか、そういった施設の更新に当

たっての効率的な更新、先ほどおっしゃっておりま

した管理のしやすい施設の構築等については、企業

局から必要な助言をさせていただいているところで

ありますので、そういったところにつきましては行

政のほうと連携しながら進めさせていただいている

 ところでございます。

○下地康教委員　これ宮古地区においても多良間地

区の広域化、要するに宮古地区において広域化をす

るというような流れは一時ありました。それがなか

なかできないということで、現在多良間村は県の広

域化を何とかしてくれよというような要望を上げて

おります。そういうことですので、例えば今沖縄県

水道事業広域連携検討会というのがあると思うんで

すけども、これは皆様方との連携というのはどうなっ

 ていますか。

○志喜屋順治総務企画課長　衛生薬務課が設置して

おりますこの検討会につきましては、企業局も入っ

て、市町村も入っておりますけども、そこの中での

議論のメンバーとしては参加させていただいており

 ます。

○下地康教委員　そういう意味で基本的にはそれぞ

れの地域の広域の中で検討するという話もあるんで

すけれども、沖縄県全体で物事を捉えるという考え

 方はあるんですか。

○志喜屋順治総務企画課長　水道整備基本構想の中

では県全体としての捉え方として、将来的には県内

で統一した水道という方向性を掲げながら進めてい

るというふうに理解しておりますので、そういった

ところでの県の統一的な考え方というのがあると

 思っております。

○下地康教委員　例えば宮古地区でなかなか多良間

村の広域化が進まないというのは、やはりその水道

行政を宮古島市が抱えるというのが非常に厳しい部

分があるということで、それがなされていないとい

うのがあると思うんですね。それでそういった問題

をやはり沖縄全体で捉えて、拾っていく必要がある

のかなというふうに思いますので、この辺りもしっ

かりと皆さん方検討していただきたいというふうに

 思いまして、私の質疑を終わります。

○國仲昌二委員長　これで下地康教委員の質疑は終

 了いたしました。

 　休憩いたします。

 　　　午後３時32分休憩

 　　　午後３時48分再開

○國仲昌二委員長  再開いたします。 

　先ほど西銘純恵委員の質疑に対する答弁で、病院

事業経営課長から答弁を訂正したいとの申出があり

 ますので、発言を許します。

 　宮平直哉病院事業経営課長。

○宮平直哉病院事業経営課長　西銘純恵委員の御質

問の中で未収金についてのくだりがございまして、

その中で過年度の未収金の件数、それから４年度の

件数と額、その間の推移についての御質問がござい

ました。訂正前ですけれども過年度未収金の額につ

いて、15億9921万1000円と申し上げましたけれども、

訂正後は過年度未収金の額として12億7292万2000円

が正しい額となります。訂正しておわび申し上げま

 す。

○國仲昌二委員長　引き続き質疑を行います。 

 　又吉清義委員。

○又吉清義委員　皆さんお疲れさまでございます。

時間は見ないでください。あと２人ですから皆さん。

スピーディーにいきたいと思いますのでよろしくお

 願いいたします。

　初めは病院事業会計決算審査意見書の中からなん

ですけど、再度確認させてもらいます。３ページに

ありました病院事業局の感染症病床確保事業の件に

ついてなんですが、再度確認させてください。令和
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２年度、令和３年度分のものが返還金としてこれか

ら生じてくるということなんですが、ちょっと理解

に苦しんでいるのが令和２年度、令和３年度のもの

を令和４年度に返すんじゃなくて令和５年度の予算

から返すと。これがなぜそういうふうになるのかそ

ういう手法も可能なのか。本来ならば単年度ごとに

それを区切りをつけてやるべきだったのかなと思う

んですが、そうではなくて２か年分をまとめて精算

をしてやるという、この２点についてまずお伺いし

 ます。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長　お答えします。 

　今回過大申請が判明した経緯のほうなんですけど

も、令和４年11月に国の会計検査院が全国の医療機

関の病床確保料の検査をしましたところ、先ほど２つ

の理由があると申し上げましたけど、そういった過

大申請が判明しまして厚生労働省のほうに指摘をし

ております。厚生労働省のほうはこれを受けて各都

道府県を通して医療機関に病床確保料の令和２年度、

３年度分の自主点検を行うよう指示しております。

あわせて、各都道府県が医療機関の現地調査に入っ

て、その２年度、３年度分の病床確保料のやり直し

といいますか、改めて申請額を精査するよう指示し

ております。それで県立病院も含めて各医療機関の

ほうで精査しましたところ、今年の３月に過大申請

のおおむねの額が判明したということで、そこから

県保健医療部を通して厚労省のほうからその差額分

について、返還を求められたということです。県立

病院については、令和５年度当初予算に計上し、さ

らに去る９月議会でも補正予算を確保しまして今年

 度の予算で返還するということになっております。

○又吉清義委員　そういうことですか。非常に不思

議だったものですから、本来ならば単年度ごとの決

算でこれが行われればお互い２か年続けてのミスを

生じなかったのに、どうしたのかなと、非常にこれ

が疑問でなりませんでした。ということは遡って県

立病院もそういうふうに再度チェックをするという

ことであれば、民間病院のそこにちゃんと補助金を

拠出した10病院でしたか、そこも令和２年度、令和

３年度再チェックをするというふうに理解していい

 んですか。これとは別ですか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長　補助金の交付元であります保健医療部

のほうでは、今回の県内の医療機関については県立

６病院を含めて31医療機関で過大申請が判明してい

るということを聞いております。先ほど申し上げた

ように令和２年度と３年度分の自主点検を行うよう

厚生労働省から指示されていますので、県立病院含

めて県内の医療機関、全国の医療機関ですね、自主

点検を行った結果が今回の過大申請の判明というこ

 とになっております。

○又吉清義委員　県立病院と同じ解釈で行っている

のであれば多分皆様方もそういう解釈の下に交付を

しているならばこれもまた大変なことだろうなとい

うことがちょっと予測されるものですから、非常に

 危惧をしております。

　次、同じく７ページのほうにありますようにそう

いったことが起こらないようにということで、皆さ

んのほうで財務に関する事務について是正改善を要

する事項についてということで、この令和４年度取

り組んでいるわけですよ。その中で令和４年４月に

本庁組織の再編や県立病院の事務部各課に係を設置

するとともに事務職員を増員しているということな

んですが、しかしその係については26名でしたかね、

この県の監査のほうではそこには専門性の高い体制

を構築するとともに財務事務の適正な執行に努めて

いただきたいというふうに指摘をされておりますが、

この係の方々というのはこのような資格を持ってい

る方なのか、簿記とか病院医療事務の資格を持って

いる方なのか、単なる事務としてそういった方々が

派遣されているのか。人数とその資格等について

 ちょっと御答弁お願いします。

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

　ただいまの質問に関しましては令和４年度から県

立病院の事務部各課の業務グループごとに係長を配

置していまして、33の係を設置しております。その

職員というのは有資格者ではなくて一般事務となっ

 ております。

 　以上でございます。

○又吉清義委員　こういうふうに令和４年度の指摘

かもしれませんけど、ぜひそういうことをしないと

御存じのとおり今回もミスが生じております。やは

りそこは大切な部分であり、私は何割かはぜひ資格

者を置くことによってこれを防げるものになるだろ

うと。今事務ミスが多いのが現状でございます。県

の皆さんですね。やはりそこにはプロフェッショナ

ルを配置をする、そういう体制に変えていかないと、

私はまだまだ生じてくるんじゃないかと思うんです

よ。そうすると当初からそういった人員を増やすこ

とだけでやって、やはり強化をするという部分では

そこまでは皆さんは計画していなかったと理解して

 いいですか。
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○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

　この係制の導入の目的としましては、今まで課長

がチェックをするという体制でその負担軽減を図る

ということで、係長を置きましてダブルチェックす

ることによって適正な事務処理を行うというような

 目的で考えて導入してございます。

○又吉清義委員　また後で出てくるんですが、ダブ

ルチェックをして負担を軽くするということなんで

すが、どうもその辺が本当に機能しているのかなと。

後で出てきますけど、非常にこれでいいのかなとい

 う考えがあるものですから。

　次に、素人的に考えたら非常に疑問でならないん

ですが、11ページにあります当初業務予定量と実績

というものです。これは入院であり外来についてで

す。非常に私は悩んでおります。これはなぜかとい

いますと例えばこういうふうに指摘をされておりま

す。皆さんはどのように解釈をするかです。これは

上から５行目ですね。入院患者数は全体で実績が予

定量を５万6066人下回っていると。全ての病院で実

績が予定量を下回っているという指摘でございます。

下回っているのは事実であります。そうすると一体

全体この病院事業、人の命を守るのも当たっていま

す。経営も成り立たさないといけないです。これも

当たっています。非常に苦しい状況です。この外来、

入院が減るということは皆さんはこの書き方からす

ると、だから経営が成り立たないんだということに

しか私は捉えてないんですが、減っているというこ

とは皆さんどのように御理解しているかということ

 です。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　予定量というのは、病院ごとに記載がありますけ

れども、それぞれの病院のスタッフの数であるとか

がフルに活動するという前提で、なおかつこれまで

の各病院の入院、外来の患者さんの動向であるとか、

そういったものを踏まえた上で、１年間に北部病院

ですと７万9949人の入院の予定量があるであろうと

いうことで計算をしたわけですけれども、実際には

例えば病棟の閉鎖だとか職員の休職であるとか、そ

ういったことで実績としては予定量を下回ったとい

 うことで認識をしております。

○又吉清義委員　ですから予定量を下回ったという

ことは皆さんはどのように解釈をしていますかとい

うことです。それを聞いているわけです。この予定

量を下回ったというのは御存じのとおり、例えば令

和２年度の入院は54万7749名、令和３年度は53万

1457名、令和４年度は54万2341名と。外来のほうの

実績も令和２年度は65万4810名、令和３年度は70万

1650名、令和４年度は71万3197名と。実績は徐々に

増える傾向があります。その中で皆さんはやはり病

院経営としてこの予定量と実績の関係。人数が減る

増えるというのはどのように捉えていますかと、私

 はそこは大きなポイントがあるかと思います。

○本竹秀光病院事業局長  今の委員のお話は非常に

重要な話ですよね。恐らく毎年予測の患者数を今ま

でやってきたわけですよね。今回も例えば恐らく令

和元年、いわゆるコロナ前と比べて予測は多分少な

く見積もらざるを得ないはずなんです。コロナの非

常事態ですので、まだ。だからそれに近づける努力

をしようとしているんですけど、今回それでも５万

何ぼか少なかったというのはやっぱりいわゆるその

医療の受療行動も今大分変わっていますので、医療

を受ける側ですね。ちょっと予測がつかないところ

もあります。ちょっとイレギュラーなことが起こっ

ていますので、恐らく次年度以降ですよね。なるべ

く立てた目標に近づけるように、これはこちらのほ

うでいろんな努力をしていかないといけないと思い

ます。今委員が疑問に思われているようにこちらが

立てた人数と乖離があるというのは、やはり読めな

いところが今のところあるんだろうと思いますね。

患者さんの受診の行動が変わっているということが

まだ続いていますのでしばらくというか今年度、次

年度あたりまではまだあるかもしれないですね。ほ

とんど恐らくコロナ前まではその前年度の、あるい

は二、三年前の患者数を基に患者さんを増やして収

入も増やそうという計画ではやってはきてはいたわ

けですけども、今回の非常事態ではそれが予測がな

かなかできなかったというのが現実だろうと思いま

 す。

 　以上です。

○又吉清義委員　ちょっと聞き方の角度を変えま

しょうね。私が予定量と実績との関係で聞きたいと

いうのは、例えば予定量をやって実績が３％ずれて

いた、７％ずれていたとした場合に、皆さん予定量

とずれの大きさというのはどのようにお考えですか

ということ。さらにですね、３％ずれたほうがいい

のか７％ずれたほうがいいのか、皆さんとしては目

標を立ててこうなるでしょうと予定量を立てており

ますが、それが実績は大きくずれる、小さくずれる

というのは皆さんどのように解釈をしていますかと

 いうことです。

○諸見里真病院事業統括監　お答えいたします。 

　今御指摘の件は予算と決算のこの乖離の話かなと
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いうふうに受け止めております。予算については先

ほど課長が言ったように、今いる現員数含めてフル

に稼働して提供できる積算を数値で計上しています。

ただ実際現場は休職者がいたり、先ほど出ていた休

床、今回宮古もありましたけども、そういうケース

が通常発生します。それを加味せずにフルでという

形を当初予算で組んでいます。指摘があるのは実働

に近い形で皆さん予算を組むべきじゃないですかと

いうのが、監査委員からの従来からの指摘でござい

ます。これにつきましては実は、なるべくそれに近

い実態で当初予算を組む努力はしていますが、まだ

この乖離がどのくらいがいいかというのは基本的に

はないところですので、なるべく実働に近い形で予

 算は組む努力はしていきたいとは思っております。

○又吉清義委員　統括監と私のお話が大分乖離して

おります。なぜかと言うと私が言いたいのはこうい

う問題ではないです。病院というのは人の命も救わ

ないといけない。これも正解です。しかし実績より

も常に皆さん予定量が多いということは、増えると

いうことは県民にたくさん病気になって、いらっしゃ

いと言っているんじゃないのかと、私これがはっき

り言って心配です。そうではないだろうと言いたい

です。実績が例えば５万人であれば、せいぜい来年

は４万9000人ぐらいしか来ないよと。県を挙げて県

民の健康に貢献するんだよという心がけが欲しいで

す。なぜかというと、健康おきなわ21を、県の30年

分の計画を見てみました。何一つ実現されておりま

せん。それでもへとも思ってもおりません。これで

いいのかと。これはいけないことだと思いますよ。

ですから病院は事業を経営するのも大事です。当たっ

ています。でも一番大事なものは算術ではなくて仁

術です。人の命を救う、病気を減らすと。そういっ

た目標でもって事業計画も立てていただけませんか

と。今の事業計画は私はこれは全て病院事業計画に

基づいた取組になっていないかなと。これじゃ私は

赤字は収まらないと思います。だって医者は少ない、

残業は増える、いろんな負担が増えてくる。多少給

料下がってももう少し医者も人間らしく生活したい

と思いますよ。私の友人が実は医者をしておりまし

たが、本当にかわいそうでした。全く休む時間ない

です。病院を出るときもいつでも呼出しの担当とし

てこれを持たされる、大変だねということで。確か

にそういう事情で残念だけど早くして亡くなりまし

たけどね。びっくりしましたよ。こんなにハードな

のと。だから我々県民一人一人が健康になることに

よって医者の負担もなくなりますよと。私は赤字も

減るものだと思いますよ。ですからそういった事業

計画も保健医療部と一緒になってつくっていただけ

ないかなと。保健医療部のマニュアルはすごいんで

すが、何一つ実行されておりませんよ。残念だけど

これが事実であります。ですからそういうのはぜひ

予測にしろ今後の病院事業計画、少し発想を変えて

こういうのも大事だろうと思いますがいかがですか。

 経営も大事ですが。

○本竹秀光病院事業局長  病人はいないほうがいい

です。誰でも一緒ですね、ものの考え方は。だけど

病人がいるんですよ。それを診るのが私たちの仕事

 なんですよ。

　ところが予防医学がなかなかできていないという

のが一番大きな問題で、今度第８次沖縄県医療計画

をつくっていますので、その中に予防医学をという

ことで私も提案をしています。それが一番重要なん

ですけれども、いかんせんまだなかなか沖縄県早世

率が高いじゃないですか。病気するんですよ、その

人たちを診ないといけないんですよね。だから別に

お金を儲けるために仕事をしているわけではなくて

――僕は心臓血管外科医として24時間365日縛られて

仕事をしてきました。それはやっぱり命を守るため

なんですよ。でも今委員がおっしゃるように予防に

どう持っていくかということがこれから重要な話に

なりますので、本当に第８次医療計画はそれが実に

なるようにみんなでやっていかないといけないかな

というふうに考えています。患者さんがいないよう

 にですね。

○又吉清義委員　ぜひやはりその辺は現場を預かっ

ている皆さんからも強く言わないと、私は直らない

と思いますよ。先ほども極端な言い方をいたしまし

たが沖縄県の計画を見て何一つ達成されておりませ

ん。私からするといつも疑問に思っているのが病院

も増えました、医者も増えました、薬も増えました、

病気も増えました、赤字も増えました。一体何がよ

くなったのと。何もよくなっておりません。だから

どうすればいいんですかと、これ皆さんだけの責任

ではないんです。我々政治家も、そして執行する側

も、もう一度今原点に立ち返ってどうやるべきかと

取り組んでいかないと、今までのパターンでこれで

いいのかというのは私はぜひ現場を預かっている皆

さんが一番御存じかと思う。大変さも。もっと声を

上げて県にはどうするか強く言うべきだと思います。

ぜひそういった意味でまずやっていただきたいとい

 うことをまず強く要望いたします。

　そして次、14ページのほうに行きます。病床100床
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当たり職員数というのがあります。これは令和４年

度、３年度の表示をされておりますけど、この全国

平均とあまりにもかけ離れ過ぎている。先ほど事務

の強化と負担が大きいという御説明がございました。

だから増やしたと。しかし事務職員及びその他職員

を見てください。全国平均と比べていかに多いかで

す。全国平均は100床当たり34.3人に対して令和３年

度は45.5人です。11名多いです。令和４年度は49.5名

で15名多いです。そういう中でなぜ負担が多いのか。

ただ負担が多いから職員を増やす、これでは解決で

きないと思います。人数自体は全国よりも３分の１以

上多いです。そういう中でこれでいいのかと。その

 原因はどこにあるんですか。

○宮城和一郎病院事業総務課長　委員今この表から

御発言がありましたとおり、全国平均に比べて本県

は職員数が上回っている状況にあります。医療部門、

事務部門含めてです。本県が全国平均を上回ってお

りますのは、県内各地域に設置された６つの県立病

院ございます。これは本県の地理的特性から各地域

に県立病院を適切に配置する必要があると考えてお

りますが、この県立病院は本県の基幹病院として、

また地域の中核病院としての役割を果たすために医

療部門、そして事務部門についてもですね。必要人

数の配置が必要となっていることが要因として挙げ

られると考えております。さらに16の離島診療所に

医師、看護師及び事務担当者を配置していることも

 影響しているものと考えております。

 　以上です。

○又吉清義委員　医師、看護師は私は今聞いてはお

りませんよ。事務職員及びその他職員のところを聞

いているのですが。そうすると49.5人というのは医

師、看護師を足した数字というふうに理解していい

 んですか。

○宮城和一郎病院事業総務課長　今委員がおっしゃ

るとおり、49.5人は事務及びその他の職員でありま

す。この説明なんですけれども、全国の34.3人を上

回っているということですね。例えば、本土の都市

部でありますと都市部に大きな県立病院を設置する

とそこに事務部門についても集約化、いわゆるスケー

ルメリットが働いてくると考えております。ただ本

県の場合は地理的特性から各地域に県立病院を配置

してその県立病院ごとに事務部門についても一定の

機能を持たせるために職員の配置が必要となってま

いります。ただそういったことをやはり改善する、

人件費を適正な額に持っていくために、今年度から

は総務事務センターというものを本庁に設置しまし

て、類似する定形業務については集約化を図りスケー

ルメリットを働かせて、各病院の事務部門を減らす

方向でいくというような取組を行っているところで

 あります。

 　以上です。

○又吉清義委員　一生懸命説明しているんですが、

理解できません。離島並びに県立病院の人員を派遣

するところなんですが、宮古、石垣、精和病院、そ

して中部病院、北部病院、この増やした人数から何

名派遣しましたか。増えた人数を何名派遣しました

 か。令和４年度に増えた人数は。

○國仲昌二委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、病院事業総務課長から県立病院

ごとに事務部門の定数があるが、欠員が生

じているところであり、病院ごとの配置数

は今手元にないとの説明があった。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

 　又吉清義委員。

○又吉清義委員　先ほどの説明をすると、離島だけ

がたくさん人数を増やしたように悪者になっていま

すが、県立病院全体にある程度均等に増やしたんじゃ

ないですか。もちろん離島は多くしていいですよ。

これよく分かりますよ。しかしその増やした人数を

ある程度各県立病院に均等で皆さんやったんだから。

だからその中で全国比率を見た場合に御存じのとお

り、合計欄を見ると全国平均は165.6人に対して沖縄

県は令和４年度208.7人ですよと。さらにアップして

いくわけですよ。ですからやはりもう一度なぜそう

なるのか、私は検証なり精査をしてもらいたいとい

うことが言いたい。現場を見て。そうしないと、な

ぜ全国平均とあまりにもかけ離れすぎているとしか

私は思っておりません。これが本当に正常な数字か

なと。頑張っていることはよく分かりますよ。しか

し人数を増やしました。御存じのとおり増やしてま

たミスも生じました。これも事実なんですよ。人数

も増やして負担も軽くなるんだったら、ミスなんか

出ないのが当たり前ですよ。ちゃんとしっかり出て

いるじゃないですか。ですから何なのと聞きたいん

ですよ。ぜひこの点はしっかりと精査をして、お互

いこの病院事業は大切でありますから、しっかりと

 いろんな角度から検証してください。

　そういった中でお尋ねいたしますけど、39ページ

の病院別経営指標というのがありますよね。その中

でも今から触れていきますけど、ぜひいろんな角度

から頑張ってもらわないといけないよというのを私

はそういう意味でお願いしたいのが、例えばこの中
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の下から４行目の医業収益に対する職員給与費です。

これ病院事業局会計では令和４年度が72.2％、令和

３年度が73.3％となっています。そしたらこれも一

番右端の令和３年度都道府県平均を見てみましたら、

全体で62.5％と60.7％。赤字病院は67.7％となって

います。この赤字病院の67.7％と皆さんの病院事業

局会計72.2％、73.7％。これどのように解釈したら

よろしいですか。そして全国平均は黒字病院は60.7％

だと。この関係はどのように理解したらよろしいで

 すか。

○宮城和一郎病院事業総務課長　委員今御指摘のと

おり、本県の医業収益における給与費の構成比は全

国平均に比べて高い状況にございます。この背景で

すけども、病院事業局職員の給与については、全職

員の１人当たりの給与月額を全国と比較しますと、

基本給については全国で28位なんですけども、時間

外勤務手当が１位となっており、職員給与費を押し

上げる原因となっております。またこの給与費が全

国を上回っていることについては、先ほどの職員数

が多いということとも当然リンクするわけでありま

すけども、これにつきましては、やはり離島県であ

るという増嵩も原因になっていると考えております。

そういったこの時間外手当の縮減については、来年

の４月から始まります医師の働き方改革等で医師の

時間外、休日勤務を抑制するというようなこれから

 取組を行っていくという予定でございます。

○又吉清義委員　すっきりしない回答なんですが、

要するに赤字病院というのは医業収益に対する

67.7％以上を超しますと赤字になりますよという、

これはそういう意味ではないんですか。どういう意

 味ですか。

○北川征一郎病院事業経営課班長　お答えいたしま

 す。

　こちらの全国平均の数値につきましては赤字病院

 の平均値ということになっております。

 　以上です。

○又吉清義委員　そうですよね。赤字病院の医業収

益に対する職員給与が平均67.7％がほとんど赤字で

すよと。ですから沖縄県で67.7％以下は正直言って

医療センターが努力してやっております。一番大変

なのがすみませんね、精和病院なんか見てください。

151.6％ですよ。ですからみんなでどのように努力を

するかなんですよ。先ほど病院事業局長がおっしゃっ

ておりました予防医学がいかに大事かなんですよ。

予防医学をしないと病院経営は成り立ちませんよと。

どうしてもそういうものになってしまう。ですから

そういうのを皆さん数字として出ているんだから。

　そしてもっと締めのお話をいたしましょうか。人

件費と病院事業に関して。まず、仲井眞県政のとき

の給与費。平成22、23年度から25年度まで仲井眞県

政でしたが、給与費どのくらいだったか御存じです

か。持っていなかったら持ってなくて別にいいです

よ。仲井眞県政であり翁長県政であり玉城県政になっ

て人件費がどのように変化してきたか皆さん御存じ

 ですか。

○宮城和一郎病院事業総務課長　恐縮ですが、数字

 を持ち合わせてございません。

○又吉清義委員　持ち合わせていなければですね、

これも素人の私が計算したものですから100％当たっ

ているとは言いませんけど、皆さんはプロですから

皆さんでやってくださいね。例えばどういったもの

かと言うと、仲井眞県政の平成22年度は257億円台で

した。そして平成24年までも273億円台。翁長県政に

入った場合は約300億円台に入っております。そして

翁長県政が終わる頃は330億円台に入っております。

玉城県政に入った場合はどのくらいに転じるかとい

うと人件費は350億円台に入りました。令和５年度の

予算書なんか390億円台でございます。なんでねって。

すごい額ですよ皆さん。そう思いませんか。当然で

すか。それくらい人件費は仲井眞県政から今の玉城

県政になって１万人ぐらい人間を増やしたのですか。

何名増えましたか。さほど増えたとは思いませんよ。

これが現状なんですよ。仲井眞県政のとき約294億で

した。今の令和５年度の玉城県政の人件費は390億で

す。100億も違うんですよ。100億も、この違いはど

こにあるかですよ皆さん。その辺考えたことはあり

ますか。要求するからそれでいいというふうにやっ

 ているのか、どんなですか。

○宮平直哉病院事業経営課長　今の又吉委員からの

御質問、御指摘に対する答えになりますけれども、

例えば平成18年度について病院事業の全体の収益に

なりますけれども、こちらが391億円ほどありました。

これがずっと推移しまして平成30年度が病院事業収

益、これは医業収益、医業外収益全部含めたものが

559億円余りとなっておりました。現在で言いますと

 病院事業収益は692億となっております。

　一方でその18年から現在までの間ですね正確な数

字は持ち合わせてないんですけれども、職員数は当

然ながら増えているかと認識はしております。要は

ですね、職員数の増加と医業収益の増加が正比例し

ていなくて、それぞれの伸びについてそごがあって

どうしてもそのそごがその原因になっているのでは
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 ないかというふうに考えております。

○又吉清義委員　なかなか理解しづらいんですが、

別の角度から質疑しましょうね。皆さん2010年度か

ら2023年度まで累積赤字は幾らに膨れ上がりました

か。累積赤字。減っているんですか、増えているん

ですか、どうなりましたか。今の説明からすると減

らないといけないですよね。累積赤字は減りました

 か、増えましたか、どちらですか。

○宮平直哉病院事業経営課長　お答えいたします。 

　2010年度の病院事業に係る累積欠損金ですけれど

も266億円余りとなっております。令和４年度ですけ

れども累積赤字が解消されまして、経常利益で38億

円ほど計上されているという状況になっております。

累積赤字は令和４年度をもって解消されて、令和４年

度は逆に38億円ほどの黒字を達成したということで

 ございます。

○又吉清義委員　累積赤字はないというふうに理解

してよろしいですね。大丈夫ですね。ちょっと私の

調べ方が間違っていたかもしれないけど、皆さんの

足してみた場合、すごい額だよねと。ちょっと信じ

難いものですから非常にそれが気になっております。

　次のこういった資料を見たときに、タブレットに

載っていないから大変ごめんなさい、説明しながら

にしましょうね。もう一つ我が沖縄県の病院事業会

計が全国と非常にかけ離れているのが、例えば入院

患者です。１人当たりの収益というのがございます。

皆さんが計算する経営方針でですね、経営分析指数

で。これは全国平均と比べてみるとかなりの差額な

んですよ、正直言って、皆さんから頂いた資料です

から全国平均が令和３年度でこの入院患者のほうは

５万9287円です。沖縄県立病院は６万4563円です。

5000円以上の差があります。これは何を意味するか

ということです。なぜそういった現象が起きるのか。 

○北川征一郎病院事業経営課班長　お答えします。 

　いわゆる入院単価というふうに言っておりますが、

入院料の７対１看護であったりとか10対１看護とい

うその看護体制で入院基本料というのが決まってき

ます。そのほか各人員の配置体制であったりとかそ

ういったことで病院ごとに診療報酬の額が変わって

きます。それの差異が出ているものと考えておりま

 す。

○又吉清義委員　そういう中で何が起きるかという

と入院単価はこういうふうに高いんですけど、次は

１人当たりの収益じゃなくてもう一つありましたよ

ね。これは全国よりも低いわけですよ皆さん。相反

しているものですから。その単価は高いんだけど、

１人当たりの収益は低いということに関してはどう

いったことでこれが生じるかということです……。

　資料で私が混乱しておりますので次回に飛ばしま

 しょうね。病院事業に関してはこれで一旦締めて。

　次はですね、下水道と工業用水についてちょっと

 お尋ねしたいと思います。

　下水道についてこの監査意見書による中で……。

すみません、水道事業会計決算審査意見書ですね。

これは皆さん改善が必要じゃないのかなということ

で私もこれ病院事業にしろあらゆるものに大事なと

ころかと思います。７ページのほうにこう書かれて

おります。中長期計画においては将来的な人口減に

伴い水需要が減少すると。これから水需要が減少す

るんですよ。だからその中で各種施策とか取組を着

実に推進し、経営の健全化、効率化を図っていただ

きたいということで監査から指摘をされています。

 それはごもっともだと思います。

　しかし次、９ページを開けてみてください。事業

の概要についてです。その中でちょっとずれている

なと思うのが、給水対象及び送水量のほうでまず表

５の送水量の状況です。１日平均送水量は42万1500立

米でございます。これは令和４年ですね。そこから

中長期計画において人口が減ると。減るということ

であれば送水量は増えるのか減るのかどちらのほう

 で検討なさっているかです。

○志喜屋順治総務企画課長  お答えいたします。 

　人口が増えることに伴って当然１人当たり使用す

る水量が増えますので、その人口が増えた分使用す

 る水量は増えると考えております。

　すみません、先ほど42万1500トン１日平均送水量

と、令和４年とおっしゃってましたけど令和２年の

数字をおっしゃっており、42万3200トンが令和４年

 度ですが、そういう理解でよろしいでしょうか。

　いずれにしましても給水人口が増える場合には、

その１人当たりの使用する水量は増えるというふう

 に考えております。

○又吉清義委員　確かに人口が増えればこの１日平

均送水量も増えるのはこれ当然かと思います。です

から今現時点で令和２年、令和３年、令和４年度の

送水量を見た場合に、約42万3000立米台でございま

す。ただしかしその下の（３）の拡張事業等です。

そこにどのように皆さんは計画を立てるかというと

水道用水供給事業については、第11回事業変更認可

で目標年度である平成37年――令和７年度の１日の

最大給水量を58万9000立米と計算されております。

これは人口は減るけど水を増やすと。これは私は計
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画は修正するべきじゃないかなと思います。今令和

５年度です。なぜこれから令和７年、２年後は１日

の最大給水量は58万9000立米に持っていかなければ

いけないのか。これはちょっと計画変更のずれじゃ

 ないかなと思いますがいかがですか。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

　第11回変更認可で許可いただいた58万9000トンに

つきましては、令和７年度の数値でございますけれ

ども、先ほどおっしゃっていました人口が減少する

一方という話がございましたけども、人口につきま

しては国立社会保障・人口問題研究所、いわゆる社

人研の数字でいきますと、令和12年までは人口が伸

びるというふうな推計がされております。ですので

令和７年度はまだその途中段階ですので、まだ人口

が伸びている段階の数字でありますし、またこの58万

9000トンにつきましては一般家庭に配る水だけの推

移を表しているわけではなくて、業務営業用ですと

か工場用その他の用途にも使われる水量を全部積み

上げておりますので、そういった産業の振興が図ら

れていくということがあればそういったところでの

水量も増えていくと。そのほかでも業務営業用の中

には観光用水量というのもございまして、観光客が

多く入客することに伴ってそういったホテルでの使

用水量とかも増えると、そういったもろもろを含め

た数字として58万9000立方メートルというのを第

11回変更認可で取得はしておりますけれども、委員

おっしゃるとおり人口が減少傾向になるという話も

ございますし、当時策定させていただいた平成28年

３月の段階よりも現在さらに状況が変化しておりま

すので、こちらとしてはその状況の変化に応じて最

大給水量も見直していくというふうなことで考えて

おりますので、今般もそういった見直しも図ってき

 ているところでございます。

○又吉清義委員　ぜひですね再度検討していただき

たいということです。なぜかというと確かに今言う

ように当時の計画では人口が増えるだろうと。県の

人口は2050年度から減るということが出されており

ました。しかし既に３年前で人口が減るというのは

出ております。人口が減ると。2030年度にはとんで

もない人口になる。例えば県の人口の自然減という

ことで既に新聞にも出ております。そしてなおかつ

人口増が今後見込めませんよと。増えることはあり

ませんよと。ちゃんと明確に出ております。私の情

報として３年前でもうキャッチをしておりました。

増えることはありませんよと。ですから我々は今後

あらゆる計画を立てる場合にそういうのも勘案して

やらないと、事業で余計な予算をつくる設備を造る。

こういうのが一つ一つ事業の重荷になるだろうと。

本当にこれで黒字になるのかなと。そういったのも

再度持っている計画をぜひ再精査をするべきだろう

ということであえて聞いております。ですからそう

いった意味でぜひこれも検討してください。いかが

 ですか。

○松田了企業局長　大変重要な御提言と承りました。

我々も県民の皆様に安心・安全な水を安定的に供給

するというその責務を今後いかに果たしていくか。

委員おっしゃるように、もう既に人口が減少傾向に

あることをそのまま進むのではないかというふうな

お話もいろいろとあるようですので、そういう人口

動態、それから産業構造、それから今後の観光客の

入客の予想。そういったものも含めまして、今後ど

のような形で供給体制を維持していくかということ

 について、日々研究してまいりたいと思います。

○又吉清義委員　あと１点だけですね、沖縄県流域

下水道事業会計決算審査意見書について、７ページ

にあります建設工事等という（４）がございます。

その中で社会資本整備総合交付金事業というのがご

ざいます。私が宜野湾市民だからあえて言わせてい

ただきますけれど、宜野湾浄化センターというのが

工事がおかげさまで始まっております。しかしなか

なか時間がかかり過ぎる。理由を聞いたらあるとこ

ろで緊急の事態が生じてまたそこにも予算を出さな

いといけないと。そういうふうに二股かけてするた

めになかなか進まないと。当初の計画よりものすご

く遅れております。しかし社会資本整備としてこう

いった２か所でもこれも大事です。しかし事業をちょ

くちょくするよりは、私は１か所ずつ丁寧に早めに

終わらせたほうがかえっていいのではないのかなと。

全くこの浄化センターが機能しません。昔の施設も

ある、新しい施設もあるということで。そればかり

ではないです。雨が降ったら夏にはガジャンが非常

に多いです。水たまりに卵を産みますから。そうい

う管理もしないといけない。そうした場合に事業計

画の在り方もちょびちょびするよりは一つ一つ終わ

らす事業計画に持っていったほうが県民のためにも

社会資本整備にもよろしいのかなと思いますけど、

その辺も再度また検討していただけませんかという

 ことです。いかがですか。

○上原正司下水道課長　お答えします。 

　宜野湾浄化センターについては、３市２町２村か

ら集めた汚水を処理する下水処理場となっています。

現施設の老朽化に対応するため、平成17年度から新
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たな水処理施設として４施設の整備を進めており、

令和４年度に３施設目の供用を開始しております。

令和５年度は引き続き４施設目の整備を進め、全施

設の供用開始に向けて取り組んでいるところでござ

 います。

○又吉清義委員　取り組んでいることはよく分かり

ますので、取り組む中でやっぱり工事によっては集

中的にやるべき必要性もぜひ御配慮願いたいという

ことと。またやっぱり工事をする中で水たまりもで

きて蚊も多いです。これもぜひ定期的にアフターし

ていただけませんか。年に１回では足りません。い

 かがですか。

○上原正司下水道課長　宜野湾浄化センターにおい

て、ユスリカという蚊のほうが発生しているのも確

認しております。その対策としましてユスリカが通

過できないような編み目の細かい防虫網を設置する

ことや、またほかのところではコンクリートの不具

合の隙間をシーリングする等の対策を実施して発生

 源を押さえるように努力しております。

○又吉清義委員　ありがとうございます。 

 　以上です。

○國仲昌二委員長　これで又吉清義委員の質疑は終

 了いたしました。

 　末松文信委員。

○末松文信委員　それでは病院事業会計のほうから

 お願いします。

　23ページのイのところで病院別の経営状況につい

てでありますけれども、たくさん聞きたいのがある

のですがまとめてですね。医師、看護師不足による

診療の休止とかいろいろ話がありますけれども、今

現在医師、看護師の確保状況について各病院まとめ

 て答弁いただければと思います。

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

　令和５年９月１日時点の県立病院の医師の全体数

をまず申し上げます。全体でいきますと定数476名に

対し正職員は428名、欠員は全体で48名。ただ常勤派

遣医師を22名配置しているので実質的には欠員は

26名となっております。病院別で申し上げます。ま

ず北部病院は定数50名に対して正職員41名で欠員数

は９名です。中部病院は定数132名に対して欠員数は

13名。南部医療センター・こども医療センターは定

数172名に対し欠員数は15名。精和病院は定数10名に

対して欠員数１名。宮古病院は定数53名に対して欠

員数は６名。八重山病院は定数58名に対して欠員数

４名。これを足し合わせると48ということになって

 ございます。

　看護師について、まず北部病院ですが、定数看護

師272名に対しまして欠員数３名。中部病院597名に

対して欠員22名。南部医療センター・こども医療セ

ンター定数550名に対して欠員が14名。精和病院定数

93名に対して欠員ゼロです。宮古病院定数215名に対

して欠員２名。八重山病院定数206名に対して欠員

 ２名となってございます。

 　以上でございます。

○末松文信委員  八重山病院でしたか、なんか職員

が不足してという新聞報道もありましたけれども、

今現在はそういうことがなくてほぼ定数どおりに配

 置されているという理解でよろしいでしょうか。

○照屋陽一病院事業企画課長　昨年もともと定数が

足りていないということではなくて、その地域の医

療機関において看護師が辞めてしまったということ

から、これは県立病院でフォローしないといけない

ということから過員といいますか、看護師を３名、

臨床工学技士を１名配置して対応しているというこ

 とでございます。

○末松文信委員　分かりました。ありがとうござい

 ます。

　次に７ページの（３）の財務に関するところなん

ですけれども、先ほども平良昭一委員からもありま

したけれども例の総務事務センターが設置されたと

いうことでありますけれども、その後の進捗状況と

 いうかそれについてちょっと説明お願いします。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　お答えいたします。 

　午前中も少し御説明いたしましたけれども令和

５年度は宮古病院及び北部病院の事務を一部移行し

ております。その後令和６年度に精和病院及び中部

病院の給与の認定事務等を移行する予定としており

ます。令和７年度に八重山病院と南部医療センター

・こども医療センターの事務を移管させる予定とし

 ております。

○末松文信委員　ここで言っている病院総務システ

ムということについて、ちょっと説明をお願いした

 いんですけれども。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　まず病院総務事務センターの設置について御

説明いたします。目的といたしましては給与事務を

中心とする総務事務を集約化することで、現在紙で

管理されている給与事務の効率化・適正化及び担当

職員の負担軽減を図ることを目的として設置いたし

ました。経緯といたしましては知事部局ですと平成

27年１月に総務事務センターを立ち上げるとともに
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平成31年４月から総務事務システムを稼働し総務事

務を集約化しております。その先行事例を参考にい

たしまして、病院事業局では令和４年11月に策定し

た総務事務の集約化に関する基本方針を踏まえ、各

病院の給与事務を段階的に集約するとともに職員の

勤務管理、通勤手当などの給与関係の届出等が行え

る病院総務システムを導入することを決定いたしま

した。病院総務システムの開発に当たりまして、こ

のシステムは知事部局の総務事務システムを病院事

業局独自の勤務形態及び手当に対応できるよう改修

・構築することとしております。病院事業局は職員

の勤務形態、手当など知事部局とは異なる面がある

ものの、基本的な勤務管理、給与の仕組みは同様で

あり共通部分が大きいことや開発事業者の実績とし

て知事部局の総務事務システムは民間業者が一から

開発し、その後手当等の機能を追加して現在に至っ

 ております。

　また全国の状況を令和４年６月に調査したところ、

病院事業を独法化した団体等を除く23団体中、知事

部局と給与システム等を共通で利用している団体が

16団体、７割ありました。病院独自のシステム利用

としては７団体、３割ございました。それで沖縄県

病院事業局におきましても、また県庁の給与システ

ムとのデータ連携もあるということで県庁全体で共

通利用している給与システムとの情報データの連携

が確保されていること、この知事部局との共通シス

テムの利用は調達費用の低減に加えまして、連携し

て知事部局の給与システムなどを活用しますので、

病院事業局におけるシステムを構築・改修・保守管

理等を行わず事務負担軽減につながるということで

 こちらを活用した導入といたしております。

 　以上です。

○末松文信委員　今北部病院と宮古病院で試行中と

いうか、始められているようですけども、この現場

での今の運用状況というのはどんなふうになってい

 るか、分かっていればお願いします。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　現在９月からテスト版を公開したところであ

りまして、北部病院、宮古病院の職員を対象に検証

をしているところであります。病院現場からの意見

を踏まえまして、今回検証期間を約１か月延長する

こととしております。令和６年４月から施行される

改正労基法、医療法などの法令に定められた事項に

ついての機能の追加について所定の期限までに対応

できるよう、定められたスケジュールの制約の下で

優先順位を定めた上で病院現場の理解を得られるよ

 う、丁寧に対応していきたいと思っております。

 　以上です。

○末松文信委員　今病院現場からどんな意見が寄せ

 られているか、ちょっと教えてください。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　今病院現場から50を超える質問があるんです

けれども、すみません、ちょっと今持ち合わせてご

 ざいません。

○末松文信委員　私のところに現場からの意見が寄

せられていて、今伺っているんですけれども、寄せ

られている意見が４項目ありますけど、今申し述べ

ますので、これについて現場の意見をもう一度確認

して対応していただきたいというふうに思います。

まず１つ目に開発スケジュールを見直して本稼働を

延期すること。２番目に病院の勤務形態、実態に合

わせたシステムになるように設計を見直すこと。そ

れから医師の働き方改革に対応できるよう機能を整

備すること。４番目に対応できない場合は、現行の

システム――タイムネットというんですかね、この

稼働を続けることなどの声が寄せられておりますの

で、このことについて対応していただきたいと思い

 ますが、いかがですか。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　こちらは病院からも既に受け取っている意見

 でございまして、対応を検討中でございます。

 　以上です。

○末松文信委員　それではよろしくお願いいたしま

 す。

　もう一点伺いたいのが、ロボットの導入について、

中部病院でしたか、今導入中というかそういう状況

にあるようですけど、これロボットの金額というか、

 これはどのくらいするものですか。

○本竹秀光病院事業局長　今一般的に売られている

のがダビンチという機械ですね。これもバージョン

が段々変わってきていて、最初で大体３億ぐらい。

それでも非常に一番いいシステムというか、研修が

一緒にできるダビンチはやっぱりそれぐらいはする

と思います。僕はきちんとした価格は分からないん

ですけれども、日本製が今度出てきております。ｈ

ｉｎｏｔｏｒｉという、これは多分１億円切るんだ

ろうと思うんですけども、ただシステム的にはまだ

まだダビンチには及ばないというところがあって。

今恐らく中部病院で予定しているのはダビンチだと

思うんですけれども、６年度に導入予定だとは聞い

ていますし、僕外科医なんですけども、かなりメリッ

トが高いということと、これから出てくる若い外科
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医は恐らくほとんどロボットで研修をしますので、

どうしてもやはり必要なものになるかなと思ってお

ります。本当は遅いぐらいですね。お金がなかった

というのがあったと思うんですけれども、ようやく

 投資ができる時点にあるかなと思います。

○末松文信委員　なぜそれを聞くかと言うと先日、

局長からこの話を聞いて、私は委員長の立場だった

ので質問できなかったんですよ。この際お聞きして

みようと思ってですが、やっぱり若い研修医たちが

それを望んでいるということがあれば、積極的に導

入して、また手術そのものも医者の皆さんに聞いた

らこれがあると助かると言っておられますので、順

次配置できるように頑張ってください。病院事業局

 はこれで終わります。

　次に、水道事業会計と工業用水道、まず水道事業

会計についてでありますけれどもこれは７ページで

すかね。水道用水の広域化の中で離島を含めてあり

ますけれども、せんだって一般質問でも申し上げま

したが、伊是名のほうが停電のために断水したとい

うことがあって、停電時でも給水ができるようにやっ

てほしいとうお話があって、その質問をさせていた

だきましたが、その後の改善策についてどうなって

 いるかちょっと教えてください。

○米須修身配水管理課長　お答えします。 

　台風６号によります伊是名の断水の今後の対応と

しまして、伊是名村には３日分の給水量を貯留でき

る調整池を建設するということで、断水の発生防止

を図ってまいることとしております。伊是名の対応

 状況としては以上となります。

○末松文信委員　これは自家発電設備を設置すると

 いうことは考えていないですか。

○米須修身配水管理課長　離島の供給体制につきま

しては、過去の実績に基づきまして３日分の貯留槽

で対応できるというふうに考えておりまして、同様

に今回台風６号で同じ期間停電がありました、阿嘉

浄水場につきましてはその３日分の貯留槽が既に完

成していたことから、断水には至っておりません。

伊是名についても、今後調整池が完成すれば、同様

な供給体制の確保ができると考えておりますが、ま

た必要に応じてそういった自家発電の設備というの

 も検討してまいりたいと思います。

○末松文信委員　台風６号で申し上げますと、１週

間前後船が出ないというような状況もあって水を運

ぼうにも運べないという状況が発生しますので、可

能であればぜひ自家発電も設置して、どういうとき

でも対応できるようなことにしてほしいわけですけ

 どもいかがですか。３日ではもちませんよ。

○米須修身配水管理課長　３日分の容量ということ

ですけれども、実際の台風時には水の使用量が落ち

ることになりまして、それで実際阿嘉浄水場のほう

も３日容量ということで調整池を建設しておりまし

たが、その３日容量の半分以上を残して断水には至

らなかったという状況になっておりますので、実際

にはその水の使用量の低下に合わせてもっともつこ

 とが期待できるものと考えております。

○末松文信委員　いずれにしても村民生活に影響が

 ないようによろしくお願いいたします。

　次に、工業用水道の件で29ページですけれども、

工業用水についてはいろいろこれまでにも議論して

まいりましたけれども、今資料を見るとそれぞれ確

保されているようでありますので、たくさんは申し

上げません。いわゆる北部地域における工業用水の

 供給というのはどんな状況になっているのか。

○米須修身配水管理課長　令和５年10月１日現在、

北部地域の契約供給量は１日当たり4043立方メート

ル。うち名護西海岸地区が計画給水量4100立方メー

トル、契約給水量2313立方メートルで、契約率は

 56.4％となっております。

○末松文信委員　それで以前にもお尋ねしたんです

けれども、その給水先の水圧が低くて給水に困って

いると、受水に困っているというある企業があって、

その点についてその先端の水圧を上げる方策はない

かということでお話ししたんですが、その後どうな

 りましたでしょうか。

○米須修身配水管理課長　当該施設に対しましては、

令和５年６月末に受水槽の設置工事が施工されてお

ります。工事内容は既設の100立方メートルの受水槽

に対しまして、新設で200立方メートルの受水槽を

１基追加して、合計300立方メートルの受水槽容量を

確保しております。工事の完成後、これまでに受水

 不足の報告は受けておりません。

○末松文信委員　どうもありがとうございました。

そこで企業局長にお尋ねしますけれども、御案内の

ように飲料水、工業用水含めてみんなヤンバルから

送水されている状況について、局長の所見を伺いた

 いと思います。

○松田了企業局長　令和４年度の実績で見ますと、

総取水量、企業局が県内で河川、あるいはそのダム

等から取水した割合の81.2％をいわゆるヤンバルの

地域から取水していて、それを利用しているという

状況にございます。このように工業用水や水道用水

を安定的に供給する上で大変重要な水源という認識
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をしております。ヤンバル地域の方々の日頃からの

企業局への御理解、御協力に対しまして感謝をして

おります。また将来にわたり水の安定供給を図るた

めにヤンバルの水は今後も大変重要な水源であるこ

とから、引き続き御理解と御協力を賜りたいという

 ふうに考えております。

○末松文信委員　ありがとうございます。御案内の

ようにそういう状況でありますので、ヤンバルの皆

さんからすると我々は水だけ送って、あるいは人材

を送って何の見返りがあるのかというようなことが

よく言われる話でありますので、今局長がおっしゃっ

たような理解の下に今後の行政に当たってほしいな

 というふうに思います。

　どうもありがとうございました。以上で終わりま

 す。

○國仲昌二委員長　これで末松文信委員の質疑は終

 了いたしました。

　以上で、土木建築部長、企業局長及び病院事業局

 長等に対する質疑を終結いたします。

 　説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、執行部退席。また、採決の順序

 及び方法について協議）

○國仲昌二委員長　再開します。 

　これより、令和５年第３回議会乙第14号議案令和

４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について及び同乙第15号議案令和４年度沖縄県工業

用水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての

 議決議案２件を一括して採決いたします。

 　お諮りいたします。

　ただいまの議案２件は、可決することに御異議あ

 りませんか。　　　

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

　よって、令和５年第３回議会乙第14号議案及び同

 乙第15号議案の議案２件は可決されました。

　次に、令和５年第３回議会認定第１号から同認定

 第４号までの決算４件を一括して採決いたします。

 　お諮りいたします。

　ただいまの決算４件は、認定することに御異議あ

 りませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

　よって令和５年第３回議会認定第１号から同認定

 第４号までの決算４件は認定されました。

 　次に、お諮りいたします。

　ただいま議決しました議案等に対する委員会審査

報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願

 いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

　以上で、本委員会に付託されました議案等の処理

 は全て終了いたしました。

 　委員の皆さん、大変御苦労さまでございました。

 　これをもって、委員会を散会いたします。    

 

決算特別委員会議案処理一覧表 

議 案 番 号 議 案 名   議 決 の 結 果

令 和 ５ 年   
全 会 一 致

 

第 ４ 回 議 会   
令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 水 道 事 業 会 計 未 処 分 利 益 剰 余 金 の 処  

 

乙第14号議案
 分 に つ い て 可 　 　 決

令 和 ５ 年   
令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 未 処 分 利 益 剰 余  

  

第 ４ 回 議 会  
 金 の 処 分 に つ い て

       〃
乙第15号議案
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決算特別委員会決算処理一覧表 

認 定 番 号 決 算 名   議 決 の 結 果

令 和 ５ 年   
全 会 一 致

 

第 ３ 回 議 会   令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 病 院 事 業 会 計 決 算 の 認 定 に つ い て  
認 　 　 定

 

認 定 第 １ 号

令 和 ５ 年  　    

第 ３ 回 議 会   令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 水 道 事 業 会 計 決 算 の 認 定 に つ い て        〃  

認 定 第 ２ 号   

令 和 ５ 年     

第 ３ 回 議 会   
令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算 の 認 定 に つ  

〃
認 定 第 ３ 号

 い て

  令 和 ５ 年                

  第 ３ 回 議 会   
令 和 ４ 年 度 沖 縄 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 決 算 の 認 定 に つ  

〃  

認 定 第 ４ 号
 い て
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令 和 ５  年 第 ４ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和５年12月12日 (火曜日)  

　開　会　　午後６時41分 

　散　会　　午後６時51分 

　場　所　　第７委員会室 

本委員会に付託された事件 

 　１　認定第１号 令和４年度沖縄県一般会計決算

  の認定について

   ２　認定第２号 令和４年度沖縄県農業改良資金

  特別会計決算の認定について

   ３　認定第３号 令和４年度沖縄県小規模企業者

 等設備導入資金特別会計決算の

  認定について

 　４　認定第４号 令和４年度沖縄県中小企業振興

 資金特別会計決算の認定につい

  て

   ５  認定第５号 令和４年度沖縄県下地島空港特

  別会計決算の認定について

   ６　認定第６号 令和４年度沖縄県母子父子寡婦

 福祉資金特別会計決算の認定に

  ついて

   ７　認定第７号 令和４年度沖縄県所有者不明土

 地管理特別会計決算の認定につ

  いて

 　８　認定第８号 令和４年度沖縄県沿岸漁業改善

 資金特別会計決算の認定につい

  て

   ９  認定第９号 令和４年度沖縄県中央卸売市場

 事業特別会計決算の認定につい

  て

 　10　認定第10号 令和４年度沖縄県林業・木材産

 業改善資金特別会計決算の認定

  について

 　11　認定第11号 令和４年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）臨海部土地造成事業特

  別会計決算の認定について

 　12　認定第12号 令和４年度沖縄県宜野湾港整備

 事業特別会計決算の認定につい

  て

 　13　認定第13号 令和４年度沖縄県国際物流拠点

 産業集積地域那覇地区特別会計

  決算の認定について

   14　認定第14号 令和４年度沖縄県産業振興基金

  特別会計決算の認定について

 　15　認定第15号 令和４年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）整備事業特別会計決算

  の認定について

   16　認定第16号 令和４年度沖縄県中城湾港マリ

 ン・タウン特別会計決算の認定

  について

   17　認定第17号 令和４年度沖縄県駐車場事業特

  別会計決算の認定について

   18　認定第18号 令和４年度沖縄県中城湾港（泡

 瀬地区）臨海部土地造成事業特

  別会計決算の認定について

   19　認定第19号 令和４年度沖縄県公債管理特別

  会計決算の認定について

  20　認定第20号 令和４年度沖縄県国民健康保険

事業特別会計決算の認定につい

て

本日の委員会に付した事件 

 　１　認定第１号 令和４年度沖縄県一般会計決算

  の認定について

   ２　認定第２号 令和４年度沖縄県農業改良資金

  特別会計決算の認定について

 　３　認定第３号 令和４年度沖縄県小規模企業者

 等設備導入資金特別会計決算の

  認定について

 　４　認定第４号 令和４年度沖縄県中小企業振興

 資金特別会計決算の認定につい

  て

   ５  認定第５号 令和４年度沖縄県下地島空港特

  別会計決算の認定について

   ６　認定第６号 令和４年度沖縄県母子父子寡婦

 福祉資金特別会計決算の認定に

  ついて

   ７　認定第７号 令和４年度沖縄県所有者不明土

 地管理特別会計決算の認定につ

  いて

 　８　認定第８号 令和４年度沖縄県沿岸漁業改善

                                                                                     

決算特別委員会記録（第１号）
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 資金特別会計決算の認定につい

  て

   ９  認定第９号 令和４年度沖縄県中央卸売市場

 事業特別会計決算の認定につい

  て

 　10　認定第10号 令和４年度沖縄県林業・木材産

 業改善資金特別会計決算の認定

  について

 　11　認定第11号 令和４年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）臨海部土地造成事業特

  別会計決算の認定について

 　12　認定第12号 令和４年度沖縄県宜野湾港整備

 事業特別会計決算の認定につい

  て

 　13　認定第13号 令和４年度沖縄県国際物流拠点

 産業集積地域那覇地区特別会計

  決算の認定について

   14　認定第14号 令和４年度沖縄県産業振興基金

  特別会計決算の認定について

 　15　認定第15号 令和４年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）整備事業特別会計決算

  の認定について

   16　認定第16号 令和４年度沖縄県中城湾港マリ

 ン・タウン特別会計決算の認定

  について

 　17　認定第17号 令和４年度沖縄県駐車場事業特

  別会計決算の認定について

   18　認定第18号 令和４年度沖縄県中城湾港（泡

 瀬地区）臨海部土地造成事業特

  別会計決算の認定について

   19　認定第19号 令和４年度沖縄県公債管理特別

  会計決算の認定について

  20　認定第20号 令和４年度沖縄県国民健康保険

事業特別会計決算の認定につい

て

21　閉会中継続審査について 

22　決算特別委員会運営要領について 

出席委員 

　委 員 長　國　仲　昌　二 

　副委員長　大　城　憲　幸 

　委　　員　島　尻　忠　明　　新　垣　　　新 

　　　　　　下　地　康　教　　仲　村　家　治 

　　　　　　又　吉　清　義　　末　松　文　信 

　　　　　　玉　城　健一郎　　山　里　将　雄 

　　　　　　当　山　勝　利　　次呂久　成　崇 

　　　　　　平　良　昭　一　　瀬　長　美佐雄 

　　　　　　玉　城　武　光　　西　銘　純　恵 

　　　　　　金　城　　　勉　 

欠席委員 

　　　　　　なし 

 3ii4

○國仲昌二委員長　ただいまから、決算特別委員会

を開会いたします。 

　去る、11月28日の本会議において、令和５年第３回

議会に設置されました本委員会を継続すること、及

び今定例会に提出された決算20件を本委員会におい

て審査を行うことがそれぞれ決定されましたので御

報告いたします。 

　また、会派の異動等に伴い、委員席につきまして

は、ただいま御着席のとおりといたしますので、御

 了承をお願いします。

　初めに、認定第１号から認定第20号までの決算20件

 を一括して議題といたします。

　ただいま議題となりました決算20件については、

閉会中に審査することとし、議長に対して、閉会中

継続審査の申出をしたいと思いますが、これに御異

 議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

 3ii4

○國仲昌二委員長　次に、決算特別委員会運営要領

 について、御協議をお願いいたします。

　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、事務局から決算特別委員会運営

要領案の概要説明後に協議を行い、案のと

おり決することで意見の一致を見た。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　決算特別委員会運営要領については、休憩中に御

協議いたしましたとおり、決することに御異議あり

 ませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

 　次に、お諮りいたします。

　ただいま決定されました決算特別委員会運営要領

に基づく、各常任委員会への閉会中調査の依頼につ

きましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、

 これに御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○國仲昌二委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

 　以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

　次回は、令和６年１月10日水曜日午前10時から委

 員会を開きます。

 　委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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一般会計及び特別会計決算 

 

決算特別委員会運営要領 

 

　この要領は、「決算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対する調査依頼につい

て）」（令和４年10月７日議会運営委員会決定）に定めるもののほか、決算特別委員会（以下

「委員会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めることにより、委員会の円滑な運営に

資するものとする。 

 

１　決算特別委員会の開催場所 

　　第７委員会室で行うものとする。 

 

２　委員席の配置 

　　別紙１のとおりとする。 

 

３　審査日程　 

　　別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、委員会に諮り変更

することができる。 

 

４　各常任委員会に対する調査依頼  

 (1)  決算特別委員長(以下「委員長」という。）は、様式１により各常任委員長に閉会中調

査を依頼するものとする。 

 (2)  各常任委員長は、上記の閉会中調査終了後に様式２により決算調査報告書（以下「調

査報告書」という。）を委員長に提出するものとする。 

 (3)　決算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対する調査依頼について）

４（４）に係る決算特別委員への調査報告書の配付については、タブレットに格納する

ものとする。 

 

５　説明員 

　　決算の概要説明は、会計管理者が行い、決算審査意見の概要説明は代表監査委員が行うも

のとする。 

 

６　決算及び決算審査意見の概要説明に対する質疑 

 (1)  質疑の時間は、委員１人10分とする。 

 (2)  各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場

合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲渡をされる委員について報告

するものとする。また、譲渡をする委員は譲渡をされた委員が質疑をする間は着席しなけ

ればならないものとする。 

 (3)  質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。 

 (4)　質疑時間の終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知

する。 



－92－

                                                                                     

 (5)  質疑は一問一答方式により、自席に着席したままで行うものとする。 

 (6)  質疑の順序は多数会派順とする。 

 

７　総括質疑 

 (1)  総括質疑の項目、方法、時間及び順序等は、委員会に諮って決定するものとする。 

 (2)  総括質疑の通告締切日時は、決算特別委員会において総括質疑を行う日の前日（県の休

日を除く。）の正午とし、様式３により政務調査課に提出するものとする。 

 

８　理事会 

 (1)  理事会は、委員長、副委員長及び理事３人をもって構成する。 

 (2)  理事は、委員会に諮って指名する。 

 (3)  理事は、委員会の円滑な運営について委員長及び副委員長に協力し、委員間の連絡調整

に当たる。 

 (4)　理事会は、総括質疑の項目、方法、時間及び順序等のほか、委員会運営の円滑化及び

効率化のために必要な事項等について協議を行うものとする。 

 

　雑　則 

　　以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定め

る。 
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一般会計及び特別会計決算 

別紙１ 

委 員 席 の 配 置 

                                                                                              

     

    

        

     

    

        

     

    

        

 
議　会　事　務　局

    

    

        

 （録音・計時） 補　助     

 議　会　事　務　局 答弁席        

                                                                          

 議 会                                                                          

 事務局   
説
 

明
 

員
 

席
      

     

 國 仲 昌 二                                                                          

 委 員 長                                                                          

                                                                         

 
山里将雄委員 玉城健一郎委員 下地康教委員 新垣　新委員 島尻忠明委員

 

                                                                                              

 
平良昭一委員 次呂久成崇委員 当山勝利委員 末松文信委員 又吉清義委員 仲村家治委員

 

                                                                                              

 
西銘純恵委員 玉城武光委員 瀬長美佐雄委員 金城　勉委員 大城憲幸委員
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一般会計及び特別会計決算審査 

別紙２ 
 

決算特別委員会審査日程 
 

 

  年 　 月　 日  曜  日 　 時 　 間 事 　 　 　 　 　 　 　 　 項 関 係 室部 局等

 
 令 和 ５ 年  火  本  会  議  決算特別委員会   
 1 2 月 1 2 日   及  び  各  ○ 閉 会中 継続 審 査の 件  

   委  員  会  ○ 委 員会 運営 要 領の 件 

   終  了  後 ○ 各 常任 委員 会 に対 する 調 査依 頼 の件

 
 令 和 ６ 年  水  午前 10時 決算特別委員会    会 計 管 理 者 

 １ 月 1 0 日   ○ 概 要説 明 
　

代 表 監 査 委 員 

     ・ 令 和 ４年度 一般 会 計及 び特 別 会計 決算   

    ・ 令 和 ４ 年 度 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 決 算 に 対 す  

  る審 査 意見  
 ○会計管理者及び代表監査委員に対する 質疑

 
 
 １ 月 1 1 日 木 午前 10時 各常任委員会   

 
関 係 室 部 局  

 ○ 所 管事 務に 係 る決 算 事項 の調 査
 
 １ 月 1 2 日 金  午前 10時 各常任委員会   

 
関 係 室 部 局 

  　   ○ 所 管事 務に 係 る決 算 事項 の調 査

 

 ○ 決 算調 査報 告 書記 載内 容 等に つい ての 協 議
 
 

 １ 月 1 5 日 月 　決算調査報告書整理日

 

 １ 月 1 6 日 火 　決算特別委員への決算調査報告書の配付 　  

   （正午）
 

 １ 月 1 7 日 水 午前 10時 決算特別委員会  　  

 ○総括質疑の方法等についての協議

 
 １ 月 1 8 日 木 　総括質疑通告締め切り 

   （正午）

 

 １ 月 1 9 日 金  午前 10時 決算特別委員会  　 知 事 等 

 ○総括質疑  
 
関 係 室 部 局

○採決 

･令和４年度一般会計及び特別会計決算
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 （令和４年10月７日議会運営委員会決定）

 

決算議案の審査等に関する基本的事項 

（常任委員会に対する調査依頼について） 

 

　決算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目的とし、各常任

委員会において決算特別委員会から調査依頼を受け、専門的な立場から所管事務に係る決算

事項を調査する方式としたところである。こうした決算議案の審査・調査に当たっては、下

記の基本的事項を定めることにより、決算特別委員会及び各常任委員会の円滑な運営に資す

るものとする。 

 

記 

 

１　審査日程について 

    決算議案の審査日程はおおむね別紙２のとおりとし、具体的な決算特別委員会の審査日

  程は同委員会において決定するものとする。 

 

２　調査依頼事項について 

（１）各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に規定する所管

    事務に係る決算事項とする。 

（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。 

 

３　各常任委員会における調査について 

（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。 

（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その

    場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間及び譲渡をされる委員につ

    いて報告するものとする。また、譲渡する委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席

    しなければならない。 

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。 

（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知

    する。 

（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派から質疑を行

    い、第１多数会派は最後に行うものとする。 

（６）監査委員である議員は調査には加わらないものとする。 

（７）各常任委員会での採決は行わないものとする。 

 

４　決算調査報告書の作成及び配付について 

（１）決算調査報告書（以下「調査報告書」という。）は、各常任委員会での協議に基づき

　　各常任委員長が作成するものとする。この場合、各常任委員会での協議を省略して調査

    報告書の作成を各常任委員長に一任することができるものとする。 

（２）調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における審査概要、決算特別委員会にお
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    いて知事等に対して改めて質疑が必要とされる事項（以下「総括質疑」という。）及び

　その他委員から特に申出のあった事項とする。 

（３）総括質疑について 

　　ア　各常任委員会における質疑において、総括質疑を提起しようとする委員は、その該

      当事項を総括質疑とする旨を発言するものとする。 

　　イ　各常任委員会における質疑終了後、総括質疑を提起しようとする委員がその理由等

      を説明した後、決算特別委員会における総括質疑についての意見交換や当該事項の整

      理を行った上で、決算特別委員会に報告するものとする。 

  　ウ  各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、総括質疑として報告

      することについて反対の意見が述べられた場合には、決算特別委員会に報告する際に

      その意見も併せて報告するものとする。 

（４）調査報告書は、決算特別委員会において総括質疑の方法等を協議する日の正午までに

    決算特別委員に配付するものとする。 

（５）調査報告書の様式は別に定めるものとする。 

 

５　総括質疑について 

（１）審査の最終日に知事等の出席を求め、本県における１会計年度の締めくくりとなる決

    算について、大局的な観点から総括質疑を行うものとする。 

（２）限られた時間の中で県民にとって有益な議論となるよう、質疑項目の絞り込みを行う

    ものとする。 

（３）総括質疑の時間は、２時間（午前中）をめどに終了するものとする。 

（４）質疑を行う委員は、あらかじめ文書によりその内容を通告するものとする。 

 

６  質疑の時間及び方法等について 

　　決算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は当該委員会において決

　定するものとする。 

 

７　理事会について 

　　決算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整、協議等を行うため同委員会に理事会を

　設置するものとする。 
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（別紙２） 

決算議案の審査日程 

                                                              

年月日 委員会 時間 事項 関係室部局等

   ○委員長及び副委員長の互選  

９月定例  本会議 ○閉会中継続審査の件  

会期中 決算特別 及び各 ○委員会運営要領の件  

　(１日目) 委員会 委員会 ○理事の選任  

  終了後 ○各常任委員会に対する調査依頼の件  

   ○□□□年度一般会計及び特別会計決算の 会計管理者 

   概要説明 関係室部局 

以降 決算特別  ○□□□年度企業会計決算の概要説明 代表監査委員 

　 閉会中 委員会 10時 ○決算審査意見概要説明  

　(２日目)   ○会計管理者及び代表監査委員に対する質  

   疑  

(３日目) 各常任 10時 ○所管事務に係る決算事項の調査 関係室部局 

委員会

 各常任 10時 ○所管事務に係る決算事項の調査 関係室部局 

　(４日目) 委員会  ○決算調査報告書記載内容等についての協  

議

(５日目) ○決算調査報告書整理日

(６日目) ○決算調査報告書整理日

    報告書配付 

　(７日目) 決算特別 午後 ○決算特別委員への決算調査報告書の配付 （正午） 

　 委員会  ○総括質疑の方法等についての協議  

    質疑通告締切 

　(８日目)   ○総括質疑通告書の提出 （正午） 

 決算特別 10時 ○総括質疑 関係室部局等 

　(９日目) 委員会 ○採決
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。 

 

　　委　員　長　　國　仲　昌　二 
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令 和 ５ 年 第 ４ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

       閉 会 中 継 続 審 査 

開会の日時、場所 

 　年月日　　令和６年１月10日 (水曜日) 

 　開　会　　午前10時３分

 　散　会　　午後４時29分

 　場　所　　第７委員会室

本日の委員会に付した事件 

 　１　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県一般会計決算

        第４回議会 の認定について

        認定第１号

   ２　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県農業改良資金

        第４回議会 特別会計決算の認定について

        認定第２号

 　３　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県小規模企業者

 　　  第４回議会 等設備導入資金特別会計決算の

  　　  認定第３号 認定について

 　４  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中小企業振興

 　    第４回議会 資金特別会計決算の認定につい

  　    認定第４号 て

 　５  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県下地島空港特

  　    第４回議会 別会計決算の認定について

  　    認定第５号

 　６  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県母子父子寡婦

 　    第４回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

  　    認定第６号 ついて

 　７  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県所有者不明土

 　    第４回議会 地管理特別会計決算の認定につ

  　    認定第７号 いて

 　８  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県沿岸漁業改善

 　    第４回議会 資金特別会計決算の認定につい

  　    認定第８号 て

 　９  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中央卸売市場

 　    第４回議会 事業特別会計決算の認定につい

 　　　認定第９号 て

 　10　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県林業・木材産

 　    第４回議会 業改善資金特別会計決算の認定

  　    認定第10号 について

 　11　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中城湾港（新

 　    第４回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

  　    認定第11号 別会計決算の認定について

 　12　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県宜野湾港整備

       第４回議会 事業特別会計決算の認定につい

        認定第12号 て

   13　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県国際物流拠点

       第４回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

        認定第13号 決算の認定について

 　14　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県産業振興基金

  　　  第４回議会 特別会計決算の認定について

  　　  認定第14号

 　15  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中城湾港（新

 　    第４回議会 港地区）整備事業特別会計決算

  　    認定第15号 の認定について

 　16  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中城湾港マリ

 　    第４回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

  　    認定第16号 について

 　17  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県駐車場事業特

  　    第４回議会 別会計決算の認定について

  　    認定第17号

 　18  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中城湾港（泡

 　    第４回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

  　    認定第18号 別会計決算の認定について

 　19  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県公債管理特別

  　    第４回議会 会計決算の認定について

  　    認定第19号

 　20  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県国民健康保険

 　    第４回議会 事業特別会計決算の認定につい

　　　認定第20号 て

出席委員 

 委 員 長　國　仲　昌　二

 副委員長　大　城　憲　幸

 委　　員　島　尻　忠　明　　新　垣　　　新

 　　　　　　下　地　康　教　　仲　村　家　治

 　　　　　　又　吉　清　義　　末　松　文　信

 　　　　　　玉　城　健一郎　　山　里　将　雄

 　　　　　　当　山　勝　利　　次呂久　成　崇

 　　　　　　平　良　昭　一　　瀬　長　美佐雄

 　　　　　　玉　城　武　光　　西　銘　純　恵

 　　　　　　金　城　　　勉

決算特別委員会記録（第１号） 
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欠席委員 

　　　　　　なし 

説明した者の職・氏名 

 　会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子

 　代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均

 3ii4

○國仲昌二委員長　ただいまから、決算特別委員会

を開会いたします。 

　本日の説明員として、会計管理者及び代表監査委

員の出席を求めております。 

　令和５年第４回議会認定第１号から同認定第20号

までの決算20件を一括して議題といたします。 

　それでは、審査日程に従い、会計管理者から決算

の概要説明並びに代表監査委員から決算審査意見の

概要説明を聴取した後、会計管理者及び代表監査委

員に対する質疑を行います。 

　まず初めに、会計管理者から令和５年第４回議会

認定第１号から同認定第20号までの決算20件につい

て概要説明を求めます。 

　名渡山晶子会計管理者。 

○名渡山晶子会計管理者　おはようございます。 

　ただいま議題となっております認定第１号から第

20号までの令和４年度沖縄県一般会計決算及び特別

 会計決算について、その概要を御説明いたします。

　令和４年度沖縄県歳入歳出決算書につきましては、

ページ数が多いことから、説明資料として決算書の

抜粋を作成しておりますので、そちらを用いまして

 説明させていただきます。

　また、参考資料として令和４年度歳入歳出決算の

概要も掲載しておりますので、適宜、御参照くださ

 い。

　それでは、ただいまスマートディスカッションで

表示しました令和４年度一般会計・特別会計歳入歳

 出決算書（抜粋）を御覧ください。

 　資料のページは右端に付しております。

 　初めに、２ページを御覧ください。

　２ページは、一般会計の歳入歳出決算事項別明細

 書の歳入の総括表となっております。

　表側は、款別に１の県税から16の市町村たばこ税

県交付金まで、表頭は左から右に、予算現額、調定

額、収入済額、不納欠損額、収入未済額となってお

 ります。

　それでは、一番下の行の歳入合計欄で御説明いた

 します。

　予算現額の計欄は１兆633億8641万912円に対し、

その２つ右、収入済額は9590億4877万8340円となっ

ております。予算現額に対する収入済額の割合は

 90.2％となっております。

　不納欠損額は２億4025万8954円となっております。

その主なものを款別に申し上げますと、１の県税が

１億720万1739円、14の諸収入が8881万1858円となっ

 ております。

　収入未済額は34億7467万9490円となっており、そ

の主なものは、１の県税が21億9431万6638円、14の

 諸収入が７億3739万2968円となっております。

 　３ページを御覧ください。

　歳入歳出決算事項別明細書、歳出の総括表であり

 ます。

　表側は、款別に１の議会費から14の予備費まで、

表頭は左から右に、予算現額、支出済額、翌年度繰

 越額、不用額となっております。

　それでは、一番下の行の歳出合計欄で御説明いた

 します。

　予算現額の計欄は１兆633億8641万912円に対し、

支出済額は9414億171万4999円となっております。予

算現額に対する支出済額の割合は、88.5％となって

 おります。

　翌年度繰越額は、繰越明許費が829億178万9274円、

 事故繰越が23億5365万8038円となっております。

　繰越明許費の主なものは、８の土木費が297億

9269万7529円、６の農林水産業費が177億362万1679円

となっており、事故繰越の主なものは、８の土木費

が10億350万4888円、６の農林水産業費が９億6699万

 7060円となっております。

　不用額は367億2924万8601円となっております。そ

の主なものは、４の衛生費が134億6773万7007円、７の

 商工費が58億9183万8014円となっております。

　次に、実質収支について御説明いたします。４ペー

 ジを御覧ください。

　一般会計の実質収支に関する調書で、単位は千円

 で表示しております。

　歳入総額9590億4877万8000円に対し、歳出総額

 9414億171万5000円となっております。

　歳入歳出差引額、いわゆる形式収支額は176億

4706万3000円、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越

すべき財源120億2955万7000円を差し引いた実質収支

 額は、56億1750万7000円となります。

　次に、農業改良資金特別会計などの19の特別会計

 について、御説明いたします。

 　それでは、６ページを御覧ください。

　19の特別会計の歳入歳出決算事項別明細書の歳入
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 の総括表となっております。

　表側は、会計別に１の農業改良資金特別会計から

19の国民健康保険事業特別会計までとなっておりま

 す。

　特別会計の歳入については、歳入合計欄で御説明

 いたします。７ページを御覧ください。

　予算現額の計欄は2491億5960万1000円に対し、収

入済額は2543億8113万9672円となっており、予算現

額に対する収入済額の割合は102.1％となっておりま

 す。

　不納欠損額は２億7085万2357円となっており、収

 入未済額は28億469万6128円となっております。

 　８ページを御覧ください。

　特別会計の歳入歳出決算事項別明細書の歳出の総

 括表となっております。

　歳出合計欄で御説明いたします。９ページを御覧

 ください。

　予算現額の計欄は2491億5960万1000円に対し、支

出済額は2479億3732万6894円となっており、予算現

額に対する支出済額の割合は99.5％となっておりま

 す。

　翌年度繰越額は、繰越明許費が４億6123万5100円

となっており、不用額は７億6103万9006円となって

 おります。

　以上で、令和５年第４回沖縄県議会認定第１号か

ら第20号まで、令和４年度沖縄県一般会計決算及び

 特別会計決算の概要説明を終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○國仲昌二委員長　会計管理者の説明は終わりまし

た。 

　次に、代表監査委員から同決算に対する審査意見

の概要説明を求めます。 

　安慶名均代表監査委員。 

○安慶名均代表監査委員　皆さんおはようございま

す。 

　それでは、審査意見書の概要を御説明いたします。 

　ただいま表示しました令和４年度沖縄県歳入歳出

 決算審査意見書の１ページを御覧ください。

 　第１、審査の概要について、御説明いたします。

　令和４年度の沖縄県歳入歳出決算につきましては、

地方自治法第233条第２項の規定により、知事から、

 令和５年10月５日付で審査に付されました。

　監査委員は同決算書及び関係書類について、沖縄

県監査委員監査基準に準拠して審査を行い、11月21日

 に知事へ審査意見書を提出いたしました。

　審査の対象となった会計は、一般会計及び19の特

別会計であります。審査に当たっては、決算の計数

は正確であるか。予算の執行は法令に適合して行わ

れているか。財政運営は合理的かつ健全に行われて

いるか。財産の取得、管理及び処分は適正に行われ

ているか等の諸点に主眼をおき、決算書と関係諸帳

簿及び証拠書類等との照合などを行い、審査を実施

 しました。

　次に、第２審査の結果及び意見について、御説明

 いたします。

 　まず１、審査結果であります。

　令和４年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決

算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関す

る調書及び財産に関する調書の計数を、それぞれ関

係諸帳簿及び証拠書類と照合し審査した限りにおい

 て、いずれも正確であると認められました。

　一方、収入、支出及び契約に関する事務並びに財

産の取得、管理及び処分等については、一部に是正

 又は改善を要する事項がありました。

　また、２つの特別会計において歳入が歳出に不足

する事態が生じ、出納整理期間経過後に繰上充用を

行う不適正な財政運営がありました。これらを除い

ては、おおむね適正に処理されていると認められま

 した。

 　次に２、審査意見であります。

　歳入歳出決算の状況につきましては、会計管理者

から説明がありましたので、私からの説明は省略い

 たします。

 　２ページの中段を御覧ください。

　令和４年度の一般会計及び特別会計は、予算に計

上された各般の事務事業についてはおおむね適正に

執行されていました。しかし、一部に不適正な財政

運営及び財務事務において是正又は改善を要する事

項がありました。今後の行財政運営等に当たっては、

次の５点に留意し、適切な措置を講ずるよう要望し

 ております。

 　１点目は、行財政運営についてであります。

　令和４年度決算の状況を普通会計ベースでみます

と、歳入決算の財源別構成比では、自主財源が諸収

入、地方税、繰入金等の増により、前年度に比べ262 

億4800万円、8.6％増加したほか、依存財源が国庫支

出金、地方債等の減により、前年度に比べ1429億

9000万円、19.2％の大幅な減少となったため、歳入

全体に占める自主財源の割合は、前年度を6.5ポイン

 ト上回る35.6％となっております。

 　３ページの５行目を御覧ください。

　財政調整基金など主要３基金の令和４年度末残高
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は約1103億円となり、前年度と比較して約356億円、

 47.7％増加しております。

　しかしながら、財政基盤の強さを示す財政力指数

や自主財源の割合は、九州平均や全国平均を下回っ

ており、依然として、地方交付税や国庫支出金等に

 大きく依存した脆弱な財政構造となっております。

　今後とも、高齢化の進行等に伴い社会保障関係費

等の義務的経費や、県有施設の老朽化及び防災・減

災対策等の投資的経費の増加が見込まれることから、

引き続き経費節減や効率的・効果的な事業執行に努

めるとともに、産業振興による安定的な税源の涵養

等、歳入確保に向けた不断の取組が必要であると考

 えております。

　このような中、新型コロナウイルス感染症につい

ては、令和５年５月８日に５類感染症に移行された

ことに伴い、関連する国の交付金や支援策が段階的

に縮小、廃止されることが見込まれますが、継続的

な感染防止対策や同感染症の影響に応じた支援策な

ど、今後もコロナ関連の取組が求められます。また、

コロナ禍で明らかになった課題への対応や新たに導

入した取組の定着を図ることなど、ウイズコロナ・

ポストコロナの行政課題への対応も求められており、

これらに必要な財源の確保が新たな課題となります。 

　今後とも、多様な県民ニーズに迅速かつ的確に対

応し、県民福祉を増進するため、行政運営のより一

層の質の向上を図ることができるよう、令和５年３月

に策定した新沖縄県行政運営プログラムの取組を着

実に推進し、行財政運営の健全化・効率化を図って

 いただくよう要望しております。

　２点目は、収入未済額の縮減及び不納欠損処理に

 ついてであります。

　令和４年度の収入未済額は、一般会計と特別会計

の合計で62億7937万5618円となっており、前年度に

 比べ１億4987万6722円、2.4％増加しております。

　そのうち、県税の収入未済額は、新型コロナ関連

の協力金により課税対象者が増加したことで、調定

額、収入未済額ともに増加したことによる個人県民

税の増、ウクライナ情勢、円安に伴う仕入れコスト

の上昇、物価上昇の影響などでの業績不振等による

法人事業税の増等により、前年度に比べ４億3747万

 270円、24.9％増加しております。

　収入未済額については、縮減に向けた対策が進め

られておりますが、依然として多額であるため、住

民負担の公平性と歳入確保の観点から、その縮減を

 図ることは重要な課題であります。

　今後とも、新たな収入未済の発生防止と効率的で

実効性のある徴収を図るため、契約などの債権発生

時に滞納に備えた方策を取ることや、滞納初期の状

況把握等による納付・償還指導、福祉制度の活用な

ど、関係機関と連携し、債権の特性と債務者の実情

に即した様々な取組を一層効果的に進めるよう要望

 しております。

 　４ページを御覧ください。

　次に、令和４年度の不納欠損額は、一般会計と特

別会計の合計で５億1111万1311円となっており、前

年度に比べ２億7722万3912円、118.5％増加しており

 ます。

　債権の管理については、債権を放置したまま時効

を迎えることのないよう、個々の債務者の実態把握

に努めるとともに、督促、差押え及び債務の承認等

関係法令に基づく措置を的確に講ずるなど適切に対

処する必要があります。やむなく不納欠損として整

理するものについては、標準マニュアル等に基づき

事務手続を進め、適切な債権管理に努めるよう要望

 しております。

 　３点目は、事業執行についてであります。

　一般会計の予算の執行率は88.5％で、前年度と同

 率となっております。

　また、特別会計の予算の執行率は99.5％で、前年

 度に比べ0.1ポイント上昇しております。

　翌年度繰越額は、一般会計と特別会計の合計で

857億1668万2412円となっており、前年度に比べ134億

 3407万3500円、13.5％減少しております。

　不用額は、一般会計と特別会計の合計で374億

9028万7607円となっており、前年度に比べ22億8212万

 5520円、5.7％減少しております。

　令和４年度においても、新型コロナウイルス感染

症の感染動向により、事業の執行に影響を受けたも

のや、同感染症の回復局面において、世界的な資材

の調達難や価格高騰等により事業の執行に影響を受

けたものがありました。今後も、同感染症の感染動

向や、資材調達の動向等に留意しつつ、事業の執行

に当たっては、事業効果が早期に発現されるよう工

事等の早期発注、執行管理の徹底、関係機関との十

分な調整などにより執行率を向上させ、繰越額、不

 用額の圧縮に努めるよう要望しております。

　４点目は、財務に関する事務についてであります。 

　財務に関する事務については、定期監査において、

主に、収入、支出及び契約、財産や備品の管理等の

基本的な事務処理などで、財務規則等に定められた

 手続によらない不適正なものが見られました。

　４ページの最後の行から５ページを御覧ください。 
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　特に、令和４年度においては、議会の議決を必要

とする物品購入及び債権放棄について議会の議決を

経ずに行っていた事案、２つの特別会計で歳入が歳

出に不足していた事案、建設工事等の設計積算にお

いて積算額を過大に算出していた事案、県の施設を

長期間無許可で使用していた者に対し使用料相当額

の損害賠償金の請求を怠っていた事案など、県行政

への県民の信頼を損ね、県の財政運営に影響を与え

 かねない事案が発生しております。

　これらの事案については、発生要因の検証を行い、

その結果を全庁で共有するとともに、進捗管理の徹

底、事務処理のチェック体制の見直し、財務に関す

る研修の強化など、実効性のある再発防止策を講ず

るとともに、不適切な事務処理が発生した場合は、

 速やかに是正に努めるよう意見しております。

　今後とも、最少の経費で最大の効果を上げるとい

う行財政運営の基本原則にのっとり、様々な取組を

通して、より一層確かな事業管理及び適切な事務処

 理に努めるよう要望しております。

 　５点目は、特別会計の決算についてであります。

　令和４年度決算において、宜野湾港整備事業特別

会計が54万4096円、中城湾港（新港地区）整備事業

特別会計が64万4574円、それぞれ歳入が歳出に不足

 する事態、いわゆる赤字となっております。

 　下段を御覧ください。

　本件において、収支実績の確認が不十分であった

ため歳入が歳出に不足する事態が生じたこと、地方

自治法の要求する期間内に繰上充用を行わなかった

こと、善後措置の検討に時間を要したことは、不適

正な財政運営と強く指摘されるものであり、重く受

 け止めるよう意見しております。

　今後、特別会計の収支の管理に当たっては、年度

中は、歳入・歳出の実績を踏まえ収支を見通し、年

度末は、精度の高い決算見込みに基づき必要な収支

の調整を行い、歳入が歳出に不足することがないよ

う適正に管理を行うとともに、出納整理期間中にお

いては、年度を通じた収支実績の確認作業を十分に

行い、早い段階で歳入歳出を確定するなど適切に対

 応するよう要望しております。

　また、再発防止策として、決算作業のチェックシー

トの作成・運用、一連の作業のダブルチェック及び

管理監督者の進捗管理と最終確認を行うこととして

おりますが、これらの対策を形骸化させることなく、

 継続的に実施するよう要望しております。

 　以上が、審査意見であります。

　なお、６ページ以降は、令和４年度沖縄県歳入歳

出決算書等に基づいた決算の概要を記載しておりま

 すので、御参照ください。

　以上で、沖縄県歳入歳出決算審査意見書の概要説

 明を終わります。

○國仲昌二委員長　代表監査委員の説明は終わりま

した。 

　以上で、令和５年第４回議会認定第１号から同認

定第20号までの決算の概要説明及び同審査意見の概

要説明は終わりました。 

　これより会計管理者及び代表監査委員に対する質

疑を行います。 

　なお、本日の質疑につきましては、決算特別委員

会運営要領に従って行うことにいたします。 

　本日の委員会は、決算議案の概要及び決算審査意

見書の概要を聴取し、大局的な観点から、決算の全

体的な状況などについて審査することにしておりま

す。 

　なお、決算議案に係る各部局ごとの詳細な審査に

ついては、本特別委員会の依頼により所管の常任委

員会において調査することになっております。 

　なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ述べた上で該当するペー

ジを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたし

ます。 

　また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長

の許可を得てから行い、重複することがないよう簡

潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運

営が図られるよう御協力をお願いいたします。 

　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、質疑時間の譲渡等の確認） 

○國仲昌二委員長  再開いたします。 

　島尻忠明委員から質疑時間の全てを又吉清義委員

に譲渡したいとの申出がありましたので御報告いた

 します。

　新垣新委員から質疑時間の５分を又吉清義委員に

譲渡したいとの申出がありましたので御報告いたし

 ます。

　下地康教委員から質疑時間の５分を又吉清義委員

に譲渡したいとの申出がありましたので御報告いた

します。 

　玉城武光委員から質疑時間の５分を西銘純恵委員

に譲渡したいとの申出がありましたので御報告いた

します。 

　なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は着席する必要がありますので、
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御承知おき願います。 

　それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。 

 　新垣新委員。

○新垣新委員  それでは質疑を行います。この説明

資料の令和４年度一般会計・特別会計歳入歳出決算

書（抜粋）から質疑をさせていただきます。 

　４ページ。 

　収入総額、歳出総額が約9500億円になったという

ことで、そこで伺います。一番大事なポイントなん

ですけれども、この令和４年度の県民１人当たりの

借金はどのくらい背負っているのか伺います。 

○名渡山晶子会計管理者　御質問の件は県民１人当

たりの県債、公債費ということでお答えいたします

と、令和４年度は４万6000円ということで、令和３年

度と比較すると約2000円増加をしているというとこ

ろでございます。 

○新垣新委員　まず伺います。沖縄県の借金、公債

費、全体で幾らですか。 

○名渡山晶子会計管理者　普通会計における県債残

高ということでお答えいたしますと、令和４年度

5646億8627万円ということで、令和３年度と比較し

て、336億3000万円の減ということになっております。 

○新垣新委員　単純に県民の人口で割って、生まれ

た子供まで割って、どのくらいの額になりますか。 

○名渡山晶子会計管理者　県民１人当たりの県債残

高は38万5000円というところで、昨年度より２万

3000円の減ということになっております。 

○新垣新委員　全国の都道府県と比べて、沖縄県の

１人当たりの背負っているこの借金というのはどの

くらいの位置にいますか。 

○名渡山晶子会計管理者　申し訳ございません、

ちょっと順位を把握していないのですけれども、金

額で申し上げますと全国平均が、令和３年度ですけ

れども86万4000円ということで、本県はかなり低い

水準にあるというところでございます。 

○新垣新委員　分かりました。 

　続きまして基金のほうを伺いたいと思います。 

安慶名均代表監査委員、先ほどの御説明ありがとう

ございました。 

　主要３基金、令和３年度は幾らだったのか。そし

て令和４年現在はどのくらいなのか、対比をお聞か

せください。 

○安慶名均代表監査委員　財政調整基金、減債基金、

県有施設整備基金、これを主要３基金と呼んでおり

ますけども、令和３年度末が747億円、令和４年度末

残高が1103億円。356億円の増ということになってお

ります。 

○國仲昌二委員長  休憩いたします。 

　　　（休憩中に、新垣委員から各基金について答

弁するよう指摘があった。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　安慶名均代表監査委員。 

○安慶名均代表監査委員　財政調整基金からお答え

いたします。財政調整基金は、令和３年度が211億円、

令和４年度が466億円。減債基金は、令和３年度が

291億円、令和４年度が406億円。県有施設整備基金

が令和３年度244億円、令和４年度231億円。これを

合計しますと、令和３年度が747億円、令和４年度が

1103億円でございます。 

○新垣新委員　約360億円近く上がっているという形

で、理解をいたしました。ため込むだけで使わなかっ

たという形で結果になったと確認しますが、それで

よろしいですか。 

○安慶名均代表監査委員　財政調整基金と減債基金

の２つの基金の合計の数字でありますけれども、合

計しますと残高が872億円になります。全国平均が

816億円ということですので、全国平均と同水準の残

高ということになります。本県と同様に、全国的に

も、令和３年度より令和４年度は、残高が増えてい

るという状況でございます。 

○國仲昌二委員長  休憩いたします。 

　　　（休憩中に、新垣委員から事業をしなかった

ということかとの確認があった。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

 　安慶名均代表監査委員。

○安慶名均代表監査委員　監査委員からこれが事業

をやらなかった結果だということはちょっとお答え

はできないところでありますけれども、その残高の

内容を見ますと、例えば財政調整基金ですと、５月

末の出納整理後の数字、若干移動がありますけれど

も、424億円あります。この内容を見ますと、令和３年

度の普通交付税の税収の上振れ分ということで、令

和５年、６年に精算が必要な分で74億円。それから、

令和４年度普通交付税の税収上振れ分で、令和５年

から７年の３か年分の精算分が21億円。これが積み

上がっている内容に入ってございます。それから、

当初予算編成時の収支不足の対応分として、取崩し

見込みが75億円入っているということと、例年の補

正財源としての備えとして、おおよそ197億円という

ようなところで、残高は大きくはなっておりますけ

れども、その中には将来の精算分等も多く含まれて
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いるという状況でございます。 

○新垣新委員　次の質問に移ります。 

　不適切な事務処理。令和３年は幾らだったのか、

令和４年はどのくらいあったのか金額も含めて、全

て出していただけますか。 

○安慶名均代表監査委員　定期監査結果の指摘件数

でありますけれども、令和３年度は61件ございまし

た。令和４年度分については現在調整中でございま

して、今月下旬には、知事等へ定期監査の結果報告

をするというところで作業の調整中でありますので、

ちょっと最終の件数は申し上げることはちょっと今

の段階で難しいのですが、昨年度の61件よりは多く

なるというふうに見込んでおります。 

○新垣新委員　伺います。せめて今現時点で知って

いる限り、令和３年が61件。金額ももう一度お聞き

したい。そして令和４年知っている限り金額もお知

らせいただきたいんですよ。なぜかというとしょっ

ちゅう議会に上がってきてですね。本当にこれしっ

かりしてほしいんですよ。これ県民に対しても示し

がつかないですよ。損失金という問題もあるんです

から。今知っていることをちゃんと話してほしいん

ですよ。ぜひお願いしますよ。今回、元は去年で終

わっているものが、こうやって不適正な会計処理が

あるから今年にまたがっているんですから。県民に

対してはこのぐらい言わないと困りますよ。 

○安慶名均代表監査委員　定期監査の指摘内容につ

いては、いろんな支出負担行為の遅れであるとか、

備品管理の不適正な台帳の記載漏れであるとか、そ

ういったことも含めて、昨年度は61件あったという

ことでありますので、これの総額としての金額とい

うのは、今ここで数字としてはちょっと申し上げら

れないところであります。 

○國仲昌二委員長  休憩いたします。 

　　　（休憩中に、新垣委員から金額を答弁するよ

う要望があった。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　安慶名均代表監査委員。 

○安慶名均代表監査委員　令和３年度の定期監査の

結果、指摘件数は61件ございますけども、これは財

務事務ということでありますけれども。予算の執行

手続の処理ミスであるとか、事務手続のミスである

とか、あるいは契約書関係で不備があるとか、ある

いは備品管理で台帳に登載漏れがあるので、それを

指摘をするとか、そういったもろもろ含めて61件と

いうことでありますので、この61件の結果、金額が

幾らというものは、ちょっと出せないという状況で

ございます。 

○國仲昌二委員長  休憩いたします。 

　　　（休憩中に、新垣委員から金額の出せる指摘

について答弁するよう要望があった。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　安慶名均代表監査委員。 

○安慶名均代表監査委員　定期監査の結果は今も申

し上げたとおり、様々な事務処理のミスであるとか、

台帳への記載漏れであるとかそういうことも含めて

の件数ですので、金額としての総額は、これは我々

としても今出してないところでありますので、お答

えは難しいところであります。 

　過去に重大な不備というところで、議会等でも問

題になった事案の中で、国庫請求に係るもので、補

助金の４件については合計で７億5000万円ほどとい

うところが、国庫支出金から一般財源に振り替わっ

たということは、お答えはできるところでございま

す。 

○新垣新委員　分かりました。 

　令和４年、問題は大体見通しは10億円超える見通

しなのか。今知っている限り安慶名代表監査委員が

大体分かっていると思うんですよ。10億円超えるん

ですか、伺います。 

○安慶名均代表監査委員　定期監査の指摘件数につ

いては、最終的な数字は今作業途上でありますので

確定件数としては申し上げられませんけれども、昨

年度よりも大幅に増えておりまして、おおむね80件

台になるだろうということでございます。また金額

については、先ほど申し上げたとおり、この80件程

度になる指摘事項についても様々な内容が含まれて

いまして、これについて金額の合計額というのは出

せないところでございます。 

○新垣新委員　もうこれ以上言っても平行線になる

ので、本当に残念な形ですね。本来だったら去年の

10月で終わって、イレギュラーな形で今回になって、

これも数字も言えない金額も言えない。誰だってミ

スはありますよ。どう改善していくとか、そういっ

た説明も実はあってもうれしいし、今日特別職三役

もいないというのも、私本当にこれ残念だなと思っ

ているんですよ。本来ならば特別職副知事ぐらいい

てもいいなと実は私は思っていたんですね。こういっ

たミスが令和５年もあるということも伺っています。

令和６年はないように。内部ではどういう指示、取

組があるのか、言える範囲でお聞かせ願いたいと思

いますけどいかがですか。 

○安慶名均代表監査委員　この決算審査意見書につ
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いては、去る11月21日に総務部長、土木建築部長、

あるいは保健医療部長が同席の上で、知事に対して、

監査委員から手交をいたしました。その際私からこ

の審査意見書の概要の説明を知事に対して行いまし

たが、その際に知事からは、この財務に関する事務

については、複数の不適正な事務処理等の事案が発

生していることを重く受け止め、県庁全体で総点検

を実施し、リスク発現に至る根本的な要因等をまず

明らかにするように指示をしたということと、いま

一度リスク管理の徹底と再発防止に向けた取組及び

体制の強化を図り、全庁全職員を挙げて、公務の遂

行に対する信頼回復に努めるというような御発言が

ございました。 

　以上であります。 

○新垣新委員　安慶名代表監査委員から指導・助言

をお願いしたいんですけど、企業で言えば、朝、朝

礼をします。ミーティングをします。会社に対する

連絡、報告、相談、報連相を組織でやります。今の

企業は頑張ろう三唱もします。ミスはあるもの。し

かしミスをなくそうという形で会社の利益が私たち

の家族にも降りかかるよという形で、民間は危機的

な考えがあります。この民間の経営的な発想と、民

間のこの報連相という体制、朝のミーティング。そ

こから始まると思うんですけれど、県において毎日

そういったミーティングをやっているんでしょうか。

民間の経営、発想を取り入れているのか、入れてい

ないのか、お聞きしたいと思いますので、言える範

囲でお願いしたいと思います。 

○安慶名均代表監査委員　県においては、たくさん

の所属がありますので、そこには一番小さい単位と

しては課がございます。所属長、課長の下で、様々

な課の運営マネジメントをしていると思いますので、

今委員がおっしゃるような内容のことを、どのよう

な形で具体的に、それぞれがやっているかというと

ころまではちょっと把握はしてございませんけれど

も、通常どの所属においても、週の初め等はその課

の幹部クラスが会議を持って、１週間の日程の確認

をしたり、あるいは昨週までのいろんな起きた事柄

についての反省点というか、そういったものの課題

を出し合って議論をして、今週また気を引き締めて

頑張っていこうというようなことは、もう当然にど

の課でもやっているものというふうに認識してござ

います。 

○新垣新委員　最後に提言ですが、先ほど言った報

告、連絡、相談、朝の朝礼、ミーティング等の徹底

をぜひやっていけば、ミスは減っていくだろうと、

危機感を持ってぜひ頑張っていただければなと。県

民はこの税金等のしわ寄せ、県民の本当に今怒りが

あるということを強く危機感を持っていただきたい

ということを伝えて、私の質疑を終わります。頑張っ

てください。 

　以上です。 

○國仲昌二委員長　下地康教委員。 

○下地康教委員　私のほうは、決算意見書の５ペー

ジですかね。特別会計の決算についてというところ

であります。今日の委員会は、決算審査意見につい

てと、それと会計管理者に関する質疑という形になっ

ていますので、大まかなものを質疑をして、それで

次は各部署、私の場合は土木環境委員会ですけども、

それにおいて詳しく質疑をしていくという形になる

と思います。今日はその大まかなもので審査結果に

対する質疑をしたいというふうに思っています。 

　まずこの宜野湾港整備事業特別会計、それと中城

湾港（新港地区）整備事業特別会計ですね。これが

前回の議会でも非常に問題になりました。それでな

ぜそういうふうになったのかというのをもう一度御

説明願えますか。 

○名渡山晶子会計管理者　今般の２つの特別会計に

おける赤字ですけれども、こちらについては歳入の

過大計上であったり、チェックの漏れがあったとい

うところで赤字状態になっているというところです。 

　出納事務局といたしましては、このことにつきま

しては、出納閉鎖後、令和５年６月２日でございま

すけれども、指定金融機関からの報告により赤字状

態にあるということが分かったところです。 

　その後直ちに担当部局に対しまして情報提供を行

うとともに、対策を講じることを継続して働きかけ

てきたというところで、要因といたしましては、や

はり歳入の計上の計算ミス、チェック体制の漏れで

あったり、あと重要なことは、財務会計システムに

おける数字、実収入額との照合が出納整理期間にお

いてなされていなかったというところが大きな原因

であったというふうに考えているところでございま

す。 

○下地康教委員　赤字決算において重要な問題とい

うのは、まず出納整理期間経過後に知事による専決

処分を行って、予算措置が行われたというところな

んですけども、これは全国的に見てどういうふうに

なっていますか。つまりこういう事態というのは、

全国的に見てあるんですか。 

○名渡山晶子会計管理者　国の行政実例というのが

あって、こういった同じようなケースの質問に対す
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る国の見解というのが示さされているような実例集

があるのですけれども、その中において、大分以前

に、ある県においてそういうような状況があって、

質問がなされたということが示されているほか、県

内においては、ある市町村のうちの１件が、そうい

うような状態で、出納整理期間経過後に繰上充用が

なされた例があるということで、把握している限り

はこの２件でございます。 

○下地康教委員　そういったことがあったというの

はいつ頃のことですか。 

○名渡山晶子会計管理者　その実例は昭和28年でご

ざいます。市町村における例は平成30年でございま

す。 

○下地康教委員　県において、そういうことがあっ

たというのが昭和28年ということですか。確認しま

す。 

○名渡山晶子会計管理者　起きたのは昭和26年の事

例に対して、国の見解が実例として示されているの

が、先ほど申し上げた年というところでございます。 

○下地康教委員　国における実例があったというこ

とですけれども、これは市町村なんですか、それと

も県ですか。 

○名渡山晶子会計管理者　県で起きたことに対して、

国に対して対処策を照会しまして、国から回答があっ

たという例でございます。 

○下地康教委員　私が聞きたいのは、そういった会

計、出納整理期間以後不適切な処理があったという

ことは、県においてのことなのか、市町村において

のことなのか。これが一番非常にポイントなんです

ね。というのは、やはり県というのは市町村に行政

指導をしています。なので、県においてのこういっ

た例が全国で起きているのかというようなことを僕

は確認したいと。 

○名渡山晶子会計管理者　今申し上げましたのは、

どのように対処するかというようなことの、国への

問合せ結果があるということでございまして、こう

いう赤字決算に至ってどうということは、申し訳な

いです。把握していないです。 

○安慶名均代表監査委員　先ほどから会計管理者が

申し上げている行政実例ですけれども、これは岩手

県の昭和26年度一般会計決算において起きた事案で

ございます。 

○下地康教委員　要は、県において出納整理期間経

過後のそういった措置が行われたというのは岩手県

の昭和26年度決算。これ昭和26年というのはかなり

前ですよね。要するにそういうその前の事例があっ

た。それでそこにおいてやはり全国的にいろいろな

システムが改善されてきていると思うんですよ。そ

ういう時代の流れの中で、ここ沖縄県に至って、こ

ういう事例が発生したというのは、これ非常にゆゆ

しきことだというふうに思っているんですね。これ

がなぜそういうふうに起きたのかというのは説明を

受けているんですけれども。実態として、そういう

チェック体制というのが非常に不備であったという

ふうに考えるところです。 

　地方自治法では、出納整理期間経過後のこの予算

措置というのは、これは適正、適法という理解でよ

ろしいですか。 

○安慶名均代表監査委員　この行政実例にも書かれ

ているのでありますけれども、今回この赤字決算を

処理するために行った繰上充用というのは、会計年

度独立の原則の例外として、その赤字を処理するた

めに認められた例外規定だと思います。これについ

ては、出納閉鎖の前までに、出納整理期間中に行う

べきものであって、この岩手の事例においては、12月

に議会の議決を経て処理をしたという事案でござい

ますので、時期を失して違法であるというような実

例となっております。 

○下地康教委員　要はですね、今回のケースは繰上

充用を行ったと、これは地方自治法上適切だという

ふうに理解していいんですか。 

○安慶名均代表監査委員　これについては行政実例

においても、出納閉鎖後に、予算措置をして繰上充

用を行うことは、時期を失して違法という実例が出

てございますので、本県の、出納整理期間経過後に

繰上充用を行った、この行政手続は地方自治法に照

らして違法な手続というふうに思っております。 

○下地康教委員　これ違法なんですよ。これ治癒し

たということになっていますけれどもこれ違法です。

だからその辺りを十分考えて、その会計処理をやっ

ていかなければならないと。これ違法なことをやっ

ているということは、県民に対しては、つまびらか

に説明をして謝罪をするべきですよ。そういう意味

では、しっかりとやはり行政当局が身をもって県民

に対して真摯に向き合って、その謝罪をしていただ

きたいということと、その再発防止の面をしっかり

と県民に示していただきたいというふうに思ってい

ます。 

　私の質疑は以上です。 

○國仲昌二委員長  仲村家治委員。 

○仲村家治委員　私は質問通告していませんので質

問をしませんけれども、今下地委員がおっしゃって
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いたように、これはもう異常事態で、違法な状態が

続いて、決算特別委員会も年を越してですね。今こ

の辺のことをやっていること自体がもう本当に大変

な事態であると。また先ほど下地委員もありました

ように、県民にこの事態をもうちょっと丁寧に説明

をすべきだと考えておりますので、この辺の処置は

監査委員の役目ではないかもしれないんですけれど

も、あえて議事録に残しておきたいと思いますので、

私のこの発言を重く受け止めてほしいなと思ってお

ります。 

　終わります。 

○國仲昌二委員長　又吉清義委員。 

○又吉清義委員　よろしくお願いします。ありがと

うございます。 

　それで、皆さんから頂いた資料の沖縄県歳入歳出

決算審査意見書というのがございます。これに基づ

いて行いたいと思いますがよろしいでしょうか。 

　それではまた早めにできるだけ、終わるように努

力したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

　まず１点目にですね。この意見書の２ページの中

段にどういったことがあるかといいますと。 

　令和４年度の一般会計及び特別会計は、予算に計

上された各般の事務事業についてはおおむね適正に

執行されていた。しかし、一部に不適正な財政運営

及び財務事務において、是正または改善を要する事

項があった。今後の行財政運営等に当たっては、次

の点に留意し、適切な措置を講じていただきたい、

ということであります。その適切な措置を講じてい

ただきたいというのは、これ皆さん、その指摘事項

というのは、口頭でやるのか文書でやるのか、やら

ないのか、今までの経緯はどうなっているのかちょっ

とお伺いします。 

○安慶名均代表監査委員　審査意見書につきまして

は、これは地方自治法に基づきまして、まず知事は

決算を監査委員の審査に付して、その監査委員の意

見をつけて議会の認定に付すという一連の手続の中

で、我々は審査意見書を作成をしております。この

審査意見書については、令和５年10月５日に審査に

付されまして、11月21日に監査委員から直接知事に

対して手交をいたしました。その際、私からその審

査意見書の概要についても、説明をしたところでご

ざいます。 

○又吉清義委員　そうするとこの指摘事項というの

は、これをまとめて知事に直接言っていると理解し

ていいわけですね。知事だけに行くのか各部署にも

行くのか。そのような経緯と流れは今までどのよう

になっていたか。ちょっと御説明をお願いしたいと

思います。 

○安慶名均代表監査委員　審査意見書につきまして

は、11月21日に知事に手交をして、当然財政を総括

している総務部長も同席をしておりますので、これ

は全庁的に周知されるものというふうに考えており

ます。この定期監査の指摘結果、昨年は61件あった

ということでありますけども、今年度80件程度に上

るという見込みという御説明をしましたけれども、

この個別の指摘事項については、今月下旬にこうい

う冊子のような形にして、知事に提出をするという

予定でございます。 

○又吉清義委員　ですから、知事にこの意見書その

ものの資料が行くんですか。指摘事項のより細かい

部分も行くのか、この冊子そのものが知事に提示さ

れるのか、これはどのようになっておりますか。 

○安慶名均代表監査委員　知事には、直接この審査

意見書、これを提出をしてございます。そのあと、

定期監査の具体的な結果としての指摘内容、これに

ついては、今月下旬に知事に手交をするということ

で予定をしてございます。 

○又吉清義委員　あと１点確認させてください。要

するに11月にその意見書をまとめて、知事に提出す

るのは11月後半になるんですか。12月初めになるん

ですか。 

○安慶名均代表監査委員　すみません。ちょっと時

間が前後しておりましたけれども、この決算書を我

々は昨年10月５日に監査委員の審査に付されました

ので、これを審査をしまして、11月21日に知事に手

交をしたということでございます。定期監査の個別

の指摘事項については、今月下旬に知事に提出をす

るということになってございます。 

○又吉清義委員　だから、今回のこの監査を見てみ

るとですね、本当に皆さんも大変だなと。もう精一

杯背伸びして、これ以上書けないというぐらいね、

指摘がある分野をやっているのを書いてあるのは、

本当にこれ知事部局はどのように受け止めているの

かなと、非常に疑問で、ちょっとそれ確認する意味

で聞いております。 

　それでは次。３ページに新沖縄行政プログラムが

設定されているが、どのように指導しているのかと

いうことでお尋ねしたいんですが、これの３ページ

の新沖縄行政プログラムというのは上から13行目ぐ

らいからありますね。 

　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に盛り
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込まれた施策及び取組を着実に展開し、限りある行

政資源の下で、持続可能な行政運営を構築するため、

令和５年度から令和８年度まで実施期間とする、新

沖縄県行政運営プログラムを、令和５年３月に策定

しているということで、そのように行政運用してい

るかと思いますが、それについて監査との関係は、

これに、のっとってやっているのか。そういうのも

まずやっていくのか。その辺は皆さんどのような把

握をしているのか、お伺いします。 

○安慶名均代表監査委員　監査委員は執行された県

の事務、あるいは事業について、正否というか関係

法令に基づいて適正になされているのかどうか、こ

れを監査をして調べる。その結果、不適正な部分が

あれば、そこを具体的に指摘をして改善を求めると

いうことが役割というふうに認識をしてございます。 

　この県が作成するこの新沖縄県行政運営プログラ

ムをはじめ、この県の計画そのものについて、計画

の段階で監査委員から直接言及するということは現

在のところはそういうことをやってございません。 

　ただ、その結果に基づいて、事業が今後運営され

ていくと思いますので、その事業の結果については、

この行政運営プログラムなども我々は参考にしなが

ら、適正に事業がなされているのかどうか、あるい

はこの予定した効果がしっかりと発現されているの

かどうか、その辺りはまた監査の中で、確認をして

いきたいと思いますが、そのプログラムの作成自体

には直接関与はしてございません。 

○又吉清義委員　なぜそういうことをお尋ねしたか

というと、これは去年の２月議会でもありましたよ

うに、当初のこの新沖縄行政運営プログラムを見た

とき、御存じのとおり、議会でも取り上げました。

びっくりしたのは何かといいますと、この沖縄県内

部統制評価というのがありますね。重大な不備、そ

して、特に県及び県民に社会的、経済的不利益を生

じさせることが懸念される不備というのがあります。

これは当初の県のプログラムによると、令和５年度

は３件、６年度も３件、７年度も２件、８年度も２件

を行いますよと。そういう資料を作るものですから、

それでいいんですかと。不備はゼロにするべきじゃ

ないんですかと。 

　ですから、監査もこういうのを認めているのかな

と、非常に疑問でならないものですから。指摘をさ

れて、９月議会の資料でようやくこれがゼロで出て

きたわけですよ。指摘をしなければ、沖縄県はこの

ような重大な不備をやっていきますよと。こんなの

監査が認めていいのかなと。皆さん定期監査もある

中で、そういった関連もどのようになっているのか

なと。内部的不備というのが、御存じのとおり、今

沖縄県で起きている事務整理の実態かと思います。

それについては、監査としては３月から９月までは

どのような打合せがあったのか、なかったのか。そ

れについて関連は何かございませんか。監査と行政

との関係ですね。 

○安慶名均代表監査委員　今委員が申し上げている

ことについては、私も議場で委員の質疑を確認をし

たところでございます。当初は過去に３件、４件と

いう不備があったということで、最高であった４件

を捉えて、それを減少させるという意味で目標を３件

にしたというような説明があったかと思うんですけ

れども、やはり公務の遂行に当たって、これは特に

重大な不備ということでありますので、その重大な

不備については発生をゼロにするということが、当

然の目標だというふうに思います。そういう質疑も

受けて、その趣旨を踏まえて、最終の行政運営プロ

グラムにおいては、目標値をゼロ件ということに見

直したというふうな認識をしてございます。 

　以上です。 

○又吉清義委員　これは監査に責任を追及しており

ませんから、気になさらないでください。せっかく

監査がこんなにいい指摘をしているのに、県とのや

り取りは本当にどういうふうになっているかなと。 

　そしてもう一点。やはり改正をしていくという県

が意思表示をしたから、この改正をしていくという

部分を我々議会で見たことないんですよ。これ監査

にも、具体的に知事からこういったところを監査し

て改善していきますとか、そういった文書ややり取

りはあるんでしょうか、ないんでしょうか。皆さん

から指摘事項を出して、是正してもらいたいと出し

て、その一方通行で終わりなのか。各部局でこうい

うふうにしてやりますと、そういった回答みたいな

ものがあるかどうか。 

○安慶名均代表監査委員　定期監査で具体的に指摘

をした事項については、指摘の後、各担当課から措

置状況を提出をさせております。その措置状況には、

今回その指摘に至った事案が発生した原因、理由と、

そしてそれに対するその所属の意見と、それの是正

改善に向けての具体的な取組を提出をさせておりま

す。これについては、その内容についても、監査の

ほうと協議をして、ちゃんと公表できるような内容

になっているのかしっかりと調整をした上で、我々

はそれも措置状況として、後日、公表をしてござい

ます。 
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　この結果に基づいては、また翌年度の定期監査の

際に、昨年度の指摘事項について、こういったよう

な措置をすると、是正をする、改善の取組をすると

いうような報告を受けておりますけども、実際その

処置が具体的になされているのかどうか。翌年度の

定期監査で確実にチェックをするという仕組みにし

てございます。 

　以上です。 

○又吉清義委員　できるだけやはり鉄は熱いうちに

打てという言葉があるとおりですね、この監査の皆

様、定期監査、法定的なこの定期的なものがあるか

と思います。しかし今、県のこの事務処理に関して

は、私はかなり緊急事態じゃないのかなと。その場

合に、やはり監査の皆さんであり、職員であり、一

致してどのようにこれが改善できるかですね。私は

定期監査にこだわる必要があるかなと。さらにより

チェックを厳しくすると。そして何が原因かと。こ

れを是正するにはどうあるべきかということを、私

は早急に立ち上げるべきことだと思うし、やはりそ

れが指摘できるのは監査の皆さんじゃないかなと思

うんですよ。各部局は部局で、やっているかもしれ

ませんけれど、しっかりそれは監視をする、監査を

する、助言をするというのは、私は皆さんの立場じゃ

ないかなと思うのですが、やはりそういった立場で、

この今の緊急事態ですね、早めに是正するからには、

監査の皆さんがもっとそのぐらい強く出てもいいの

かなと思いますが、そこまではちょっと出づらいで

すか。どんなですか。 

○安慶名均代表監査委員　監査としては定期監査と

いうことで、これは地方自治法上年１回以上やらな

いといけないということになっています。ただ実質

的にはどの県においても、年１回定期監査を実施す

るというのが現状でありますけれど、今の指摘事項

についても、翌年度の定期監査でチェックをすると

いうふうに答弁しましたけれども、その間において

もですね、所属が作成した措置状況がちゃんとした

措置になっているのかどうか、県民に対してしっか

り説明ができるような改善策を考えられているのか

どうかというのは、その監査と監査の間で、しっか

りずっと継続して調整をしながら、定期監査の際に、

具体的に同じような事案を起こしていないかどうか

とか、そういうことを確認をしているということで、

通年的にそういった作業は行っているところでござ

います。 

　以上です。 

○又吉清義委員　本当に皆さんやっていることは私

も理解をしております。ただしかし、今のこの進め

方で、本来一日も早く改善してもらいたいのが本当

にできるのかなと。なぜかというと、こういった事

例が発生したのは何も令和４年じゃなくて、令和３年

度から発生しております。大きな指摘事項がされて

いる中でも、皆さんが10月に監査を締めても、なお

かつ、やはり期間中でも重要な指摘をしているのに

もかかわらず、やはり９月、10月、11月とやっぱり

出てきてしまったと。出てきたものに関しても、今

回の意見書には全く反映されておりません。そうなっ

た場合に、本当にこれでいいのかなと。この監査の

皆さんがもっと強く出ても、私はよろしいかなと思

うことで、そうしないと今の体質が直っていかない

のかなと。職員も大変だと思いますよ、正直言って。

どこに原因があるのかを、明確に我々も聞いたこと

がないし、皆さんもどこに原因があるのか、これは

まだ明確でないかと思いますが、やはりそのような、

事務に不備が生じること自体、どこに原因があるの

か、具体的に県執行部から、こことここを改善する

ことによってこう直るんだといった回答というもの

もありますか。 

○安慶名均代表監査委員　この続発している重大な

不備を含めて、多くの指摘が定期監査でも上がって

いるというところで、私たちとしても、非常に重要

な問題だというふうな認識を持っております。その

ために、今回の審査意見書でもですね、特にこの特

別会計の決算については、意見書の中で項を特別に

立ててですね。特別会計の決算について、しっかり

と意見を述べさせていただいているところで、その

中でも不適正な財政運営と強く指摘されるものであ

るということも言及をさせていただいております。 

　今の具体的な取組というところでございますけれ

ども、審査意見書を手交した際に、知事からは財務

に関する事務については、この全体で総点検を実施

をして、リスク発現に至る根本的な要因をまず明ら

かにするという作業を行いますというところと、い

ま一度リスク管理の徹底と再発防止に向けた取組及

び体制の強化を図り、全庁全職員を挙げて公務の遂

行に対する信頼回復に努めるという発言がございま

して、その中で具体的な取組として、内部統制の強

化が求められているという状況を踏まえ、この会計

事務に精通した人材の育成確保を図るという観点か

ら、会計分野のエキスパート職員の指定を進めてい

くという新しい取組、それから、各部の主管課にこ

の内部統制を強力に推進する体制をつくるというこ

とで、担当の職員を増員をして配置をするというよ
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うな執行体制の強化については、具体的な方針の説

明を受けたところでございます。 

　以上です。 

○又吉清義委員　今の説明別に否定はしません。そ

れでよろしいかと思います。ただ私個人からすると、

これ行政用語なんですよ。行政用語。 

　要するに具体的に会計、そして内部強化をしてい

く。具体的に何名を増員して、会計事務処理を月に

何回、皆さんミーティングを開くのか。こういう具

体性がどこを見ても全くないんですよ。だから行政

用語と言っております。そうじゃなくて、今説明が

ありましたことは、県は具体的にどのように何回実

行しておりますか。そういう説明とかありますか。

それでやっている事例はありますか。 

○安慶名均代表監査委員　ただいま説明をした具体

的な今後の取組としての会計分野のエキスパート職

員を指定をして、養成をしていくというところと、

各部主管課に内部統制の体制を補佐する職員を、こ

れは現行の職員にその職務を新たに課すということ

でなくて、しっかり増員配置をして体制を強化する

ということは、しっかり新年度の定員配置をして取

り組む内容でございますので、今後これが具体的に

進められていくものと考えておりますし、私たちと

しても、それがしっかりと所期の目的を果たすよう

な具体的な取組になっていくのかどうか、ここは注

視をしていきたいというふうに考えております。 

　以上です。 

○又吉清義委員　これをしっかり監視ができる、指

摘ができるのは私は監査以外はいないと思いますよ。

ですから監査の皆さんそこまでしっかり中身まで

突っ込んで頑張っていただきたいなと、ぜひお願い

したいんですよ。今みたいに強化していきます、い

きますで終わって、具体的に強化というのは年に１回

やっても強化です。10回やっても強化です。やはり

監査の皆さんが、しっかりとそれを監視をするとい

うのが大事じゃないかなと。そのために監査もある

のかなと思いますので。やはりこの意見書において

も具体的にこういうふうに行っていると。そこまで

やればさらにまたお互いどうあるべきかも、非常に

指摘しやすいのかなと思うところと、改善ができる

かなということで、あえて監査に頑張っていただき

たいということで、そこまで突っ込んで頑張ってく

ださいということを、ぜひエールを送ります。 

　そして次です。４ページの下から14行目にあるん

ですが、（３）の事業執行についてですけど、新型コ

ロナウイルス感染症の感染動向や資材調達の動向等

に留意しつつ、事業の執行に当たっては、事業効果

が早期に発現されるよう工事等の早期発注、執行管

理の徹底、関係機関との十分な調整などにより、執

行率を向上させ、繰越額、不用額の圧縮に努めてい

ただきたいとある中で、やはりちょっと気になるの

が、県立病院でもコロナの病床関係の返還金が出ま

した。これは御存じだと思います。そしてそこで終

わるかと思ったら、またあと１か所出てしまった。

そしてまた、民間病院でもこれが出てしまったと。

それについては、国から頂いたこの臨時交付金なり、

創生交付金なり、それが今出ている状態だと私は確

信しております。しかし残念なことに、まだ具体的

に幾ら返金されるのか、まだトータルは議会に示さ

れていないものと私は思っておりますが、それにつ

いて皆さん代表監査としてどのように把握をしてお

られるかというのをちょっとお伺いします。 

○安慶名均代表監査委員　今、委員の御指摘の交付

金の県立病院における返還の件については、私も病

院ごとに見たときに、額に大きな違いがあったり、

当初の自主的なチェックから再度のチェックをした

ときに大きく変動した病院があったり、変動しない

病院があったりというところで、各県立病院によっ

ても、ちょっと状況が違っているというところが非

常に気になったものですから、本庁の委員監査の際

に、病院事業局長を含めてですね、幹部の皆様にも

その辺のところの確認をいたしました。各病院間、

あるいは各病院と本庁との間のいろんな連携体制と

いうか、その調整の体制、同じ交付金に対して、各

病院での結果が異なっているということについても、

統一した処理がなされていないのではないかという

ようなことを考えたものですから、本庁監査でもこ

の件については、しっかりと質疑をしたところでご

ざいます。 

　最終的な返還についての確定的なところは、ちょっ

と今承知をしておりませんけども、補正予算でその

返還金については、予算が計上されて、議決をされ

たということは記憶をしてございます。ちょっとそ

の後の執行については、私のほうではまだ承知をし

ておりません。 

　以上です。 

○又吉清義委員　何も監査の責任ではありません。

非常に私理解できないのが、監査の立場から、ちょっ

とどのような判断するか分からないものですから。

令和２年度、令和３年度で病床費に対しての返還金

が出てしまった。そしてそれだけでしっかりと終わ

ればよかったんですが、令和４年度もあったという
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ことがあったと思います。令和４年度もあるという

ことは、今我々は令和４年度の決算を審議している

わけです。それがまだ明確でない段階で、これは答

えを出すのはいかがなものかなと。この辺が非常に

分からないし、まだいまだに議会に、民間病院であ

り、県立病院の返還金が幾らかは、精査中であり、

明確な答えはなかったと思いますが、これは皆さん

はここには明確な答えがあったということでしょう

か。 

○安慶名均代表監査委員　この返還金については、

令和２年度分と令和３年度分の内容について、令和

４年度に点検をしたところ、過大申請が判明したと

いうところで、これについては、令和５年度に返還

するようにという国の方針が示されたところで、令

和５年度の当初予算に計上されているというところ

のようでございますが、今現時点でどのように執行

したかというのは、ちょっと今、私のほうでは確認

はしてございません。 

○又吉清義委員　ぜひですね、令和４年度もあった

ということで報告を受けた記憶があるものですから、

実際うるま市の県立病院も、あと一つの県立病院も

返還金が出てしまったと。これはまだまだ十分精査

していなかったと思います。民間病院も３か所か５か

所ぐらいあって、これもまだ十分精査されていない

と。やはり国庫補助で頂く、臨時創生交付金で頂く、

その頂いたお金で民間に回した予算だったかと思い

ます。ですから、この令和４年度の決算との関連を

どのように理解したらいいのかなということで、あ

えて聞いているわけでございますが、今令和４年度

のものに関して返還金があったかどうか、監査とし

てはまだ把握をしていないというふうに理解してよ

ろしいですか。 

○安慶名均代表監査委員　令和２年度、３年度分に

ついても、これは全国的にそういった事案があると

いうことで、全国的に調査を進めて、確定した数値

について、令和５年度に返還をするというような手

続になっているようでございます。令和４年度の交

付金の受け入れた分について、仮にそういうことが

あったとしても、令和４年度の決算としては、それ

は交付金は受け入れたということでございますので、

決算の数字に変わることはありませんので、令和４年

度の内容について、今私はちょっと承知をしており

ませんけれども、仮に令和４年度執行分についても

返還があれば、金額の確定をして、国との調整の上

で、令和５年度、あるいは令和６年度に返還という

ことになろうかと思います。決算としては、もうそ

こは歳入の受入れということで確定ということでご

ざいますので、決算に影響することはないと思いま

すけれども、今後どのような形で返還があるのかど

うか、あるいはどのような形で返還をするのかどう

か、これについては監査としても注視をしていきた

いと思います。 

　以上です。 

○又吉清義委員　別の角度からちょっとお聞きいた

しますけれど、令和２年度、令和３年度に返還金が

あったのは事実であると。しかし、令和２年度、令

和３年度の決算はオーケー、よろしかったと、我々

議会としても認めております。これは、返還金があっ

たという事実があるということが今事実でございま

す。これ決算の考え方としてこれはどうなるんです

か。これは正しかったのか、正しくなかったのか。

いやいや決算というのは、締めて出てきたら、毎年

修正できるものだというように仮定しているのか。

監査の立場としてどのように理解しておられますか。 

○安慶名均代表監査委員　これに限らずその時点の

手続として、適正に手続に沿って執行して、それに

ついて国もそれで受け入れて、執行としては一応完

了はしておりますので、その年度の決算としては、

適正とまではちょっと言いにくいのですけども、決

算としては成り立っているものと思います。その後、

こういった事案について、そういう、あるいは病床

のいろんな単価の取り違いというか、適用の誤りだっ

たかと思いますけれども、そういった適正でないよ

うな処理が、全国的にこの制度の中であったという

ことで、事後にそういった再点検をして、それに適

用する部分については、後日返還を求めるという、

それは一連の適正な事務処理として行われたものと

いうふうに理解をしてございます。 

○又吉清義委員　うまくなかなか理解しづらいんで

すが、ですからそれに実際こういうのがある自体を

監査の立場でどういうふうに判断すればいいのかな

というのが、いまいち我々も議会として、この監査

は正しかったと認めるべきなのか、いやこれは間違

いですと認めるべきなのか。その辺が非常に認定を

するべきであるのか、ないのかですね。非常にちょっ

と微妙なところですので、それで今監査の立場をお

聞きしておりますが、いま一度明確じゃないんです

が、いいです。また次に、移させてもらいます。 

　次、５ページ２行目のほうですね。財務に関する

事務についてなのですが、これ具体的にもう一度説

明願いたいんですが、建設工事等の設計積算におい

て、積算額を過大に算出していた事案、これは分か
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ります。県の施設を長期間無許可で使用していた者

に対し使用料相当額の損害賠償金の請求を怠ってい

た事案などとありますが、これどのようなことなん

ですかと思ってですね。どこで、長期というのはど

のぐらいなのか、金額にして幾らなのか、具体的に

説明していただけませんか。 

○安慶名均代表監査委員　この審査意見書に記載を

している事案でございますけれども、これは平成29年

11月から約４年間、金武湾港の金武湾地区、金武地

区において、県から許可を受けることなく、港湾施

設用地を使用していたものでございます。令和３年

10月に北部土木事務所が無許可で使用されているこ

とを確認をして、翌年令和４年11月に無許可使用期

間に係る使用料相当額の損害賠償金を請求して、納

付された事案でございます。請求額が約480万円でご

ざいます。この期間というのは、県がこの無許可使

用を確認するまでに約４年。無許可使用を確認して

から損害賠償を請求するまでに約１年を要していた

ということで、我々としては、財産の管理、あるい

は財務事務の執行面で非常に問題があった事案とい

う認識でございますので、審査意見書に特記をした

ところでございます。 

○又吉清義委員　このような行政ミスが令和４年度

に発生していたということですね。もう令和６年に

なっていますが、令和５年度にはそれに気づかなかっ

たものですから、それがあって、これを令和４年度

に修正したというふうに理解してよろしいですか。 

○安慶名均代表監査委員　事案の発端は、平成29年

11月からでありますけれども、無許可使用を確認し

て、使用料に相当する損害賠償金を請求したのが、

請求して納付されたのが令和４年11月ということで、

令和４年決算の中で、歳入があったということで、

この令和４年度の審査意見書に記載をしたところで

ございます。 

　以上です。 

○又吉清義委員　本当に監査の皆さんには感謝申し

上げます。だから、県のこの不適正事案で、これも

載っていないものですから、これ県は分かっていて

そういったのをまだ議会には報告していないという

ことになるのかなと思ってですね。数字の中に入っ

てしまえば分からないものですから、近年発生した

重大な不適正事業等というのがありますけれど、県

の報告書にこういうものがないものですから、再度

確認します。令和４年度10月でこれは解消済みとし

て、このように納付がされていたということで理解

してよろしいわけですね。 

○安慶名均代表監査委員　この事案について実は令

和４年11月に住民監査請求がございました。住民監

査請求がありましたので、地方自治法の第242条第

３項の規定に基づきまして、監査委員から議会に対

し、その請求の要旨を通知をしてございます。 

　住民監査請求があった場合には、その請求の要旨

を議長宛てに通知をするという法律の決まりがあり

ますので、これに基づいて通知をして、令和４年11月

議会の開会日に、これは議長から諸般の報告として、

議員の皆様にも報告をされているという事案でござ

います。使用料相当額の損害賠償請求をして、所要

額が納付をされてございますので、事案としては解

決をしたということでございます。 

　以上です。 

○又吉清義委員　次に進めさせてもらいます。４ペー

ジにあります、財務に関する事務についてなんです

が、リスクの発現を未然に防止できる体制を構築し

ていただきたいということなんですが、これは具体

的に誰に指示、どのような返事が来たかというのは、

全部こういったのも指示するということは、全部知

事にしか指示はしないのか、やはり関係部局にはそ

ういったことはやるのか、やらないのか。これは知

事に言ったって、財務のことは私は分かりっこない

かと思います。担当部局とじかに話をしたほうが非

常に早いかと思いますが、こういった財務、事務に

ついては、そういった部局とかとお話合いとか、ど

ういうふうになっていますか。 

○安慶名均代表監査委員　審査意見書につきまして

は、知事に公開の場でその概要を説明して、提出を

してございます。当然その場には、総務部長もおり

ますので、知事から発言のあった、いろんな取組に

ついては、総務部長の下で、全庁挙げて取り組まれ

るものというふうに考えておりますし、また審査意

見書については、各部局へも知事へ提出した後です

ね。監査委員事務局から発送をしてございます。 

　以上でございます。 

○又吉清義委員　審査意見書に関しては、もう別に

どうのこうの言いません。知事に出した後は、知事

が意識するのかしないのか、これも本人次第ですの

で、そこに危機意識を持たなければ、はい、ありが

とうございましたと受け取ってそれで終わりかと思

います。これが今の現状じゃないのかなと。令和３年

度からこのように61件あったのが、85件も逆に右上

がりになってしまった。減っていくのだったら、そ

れは反省の色もあるかと思うのですが、私からする

と知事、本当に反省があるのかなと。 
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　しかし一番大事なのは、事務方の皆さんがしっか

りすることによって、県民に負担をかけない、迷惑

をかけないと。これが一番大事じゃないかなと思う

んですよ。やはり知事にもそれを出す前に、この事

務方とも、私は大いに詰めるべきだと思うのですが、

そのほうが改善策は早いかと思うんですが、具体的

には事務方と指摘事項を詰めるというのは、皆さん

が監査の機会に、これまで何回ぐらいありましたか。 

○安慶名均代表監査委員　各部局につきましては、

審査意見書ができる前ではございますけれども、本

庁の委員監査がございます。各部局ごとに部長から

各所属長、課長まで、一堂に会して監査委員が４名

で対応しておりますけれども、その際にですね、ま

だ確定したものではありませんけれども、定期監査

で我々が確認した事案については、その中で指摘事

項については、部長、各所属長に対して、重大なも

のについては質疑をしております。また、内部統制

の結果のリスクを識別した内容であるとか、あるい

はその発現したリスクであるとか、そういった内容

についても、各部局単位に、状況は直接部長に質疑

をしながら、それについての教育に取り組んでいた

だきたいと、あるいはその原因をしっかり検証して、

改善策を具体的に策定して取り組んでいただきたい

ということは、直接この部長、そしてまた各所属長

である課長に、監査委員からしっかりそれはお伝え

をしているところでございます。 

○又吉清義委員　本当に監査がどんなに指摘をして

も、執行部の皆さん方が変えない限り、これは直ら

ない体質になったのかなというのはちょっと残念で

すが、そうであってほしくないためにも、改善する

ためにも、やはり監査の皆様の立ち位置が大変重要

かと思うのですよ。ですから５ページの下から10行

目にあります。不適正な財政運営と強く指摘される

ものであり、重く受け止めていただきたいと。もう

監査の皆様が、こういう重く受け止めていただきた

いということでは、普通ではないかと思うんですよ。

これ代表監査として重く受け止めていただきたいと

いう本音は、やはりずばりどのようなことでしょう

かということです。もう重く受け止めていただきた

いというのは普通じゃないですよ。本音でいいかと

思います。我々も議会として、やはり知事には重く

しっかりと物を申さないといけないし、体質改善を

するためには、大変重要なことだと思います。 

○安慶名均代表監査委員　意見書の５ページの今委

員が読み上げていただいた部分については、特別会

計の決算について記述をしたところでございます。

やはり今回の特別会計の赤字決算についてはですね、

収支実績の確認が不十分であったこと、それから地

方自治法の要求する期間内に繰上充用を行わなかっ

たこと、さらには発覚後、その前後措置の検討に、

やはり10月の繰上充用というところでは、時間を要

したというふうに我々認識をしておりまして、行政

実例の中でも、この期間を超えた後の繰上充用は時

期を失し、違法であるというところですけども、そ

の善後措置としては、繰上充用を法の要求する期間

内に行わなかった責任を問うことができるのみであ

るというような実例にもございますので、これも踏

まえて、今回の特別会計の赤字決算、その後の繰上

充用に至る手続には、特に我々としては不適正な財

政運営と強く指摘をせざるを得ないというところで、

この事態を重く受け止めて二度とこのようなことが

ないように、取組を強化していただきたいという思

いを込めて記述をしたところでございます。 

　以上です 

○又吉清義委員　監査の気持ちは、事の重大さはよ

く理解できます。先ほど下地委員からもありました。

この繰上充用が最初にあったのが、先ほどの説明で

は、昭和26年にあって、そして次沖縄県であったと。

いかに大変なことであるか。違法であるか。しかし

残念だけど、これ謝罪なんかないですよ。本当に重

く受け止めているのかなと。そういった監査の皆さ

ん、私はもっと強く出るべきだと思いますが、事の

重大性を本当に理解しているのかなと。全国で２例

目ですよ。こんな不名誉なものを、あっちゃならな

いことがある。しかし皆さんもそれを十分指摘する

のに関しても、この知事の姿勢、これでいいのかな

と、強く指摘しますので、やはり今後監査ですね、

もっと私は強く出るべきだと思います。そうしない

と、今の体質本当に直るのかなと危惧をしておりま

すので、そういうのを強く指摘しておきます。 

　あと少しだけ。まずですね、基金についてなんで

すが、65ページに基金のほうが書いてあるのですが、

この基金のほうで、少し残念なのが本来ならば財源

であり、こういったものは、他府県であり、九州各

県であり、そして日本全国とか、平均とか、財政運

営に関して比較検討とかがよく掲載されます。しか

し、今回全くこれがされておりません。もちろん貯

蓄があることは、財政調整基金であり、減債基金で

あり、たくさんあることは非常にいいことなんです

が、しかし、お互い今は何をするべきかということ

で、全国との比較検討、九州との比較検討も出すと、

やはり財源はどうあるべきか、経済に向けどうある
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べきか、非常に分かりやすいかと思います。この我

が沖縄県のこの減債基金と財政調整基金は九州８県

ではどのようになっておりますか。細かいのはいり

ませんから分かる範囲でよろしいですよ。 

○安慶名均代表監査委員　全国、九州平均との比較

では、財政調整基金と減債基金の２つを合計した数

字がちょっと今ございますけれども、この財調と減

債基金の合計残高が本県が872億円でございます。全

国平均が816億円、九州平均が528億円ということで

ございまして、安定的な財政運営を確保して、県民

サービスを維持するとともに、緊急の事態、あるい

は想定外への備えとしては、一定程度、対応が可能

な額は保有しているものというふうに認識をしてご

ざいます。 

　この基金を今委員がおっしゃるように、どれだけ

どのような事業に投入していくかということについ

てはですね、ここはもう執行部の政策判断、あるい

は財政運営の判断によるものというふうに考えてお

りまして、そういう意味で、この基金の金額につい

ては、法令上あるいは客観的なまたいろんな指標で

どのぐらいが適切かどうかというようなことについ

ての基準はございませんので、それぞれの団体の財

政運営上の政策判断というふうな理解をしてござい

ます。 

　以上です。 

○又吉清義委員　別に今の答弁を否定はいたしませ

んよ。将来的に備えてたくさんあることはいいこと

です。ただしかし、2019年以降は沖縄県は九州で常

に１位、２位の座でしたか。むしろ最下位だったん

じゃないですか。どんなですか。お分かりでしたら。

もし分からなかったらいいですよ。 

○安慶名均代表監査委員　すみません、九州で何位

かどうかの正確なことはちょっと今手元にございま

せんけれども、先ほど申し上げたとおり、九州平均

528億円は大きく上回る残高ということがございま

す。ただこの中には、先ほど申し上げた交付税の税

収の上振れ分として多く入った部分についての今後

の精算分とか、そういった対応分が含まれてござい

ますので、なかなか九州での平均を見ながら、どの

金額が妥当な金額かどうかということについては、

監査の立場からはちょっとお答えは難しいところで

ございます。 

　以上です。 

○又吉清義委員　いいです、妥当云々じゃなくてで

すね、やはりそういうのを急に我が沖縄県、２年前

から基金がうなぎ登りに非常によくたまってきたと。

これいいことではあるのですが、しかし他府県は減

り始めてきた。その違いが何かをですね、そういっ

た比較検討もすることによって、やはりコロナ禍に

より、県民の生活であり、経済であり、非常に苦し

い状況からすると、他府県は事業に吐き出す手法に

変わったのかなと私は思うものですから。だから沖

縄県の財源の使い方もですね、やはりためることは

否定はしません。しかし、いかに県民の生活、経済、

これに向けて財源を吐き出すかというのも大事かと

思います。いきなり沖縄県が増えてきた、急に変わっ

たものに関しては、ぜひ他府県との比較検討の意見

もお願いしたいなということをあえて添えて、終わ

らせていただきます。ありがとうございます。 

　以上です。 

○國仲昌二委員長　休憩いたします。 

 午後０時８分休憩

 午後１時30分再開

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

 　午前に引き続き質疑を行います。

 　末松文信委員。

○末松文信委員　それでは、資料は決算審査意見書

の中から、11ページですけれども、翌年度繰越しと

それから事故繰越しについて伺います。翌年度繰越

額は、書いてあるように852億円。そして事故繰越額

が前年度比で95.8％増ということで、23億円となっ

ております。この事故繰越しについては、事業性質

上最後の繰越しだというふうに認識しておりますけ

れども、この前年度の12億円の事故繰越事業費です

ね、これは現在どういうふうになっているのか。事

故繰越しですから、全て執行されたというふうに認

識しますけれども、実際はどうなっているのかちょっ

と伺いたいと思います。 

○安慶名均代表監査委員　繰越額につきましては、

今委員がおっしゃるとおり、事故繰越しは約23億

5000万円で、これは前年度に比べて11億5000万円、

95.8％増加をしております。まず内容についてであ

りますけれども、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大、あるいは医療非常事態宣言の発令等の影響に

よって作業員の確保であるとか、資材調達、機器の

納品が困難となったことなどで、今回繰越額が大き

く増えた理由の一つかなと思ってございます。繰り

越した事業の一つ一つの進捗状況につきましては、

これは８月に本庁委員監査をした際に、繰越事業が

しっかり進捗しているかどうかということは、私か

ら事故繰越しを持っている各部長に確認をして、滞

りなく進捗をしているという状況の確認は取ってご
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ざいますけれども、今現時点で、それぞれの事業が

完了したかどうかというところまでは、現在把握を

してございません。 

○末松文信委員　なぜこれを聞くかといいますと、

事故繰越しとなるとそれ以上繰越しが利かないので、

その事業執行がなされなかったものを不用額として

出ているのか、その辺ちょっと確認したいわけです

ね。 

○安慶名均代表監査委員　繰り越した事業につきま

しては、明許繰越しをして事故繰越しの理由が立つ

場合には、事故繰越しをして、３年間の事業という

ことになろうかと思いますけれども、繰り越した補

助事業が完了できずに、不用ということになると、

これはもう補助金を受け入れることができなくなる

かと思いますので、そこはしっかり実施はされるも

のと思っていますし、これまで私の知る限りではそ

ういった事案は承知をしておりません。 

　以上です。 

○末松文信委員　それでは、土木環境委員会のほう

でちょっと聞いていただきたいんですけれども、そ

ういった関連の事業でですね。事故繰越しは本当は

行政の中であっちゃいけないような中身なんですけ

れど、これがこんなにたくさんあるというのは、大

変疑問に感じるものですから伺いました。 

　次に13ページの不用額についてでありますけれど

も、この不用額は367億円ということで、前年度より

17億円減少したとはいえですね、依然として高い水

準にあるというふうに思っております。その原因に

ついて伺いたいと思います。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の一般会計に

おける不用額は委員がおっしゃいましたとおりの金

額367億円余りになっておりますが、主な内容といた

しましては、衛生費が134億6773万7007円、商工費が

58億9183万8014円、民生費が39億8610万5987円となっ

ておりまして、主な内容ですけれども、衛生費のほ

うで言いますと、ワクチン・検査パッケージ等の活

用促進事業が感染状況等を見た対応になったという

ことでの不用、あるいは商工費で言いますと、Ｇｏ

Ｔｏおきなわキャンペーン事業の国の実施が計画変

更になったというところでの不用、そしてうちなー

んちゅ応援プロジェクトに関しましては、令和４年

度は新たな協力要請がなかったというところでの不

用などが生じたということで、実績が見込みよりも

少なかったことが要因となっているというふうに聞

いているところでございます。 

○末松文信委員　商工労働費もそうですけれども、

このコロナ禍の中で大変厳しい経済状況の中にあっ

てですね、こういった類いのものが、不用に出てい

るということはちょっと考えられない事象だなと

思っております。要請がなかったといえども、そう

いったものを喚起して、やっぱり執行するべきでは

なかったかなというふうに思いましてお尋ねしまし

た。 

　次に、24ページの国庫支出金についてであります。 

　これ予算現額が3730億円に対して、調定額が2941億

円となっております。その差額は789億円となってお

ります。その原因についてもちょっと伺います。 

○安慶名均代表監査委員　予算現額と調定額に差が

生じているのは、恐らく繰越事業で翌年度に繰越し

した分が年度内に歳入していない分があるのと、ま

た多くの不用も出ておりますので、それに伴ってそ

の事業実績の減ということで、国庫の受入額が減少

したもの等々があろうかと思います。 

　以上です。 

○末松文信委員　この国庫支出金については、毎年

度ですね、暮れになると沖縄振興予算を最大限に確

保しようということで要請活動をやっております。

そういう中で、予算現額というか、そういうものを

積み上げてきたはずなんだけれども、どうしてその

執行率がこれだけ悪いのかと。調定額というのは執

行した分だけ調定されているわけですから、その差

がとにかく大きいということであります。これにつ

いても、ぜひ監査委員のほうからも、御指摘いただ

ければというふうに思っております。 

　次に、県債についても一緒で、27ページですね。

これも予算現額が4530億円に対して、調定額は3220億

円となっております。その差額は1310億円と非常に

大きいですね。この県債の、いわゆる執行率が悪い

というふうにも取れるんですけれども、その原因に

ついてちょっと伺います。 

○安慶名均代表監査委員　県債の収入済額自体も、

今回は305億円、前年度に比べて減少しておりますけ

れども、これらの内容は、臨時財政対策債が283億円

減少したということで、これについては令和３年度

はコロナの関係で税収の減収見込みということで、

臨時財政対策債が大きく発行されたことの反動に

伴っての大きな受入れの減ということになっており

ます。 

　今御質問の予算現額と調定額との差は、土木費等

で県債の予算額と調定額の差が大きいように見受け

られますが、これは国庫事業の執行に伴って、応分

の県債が発行されたものというような理解をしてご
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ざいます。 

○末松文信委員　今お話が出たのでちょっとお尋ね

したいんですが、この臨時財政対策債というのはど

のぐらいの予算が措置されていて、どのぐらい使っ

たのかそれをちょっと分かれば教えてほしいです。 

○安慶名均代表監査委員　令和４年度の臨時財政対

策債につきましては、当初予算では112億円計上して

ございましたけれども、補正で50億円減をして、現

予算額としては62億円。これについて全額収入済み

ということになってございます。 

○末松文信委員　そこで御意見を申し上げて終わり

たいと思いますが、この翌年度繰越額といいですね、

事故繰越額、そして不用額、これは非常に大きいと

思っております。それで国庫支出金や県債の予算現

額の調定額についても大差があります。これは監査

委員としてですね、ぜひ具体的な指摘を行ってほし

いというふうに思っております。これはお願いであ

ります。なぜなら毎年ですね、先ほど申し上げまし

たように沖縄振興予算を要求して、満額を確保しよ

うということで、経済界も、国会議員も、我々も含

めて国庫要請に当たっているわけでありますけれど

も、そのような苦労をして確保した振興予算が執行

できないで不用額とするということについては、も

うあってはならないというふうに思っております。

毎年度同じような金額が不用額として計上されてい

るということは、これは誠に残念だなというふうに

思っておりまして、このことについても、ぜひ御指

摘をいただきたいというふうに思っております。 

　それで先ほど又吉委員からもお話がありましたけ

れども、この財調やその減債基金等について必要以

上に確保するというよりは、やっぱり所得が全国最

下位と言われている我が沖縄県の中で、県債も含め

て、ぜひ精一杯活用していただいて、県民所得の向

上に努めてほしいというふうに思います。これは指

摘して、私の質疑を終わりたいと思います。 

　以上です。 

○國仲昌二委員長　山里将雄委員。 

○山里将雄委員　私も質問取りへの調整をしていな

かったのですけれど、今の話を聞いて少しだけ気に

なったものだから１点だけ、答えられる分だけで結

構ですので、お答えいただきたいと思います。 

　今末松文信委員からもあった事故繰越しの件です

けれども、金額的には23億円ではあるんですけれど、

やっぱり前年度に比べて、２倍ぐらいに増えている

ということで、末松委員からもあったように、事故

繰越しというのは特別な理由がないと行ってはいけ

ないものだと思いますので、これが増えているとい

うことは少し気になったので、ちょっと聞こうと思

いました。これはさっきの説明では、金額等々あっ

たんですけれども、件数についての報告がなかった

と思うのですが、もし件数がお分かりであれば、教

えていただきたいんですけれども。もし資料がなけ

れば結構です。分かればでいいです。 

○安慶名均代表監査委員　事故繰越しについては、

金額等でしか把握をしてございませんので、申し訳

ありません。 

○山里将雄委員  分かりました。 

　件数もある程度増えているのかなというふうに、

予想はするのですけれども。 

　この繰越しの理由なんですけれども、ここに挙げ

られているけれども、これも事故繰越しと一般明許

繰越しの区別はないんですけれども、先ほどいわゆ

るコロナ関連の影響といいますか、そういうものも

繰越しの要因になっているというふうなお話があっ

たと思うんですけれども、この事故繰越しにおいて

２倍ぐらいに増えているわけですから、コロナが関

連して事故繰越しになってしまったというような案

件はあったのでしょうか。 

○安慶名均代表監査委員　事故繰越しの主な理由と

して挙げられておりますのが、この新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大、あるいは医療非常事態宣言

発令等の影響によりまして、作業員の確保、あるい

は資材調達、機器の納品等が大幅に遅れた、困難と

なったというようなことが一つの大きな理由となっ

ております。またそれ以外には、この支持地盤が想

定よりも深いところにあるということが発覚をして、

土工事に不測の日数を要したことであるとか、ある

いは市町村の大型水槽車の整備について、予定して

いたベースとなる車両が出荷停止になったというよ

うなことが、理由として挙げられておりまして、今

回事故繰越しが昨年より増えている理由としては、

従来にないコロナ関係を理由とする事故繰越しが

あったということも一因というふうに考えておりま

す。 

○山里将雄委員　分かりました。 

　先ほど言ったようにあんまり事故繰越しというの

は、本当にやむを得ない理由じゃない限りは行って

はいけないものだというふうに思っていますので、

今回そのコロナの関連だということは確認させてい

ただきました。 

　以上です。 

○國仲昌二委員長　当山勝利委員。 
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○当山勝利委員　それでは監査意見のほうから、よ

ろしくお願いします。 

　まず２ページの行財政運営について書かれていま

すが、自主財源割合が前年度より6.5ポイント高く

なっていますね。また経常収支比率においては、こ

れは上昇しています。そこでお伺いしたいのが、沖

縄県の財政の健全化についてどのようにお考えで

しょうか。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　沖縄県は、全国あるいは九州平均に比べまして、

この実質公債費比率、あるいは将来負担比率、並び

にその県債残高が低くなっております。また地方公

共団体の財政の健全化に関する法律による健全化判

断比率についても、いずれも早期健全化基準を下回っ

ているということと、財政調整基金等の残高などを

考慮しますと、堅実な財政運営が行われている状況

にあるというふうに考えております。 

　ただ、自主財源比率が昨年度より上昇、改善をし

ておりますけれども、まだまだ自主財源比率も、財

政力指数も、全国、九州平均に比べて低く、依然と

して地方交付税や国庫支出金など、国の地方財政制

度、地方財政対策の動向が大きく影響する脆弱な財

政構造ということも言えるかと思います。 

　そういう意味で、今後の社会保障関係費等の義務

的経費の伸びであるとか、あるいは県有施設の老朽

化、防災減災対策に伴う投資的経費の増加が見込ま

れるということと、さらにコロナ関連についても今

後もいろんな対策、あるいは支援等の取組、それか

ら世界情勢を踏まえた動向にも注視する必要がある

と思っておりますので、今のところ堅実な財政運営

が行われているというふうには考えますが、今後の

財政運営はやはり慎重に行う必要があると考えてお

ります。 

○当山勝利委員　ありがとうございます。 

　次の３ページのほうですね、財政調整基金など主

要３基金についてですけれども、ここに書かれてい

ますように前年度と比較して積み増しがされていま

す。この令和４年度末の残高額について監査の意見

をお伺いします。 

○安慶名均代表監査委員　令和４年度末の主要３基

金の現在高は、意見書にも書いてございますが、約

1103億円ということで、前年度に比べまして356億円

増加をしてございます。財政調整基金については、

経済事情の変動等による年度間の財源の不均衡を調

整するとともに、不時の支出増に対応するため、ま

た減債基金については、県債の償還に必要な財源を

確保するため、県有施設整備基金につきましては、

県有施設の設備資金に充てるために積み立てている

ものということでございます。それぞれの設置目的

を踏まえて、年度間の財源調整、あるいは将来の負

担、県有施設の老朽化等による更新需要などを勘案

して、所要の基金残高が確保されているというふう

に考えてございます。 

　以上です。 

○当山勝利委員　分かりました。 

　必要である金額はある程度あるというふうな理解

でよろしいんですか。 

○安慶名均代表監査委員　この残高の中には、交付

税等の増えた分の精算分であるとか、あるいは国か

ら通知のあった将来負担に備えて減債基金に95億円

を積み増すようにというような、全国的な通知に対

応した分も含まれておりますので、それも含めて――

どの額が適正とはちょっと言えませんけれども、あ

る程度必要な額は今確保しているのかなというふう

に考えてございます。 

○当山勝利委員　分かりました。 

　次伺います。財政基盤強化のために監査意見とし

て経費節減や効率的・効果的な事業執行を努めるよ

うに提言されています。執行部の取組についてどの

ような説明を受けていますか。お伺いします。 

○安慶名均代表監査委員　本県において、自主的、

自立的な行財政運営を推進する観点からは、この自

主財源の確保や効率的・効果的な事業執行に努める

ことは重要な課題だというふうに考えております。

財政基盤の強化を図る取組として、県税収入の確保、

あるいは収入未済額の縮減、使用料・手数料の見直

し、未利用地の貸付けまたは売払いなど、県有財産

の有効活用などを図る必要があるかと思います。ま

た予算計上時の所要経費の見積りの精度を高め、事

業の進捗状況を的確に把握をして、必要に応じて減

額補正もするなど、経費節減や、効率的な事業執行

に努めていただきたいというふうに意見を申し上げ

たところでございます。 

　この決算審査意見書の手交の際に、知事からは執

行面においては事業効果が早期に発現できるよう執

行管理を徹底をし、繰越額、不用額の圧縮に努めた

いという旨の発言がございました。 

○当山勝利委員　先ほども指摘がありましたけれど

も、そういうことも一応指摘されているということ

ですので、分かりました。 

　あとですね、その次の部分なんですが、産業振興

による安定的な税源の涵養を提言されていますが、
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この安定的な税源の涵養について執行部からはどの

ように説明を受けていますか。 

○安慶名均代表監査委員　自主財源の確保は重要な

課題でありますけれども、やはりこのいろんな県税

の徴収であるとか、あるいは収入未済等々、既存の

取組の強化、これは様々な観点から財政基盤の強化

を図るために必要かと思いますけれども、やはり中

長期的には本県経済の活性化に結びつく、これまで

一括交付金を活用した様々な産業振興施策が取り組

まれていますけれども、それらの推進によって、や

はり将来の安定的な税源の涵養、税収増につながる

ような環境整備を図っていくことが重要であるとい

うことから、審査意見書でその旨意見をしたところ

でございます。 

　直接この件に関しての発言は、特に受けておりま

せんけれども、県においては、この間一括交付金を

活用して、リーディング産業である観光産業のほか、

情報通信関連産業であるとか、臨空・臨港型産業な

どの産業振興施策について、集中的、戦略的に取り

組むことによって、安定的な税収の確保に取り組ん

でいるものというふうな認識を持ってございます。 

○当山勝利委員　分かりました。ありがとうござい

ます。 

　あとその下のほうなんですけれども、コロナに関

してコロナ禍で明らかになった課題への対応や新た

に導入した取組の定着とあります。そこに書かれて

いる課題とは何なのか、また新たに導入した取組と

は何なのか、ちょっと教えていただきたい。それと

同時に監査の皆さんは何をゴールにこのような提言

をされているのか伺います。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　県は、新型コロナウイルス感染症から県民の生命、

健康を守るため、医療、検査、予防、あるいは水際

対策、相談、広報など、様々な感染拡大防止対策を

実施をするとともに、感染症の影響で打撃を受けた

県民の生活、介護、保育、学校教育等の社会的な機

能、あるいは経済活動を支えるため、様々な取組、

支援策を実施をしてきたところであります。その中

で明らかになった課題として、感染症に係る国の支

援策が縮小、廃止されていく見込みの中で、やはり

必要な医療を確保していくことがまず第一でありま

すけれども、それ以外にも課題として、感染拡大防

止を図るためのゾーニングがなかなか困難であった

病院の施設構造であるとか、あるいは衛生用資材の

備蓄、感染症に関する専門人材の養成、感染に不安

がある方への相談や検査体制、それから高齢者施設

への指導及びその施設への医療の確保、あるいは生

活困窮者への支援、いまだコロナ禍の影響が残る事

業者、あるいはこの景気回復に伴って、人手不足で

困っている事業者等への支援、沖縄県人口の減少な

ど、やはり今後、解決を図るべき課題、あるいは支

援の継続を検討すべき課題があると考えておりまし

て、その対応が求められているということについて、

意見を述べさせていただいたところであります。 

　それから新たな取組として、このコロナ禍の中で

新たに導入、あるいはまた加速をした取組として、

リモート会議、あるいはテレワーク、時差通勤、オ

ンライン学習、オンラインによる公的な申請手続、

それから膨大なデータ入力を自動処理する技術の導

入であるとか、入院調整を図ったオーキャスシステ

ムであるとか、いろんな取組がございました。これ

らの取組の中で、平時において、あるいはまた類似

の業務において活用が可能なものについては、やは

りその普及、推進、定着を図り、行政サービスのデ

ジタル化であるとか、あるいはそのデジタル技術の

活用による業務の効率化、県民サービスの向上等々

を進展、加速させる必要があるという監査委員の認

識の下にそういう記述をさせていただいております。 

　ただ、この施策の成果目標、ゴールということま

で定めて所見を述べたものではございません。 

○当山勝利委員　分かりました。 

　そういう改善であったり、対応であったりが認め

られて、そういう記述になったということですね。

了解いたしました。 

　あと、引き続きですねウイズコロナ・ポストコロ

ナという記述のところがあるのですけれども、行政

課題への対応をするために財源確保の指摘がありま

す。その行政課題とは何なんでしょうか。 

○安慶名均代表監査委員　ここで申し上げているの

は、先ほど御説明した内容を受けております。行政

課題というのは、先ほど申し上げたコロナ禍で明ら

かとなった課題であるとか、新たに導入した取組の

定着を図るためには、必要な財源の確保が重要であ

るということの認識からそういう所見を述べさせて

いただいたところでございます。 

○当山勝利委員　これに関して財源を求めるという

ことで、皆様方は御提言されたというふうに理解し

ますけれども、執行部側はそれを受け取ってどう対

応されるのか。分からなければいいんですけれど、

引き続きまた皆様方としてはそういうことを求めら

れていくのか、どうなんでしょうか。 

○安慶名均代表監査委員　審査意見書は、11月に知
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事に提出をしたところでありますので、これを受け

ての具体的な動きというまでは、今把握をしてござ

いませんけれども、県においては、このコロナを経

て後のですね、いろんな施策を実現するための課題

で、新たな制度の導入であるとか、財源措置である

とか、国に求める必要があるもの、そういったこと

については、今検討されているというふうに認識を

しております。 

○当山勝利委員　分かりました。 

　下の収入未済額のほうに移りますけれども、この

一般会計の収入未済額について伺います。個人県民

税において、新型コロナ関連の協力金により課税対

象者が増加したことで収入未済額が増加したとあり

ますが、ちょっとこの件について説明を求めます。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　個人県民税の収入未済額は、約14億8000万円で、

これ前年度より約１億8000万円、13.6％増加してお

ります。その要因として、聞き取りをしてございま

すけれども、新型コロナ関連の給付金等の受給によ

り、個人県民税の課税対象者が増加をしたというこ

とで、調定額が前年度より約22億4000万円増加をし

たところでありますけれども、一時的な増収であっ

たということで、調定額ほど翌年度の収入済額が伸

びておらず、その増加は約20億6000万円にとどまっ

たということで、結果としてその差額に相当する額

が、収入未済ということになったというような説明

を受けたところでございます。 

○当山勝利委員　結局、協力金を得ることによって

収入が増えて、税が増えてそれが払えなくて、その

ようになったという解釈でよろしいですか。 

○安慶名均代表監査委員　納税者数として、令和４年

度は令和３年度に比べて、4599人増えたということ

でございます。今委員がおっしゃるように、収入と

しては入ったけれども、これが毎年入ってくる収入

ではありませんので、それが税の支払いに結びつか

なかったという部分があったということだと思って

おります。 

○当山勝利委員　分かりました。 

　ちょっとこれ以上聞いてもあれなので、次移りま

す。 

　法人事業税について伺いますが、収入未済額の理

由として、仕入れコストや物価上昇の影響で業績不

振があったとあります。価格に転嫁できずに事業者

の業績が上がらなかったということなんでしょうか。

執行部側からこれについて何か伺っていますか。 

○安慶名均代表監査委員　法人事業税の収入済額は

約319億1000万円で、これは前年度より１億8000万円、

0.6％の減少ということでございますが、これに対し

て収入未済額は２億8000万円で、前年度より１億

6000万円、121.7％増加をしたというところでありま

す。この要因について、税当局から確認をしたとこ

ろ、ウクライナ情勢や円安に伴う仕入れコストの上

昇、物価上昇の影響などによる企業収益の減少によっ

て、法人などの業績不振が挙げられると。加えまし

て、人手不足とか、競合相手の増加も理由として考

えられるという旨の説明を受けてございますが、直

接的に今委員のおっしゃる、価格に転嫁できず、事

業者の業績が上がらないということでは、特別に説

明を受けてはございません。 

○当山勝利委員　分かりました。 

　いろいろな理由で、とにかく事業者の業績が上が

らなかったという説明だったということですね。 

　ちょっと次は飛ばして、３番の事業執行について

ということで、４ページです。翌年度繰越額につい

て先ほども指摘がありました。令和４年度852億円余

りの繰越しがあります。毎年監査のほうであったり、

総務さんであったり、ここら辺のことは指摘をさせ

ていただいているのですが、今年も多くの繰越しが

発生しています。監査意見としても、圧縮を求めて

いらっしゃいますよね。まず意見として、圧縮を求

めていらっしゃる理由について伺います。 

○安慶名均代表監査委員　一般会計の翌年度繰越額

については、852億6000万円ということで、前年度よ

り約137億円減少はしておりますけども、依然として

多額であるというふうに考えております。令和４年

度においては、新型コロナウイルス感染症の感染動

向により執行に影響を受けた事業、あるいは同感染

症の回復局面における世界的な資材の調達難、半導

体の不足であるとか、価格高騰などによって、執行

に影響を受けたという事業が多く含まれております。

それから国の補正関連で繰越しが150億円ほどありま

すけれども、これも前年度に比べて約64億円増加を

しているという状況がございます。 

　監査委員としては、様々な事情がありますけれど

も、やはりその事業を予算化した目的に沿った需要

効果が早期に発現されることが、住民サービスの向

上、あるいはいろんな社会資本の整備につながると

いうことでありますので、やはり工事の早期発注、

あるいは執行管理の徹底、関係機関との十分な調整

などによって、執行率を向上させ、繰越額のさらな

る圧縮に努めていただきたいという思いで意見を述

べさせていただいております。 
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○当山勝利委員　分かりました。 

　監査のほうも同じ考えだとは思うんですけれども、

結局巨額の繰越しをするということは、その分の仕

事が翌年度に回るだけで、業務の圧迫にしかならな

いと私は思っているんですね。ですので、そこら辺

はまた監査のほうからもしっかりと指摘していただ

けたらと思います。 

　次に移ります。（４）の財務に関する事務について

伺いますが、不適正な手続は令和３年度で61件あっ

たということですので、そこはいいんですけれども、

その中の下から２行目に、リスクの発現を未然に防

止できる体制の構築を求めていらっしゃると思いま

す。また実効性のある再発防止策というものを求め

ていらっしゃいますが、防止体制等再発防止策につ

いて監査としてはどのように考えていらっしゃるの

か、もしくはどのように説明を受けているのか伺い

ます。 

○安慶名均代表監査委員　令和４年度におきまして

は、定期監査の中で、やはりこの必要な事務手続の

漏れ及び不適正な事務処理などによりまして、収入、

支出及び契約、財産や備品の管理等、基本的な事務

処理などにおいて、沖縄県の財務規則等に定められ

た手続によらない不適正なものが見られたところで

ございます。 

　昨年度は61件ですが、今最終的な数字はまだ確定

をしておりませんが、令和４年度は先ほども答弁し

ましたけども80件程度になる見込みでございます。

その主な要因としては、担当者の法令やその運用に

関する知識や確認の不足、あるいは管理監督者のチ

ェックや進捗管理の不徹底、組織内部の連携の不足

などがあるかと思います。あるいはそれらの複合的

な要因で発生したものだというふうに認識をしてご

ざいます。それで各職員が財務関係法規等をしっか

りと習得をして、それを遵守して職務を執行すると、

それぞれの職責を適切に果たしていただきたいとい

うことと、また職員の個人の能力や経験にかかわら

ず、やはり事務を適正、効率的かつ効果的に遂行で

きるようにするためには、マニュアルであるとか、

あるいはチェック体制の整備、これが大変重要だと

思いますので、その辺の整備とか、そのための階層

別の研修の充実など組織的な対応が必要であるとい

うことを申し上げているところでございます。 

○当山勝利委員　分かりました。 

　毎年、法律が変わったり規則が変わったりするの

で、いろいろ職員の皆様方も対応は難しくなってき

ているのかなと思いますけれども、監査のほうから

もしっかりとそこら辺を指摘していただいて、また

その指摘を実際に執行部側もきちんとやっているか

どうかもチェックしていただきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

　それから次のページの一番上の４行目ですね。県

の財政運営に影響を与えかねない事案が発生したと

いう記述があります。上段にはいろいろ不適正な処

理というようなものが書かれていますが、どのよう

な影響を与えると考えられてこのような記述になっ

たんでしょうか。 

○安慶名均代表監査委員　令和４年度の財務事務に

ついては、定期監査の結果、多くの指摘もありまし

たけれども、特に令和４年度においてこの議会の議

決を必要とする物品購入、あるいは債権放棄につい

て、議会の議決を経ずに行っていた事案、あるいは

２つの特別会計において、歳入が歳出に不足してい

た事案、国庫補助事業について必要な手続を漏らし

ていたため補助金を受けることができなかった事案

なども発生をしてございます。これらの不適正な事

務処理によりまして、議会の議決を経ない違法な契

約、あるいは地方自治法が予定していない違法な赤

字状態が一定期間継続したということは、やはり県

行政の信頼を損ねるものというふうに考えておりま

すし、また適切に国庫補助金が受けられず、一般財

源で補塡をするということについては、その部分に

おいては直接的に県の財政にも影響を与えたものと

いうふうに考えております。 

○当山勝利委員　これらの件は、先ほどあったリス

ク回避ですよね。しっかりそれをやっていくという

ことをもう一度確認させられるかなと思います。 

　最後になりますけれども、不適切な事務処理が発

生した場合、速やかに是正を努められたいという記

述があります。監査報告に示されている不適切な事

務処理において、速やかな是正ができたかどうか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　定期監査での多くの指摘事項につきましては、こ

れは措置状況の報告を求めて、その是正改善の状況

を確認しております。ですので、これについてはそ

の措置状況の確認の中で、法令等に基づきおおむね

適正に是正をされているところというふうな認識を

持ってございます。またこれについては、翌年度の

定期監査においても、しっかり継続されているかど

うかのチェックをさせていただいておりますが、特

にこの重大な不備として認識をした２つの特別会計

で歳入が歳出に不足していた事案と、金武湾港で県
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の施設を長期間無許可で使用したものに対し、使用

料相当額の損害賠償金の請求を怠っていた事案、こ

れについてはいずれもその是正に多くの日数を要し

たということで、事案が発生してから適切な是正措

置を取るのが遅れたものというふうな認識がござい

まして、そのような記述をしたところでございます。 

○当山勝利委員　監査のほうから意見を執行部のほ

うにされて、執行部側としてはそれに対して、どの

ように今後対応していくというふうなことがありま

したでしょうか。 

○安慶名均代表監査委員　審査意見書の手交の際に

は、財務事務等についても知事から重く受け止めて

いるというところで、その総点検を指示をしたとこ

ろであるということ、あるいは執行状況についても、

しっかりと執行管理をしながら、繰越額、不用額の

圧縮に努めたいというような御発言がございました。

そういう中で具体的な取組として、内部統制を強化

するために各部の主管課に人を増やして、担当者を

置いてしっかり取り組むというところと、財務事務

のエキスパートを養成するという意味でエキスパー

ト職員の指定をするというような具体的な取組を新

年度からスタートするというようなことを聞いてご

ざいます。 

○当山勝利委員　分かりました。 

　以上で終わります。 

○國仲昌二委員長　次呂久成崇委員。 

○次呂久成崇委員　よろしくお願いします。 

　決算審査意見書のほうの３ページ。収入未済額と

不納欠損処理についてです。先ほど当山委員のほう

からもあったのですが、この県税の収入未済額につ

いて、もう少し詳細、内訳等についてお聞きしたい

のですけれども、例えば個人県民税がどれだけなの

かとか、法人事業税がどれだけなのか、この内訳の

ほうまでお願いできますか。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の一般会計に

おける不納欠損額の内容についてですけれども、ま

ず県税のほうで主なものを申し上げますと、個人県

民税が8586万8908円、個人事業税が862万249円、自

動車税が478万1619円となっております。 

　諸収入における不納欠損額の主なものは、都市モ

ノレール建設事業資金の貸付金等の元利収入、こち

らは令和４年度の議会のほうで、債権放棄の議決を

いただいておりますけれども、そちらのほうが4917万

7128円。あと生活保護費返還金や児童扶養手当返還

金等の雑入において3785万9530円。これらが主な内

容となっております。 

○次呂久成崇委員　意見書のこの３ページのほうで

もあるんですけれども、この収入未済額の増加等に

は、新型コロナ関連の協力金とか、物価上昇の影響

などの業績不振ということが理由として挙げられて

いるんですけれども、このコロナの協力金に関して

は一時的なものだったので、またそれに合わせて今

年度もそうなんですけれども、かなりこの物価上昇

の影響というのが引き続きあるんじゃないかなとい

うふうに考えられます。この意見書のほうにあるの

ですけれども、適正な債権処理ということなんです

けれども、今の状況からすると、やはり今年度また

来年度というふうに考えてもこの収入未済額とか不

納欠損額というのは、さらに増加せざるを得ないと

いうか、なかなか債権処理が難しいのではないかな

というふうに、私は個人的に思うのですけれども、

ちょっとそこの御意見というのをお聞きしたいなと

いうふうに思います。 

○安慶名均代表監査委員　収入未済額、あるいは不

納欠損について、これ債権管理ということでござい

ますけれど、やはり債権の管理についてはですね。

債権を放置したまま時効を迎えることがないよう、

個々の債務者の実態把握に努めるとともに、督促、

差押え、あるいは債務の承認等、関係法令に基づく

措置を的確に講ずることが必要だというふうに思っ

ております。やむなく不納欠損として整理をするも

のについても、債権管理マニュアル等に基づく事務

手続をしっかりと進めて、これは県民に対して説明

責任が果たせるよう、適法性や債務者間の公平性を

確保した上で、適切な債権管理に努めていただきた

いというふうに思います。 

　今おっしゃったようなこのコロナ後の事情につい

ては、今年度もやはりその影響は一部というか、残

るのかなというふうには思いますが、そういう中で

もしっかりと債務者の実情も踏まえながら、適切な

債権管理を行っていただきたいというふうに思いま

す。 

　以上です。 

○次呂久成崇委員　やはりこの過年度の調定額とい

うのは、今後もちょっと増額していくのかなという

ふうに私は感じているのですけれども。監査のほう

からですね、実際に債権管理に対して、体制という

ところにまで言及というのはできるのでしょうか。

徴収体制とか、債権管理、回収体制とか、そういう

ところまで言及というのはできるのでしょうか。 

○安慶名均代表監査委員　債権管理の体制について

は、今のところこの審査意見書においては直接的に



－124－

言及しておりませんけれども、やはり様々な環境の

中でもしっかりと債権管理に努めていただきたいと

いうことで、債権管理については、やはり住民間の

負担の公平性であるとか、あるいは法令等に基づく

その適法性の確保であるとか、非常にそれは大事な

ところだと思います。ただ債務者のそれぞれの実情

等も踏まえて、適切な対応をしていただきたいとい

うことを言及している中では、当然にそういった体

制の整備も含めている趣旨ではございますけれども、

直接言葉で体制整備という部分で言及は今のところ

はしてございません。 

○次呂久成崇委員　この収入未済額について、やは

りこれはもう全庁的にどうやって縮減していくかと

いうのは、しっかり取り組んでいかないといけない

のかなというふうに思うのですけれども。この収入

未済額をいかに減少させていくか、そしてどうして

もこの税に関しては、処理ができない場合は、どう

しても事業者もそうなんですけれど、個人的にも破

産をしたりとかして、先ほども説明がありましたけ

れど、諸収入のほうで――例えば破産をしたりとか

廃業したりという方が生活保護とか社会保障のとこ

ろへ流れていくのですけれども、結局はそちらのほ

うでも不納欠損という形で、生活保護費なんかも返

還金も含めて不納欠損というふうになってくる。こ

れ一連に全部つながっていると思いますので、やは

りこの全庁的に取り組むということでの意見という

のを、私はもう少し体制づくりというのも含めて、

しっかり監査のほうから言及していいのではないか

なというふうに思いますので、今後ぜひそのほうも

検討していただけたらなというふうに思います。 

　以上です。 

○國仲昌二委員長　平良昭一委員。 

○平良昭一委員　決算審査意見書から基本的なこと

をちょっとお聞きしますけれど、まず１ページの令

和４年度の歳入及び歳出が前年度を下回った理由。

恐らくコロナ対策による地方創生臨時交付金の減少

が大きいと思う。それ以外にどういうものがあった

のかお聞かせ願います。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　一般会計における歳入決算額は約9590億5000万円

で、これ前年度に比べまして約1146億5000万円、

10.7％減少しております。これは諸収入、繰入金、

県税等が増加した一方で、国庫支出金においては、

主に新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時

交付金の減によりまして、約1206億4000万円、29.1％

減少したということと、県債において、主に臨時財

政対策債の減によりまして、約305億9000万円、

48.7％、それぞれ減少したことが主な理由でござい

ます。 

　また歳出決算につきましては、約9414億円の決算

で、前年度に比べ約1208億1000万円、11.4％減少し

ております。この内容ですが、衛生費や公債費等が

増加した一方で、商工費において、主にうちなーん

ちゅ応援プロジェクト、感染拡大防止対策協力金の

減に伴う約830億6000万円。それからこのコロナ関係

以外には、諸支出金が主に財政調整基金の積立金、

減債基金積立金の減に伴い、約294億2000万円。民生

費において、主に生活福祉資金特例貸付の減に伴い、

約134億1000万円。それぞれ減少したことが、歳入歳

出の主な減の要因ということでございます。 

　以上です。 

○平良昭一委員　やっぱり令和３年度、令和４年度

というのは、コロナ対策のものがかなり多くなって

いるわけですよね。当然、令和５年度もその影響は

あると思いますけど、今後この歳入歳出の様子とい

うのは、令和５年度に関しては、同じように前年度

よりも下回るという可能性もあるのですか。 

○安慶名均代表監査委員　これについては、年度途

中ですので、私から確定的には申し上げにくいので

ありますけれど、この新型コロナウイルス感染症対

策が実施される前の令和元年度の歳入決算額が約

7343億円でございます。またコロナについても、令

和５年５月８日の５類感染症に移行ということから、

関連する国の交付金、あるいは支援策も恐らく段階

的に縮小、廃止をされる見込みということを考えま

すと、令和５年度も決算額は減少するのではないか

なというのが、これはもう私の私見でございますけ

れども、答弁させてください。 

○平良昭一委員　大体同じような感じになるのでは

ないかなと思いますけれど。 

　そこでですね、２ページのこの自主財源の割合も

当然、コロナの影響等の関わりが出てきたと思うの

ですよ。一昔前までは３割自治と言われているよう

な状況の中で、35.6％を占めていた割合に対しては、

皆さんの感想としてどういうことをお持ちですか。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　令和４年度のこれは普通会計決算になりますけれ

ども、自主財源比率は35.6％、前年度に比べて6.5ポ

イント上昇ということで率としては改善をしており

ます。その主な要因としましては、諸収入で約90億

円、地方税が約85億円、繰入金が約70億円、それぞ

れ増加をしたことによりまして、この自主財源その
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ものが262億4800万円増加をしております。また国庫

支出金が約1120億円、地方債が約311億円、地方交付

税が約44億円、それぞれ減少したことによりまして、

依存財源が1429億9000万円大幅に減少したというこ

とで、自主財源が262億円程度増となり、依存財源が

1429億円ほど大幅減ということで、自主財源比率と

しては6.5ポイント上昇するという結果になったこと

であります。 

○平良昭一委員　これもコロナの影響がありますか

ら、令和元年度頃、通常であれば、自主財源という

のは、これまでコロナ以前はどのような推移をして

きていますか。 

○安慶名均代表監査委員　令和元年度は、沖縄県は

34.7％でございます。 

○平良昭一委員　令和元年前後もこのパーセンテー

ジを大体維持してきているのですか。 

○安慶名均代表監査委員　平成27年度までは25％か

ら30％未満で推移をしておりますけれども、平成28年

度に30％台に乗りまして、それ以降は少しずつ沖縄

県の景気の好調さを背景に、少しずつ改善をしてい

たというところがございますが、令和２年度から自

主財源比率が若干減少に転じて、令和３年度は29.1％

まで落ち込んだと。この令和２年度、３年度は、や

はりコロナ関係の地方交付税であるとか、国庫支出

金の増が大きく影響しているかと思います。 

○平良昭一委員　となれば、沖縄県の今の自主財源

の力としては、令和元年、あるいは平成27年後ぐら

いからの状況を維持できているというふうに踏んで

いいのかな。３割超えるということは、かなり優秀

だというふうに私は認識しますけれど、そういう面

ではかなり努力をしてきているというようなことだ

と私は思いますけれど、監査の立場からどう思いま

すか。 

○安慶名均代表監査委員　平成28年度以降は、県経

済の好調さもあって、例年増えてきてはおりますけ

れども、やはりまだ全国平均、九州平均との差がご

ざいますので、今頑張っているところでありますけ

れど、まずはやはり九州平均に持っていくというと

ころを当面の目標に、まだまだ努力する必要があろ

うかというふうに思います。 

　九州平均は、審査意見書に今載っているのは公表

された数値で36.2％になっておりますけれども、令

和４年度の速報というか、自前の調査結果でありま

すけれど、39.3％ということになっております。全

国平均が45.3％、これは令和４年度分の速報値でご

ざいます。 

○平良昭一委員　この数字聞いてびっくりですね。

沖縄県の市町村は相当苦労しているなということを

感じますよね。そうなると恐らく２割も行かない自

主財源の中で頑張っている町村もあると思います。 

　そうであれば、これだけ自主財源が九州の中でも

一番下のほうでありますけれど、それでも３割を超

えるということであれば、まだまだいろんな事業が

できる要素も持っているなと、余力があるなと私は

思いますけれど、その辺やっぱり九州を見てしまう

のかなと思いますけれど、その辺どう感じますか。 

○安慶名均代表監査委員　自主財源比率について、

いろんな共通の指標として何％必要であるというよ

うなものはございませんけれども、やはりまだ九州

で最も低くて、九州平均と比べても差があるという

ところからすると、やはり沖縄県の規模としては、

まだまだ厳しい状況だというふうな認識でございま

す。 

○平良昭一委員　実質公債費比率も7.3％。これも九

州では低いほうですよね。これについてはどういう

判断を皆さん持っていますか。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　令和４年度の沖縄県の実質公債費比率は7.3％とい

うことで、公表されている直近のデータとしては、

令和３年度の全国平均が10.7％、九州平均が9.6％で

すので、これはかなり良好な実績ということになっ

てございます。その理由としましては、これまでの

行財政改革プランに基づきまして、大規模な県単箱

物整備の抑制、あるいは国の経済対策等に伴う県債

を除く通常債について発行抑制の取組のほかに、沖

縄振興特別措置法に基づく高率補助によりまして、

事業費に対する県の負担が小さく、他県に比べて起

債の発行額が抑えられているということが大きな要

因というふうに考えております。 

　以上です。 

○平良昭一委員　分かりました。 

　午前中ですね、この３ページの新沖縄県行政運営

プログラムを令和５年３月に策定したが、監査委員

の意見として着実に推進すべきと思うという意見が

ありますよね。しかし午前中監査をする立場として

の意見を聞かれていて、非常に苦しんでいるような

状況の答弁がありましたけれど、行政側の手段とし

てこれは的確だと思いますか。そういう聞き方だっ

たら答えられるのではないですか。 

○安慶名均代表監査委員　新沖縄県行政運営プログ

ラムは、令和５年３月に策定をされておりますけれ

ども、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画を着実に推
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進する行政運営をするために策定されたものという

ふうに理解をしてございます。この基本理念は、多

様な県民ニーズへ迅速かつ的確に対応し、県民福祉

の増進を目指す行政運営の質の向上を図るというこ

とで、目標の１つ目として、スマート県庁の構築と、

目標の２つ目として、持続可能な行政運営の構築と

いうことで、県庁内の様々な課題等をしっかりと議

論をした上で策定されたものというふうに認識をし

てございますので、この策定されたプログラムにつ

いては、これはやはり着実に取り組んでいただきた

いということの要望をさせていただいたということ

でございます。 

○平良昭一委員　行政側がこの運営プログラムを推

進していくことによって、今後の見通しというもの

に関しては、どういうふうに見ていますか。うまく

ちゃんと着実に進んでいけば、改善できるというふ

うに監査は踏んでいますか。 

○安慶名均代表監査委員　それを期待しての行政運

営プログラムだというふうに理解をしてございます。 

○平良昭一委員　この辺も来年の監査のときに、ど

ういうふうな結果になっているかというのは非常に

気にはなりますけれど、来年監査する皆さん頑張っ

てください。 

　最後に３ページの下から６行目。 

　この県税やその他の収入未済額について、いろい

ろ指摘がありますけれど、住民負担の公平性と歳入

確保の観点からというふうな、この３行の意味が僕

はあんまり分からないのですよ。どういう意味で指

摘しているのですか。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　収入未済額については、縮減に向け対策が進めら

れておりますけれども、今回はコロナの影響もあり

まして、前年度に比べ約１億4988万円、2.4％増加を

しております。依然としてこれは多額であるという

ところで、歳入確保の面からも、収入未済額の縮減、

回収は重要な課題であります。税、あるいはほかの

使用料等々ですね、いろんなものがありますけれど

も、適切に支払っている者との負担の公平性を図る

という観点もやはり重要だと思っておりまして、極

力、不納欠損処理に至らないように適切に徴収を行

い、その徴収を行うことによって、しっかりと縮減

を図るということも重要な課題であるという認識で、

歳入の確保とともに住民負担の公平性というところ

を申し上げているところでございます。 

　以上です。 

○平良昭一委員　ちょっと分からないな。 

　非常に気になる文言で、これ住民負担の公平性と

いう意味が、私はどういうふうに捉えていいのか分

からないものですから、今の答弁の中でどう判断し

たらいいのかなと迷っていますよ。もうちょっと分

かりやすく、具体例を挙げてできないですか。 

○安慶名均代表監査委員　先ほども述べたところで

すが、やはり適切に支払っている契約、あるいは法

令等に基づいて様々なものについて、適切に支払っ

ている者と、やはり負担の公平性ということも大事

だというふうに思っております。 

　以上です。 

○國仲昌二委員長　瀬長美佐雄委員。 

○瀬長美佐雄委員　よろしくお願いします。 

　決算審査意見書から伺います。まず沖縄県所有者

不明土地管理特別会計。48ページに記載されており

ます、所有者不明の土地の管理ということで、面積

や筆数など。真の所有者に返還するのが目的だとい

うことなのですが、特会の実績について、あるいは

過去の実績含めて、伺いたいと思います。 

○名渡山晶子会計管理者　沖縄県土地所有者不明土

地管理特別会計は、今委員がおっしゃいましたよう

に、去る沖縄戦で、公図や公簿類が焼失し、戦後土

地所有者の認定作業を実施したけれど、何らかの事

情により申請がなかった土地などが所有者不明の土

地となったことを受けて、その土地の適正管理をす

ることを目的とし、また真の所有者に返還するため

に設置をされた会計でございます。 

　県管理の所有者不明土地につきましては、令和５年

３月31日時点において、89万6792.11平米、約90ヘク

タール、1505筆を管理しております。 

　これまで真の所有者に返還した所有者不明土地は、

県管理地で14万3836.27平米、約14ヘクタール、279筆

となっており、平成27年度に訴訟判決により真の所

有者に返還した約0.06ヘクタール、５筆の返還が最

後の事例というふうに聞いているところでございま

す。 

○瀬長美佐雄委員　この所有者不明土地管理特別会

計の設置目的に照らすと、今の裁判が最後という形

で言うと、この特会の持つ意味というか、評価や課

題について伺いたいと思います。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　この特別会計の概要については、ただいま会計管

理者から御説明がありましたが、この特会で管理し

ているこれらの土地の全てが、やはり県民の貴重な

財産として有効活用が図られるべきものというふう

に考えております。この所有者不明土地問題の抜本
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的解決に向け、県が策定しております新・沖縄21世

紀ビジョン基本計画においては、真の所有者等に返

還するまでの間の適正管理、また国に対し、所有者

探索調査が尽くされていない土地の調査の継続、抜

本的解決に向けた法制上の措置、財政措置の取組の

加速を強く求めるというふうになっておりまして、

所有者不明の土地の解消に向け、さらに強力な取組

が必要であるというふうに考えております。 

　また所有者不明土地の一部は、現在民間貸付を実

施しておりますけれども、そこに収入未済額が生じ

ているということも課題の一つと考えておりまして、

過去３年の推移を見ますと、少しずつ減少しており

まして、令和４年度に約1223万円ということになっ

ておりますが、今後も縮減の努力が必要というふう

に考えております。 

　以上です。 

○瀬長美佐雄委員　続きまして、60ページ。 

　沖縄県公債管理特別会計について伺います。まず

前年の令和３年度比で予算現額や調定額、収入済額

が大幅に増えております。その理由について伺いま

す。 

○名渡山晶子会計管理者　公債管理特別会計の令和

４年度歳入決算額は、前年度と比較して145億4155万

7058円、21.9％の増加となっております。その理由

といたしましては、償還期が到来した債権が多くあっ

たためと聞いておりまして、その償還に充てる一般

会計からの繰入金が、約28億4155万円の増、借換え

を行ったことによる県債の増が117億円増加したと。 

　以上が主な理由として聞いているところでござい

ます。 

○瀬長美佐雄委員　高い金利から低い金利に変える

ということで、財政健全化に寄与するという運用に

ついて、やっぱりどのような取組が図られ、成果が

あったと評価できるのか。支払利息等の削減の努力

の状況や低利の資金の借換え等の努力を見ることが

できたということで評価ができるのか。監査の意見

を伺いたいと思います。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　令和４年度の一般会計における借換え対象額は、

約299億4000万円でございます。そのうち実際に借換

債を発行した額が132億円で、発行を抑制した額は約

167億4000万円ということになっております。令和

４年度において、借換債の発行を抑制したことによ

りまして、後年度に発生する利子額約６億6000万円

の負担軽減が図られたということを聞いてございま

す。 

　借換債の発行に当たりましては、この利子の将来

負担の軽減と当年度の公債負担のバランスに配慮す

ることが大変重要かと思っておりまして、そこに適

切に対応する必要がありますが、執行部においてそ

ういう観点から、適切に判断をして対応されたもの

だというふうに認識をしてございます。 

○瀬長美佐雄委員　一般会計に移ります。まずコロ

ナ禍の中で物価高騰も合わせてというふうな行政対

応だった2022年度の決算についてなんですが、総括

的な評価、分析についてはどうなっているのか伺い

ます。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　令和４年度の一般会計の決算は、歳入歳出ともに

前年度を下回っておりまして、その主な要因はいず

れも新型コロナウイルス感染症対応調整臨時交付金

が後期の受入れとまたそれを充当する事業の減とい

うことでございます。令和４年度においては、この

新型コロナウイルス感染症対策に加えまして、原材

料価格や電気料金の高騰に対する経済対策の取組の

ため、国の地方創生臨時交付金や緊急包括支援交付

金を活用するとともに、財政調整基金を取り崩して

対応がなされたということが、特徴である決算であっ

たというふうに考えております。 

　今後とも、多様な県民ニーズに迅速かつ的確に対

応し、県民福祉を推進するため、行政運営のより一

層の質の向上を図ることができるよう、新沖縄県行

政運営プログラムの取組を着実に推進し、行財政運

営のさらなる健全化・効率化を図っていただきたい

というふうに考えております。 

○瀬長美佐雄委員　監査委員の指摘が２ページから

３ページにわたり、行財政運営、収入未済額の縮減

及び不納欠損処理、事業執行、財務に関する事務等

に関する改善を指摘されてきました。令和３年度決

算時に指摘したことが改善されたのかどうか。改善

が見られたと評価できる点、あるいは改善が不十分

だというような点で、どのような評価をされるのか

伺います。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　決算審査意見書においては、例年決算審査を通し

て重要と思われる留意点について意見を述べている

ところであります。令和３年度の審査意見に関する

取組、改善状況を申し上げますと、初めに行財政運

営については、歳入と歳出のバランスが取れた持続

可能な財政運営の確立に努めるよう要望したところ、

令和５年３月、収支バランスが取れた持続可能な財

政基盤の確立に向けた取組の推進などを内容とする
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新沖縄県行政運営プログラムが策定されております。 

　また収入未済額の縮減及び不納欠損処理につきま

しては、新たな収入未済の発生防止と効率的で実効

性のある徴収を図るため、債務者の実情に即した様

々な方策を講ずるよう求めたところ、収入未済額の

縮減に向けた対策は進められておりますけれども、

新型コロナウイルス感染症対策及び県内企業を取り

巻く経営環境の悪化の影響によりまして、県税の収

入未済の増等により、収入未済額は前年度に比べて

１億5000万円増加をする結果となりました。 

　また事業執行につきましては、繰越額、不用額の

圧縮に努めるよう求めたところ、令和４年度は新型

コロナウイルス感染症対策関連事業の減等により、

繰越額が134億3000万円、不用額が22億8000万円、そ

れぞれ減少しております。 

　最後に財務に関する事務につきましては、定期監

査において主に収入、支出及び契約、財産や備品の

管理等の基本的な事務処理などで、沖縄県財務規則

等に定められた手続によらない不適正なものが見ら

れた旨の意見をしましたが、定期監査の指摘事項に

対する措置状況の報告を求めたところ、法令等に基

づきおおむね適正に是正をされております。 

　また国庫補助金に係る手続を誤っていた事案につ

いては、再発防止策を講じていただきたいと意見を

しましたが、令和４年度においても、国庫補助金に

係る手続を誤った事案が発生したことから、発生要

因の検証を行い、その結果を全庁で共有するととも

に、進捗管理の徹底、事務処理のチェック体制の見

直し、財務に関する研修の強化など、実効性のある

再発防止策を講じるよう、今回また意見をしたとこ

ろでございます。 

　以上です。 

○瀬長美佐雄委員　ぜひ監査の意見に基づいて、き

ちんと執行するようにと。引き続き監査に努めてい

ただきたいと思います。 

　続きまして、20ページの県税について伺います。 

　個人県民税や個人事業税、地方消費税、あるいは

不動産取得税が増加しているということで、その要

因や分析について監査はどのような評価でしょうか。 

○名渡山晶子会計管理者　個人県民税の決算額が

443億5306万1807円となっておりまして、前年度より

約4.9％増加しておりますが、その理由は、先ほども

代表監査のほうからお話がございましたが、新型コ

ロナウイルス感染症関連の協力金等の受給に伴う納

税義務者数の伸びによるものと聞いております。 

　個人事業税の決算額は31億303万709円となってお

りまして、前年度比較で約52.7％増加をしておりま

すが、こちらにつきましても新型コロナウイルス感

染症関連の協力金等の受給により、これまで課税対

象ではなかった事業者が課税対象となったことによ

るものというふうに聞いております。 

　次に、地方消費（貨物割）の決算額でございます

が、36億6098万8920円となっており、前年度比較で

約69.0％の増となっておりますが、こちらにつきま

しては、原油高、円安の影響により、輸入取引額が

増加したことによるものというふうに聞いておりま

す。 

　不動産取得税の決算額は54億2329万5683円、前年

度比29.5％の増加となっておりますが、理由といた

しましては、大型物件への課税が何件かあったこと

を反映してのものというふうに聞いているところで

ございます。 

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

　自主財源も強化されつつあるという状況を見ると

きに、この県税の税収の推移について伺いたいと思

います。10年前、５年前との比較がどのような状況

なのか伺います。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の県税収入は

トータルで1464億7718万9855円となっており、５年

前の平成29年度と比較すると、197億1158万699円の

増となっております。また10年前の平成24年度と比

較いたしますと、519億8053万6303円の増加となって

おります。県税収入は、10年前からすると、コロナ

特例による徴収猶予などがあった令和２年を除きま

して、年々増加しているということになっておりま

す。 

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

　県の経済の力を図る上で、一つの指標としては県

税と。あと国税についても、10年前、５年前との比

較で経済の成長状況が分かるのかなと思いまして、

もし調べているのであれば伺います。 

○名渡山晶子会計管理者　先ほど申し上げましたよ

うに、令和４年度の５年前の平成29年度と、10年前

の平成24年度の比較をさせていただきますが、沖縄

国税事務所のホームページでは、令和４年度分がま

だ掲載されておりませんでしたので、令和３年度と

それぞれ比較をさせて御説明させていただきます。 

　令和３年度の沖縄国税事務所管内における徴収決

定済額は、4441億6027万7000円となっております。

平成29年度は3831億440万5000円で、平成29年度と比

較をいたしますと610億5587万2000円の増加となって

おります。10年前の平成24年度は2772億3902万2000円
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で、平成24年度と比較いたしますと1669億2125万

5000円の増加となっております。国税の徴収決定済

額は、５年前、10年前と比較して年々増加をしてい

るというところでございます。 

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

　着実に力がついているという答弁だったかと思い

ます。 

　同じページに収入率が98.5％と高い割合で、収入

率を引き上げた努力が見られますが、この率という

のは、どのように努力した結果なのか。あと九州と

の比較についても伺います。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の県税の収入

率は98.5％となっており、前年度の98.7％と比較を

いたしますと、0.2ポイント減少しております。収入

率が減少した主な理由といたしましては、先ほど来

お話がありますように、コロナ関係の給付金の受給

により調定額は増えたが、一時的な増収であったこ

とから、調定額ほど収入が伸びなかったことによる

ものと聞いております。 

　九州各県と比較いたしますと、九州平均の収入率

は99.1％となっており、沖縄県は0.6ポイント下回っ

ているところでございます。 

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

　続きまして、21ページにそれぞれの税目別の県税

収入の状況が記されております。その中で自動車税

に係る部分について、何点か伺いますが、自動車税

の税収に関する実績が増えているという状況につい

て、まずその理由等について伺いたいと思います。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の自動車税に

つきまして、これは環境性能割でよろしいでしょう

か。環境性能割は７億9623万9700円となっており、

前年度と比較して３億2695万4500円、69.7％の増加

となっております。増加した要因といたしましては、

社会経済活動の正常化が進んだことにより、登録台

数が増加したことによるものと聞いております。 

○瀬長美佐雄委員　環境性能割というときに、その

下にあるのは種別割ということで、確認ですが、こ

の環境性能割というのは、エコカー減税とか、要す

るに環境に配慮した自動車の普及を意味するのかど

うか。状況というよりも、この性質の説明を少し受

けたいと思いますが、どうなんでしょうか。 

○名渡山晶子会計管理者　エコカー減税というのは、

対象者を新車新規登録を行う際に、自動車の重量税

を減免する制度となっておりまして、ただいまの環

境性能割につきましては、車両を取得した際に購入

時に課税をするものですが、車両取得価格に対し、

燃費性能に応じた税率を課税する県税でございます。 

○瀬長美佐雄委員　どうもありがとうございます。 

　この自動車税の関わりで言うと、日米地位協定の

関係もありますが、米軍関係自動車について、今年

度について言えば、米軍関係の自動車税収という点

ではどの程度の歳入になっているんでしょうか。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の定期賦課に

おける米軍人、軍属等の課税額は、３億2282万円と

聞いております。 

○瀬長美佐雄委員　米軍関係車両と県民との意味で

言うと、課税の率が違うのかと思いますが、それに

ついて比較して軽減の状況を伺います。 

○名渡山晶子会計管理者　米軍構成員等の私有自動

車に係る自動車税の税率につきましては、日米安全

保障条約第６条に基づく地位協定第13条第３項及び

第14条第６項の規定に基づき、日米合同委員会にお

いて合意された税率によって課税することになって

おり、地方税法に定める自動車税の標準税率とは異

なっているところでございます。 

　税率につきましては、普通車と小型車、乗用車と

トラック、排気量により異なりますけれども、例え

ば普通乗用車の場合、4.5リットル以下が１万9000円、

4.5リットル以上が２万2000円。小型乗用車の場合は

7500円というふうにそれぞれ定められているところ

でございます。 

○瀬長美佐雄委員　県民と比較して軽減されている

ということだと思いますが、米軍関係の自動車税の

歳入を国民並みに、県民並みにしっかりと課税した

場合はどれぐらいの歳入見込みなんでしょうか。 

○名渡山晶子会計管理者　総務部によりますと、令

和４年度の定期賦課における米軍構成員の自動車税

の調定額は３億2282万円で、これを地方税法に定め

る標準税率で課税をした場合は９億9489万円になる

というふうに聞いております。 

○瀬長美佐雄委員　３倍の税収が見込まれたと。復

帰後に適用されたわけで、復帰後の米軍関係自動車

税の差額の総額はどれぐらいになるんでしょうか。 

○名渡山晶子会計管理者　総務部によりますと、復

帰後昭和47年から令和４年度までの51年間の差額の

累計額は、約311億8391万9000円になるとのことでご

ざいます。 

○瀬長美佐雄委員　最後になりますが、地位協定の

絡みもありますけれども、国民、県民並みの課税で

徴収すべきだと思います。取組の状況についてどう

なっているのか、最後に伺います。 

○名渡山晶子会計管理者　平成11年度に米軍構成員
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等の私有車両に係る自動車税の税率が平均15.4％引

き上げられましたが、一般の民間車両と比較して、

依然低い税率になっているところです。 

　県においては、毎年８月頃に開催される渉外関係

主要都道府県知事連絡協議会――渉外知事会を通し

て当該優遇制度を是正することを国に要望している

とのことです。また、県と基地所在市町村で構成さ

れる沖縄県軍用地転用促進基地問題協議会――いわ

ゆる軍転協においても、日米地位協定の見直しにつ

いて、平成12年度以降、毎年国に要請しているとの

ことでございます。 

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございました。 

○國仲昌二委員長　玉城武光委員。 

○玉城武光委員　いろいろ質疑がありましたけれど、

私は２点だけ質疑します。 

　53ページの沖縄県宜野湾港整備事業特別会計の件

です。ここにですね、収入未済額が1053万1368円で、

その主なものは入札談合に係る違約金及び延納利息

とあるのですが、この入札談合というのは、どんな

ことなのですか。説明お願いします。 

○名渡山晶子会計管理者　宜野湾港整備事業特別会

計における、この入札談合に係る違約金及び延納利

息について、１件、1063万6500円が計上されている

ところですけれども、こちらにつきましては平成24年

に収入未済額として計上されておりまして、宜野湾

港浮桟橋工事における該当案件だというふうに聞い

ているところでございます。 

○玉城武光委員　平成24年に起こった談合に係る違

約金及び延納利息金ですか。 

○名渡山晶子会計管理者　収入未済として発生をし

たのが平成24年というところで、すみません、その

談合案件自体が何年かというのはちょっと、それよ

り以前の可能性もございますが、はっきり把握して

ございません。収入未済額として計上されたのが平

成24年というところでございます。 

○玉城武光委員　これは毎年度、特別会計に入って

いるということですか。令和３年、令和４年度も、

この額で。 

○名渡山晶子会計管理者　県に収納されるべき金額

として調定をされてから、収入未済の状態が継続を

しているというところで、毎年度収入未済額として

計上されているというところです。 

○玉城武光委員　総額で幾らなんですか。 

○名渡山晶子会計管理者　収入未済額の総額、この

浮桟橋工事の事件に関しまして、1063万6500円。こ

れがこの特会における談合違約金として、未済額と

して計上されている額でございます。 

○玉城武光委員　次、54ページ。沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計。ここに収入未済

額のことが書かれているんですが、撤退企業の不法

占拠による使用料相当額の損害金及び代執行費用等

の未納によるものとあるのですが、ちょっと御説明

お願いします。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の同特別会計

における収入未済額の雑入は、188件、4998万7440円

となっておりますが、このうち平成12年度から平成

14年度までの不法占拠による使用料相当額の損害額

が５件、３者、2809万2355円。平成14年10月31日か

ら平成14年11月21日に行った施設の原状回復による

代執行費用が１件、１者分、889万3500円と聞いてい

るところでございます。 

　その他、平成３年度から平成13年度までの毎月の

光熱水費等の実費徴収費の収入未済額について、

182件、10者、1300万1585円が計上されているところ

でございます。 

○玉城武光委員　以上で終わります。 

○國仲昌二委員長　休憩いたします。 

 午後３時16分休憩

 午後３時34分再開

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　休憩前に引き続き質疑を行います。 

 　西銘純恵委員。

○西銘純恵委員　お疲れさまです。よろしくお願い

します。 

　最初に決算審査意見書の２ページの１行目ですね。 

　実質収支額及び単年度収支額について、一般会計

では黒字となっています。そのことについて、どの

ように評価されているかお尋ねします。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　実質収支額は、収入済額から支出済額を差し引い

た形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し

引いたもので、地方公共団体の財政運営の良否、よ

しあしを判断する重要な指標の一つとなります。単

年度収支額は、その実質収支額から前年度の実質収

支額を差し引いたものになりますが、令和４年度の

一般会計においては、実質収支額が約56億1751万円

の黒字となっておりまして、前年度と比較して約13億

3710万円増加しております。またこの同額の13億

3710万円が単年度収支額となっております。 

　評価ですけれども、実質収支額が黒字となってい

ること、また単年度収支は当該年度のみの収支を捉

えるもので、当該年度の収入だけで当該年度の支出
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を賄えたということになりますので、その意味では、

堅実な財政運営を行うことができたと考えておりま

す。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　単年度収支黒字ということが、健

全とおっしゃいましたけれど、これは傾向としてこ

れまで単年度収支黒字というのは、どうなっている

かは見ていらっしゃいますか。 

○安慶名均代表監査委員　まず実質収支は、毎年度

黒字を計上しておりますけれども、単年度収支につ

いては、令和４年度が黒字、令和３年度は赤字、令

和２年度は黒字、令和元年度は赤字、平成30年度、

平成29年度は黒字ということで、単年度収支につい

ては黒字と赤字があるという状況でございます。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　令和４年度は13億円、単年度黒字

になったということで、これが今後続いていってほ

しいなというのを期待はしているのですけれども、

今の報告を受けたら、なかなか単年度ごとというの

は結構むらがあるのだなということを感じておりま

す。 

　次、２ページの行財政運営について、下から９行

目、歳入全体に占める自主財源の割合は、前年度を

6.5ポイント上回ったとありますけれども、ほかにも

質疑された方がいますが、割合が伸びた要因につい

て簡潔にいただいて、令和４年度が特別だったのか

どうかですよね。そこもお尋ねしたいと思います。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　令和４年度、6.5ポイント上昇し、改善した理由で

すけれども、主な要因としまして、自主財源である

諸収入で約90億円、地方税が約85億円、繰入金が約

70億円、それぞれ増加したことによりまして、自主

財源そのものが262億4800万円増加をしたというこ

と。また一方で、国庫支出金が約1120億円、地方債

が311億円、地方交付税が約44億円、それぞれ減少し

たことなどによりまして、依存財源が1429億9000万

円大幅に減少したというところで、6.5ポイントの上

昇につながったものと考えております。 

　まず令和３年度はコロナの関係でこの税収減が見

込まれるということで、地方交付税等が大幅に増え

ました。それから、地方創生臨時交付金などの国庫

支出金も大幅に増えたということで、令和３年度の

自主財源比率は29.1％まで減になったというところ

で、令和４年度はその反動減もありますけれども、

交付税等が減少したこと、あるいはそのコロナ関連

の国庫支出金が大きく減ったというところで、大き

く改善をされたと――この流れは全国、各都道府県、

ほぼ同様な傾向だというふうに考えています。 

○西銘純恵委員　次、２ページの下から３ページの

上段ですが、県債発行抑制の取組ということを書い

ていますけれども、県債の発行については、結構割

合的に低いんじゃないかなと思っていますが、私は

県債というのは、例えば老朽校舎を改築するとか、

必要な行政運営に借金をしてでもやらないといけな

いというのは、計画を持ってやるものだと思ってい

るのですよね。施設を計画的に改築、建設するとい

うことは、県債発行抑制というところを、言葉とし

て出たときにどうなのかなと思っていまして、それ

で、適切な県債管理というのをお尋ねします。 

○安慶名均代表監査委員　お答えします。 

　まず本県の令和４年度の実質公債費比率は7.3％と

いうことで、これは沖縄振興特別措置法に基づく高

率補助や今委員から御指摘のあったこれまでの県債

発行の抑制の取組等により、九州平均や全国平均よ

り低くなっております。自主財源比率や財政力指数

が低い本県において、公債費は一般財源により対応

しなければならない義務的な経費となることから、

将来の負担や、あるいは経常収支比率が、令和４年

度が90％台半ばまで悪化したというような現状を考

慮すると、県債発行の抑制に努め、公債費負担を軽

減するということは、財政運営上、重要なことであ

るというふうに考えています。 

　適切な県債管理ということですが、今後の需要増

を見込みながら、持続可能な財政運営を行えるよう

に、社会経済情勢の変化や国の地方財政措置の動向

等を見据えながら、その県債の必要性、有効性、緊

急性、将来負担などの観点から、事業の取捨選択を

行いながら、その財源も選択をして、県債発行を適

切に行うように意見したものでございます。適切な

県債管理というのが、必ずしも県債を抑えるという

ことではなくて、いろんな総合的な観点から、財政

運営に資するように、管理をしていただきたいとい

うことで述べております。 

○西銘純恵委員　九州平均と全国平均はどれだけで

すか。 

○安慶名均代表監査委員　実質公債費比率、令和４年

度につきましては、まずこちらで算出をした数値で

ありますけれども、全国平均が10.9％、九州平均が

10.0％、沖縄県が7.3％ということで、全国で５位に

当たるというふうに考えております。 

○西銘純恵委員　自主財源比率が低いということが

沖縄県の脆弱なところと話されていましたけれども、
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県債の割合というのがどの程度まで――全国平均、

九州平均が10％ぐらいと出されましたけれども、ど

の程度まであれば大丈夫かというのは、何らかのシ

ミュレーションなりは、執行部でもやっているんで

しょうか。基準があるんでしょうか。 

○安慶名均代表監査委員　実質公債費比率の関係に

つきましては、財政健全化法の早期健全化基準では

25％であるとか、財政再生基準では35％というよう

な指標がございます。ただこれは財政健全化法に基

づいても、財政健全化、あるいは財政再建に取り組

まなければならないというような、義務づけられる

ような状態の基準でありますので、適正な基準とい

うのとは遠いものだと思っておりまして、県債につ

いて、実質公債費比率について、適正な率という基

準は現在のところはないものと考えています。 

○西銘純恵委員　同じ３ページの７行ですが、財政

力指数が全国平均を下回ったということについてで

す。上げないといけないということではあると思う

のですが、県債発行をどこまで上げたらいいかとい

うのは基準がないと先ほどおっしゃったのですが、

逆に抑えることによる財政力指数というのは、県債

との関連ではどうなるのか。関連性があるのでしょ

うか。 

○安慶名均代表監査委員　財政力指数というのは地

方公共団体の財政力を示す指標でありますけれども、

基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値

の当該年度を含む過去３か年分の平均というのが財

政力指数になります。基準財政需要額の中には公債

費も含まれておりますので、需要額の中の公債費が

小さくなるということは、理論上は財政力指数を上

げる方向に行くと思いますけれど、非常に膨大な数

値の計算式でありますので、公債費がどの程度――

ほかの変動要因もありますので、出すことは非常に

難しいのではないかなと思います。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　歳入確保に向けた不断の取組につ

いて、具体的にどのような取組ということでしょう

か。 

○安慶名均代表監査委員　お答えします。 

　歳入確保に向けた不断の取組、継続すべき取組と

して、受益者負担、あるいは負担の公平性の観点等

から徴収強化や課税自主権の行使などによる県税収

入の確保、それから県税を初めとする収入未済額の

縮減、使用料・手数料の適正な見直し、未利用地の

貸付けや売払いなど県有財産の有効活用など、これ

は従来から取り組んでいる取組ではありますけれど

も、不断の取組としてしっかり強化する必要がある

と思います。またこれに加えて、中長期的に、本県

の産業振興施策の推進等によって、安定的な税源の

涵養、将来の税収増につながるような環境整備もしっ

かり計画的、戦略的に取り組むべきというような考

え方で記述をしてございます。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　４ページの事業執行について、一

般会計の執行率。沖縄県のこの執行率の状況をどう

評価されていますか。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の一般会計の

執行率は88.5％となっております。九州各県と比較

をいたしますと、九州平均が87.4％となっており、

沖縄県は1.1ポイント上回っております。九州各県の

執行率は、福岡県が91.9％、長崎県が90.0％、佐賀

県が88.9％、それに次いで本県は第４位の執行率と

なっているところでございます。 

○西銘純恵委員　九州で４番にあるということでは、

頑張っているほうかなと思います。 

　次、一括交付金、ハード交付金、ソフト交付金、

それぞれ執行率はどうなっていますか。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の市町村分を

含む県全体の沖縄振興公共投資交付金――ハード交

付金の執行率は72.2％となっており、前年度と比較

して6.2ポイント改善しております。また令和４年度

の市町村分を含む県全体の沖縄振興特別推進交付金

――ソフト交付金の執行率は85.9％となっており、

前年度と比較して3.6ポイント増加をしているところ

でございます。 

○西銘純恵委員　この一括交付金を導入したときに、

内閣府は減額をしていくという理由で、執行率、不

用額が多いということを言われたのかな。それにつ

いては、改善をされてきているということでよろし

いでしょうか。 

○名渡山晶子会計管理者　一括交付金につきまして

は、当初の際には執行率が低いということで、削減

の理由になるということで、県全体として打合せ会

議をしたり、あるいは早期に、９月議会等で減額補

正をしたりしたような形にしまして、執行部のほう

でその圧縮に努めていたところでございます。令和

４年度と令和３年度を比較いたしましても、ソフト

交付金、ハード交付金とも執行率は上がっていると

いうところでございます。 

○西銘純恵委員　いずれにしても、県の要求額の予

算上の話ですけれど、この一括交付金が半分しか充

てられていないということについては、やっぱりい
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ろんな県の事業が相当弊害になっていると思ってい

ますので、要求額を予算獲得するというのは、私た

ち議会も含めての大事な仕事になるのかなというこ

とを申し上げたいと思います。 

　次、大きく不用額を出したものというのはどのよ

うなものでしょうか。 

○名渡山晶子会計管理者　令和４年度の不用額は

367億2924万8601円となっておりますが、その主なも

のといたしましては、衛生費が134億6773万7007円、

商工費が58億9183万8014円、民生費が39億8610万

5987円となっております。 

○西銘純恵委員　理由については、今話さなかった

ですが、衛生費について後でお尋ねしたいと思いま

す。 

　事業効果が早期に発現されるように工事等の早期

発注ということで、監査が言っていますけれども、

これ何か課題があって指摘をされているということ

でよろしいんでしょうか。具体的に説明をお願いい

たします。 

○安慶名均代表監査委員　一般会計の翌年度繰越額

が約852億6000万円ということで、前年度に比較しま

すと137億7000万円減少はしておりますけれども、依

然として多額であるというふうに考えております。

このような状況を踏まえまして、審査意見書におい

ては、やはり予算の目的に沿って事業効果を早期に

発現させるということが、社会資本の整備であると

か、県民福祉の向上につながるという観点から、早

期に事業効果が発現されるように、工事等の早期発

注であるとか、執行管理の徹底、あるいは関係機関

との十分な調整など、これによって執行率を向上さ

せ、繰越額を圧縮し、その結果としての事業効果を

早めに発現させる、県民に提供させるべきという考

え方の下に、意見を述べたところでございます。 

○西銘純恵委員　この指摘については、各部局は次

年度といいますか、指摘をした翌年度に改善できる

というようなそういう立場を何か表明されています

か。 

○安慶名均代表監査委員　これについては審査意見

書を知事に提出をしたときに、その所見の概要も私

から説明をいたしました。その際の知事から、事業

効果の早期に発現に向けて繰越額、あるいは不用額

の圧縮にしっかり努めたいというような発言がござ

いました。これは当然ながら執行部全体、各部局で

共有されているものというふうに考えております。 

○西銘純恵委員　次、５ページの下３行ですが、特

別会計の不適切事務処理について。 

　不適切事務については重大な事案があったという

ことは、午前中からありましたので、この再発防止

策が意見書に記載されていますけれども、その内容

とそしてこの内容を監査が指摘されて、後で事後確

認ということはなされているのか、なされるのか、

お尋ねします。 

○安慶名均代表監査委員　お答えします。 

　この２つの特別会計における不適正な事務処理が

発生したことを受けまして、所管部局からは再発防

止策として、記載をしてございますけれども、決算

作業のチェックシートの作成・運用、一連の作業の

ダブルチェック、管理監督者の進捗管理と最終確認

を行うとの報告がありました。これについてはその

具体的な実施要領も確認をしてございます。このた

めこの意見書では、これらの対策を形骸化させるこ

となく、継続的に実施をしていただくよう意見をし

ております。監査としましては、再発防止の実際の

取組が今後の特別会計の執行、あるいは決算の中の

一連の作業として実施をされることになろうかと思

いますので、令和６年度の定期監査の中では、その

取組状況はしっかり確認をしていきたいというふう

に考えております。 

○西銘純恵委員　次、９ページの収入未済の件で、

県税の収入未済の表がありますけれども、収入未済

額が前年度より24.9％、相当増えているということ

になっていますが、理由がいろいろありましたけれ

ども、監査としてどのように受け止めていらっしゃ

いますか。 

○安慶名均代表監査委員　お答えします。 

　県税の収入未済額は、これまでの県税当局の努力

でかなり縮減をされてきたものというふうに認識を

しておりますけども、今回は新型コロナ関連の影響

もあり、個人県民税で14億8000万円ということで、

前年度より１億8000万円増加をしたというところと、

法人事業税では、ウクライナ情勢、あるいは円安等

の影響等による企業収益の減収によって、１億6000万

円ほど収入未済が増えたというところで、合計で３億

4000万円、この２税で増えておりますので、これが

主な県税の収入未済額の増要因ということになりま

す。 

　なかなか厳しい環境の中で、収入未済額が増えて

おりますけれども、様々な取組を税務当局はやって

いるところですので、引き続きしっかり収入未済額

の縮減に取り組んでいただきたいというふうに思っ

ております。 

　以上です。 
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○西銘純恵委員　県民税ですけれど、コロナ協力金

関係、飲食業とかね、結構助かったという皆さんい

たんですよね。でもそれが令和４年度、翌年度に所

得税として課税をされて、そして国保とかそういう

のも課税が来て、結構100万円単位の支払いが――も

うお金もないのに困っているとかいう声を直接聞い

たんですよね。ですから協力金とか、コロナとか、

そういう政府のやり方なんですけれど、そういうも

のについては非課税にするというのは当然だと私は

思っていますので、これに対して今収入未済という

のが増えるというところも関係しているだろうと

思って、今の件については、指摘をして伝えておき

たいと思います。 

　県税の徴収方法ですけれども、自動車税がコンビ

ニ納付とかで、支払いが可能な方、困難でない方は

役所に行かなくてもできるということで、やっぱり

徴収率が上がっているのかなと思うのですが、住民

税についてはどうなっているのか。市町村民税と一

緒に県税徴収だと思うのですけれども、その件につ

いてお尋ねします。 

○名渡山晶子会計管理者　住民税の賦課徴収は市町

村が行っており、令和５年８月に総務省が調査した

集計によりますと、令和５年７月１日時点で県内41市

町村のうち、コンビニ納付が可能な自治体は29市町

村となっております。コンビニ納付の対応がない自

治体は12村となっております。 

○西銘純恵委員　やっぱりコンビニ納付の推進をす

るということで市町村と相談してもらうということ

で、意見を上げるということもやったらいかがかと

思うのですが。 

○名渡山晶子会計管理者　今申し上げました調査に

おいて、コンビニ納付の対応がない自治体12村中10村

は、コンビニ自体がない離島の小さな自治体となっ

ているようでございます。その辺りの取組について

は、また所管部局のほうでお尋ねいただきたいと思

います。 

○西銘純恵委員　できる納付ですよね。分かりまし

た。 

　次、30ページの衛生費の歳出についてお尋ねしま

す。 

　先ほど不用額が大きいところだとおっしゃったん

ですけれども、対前年比で支出そのものも増えてい

て、不用額の増ということがあるのですけれども、

具体的にワクチンということを午前中答弁で聞いた

のですけれども、衛生費についてお尋ねします。 

○名渡山晶子会計管理者　衛生費の支出済額が

1032億7952万7300円となっておりまして、歳出自体

が昨年度に比較しまして11.7％増加をしております。

主な増加理由といたしましては、コロナ感染症関係

のワクチン・検査パッケージ等のたくさんの事業を

行ったことが要因だというふうに考えておりますが、

繰越額については83億9790万800円となっておりまし

て、前年度比で12億2589万9307円減少しております。

減少した要因といたしましては、コロナの受入病床

確保事業が８億3133万9000円の増加をしたところで

すけれども、令和３年度には海岸漂着物等地域対策

推進事業費、いわゆる軽石対策に係る繰越しが14億

円余り大きな額がございましたので、その分が皆減

となったため、繰越額全体としては減少になったと

いうところでございます。 

　衛生費の不用額でございますが、134億6773万

7007円となっておりまして、前年度と比較いたしま

すと37億7362万8021円増加しております。理由とい

たしましては、委員おっしゃいましたように、ワク

チン・検査パッケージ等活用促進事業、それから新

型コロナ検査体制確保事業、宿泊療養施設運営事業

などのコロナ対策関連の取組の事業が当初の見込み

よりも実績が少なくなったための不用であるという

ふうに聞いているところでございます。 

○西銘純恵委員　ということは、コロナが令和４年

度は令和３年度に比べて、見込みより感染そのもの

が落ち着いてきたというのかな、そういうことで県

民にとっては――本当に少し令和５年度５月からは

５類に移行されたのですけれども、そういうことで

は県民としたら、安心に向かうところだったと。だ

からその不用額だということで受け止めてよろしい

ですか。 

○名渡山晶子会計管理者　コロナ対策に関する事業

費に関しましては、一たび感染が拡大いたしますと

即時即応の対応が求められるということもありまし

て、予算をぎりぎりまで確保しておくというような

ことで減額補正等もなかなか難しい状況があったた

め、不用額として残ったのかなというふうに考えて

いるところではございますが、今後の状況につきま

しては、ちょっと出納部門からはお答えしづらいと

ころではございますけれども、令和３年度の事業実

績等を踏まえた的確な予算措置もされていくのかな

というふうには考えているところでございます。 

○西銘純恵委員　今答弁ありましたけれども、予算

を的確に活用するということであれば、事前に不用

額を出さないようにやっていくということだけれど

も、この衛生費に関しては、予断を許さないという
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ことで、そういう不用額になったということで理解

します。 

　次、36ページ、37ページの特別会計の歳入につい

て、お尋ねします。 

　農業改良資金特別会計、小規模企業者等設備導入

資金特別会計について、収入未済の理由、そして収

入率が３割未満というのはとても低いのかなと思う

のですけれども、説明をお願いします。 

○名渡山晶子会計管理者　農業改良資金特別会計に

おける収入未済の主な理由といたしましては、農業

改良資金貸付金に係るものです。未収金のうち最も

新しい債権でも、貸付けから20年以上を経過し長期

化しているため、債務者の離農や高齢化、所在不明、

相続発生など、回収困難なケースが多いと聞いてお

ります。また、債権回収に当たっては、債務者や連

帯保証人に対する面談、督促を行うとともに、回収

困難なケースについては民間債権回収会社、サービ

サーを活用して回収に努めているものと聞いており

ます。 

　小規模企業者等設備導入資金特別会計の収入未済

につきましては、貸付先の倒産や経営不振等でその

辺りが原因となっているものというふうに聞いてお

ります。こちらについても、貸付けから長期間経過

している債権が多く、債務者の倒産や、連帯保証人

の高齢化、相続発生などで、回収が困難な状況にあ

ると聞いており、未収先への訪問、面談を実施する

とともに、サービサーを活用した回収に努めている

と聞いております。 

○西銘純恵委員　今の保証人、連帯保証人等も含め

て、借り入れた目的からしても、経営不振という理

由からしたらサービサーで回収というのは、ちょっ

と無理があることかな。収入未済ということではあ

るけれども、やっぱりそれは的確に債権整理という

ことで持っていく、そこら辺も福祉につなげていく

とかそういうことも含めて、やるような部分がある

のではないかと、私自身は思います。それは担当部

に対する話になると思うのですけれども、こんなに

長期に収入未済が続くということは、あまりよくな

いと私は思っています。 

　それで次、小規模企業者等設備導入資金特別会計

と母子父子寡婦福祉資金特別会計、林業・木材産業

改善資金特別会計。これも収入率が低いんですよね。 

監査の際に、その状況を確認しているのかどうかと

いうのは、当該部に監査としては、部局から聞いて

いらっしゃるのであれば、説明をお願いします。 

○安慶名均代表監査委員　お答えいたします。 

　今例示のありました３つの特別会計、小規模企業

者等設備導入資金特別会計においては、収入未済の

主な理由として、企業、組合等の業績不振、倒産等

により貸付金の償還が困難となっていること。それ

から母子父子寡婦福祉資金特別会計においては、生

活困窮、疾病等により貸付金の償還が延滞、困難と

なっているもの。林業・木材産業改善資金特別会計

においては、経営不振により貸付金の償還が延滞と

なっているもの、というのが主な理由ということで

ございます。これ特別会計の収入未済の主な理由等

については、本庁監査の際等に質疑をしているとこ

ろ、あるいはまた提出いただいた資料で確認をして

いるところではありますけれども、さらに個別の事

業者、あるいは個人となると、特に１案件で大きな

もの等については確認をすることもありますけれど

も、全ての個人の事情、個別業者の事情については、

詳細に把握しているということは今できていないと

ころでございます。 

○西銘純恵委員　46ページ、47ページの母子父子寡

婦福祉資金特会の歳出についてお尋ねしますけれど

も、執行率が低いんですけれども、理由は何でしょ

うか。 

○安慶名均代表監査委員　母子父子寡婦福祉資金特

別会計の執行率は74.2％で、前年度と比較して13.3ポ

イント大きく低下をしているところです。これは不

用額が5280万円出ておりますが、その主な内容を確

認したところ、母子父子寡婦福祉費の貸付金の5212万

円でありまして、主に修学資金等の貸付実績が見込

みを下回ったということを聞いてございます。 

　以上です。 

○西銘純恵委員　修学資金が見込みを下回った、部

に聞かないといけないかとは思ったのですが、就学

ができない、困窮しているからそこまでは至らない

なのかとか、そこら辺をお尋ねしたいなと思ったの

ですけれども、少なくともこれですね、貸付条件に

ついて、何か監査のときに聞かれたことはあります

か。貸付率が減っているということは、やっぱりま

だ要件が厳しいとかあるのかなと思ったのですが、

そこは部のほうから監査をするときに説明を受けた

ことはありますか。 

○安慶名均代表監査委員　監査委員からは本庁で監

査をしていろいろと質疑をしておりますけれども、

全体的な大きなところで収入未済額、あるいは執行

率が低下している要因等は確認をしておりますけれ

ども、さらに今委員がおっしゃるような詳細の内容

まで、私はちょっと今把握はしてございません。 
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○西銘純恵委員　ありがとうございます。 

　以上です。 

○國仲昌二委員長　大城憲幸委員。 

○大城憲幸委員　お疲れさまです。職員に一生懸命

質問取りしてもらいましたけれども、さすがに15番

目ですので通告とは違う形になってしまいますけれ

ども、午前からの議論を踏まえて、私からは審査意

見の２ページ、３ページのところから大きくは１点

に絞って、少し二、三点数字を確認しながら議論さ

せていただきたいと思いますので、お付き合いお願

いします。 

　２ページの最後のほうにある、議論は何度もあり

ましたけれども、この実質公債費比率7.3％というの

は、監査の視点からいうと、いわゆる効率的で健全

な財政運営という意味ではすばらしい数字だと思う

んですよね。ただ、この後の沖縄振興特別措置法に

基づく高率補助やこれまでの県債発行抑制の取組等

により、九州、全国よりも低く抑えられていますよ

というのは、私の中ではちょっと違和感があるわけ

ですね。そこで、この起債の部分と、朝からずっと

ある基金の残高の部分というのを、ちょっと確認を

したいんですけれども。まず、起債の5600億円とい

うのは、もうずっと私のイメージでは大体県の起債っ

て6500億円ぐらいの時代が長かったのかなと思うん

ですけれども、何十年ぶりぐらいの水準ですか、

5000億円台というのは。過去、何年前ぐらいがこれ

ぐらいの水準ですか。 

○安慶名均代表監査委員　審査意見書のほうにある

主要財政指標の推移の表に記載をしてございますけ

れども、平成30年度まで遡っておりますけれど、平

成30年度で県債残高は6237億円ほどということに

なっております。 

　そのような答弁でよろしいでしょうか。 

○國仲昌二委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、大城委員から5000億円台の時期

はいつ頃かとの確認があった。） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　安慶名均代表監査委員。 

○安慶名均代表監査委員　以前の状況までちょっと

今遡ってデータはございませんが、平成30年、ある

いは令和元年までは6000億円台で低減しておりまし

たけれども、令和２年度から5000億円台に落ちまし

て、令和３年度については、臨時財政対策債の大幅

な増がありまして、これまでの低減傾向から、僅か

に増に転じたわけですけれども、またさらに令和４年

度は大きく減額をしたというような推移がございま

す。 

○大城憲幸委員　話を変えて、平成24年からいわゆ

る一括交付金の制度が始まったわけですよ。それま

ではどちらかというと右肩上がりで増えてきたよう

な、私の中でのイメージなんですね。そして平成24年

度の一括交付金のこの制度が始まってから、毎年右

肩下がりでこの10年ぐらい大体1200億円減っている

と思うのですけれども、その認識でいいですよね。 

○安慶名均代表監査委員　ちょっと今手元のデータ

で、平成25年度で6702億円でございまして、それ以

降、ほぼ毎年のように低減しているという状況があ

りますが、この間行財政改革プランで、意見書にも

記載しているように、大型箱物の抑制であるとか、

あるいは経済対策債を除いた通常債を210億円以内を

目標とするといったような行革プランの抑制方針に

沿ってやった結果も含めて、低減されてきたものと

いうふうに認識をしてございます。 

○大城憲幸委員　もう一つは基金もため過ぎじゃな

いかという議論もありますけれども、私も1000億円

超えたのを初めて見て、これも何十年ぶりの水準じゃ

ないの。ずっと600億、700億円で推移していたイメー

ジがあるんですけれども。なければいいですよ。 

○安慶名均代表監査委員　今正確なデータは手元に

ございませんけれども、1000億円を超えるというの

は、私も初めてだと思います。 

○大城憲幸委員　言いたいのは冒頭に言ったように、

監査としては財政運営については効率的で健全な運

営という視点で監査しているはずなんですよ。そう

いう意味では、実質公債費比率の割合についても、

特にこの起債については将来に対する責任という意

味では望ましいことではあるんですよね。基金につ

いても当然、今後社会状況がますます厳しくなって

いく中では、備えは少しでも多いほうがいいという

のは間違いないんですよ。 

　ただこの冒頭言った沖縄振興策の高率補助によっ

て起債が抑えられた、あるいは他の都道府県よりも

抑えられたという意味は見方を変えると、別に他の

都道府県だって、どうしても必要な事業を取捨選択

して、今の状況にあるわけです。起債の状況でもね。

だからそういう意味で、今のこの沖縄振興予算の目

的からすると、この10年で本当は足腰の強い財政力

をつくらないといけなかった。あるいは県民生活を

もっとよくしなければいけなかったと。そういう視

点で見ると、本当に過去にないぐらいの起債を積ん

で、そしてこれまで着実に起債を減らしてというの

は、本当にこの一括交付金という全国に例を見ない、
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とにかくこれで沖縄を変えるんだという思いでやっ

てきたものからすると、現状としてはどうなのかな

というのを私としては思っているわけですよ。それ

を監査に求めるのはなんですけれども、ただ私は今

後職員も含めて考え方を変えないといけないのかな

と思うのは、もうやっぱり高率補助があるから事業

をやる、これは高率補助を国が認めないからやらな

いというふうになってしまっているんじゃないかな

というのが、今言う、一括交付金ができてから右肩

下がりで起債は減っているわけですから、そういう

ふうにも読めるものですからね。これはやっぱり沖

縄の将来という意味では、あるいは持続可能な県政

運営という意味では、皆さんも指摘しているように、

産業振興をやって、やっぱり税源の涵養などには不

断に努力しないといけないのはまさにそのとおりで、

そのためにはやっぱり起債してもやらないといけな

い産業振興策もあるはずなんですよね。1700億円余

りあった一括交付金が1000億円も本当に減っていく

中で、県民、あるいは産業界からは、もっとできる

ことがあるんじゃないか、もっとやってくれないか

という要望がたくさんある中で、なかなか今さっき

言ったような、国の高率補助があるからというよう

な視点の事業のつけ方、行財政運営の仕方になって

いないかというのを危惧するんですけれども、監査

としては、基本的にはそういう視点では見ないです

か。あるいは内部でそういう議論はしたことはない

ですか。 

○安慶名均代表監査委員　私の所見になりますけれ

ども、本県においては、離島の振興、あるいは公共

交通の抜本的な改善、あるいは米軍基地関係の負担

の軽減など沖縄固有の課題がまだ残されていると。

さらに子供の貧困であるとか、雇用の質の向上とか、

重要性を増した課題や、新たに生じた課題も明らか

になってきているというところで、それらの取組を

一層強化をする必要があると思っております。 

　この意味では、現行の沖縄振興特別措置法、その

根幹をなす高率補助制度、これは本県の財政運営、

あるいは県民サービスの向上に大きく寄与している

というふうに考えておりますので、今後もぜひ必要

な施策だなというふうには考えておりますけれども、

ただその制度の終わりも視野に入れて、その政策展

開を考える時期にも来ているのかなというふうにも

思っております。その制度の変更があることも想定

した準備も必要ではないのかなというふうに思いま

す。 

○大城憲幸委員　言いたいことを言ってくれました

ので以上です。 

○國仲昌二委員長　以上で、会計管理者及び代表監

査委員に対する質疑を終結いたします。 

　説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。 

　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、執行部退席） 

○國仲昌二委員長　再開いたします。 

　以上で、予定の議題は全て終了いたしました。 

　次回は、１月17日水曜日午前10時から委員会を開

きます。 

　委員の皆さん、大変御苦労さまでした。 

　本日の委員会は、これをもって散会いたします。 
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令 和 ５ 年 第 ４ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

       閉 会 中 継 続 審 査 

開会の日時、場所 

 　年月日　　令和６年１月11日 (木曜日) 

 　開　会　　午前10時５分

 　散　会　　午後５時13分

 　場　所　　第７委員会室

本日の委員会に付した事件 

   １　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県一般会計決算

       第４回議会 の認定について（知事公室、総

        認定第１号 務部及び公安委員会所管分）

   ２　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県所有者不明土

       第４回議会 地管理特別会計決算の認定につ

        認定第７号 いて

 　３　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県公債管理特別

  　　  第４回議会 会計決算の認定について

　　  認定第19号

出席委員 

 　委 員 長　又　吉　清　義

 　副委員長　島　尻　忠　明

 　委　　員　仲　村　家　治　　花　城　大　輔

 　　　　　　仲　田　弘　毅　　山　里　将　雄

 　　　　　　当　山　勝　利　　國　仲　昌　二

 　　　　　　平　良　昭　一　　西　銘　純　恵

 　　　　　　渡久地　　　修　　當　間　盛　夫

 　　　　　　上　原　快　佐    　　　　　　

欠席委員 

　　　　　　なし                       

説明した者の職・氏名 

　　知事公室秘書防災統括監　　真　鳥　裕　茂 

　　知事公室基地対策課長　　長　嶺　元　裕 

　　知事公室辺野古新基地　  
松　堂　徳　明

 

　　建 設 問 題 対 策 課 長                    

　　知事公室防災危機管理課長　  山　里　永　悟 

 　総 務 部 長　　宮　城　　　力

　　総 務 私 学 課 長　　山　内　昌　満 

　　行 政 管 理 課 長　　嘉　数　広　樹 

　　財 政 課 長　　又　吉　　　信 

　　税 務 課 長　　前　本　博　之 

　　管 財 課 長　　池　原　秀　典 

 　警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之

　　警 務 部 長　　壱　岐　恭　秀 

　　会 計 課 長    井　上　　　毅 

　　生 活 安 全 部 長　　宮　城　　　貴 

　　地 域 部 長    田　場　義　浩 

　　刑 事 部 長　　下　地　忠　文 

　　交 通 部 長　　安　里　　　準 

　　警 備 部 長    市　原　悠　樹 

 3ii4

○又吉清義委員長　ただいまから総務企画委員会を

 開会いたします。

  本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

 警察本部長の出席を求めております。

  「本委員会の所管事務に係る決算事項の調査につ

いて」に係る令和５年第４回議会認定第１号、同認

定第７号及び同認定第19号の決算３件の調査を一括

 して議題といたします。

  まず初めに、秘書防災統括監から知事公室関係決

 算事項の概要説明を求めます。

   真鳥裕茂秘書防災統括監。

○真鳥裕茂秘書防災統括監　委員の皆様、おはよう

 ございます。

   秘書防災統括監の真鳥でございます。

  本来なら知事公室長の溜が、今回、出席して御説

明差し上げるべきところなんですけれども、体調不

良で欠席しておりますので、大変恐縮ですが、私の

 ほうで説明させていただきたいと思います。

  それでは、令和４年度の知事公室所管の決算の概

 要について御説明いたします。

  ただいま通知しましたのは、令和４年度歳入歳出

 決算説明資料知事公室でございます。

  一般会計歳入決算状況について御説明申し上げま

 す。

 　１ページをお開きください。

　予算現額の計（Ａ）の欄40億1623万6600円に対し、

 調定額（Ｂ）の欄、収入済額（Ｃ）の欄ともに36億

8630万9046円で、調定額に対する収入済額の割合で

ある収入比率は100％となっており、過誤納金、不納

総務企画委員会記録（第１号） 
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欠損額、収入未済額はいずれもゼロ円でございます。 

  歳入の主な項目について、上から御説明申し上げ

 ます。

  一番上の段、（款）使用料及び手数料のうち（目）

証紙収入の収入済額1732万1600円は、危険物取扱者

免状に係る手数料及び危険物取扱作業の保安に関す

 る講習手数料等であります。

  ２番目の（款）国庫支出金のうち（目）総務費国

庫負担金の収入済額6661万1220円は、沖縄復帰50周

年記念式典に係る国からの負担金であります。（目）

総務費国庫補助金の収入済額31億7234万1000円につ

いて、その内訳は、不発弾等処理促進費が24億70万

3000円、沖縄振興特別推進交付金が６億8520万円な

 どであります。

   次の２ページを御覧ください。

  一番下の段、（款）県債のうち（目）総務債の収入

済額４億2420万円について、その内訳は、防災シス

テム運営事業に係る緊急防災・減災事業債が２億

 6160万円などであります。

   次の３ページ目を御覧ください。

  一般会計歳出決算状況について御説明申し上げま

 す。

  予算現額の計（Ａ）の欄60億5417万7800円に対し、

支出済額（Ｂ）の欄が54億9968万5051円、翌年度繰

越額（Ｃ）の欄が１億9276万4000円、不用額が３億

6172万8749円、予算現額に対する支出済額の割合で

 ある執行率は90.8％となっております。

  翌年度繰越額１億9276万4000円の主な理由につい

 て御説明いたします。

  （項）防災費（目）防災総務費の１億9276万4000円

は、不発弾等処理事業費のうち住宅等開発磁気探査

支援事業において、土地造成工事の区域内における

産業廃棄物の撤去に不測の日数を要したことなどに

 より、繰越しとなったものであります。

  次に、不用額の主な理由について御説明いたしま

 す。

  （項）総務管理費（目）諸費の5832万3900円は、

特定地域特別振興事業において、契約入札残が生じ

たことによる市町村への補助金の執行残などであり

ます。（項）防災費（目）防災総務費の不用額２億 

1171万362円は、不発弾等処理事業において、市町村

支援事業の計画変更等による補助金の執行残などで

 あります。

  以上が、知事公室所管一般会計の令和４年度歳入

 歳出決算状況でございます。

   御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長　秘書防災統括監の説明は終わり

 ました。

  次に、総務部長から総務部関係決算事項の概要説

 明を求めます。

   宮城力総務部長。

○宮城力総務部長　令和４年度総務部所管の一般会

計並びに所有者不明土地管理特別会計及び公債管理

特別会計の２つの特別会計の歳入歳出決算について、

令和４年度歳入歳出決算説明資料により御説明いた

 します。

  説明の都合上、ページを前後いたしますが、御了

 承ください。

   １ページをお願いいたします。

  総務部所管の歳入総額について御説明いたします。 

  総務部、計の行で、予算現額（Ａ）の欄6426億672万

6754円、調定額（Ｂ）の欄6241億5923万4486円、収

入済額（Ｃ）の欄6216億8932万5373円、うち過誤納

金227万2696円、不納欠損額（Ｄ）の欄１億828万

1939円、収入未済額（Ｅ）の欄23億6388万4070円と

なっております。調定額に対する収入済額の割合で

 ある収入比率は99.6％となっております。

   ２ページをお願いいたします。

  総務部所管の歳出総額について御説明いたします。 

  総務部計の行で、予算現額（Ａ）の欄2674億721万

6000円に対し、支出済額（Ｂ）の欄2649億7363万

4504円、翌年度繰越額（Ｃ）の欄７億9620万円、不

用額16億3738万1496円となっております。予算現額

に対する支出済額の割合である執行率は99.1％と

 なっております。

  次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説明い

 たします。

   ３ページ、一般会計の歳入決算の概要について。

  総務部所管の合計額は、予算現額（Ａ）の欄5614億

2926万7754円、調定額（Ｂ）の欄5429億7217万5683円、

収入済額（Ｃ）の欄5405億1449万6598円、過誤納金

227万2696円、不納欠損額（Ｄ）の欄１億828万1939円、

収入未済額（Ｅ）の欄23億5165万4042円。収入比率

は99.5％となっております。収入済額の主なものは、

４行目の（款）県税1464億7718万9855円、５ページ

の21行目（款）地方交付税2356億7673万3000円であ

 ります。

   ３ページをお願いいたします。

  収入済額のうち過誤納金の主なものは、４行目の

県税212万1488円で、その主な理由としては、県税に

係る減額更正等による過誤納で、出納整理期間中に

還付処理できない分となります。不納欠損額の主な
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ものは、同じく４行目の（款）県税１億720万1739円

であります。主なものは、５行目の（項）県民税8703万

6596円、９行目の（項）事業税1324万2795円、５ペー

ジ５行目の（項）自動車税498万5319円となっており

ます。不納欠損の主な理由として、滞納処分できる

財産がない、あるいは滞納者の所在不明等の理由に

より、関係法令に基づき不納欠損の処理をしたもの

 であります。

  ３ページに戻りまして、収入未済額の主なものは、

４行目の（款）県税21億9431万6638円であります。

主なものは、５行目の（項）県民税15億1690万220円、

９行目の（項）事業税３億7715万3912円、15行目の

（項）不動産取得税１億6358万4387円となっており

ます。収入未済額の主な要因としては、新型コロナ

ウイルス関連の協力金により、個人県民税及び個人

事業税の課税対象者が増加したことで、調定額が増

えたこと、ウクライナ情勢、円安に伴う仕入価格の

上昇による物価上昇の影響及び人手不足等による企

 業収益の減などによるものであります。

   ６ページをお願いします。

  23行目の（款）財産収入の収入未済額4259万7560円

は、25行目の（目）財産貸付収入で生じており、そ

の主な要因は、県有地の借地人の病気や事業不振に

よる収入の減などの経済的理由によるものでありま

 す。

  ７ページの15行目の（款）諸収入の収入未済額１億

1469万9762円の主なものは、16行目の（項）延滞金、

加算金及び過料のうち（目）加算金6323万2235円で、

その主な要因は、法人事業税に係る加算金で、徴収

困難な高額滞納案件が発生したことによるものであ

 ります。

   ９ページをお願いいたします。

  一般会計の歳出決算の概要について御説明いたし

 ます。

  総務部所管分の合計額は、予算現額（Ａ）の欄1862億

2975万7000円に対し、支出済額（Ｂ）の欄1839億8600万

5313円、翌年度繰越額（Ｃ）の欄７億9620万円、不

用額14億4755万1687円、執行率は98.8％となってお

 ります。

  繰越額につきましては、４行目の（款）総務費に

おける２事業において明許繰越として計上している

 ものであります。

 　明許繰越を

した２つの事業の繰越しの理由としまして、公共施

設マネジメント推進事業においては、主に施設利用

の都合による工事の制限及び入札の不調により、発

注計画の見直しに日数を要したためであります。防

災危機管理センター棟（仮称）整備事業においては、

工法の検討に想定より時間を要したため、それぞれ

年度内に完了することが困難になったことによるも

 のであります。

  次に、不用額について、主なものを款ごとに御説

 明いたします。

  ４行目の（款）総務費の不用額８億8861万9563円

は、主に高等学校等就学支援金の支給実績が見込み

を下回ったこと等により、不用が生じたものであり

 ます。

   10ページをお願いいたします。

  １行目の（款）公債費の不用額4043万2163円は、

主に県債の償還利子の金利の低下による不用であり

 ます。

  ７行目の（款）諸支出金の不用額8323万961円は、

主に、次の11ページ21行目の（項）法人事業税交付

金において、その原資となる法人事業税の県の税収

が見込みより少なく、市町村へ交付すべき金額が減

 少したことによる不用であります。

   12ページをお願いいたします。

  （款）予備費の不用額４億3526万9000円は、年度

 内の緊急支出に充用したものの残額であります。

  以上が、令和４年度一般会計における総務部の決

 算概要でございます。

  続いて、特別会計の決算概要について御説明いた

 します。

  13ページ、所有者不明土地管理特別会計について

 御説明いたします。

  当会計は、沖縄戦で公図及び公簿類の喪失に起因

する所有者不明土地を県が管理するための特別会計

 であります。

  歳入決算の概要については、合計で、予算現額（Ａ）

の欄１億8277万5000円、調定額２億1407万8932円、

収入済額２億184万8904円、収入未済額1223万28円と

なっております。収入未済額の主なものは、12行目

の（款）諸収入659万7684円で、これも借地人の病気

や事業不振による収入の減などの経済的理由による

 ものとなっております。

  14ページ、歳出決算の概要について御説明いたし

 ます。

  合計で、予算現額１億8277万5000円に対し、支出

済額1464万9320円、不用額１億6812万5680円となっ

ております。不用額の主なものは、県が管理する所

有者不明土地において、災害等不測の事態が発生し

た場合の緊急対応等に用いる経費である予備費の支
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 出がなかったことによるものであります。

  15ページ、公債管理特別会計について御説明いた

 します。

  当会計は、県債の元金償還及び利子支払い、借換

債の発行等公債費に関する収支を一般会計と区分し

 て管理するための特別会計であります。

  歳入決算の概要については、合計で、予算現額809億

9468万4000円、調定額及び収入済額は同額で809億

 7297万9871円となっております。

   16ページをお願いします。

  歳出決算の概要について、合計で、予算現額809億

9468万4000円に対し、支出済額809億7297万9871円、

不用額2170万4129円となっております。不用額の主

なものは（目）利子の1945万3912円で、県債の償還

 利子の金利の低下によるものとなっております。

  以上が、総務部所管の一般会計及び特別会計の令

 和４年度歳入歳出決算の概要となります。

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長　総務部長の説明は終わりました。 

  次に、警察本部長から公安委員会関係決算事項の

 概要説明を求めます。

   鎌谷陽之警察本部長。

○鎌谷陽之警察本部長　公安委員会所管の令和４年

度一般会計歳入歳出決算の概要について、令和４年

度歳入歳出決算説明資料に基づき御説明をいたしま

 す。

   説明資料の１ページを御覧ください。

  初めに、一般会計の歳入決算の概要について御説

 明をいたします。

  公安委員会所管の歳入決算の総額は、予算現額29億

491万4030円、調定額27億8321万6004円、収入済額27億

7368万1891円、不納欠損額69万5000円、収入未済額

889万3113円、調定額に対する収入比率99.7％となっ

 ております。

   以下、各款ごとに順次御説明をいたします。

　（款）使用料及び手数料は、予算現額4924万1000円、

調定額、収入済額ともに5871万4536円となっており

 ます。

　（款）国庫支出金は、予算現額25億8799万6030円、

調定額、収入済額ともに24億3309万2000円となって

 おります。

　（款）財産収入は、予算現額1937万円、調定額、

 収入済額ともに2187万4896円となっております。

   ２ページを御覧ください。

  （款）諸収入は、予算現額２億4830万7000円、調

定額２億6953万4572円、収入済額２億6000万459円、

不納欠損額69万5000円、収入未済額889万3113円と

 なっております。

  不納欠損につきましては、平成28年度に調定した、

放置駐車車両違反金でありますが、転居先不明等で

納付命令が送達できなかったものや、財産がなく、

財産差押えが執行できず、時効が成立したものであ

 ります。

  収入未済については、主に放置駐車車両違反金と

 なっております。

   以上が一般会計歳入決算の概要であります。

   ３ページを御覧ください。

  次に、一般会計の歳出予算の概要について御説明

 をいたします。

  歳出決算の総額は、予算現額365億2169万6030円、

支出済額358億3838万8887円、翌年度繰越額1075万

4000円、不用額６億7255万3143円、執行率98.1％と

 なっております。

  翌年度繰越額1075万4000円について御説明をいた

 します。

  この繰越額は、（項）警察活動費（目）交通指導取

締費で、国の総合経済対策に係る交通安全施設整備

費の増額補正によるものですが、年度内に事業が終

了できなかったことから、繰越しをしたものであり

 ます。

  次に、不用額６億7255万3143円について、その主

 なものを御説明いたします。

  （項）警察管理費（目）警察本部費の不用額４億

2794万848円は、職員手当等の執行残が主なものであ

 ります。

  （目）装備費の不用額5992万6014円は、価格高騰

分として措置した車両燃料費の執行残が主なもので

 あります。

  （目）運転免許費の不用額5648万4217円は、運転

免許更新者の減に伴う講習委託料等の執行残が主な

 ものであります。

  （項）警察活動費（目）刑事警察費の不用額5006万

9872円は、関係機関に対する照会手数料の執行残が

 主なものであります。

   以上が一般会計歳出決算の概要であります。

  なお、特別会計の歳入歳出についてはありません。 

  以上で公安委員会所管の令和４年度歳入歳出決算

 の概要説明を終わります。

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長　警察本部長の説明は終わりまし

 た。

  これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま
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しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたしますので、十分御留意願います。 

  総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、明１月12日本委員会の

質疑終了後に、改めてその理由の説明を求めること

 にいたします。

  また、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰にどのような項目を聞き

たいのか確認しますので、簡潔に説明するようお願

 いします。

  その後、決算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の整理を行った上で、決算

 特別委員会に報告することにいたします。

  なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

 特別委員会に準じて譲渡しないことにいたします。

  質疑、答弁に当たっては、その都度、挙手により

委員長の許可を得てから行い、重複することがない

 よう簡潔にお願いいたします。

  また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ述べた上で、該当するペー

ジを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたし

 ます。

   休憩いたします。

       （休憩中に、質疑時間の譲渡等の確認）

○又吉清義委員長　再開いたします。 

  それでは、直ちに、知事公室、総務部及び公安委

 員会関係決算事項に対する質疑を行います。

   島尻忠明委員。

○島尻忠明委員　おはようございます。 

  私のほうから、主要施策の成果に関する報告書で、

 知事公室のほうにお伺いいたします。

  皆さんが事業をしている１ページの牧港補給地区

の返還状況というのを、まずはお聞きをしたいと思っ

 ております。

○長嶺元裕基地対策課長　牧港補給地区については、

平成25年４月に公表された統合計画において、４つ

の区域に分けられ、それぞれ返還に向けた計画が立

 てられております。

  このうち北側進入路区域及び第５ゲート付近の区

域の２区域、計５ヘクタールはそれぞれ、平成25年

 及び平成31年に返還されております。

  残る２つの区域のうち、倉庫地区の大半を含む区

域129ヘクタールについては、沖縄で代替施設が提供

され次第返還することとされており、現在、移設先

において移設に向けた作業が進められるとともに、

国道58号拡幅のため、平成30年及び令和３年に計約

 ３ヘクタールが前倒しで返還をされております。

  残余の区域142ヘクタールについては、在沖海兵隊

の国外移転の完了後に返還することとされておりま

 す。

○島尻忠明委員　これは先般というか、以前に報告

された内容も含んでおりますが、その後、協議は進

 んでいますか。

  要するに、発表された後にいろんな国なのか、米

国なのかはあれですけれど、皆さんが返還に向けて

24年から25年という話もあったんですけれど、その

辺についての話合いというのは持たれたことがあり

 ますか。

○長嶺元裕基地対策課長　牧港補給地区については、

同施設が那覇市に隣接をし、西海岸沿いの都市軸の

重要な位置にあり、隣接する海浜部での埋立て計画

や港湾整備計画など様々な計画があることから、防

衛大臣などに対して早期に返還をするよう、都度、

 要請を行っているところです。

○島尻忠明委員　もし今、手元にあるのであれば、

いつ頃という期日が分かれば教えてもらいたい。も

し分からなければ後でもよろしいです。行動した日

 付ですね。

○長嶺元裕基地対策課長　例えば、令和元年９月に

河野防衛大臣に対して要請をしております。それか

ら、令和２年10月に岸防衛大臣に同様の要請を行っ

ております。直近では、令和４年９月に浜田防衛大

 臣に要請を行っているところでございます。

○島尻忠明委員　この要請した内容と対応をした、

どういった対応方があったというのはどこかで出し

 ていますか。

  県民に対して告知とか、そういうのをやっていな

 いですか。

○長嶺元裕基地対策課長　この要請内容、やり取り

について広く周知をしているということは、今のと

 ころはございません。

○島尻忠明委員　これはこれからもそういう方向性

 ということで理解していいんですか。

  何だか我々、要するに、新聞紙上ではよく要請し

たということを見て今、質疑をさせていただいてい

るんですけれど、その後がちょっと見えないもので

すから、それでお聞きをしておりますが。その辺の

 取組はこれからいかが考えておりますか。

○長嶺元裕基地対策課長　先ほど申し上げた要請に

ついては県が単独で行った要請になりますが、例え

ば軍転協でも同様の要請をしているところでござい
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ます。その際、軍転協の要請については、文書で国

からの回答があるところでございますので、その回

答内容については県のホームページといったところ

 で、公表しているところでございます。

○島尻忠明委員　よく議会の答弁を皆さんしており

ますが、やっぱり軍転協はそういう周知をしていま

すので、そのほかは考えがないということで理解し

ていいですか。ちょっとなかなか我々も県議会に席

を置いているのに、後の対応方がなかなか分からな

いものですから。今、軍転協でそういうふうな報告

をしていますということであるんですけれど、これ

 もちょっと分かりにくいものですから。

○長嶺元裕基地対策課長　県が単独で防衛大臣に要

請をする事項については、牧港補給地区の返還以外

にも事件・事故ですとか、多岐にわたる内容のもの

ですから、それぞれ個別に回答があるというわけで

はございませんし、また文書で回答があるというこ

とでもございませんので、ちょっとその辺り、回答

がもしあれば公表するように努めていきたいと考え

 ております。

○島尻忠明委員　私は浦添の選出で、地域のことを

今取り上げているんですけれど、確かに今おっしゃ

るように要請はしますけれど、今回あったこの部分

はという話があると思いますけれど、私が言ってい

るのは要請をした、いろんなもろもろ要請をすると

 思うんですよね、皆さんは。

  その要請をした後に、牧港補給地区の回答がなく

てもいいんですよ、別のものでもいいですよ。それ

をなかなか一くくりにして、要請した後の結果では

ないんですけれど、どういうことがあったというの

が分かりにくいものですから、その辺の対応方を聞

 いておりますので、その辺を含めていかがですか。

○長嶺元裕基地対策課長　県が要請した場合には、

 要請書もホームページなどで公表はしております。

  先ほども申し上げましたが、国から回答がある場

合と、ない場合がございますので、回答がありまし

たらその部分も含めて公表していきたいと考えてお

 ります。

○島尻忠明委員　あと、今説明があった第５ゲート、

一般質問でも取り上げたんですけれど浦添の国道

58号、城間から臨港道路に向けて片側車線になって

おりますよね。返還はされているんですけれど、な

かなかそこの供用開始が遅れているものですから、

その辺の理由というのはどういうことなんでしょう。 

  これ返還はされておりますので、これはまた道路

事業とかいろんなのも絡んでくるのであれば、それ

はそれでいいんですけれど、この返還は決まってそ

の部分も空いているんですけれど、なかなか供用開

始が今のところ厳しいものですから、その辺もし答

弁できるのであれば、お願いをしたいなと思います。 

○長嶺元裕基地対策課長　返還後の事業の進捗等に

ついては、ちょっと知事公室のほうに情報は入って

きておりませんので、大変申し訳ありませんが、

 ちょっと答弁はこの場ではできません。

○島尻忠明委員　分かりました。 

  返還後もなかなか供用開始ができないというのは、

やっぱり返還はお互い決まったんですけれど、まだ

その中にいろんな内容の詰めができないのもあるも

のですから、それで皆さんのところで供用開始が遅

れているのかということで今、質疑をさせていただ

きましたので、その辺は理解をしましたので、また

この事業をする部局に聞いてみたいと思っておりま

 す。

  次に３ページの辺野古新基地建設問題対策事業と

いうのを皆さんやっておりますが、先般、最高裁の

判決も出ました。これまでも皆さんいろんな訴訟等

を受けてやっていましたが一つの区切りといいます

か、それが出たものですから、それに対して、皆さ

んはこの訴訟の判決を受けて、今後の対応方針はど

ういうふうにしていくのかということをお聞きした

 いです。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  代執行訴訟につきまして、県は昨年12月20日の福

岡高等裁判所那覇支部の判決に不服があるとして、

同月27日に上告受理申立てを行ったところでござい

ます。今後、最高裁判所において高裁判決の問題点

を明らかにし、また多くの県民の願いをしっかりと

訴えてまいりたいと考えております。あわせて、政

府においては、県との真摯な対話に応じていただく

 よう求めてまいりたいと考えております。

○島尻忠明委員　ずっと同じような答弁、これまで

の訴訟で大変厳しい結果を受けてきております。そ

れを受けてもまだそういう方向性というのは今お聞

きしましたが、要するにいつもお聞きするんですけ

れど、これ裁判の結果がどうなるか分かりませんの

でという答弁が多分あると思うんですけれど、やは

りこれまでの経過を見ても厳しい結果が出ているわ

けですよ。その中でまた、やっぱり弁護士費用等い

ろんなのも、その部署にいる皆さん方も大変激務の

中でいろんな資料を作ったりとか、大変御苦労して

いるのは分かるんですけれど、ただこれまでの結果
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も受けて、やっぱりまたこういう方向性というのに

ついて、皆さんもちろん結果はどうなるか分かりま

せんけれど、その辺についてどういう思いでですね

――一つの区切りはついておりますので、いま一度

そこに向かうことについて、これまでと変わったい

ろんな事柄があったのか、それともまたそのままの

中で、今の方向性に行くのかということで、もし皆

さんの部署でいろんな話合いがあって、これまでと

違ったというか、今度またこういう方向性に行くと

いうことが協議されたのか、その結果を受けてそう

いう方向性になったのかということ、もし答弁でき

 るのであればいただきたいと思っております。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  辺野古新基地建設問題につきましては、県はかね

てから政府に対して対話による解決の必要性と重要

 性を繰り返し述べてきているところでございます。

  沖縄県の過重な基地負担の軽減を図るためには、

政府に対し申し上げることは申し上げ、また問題点

を指摘しながら必要に応じて連携して、取り組むこ

 とが重要であると考えております。

  なお、これまでの裁判につきましては、国の関与

が違法な状態にあることを放置することが、法律に

よる行政の原理や地方自治の観点から重大な問題で

あり、県としてはこの問題を政府に対して申し上げ

るため、地方自治法その他の関係法令の定めるとこ

ろにより、訴訟の方法を通じて問題を提起し、司法

の判断を仰ぐ必要があると判断し、現在、訴訟を提

 訴しているとこでございます。

○島尻忠明委員　答弁があったように、そういう国

の関与とかいろいろなものがあって、これまでそれ

やってきたんですよ。そこで20日にはそういった結

果が出て、またその中において、私がさっき質問を

した中で、新しい方向性も何ら見当たらない中で、

またおうむ返しの同じような話をして、対話をやり

ながらまた裁判をしたりとか、また新しいいろんな

ことが見えない中で、同じようなことになるのかな

と危惧しているところもあるんですけれど、部長こ

の辺、事務方は厳しいと思うんですけれど、部長の

ほうからやはりいろんな庁議もあって、いろんな三

役の調整もあったと思うんですけれど、今の答弁、

 私は納得しないですよ。

  要するに同じようなことをして、同じように裁判

をして、同じような結果になっていますよ。その辺

もう一度聞きますけれど、どういう思いで今回、い

ま一度訴訟に向かうのかということを答弁いただき

 たいと思います。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  少し繰り返しになりますが、今回の高裁判決につ

きましては９月４日の最高裁判決で、まず公有水面

埋立法違反が確定したと、具体的審理もせずに断定

し、代執行以外に取り得る方法についても、国と県

の対話を通じた抜本的解決を付言しながら、要件の

 判断に何ら反映していない判決となっております。

  また公益侵害の要件については、辺野古新基地建

設を進めようとする国側の公益に偏って容認してお

り、地方分権改革の趣旨や地方自治の本旨、多くの

県民の民意という真の公益を顧みなかったことは、

司法自ら辺野古が唯一との固定観念に陥ったものと

 言わざるを得ないと考えております。

  県としましてはこの判決を受けて、やはり最高裁

判所に対して、現判決の問題点を明らかにし、多く

の県民の願いを訴えることで、同判決の破棄を求め

てまいりたいと考えておりますので、今現在、訴訟

を、上告受理申立てを行っているところでございま

 す。

○島尻忠明委員　何か知事答弁みたいですけれど、

 じゃ最後に聞きます。

  部長、日本は法治国家ですよね、法治国家との整

合性はどうですか、今答弁ありましたけれど、今ま

でそれを訴えてきてその結果が出たんですよ。今の

答弁は何ですか、これ。部長、最後に答弁してくだ

さい、法治国家との整合性、同じ答弁ですよ。部長

 どうですか、トップですよ。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  行政として法令を遵守することは当然のことであ

りますが、今回のこの訴訟につきましては、まず経

緯を少しお伝えしますと、昨年９月４日の最高裁判

決が出た後に、判決においては県が主張した公有水

面埋立法、これ法定受託事務に基づく承認要件の不

充足性について何らの判断も示さず、県の訴えを退

けたことから、沖縄県としてどのような対応が取れ

 るか検討しているところでございました。

  このような中、国は10月５日、代執行訴訟を提起

したことから、県は応訴いたしましたが、福岡高等

裁判所那覇支部は12月20日、県の主張を退け国の請

 求を認める判断を言い渡したところでございます。

  しかしながら県としては、この高裁判決に不服が

あることから、同月27日に上告受理申立てを行った

ところであり、今後、最高裁判所において高裁判決
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の問題点を明らかにし、多くの県民の願いをしっか

りと訴えてまいりたいと考えているところでござい

 ます。

   以上でございます。

○島尻忠明委員　これ以上あれですから、総括質疑

でこの法治国家との整合性を含めて、知事、三役、

できれば筆頭部長を呼んでやりたいと思いますので、

 ぜひ知事を。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

　　 　（休憩中に、委員長から島尻委員に対し、誰

　　 　　にどのような項目を確認するのか改めて説

  　     明するように指示があった。） 

○又吉清義委員長　再開いたします。 

 　島尻忠明委員。

○島尻忠明委員　玉城デニー知事にこの裁判の判決

が出た結果のですね、やっぱり法治国家としてしっ

かりと、その辺との整合性をただしていきたいと思

 いますので、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長　ありがとうございます。 

  ただいまの提起内容については、１月12日の質疑

 終了後に協議いたします。

　仲村家治委員。　　 

○仲村家治委員　今の３ページですけれども、この

裁判で令和４年だけじゃないんですけれども、どの

ような裁判で費用が幾らかかって、弁護士料がどの

ぐらいかかったかというのを、ちょっとお答えいた

 だけますでしょうか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  辺野古新基地建設問題に係る一連の訴訟につきま

しては、平成27年度から現在14件の訴訟等を行って

きているところでございます。辺野古新基地建設問

題に係る訴訟対応のため、平成27年度から令和６年

１月９日までに県が支出した総額は、２億4487万

 9325円となっております。

  また、そのうち弁護士の委託料につきましては、

これは訴訟費用全体、訴訟以外も含めまして１億

 9157万6344円となっております。

   以上でございます。

○仲村家治委員　最高裁で判決が出たにもかかわら

ず、いろんな項目で再度裁判を起こしてこれまで２億

4000万、そして弁護士費用が１億9000万という支出

をしているんですけれども、要は辺野古代替基地を

造らさないために、県は裁判を起こしているんです

けれども、司法の判断が出た場合は政治的な判断と

いうのは難しくなるというのは、皆さん承知して白

 黒かけで司法で争っているんですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  少し先ほどと繰り返しになりますが今回、県とし

ては最高裁判所、昨年９月４日の沖縄県が主張した

公有水面埋立法の承認要件が、不充足性について何

ら判断も示されていなかったということで、県の訴

えが退けられていたことから、県としてどのような

 対応が取れるか検討していたところでございます。

  その判決を踏まえて検討していたところの中で、

国が10月５日に代執行訴訟を提起したことから、沖

 縄県としては応訴したというところでございます。

○仲村家治委員　代執行は国交大臣が決断して、今

工事が進んでいるじゃないですか。最高裁、その結

果が出るまで工事は止められないということで、昨

日から工事を再開しているんだけれども、皆さんは

そういう止められない裁判をして、こういった過去

２億5000万近くも裁判費用、また弁護士費用を出し

て、要は止められない裁判をやって血税をつぎ込ん

 でいるという認識はあるんですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  まず、今回の裁判等につきましては公有水面埋立

法や、漁業調整規則に基づく許認可等の法的な問題

に関連する争いでございます。県としては違法な状

態を放置できないという法律による行政の原理の観

 点から、訴えをこれまで提起したところです。

  一方、県はかねてから政府に対して対話による解

決の必要性と、重要性を繰り返し述べてきていると

ころでございます。沖縄県の過重な基地負担の軽減

を図るためには、政府に対し申し上げるべきことは

申し上げ、問題点を指摘しながら、必要に応じて連

携して取り組むことが重要であると考えているとこ

 ろではございます。

○仲村家治委員　僕が言っているのは、裁判で決まっ

たことは政治的判断できなくなるということを皆さ

ん認識してくださいよ。聞きますけれども県に職員

採用されたときに宣誓しますよね、職員は。そのと

きに法を遵守するという宣言をしますけれども、そ

 れはやられましたか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　はい、

 やっております。

○仲村家治委員　だから基本的には知事が不当な裁

判をして、最高裁の判決が出たにもかかわらず、工

事を遅らすために裁判を繰り返していることに対し

て、職員の皆様は大変、公務員として本当にこの姿
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でいいのかというのは、僕は思っていると思うんで

 すよ。

  ですから、本来の姿であれば、政治的な判断で解

決するのであれば、裁判闘争すべきじゃないと思っ

てはいるんだけれども、それを言ったって変えない

だろうから。ぜひ経費も含めて、私は血税を使って

いると、止められないのに血税を使っていると思っ

ていますので、これは職員に聞くことではないので、

先ほど島尻委員もありましたように、知事に総括質

疑に出席してもらって、この裁判の経緯等含めて出

 席を求めたいと思います。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

　　 　（休憩中に、委員長から仲村委員に対し、誰

　 　　　にどのような項目を確認するのか改めて説

　 　　　明するように指示があった。） 

○又吉清義委員長　再開いたします。 

 　仲村家治委員。

○仲村家治委員　玉城知事にこの裁判の経緯と、こ

れからの基地に対する姿勢を問いたいと思いますの

 でお願いいたします。

○又吉清義委員長　ただいまの提起内容については、

 １月12日の質疑終了後に協議いたします。

 　仲村家治委員。

○仲村家治委員　今タブレットで示しました５ペー

ジ、ワシントンですね。我が会派は常にワシントン

事務所の費用対効果を問い続けてきているんですけ

れども、現地にいる職員、特に円安で、あと物価高

騰で、特にワシントンとかニューヨークは相当な物

価高になっていると聞いているんですけれども、現

地の職員の給与体系というのはどのようになってい

 るのですか。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在職員の給

与につきましては、沖縄県職員の給与に関する条例

に基づき支給しており、毎月の給料、期末・勤勉手

当、扶養手当のほか、特殊勤務手当として外国勤務

手当を円で支給して、ドルで送金をしているところ

 でございます。

  この外国勤務手当につきましては、在勤基本手当

など４つの種類の手当がありますが、これらの手当

については、国が政令で定めております外務省職員

が在外公館で勤務する場合に支給される在勤基本手

 当を基準に算定をされているところでございます。

○仲村家治委員　十分に生活できるような手当に

 なっているのですか。

○長嶺元裕基地対策課長　この国の政令につきまし

ては近年の為替の変動ですとか、アメリカでの物価

上昇の影響を反映させるために、令和４年度と令和

５年度にかけて４回、増額改定をされておりますの

で、その都度、駐在職員の外国勤務手当も増額して

 支給してきているところでございます。

○仲村家治委員　今年はアメリカの大統領選挙があ

りますし、いろんな不安要素が世界的にあるんです

けれども、ワシントン事務所で情報を得て、誰々、

国会議員と会ったとか、大学教授に会ったとかとい

う話は報告として上がってはきているんですけれど

も、実際にこのワシントン事務所で得た情報で、沖

縄の基地問題が前進したという事例はあるんですか。 

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在につきま

しては、設置以降８年が経過をしておりますが、そ

の８年間で米国関係者への情報発信ですとか、情報

収集活動を段階的に拡大強化してきたところでござ

いますが、沖縄の過重な基地負担の軽減ですとか、

辺野古への移設計画の断念など、アメリカの政策へ

の反映についてはいまだ道半ばの状況でございます。 

  これまでの成果を今後に生かすためにも、継続し

 て取り組んでいきたいと考えております。

○仲村家治委員　平たく言えば、何の成果もまだな

 いということで理解していいのですか。

○長嶺元裕基地対策課長　これまでの駐在の働きか

けの結果としましては、例えば2020年６月、下院軍

事委員会即応力小委員会の2021年度国防権限法案に

関する書面に、大浦湾の海底での地震の可能性及び

不安定性に関する懸念など、辺野古移設建設工事に

係る４つの懸念事項と、辺野古基地建設予定地地下

の強度の検証結果など、５つの項目に関する報告書

の提出を国防総省に求めることが明記されておりま

 す。

  このほか、2022年６月及び11月には、アメリカの

シンクタンクであるクインシー研究所と米戦略予算

評価センターの報告書に、普天間代替施設計画への

 懸念等が示されているところでございます。

  少しずつではございますが、沖縄の基地問題への

 認識は広がってきているものと考えております。

○仲村家治委員　弱過ぎるというか、予算が少ない

からあまりできないんじゃないかというのも指摘が

あるので、こんなちっちゃな額じゃなくて、もっと

増額してやるべきだと思うんだけれども、それを言っ

てしまうとちょっと語弊があるから言わないけれど。

この二、三日前に新聞報道でオリバーストーン監督

とかの著名人が、辺野古の基地の反対を声明すると

かという記事が載っていましたけれども、ワシント

ンと何か関係があるんですか。なければないでいい



－148－

 ですよ。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在から、何

 かこれに関連する情報提供は受けておりません。

○仲村家治委員　アメリカの国籍を持った方が辺野

古の基地問題を言う前に、普天間飛行場を返してく

ださいと言ったほうが、僕はいいと思うんだけれど

 も。

  間違ったメッセージで彼らがそういうふうな認識

を持っているのであれば、それこそワシントン事務

所のスタッフが彼らと接触して、どういう認識でそ

ういう声明をしているかというのは、情報を取るべ

 きじゃないですか。

○長嶺元裕基地対策課長　必要な情報については情

報も収集していただいているところでございますの

で、今の仲村委員の指摘も含めて、少しワシントン

 と情報は共有したいと思います。

○仲村家治委員　重要な事務所であるという認識で

皆さんは答弁しているんだけれど、その費用対効果

とかいろんなことを考えた場合に、ワシントン事務

所のポテンシャルの――どうやってこれからやって

いくか。年間１億近くの予算を投じて、私たちから

見たら何の前進もないということは、これはもう知

事本人からこれまでのワシントン事務所の在り方、

今後のワシントン事務所の出先としての方向性は職

員の皆さんから聞くよりも、知事本人から聞き取り

たいので、改めて委員長、総括質疑で知事を呼んで

 もらえますか。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

　　　 （休憩中に、委員長から仲村委員に対し、誰

　　　 　にどのような項目を確認するのか改めて説

　　　 　明するように指示があった。） 

○又吉清義委員長　再開いたします。 

 　仲村家治委員。

○仲村家治委員　この件につきましては、これまで

のワシントン事務所の在り方、それと今後のワシン

トン事務所の方向性、そして本年はアメリカ大統領

選挙もありますので、共和党、民主党に対して、知

事本人がどのような働きかけをするかを問いたいと

 思いますので、知事の出席を求めます。

○又吉清義委員長  ただいまの提起内容については、

 １月12日の質疑終了後に協議いたします。

 　仲村家治委員。

○仲村家治委員　８ページの防災ヘリについてです。

　防災ヘリの執行率は72％でありますし、まだ同意

に向けて先行きが見えないんですけれども、今どう

 いう状況なんでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　お答えします。 

  消防防災ヘリコプター導入事業の進捗状況でござ

います。この防災ヘリの導入に当たりましては、県

と41市町村で構成する沖縄県消防防災ヘリコプター

導入推進協議会において協議を行いまして、令和４年

11月には基地整備場所、機体の仕様、人員派遣・費

用等、あと県への要望の４つの議案を可決して、現

在この４つの議案を市町村長に承認をお願いしてい

 る状況でございます。

  現在、41市町村長のうち、39市町村長には承認を

いただいておりますが、２市長からは承認をいただ

けておりませんで、まだ詳細に確認をしたいという

御意向でございますのでちょっと回数を重ねて、今

 説明を行っているという状況でございます。

○仲村家治委員　47都道府県の中でまだ沖縄県だけ

なので、特に離島県ということもありますのでこれ

はもう早急に――去る元旦の日に石川の能登の大地

震、津波、また北陸甲信越で大変な地震が発生して

います。本県は自衛隊に頼り切っている部分がある

ので、県としてもしっかりとした形でこれに対応し

てもらいたいなと思っていますので、しっかりと関

係機関と協力して前に進むように決意をお願いしま

 す。

○山里永悟防災危機管理課長　今、仲村委員からコ

メントもありましたように、能登半島地震におきま

しても、石川県の防災ヘリが活躍しておりますし、

他府県からも応援の防災ヘリが多数参加して、人命

 救助等に当たっていることを確認しております。

  沖縄県においてもいつこういう状況になるか分か

りませんので、消防防災ヘリを一日も早く導入でき

 るよう全力で取り組んでまいります。

○仲村家治委員　続きまして、総務部の12ページ、

 防災危機管理センター。

　大分遅れているみたいなんですけれども、その要

 因は何でなんでしょうか。

○池原秀典管財課長　お答えいたします。 

  まず、繰越理由のほうから御説明いたしますけれ

ども、繰越理由につきましては、防災危機管理セン

ター棟から行政棟への電力ケーブルの敷設ルートの

選定、あとケーブルが壁を貫通する箇所の構造への

影響を確認する作業に時間を要したことが主な要因

 となっております。

  現在の事業期間への影響なんですけれども、設計

の遅れによる影響はありませんが、令和５年10月に

実は、建設予定地である駐車場と駐輪場で試掘した

結果、文化財調査の必要性が判明したため、スケ
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 ジュールを見直しているところでございます。

  令和６年度は既設駐車場の撤去と文化財調査を実

施する予定としております。また令和７年度から８年

度にかけて本体工事を実施し、今のところ令和９年

春頃の供用開始を見込んでいるところでございます。 

○仲村家治委員　総務部長、文化財が出てきたとか

いろいろ理由があるにしても、能登半島の大地震、

津波を見ていると、やっぱりその指揮系統であるセ

ンターの建設が遅れているというのは――災害とい

うのは待ってくれない部分があるので、その辺の事

情は分かるんだけれども、それに対して最善の策を

講ずるべきだと思うんですけれども、どのような対

策をお考えなのかお聞かせいただけますでしょうか。 

○宮城力総務部長　先ほど課長から答弁ありました

ように、令和９年度の供用開始を予定しているとい

 うところでございます。

  ただ能登の地震があったように、災害はいつやっ

てくるか分からないというところで、その代替でど

ういうことができるのか、防災担当部局とも連携し

て様々な手法について、検討を進めていきたいと思

 います。

○仲村家治委員　ぜひ司令塔のセンターですので、

その辺の対策を万全に。あと能登地震の話を受ける

と、やっぱり市町村との連携も大変大切ですので、

日頃からこの辺の連携の体制をつくっていただきた

 いなと思っております。

　県警本部の454ページ、水難事故防止対策の強化、

水難事故の件に関して私はずっと取り上げてきてい

るんですけれども、令和４年に限らず県警は、水上

安全条例もお持ちだし、いろんな施策を講じてきて

いると思うんですけれども、本部長、この辺の取組

や現状、それと今後の対策についてどのようにお考

えをお持ちなのか、お答えいただけますでしょうか。 

○田場義浩地域部長　お答えします。 

  県警察では、これまで水難事故防止対策としまし

て、航空機等の公共機関において事故防止のアナウ

ンスや空港でのリーフレット配布、レンタカー車内

にライフジャケット着用を促すステッカーの掲示な

ど、広報啓発活動を推進しましたほか、昨年６月に

立入調査強化チームを結成しまして、水上安全条例

に基づき海域レジャー提供業者への安全指導や、立

 入調査の強化を図ってまいりました。

  また、昨年７月末から約２か月間、他県警察から

の特別派遣を受けまして、本島中北部、また宮古島、

八重山の離島において海浜警ら等の強化をし、県民、

観光客への水難事故防止の呼びかけを行ったほか、

昨年はダイビング中の事故等が増加したことを踏ま

えまして、沖縄本島、宮古島、八重山地区それぞれ

において、潜水業安全対策会議を開催しまして、各

地区のダイビング協会、観光協会、海上保安部など

の関係機関・団体と、安全対策や事故防止に向けた

 情報共有を図ったところでございます。

   以上です。

○仲村家治委員　次年度は水難事故が、特に死亡者

が減るように、ぜひ全力を挙げて取り組んでくださ

 い。

   以上です。

○又吉清義委員長　花城大輔委員。　 

○花城大輔委員　総務部の令和４年度歳入歳出決算

説明書の３ページから、たばこ税についてなんです

けれども、本年度の決算はどんな状況になっていま

 すでしょうか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  令和４年度の県たばこ税の税収につきましては、

19億9544万5000円で、令和３年と比べまして１億

 2974万1000円、6.9％の増となっております。

○花城大輔委員　たばこ税について以前に質問した

ときに、答弁した職員の方は上がっているときは笑

顔で、下がっているときは苦虫をかみ潰したような

顔をしていたんですけれど、今回１億円以上も増収

したという部分については、どのような要因があっ

 たというふうに思っていますか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  国におきましては、禁煙の推進の取組強化等の影

響によりまして、近年の調定本数はやや減少傾向に

はありますけれども、たばこ税の税率が引上げられ

たことがございましたので、その要因で若干税収が

 伸びているものと考えております。

   以上です。

○花城大輔委員　たばこが売れる本数は減ったけれ

ども、税金が上がったから増えているというふうに

 なっているんだと理解しました。

  その中でちょっと関連してなんですけれども、県

が19億以上の収入と。あと市町村の収入の中で１位

から５位くらいまで、多いところから紹介してほし

 いと思います。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  まず、第１位は那覇市でございまして約45億円ほ

どの税収となっております。２位が浦添市で25億円

余りとなっております。３位が宜野湾市でございま

して７億円余りとなっております。４位が沖縄市で

約６億円となっております。５位が宮古島市で５億
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 円余りとなっております。

   以上でございます。

○花城大輔委員　これ県の分と足して幾らになりま

すか。100億円くらいになるんでしょうか。県のたば

こ税についての見解について確認させてほしいと

思っているんですけれども、このたばこ税100億円近

く非常に貴重な税収だと思うんですけれども、これ

は守っていく方向で考えている税収なのか、それと

もいずれなくなると思っているのか、そのような考

 え方、ちょっと聞かせてほしいと思います。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  県たばこ税、市町村も含めまして、税収は全て一

般財源となっておりまして、県が行う様々な事業に

充当されている重要な財源の一つと認識しておりま

 す。

　望まない受動喫煙対策の推進や、今後の地方のた

ばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、屋外

分煙施設等の整備が考えられますけれども、分煙施

設の設置に当たりましては、施設管理者において望

まない受動喫煙を防ぐための設置場所ですとか、設

置場所の状況に応じた適切な措置を行う必要がある

 ものと考えております。

   以上です。

○花城大輔委員　今の後ろのほうの答弁は、この２つ

後の質問に対する答弁になりますので、かみ合うよ

 うにお願いしたいと思います。

  要はこの100億円近くの税金をこれからも重要とい

うふうに捉えるのであれば、そのような方針をつく

 る必要があると思います。

　私はこの税金はどんどん減っていくんだと思いま

すよ。今は一時的に上がっているのかもしれません

けれども、今喫煙できる場所も減りましたし、喫煙

できる人がちょっと犯罪者に近いような目で見られ

るような場面もあります。そして今、500円から600円

くらいになっているんでしょうか、そういった金額

的なものもあって、この100億円近くの税収を守るた

めには、何らかの施策が私は必要だと思ってこの質

 問をしているんですけれども。

  そんな中で、総務省からたばこ税に関しての通知

が出ているというふうに聞いていますけれども、

 ちょっと紹介してもらえますか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  先日閣議決定されました令和６年度の税制改正大

綱を踏まえまして、総務省においては望まない受動

喫煙対策の推進や、今後の地方たばこ税の継続的か

つ安定的な確保の観点から、屋外分煙施設等の整備

について地方公共団体がその重要性を認識し、地方

たばこ税の活用を含め必要な予算措置を講ずるなど、

積極的に取り組むよう、各地方公共団体の整備方針

や実施状況等の把握を行いつつ、より一層促すこと

 と述べております。

   以上です。

○花城大輔委員　先ほどの質問と関連するんですけ

れども、この税収を守っていく方針を立てるのであ

れば、今お話しされたような分煙の施設を増やすべ

きだというふうに思います。もしこれがいずれなく

なるんだというふうに思っていて、そうなるのが望

ましいと思っているのであればやる必要はないわけ

 ですよ。

　今、昼休みは向かいにあるデパートの喫煙ブース

には何百人か人が集まるらしいですよ。雨にぬれな

がら吸っている人もいます。そして県庁のエレベー

ターには、たばこを吸った人は45分間は乗らないで

くださいとまで丁寧に書いてあるわけですよ。なの

で私は県がこの税金を守るためにやることがあるの

か、それとも別にたばこを吸う人を減らしていくと

いう方針なのか、ということは明らかにするべきだ

 なというふうに思っています。

  総務省はそういったところに、予算を使うべきで

はないでしょうかという通知なんですよね。そこら

辺も踏まえて今後の県の考え方について、最後聞か

 せていただきたいと思います。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  分煙環境整備につきましては、大変恐縮ですけれ

ども、保健医療部のほうで所管しておりますけれど

も、保健医療部のほうでは健康増進法の基準を満た

す喫煙室の設置ですとか、たばこの煙が流出しない

よう適切な措置が取られた屋外分煙施設の整備につ

 いて、指導を行っていくこととしております。

   以上です。

○花城大輔委員　来年のこの時期にまた確認をした

 いというふうに思います。

  それでは、主要施策の成果に関する報告書から、

防災危機管理センター整備事業、12ページ、今の現

 在の進捗状況をお聞かせください。

○池原秀典管財課長　お答えいたします。 

  進捗状況につきましてですけれども、令和４年度

から５年度にかけて実施設計を行い、工事発注に必

要な図面等をこれまで作成してきました。令和５年

10月に建設予定地である駐車場と駐輪場で試掘した

結果、文化財調査の必要性が判明したため、スケ

 ジュールを見直したところでございます。
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  今後のスケジュールですが、令和６年度は既設駐

車場の撤去工事と埋蔵文化財調査を実施します。令

和７年度から８年度にかけて建設本体工事を実施し、

令和９年春頃の供用開始を今のところ見込んでいる

 ところでございます。

○花城大輔委員　工事の発注状況はどうなっていま

 すか。

○池原秀典管財課長　今現在、発注はしていないん

ですけれども、文化財調査の影響で土留め作業等、

一部工程等に変更がございますので、その分につい

ては現在、実施設計の修正を行っているところでご

 ざいます。

○花城大輔委員　これ県内のどう言ったらいいんで

すか、ちょっと中堅クラスというんでしょうか、そ

ういった企業のほうから、大手じゃないと受注でき

ないような内容になっていますよというふうな声が

二、三聞こえてきたんですけれども、その辺ちょう

ど今、発注がまだ終わってないということであるの

で、少し改善できたら中堅ぐらいの企業が喜ぶのか

なというふうに思うんですけれども、この内容につ

 いてちょっと説明してもらえますか。

○池原秀典管財課長　建設工事につきましては、建

設業法の業種及び規模を基に複数に分割し、県内企

業――これは沖縄県建設工事入札参加資格者名簿に

登録された県内企業でございますけれども、その県

内企業を対象に一般競争入札で発注する計画でござ

 います。

○花城大輔委員　今の答弁ではちょっと分かりづら

いんですけれども、そういった中堅の企業からの要

望に対して改善される見込みがあるという理解でい

 いんですか。

○池原秀典管財課長　ちょっと中堅という部分があ

れなんですけれども、基本的には繰り返しになるん

ですけれども、この資格者名簿に載ったところで、

一般競争入札という形で実施していきたいと考えて

 おります。

○花城大輔委員　ぜひいろんな企業にチャンスが出

るように何て言うんですかね、工事を細かくしたり、

裾野を広げたり、ちょっと工夫してやっていただけ

 ればなというふうに思います。

  あと最後に知事公室のほうに移って、これも主要

施策の成果に関する報告書の５ページ、ワシントン

ですね。先ほど答弁の中で８年間というふうに出て

おりましたけれども、この８年間でかかった費用、

 合計で幾らになりますでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在は平成

27年４月27日に設置し、令和４年度末で設置期間、

事業期間が約８年となります。ワシントン駐在員活

動事業は、駐在事務所の家賃と運営経費及び活動支

援経費に充てるための委託料などを計上しておりま

して、８年間決算額の合計は、人件費を除いて約５億

 3133万円となっております。

  また、人件費については人事委員会勧告に基づき

まして、駐在員と同等の職にある職員の平均的な給

料の月額を算出した場合、駐在２人分の人件費の年

間の予算規模は約3000万円となっております。人件

費年額は約3000万円と仮定すると８年間で人件費総

額は約２億4000万円となり、先ほどの委託料等と合

 算しましたら約７億7133万円となります。

○花城大輔委員　これも毎年質問しているのでやり

たくないんですけれど、だったらやらなければいい

と思っているんでしょうけれども、毎回毎回、議論

になるのはやっぱり費用対効果なんですよ。ワシン

トン事務所を置くことのメリットというのは当然あ

 るんでしょうと。

  ただ８年間で７億円かかることに対して、これ本

当に合っているのかということをいつも言うんです

よね。いつも県のほうの答弁としては、誰々と会い

ました、こういうクラスの人と何回会いましたとか

になるわけですよ。ただ先ほどの質問にもありまし

たけれど、じゃどのような成果が出ましたかという

と、ないんですよね。これ改めて費用対効果につい

 ての見解をちょっと聞かせてください。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在は、これ

までの８年間で累計4447人の米国政府や連邦議会関

係者等との面談を行い、沖縄の基地問題の解決につ

 いての働きかけを精力的に行ってきております。

  これまでの働きかけの結果として、2020年６月、

下院軍事委員会即応力小委員会の2021年度国防権限

法案に関する書面に、大浦湾の海底での地震の可能

性及び不安定性に関する懸念など、辺野古での基地

建設に係る４つの懸案事項と、建設予定地地下の強

度の検証結果など５つの項目に関する報告書の提出

を国防総省に求めることが明記されたものと理解を

 しております。

  さらに、2022年６月と11月にはアメリカのシンク

タンクであるクインシー研究所と、米国戦略予算評

価センターの報告書に、普天間代替施設建設への懸

念等が示されております。これらのことは、米国に

おいて沖縄の基地問題が正確な理解へとつながるこ

 とが期待できるものと考えております。

  これらはワシントン駐在員のこれまでの活動の成
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果であり、米国内においても沖縄の基地問題への認

 識が広がりつつあるものと考えております。

○花城大輔委員　やはりワシントンの駐在員は頑

張っていますよとか、これだけの人とちゃんと面談

していますよとか、そういったのは当然評価される

べきだと思いますけれども、私たちが求めている費

用対効果というところは、今のような答弁では、や

はり苦しいところがあるんだろうなというふうに

 思っています。

  それで、これまで毎年、報告書の中で指摘されて

いる部分または県独自でのまとめた中での課題等、

こういうことがあって、そしてこのように改善して

いますよというふうに紹介できることがあれば説明

 していただきたいと思います。

○長嶺元裕基地対策課長　令和４年度についてはワ

シントン駐在の支援により、アメリカの各種メディ

アが来県をしまして、知事へのインタビューをはじ

めとした県内の直接取材へとつなげることができま

した。それによって、沖縄の基地問題の現状を広く

米国にお伝えすることができたというふうに考えて

 おります。

  また、令和４年12月には沖縄の米軍基地に起因す

るＰＦＯＳ等の問題に対処するため、米国環境保護

庁、ＥＰＡ長官宛て、連携を希望する旨の知事名の

書簡を送付し、今後の連携継続に期待するとの返信

 があったところでございます。

○花城大輔委員　今回の報告書の中での課題につい

ても、最後のところに沖縄の最新情報の提供等の働

きかけを行っていく必要があるとあります。ワシン

トン事務所は８年たって、これがまだできてないと

 いうことを如実に語っているわけですよね。

　私はやっぱり今後、業務を改善するのか、または

閉所に向かうのか、またはある議員がおっしゃって

いましたけれども、もっと予算を大きくしてもっと

いいシンクタンクと付き合うのか。これ方針を決め

ないと、多分ずっとこのまんまですよ。私たちの質

問もこのまんま、そして県の答弁もこのまんま、お

金だけがどんどん増えていく。これは私は真剣に考

えていただきたいと思いますし、知事から総括質疑

の中で、これについて言及されることが望ましいと

思うので、これも併せて伝えていただきたいという

 ふうに思います。

 　では、次の質問に移ります。

  消防防災ヘリ、８ページ。何か最近、消防防災ヘ

リにオスプレイを使ったほうがいいんじゃないかと

言って、めっちゃ炎上している人がいるみたいです。

　質問の内容とは関係ないですけれども、本当に炎

上するのが大好きな方だなと思うんですけれども。

　質問に入ります。基本計画は今、どのような内容

 になっていますか、進捗です。

○山里永悟防災危機管理課長　基本計画に関する御

質問ということで、基本計画ですが、沖縄県消防防

災ヘリコプター導入推進協議会及びワーキンググ

ループでの協議を踏まえて、消防防災航空センター、

このヘリの基地の整備に向けて基本構想及び基本計

 画を策定しております。

  基本構想では整備するヘリポートの種類、運用時

間、格納庫等の各施設の延べ面積であるとか、管理

棟内に整備する隊員事務所、無線設備等、部屋の種

類など、またヘリ基地整備に向けた基本的な考え方

を整理するとともに、平面図や参考図面を作成し施

設配置の検証、概算費用の算出等を行っているとこ

 ろでございます。

○花城大輔委員　そもそもの質問に入りますけれど

も、沖縄だけが防災ヘリを唯一導入されていない県

 ですよと。

  しかも、離島なんですよということを強調されま

すけれども、逆を返せばこれまでなくてもやってい

けたわけですよ。今回、導入するに当たって何が変

 わるんですか。

○山里永悟防災危機管理課長　今いただきました質

問の中には、沖縄県においては、例えば急患搬送等

は自衛隊の皆さんが日常的に協力をしていただいた

りとか、海上保安庁の皆さんが協力をしていただい

たりとか、そういったこともちょっと含まれている

 かと思います。

  消防防災ヘリについては、災害時や火災、山岳遭

難、水難事故等における救助であったり、消火活動

であったり、捜索、情報収集を主体として担うとい

うことになっておりまして、先ほど申し上げた自衛

隊や海上保安庁とも連携した救急現場出動、施設間

搬送等を行うということになっておりまして、自衛

隊や海上保安庁とも協議を今しておりまして、引き

続き連携していくことで協力の確認は得ております。 

  先ほど申し上げたように、消防防災ヘリの得意分

野というのは火災時の消火活動であったりとか、山

岳遭難の救助であったりとか、災害時の対応が主に

なっておりまして、その辺の消防力が強化されるも

 のと考えております。

○花城大輔委員　今の話だと、急患搬送は防災ヘリ

がやるから、自衛隊や海保に頼らない場面が増える

 というふうな理解でいいのですか。
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○山里永悟防災危機管理課長　この点については令

和２年度から、自衛隊及び海上保安庁とも協議を重

ねておりまして、引き続き自衛隊及び海上保安庁に

も御協力をお願いするという旨の確認を取っており

 ます。

  ドクターヘリが急患搬送を行う本島周辺の離島地

域につきましては、ドクターヘリは今ちょっと１基

しかない状態ですので、ドクターヘリが出ていたと

きに、重複して急患が発生した場合には消防防災ヘ

リが出るとか、そういった機能で活躍していきたい

 というふうに考えているところです。

○花城大輔委員　もう40分過ぎてしまったのでもう

終わりますけれど、時間もないんですけれど。やは

り夜間とか、場面場面で防災ヘリが適切なのか、ド

クターヘリが適切なのか、自衛隊を頼らざるを得な

いのかという場面は、幾つもパターンが出てくると

 思います。

  この辺、もう少し何と言うんですか、この防災ヘ

リを導入することによって、県民の暮らしがどう守

られるかということをしっかり伝えるべきだと思っ

ておりますので、今後また説明を求めたいと思いま

 す。

   答弁はいいです。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

 　　　午前11時41分休憩

 　　　午後１時29分再開

○又吉清義委員長　再開いたします。 

   午前に引き続き質疑を行います。

   仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員　質問を行います。 

  質問は県の主要施策に関する報告書の中から行い

 たいと思います。

  まず１ページ、これは基地問題の解決と駐留軍用

地の跡地利用という事業でありますが、これは午前

に島尻委員からも質問がありましたけれども、なる

 べく重複しないように質問を行いたいと思います。

　基地対策ということで、その中において自衛隊に

関する諸問題について調整を図ると言われておりま

すけれども、具体的にはどのような調整がなされて

 いるか、お聞かせください。

○長嶺元裕基地対策課長　自衛隊に関する諸問題に

ついては、政府への要望等を実施しているところで

 ございます。

  県は令和４年度については９月28日に防衛大臣に

対し、自衛隊の配備については地元の理解と協力が

得られるよう、より一層丁寧に説明を行うとともに、

配備スケジュールありきで物事を進めることがない

 ようにすることなどを要請をしております。

  また、令和５年１月18日には、参議院、政府開発

援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会に対

し、今後の自衛隊配備の予定及び検討状況等につい

て、地元の理解と協力が得られるよう丁寧に説明を

行うことや、地元に与える影響が大きい自衛隊の運

用については、速やかに県及び関係市町村に情報を

 提供すること等を要請をしております。

  また、同じ１月27日には軍転協としても同様の要

 請を行っております。

○仲田弘毅委員　この要請の事例としては米軍の事

件・事故等について、政府等に抗議・要請を行った

とありますけれども、令和４年度は全体的に何回で、

 そして対応状況はどうでしたか。

○長嶺元裕基地対策課長　令和４年度につきまして

は、知事公室では米軍関係者による事件・事故が発

生した際ですとか、軍転協及び渉外知事会の定期要

請などは行っておりまして、合計９回、文書での要

請活動を行っているところでございます。それから、

その対応についてでございますが、例えば令和４年

５月に米海軍第５航空団に所属するＦＡ18が投棄し

た燃料タンクが、東村の海岸に漂着し引き揚げられ

る事案が発生しておりますが、この際抗議を受けた

のは、外務省特命全権大使及び沖縄防衛局長が対応

しております。政府のほうからは航空機の運用に当

たっては、地元への影響が最小限になるよう米側に

 求めていく旨の発言があったところでございます。

  また、令和４年９月に浜田防衛大臣が来沖し、玉

城知事から過重な基地負担の軽減について要望書を

手交した際には、米軍基地については普天間の危険

性除去が重要な課題との認識の下、引き続きＭＶ22オ

スプレイの訓練移転等を着実に進めることで沖縄の

負担軽減を図る。南西地域の防衛体制の強化につい

ては地元の理解を得ることが重要であり、丁寧な説

 明を積み重ねる等の発言がありました。

○仲田弘毅委員　ＰＦＯＳ等の要請、要望はなかっ

 たのですか。

○長嶺元裕基地対策課長　ＰＦＯＳに関する要請と

しては、米軍基地内にある全てのＰＦＯＳ等を含有

する泡消火薬剤の保管状況を把握し、その管理及び

処理計画を作成の上公表すること。基地内における

ＰＦＯＳ含有水等の適正処理に加え、基地内の泡消

火薬剤をＰＦＯＳを含まない製品に速やかに切り替

 えることなどを要請しております。

  また現在、立入調査も申請をしているところです
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が、まだ実現していないところがございますので、

その立入調査の実現についても要望しているところ

 でございます。

○仲田弘毅委員　要請、要望を行ったということで

ありますが、基地内のＰＦＯＳ等の現状を視察等の

 対応はできましたでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長　近年では新型コロナウイ

ルス感染症の影響もありまして、なかなか米軍基地

への立入りというのは行っておりませんが、最近で

言いますと軍転協として、令和５年初めに自衛隊基

 地の視察は行っているところでございます。

○仲田弘毅委員　なぜその質問したかと申しますと、

神奈川県の横須賀基地、市長さんは上地さんという

宮古の御出身の系列の方ですが、一昨年、会派沖縄

・自民党が視察訪問したときの話は、常日頃から米

軍、自衛隊とコミュニケーションをしっかりして、

基地内の視察を行ってきましたと。こういった体制

 が沖縄県に必要だと思いますが、いかがですか。

○長嶺元裕基地対策課長　米軍との良好な関係を構

築していくことが、様々な事件・事故が発生した場

合もそうですし、こういった基地内への視察も含め

て、立ち入る際に当たっては、それなりに配慮して

いただくこともあろうかと思いますので、沖縄県と

してもそのような関係構築には努めていきたいと考

 えております。

○仲田弘毅委員　次に８ページ、花城、仲村、各委

員からは話があるので消防防災ヘリについて質問を

 行います。

  ドクターヘリと防災ヘリ、これは沖縄県は今、防

災ヘリがまだ実際設置されておりません。できます

ればドクターヘリと防災ヘリは同時に運営、運航し

ていただきたかったわけですが、国への要請に対し

て、ドクターヘリが先にできてしまって、防災ヘリ

が遅れたという可能性も指摘されておりますが、い

 かがでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　お答えします。 

  ドクターヘリの導入の経緯につきましては保健医

療部のほうで所管をしておりまして、詳しい経緯に

ついて、今詳細に説明がちょっとできない状況で大

 変申し訳ございません。

  一方、消防防災ヘリにつきましては、県と41市町

村で協議会を立ち上げまして、そちらで連携して検

討を進め４つの基本方針を定めて、今41市町村長に

御承認をお願いしているといった経緯がございまし

て、経緯の流れがちょっと異なるのかなと考えてお

 ります。

○仲田弘毅委員　防災ヘリ、もう我々も何回も質問

をさせていただいて、その進捗状況、大変気になっ

ているところでありますが、県の予想としての進捗

状況と我々の考え方と、若干乖離があると思うので

すが、県の予想としてはいつ頃をめどに防災ヘリを

 立ち上げる予定になっておりますか。

○山里永悟防災危機管理課長　今後の導入スケ

ジュールですが、全市町村長から承認が得られ次第、

まずヘリ自体、機体の発注と、ヘリ基地となります

沖縄県消防防災航空センター（仮称）の施設整備事

 業を進めることとしております。

  令和６年度に機体及び装備品の製造、ヘリ基地の

建設、令和７年度に機体の納品、ヘリ基地の完成、

令和８年度に隊員の教育訓練を実施いたしまして、

 運用を開始する計画となっております。

○仲田弘毅委員　今、石川県のほうでは、能登半島

地震において大変厳しい状況が展開されているわけ

ですが、その防災ヘリ等を含めて防災の危機管理を

考えた場合に、今能登半島の、特に珠洲、輪島市の

道路決壊による援助物資の搬入ができないような状

況においては、こういうふうな防災ヘリの活用をす

ること、あるいは活動が大きくクローズアップされ

るわけですが、そのことも含めて、早めに設置に向

 けて頑張っていただきたい、このように思います。

　次、総務部の12ページ、防災危機管理センター棟

の整備事業についてでありますが、迅速、的確に頑

張ってもらうために、その管理センターが必要にな

 るわけですが、現在はどうなっておりますか。

○池原秀典管財課長　今現在なんですけれども、最

初の進捗状況のほうでちょっと説明したいんですけ

れども、令和４年度から５年度にかけて実施設計を

行い、９月末に本体工事発注に必要な図面等を作成

し、令和５年10月に建設予定地である駐車場と駐輪

場で試掘した結果、文化財調査の必要性が判明した

ため、スケジュールを見直しているところでござい

 ます。

  今後のスケジュールでございますが、令和６年度

は既設駐車場の撤去工事と埋蔵文化財調査を実施す

る予定です。令和７年度から８年度にかけて本体工

事を実施し、令和９年春頃の供用開始を今のところ

 見込んでおります。

   以上です。

○仲田弘毅委員　実は以前に一般質問の中で、その

管理センターについて発電機が本庁内の地下にしか

ないと。これが浸水した場合においては、その管理

センターそのものの司令塔に、指令そのものに大き
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く不備が生じるんだという指摘をして、６階程度の

危機管理センターを造るという答弁をいただいたわ

けですが、これがまだ実際に完成していない。その

ことを考えた場合に、いつ何どき南海トラフ地震等

を含め、琉球海溝地震、それによる津波、これを防

ぐことはできないというふうに考えているわけです。

その意味で今現在、その発電機そのものがまだ県庁

の地下にあるのかどうか、そこのところはいかがで

 しょうか。

○池原秀典管財課長　御指摘どおり県庁の地下にま

 だございます。

○仲田弘毅委員　それこそ大変厳しい状況になる可

能性があるわけですよね。そして私は去る11月の議

会でも琉球海溝における地震、津波が発生した場合

にどれくらいの時間でもって沖縄に襲来するかお聞

 きしました。

  しかし、この去る能登半島地震における地震、津

波は揺れを感じて１分以内で津波が襲来しているわ

けですよ。そのことを考えた場合は、やはりお互い

もうちょっとしっかりと前向きに、備えあれば憂い

なしではありませんが、しっかりと対応していく必

要があると思うんですが、せめて今管理棟ができて

いなくても、それを移動して本庁の６階に対策本部

ができれば、そこに指令ができる体制をつくってい

 く必要もあると思うのですが、いかがですか。

○池原秀典管財課長　御指摘のとおり、例えば県庁

舎が災害に遭った場合は、当然、災害対策拠点とし

て使用できない場合がございます。そういうときに

つきましては、沖縄県の地域防災計画においては、

沖縄本島内の合同庁舎を使用する計画となってござ

 います。

   以上です。

○仲田弘毅委員　456ページの公安、交通環境の整備

 について質問させてください。

  まず、平成30年から令和４年度、過去５年分の信

 号設置の状況をお聞かせください。

○安里準交通部長　お答えいたします。 

  平成30年度から令和４年度の過去５年間における

信号機設置の実績についてお答えいたします。平成

30年度５か所、令和元年度１か所、令和２年度４か

所、令和３年度４か所、令和４年度６か所となって

 おります。

   以上でございます。

○仲田弘毅委員　そのうちに、うるま市のほうから

要請があったかと思いますが、設置実績についてお

 伺いしてよろしいでしょうか。

○安里準交通部長　お答えいたします。 

  平成30年度から令和４年度の過去５年間において、

うるま市内で新たに設置した信号機はございません。 

   以上でございます。

○仲田弘毅委員　大変残念ではありますが、ぜひう

るま市からいろんな要望が出ておりますし、県議会

の場でも、ぜひ対応していただきたいという要請も

あります。そのことに対して今後、県警としてどう

 いう対応をしていくのか、お聞かせください。

○安里準交通部長　うるま市内の信号機設置要望に

 ついてお答えいたします。

  これまで交通量、交通事故の発生状況ですね、周

辺における道路環境、施設の設置状況等を調査の上、

警察署から警察本部へ上申されたものがございます

ので、その上申によって、信号機以外の安全対策に

よる事故抑止の可否なども考慮した上で、設置の必

 要性を判断してまいります。

   以上でございます。

○仲田弘毅委員　同じく公安の458ページ、サイバー

 セキュリティーについてお伺いします。

  まず最初に、県内における直近５年以内のサイバー

犯罪の状況はどうなっておりますでしょうか、お聞

 かせください。

○宮城貴生活安全部長　お答えいたします。 

  県内のサイバー犯罪の検挙件数につきましては、

平成30年133件、令和元年109件、令和２年135件、令

和３年170件、令和４年308件と増加傾向にあります。 

  令和４年につきましては、検挙件数が大幅に増加

しているところでありますが、検挙した詐欺事件に

おいて余罪が多数あったことから、大幅に増加した

 ものであります。

   以上でございます。

○仲田弘毅委員　最近、海外からのサイバー攻撃に

対するいろんな問題が提起されておりますけれども、

県警として、その対処方法をどういうふうに考えて

 いるのか伺います。

○市原悠樹警備部長　お答えいたします。 

  サイバー攻撃への対処方法は、個別の事案に応じ

て様々でありますが、一般的にサイバー攻撃に対し

ては、警察庁のサイバー警察局、サイバー特別捜査

隊と緊密に連携し、迅速かつ的確に捜査を推進する

とともに、サイバー攻撃に使用された不正プログラ

ム等を解析するなどして、攻撃者やその手口に関す

 る実態解明を行うこととしております。

  また、県警察におきましては、サイバー攻撃が世

界規模で発生している情勢等を踏まえまして、県警
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察と重要インフラ事業者等で構成する沖縄県サイ

バーテロ対策協議会において、サイバー攻撃に関す

る最新の情勢や被害の未然防止、拡大防止のための

情報提供を行うとともに、今年度、県警察内にサイ

バー事案対処室を設置し、サイバー事案への対処能

力の強化を図っているところでございます。引き続

き県警察におけるサイバー攻撃への対処能力の向上

 に努めてまいります。

○仲田弘毅委員　このサイバー犯罪が個人情報の流

出等により、詐欺や強盗等の犯罪に巻き込まれる事

例があるかと思いますけれども、そういった事例は

 あるのでしょうか。

○宮城貴生活安全部長　お答えいたします。 

  県内におきましては、サイバー犯罪により個人情

報が流用した事例として、主に偽サイトに誘導しＩ

Ｄやパスワードを盗み取る、フィッシングメールな

 どによる被害事例を確認しております。

  県警察におきましては、サイバー犯罪による被害

防止について、公式ＳＮＳでの情報発信や防犯講演

などを実施しており、引き続き県民に対する広報、

 啓発活動を推進してまいります。

   以上でございます。

○仲田弘毅委員　一昨年、22年の10月13日に、那覇

市の市立図書館でサイバー犯罪があったという大き

な報道もありました。その犯罪の証拠、犯人の捜査

等について、県民からいろいろ問合せもあるのです

 が、いかがでしょうか。

○宮城貴生活安全部長　お答えいたします。 

  那覇市立図書館のサイバー攻撃事案につきまして

は、事案認知後、同図書館内のパソコン等のデータ

を確認しましたところ、暗号化したファイルを元に

戻すことと引換えに金銭、いわゆる身代金を要求す

るランサムウェアに感染していることを確認してお

 ります。

  県警察におきましては、現在、那覇市から被害申

告を受け捜査中でありますことから、詳細な対応や

内容につきましては答弁を差し控えさせていただき

 ます。

  県警察におきましては同事案を受けまして、企業

向け防犯講演において注意喚起を図っておりますほ

か、令和５年２月にはサイバーセキュリティーに関

する相互協力協定を沖縄県医師会と締結するなど、

 被害防止に努める諸対策を推進しております。

   以上でございます。

○仲田弘毅委員　那覇市立図書館の担当にお伺いい

たしますと、大体３か月から４か月でその修復は終

わって、費用としては200万くらいかかったというお

話ではありますけれども、ただ市民サービスという

観点からいきますと、これはお金で換算できないよ

うな大きな被害になると思います。そういった意味

合いにおいても各自治体との情報交換、あるいは情

報管理体制をしっかりと県警として連携をしていく

必要があるかと思いますが、今後の対応策について

 抱負も含めて、よろしくお願いします。

○市原悠樹警備部長　お答えいたします。 

  今、委員から御指摘ございましたとおり、市民生

活、市民サービスの確保という意味でも、サイバー

攻撃対策を広域的に効果的に行っていく上では、県

警察と知事部局、そして市町村との間での連携強化

 は大変重要だと考えております。

  県警察におきましては、先ほど答弁申し上げまし

た沖縄県サイバーテロ対策協議会に、今年度、沖縄

県市長会と沖縄県町村会に御加入いただきまして、

サイバー攻撃に対する連携体制の強化を図るととも

に、この協議会以外の場におきましても、各自治体

に個別訪問を行ったり、講演を行うなどして、サイ

バー攻撃についての最新の情勢、対処方法等につい

 て共有を行っているところでございます。

  県警察におきましては、各自治体との連携をさら

に強化し、サイバー攻撃への的確な対処に努めてま

 いりたいと考えております。

   以上でございます。

○仲田弘毅委員　以上で終わります。 

   ありがとうございました。

○又吉清義委員長　山里将雄委員。 

○山里将雄委員　お願いします。 

  私も主要施策の成果報告書から、各部局ごとに少

 し質問をさせていただきたいと思います。

  まずは、公安委員会のほうから先にお伺いをしま

す。非行少年を生まない社会づくりについてという

ことで452ページですか、そちらからお伺いしますけ

 れども。

　まず今回の決算報告の内容から少し確認をしたい

と思います。予算額が１億5000万余り、そしてその

うち、いわゆる職員費の部分が１億3400万ぐらい占

めているんですね。全予算の約90％を職員費が占め

ているということで、まずその部分で少し聞きたい

と思いますけれども、この中に少年補導員、補導職

員を採用とあるんですけれども、この少年補導員と

いうのはどういった方々、いわゆる人材なのか、そ

れから毎年どれぐらいの採用をしているのか、まず

 お伺いします。
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○宮城貴生活安全部長　お答えいたします。 

  少年補導職員に関しましては、県内の14警察署、

それから警察本部の少年課の少年サポートセンター

に配置をしまして、主に街頭補導、少年相談等の対

応、それから、少年警察ボランティア等とともに活

動いたしまして、立ち直り支援の活動とか、再補導

対策とかということを任務としているところでござ

 います。

  少年補導職員は会計年度任用職員として採用され

ておりますが、令和４年度の少年補導職員の採用人

員は33人となっております。今年度の採用にあって

 も33人と同様の採用をしている状況でございます。

   以上でございます。

○山里将雄委員　それは令和４年度で採用した人も

会計年度ですから１年で終わると。またさらに翌年

度も新たに採用するということで、何年か経験を積

 んでいくのでしょうか。

○宮城貴生活安全部長　33人という、いわゆる定数

がございまして、継続雇用される方もおりますし、

年度締めで退職される方もおります。新規採用にあっ

てはいわゆる欠員分の補充を基本として採用してい

るところでありまして、努めて定数を満たすように

運用して採用活動をしているというところでござい

 ます。

○山里将雄委員　分かりました。 

  あともう一つ、スクールサポーターを中学校24校

に派遣とありますけれども、派遣の人数は何人です

か。それと県内にはたくさんの学校があるわけです

から、この24校というのはどういう基準で派遣を決

 めているのでしょうか。

○宮城貴生活安全部長　まず、スクールサポーター

の任務のほうからちょっと御説明をさせていただき

 たいと思います。

  県警察では非行化の進んだ中学校、それからその

校区内の小学校をスクールエリアとして指定しまし

て、深刻化する少年問題に対応するため、少年の健

全育成と非行防止を図ることを目的に、平成16年か

らスクールサポーター制度を導入しているところで

 あります。

  任務としましては、教職員や少年警察ボランティ

アなどと連携しながら、問題行動のある少年の実態

の把握、必要に応じて少年宅への家庭訪問などを行

い、少年及び保護者に対する助言・指導を実施して

 おります。

  また、不登校や問題行動等により授業についてい

けない少年については、大学生少年サポーターと連

携した学習支援や社会とのつながりを持たせるため

の就労体験、農業体験等の健全育成活動を行ってお

 ります。

  県警察としましては、このような活動を通して学

校と警察とのパイプ役として、スクールサポーター

を効果的に運用しているところでございます。その

スクールサポーターの運用につきましては、長年警

察官としての経験を有した警察官ＯＢを中心としま

す15名を採用しているところであります。現在、ス

クールエリアに指定されている県内の23の中学校に

派遣しまして、少年の非行防止、健全育成活動に従

 事しているところであります。

  運用につきましては、１名で１校から２校を担当

して、それぞれ活動をしているというところでござ

 います。

○山里将雄委員　すみません、もう一度。 

  何に指定されている学校というふうに、今おっ

 しゃっていましたか。

○宮城貴生活安全部長　スクールエリア。これは県

警におきまして、いわゆる補導の件数とか、それか

ら非行少年、犯罪を犯した少年の数とか、そういっ

た状況を勘案しまして、より警察が持っている補導

とか立ち直り支援とかという活動を重点的に力を入

れて行うべき校区、そこを指定しております。その

校区にある中学校に対してスクールサポーターを派

 遣をしているというところであります。

○山里将雄委員　じゃ皆さんのほうで指定する。い

わゆる学校側からうちに来てほしいとか、そういう

 ことではないわけなんですね。

○宮城貴生活安全部長　これにつきましては県教育

庁と情報交換をいたしまして、中学校側の要望を加

味しながら、派遣する学校を選定しているというと

 ころでございます。

○山里将雄委員　分かりました、ありがとうござい

 ました。

  それではこの件を少し質問しようと思ったときに、

ネットで少し皆さんの情報を集めたので、そこの少

年非行の概況というのがありますよね。これを見る

と、私は令和３年と４年の分しか見られなかったん

ですけれども、これを見ると不良行為による補導が、

平成29年度の１万5425人から、令和４年には4479人

と、３分の１以下に減少しているんですね。これは

非常にいいことだと、いい状況だと思うんですけれ

ども、これだけ減っている要因は一体何なのかなと

思ってですね。皆さんが今やっているこの事業の成

果というふうに受け止めてよろしいですか、その辺
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 どうですか。

○宮城貴生活安全部長　お答えします。 

  不良行為少年の補導件数については、平成25年の

５万9000人余りをピークに、令和４年は4400人余り

ということで、約90％減少となっているところでご

 ざいます。

  減少した要因につきましては、様々な要因や要素

があると考えられますが、県警察ではスクールエリ

ア対策、それから再補導対策、立ち直り支援や居場

所づくり、集団的不良交友関係の解消に向けた取組

を行っているところであります。また、学校と警察

間における連絡協議会や、学校に配置したスクール

サポーター、少年警察ボランティアなどと緊密に連

携し、少年の居場所づくり活動等に取り組んでいる

ところであり、これらの取組が一定の成果を上げて

 いるものと考えております。

  県警察としましては、引き続き関係機関と連携を

密にし、各種対策に取り組んでまいりたいと考えて

 おります。

○山里将雄委員　この事業の成果だというふうに理

解しました。平成25年に５万9000人、これが90％の

減少。本当にすごい成果だと思いますので、ぜひ今

 後も頑張っていただきたいと思います。

  ところで、この少年非行の概況のもう一つなんで

すけれども、これに比べて刑法犯の検挙数、これが

平成29年では792人で、30年が799人と。そして令和

４年には500人というので減ってはいます。減っては

いるんですけれども、不良行為の減少に比べるとあ

まり極端に減っているなという感じがしないんです

ね。若干増えている年もあったりするんですけれど

 も、これはどうなんでしょうか。

  先ほどに比べて、この事業の効果があまり及んで

 いないのか、どんな対応をしているのかですね。

○宮城貴生活安全部長　少年の刑法犯検挙数の減少

 の要因等についてお答えいたします。

  少年の刑法犯の検挙数は、過去10年の統計では平

成25年の1315人が最多であり、令和４年には500人と

62％減少しているところであります。令和２年から

令和４年にかけての検挙・補導人員も約500人程度と

下げ止まりの傾向にあります。このような下げ止ま

りの要因につきましては、様々な要因や要素が複雑

に絡んでおり断定するのは困難でありますが、令和

２年から令和４年にかけては、コロナ禍等で社会経

済の停滞により、人の流れや少年たちの外出も制限

 されたことが一つの要因であるものと思われます。

  県警察としましては、教育庁等、関係機関との連

携を一層強化し、少年の規範意識を高めることを目

的とした非行防止教室の開催や、少年警察ボランテ

ィアなどと連携した居場所づくり、再非行防止のた

めの立ち直り支援などに取り組み、引き続き非行少

年を生まない社会づくりを推進してまいりたいと考

 えております。

○山里将雄委員　ありがとうございました。 

  最近は薬物事案とか、それからいわゆる少年によ

る犯罪が多発しておりますので、これも含めて非常

にちょっと心配な面がありますので、今後とも頑張っ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

　次の質問に行きます。これは460ページになるんで

すけれども、暴力団総合対策について少しだけ聞か

せてください。この中で暴力団ファイリングシステ

ムのことが上げられているんですけれども、まずこ

の暴力団ファイリングシステムですか、どんなシス

 テムなのか少し教えてください。

○下地忠文刑事部長　暴力団情報ファイリングシス

テム整備事業のシステムについて、暴力団等の組織

犯罪に関する情報をデータベースにより一元管理し

ているものでございまして、その蓄積されたデータ

は組織犯罪捜査に有効活用されているというもので

 ございます。

   以上でございます。

○山里将雄委員　461ページの効果のほうに、この法

律第３条に基づく指定暴力団指定業務に大きな効果

を発揮したというふうに、この決算の成果説明の中

に書いてあるんですね。これは令和４年度において

 も実際に指定がされたということなんですか。

○下地忠文刑事部長　そのとおりでございます。 

○山里将雄委員　指定されるとどんな効果があるん

 ですか。

○下地忠文刑事部長　お答えいたします。 

  指定暴力団に指定されますと、用心棒料等の要求

行為や不当債権取立行為等の暴力的な要素、要求行

為の規制、それから対立抗争時に組事務所の使用制

限のほか、各種法令の許認可等の欠格事由となりま

して、暴力団の活動を制限しまして、社会経済から

 排除することができるというものでございます。

○山里将雄委員　指定もあったということではある

んですが、今現在、県内の指定暴力団というのは何

 件指定されているのですか。

○下地忠文刑事部長　１件といいますか、１組織と

いいますか、現在指定されているのは旭琉会という

 組織のみでございます。

○山里将雄委員　先ほど令和４年にも指定したと
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おっしゃっていましたけれど、これは旭琉会を令和

 ４年に指定したということなんですか。

○下地忠文刑事部長　そのとおりでございまして、

令和４年６月26日に、第11回目の指定を行ったとこ

 ろでございます。

○山里将雄委員　第11回目って、同じところを今11回

指定したと。11回目の指定。同じ旭琉会を11回目の

 指定をしたということですか。

○下地忠文刑事部長　ちょっと遡りますけれども、

まず指定の状況ですけれども、平成４年６月26日に

沖縄旭琉会及び三代目旭琉会に対しまして、第１回

の指定を行っております。それから平成23年11月に

両旭琉会が一本化したことを受けまして、平成24年

３月29日に沖縄旭琉会から旭琉会への団体名称変更

に伴い、指定を継続しているということで、こうい

う流れがございまして、現在では先ほど申し上げま

したとおり、１組織、旭琉会のみということでござ

 います。

○山里将雄委員　暴力団絡みの犯罪といいますか、

ちょこちょこと新聞に載ったりはするんですけれど

も、そんなに今、大きな動きというのは感じない部

分はあるんですけれど。実際、暴力団絡みの刑法犯

 の発生は今どんな状況ですか。

○下地忠文刑事部長　暴力団の刑法犯検挙人員につ

きましては、令和４年中につきましては120人を検挙

しておりまして、それから令和５年10月末現在では

 59人を検挙しております。

   以上でございます。

○山里将雄委員　かなりの数、やっぱり検挙がある

ということなんですけれども、幾つか事例として、

 どんな事案になるんですか。

○下地忠文刑事部長　粗暴犯といいますか、傷害と

か暴行とか、そういうふうなものを多く検挙してお

 ります。

○山里将雄委員　県民の安全を守るために、ぜひしっ

かりと暴力団の対応については頑張っていただきた

 いと思います。

  最後に、公益財団法人暴力団追放沖縄県民会議と

いうのがあるようなんですけれども、暴力団対策法

による、暴力追放運動推進センターの役目をそこに

委託しているとネットで見たら書いてあったんです

けれども、この県民会議について少し説明していた

 だけませんか。

○下地忠文刑事部長　お答えいたします。 

  暴力団対策法では、暴力団員による不当な行為の

予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るため

の広報活動、暴力団員による不当な行為の予防に関

する民間の自主的な組織活動を助けること、暴力団

員による不当な行為に関する相談に応じることなど

 の業務を行うなどしております。

  それから各都道府県に暴力団追放運動推進セン

ターを設置できるということが規定されておりまし

て、当県におきましては暴力団追放沖縄県民会議が、

公安委員会から暴力団追放運動推進センターの指定

を受けておりまして、不当要求防止責任者講習、暴

力団団員離脱者の支援、暴力団による不当な要求等

の相談業務等、暴力団排除の事業を推進しているも

 のでございます。

○山里将雄委員　ありがとうございました。 

　464ページの警察基盤の整備について、ちょっとだ

け確認をしたいと思います。今、一般質問等々でも

取り上げられてはいるんですけれども、令和４年度

を見ると効果のところで、令和４年度は豊見城豊崎

交番の新設とか糸満米須駐在、それから八重山白保

駐在の建て替えなどを行ったとなっていますが、ま

た名護警察署の移転・建て替え等々も予定されてい

るようですし、本部署の建て替えも予定されたと聞

いているんですけれども。今後もこの警察施設の整

備というのは随時、ずっと行っていかなければなら

ないというふうに思っているんですけれども、この

警察施設の整備をするための整備計画書みたいなも

 のは、皆さんのほうで策定されているんですか。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

  県警察におきましては施設の長寿命化、それから

財政的負担の平準化を踏まえつつ、施設の更新、改

修を進めるために、県――知事部局のほうが策定い

たします沖縄県公共施設等総合管理計画、これに基

づきまして沖縄県警察個別施設計画というものを策

 定しているところでございます。

   以上です。

○山里将雄委員　確認ですけれども、県の整備計画

で、皆さんの警察施設の整備についてもその中で計

画として上げられていると。独自のものではないと

 いうことなんですか。

○井上毅会計課長　県のほうが策定しておりますの

は、沖縄県公共施設等総合管理計画というものでご

ざいまして、施設整備に関する考え方等、基準等が

書かれているもの、それに基づきまして県警察のほ

うで個別施設計画というものを策定しているという

 ところでございます。

○山里将雄委員　その県警で策定しているという個

別計画、これは公表されているんですよね。どうやっ
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 たら確認できるんですか。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

  沖縄県の警察個別施設計画につきましては、県警

察が所管する警察署等、庁舎の維持管理、更新等を

 推進するために作成しているものでございます。

  したがいまして、計画を着実に推進するためには、

関係機関との調整が必要であるほか、同計画につき

ましては、社会情勢の変化などによりまして見直し

があり得るというところでございまして、当然その

計画時期とか、内容の変更などによって、地域住民

の方々等に少なからず影響を生じさせるおそれがあ

るということからも公表していないところでござい

 ます。

○山里将雄委員　いろんな考え方があるのでしょう

けれども、やっぱりきちっとした整備計画に基づい

て計画的にやっていかないと、なかなか今後難しく

なるのかなと思いますので、そこはぜひ検討してい

 ただきたいなと思います。

   ありがとうございました。

　次に知事公室の部分で聞きたいんですけれども、

７ページになります、不発弾等対策事業について少

 しお伺いします。

  これ決算額では26億5700万余りと国の不発弾処理

交付金を活用していると思うんですけれども、この

 交付率というのはどれくらいになりますか。

○山里永悟防災危機管理課長　国交付金の補助率の

ことと受け止めておりますが、国の補助率が９割と

なっておりまして、県が直接実施する事業について

は県負担が１割、市町村が実施する事業については

県負担が0.5割、市町村負担が0.5割、また自治体負

担に関しましては、特別交付税が補塡されるという

ことになっております。特別交付税の補塡について

は自治体負担分のまた半分、約５割が補塡されます。 

○山里将雄委員　すみません、質問調整ではもう

ちょっと詳しく聞くということでしたが、時間があ

りませんのでちょっと飛ばして、今の沖縄県の不発

弾処理というのは内閣府が所管しているようなんで

すけれども、ほかのところでも当然やってらっしゃ

る、都道府県でもですね。これ全国のいわゆる処理

件数、あるいは量ですか、それに占める沖縄の割合

 というのは皆さん把握してらっしゃいますか。

○山里永悟防災危機管理課長　令和４年度の例で申

しますと、全国陸上自衛隊処理分が1372件、重量に

して41.9トン、これが全国です。沖縄はそのうち

467件、13.1トンですので、率にしますと約件数が

 34％、重量が31.3％となっております。

○山里将雄委員　かなりの数がやっぱり沖縄の割合

が高いということのようですけれども。これは本来

は、この不発弾処理は戦後処理ですので、国が担う

べきだと思うんですよ。今それぞれの県の持ち出し

もあるというふうに先ほどあったんですけれども、

この辺について国はどういうスタンスなのか。やっ

ぱり全部担うべきだということについて、国はどの

ようなスタンスなのか把握していらっしゃったらお

 願いします。

○山里永悟防災危機管理課長　県の考えで恐縮です

が、県としては、これは戦後処理の一環として国が

行うべきだということを求めておりまして、当面の

求めとして必要十分な予算が十分に措置されるべき

だということで、機会あるごとに求めている状態で

 ございます。

○山里将雄委員　総務部も聞こうと言っていたんで

すがすみません、できませんでした、申し訳ないで

 す。

   終わります。

○又吉清義委員長　当山勝利委員。 

○当山勝利委員　それではただいま送りました監査

 意見のほうから伺います。

  まず、財政調整基金の主要３基金が積み増しされ

て、令和４年度末残高額が約1103億円、前年度と比

べ356億円の増となっていますが、それについてまず

 見解を伺います。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  まず初めに基金の取崩しの時期についてから説明

させてください。会計年度については４月１日から

３月31日で終わるんですけれども、出納整理期間が

２か月間ありますので、実際に基金を取り崩すのは

 ５月の末になります。

  ですので、今委員がおっしゃったこの1103億とい

うのは、令和４年度決算をまだ反映しておらず、令

和３年度決算を反映した基金残高となっております。 

この基金残高については、まず令和３年度、国のほ

うで地方財政計画という形で、地方のマクロ的に税

収とかそういうのをやるんですけれども、それがか

なりコロナで小さくなるというような形で、国は緊

 縮財政という形で見込みを立てておりました。

  ところが、国税、県税含めて、令和３年度のほう

で県税のほうが少し伸びてきているという形で追加

交付等がありました。そういうのもあってそれを一

時的に積み立てたというところで、この結果になっ

 たというふうに考えております。

○当山勝利委員　時期的なもので、それで積み上がっ
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たということですけれども、その後、この残高額と

いうのは下がっていくだろうという見込みで、こう

 なったということで理解していいんでしょうか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  ３月31日時点の基金残高なんですけれども、決算

後の５月末時点においては、これから約24億円ほど

 で1078億という形になっております。

  ただ、それについても今回補正予算、当初予算等

でいろいろ崩していますので、適正な額に戻りつつ

 あるのかなというふうに考えております。

○当山勝利委員　昨日も監査のほうから意見を聞い

て、幾らが適当か分からないけれどもそれなりに貯

蓄部分というんですか、県としての貯蓄分はないと

いけないと理解しているということでしたので、そ

 れはそれとして理解したいと思います。

   次、移ります。

  監査意見の中で、依然として地方交付税や国庫支

出金等に大きく依存していると指摘されております。

経費節減や効率的・効果的な事業執行が求められて

いますけれども、どのような取組がされていますで

 しょうか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  各部局自体の経費の支出に当たりましては、事業

の目的ですとか、成果、あるいは必要性等を十分吟

味した形で、細心の注意と創意工夫を施すことによっ

て支出を必要最低限に抑えているというふうに考え

 ております。

  また、事業の執行に当たりましては、沖縄県のＰ

ＤＣＡでありますとか、ソフト交付金事業の事後評

価等がありますので、そういうふうなものを活用し

ながら、効果的な事業になるようにはブラッシュアッ

 プもしていると考えております。

○当山勝利委員　まだまだ経費節減、効率的な運用

というのは必要だと思います。先ほどあったブラッ

シュアップということですけれども、しっかり頑張っ

 ていただきたいと思います。

  個人県民税、それから法人事業税の収入未済額の

件は昨日聞きましたのでそれはいいんですが、ただ

個人県民税の収入未済額のほうがコロナの協力金に

よって、課税対象者が増加したということで収入未

済額も増えているということで、ちょっとそれが気

になるんですよ。これに対する対応というのはどう

 されますでしょうか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  委員御指摘のとおり、個人県民税のほうで、コロ

ナ給付金の受給等によりまして一時的に所得が増え

たことで、税収も増えた一方で収入未済額も増えた

ところでございます。個人県民税につきましては例

年そうですけれども、県職員を市町村の税職員と併

任発令いたしまして、市町村と連携して一緒に税収

確保に努めているところでございまして、これをま

た引き続きやっていくこととしております。あとコ

ロナで中止しておりました動産の合同公売とかも、

今年度から再開しておりますので、そういったとこ

ろできちっと滞納整理をやりまして、未収金の圧縮

 に努めていきたいと考えております。

   以上です。

○当山勝利委員　協力金による課税対象者というこ

とは、所得の低い人も結構いらっしゃるのかなと思

います。そこら辺は適切に対応していただきたいと

 思います。

　そこでちょっと飛びますけれども、特に不適切な

事務処理について監査のほうから意見があります。

特に不適切な事務処理に対して、監査のほうは厳し

く指摘しています。それに対してどのようにお考え

 でしょうか、伺います。

○宮城力総務部長　近年、重大な不備事案が頻発し

ております。件数にしまして10件を超える。中には

私を当事者とするＰＦＯＳの漏出事案等も含まれて

おります。この件につきましては、私自身深く反省

しておりますし、今後の再発防止に向けて、全庁挙

げて取り組んでいくこととしているところでござい

 ます。

○当山勝利委員　それでは監査ですね、実効性のあ

る再発防止策というのを講じなさいということを求

 めていますが取組について伺います。

○嘉数広樹行政管理課長　お答えいたします。 

  知事部局においては、内部統制上の重大事案が続

けて発生していることを重く受け止めておりまして、

その要因等を分析し、実効性の高い再発防止策につ

なげるため、現在、緊急的な事務の総点検を実施し

 ているところです。

  総点検後には、その結果を踏まえ外部専門家によ

る検証を行うこととしており、その検証結果により

徹底した再発防止につなげてまいりたいと考えてお

 ります。

○当山勝利委員　分かりました。 

  あともう一点、特に不適切な事務処理に対して、

不適切な事務処理が発生した場合は速やかに是正に

努められたいということも求めております。それに

対してどのように対応されるのか、されたのか伺い

 ます。
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○嘉数広樹行政管理課長　お答えいたします。 

  不適切な事務処理については、事案の所管部にお

いて現在、是正に努めているところでございます。

それと併せて、現在実施しております事務の総点検、

その結果を踏まえて、知事部局全体で実効性の高い

 再発防止策を講じてまいりたいと考えております。

○当山勝利委員　これはぜひ監査も、県行政への県

民の信頼を損ね、県の財政運営に影響を与えかねな

い事案だということを本当に厳しく指摘されていま

す。私もそうだと思いますので、しっかりと対応し

 是正も速やかに行っていただきたいと思います。

  次に移ります。それでは、県税について伺います。 

  先ほど収入未済額のほうを聞きましたが、県税の

令和４年度収入済額が前年度よりも約62億円、4.4％

 増になっております。その要因について伺います。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  委員おっしゃるとおり、令和４年度は過去最高と

なる1464億円余りの税収となっておりまして、その

主な理由といたしまして社会経済活動が正常化した

ことと、先ほど申し上げましたとおり、コロナ給付

金等で所得が上昇したこと等を理由といたしまして、

個人県民税、地方消費税、自動車税に加えまして、

不動産取得税、個人事業税等の主な税目のほうで増

 収となったことが要因となっております。

   以上です。

○当山勝利委員　その中で一番の要因として大きい

 のは何ですか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  やはり社会経済活動が正常化したというところで、

特に地方消費税になりますけれども税収もかなり伸

 びております。

  それと地方消費税に関しましては、単なる消費活

動だけではなくて、輸入品、円安の影響で取引額が

大幅に伸びたものですから、それに対応して税額も

増となったというところでございます。それから、

これも一時的な理由にはなりますけれども、大型の

不動産の案件がございまして、それの増収が図られ

 たというところが理由となっております。

   以上です。

○当山勝利委員　分かりました。 

  景気が上向いてきているという一つの例もありま

したが、ただ個人県民税、個人事業税は増えていま

すが、法人県民税と法人事業税が減っているんです

 ね。その理由について伺います。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  おっしゃるとおり、特に観光関連産業のほうでは

大分回復しているところではございますけれども、

一方で金融、保険業ですとか、電気、ガス供給、あ

と建設業の業種においてはちょっと収益が悪化して

おりまして、その分トータルとして減収となってい

 るところでございます。

○当山勝利委員　防災危機管理センターのほうは午

前も午後もありましたので、これはちょっと飛ばし

て、今通知しました私立学校振興事業、その中の地

域連携プラットフォーム構築に向けた環境整備事業

 について伺います。

　まずこの事業についての説明をお願いいたします。 

○山内昌満総務私学課長　お答えします。 

  地域連携プラットフォームとは、大学を中心に、

産学官が連携して地域の課題解決に取り組む枠組み

をいいまして、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に

おきましても、県においてこの構築に向けて産学官

相互が恒常的に対話し、連携を行うための環境づく

りに取り組むということで位置づけられておりまし

 て、そのための事業となっております。

○当山勝利委員　残念ながら決算額はゼロというこ

 とになっていますが、その説明をお願いします。

○山内昌満総務私学課長　これにつきましては令和

４年度に初めて予算計上して取り組むもので、その

予算の内容につきましては、準備会合事務局を県が

担って設置した場合の委員への報償費、それから旅

費で総額60万7000円計上していたところです。予算

措置した後、年度入って実際、琉球大学のほうが産

学官連携の核となるというところで、琉球大学のほ

うと協議を行った結果、琉球大学が設置運営してい

ます人材育成円卓会議というのがありまして、そこ

の中でプラットフォームの構築に向けたワーキング

チームを置いて、その中で今後のそういう取組の枠

組みについて検討していこうということになりまし

て、琉大のほうで事務局を担っていただいて協議し

た関係で、県の予算上の執行はなかったという事情

 でございます。

○当山勝利委員　多分、令和５年度も同じような事

業をされていると思うんですけれども、そこら辺ど

 ういうふうに整理されていますか、予算も含めて。

○山内昌満総務私学課長　令和５年度も予算措置し

て、県が事務局を担った場合と同様な予算、旅費等

 計上しておりました。

  令和５年度に入りましても、琉大さんが事務局を

担っているワーキングチームのほうで、引き続き協

議を行っております。これについては今年度に入り

まして１回、また１月下旬に２回目の協議、そこの
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中で提言等を取りまとめて、次年度から県のほうで

事務局を担うという方向性で今、協議しているとこ

 ろです。

  令和５年度につきましても、事務局のほうは琉大

さんのほうで担っていただいている関係で、現在の

 ところ執行額はゼロという状況であります。

○当山勝利委員　今通知させていただきました主要

施策、知事公室の主要施策のほうから基地対策調査

 費について伺います。

  まず日米地位協定について、韓国と日本の地位協

定は一般質問のほうで聞かせていただきましたので

ちょっとこれ飛ばして、最新の動向を把握できまし

たということがあるんですが、これで韓国を調べて

完結したと思うんですね。これを今後どういうふう

に活用していくのかということが重要だと思うんで

 すが伺います。

○長嶺元裕基地対策課長　県は昨年度の韓国におけ

る地位協定調査を含め、過去に実施をしました、他

国地位協定調査を総括するシンポジウムを今年度中

に開催をしたいというふうに考えておりまして、そ

 の調整をしているところでございます。

  また、他国地位協定調査を総括する報告書を作成

し、公表したいというふうに考えております。これ

らを取り組みつつ取組を通じて、全国の皆様へ日米

地位協定の見直しの必要性を説明し、共通の理解と

協力を得られるよう発信をしていきたいと考えてお

 ります。

○当山勝利委員　全国に発信されるということで、

 それも一つだと思いますが。

  以前、全国知事会のほうにもこういう途中まとめ

たものを報告しに行ったと思うんですよ。そういう

 動きはされないですか。

○長嶺元裕基地対策課長　全国知事会との連携につ

きましても調査報告書をまとめた段階で、また検討

 していきたいと考えております。

○当山勝利委員　分かりました。 

  あと米軍基地問題に関するアンケート調査という

のがありますが、そちらのほうについて調査した内

 容と概要について伺います。

○長嶺元裕基地対策課長　令和４年度に実施したア

ンケート調査は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画

において取り組むこととしております米軍基地問題

に関する情報発信を推進する上で、効果的な手法を

検討するために米軍基地問題に関する認知度や理解

度、情報の入手経路などを調査したもので県外の

6000人、県内の1960人から回答を得たところでござ

います。その結果、沖縄の米軍基地問題について、

とてもよく知っており説明ができるとの回答と、何

となくは知っており簡単な説明はできると回答した

割合について、県外では35％、県内では65.7％となっ

 ております。

  また、米軍専用施設面積の70.3％が沖縄県に集中

していることの認知度について、知っている割合が

県外では47％、県内では84.4％と大きな差があるこ

 とが分かっております。

○当山勝利委員　このアンケート調査、いろいろ調

査されたと思います。結構、数も捉えているのでそ

れなりの内容になっていると思うんですよ。ホーム

ページのほうで、たしかオープンにされていたかと

思いますけれども、あとそれ以外に、何かホームペー

 ジだけではなく活用するところはないですか。

○長嶺元裕基地対策課長　このアンケート調査の結

果に基づきまして、県外と県内における認知度の差、

あるいは県内でも世代によって認知度に差がござい

ますので、そういったことを分析をしながら、効果

的な情報発信の方法、手段について検討するための

 材料として活用していきたいと考えております。

○当山勝利委員　すみません、ちょっとこれは登録

 していなかったので口頭で。

  ワシントン駐在活動事業について伺いますが、ま

ずこの事業の令和４年度の活動状況について伺いま

 す。

○長嶺元裕基地対策課長　令和４年度、ワシントン

駐在では、米国連邦議会関係者をはじめとする米国

の関係者1221名と面談を行い、より多くの関係者に

知事の考えと沖縄の正確な状況を説明し、理解と協

 力を求めております。

  その結果、昨年度、米国議会メディアや米国ウェ

ブ系メディアなどが来県をし、沖縄の基地問題につ

いて県内を直接取材し、知事へのインタビューの取

 材が行われるなどしております。

  また、復帰50周年に当たる令和４年度は、米国政

府関係者等への新たな建議書の提供をはじめ、米国

内で行われる各種ウェビナー等への知事メッセージ

の提供を行うなど、復帰50年の契機を捉えた沖縄の

現状の情報発信を数多く実施したところでございま

す。このほか６月と11月においては、米国のシンク

タンクであるクインシー研究所と米国戦略予算評価

センターの報告書に、普天間代替施設計画への懸念

 等が示されているところでございます。

○当山勝利委員　アメリカの方々に対して、沖縄と

いうところ及び沖縄の中に、それだけ米軍基地があ
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るんだということの情報発信をまずされているとい

うところで、頑張っていらっしゃるということを理

解していますので、だからこそ年々しっかりといろ

いろな方々と会い、情報をその方々にしっかりと伝

えることができているというふうに理解しておりま

 す。

  Ｖ22オスプレイ機の生産停止情報というのを、た

しかワシントン駐在のほうでつかんで、こちらのほ

うに情報を提供されたということを聞いております。

 　それについてちょっと説明を求めます。

○長嶺元裕基地対策課長　昨年10月、ワシントン駐

在からの報告によりますと、アメリカの複数のメデ

ィア情報や米国政府等の各種情報を確認したところ、

国防総省はＶ22オスプレイの新規調達を2023年予算

で終了し、2026年に最後の数機を納品後、生産ライ

 ンを閉鎖する計画であるとのことでした。

  また、去る12月半ばには、米国連邦議会両院にお

いて、海軍用のＣＭＶ22オスプレイ１機の新規調達

予算が計上された、2024会計年度国防権限法案が可

 決成立をしたとのことでございます。

○当山勝利委員　地元にあるからこそ生の情報が得

られたり、またマスコミ情報だけじゃなくてそこに

いらっしゃる方々、アメリカの方々の意見もしっか

りと吸収できると思いますので、今後とも頑張って

 いただきたいと思います。

  次に移ります。アジア太平洋地域平和連携推進事

 業について伺います。

  事業内容にあります国内外の機関等に対するヒア

リングや意見交換をしたとありますが、それについ

 て説明を求めます。

○長嶺元裕基地対策課長　アジア太平洋地域平和連

携推進事業については、中国の台頭、米中対立など、

アジア太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増して

いる状況を踏まえ、沖縄が同地域の緊張緩和と信頼

醸成に寄与することを目的として実施するものです。 

  令和４年度は、中国、韓国、台湾、フィリピン、

オーストラリアの５つの国、地域及び国内の大学や

研究機関など30か所を対象に、沖縄との連携の可能

性等に関するヒアリング調査を行っております。ヒ

アリングでは、沖縄県がアジア太平洋地域との積極

的な交流や関係構築に取り組むに当たっての課題や

留意点、効果的な連携手法等について意見を聴取し

 ております。

  また、沖縄とアジア太平洋地域との連携の可能性

等を広く県内外に発信するため、令和５年３月に交

流・対話で創るアジア太平洋地域の平和と未来を

テーマとしたシンポジウムを開催したところでござ

 います。

○当山勝利委員　いろいろな地域の方と意見交換し

て、情報交換しているということですので、また今

はその蓄積のときかなと思いますので、しっかりそ

ういういろいろな情報を交互にお互い出し合っても

らって、またいろいろなアジア地域の平和に向けて

 やっていただけたらと思います。

　最後に公安委員会のほうにお伺いします。先ほど

ありました少年非行について件数は聞きましたので、

 全刑法犯に占める少年の割合について伺います。

○宮城貴生活安全部長　全刑法犯に占める少年の割

合についてお答えいたします。県内の成人を含めた

全刑法犯検挙、補導に占める少年の割合は、平成25年

以降、おおむね減少傾向にあります。過去３年の推

移といたしまして、全国では令和２年が12％、令和

３年が11.3％、令和４年が11.9％と、およそ11％か

 ら12％の割合で推移しております。

　一方、県内では令和２年が17.1％で全国２位、令

和３年が18％、令和４年が17.3％で、いずれも全国

１位と高い割合で推移しております。また沖縄県の

特徴として刑法犯、少年に占める中学生の割合が高

く、再犯者率や共犯者率が全国平均と比較して高い

など、少年非行が県内の治安に与える影響は大きく、

 憂慮すべき情勢にあります。

   以上です。

○当山勝利委員　再犯も多いということですので、

そこら辺、またちゃんと中学生とか高校生も含めて、

青少年のケアというのが大切なんだろうなというの

が分かりました。そして令和４年の少年刑法犯にお

 ける犯罪名と割合について伺います。

○宮城貴生活安全部長　令和４年の刑法犯少年の罪

種別の割合についてお答えいたします。令和４年中、

県警察が検挙・補導した刑法犯少年は500人で、前年

同期と比較して18人増加しております。罪種別では

窃盗犯が331人、66.2％と最も多く、次いで粗暴犯

82人、16.4％、凶悪犯が９人で1.8％となっておりま

 す。

  県警察としましては、令和４年に少年鑑別所と協

定を締結し、問題行動の背景に心理的要因が疑われ

る少年に関する少年鑑別所法務技官による警察側へ

の助言、警察においては、鑑別所で相談を受けた少

年の居場所づくりや学習支援につなげるなど、双方

向でより効果的な支援活動を推進しております。引

き続き関係機関との連携を一層強化し、少年の規範

意識を高めることを目的とした非行防止教室の開催
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や、少年警察ボランティアなどと連携した居場所づ

くり、再非行防止のための立ち直り支援に取り組ん

 でまいりたいと考えております。

○当山勝利委員　分かりました。 

  先ほど全国でも割合が高いということで、これは

やっぱり窃盗が多いというふうに理解してよろしい

 んでしょうか。

○宮城貴生活安全部長　そのような認識で構いませ

 ん。

○当山勝利委員　それで最近、薬物乱用というのが

多く出てきています。これは最近増えたというより

も以前からあるわけなんですが、沖縄県内の令和４年

におけます未成年者による薬物使用の検挙数と人数。

できれば全体の数と学齢別、また学生であるのか、

高校生であるのか、中学生であるのか、有職少年で

あるのか、無職少年であるのかというのもちょっと

 分けて伺いたいと思います。

○宮城貴生活安全部長　令和４年の少年の薬物検挙

人員についてお答えいたします。令和４年中の少年

による薬物検挙は28人で前年と比較して15人減少し

ております。学職別では高校生が８人、大学生が

３人、有職少年が11人、無職少年が６人となってい

ます。法令別では大麻取締法違反が25人、ＭＤＭＡ

に係る麻薬及び向精神薬取締法違反が３人となって

 おります。

   以上でございます。

○当山勝利委員　分かりました。 

  高校生も８人、有職少年も８人ということで、

ちょっと残念な数字だなと思いますが、薬物を使用

していた未成年者のうち、不良行為をしていた者の

 割合は分かりますか。

○宮城貴生活安全部長　お答えいたします。 

  薬物を使用した少年のうち、不良行為をしていた

者の割合については、統計的な資料がちょっとあり

ませんが、不良行為をした少年が薬物に手を染める

可能性もあることから、薬物乱用防止教室では、喫

煙や飲酒の有害性についても併せて説明をしている

 ところでございます。

○当山勝利委員　ちょっと飛ぶんですけれども、Ｓ

ＮＳの発達によって薬物が簡単に入手できるという

ふうに聞いています。その実態と、そしてちょっと

難しいと思うんですけれども対策について伺います。 

○宮城貴生活安全部長　少年が薬物を入手する方法

 と、その対策についてお答えいたします。

  県内における薬物で検挙された少年のほとんどが

ＳＮＳを使って、売手と連絡を取り合い、手渡しや

 郵送により購入している状況であります。

  県警察では、薬物事犯の取締りを徹底するととも

に、ＳＮＳを活用した情報発信や広報啓発活動の推

進、サイバーパトロールなどにより、違法情報、有

害情報の把握に努めています。規制薬物であること

が明らかな隠語については、サイト管理者に対して

削除依頼を行う一方、関係先と連携した対策の推進、

事案によっては初動の捜査を行っていきたいと考え

 ております。

○当山勝利委員　あと最後なんですけれども、皆様

方は薬物を使わないための啓発活動ということを一

生懸命やってらっしゃると思います。その実績につ

 いて伺いたいと思います。

○宮城貴生活安全部長　お答えします。 

  少年が薬物を使わないための広報活動の実績につ

いてでありますが、県警察では薬物事犯の取締り強

化や薬物乱用防止教室の開催、有害性の情報発信、

サイバーパトロールなどを推進しており、そのうち

薬物乱用防止教室においては、令和４年中で小学校

が141回、98校、中学校が76回、76校、高校が47回、

45校、その他専門学校等が17回、16校となり、合計

281回、235校、延べ６万人余りの児童生徒に対して

 実施しているところでございます。

○当山勝利委員　子供たちだけじゃなくて、親御さ

んたちもしっかりと正しい知識を身につけてもらう

ということも必要だと思うんですが、そこら辺はど

 ういう取組をされていますか。分かりますか。

○宮城貴生活安全部長　当然、学校に対して薬物乱

用防止教室等々で啓発しているとこでありますが、

併せて保護者に対しても実施をしているというとこ

 ろでございます。

○当山勝利委員　以上で終わります。 

○又吉清義委員長　國仲昌二委員。 

○國仲昌二委員　よろしくお願いします。 

  決算審査意見書のほうで20ページ、県税のほうに

ついてですけれども、収入済額がかなり、62億増に

なっていて、コロナ給付金の影響もありますという

ことですけれども、コロナ給付金の影響額というの

 は分かりますか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  コロナ給付金だけという部分では正確な数字は把

握はしておりませんけれども、例えば個人事業税で

すと、令和３年度と比べまして10億7000万ほど増収

 となっております。

○國仲昌二委員　このコロナ給付金の影響というの

は、次年度も影響額というのが出てくるということ



－166－

 になりますか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  コロナ給付金関係は、令和２年、３年で終了した

と商工労働部のほうからは聞いておりますので、今

年度の決算見込みとしては通常に戻る形になります。 

  つまり、令和４年度よりは減少する見込みとなっ

 ております。

○國仲昌二委員　コロナ給付金、一時的なものとい

うことで次年度以降ですか、影響がなくなるという

ことで、先ほどの答弁では不動産取得税も一時的に

大きな取得税があったということですけれども、そ

れを除いた個人県民税であるとか、そういったもの

の今後の見込みについては、どういうふうに見込ん

 でいるかというのを教えてください。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  令和５年度の見込みといいますか、実績値で申し

上げますと、令和５年の11月末時点になりますが、

令和４年度の同じ時期と比べまして、大体3.9％ほど

増となっているところでございまして、予断は許さ

れませんけれどもこのまま行くと、令和４年度より

も若干増えるのかなというふうに想定しているとこ

 ろでございます。

○國仲昌二委員　あと収入未済額ですけれども、こ

れにコロナ給付金が大きく影響しているという話が

あります。そのコロナ給付金の影響というのは今度

で終わるということですけれども、この収入未済額

というのはこれが頭打ちということで考えていいん

 ですかね。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  実は、平成20年度になりますけれども、それが未

収金額のピークで43億余りございまして、その後ずっ

と未収額は右肩下がりでずっと下がってまいりまし

て、現状、令和４年度の決算で約半分ほどに縮減し

ているところではございますが、今申し上げました

とおりコロナの影響によりまして、ここ２年ほどは

増加している部分はございますので、今後、滞納者

におかれてどの程度の滞納整理する――換価できる

ような財産があるのか、そういったところを十分調

査いたしまして滞納整理に努めていきたいと考えて

 いるところでございます。

   以上です。

○國仲昌二委員　分かりました。 

  次、25ページの財産収入が10億近く伸びていて、

不動産売払収入が要因だというふうな説明がありま

 すけれども、これについての説明をお願いします。

○池原秀典管財課長　お答えいたします。 

  沖縄県では、財政に寄与するため、利用していな

い県有地の売却を進めているところでございます。

処分対象の土地の価格が様々であることから、毎年

度決算額は変動してございますが、令和４年度につ

きましては、那覇市に対して那覇市民会館跡地を約

９億1000万円で売却したことで一時的な増額が発生

しており、これが大幅な増額となった主な要因であ

 ると考えております。

○國仲昌二委員　ありがとうございます。 

  次のページの諸収入のほうにお願いします。これ

も大幅な増になっていますけれども、貸付金の元利

収入というようなものがありますが、過年度収入と

いうのも84億という説明があります。この収入済額

 の伸びについての説明をお願いします。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  まず、過年度収入といいますのは、県の歳出予算

としては前年度に支出しているということで、それ

に係る国庫等を翌年度に歳入として受け入れるもの

となっておりまして、前年と比べてこの間の収入が

約84億7000万の増となっております。その内訳なん

ですけれども、コロナの病床確保支援事業において、

包括支援交付金のほうで約44億、前年度のものを令

和４年に受け入れたということと、コロナの感染防

止対策の協力金、これについても約40億ほど支出は

前年度でやっているんですけれども、歳入のほうを

翌年度、令和４年に受け入れたというところで、こ

 れが主な要因になっております。

○國仲昌二委員　あと、収入未済額の主なものとい

うことで、雑入という説明があります。これについ

 ての説明をお願いします。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  この雑入についてはいろんな経費を各部のほうで

入れていますので、いろんなちょっと要素があって、

大きなものといたしましては商工労働部のほうにお

きまして、うるま市の賃貸工場の建物の明渡し訴訟

に係る損害金というものの収入未済額が増えたと。

 これが約１億3000万の増となっております。

  それ以外に商工労働部のほうの県単融資の利子補

給等々で5200万、それ以外また同じくうるま市の賃

貸工場で3800万とか、各部のちょっとそういうもの

 が積み上がってきていますので、すみませんが。

   以上です。

○國仲昌二委員　分かりました。 

　今度は、公安委員会の今通知した歳出決算状況の

 ほうです。

　まず、（款）警察費、（項）警察管理費の（目）の
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警察本部費。これの不用額が４億2800万程度ありま

す。かなり大きいんですけれども、これの説明をお

 願いします。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

  （目）警察本部費の不用額のうち、主なものとし

ては（節）職員手当等で２億1177万3885円でござい

ます。職員手当等の不用額につきましては、令和３年

の人事委員会の給与勧告等に基づいて給与条例が改

正され、令和４年６月の期末勤勉手当の支給割合が

今引き下げられたことに伴う執行残が主な理由と

 なっております。

○國仲昌二委員　じゃ、同じページの警察活動費の

（目）で刑事警察費、これも不用額が5000万ありま

 すけれども、この説明をお願いします。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

  刑事警察費の不用額のうち、主なものにつきまし

ては、（節）役務費1756万3492円、（節）報償費1095万

976円となってございます。（節）役務費につきまし

ては、関係機関への照会手数料の実績見込みの減、

報償費につきましては捜査活動に要する経費の執行

 残が主な理由となっております。

○國仲昌二委員　役務費については予算額が5700万、

不用額が1700万という、かなり不用額が大きいんじゃ

ないかなと思うんですけれども、その辺については

 どうですか。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

  繰り返しになってしまいますけれども、照会手数

料、関係機関への照会件数が予想よりも実績のほう

 が減になったというところでございます。

○國仲昌二委員　報償費のほうも不用額、先ほど僕

が質問したんですけれども、この報償費の中身はど

 ういったものなんでしょうか。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

  この報償費につきましては、犯罪の捜査等に従事

する職員の活動のための諸経費及び捜査等に関する

情報提供者、協力者等に対する諸経費となっており

まして緊急を要し、または秘密を要するため、正規

の支出手続によっては警察活動上支障を来す場合に

 使用できる経費となっております。

○國仲昌二委員　知事公室の主要施策の７ページの

 不発弾等対策事業について質問します。

  これは11月の一般質問でもやったんですけれども、

不発弾の全体予算については平成30年度から見ても、

全体的には32億から27億、ちょっと減っている感じ

ですけれども、宮古地区における広域探査の事業が

３分の１以下に減っているんです。これについては、

いろいろその事業に種類があるという話もあったん

ですけれども、これについての説明をちょっとお願

 いします。

○山里永悟防災危機管理課長　御質問のありました

広域探査事業でございますが、近年、民間補助の住

宅等開発磁気探査支援事業のほうのニーズが沖縄全

県的にちょっと増加傾向にありまして、そういった

こともあって広域であるとか、市町村事業から流用

を行いながら住宅のニーズにも応えるといった、

ちょっとそういった苦肉の策的な手配も行っている

 状況でございます。

  御指摘がありましたように広域探査については、

沖縄本島においても平成30年度は45件、５億6000万

ほど対応していたんですが、本島においても令和５年

度は19件、１億9000万ほどに今はなっているという

 状況でございます。

  本島は45件の、平成30年度は５億6000万から令和

５年度は１億9000万程度になっておりまして、宮古

地区におきましても平成30年度は48件、６億3700万

だったんですが、現在は委員からも御指摘あったよ

うに15件の２億強という状況でございまして３分の

１になっていると。ちょっと全体的に広域について

は縮小傾向が認められるという状況になっておりま

 す。

○國仲昌二委員　今、説明があったこの住宅等開発

磁気探査支援事業、これについては、宮古、石垣は

かなり低い数字になっているんですよね。当然、ニー

ズの話もあると思うんですが、この辺の周知という

んですか。宮古、石垣へのその辺の取組というのは

 どういうふうになっていますか。

○山里永悟防災危機管理課長　今、御指摘があった

とおり、住宅事業においては増加傾向にあって全体

で262件、約17億7900万の執行となっている中、宮古

地区においては３件、295万、八重山地区では３件、

528万ということになっております。ニーズ自体はあ

ると思いますが、受付窓口となっている市町村を対

象とした説明会や広報用リーフレットの作成などで、

関係団体への配付、新聞掲載等により周知を行って

いるところでございまして、今後とも、積極的に広

報活動を行っていきたいというふうに考えておりま

 す。

○國仲昌二委員　ぜひよろしくお願いします。 

　今度、公安委員会のほうの主要施策の456ページ、

交通環境の整備。事業の中でちょっと質問したいの

が交通信号機。この信号機を設置する場合、まずそ

の手続についてちょっと伺いたいんですけれども、
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例えば市町村が設置したいといった場合には、どう

いう手続で申請して設置までとなるのかというのを

 教えていただきたいと思います。

○安里準交通部長　お答えします。 

  信号機の設置につきましては、交通量、交通事故

の発生状況、周辺における道路環境や施設の設置状

況のほか、道路管理者によるカラー舗装、カーブミ

ラーの設置、道路改良等の信号機以外の安全対策に

よる事故抑止の可否なども考慮した上で、設置の必

 要性を判断しております。

  また、住民や道路管理者等から寄せられる信号機

設置の御要望につきましても、ただいま申し上げた

 ような観点から検討してまいります。

○國仲昌二委員　宮古島市の事例になるんですけれ

ども、市役所が移転して、その近くの交差点で交通

量がかなり増えまして、信号機に右折の矢印が出な

いので、何百メートルという渋滞が続いているとい

うことで、これ市議会のほうでもちょっと質問した

らしいんですけれど、何か基準、警察庁の基準の話

とかいろいろ出ていたようで、今ちょうど私、その

手続の質問をしたんですけれども、信号機の矢印の

設置とかになると、またどういった手続があるのか

 というのをちょっと教えてもらえますか。

○安里準交通部長　交通信号機の矢印の部分につき

ましては、現場の状況等を確認して交通量の流れ等

々含めまして、警察庁の示している指針に基づいて

可能かどうかを検討するという形になります。今の

ところ宮古島警察署からそういった上申等は上がっ

 てきておりません。

○國仲昌二委員　上がってきてない。 

  私がちょっと説明を受けたところ、要するに対面

で右折専用の何ていうんですか、車線がないとでき

ないよということで、今宮古島市の状況というのは

片方は右折専用の車線があるんだけれども、対面が

ないからというような話も聞いたんですけれど、そ

の辺についてはどういうふうになっているんですか。 

○安里準交通部長　同交差点につきましては、現在、

拡幅工事等がございます。だとすれば右折矢印の設

置も検討できるということで、警察のほうでは把握

 しているということでございます。

○國仲昌二委員　分かりました。ありがとうござい

 ます。

   終わります。

○又吉清義委員長　平良昭一委員。 

○平良昭一委員　総務部の主要施策の成果に関する

報告書から、所有者不明土地の管理費について伺い

ますけれど、この執行率の低さというのはどういう

 理由ですか。

○池原秀典管財課長　お答えいたします。 

  所有者不明土地管理費の内容につきましては、主

に専任職員の人件費やパトロール、除草等の所有者

不明土地の管理に係る経費となっております。執行

率が51.5％の主な理由といたしましては、新型コロ

ナウイルス感染症対策により、専任職員が兼務発令

により異動したことによる人件費の減でございます。 

   以上でございます。

○平良昭一委員　いわゆる所有者不明土地というの

は、沖縄の戦後の特徴だというふうに僕は理解をし

ているわけですよね。その中で国レベルの話をする

と、不動産登記法により所有者が直ちに判明しない

土地とか、所有者が判明してもその所在が不明な、

連絡がつかない土地だということになっているんで

すけれど、これがどれぐらいの面積があるかという

と、410万ヘクタール、いわゆる九州よりも大きいと

いうものになるわけ。そこで僕は危惧するのは、戦

後の沖縄での特質であるこの所有者不明土地と、本

土での所有者不明土地というのが全く意味が違うと

 いうふうに僕は思っている。

  しかしここに来て、相続登記等の申請が今年の４月

から法律で義務化されるわけですよね。それと一緒

にされてしまうととんでもない話だなということで、

皆さんはいわゆる県民の財産として有効に活用した

いということであるわけですから、それは全く別物

 だという考えでいいよね。

○池原秀典管財課長　委員御指摘のとおり、おっしゃ

 るとおり別物でございます。

○平良昭一委員　国はそういう土地を有効に利用し

ようということで、このいわゆる不動産登記の制度

が変わってきたわけですよ。それとごちゃ混ぜにさ

れてしまうというのを非常に危惧する。そういう面

では言うべきことは言って、国から支援されるもの

は当然であるという形の中での議論をしていただか

ないと困ると思いますので、その辺は大丈夫だよな。 

○池原秀典管財課長　委員御指摘のとおり、沖縄戦

に起因する所有者不明土地につきましては、沖縄県

独自の課題と考えております。例えば長崎とか広島

等に原爆が落ちたときには、公簿等については移転

 していたという話も聞いております。

  さきの大戦に起因して発生した所有者不明土地に

ついては、沖縄県と考えておりまして、このため県

では新・沖縄21世紀ビジョン基本計画においても、

真の所有者に返還するまでの適正な管理、関連法の
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適用による解決の実現、国に対し抜本的な解決に向

けた法制上の措置、及び財源措置の取組を加速する

よう強く求めるなどの取組を続けているところでご

 ざいます。

   以上です。

○平良昭一委員　いわゆる執行率の低さ、そういう

ものが国に指摘されるような状況が出てきたり、真

の所有者の検索がさらに困難となってくるというよ

うな事実があるわけですから、そういう文言とかが

出てくると、やっぱり国の考え方にそのまま押し込

 まれてしまうような感じがしてならない。

  そういう面では、非常に頑張るべき時期に来てい

るなというふうに思いますので、これがそのような

制度になっていきなり国に帰属するようだったら、

 県民のためにも何もならないわけですよね。

  その辺は十分、今後、把握しながら対応していた

 だきたいと思いますけれどどんなですか。

○池原秀典管財課長　このことについては、しっか

 り対処していきたいと考えております。

   以上です。

○平良昭一委員　分かりました。 

  私立学校の振興事業ですけれど、この補助が得ら

れている学校数というのはどれぐらいになっている

 のか。

○山内昌満総務私学課長　この事業の中の１番の私

立学校等振興費の中で、学校の経常的経費を補助し

ておりますので、令和４年度のこの決算額に関係し

ましての補助件数及び金額につきましては、７学校

法人が運営する14校に対しまして22億987万6000円を

 補助したところです。

   以上です。

○平良昭一委員　非常に危惧しているのは、我々総

務企画委員会のところに陳情が出てきたＳＯＬＡ学

園や尚学学園、これ専修学校だと思いますけれど、

 それに対しても助成はしていますか。

○山内昌満総務私学課長　専修学校につきましては、

法律のほうで学校教育法の第１条に規定する学校、

これは小学校、中学校、高校等、その他９種類ござ

いますが、そこについては経常的経費の補助がござ

いますが、専修学校につきましては第１条に規定す

る学校ではありませんので経常的経費の補助はござ

いません。それ以外に専修学校の高等課程につきま

しては、専門的な機関と連携して教育を行う場合の

補助制度がありまして、それに取り組む専修学校に

 ついては、一定程度の補助がございます。

   以上です。

○平良昭一委員　この陳情が出されたＳＯＬＡ学園

や尚学学園というのは教育環境というのはどうなっ

ているの。皆さんのところでは分からんか、これは。

 非常に気になるけれど。

○山内昌満総務私学課長　まず、ＳＯＬＡ学園につ

きましては、委員おっしゃるとおり令和４年５月16日

付で陳情が県議会に出されておりますが、その後、

陳情の趣旨及び令和４年の11月17日に総務企画委員

会による陳情者の参考人招致等もございましたので、

その内容を踏まえて関係者からの聞き取り調査や資

料収集、学校現場の視察等、任意の事実確認を行っ

 てきました。

  法令等に基づく専任教員数について、ちょっと法

令基準を満たしていないですとか、あと寄附行為に

基づいて行うこととされている評議員会が開催され

てないことにつきましては、法令に基づき指導を行

 いまして、改善が図られております。

  また、陳情の中で学生さんのほうから、入学時に

納めた諸経費の説明を求めるという内容につきまし

ては、学校側のほうでも保護者に文書による送付、

それから令和５年度に向けましても、新規の入学生

及びその保護者に向けてのオープンキャンパスの段

階から資料を配付しまして説明を行うとともに、ま

た令和５年４月に開催されたオリエンテーションで

も改めて学費について説明を行っていると確認して

 おります。

  令和５年度中におきましては、その学校法人に対

する生徒及び保護者から県に対して苦情とか相談を

 受けていないという状況であります。

  あと、尚学学園につきましても、これまで４件の

陳情が県議会に提出されております。これにつきま

しては文部科学省からの助言ですとか、法令に定め

る所轄庁としての権限を踏まえまして、関係者双方

からの聞き取り、理事会へのオブザーバー参加、議

事録の確認、陳情の事実関係等についての尚学学園

からの報告など、任意での確認を行いました。その

中で議事録の未作成ですとか、理事会の決議を経な

い契約締結について指導し、是正していただいたり、

関係機関の助言を踏まえて講師の出向契約を見直し、

 整理してもらうなど対応が進んでいるところです。

  直近では尚学学園につきましては、運営する学校

への経常経費の補助等もございますので、その補助

検査につきまして、令和５年２月２日に学校訪問し

ましてヒアリング調査を行っております。その中で

法人の運営につきましても、併せて適切かどうか確

 認しております。
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  なお、令和５年度中において、同学校法人に対す

る生徒及び保護者からの苦情、相談は受けておりま

 せん。

   以上です。

○平良昭一委員　あと１点、この高等学校に対する

支援なんですけれど、最近、以前とは違って、いろ

んなところに高校ができていて、びっくりするよう

な状況もたくさんあります。通信制の高校もあると

いうふうに聞いていますけれど、それが全ての対象

 になるということではないですよね、支援の。

○山内昌満総務私学課長　通信制の高等学校につき

ましては、通学することなく授業が受けられるよう

にということで、生徒さんも全国各地に抱えていた

り、通常の全日制の学校とは異なる部分があります。 

  これにつきまして、本校を置く都道府県のほうが

その所轄となるというところで、沖縄県内でも本校

がある通信制高校については沖縄県の所管、本校が

別の県にあって分校として沖縄に所在があるものに

ついては、本校がある他都道府県の所管ということ

 で、所管が異なっているという状況にあります。

○平良昭一委員　いわゆる沖縄県で補助の対象とな

る規定があるわけよね。全てがそれの対象にならな

いということだよね、そういう聞き方がいいのかな。 

○山内昌満総務私学課長　実際、沖縄県が所管して

いるものとしましては、八洲学園大学国際高等学校、

本校が沖縄県にございます。それからヒューマンキャ

ンパス高等学校、Ｎ高等学校、つくば開成国際高等

学校、この４校につきましては通信制の沖縄県所管

 の高校となっております。

  ちょっと参考までに、他県のものにつきまして、

高校野球とかで耳にするかと思うんですけれど、日

本ウェルネス高等学校沖縄キャンパスさんのほうは

学校法人、これにつきましては文部科学省が所管す

る学校法人が運営する広域通信制高校、日本ウェル

 ネス高等学校の分校となっております。

  こちらの学校につきましては、愛媛県に本校が所

在しますので、日本ウェルネス高等学校沖縄キャン

パスについては、愛媛県の所管というところになっ

ておりまして、こういう形でそれぞれ所管が定めら

 れているということになります。

○平良昭一委員　高等学校で皆さんが支援している

 のは沖縄県で何校あるの。

○山内昌満総務私学課長　全日制の高等学校につき

ましては私立学校の４校、通信制の高校につきまし

ては４校、それから専修学校の中にも高等過程、中

学校卒業後、その中学校の内容に応じてまた学業を

やるという部分はまた高等学校と同じ扱いになって

いますので、そこに入ってくる部分があるという状

 況であります。

   以上です。

○平良昭一委員　分かりました。 

  次に知事公室、２ページの先ほど当山委員からも

ありましたけれど、韓国以外の調査は行われてきた

のも聞きましたけれど、それを他国の地位協定との

違いを明確にどう伝えていくかということは非常に

 大事になるわけよね。

  これまでドイツ、オーストラリア、たしかフィリ

ピンもだったと思いますけれど、それ以外にもあり

 ましたか。

○長嶺元裕基地対策課長　これまで調査を行ったの

はドイツ、ベルギー、イギリス、オーストラリア、

 フィリピン、韓国、イタリアとなっております。

○平良昭一委員　我々日本との、日米との違いをはっ

きりさせるということは非常に大事。そのために皆

さん、調査に行ったわけですから。これは明確に、

皆さんは違いがあるということは確証できますよね。 

○長嶺元裕基地対策課長　これまでに行った他国地

位協定調査の結果、ＮＡＴＯに加盟するドイツ、イ

タリア、ベルギー、イギリスや、米軍を訪問軍とし

て受け入れるフィリピン、オーストラリアでは、航

空法などの自国の法律や規則を米軍にも適用させ、

米軍の活動をコントロールしていることが明らかに

 なっております。

  その点においては違いが明らかになっております

が、一方で、韓国の地位協定については、日本とほ

ぼ同じ条文であり、適用自体もほぼ同じ扱いとなっ

 ていることが分かっております。

○平良昭一委員　これはもう全国知事会でも共有し

て、全国の考え方を集約しないといけないと思うし、

いかに日本がそういう立場に立たされているかとい

うのを認識させることは非常に大事。多分、沖縄県

だけじゃないですか、こういう調査をしているのは。

であれば、これは大いに活動を展開すべきであって、

そこから基地の負担軽減になっていけるような状況

 をつくっていただきたいなと思っています。

  次に７ページの不発弾対策事業ですけれど、先ほ

ど國仲委員からもありましたとおり、ばらつきある

わけよね。一般住宅の中でもやっているところとやっ

ていないところがあるということで、以前からこの

啓蒙活動は非常に大事だろうということは指摘をし

てきました。ここに来て、たしか今年度、予算が足

りなくなって補正を組むという形になったんですけ
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れど、これはやっぱり今年度足りなくなったのはど

 んな理由ですか。

○山里永悟防災危機管理課長　御指摘がありました

ように、令和５年度については住宅探査の支援事業

は、予算のほぼ全額を使い切る状況となっておりま

 す。

  現在、広域事業であるとか、市町村事業からの流

用で対応しておりましたが、それでも予算の不足が

見込まれる状況となったため、内閣府と調整をして、

予算の手配、措置を進めていただいているところで

 ございます。

  状況としましては、10月までは例年と同様の執行

の状況でございますが、11月に入りまして大型の案

件、マンションであるとか、ホテルの探査事業が急

に複数件入りまして、例年の2.5倍となるような執行

となったために、11月時点で予算のほぼ全額を使い

 切る状況となったことでございます。

○平良昭一委員　各市町村の中での啓蒙活動もかな

り展開してきていて、そういう大型マンションも対

象になってくるわけですから、今後、知事公室だけ

ではなくて、例えば建築確認等の問題等も出てくる

わけですから、設計士あたりにどういうふうにつな

げていくか、そこも民間の方々にとっては非常に大

 事な部分になると思うんですよ。

  その辺、当然、窓口は市町村の窓口になってくる

と思いますので、建築あたりですか、その辺との連

携をしっかり取っていけるような状況を今後、これ

 からも続けていけるんだよね。

○山里永悟防災危機管理課長　今、御指摘あったよ

うに、事業者の団体とは定期的に、またはその要望

がありましたら意見交換を重ねているところでござ

いまして、事業者の御要望、民間の御要望に応える

形で改善を図っていきたいというふうに考えており

 ます。

○平良昭一委員　そういう面では、予算が足りなく

なるようなことがないように、今後はこの経済的な

状況も見ながら予算組みをしていくようなことが必

 要になってくると思います。

  あと公安委員会に最後にちょっとお聞きしますけ

れど、安全なまちづくりの推進で、以前から非常に

気にはなっているんですけれど、防犯ボランティア

の高齢化で活動が低調となっている、人材確保に対

する対策がかなり厳しいなということでありますけ

れど、果たしてこれをどのように解決していくのか、

 その辺をちょっと教えていただきたい。

○宮城貴生活安全部長　お答えいたします。 

  人材確保に関する取組についてですが、自主防犯

活動の活性化や地域の防犯リーダーを育成すること

を目的としまして、毎年、防犯ボランティア研修会

 を開催しているところでございます。

  この研修会では、犯罪心理学を専門とする大学教

授を中心に、防犯ボランティア団体と学生との間で

後継者の育成や防犯活動の活性化について意見集約

を行うことで、学生や若者に対して防犯ボランティ

アに関する興味を持っていただき、今後の活動につ

なげるなど、人材確保に向けた取組を行っていると

 ころでございます。

  また、自治体や自治会、それから企業等への働き

かけによる新たな防犯ボランティアの結成、休止し

ていた団体の再活動を促すなど、僅かながら活動再

開や新結成も見られるところでございます。このほ

か防犯ボランティア団体の活動の支援として、防犯

ベスト、腕章、マグネットシートの配付などを行っ

 ているところであります。

  今後とも防犯ボランティアの人材確保、活動支援

に向けた取組を行ってまいりたいと考えております。 

○平良昭一委員　大変言いづらい話なんですけれど、

耳に入ってきましたので言いますけれど、この防犯

ボランティア団体というのは、高齢の方々でずっと

同じ人がやっている、若い人が入ろうと思っても入

れない状況もあるそうです。実際そういうことがあ

るものですから、いわゆる新しいことを展開しよう

という意見を持っている若者が、入っていこうにも

入ってこれないような状況があるというのも頭に入

れてほしいんですよ。同じ方々がずっとやり続ける

ということも私はネックになっているんじゃないか

なと思いますので、そういうのも耳に入ってきまし

たので、その辺の対処もよく考えていただきたい、

 要望して終わります。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

 　　　午後３時50分休憩

 　　　午後４時９分再開　　　

○又吉清義委員長　再開いたします。 

   休憩前に引き続き、質疑を行います。

   西銘純恵委員。

○西銘純恵委員　お疲れさまです。 

  お尋ねします。最初に総務部のほうをお願いしま

 す。

  沖縄振興予算についてＯＩＳＴなどの国直轄事業、

これを除いた令和４年度の予算額、決算額はどうなっ

 ていますか。

○又吉信財政課長　お答えします。 
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  沖縄振興予算に係る県関係事業というくくりでの

決算額についてちょっとお答えすることは困難なん

ですけれども、当初予算のほうで申し上げますと、

沖縄振興予算、令和４年度が2684億円、それに対し

て県や市町村が使える地方向け補助金が約1450億円

ということで、地方向け補助金の割合は約54％とい

 うところでございます。

○西銘純恵委員　制度ができたときと比べて、県、

市町村の、今話された54％というのは、どのような

 状況になっていますか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  制度ができたのは平成24年ですけれども、平成24年

度のときは沖縄振興予算が2937億円、いわゆるまた

地方向け補助金が2099億円という形で、24年度は

 71.5％が地方向け補助金ということでございます。

○西銘純恵委員　できた頃と比べて3000億円前後と

いうことで見ても、この国直轄事業そのものが46％、

今度の４年度の当初予算ですよね。平成24年の一括

交付金ができたときには、市町村71％あったという

ことで、やっぱり総額は変わらないように見えても、

いかに沖縄県と市町村が使える一括交付金が減らさ

 れているのかこの数字で分かるんですよね。

  だからこれ、もっとほかの県民でもそうだし、ほ

かの都道府県からしても、沖縄は特別にもらってい

るんじゃないかというところがあって、一括交付金

が本当に減らされているということをいかに知らし

めていくかというのはとても重要だと思います。水

道事業の値上げとかもこれに関連しているというこ

とがあるので、私はもうこれとても重要だと思って、

沖縄県や市町村が使える一括交付金を基に、少なく

とも７割あったというところまで持っていくという

のが当たり前だと思っていますので、そこはぜひ頑

 張っていただきたいと、一応要望しておきます。

   次に、知事公室に伺います。

  主要施策の３ページ、辺野古新基地建設問題対策

 事業の概要を伺います。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  辺野古新基地建設問題対策事業につきましては、

その目的として辺野古新基地建設問題に関する総合

企画及び調整、普天間飛行場の負担軽減等を行うも

 のとなっております。

  令和４年度におきましては、具体的には県の埋立

変更不承認処分に係る国土交通大臣の裁決及び是正

の指示に係る訴訟２件、同裁決に係る抗告訴訟１件

 に係る手続を行っております。

  また、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去に

向け、同飛行場の運用停止に向けた具体的な作業ス

ケジュールの作成、オスプレイ12機程度の県外拠点

配備の実施などについて、令和５年２月に開催され

ました普天間飛行場負担軽減推進作業部会において、

 政府に訴えてきたところでございます。

  また、知事のトークキャラバンにおいて、沖縄の

基地問題解決に向けた国民的機運の醸成を図る取組

 を実施したところでございます。

   以上です。

○西銘純恵委員　法廷闘争もやらざるを得ないと、

そして知事のキャラバンというのはほかに広げる、

沖縄の状況を知らせるということでとても重要だと

 思います。

  それで伺いますけれども、この間、政府が隠蔽や

虚偽などを行ってきたことが情報公開で報道されて

いるんですよ。2013年の当時の仲井眞知事に対する

埋立承認申請をしたときの軟弱地盤について、どの

 ような内容だったか説明を求めます。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  この件につきましては、公有水面埋立法を所管し

ています土木建築部が所管になりますが、土木建築

部に確認したところ、県は沖縄防衛局から平成19年

の調査報告書を入手し確認作業を現在行っておりま

 す。

  同報告書及び平成25年の埋立承認願書には、一般

的に軟弱と言われる沖積層が存在していること、そ

の性状は砂礫等であることなどが記載されておりま

すが、長期間にわたって圧密沈下する軟弱な粘土性

 の層についての記載はございません。

  また、平成19年の報告書には、追加でボーリング

調査を行う必要があることが記載されておりますが、

沖縄防衛局は埋立承認願書の承認後の平成27年に

ボーリング調査を行っており、平成27年のボーリン

グ調査において軟弱な粘土性の層が確認され、令和

２年に変更承認申請を行ったことを踏まえますと、

平成19年の調査後に追加のボーリング調査を行った

上で、埋立承認願書を作成することができたものと

 考えられます。

  県としては、引き続き沖縄防衛局に対して、正確

な情報の提供を求めてまいるということにしており

 ます。

○西銘純恵委員　当初から願書申請をしたときにも

問題があったというところが指摘されているわけで

 すよね。
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　９月４日に最高裁が判決を出しているんですけれ

 ども、それに対する受け止めをお尋ねします。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  昨年９月４日に最高裁判所の判決が出ましたが、

その中では県が主張した公有水面埋立法の承認要件

の不充足性について、何らの判断も示されなかった

 ところで、県の訴えが退けられております。

  沖縄県としましては、どのような対応が取れるか

検討していた中で、国は10月５日に代執行訴訟を提

起したことから県は応訴いたしましたが、福岡高等

裁判所那覇支部は、12月20日、県の主張を退け国の

請求を認める判決を言い渡しました。このため県と

しましては、今回の高裁判決に不服があるとして同

年同月27日に上告受理申立てを行ったところであり、

今後最高裁判所において高裁判決の問題点を明らか

にし、また多くの県民の願いをしっかりと訴えてま

 いりたいと考えているところでございます。

○西銘純恵委員　司法そのものも、辺野古が唯一だ

という固定観念に縛られていたのではないかという

ことで、午前中答弁があったと思うんですけれども、

 その件に関しては、それでよろしいんでしょうか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  この代執行訴訟における高裁判決の中で、特に問

題点といたしまして委員おっしゃるとおり、高裁自

体が普天間飛行場の危険性の除去の方法について、

辺野古が唯一との考え方に固執した判決をしたとこ

 ろでございます。

○西銘純恵委員　辺野古新基地建設の費用、工事期

 間は当初どうだったんでしょうか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  埋立てに関する工事に要する費用の額につきまし

ては、これは防衛省と防衛局が公表していますが、

当初願書では工事に要する費用の額は約2300億円、

これが令和２年の変更申請におきましては約7200億

 円となっております。

  また、令和元年12月に防衛省が公表した資料によ

りますと、総事業費につきましては、当初は約3500億

円から、令和元年12月に公表されました資料では、

 その後約9300億円に変更がなされております。

  また、工期につきましては、当初承認願書では埋

立てに関する工事の施工に要する期間は５年とされ

ていたところ、防衛省のホームページによりますと、

変更後の計画に基づく工期は、変更後の計画に基づ

く工事に着手後９年３か月を要するとし、また提供、

 手続完了には約12年を要するとされております。

○西銘純恵委員　それで、現在までかかった経費と

 埋立ての割合はどうなっていますか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  こちらは所管部局である土木建築部のほうが沖縄

防衛局に確認しましたところ、令和４年度末までの

 支出済額は約4312億円と回答がされております。

  令和５年11月末現在の実績値でございますが、願

書に対する埋立て区域として辺野古側につきまして

は、99.7％の埋立てが進捗されていると。願書にお

きましての工事全体における進捗割合につきまして

 は、15.4％となっております。

○西銘純恵委員　本当に当初からどれだけ、今後も

期間にしても最初５年間でできますよと、普天間を

一日も早く危険性を除去するというのがうたい文句

だったはずなんですよね。それが、既にもう予算は

当初予算を超えていると、そして12年もかかってい

くと。私は思うんですけれど、普天間基地の即時運

用停止、返還ということをやったら、日本国民の税

金はもう使われないと思うんですよね。だからそこ

に何で政府自身が、それをやらないのか、話合いに

も応じないのかということ、とても問題があると指

 摘をしたいと思います。

  これまでの裁判費用が午前中の仲村委員の質疑の

中で２億4000万円余りかかったと、裁判費用が――

今度のこの辺野古事業で今、既に9300億円、それ以

上かかると言われるものこそ、税金の無駄遣いにな

るんではないかと、本当に新基地建設というのは、

政府が9300億円と言うのももっと伸びるだろうと思

うんですよ。だからそういう意味では、ぜひ県が頑

張って、デニー知事がこんな理不尽な税金の無駄遣

いに応じないということで頑張っていただきたいと

 思います。

  次、ワシントン駐在事業費、５ページ、８年間の

 事業成果についてお尋ねします。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在につきま

しては、平成27年度から令和４年度までの８年間の

間に4447人の米国政府や連邦議会関係者、あるいは

シンクタンクの有識者等と面談を重ね、沖縄の米軍

基地問題に関する情報発信、情報収集を行うととも

に、沖縄の基地問題の解決について精力的に働きか

 けを行ってきたところでございます。

  その結果としまして、2019年６月の連邦議会調査

局の報告書において、沖縄は在日米軍施設区域の約
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70％を抱えていると記載されたほか、同年10月には、

普天間飛行場をめぐる状況について、県民投票で投

票者の72％が反対したこと、また、基地沖合への滑

走路建設が物理的に困難などの記載が追加されてお

ります。また、普天間飛行場代替施設の建設工事に

関しては、2020年６月に下院の軍事委員会即応力小

委員会の2021年度国防権限法案に関する書面に、大

浦湾の海底での地震の可能性及び不安定性に関する

懸念など、４つの懸念事項と、建設予定地地下の強

度の検証結果など、５つの項目に関する報告書の提

 出を国防総省に求めることが明記されております。

  さらに、2020年11月には、米国のシンクタンクで

あるＣＳＩＳでも完成する可能性が低そうだと報告

 をされているところでございます。

  2022年６月及び11月においては、米国のシンクタ

ンク、クインシー研究所と米戦略予算評価センター

の報告書に普天間代替施設計画への懸念等が示され

ております。それ以外、辺野古への移設に関するこ

と以外にも、2022年には沖縄の米軍基地に起因する

ＰＦＯＳ等の問題に対処するため、米国環境保護庁

長官宛て、連携を希望する旨の知事名の書簡を送付

し、今後の連携継続に期待するという返信があった

 ところでございます。

  また、これは令和５年度になりますが、昨年８月

にはワシントン駐在の働きかけにより、米国の市民

団体であるアジア太平洋系アメリカ人労働者連合Ａ

ＰＡＬＡが総会において、辺野古への移設反対や米

軍由来の環境問題に取り組む沖縄県民への支持と連

 帯を表明する決議を採択しております。

○西銘純恵委員　予算が相当かかったということが

午前中あったんですけれど、やっぱり今の一部だけ、

私成果としても答えてもらったんですよ。沖縄の実

情を知らせるということでは、アメリカ政界にも相

当な影響を与えているということで、ぜひこのワシ

ントン駐在の事業については、もっと活動を広める、

高めるという立場で予算を増やすということも賛成

できるところもありそうですから、提案をしておき

 たいと思います。

  次、６ページのアジア太平洋地域平和連携推進事

 業の事業成果をお尋ねします。

○長嶺元裕基地対策課長　アジア太平洋地域平和連

携推進事業は、中国の台頭、米中対立など、アジア

太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増している状

況を踏まえ、沖縄が同地域の緊張緩和と信頼醸成に

 寄与することを目的として実施しております。

  令和４年度は中国や韓国など、主に東アジアの国

地域を中心に、沖縄との連携の可能性等に関するヒ

アリング調査を行うとともに、当該調査等で得られ

た情報を基に、国内外の有識者によるアジア太平洋

地域の緊張緩和と信頼醸成の重要性を県内外に発信

 するシンポジウムを開催いたしました。

  引き続きＡＳＥＡＮ諸国等を含む、さらに幅広い

国、地域との連携の可能性を探るとともに、アジア

太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に向けた機運を高

 めるよう取り組んでいきたいと考えております。

○西銘純恵委員　実績として意見交換をされたとい

うところの内容について、相手国の沖縄に対する理

解の関係ですけれども、どのようなことを発言され

 たのか、意見交換の内容をお尋ねします。

○長嶺元裕基地対策課長　ヒアリングの中では、留

意点として米軍基地の整理縮小に関して長期的な視

野で取り組む必要があることや、諸外国と交流する

に当たってお互いにメリットを感じないと長続きし

 ないといった意見がありました。

  また、フィリピン大学のアリエス教授からは、ア

ジア太平洋地域は沖縄を含め大国に左右されやすい、

連携することが重要であるという旨、それから立命

館大学国際関係学部の君島教授からは、国境を越え

る人の行き来が平和の基礎で、沖縄県がそれを尽く

していくことが軍事の役割を抑え込むことになると

 いった意見がありました。

○西銘純恵委員　これは初めての意見交換だと思う

のですが、継続するということは大事かなと思って

 おります。

  そして、課題の中で、ＡＳＥＡＮ諸国等において

情報収集する必要があるということなんですけれど

も、これはどんな計画をされているのかお尋ねをし

 ます。

○長嶺元裕基地対策課長　ＡＳＥＡＮ諸国につきま

しては、令和５年度重点対象地域として調査を行っ

ているところでございます。これまで東京にありま

すＡＳＥＡＮ諸国の大使館の関係者、あるいは大使

との意見交換などを行ってきたところであり、今後、

現地、東南アジアにおける調査についても実施をし

 ていく予定となっております。

○西銘純恵委員　有識者会議から出された意見とい

 うのはどんなものでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長　令和５年３月に出された

有識者会議の意見ということだと思いますが、令和

５年３月に各国における沖縄のイメージ、沖縄から

アジア太平洋地域に発するメッセージの重要性、そ

れから沖縄とアジア太平洋地域との連携の重要性、
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可能性の３つをテーマにオンラインによる有識者会

 議を開催をしております。

  まず、１つ目の沖縄のイメージでは、基地の島を

どのように平和の観光資源に変えていけるかが重要

 との意見がありました。

  ２つ目、沖縄から発するメッセージの重要性では、

戦争は国家の意思で行われる、いかに国家の意思に

影響を与えることができるか、難しい課題ではある

 が非常に重要との意見がありました。

  それから、３つ目の沖縄とアジア太平洋地域との

連携の重要性、可能性では、金門島、済州島といっ

た自治体連携、平和教育連携などに関する意見があっ

 たところでございます。

○西銘純恵委員　有識者会議でどんなのが出たかと

いうことで聞いたので、出た内容については、今の

答弁は重要だったと思うんですよ。基地の島を観光

の島に変えていくとか、やっぱり事業に対する質疑

をしておりますので、私、この有識者会議の最終意

見というのはとても重要だと受け止めております。

ぜひそれを力にして、この事業を進めていただきた

 いと思います。

  次に移ります。13ページ、私立学校振興事業、通

 学費支援事業についてお尋ねします。

  これ令和３年度と比べた利用者数の増減について

 お尋ねします。

○山内昌満総務私学課長　令和３年度の利用者数は

324人、令和４年度の利用者数は443人でありますの

 で、前年度比119人の増加となっております。

   以上です。

○西銘純恵委員　生徒数というか、私学の総数はそ

んなに変更ないと思うんですけれども、この増えた

要因というのはどのように認識されていますか。令

 和５年はまたどんな状況でしょうか。

○山内昌満総務私学課長　増加につきましては、対

象者について利用がされるようにということで周知

活動も行っておりますので、その効果もあって対象

となる方の利用が増えたのかというふうに考えてお

 ります。

  令和５年度の利用者数につきましては、12月末時

点で私立学校に通う生徒さん、524人でありまして、

令和４年度比81人増、令和３年度比でいうと200人の

増ということで利用者数が増えている状況にありま

 す。

   以上です。

○西銘純恵委員　県立高校も通学費支援が喜ばれて

いますけれども、私学でもこのように増えていると

いうことは、やっぱり必要な皆さんに周知されれば

きちんとそれを活用する、とても大事な施策ではな

いかなと思っています。ぜひ、さらに推進していた

 だきたいと思います。

  14ページに同じ高速バス通学費の支援ということ

であるんですけれども、それについて説明をお願い

 します。

○山内昌満総務私学課長　５番の高速費、バスの通

学支援という御質問なんですけれども、４番のほう

にもあります私立学校通学負担費軽減事業（補助）

というのと、これは事業内容は一緒になっておりま

 す、対象事業は一緒です。

  この支援の方法がバス、モノレールの利用という

ことで、ＩＣカードのほうを利用者さんには交付し

ます。自宅から公共交通機関の最寄りのバス停です

とか、モノレールの駅から通学する学校の最寄りの

駅、バス停までの区間の利用についてこのカードを

利用しますと支払いがなく、利用額について、会社

のほうから県のほうに請求が来てお支払いをすると

いうことで、交通費の負担をしているんですけれど、

高速バスを運営する会社のうち、一部の会社につき

ましてはＯＫＩＣＡが使えないものですから、県の

ほうで実際に資金前渡で、現金で回数券を購入して、

それを学校を通じて届けて、バスを乗り降りする際

にはその回数券で支払うということでやっている部

分があります。これについてちょっと経理上の区分

の関係で４番、５番ということで、事業区分して行っ

 ているという事情でございます。

   以上です。

○西銘純恵委員　公安委員会、453ページをお願いし

 ます。

  非行少年を生まない社会づくりのところで、

453ページの効果で大学生少年サポーターによる学習

支援活動を通じたというのがあるんですけれども、

その説明と生徒数、対象はもっといたのかどうかも

 含めて、答弁お願いします。

○宮城貴生活安全部長　大学青少年サポーターの任

 命についてお答えいたします。

  現在、県内５大学の大学生66名に大学生少年サポー

ターとして委嘱し、うち女性が42名となっておりま

す。大学生少年サポーターの活動は、主に派遣依頼

のあった学校の空き教室などや近隣の公民館等の公

共施設を利用するなどして各種支援に当たっている

 ところであります。

  具体的な活動内容につきましては、非行防止や健

全育成活動として、非行防止キャンペーン等におけ
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る各種広報活動、非行防止教室や街頭指導活動への

参加を行っているほか、立ち直り支援活動として、

授業についていけない少年に対する学習支援、スポー

ツイベントや三線教室、料理教室等の文化系のイベ

ントを開催し少年の居場所づくり活動を行っていま

 す。

  大学生少年サポーターは、少年との年齢が近く、

親近感が増すことで効果的に健全育成活動が行える

など、大学生少年サポーターの活動の貢献度は高い

 ものとなっております。

○西銘純恵委員　大学生個別に皆さん採用するんで

 すか、どのような活用、委託のような形ですか。

○宮城貴生活安全部長　大学生サポーターについて

は、任期を１年としまして警察本部長から委嘱をす

 るということで運用しているところでございます。

○西銘純恵委員　高校合格29人というのは、４年度

 の実績でよろしいんですか。

○宮城貴生活安全部長　そのとおりでございます。 

○西銘純恵委員　令和５年度はどうですか。 

○宮城貴生活安全部長　令和５年度におきましては

25人が受験いたしまして、22人が合格しているとい

 う状況でございます。

○西銘純恵委員　本当に高校に進学をして社会に出

るというのが、とても今この事業で、少年の皆さん

を社会に出していくということは重要なものだと思

いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

   以上です。

○又吉清義委員長　渡久地修委員。 

○渡久地修委員　よろしくお願いします。 

  まず公安委員会から。少年補導員の件で児童虐待

に当たって、子供たちの相談に当たる人員は去年５人

増やしましたけれど、その際少年補導員という名前

は変えたほうがいいんじゃないかと。支援員、相談

員にしたほうがいいんじゃないかと提案しましたけ

れど、本部長はぜひ検討したいと言っていましたけ

 れど、どんなふうに変わりましたか。

○壱岐恭秀警務部長　お答えいたします。 

  先般の議会におきまして、警察職員の定員を５名

増員する内容の条例の改正をいただいたところでご

ざいます。この改正を受けまして、令和６年度から

増員をされます一般職員については、年々増加する

児童虐待事案等に対して専門的な知識に基づいて対

 応を行う職員となります。

  この増員される職員の職名でございますが委員御

指摘されますように、補導職員という言葉が与える

印象を踏まえつつ、新たな名称について今検討して

 いるところでございます。

   以上でございます。

○渡久地修委員　まだ決まってないのですか。 

○壱岐恭秀警務部長　現在検討中でございます。 

○渡久地修委員　ぜひ子供たちのことも配慮して決

 めていただきたいと思います。

 　次に、知事公室お願いします。

  知事公室の１ページ。基地問題の解決とあります

けれど、騒音についてまずお聞きしますけれど、普

天間基地に今配備されている航空機についての機種

 と機数をお願いします。

○長嶺元裕基地対策課長　最新の情報では普天間飛

行場の常駐機は計58機となっております。内訳につ

きましてはＭＶ22オスプレイが24機、ＣＨ53Ｅスー

パースタリオンが12機、ＡＨ１Ｚヴァイパーが12機、

ＵＨ１Ｙヴェノムが６機、ＵＣ35Ｄが３機、ＵＣ12Ｗ

 が１機となっております。

○渡久地修委員　それで外来機も飛んでくるんだけ

れども、今常駐機がこれだけあると。その中でオス

プレイが今、飛行停止になっていますけれど、オス

プレイが飛行停止になって騒音はどれだけ軽減して

 いるのか、実態についてお願いします。

○長嶺元裕基地対策課長　オスプレイにつきまして

は墜落事故を受けまして、12月７日から飛行停止と

 なっております。

  県環境部が市町村と連携して実施しております、

普天間飛行場周辺の航空機騒音測定における速報値

によりますと、普天間飛行場周辺測定局12局におけ

る騒音発生回数の合計は、飛行停止前の11月30日か

ら12月６日までの１週間で2081回ありましたが、飛

行停止後の12月７日から13日までの１週間で1378回

 となっており703回、約34％減少しております。

○渡久地修委員　34％減少しているというものに対

 して、皆さんはどんなふうに捉えていますか。

○長嶺元裕基地対策課長　飛行実態等々、運用につ

いては正確に把握しているところではございません

が、やはりオスプレイの飛行停止の影響というのは

 大きいものであるというふうに考えております。

○渡久地修委員　オスプレイの飛行停止で騒音が

34％減ったというのは、これはもう僕は物すごいびっ

くりしているんだけれど、ここから見えてくるのが、

政府は普天間飛行場の危険性除去は辺野古移設が唯

一の方法だと言っているけれども、これがいかにま

やかしであるかというのを僕は証明していると思う。 

  本当に普天間飛行場の危険性を除去するのであれ

ば、オスプレイを飛行停止したのと同じように、普
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天間基地の運用を直ちに停止すると、まずは停止す

る。これが危険性除去の１番だと思うんだけれど、

 その辺はどうですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  委員おっしゃるとおり、今現在オスプレイの飛行

が停止されております。この普天間基地につきまし

ては、県はこれまで普天間飛行場の一日も早い危険

性の除去の実現のために、普天間飛行場の負担軽減

推進会議及び同作業部会において、同飛行場の運用

停止に向けた具体的なスケジュールの作成や、オス

プレイの県外拠点配備の実施などについて政府に訴

 えてきているところでございます。

  そういったものを引き続き訴えて、早期の危険性

の除去が図られるよう取り組んでまいりたいと考え

 ております。

○渡久地修委員　県外移転とかどうのこうのじゃな

くて、もうアメリカが停止を決めた段階で――これ

止まったわけよ。だから普天間基地の運用停止を日

本政府が求めて日米で合意すれば、これすぐにでも

できる課題であるわけ、辺野古と切り離して。だか

らこれは、僕はもうこの辺野古移設賛成反対とか関

係なく、保守革新も関係なく、沖縄県民みんなの願

いで、特に宜野湾市民、委員長もいるけれどね、願

いだと思うので、普天間基地の危険性除去のために

は直ちに運用を停止せよとオスプレイでやっている

んだから、これもできるはずだということで強く政

 府に迫っていただきたい。

   どうですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  委員おっしゃるとおり、普天間飛行場の一日も早

い危険性の除去、これは重要なことと考えておりま

す。このため、県はこれまでも知事が直接総理への

要請とか、あるいは軍転協を通した要請活動、また

先ほども少し述べましたが、普天間飛行場の負担軽

減推進会議及び同作業部会において、政府に対して、

この普天間飛行場の早期返還、危険性の除去に向け

た取組をお願いしたいということを要望していると

 ころでございます。

○渡久地修委員　皆さん答えにくいところはあるか

もしれないけれども、仲井眞知事でも５年以内の運

用停止というのを掲げたわけよ。だから運用停止と

いうのはみんなの願いなんだよ。だからいろんなこ

とは言わなくていいから、とにかくオスプレイも止

まっているんだよ、今。だから運用停止を求めてい

 くと。統括監どうですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  県はこれまで政府に対して、例えば軍転協の要望

の中で普天間飛行場の固定化は絶対に避け、同飛行

場の速やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除

去、県外国外移設及び早期閉鎖返還に取り組むこと

ということで、これまでも継続して強く要請を行っ

 ているところでございます。

○渡久地修委員　だから運用停止をもっと前面に出

してやってください。これが今とても大事な課題だ

 と思う。

  次に７ページ、不発弾について。戦後79年、やが

て80年になろうとしているという点で、僕は不発弾

問題が風化されるんじゃないかと。不発弾処理も、

沖縄戦も風化されるんじゃないか。ずっと、とても

危惧しているんですよ。それでこれまでも不発弾対

策条例とか、不発弾を考える日とかというのを提起

してきたんだけれど、この考える日についてはこの

前検討すると言ったんだけれど、検討状況はどうなっ

 て、いつからやるのか教えてください。

○真鳥裕茂秘書防災統括監　ありがとうございます。 

  以前、委員から提案いただいていた不発弾を考え

る日についてですけれども、県としましてはこの不

発弾問題を考える機会を設けることは、とても県民

の関心と理解を深める上で重要だと考えていまして、

現在、週間がいいのか、それとも月間という形で設

定したほうがいいのか、そういったことを検討して

 いるような状況でございます。

  ただ、こういった検討に当たっては、やはり関係

機関の意見を聞いて、あと賛同を得て、今後、広報

啓発していく必要があるというふうに考えているも

のですから、沖縄総合事務局、それから自衛隊、県

警、市長会、町村会、それからその他民間団体で構

成する沖縄不発弾等対策協議会というのがございま

す。ですので、その協議会を開いてその中で議論し

 ていきたいと考えているところです。

○渡久地修委員　ぜひやってください。 

  次に不発弾の耐爆チャンバー、これもずっと取り

上げてきたんだけれど、これ導入が近いという話も

 あるんだけれど、今具体的にどうなっていますか。

○山里永悟防災危機管理課長　不発弾の耐爆チャン

バー、耐爆容器ですけれど、平成29年度から安全性

や耐久性の検証が行われまして、小型化もなされて

 おります。

  令和４年度には、協議会においてその点も確認を
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されておりまして、令和５年度ですけれど、沖縄総

合事務局において試行運用を実施して課題等の検証

を行う計画となっておりまして、１月には耐爆チャ

ンバーを県内に搬入をしまして、自衛隊による操作

や運用の訓練、２月には現地処理を要する、要は試

行運用、可能であれば４月以降、本格運用に向けて

 取り組むという計画となっております。

○渡久地修委員　分かりました。 

  次に防災ヘリ、８ページ。午前中の質問で、合意

が得られていない市が２市あるということだったん

 ですが、その理由は何ですか。

○山里永悟防災危機管理課長　いまだ承認をいただ

けていない市町村長からは、主に航空隊の、実際に

ヘリに搭乗する消防の専門職員、こちらについては

市町村消防の本部から消防職員を派遣いただくこと

をお願いしていますが、それについて再度、詳細の

 確認を求められております。

  また、基地整備場所を中城村の消防学校で提案を

しておりますが、これについて詳細な確認を求めら

れているといった状況でございます。また、防災ヘ

リの具体的な需要であるとか、あと夜間運航につい

ての考え方など、詳細な説明をもう少し確認させて

ほしいということで、いまだ承認がいただけていな

 い状況でございます。

○渡久地修委員　これ長い間の課題でもあったので、

ぜひ合意が得られるように全力を挙げてほしいんだ

けれども、これ期限がありますよね、国の補助を受

 ける上では。この期限はいつまでですか。

○山里永悟防災危機管理課長　このプロジェクトの

期限ということではないのですが、財源として一番

有利な緊急防災・減災事業債を充てることを前提と

しております。この緊防債が、現在は期限付で令和

７年までの期限となっておりますので、この財政措

置が活用可能な形でスケジュールを組み直している

 という状況でございます。

○渡久地修委員　令和７年度というと次年度で、も

う遅くとも次年度のいつまでに合意を取らないとい

 けないのかな。

○山里永悟防災危機管理課長　私どもの目標ベース

でもあるのですが、令和６年４月上旬には、遅くと

も承認を得ていきたいというふうに考えております。 

○渡久地修委員　６年の４月上旬ということなんだ

けれど、ぜひ全力を挙げて、これはもう早めにやら

 ないと間に合わないのでよろしくお願いします。

  次に総務部、９ページ、所有者不明土地について

 お聞きします。

  真の所有者を見つけるということでいろいろあっ

たんだけれど、この戦後処理のこの件で、那覇市の

件もあって、結構みんないろんな関心があるんだけ

れど、これまで沖縄県が管理している所有者不明土

地で裁判になった件数、そして解決したのは何件か

 教えてください。

○池原秀典管財課長　お答えいたします。 

  現在、土地の所有権に係る継続中の訴訟案件はあ

りませんが、復帰後の訴訟件数は119件あり、うち91件

 について所有権が認められたところでございます。

  直近の判決は令和２年１月、最高裁の上告不受理、

原告の所有であることは認めないものでした。直近

で原告の所有であると認められた事例としては、平

成27年３月、福岡高裁那覇支部、控訴審判決がござ

います。平成27年３月以降、４件の判決がございま

 すが、全て所有権は認められておりません。

   以上でございます。

○渡久地修委員　確認しますけれど、現在争ってい

 るのはないということですか。

○池原秀典管財課長　さようでございます。 

○渡久地修委員　見通しとして、これからこういう

裁判とか司法に訴えられるということはどんなです

 か。もう戦後80年になろうとしているんだけれど。

○池原秀典管財課長　委員御指摘のとおり、戦後77年

余り経た現在、土地所有権を証明する物的、人的証

拠の確保はますます困難となっており、所有者が特

定される可能性が極めて低くなっているのが現状な

 のかなと思います。

  そういう中において、なかなかそういった形で裁

判に上げてくるというのは、やっぱり年々件数は減っ

 ていくのかなというのが予想されます。

○渡久地修委員　これは午前中、先ほども平良委員

からもあったんだけれども、これを解決していく上

でどうするのかというのが今問われているわけです

よ。国は今どういうふうにやろうとしているんです

 か。

○池原秀典管財課長　国におきましては、平成24年

度から平成30年度まで測量や探索調査を行うととも

に、平成30年度から有識者による検討会を実施し、

実務的検討を行うなど解決に向かって今取り組んで

 るところでございます。

○渡久地修委員　いわゆる聞いた話では国かどこか

がこれを売買したり、貸したりして、その代金につ

いては供託をして、10年後に国に入っていくという

 話なんだけれど、それ事実ですか。

○池原秀典管財課長　委員御指摘の件は、恐らく改
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正民法の件かと承知しておりますけれども、これに

つきましては裁判所により選任された管理人が、供

託所として指定された法務局に供託することになっ

ております。なお、供託された売買代金は10年を経

過すると時効により消滅し国庫に帰属されることと

 なります。

   以上です。

○渡久地修委員　これは沖縄の戦争に起因する所有

 者不明土地にも適用されるのですか。

○池原秀典管財課長　今現在、３件の申請が行われ

ているところでございます。可能性としてはあり得

るというところで、今注視しているところでござい

 ます。

○渡久地修委員　これ僕は注視ということでは駄目

だと思う。やっぱり戦争に起因するものだから、先

ほどの平良委員もあったので、これ沖縄戦でもうほ

とんど一家全滅したとか、そういう被害を受けた人

たちのものなのよ。それをまた国が取り上げますと

いうのは、これはおかしな話。だからそれについて

どうするのかというのは県として明確な方針を出さ

ないと、供託後の代金は、せめて僕はその当該市町

村か、県に帰属するというんだったらまだ理解でき

るけれども、その辺ははっきりさせたほうがいいん

 じゃない。

  これは沖縄振興計画にも関わりますからね、そこ

はしっかりやらないと駄目だと思います。いかがで

 すか。

○池原秀典管財課長　現行制度では供託金は真の所

有者が還付を受けるか、供託後10年経過による時効

消滅により国庫に帰属することとなっており、県や

市町村に帰属することはできないこととなっており

 ます。

  ただ、沖縄戦を起因とした所有者不明土地の抜本

的解決が図られるよう、法制上の措置及び財政措置

などの取組を加速し、県民の貴重な財産として有効

活用が図られるよう、引き続き国に対して要望して

 まいりたいと考えております。

○渡久地修委員　これぜひしっかりやってください。

これはもう沖縄県にとっては大きな課題だから、こ

 れまた金額だけの問題じゃないのよ。

  とにかく沖縄戦であれだけ痛めつけられて、さら

にその土地まで国家に奪われていくというのは到底

納得できない。ここは責任を持ってやってください。 

  次に、辺野古の問題。先ほど西銘委員がやりまし

たけれども、埋立てが現在、15％と言った。これを

金額ベースで単純計算すると、あと埋立てだけで１兆

2200億円かかることになるわけよ。それでいいです

 か。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  委員おっしゃるこの金額の部分なんですけれど、

現在、防衛局等が出している事業総額は約9300億と

 なっております。

  ただ、近年の物価上昇等を含めますと、それ以上

になるということは県としても考えているところで

 ございます。

○渡久地修委員　埋立ての割合とかやるとそうなる

のよ。単純計算すると言っているけれどそうなる。

それで、これは、私たちは軟弱地盤で完成の見込み

がないんじゃないかと主張しているんだけれど、そ

 の辺は皆さんどう見ていますか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  政府が唯一の解決策とする辺野古移設については、

軟弱地盤の存在が判明し、提供手続の完了までに約

12年を要するとされ、さらに軟弱地盤が海面下90メー

トルの深さまで存在することが確認され、国内で前

例のない大規模な地盤改良工事が必要であるため、

さらなる工期の延伸も懸念されると考えております。 

  このため、県としましては、辺野古移設では普天

間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらな

 いと考えているところでございます。

○渡久地修委員　工事船も90メートルできるのはな

いのよ。70メートルできるのが１隻とかだから僕は

 完成の見込みはないと思う。

  次に５ページ、ワシントン事務所。全国の都道府

県でワシントンに事務所を置いているところがあっ

 たら教えてください。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントンに駐在員を置

いている都道府県は沖縄県のみであると承知してお

 ります。

○渡久地修委員　朝からずっとワシントン事務所の

成果とか、いろいろあったけれども、ちょっとそも

そも論で聞くけれど、なぜ沖縄県がそこに事務所を

 置いたのですか。

○長嶺元裕基地対策課長　県では、普天間飛行場の

移設問題を初めとする米軍基地問題の解決を図るた

めには、日本政府のみならず、一方の当事者である

米国政府に対しても、沖縄県自らが直接訴えること

が重要であり、また効果的であるという考えの下、

平成27年度にワシントン駐在を設置したところでご

 ざいます。
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○渡久地修委員　この設置したとき翁長県政だった

けれど、そのときの議会の議論なんかも皆さん振り

返ってほしいと思うんだけれど、あのとき日本政府

は沖縄にアメリカの正確な情報を伝えていないと。

オスプレイも配備予定はありませんとずっとそれ言

い続けてきたわけ。全くありませんと、政府はよ。

ところが一気にやられてきたわけよ。じゃ沖縄の県

民の思いを外務省がアメリカに伝えているかといっ

たら、僕は伝えていないというのをずっと言い続け

てきたわけよ。正確に伝えてない。だからもう沖縄

は自ら事務所を置いて、自分たちで沖縄県民の意思

をアメリカに伝える、正確な情報を収集するという

ために、この事務所が必要じゃないかと主張してき

たんだけれども、その辺改めて振り返ってほしいん

 だけれどいかがですか。

○長嶺元裕基地対策課長　設置の経緯、目的等々に

つきまして、しっかり確認していきたいと思います。 

○渡久地修委員　頑張ってください。 

○又吉清義委員長　先ほど、西銘委員の質疑に対す

る答弁で、宮城生活安全部長から答弁を訂正したい

 との申出がありますので発言を許します。

○宮城貴生活安全部長　先ほど、西銘純恵委員の質

問の際、学習支援による令和５年度の高校合格者数

についてという質疑がありました。令和５年の合格

者は22人とお答えしましたが、それは令和５年１月

から３月までの合格者であり、令和５年度の合格者

数についてはまだ把握をしておりませんと訂正した

 いと思います。

○又吉清義委員長　當間盛夫委員。 

○當間盛夫委員　不適切な会計処理等々で決算がこ

の時期になっているということを遺憾に思って、県

の皆さんには、部長を筆頭に、知事先頭にしっかり

とこのようなことがないようにお願いをしたいとい

 うふうに思っています。

　この間、職員の皆さんからいろいろと所有者不明

土地の資料の一覧だとか、いろいろと頂きました。

 本当にありがとうございました。

  これまで委員の皆さんが数多く質疑をしておりま

 すので、私の質疑は取り下げたいと思います。

○又吉清義委員長　以上で、知事公室、総務部及び

公安委員会関係決算事項に対する質疑を終結いたし

 ます。

   説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

   休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○又吉清義委員長　再開いたします。 

   以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

  次回は明１月12日金曜日、午前10時から委員会を

 開きます。

   委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

   本日の委員会はこれをもって散会いたします。

   お疲れさまでした。
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       閉 会 中 継 続 審 査 
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 　６  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県産業振興基金

 　    第４回議会 特別会計決算の認定について

　    認定第14号
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○大浜一郎委員長　ただいまから経済労働委員会を

 開会いたします。

　本日の説明員として商工労働部長及び労働委員会

 事務局長の出席を求めております。

　「本委員会の所管事務に係る決算事項の調査につ

いて」に係る令和５年第４回議会認定第１号、同認

定第３号、同認定第４号、同認定第11号、同認定第13号

及び同認定第14号の決算６件の調査を一括して議題

 といたします。

　まず初めに、労働委員会事務局長から、労働委員

 会事務局関係決算事項の概要説明を求めます。

 　下地誠労働委員会事務局参事監兼事務局長。

○下地誠労働委員会事務局参事監兼事務局長　おは

 ようございます。

　それでは、労働委員会事務局所管の令和４年度一

般会計歳入歳出決算の概要について、説明いたしま

 す。

　タブレットの令和４年度歳入歳出決算説明資料の

 １ページを御覧ください。

 　歳入決算状況について説明します。

　決算額は（款）諸収入の収入済額（Ｃ）欄のとお

 り4597円です。

　会計年度任用職員１名分の雇用保険料本人負担と

 なります。

 
                                                                                          

経済労働委員会記録（第１号） 



－183－

　次に、説明資料の２ページの歳出決算状況につい

 て説明します。

　予算現額１億3477万円に対し、支出済額は１億

 2242万625円で、執行率は90.8％となります。

　主な支出は、委員の報酬や費用弁償等の委員会の

運営費、事務局職員の給与、旅費、消耗品等の需用

 費など事務局運営に要する経費です。

　不用額は1234万9375円で、主なものは、職員手当

などの人件費及びコロナ禍の影響による旅費の執行

 残となっています。

　以上で労働委員会事務局所管の歳入歳出決算の概

 要説明を終わります。

 　御審査のほどよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長　労働委員会事務局参事監兼事務

 局長の説明は終わりました。

　これより質疑を行いますが、本日の質疑について

は決算事案の審査等に関する基本的事項に従って行

 うことといたしますので、十分御留意願います。

　総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、明１月12日、本委員会

の質疑終了後に改めてその理由の説明を求めること

 といたします。

　また、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰にどのような項目を聞き

たいのか確認をしますので、簡潔に説明するようお

 願いをいたします。

　なお委員長の質疑の持ち時間については、決算特

 別委員会に準じて譲渡しないことといたします。

　質疑及び答弁に当たっては、その都度挙手により

委員長の許可を得てから行い、重複することがない

 よう簡潔にお願いをいたします。

　また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ述べた上で、該当するペー

ジを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いを申し

 上げます。

　それでは、これより直ちに労働委員会事務局関係

 決算事項に対する質疑を行います。

   金城勉委員。

○金城勉委員  １点だけ、労働委員会というのはど

 ういう仕事をなさっていますか。

○下地誠労働委員会事務局参事監兼事務局長　労働

委員会は、公平・公正な立場で労使間紛争の迅速か

つ円満な解決への手助けを行う、労使関係の安定を

 図る専門的な行政機関となっております。

 　以上です。

○金城勉委員  具体的にそういう令和４年度で何か

 仕事のケースはありますか。

○下地誠労働委員会事務局参事監兼事務局長　細か

い話しはちょっと守秘義務の関係でお話しできませ

んけれども、最近の傾向としてはパワハラ関係の案

 件が増えているという状況にあります。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　以上で、労働委員会事務局関係

 決算事項に対する質疑を終結いたします。

 　説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、説明員の入替え）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　次に、商工労働部長から商工労働部関係決算事項

 の概要説明を求めます。

 　松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長　委員の皆様、おはようござ

 います。

　それでは、商工労働部所管の令和４年度一般会計

及び特別会計の歳入歳出決算の概要につきまして、

 御説明いたします。

　まず初めに、令和４年度における商工労働部の取

 組につきまして御説明いたします。

　令和４年度の本県経済は、新型コロナウイルス感

染症の長期化や物価高騰等の影響により、幅広い産

 業において多大な影響を受けておりました。

　このため、商工労働部では、事業の継続と雇用の

維持に必要な対策を切れ目なく講じてまいりました。 

　主な事業としましては、県単融資事業による事業

者の資金繰り支援や、雇用調整助成金の上乗せ助成、

うちなーんちゅ応援プロジェクトによる事業者支援、

原油価格・物価高対策緊急支援事業による事業者支

援、中小企業原油価格・物価高騰対応支援事業によ

るＢＣＰ策定に関連した設備投資等費用に係る助成

 などを行ってきたところです。

　また、コロナ禍からの経済活動の回復をより確か

なものとするため、産業ＤＸの推進等による生産性

の向上や、域内自給率の向上に資する取組等を推進

するとともに、クリーンエネルギー導入拡大とエネ

ルギーの地産地消に取り組んできたというところが、

令和４年度における商工労働部の主な取組となりま

 す。

　それでは、お手元の資料、歳入歳出決算の概要に

つきまして、タブレットに掲載されております令和

４年度歳入歳出決算説明資料により、御説明いたし

 ます。
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　資料の１ページを御覧いただきたいと思います。

こちらは、一般会計及び５つの特別会計の歳入決算

状況の総括表となっております。詳細につきまして

 は、３ページ以降で御説明いたします。

　２ページを御覧いただきたいと思います。こちら

は、一般会計及び５つの特別会計の歳出決算状況の

総括表となっております。こちらも詳細につきまし

 ては３ページ以降で御説明いたします。

 　それでは３ページを御覧ください。

　一般会計の歳入決算につきましては、まず、（Ａ）

欄の予算現額合計が909億6273万7000円、（Ｂ）欄の

調定額が893億8982万3530円、（Ｃ）欄の収入済額が

892億3775万3169円、（Ｄ）欄の不納欠損額が1273万

3326円、（Ｅ）欄の収入未済額が１億3933万7035円で、

調定額に対する収入済額の割合は99.8％となってお

 ります。

　４ページの目ごとの明細につきましては、説明を

 割愛させていただきます。

 　５ページを御覧いただきたいと思います。

　一般会計の歳出決算につきまして、（Ａ）欄の予算

現額合計が988億4633万1000円、（Ｂ）欄の支出済額

が903億9714万9342円、（Ｃ）欄の翌年度繰越額が54億

1585万6628円、（Ａ－Ｂ－Ｃ）欄の不用額が30億3332万

 5030円で、執行率は91.5％となっております。

　翌年度への繰越しにつきましては、主に原油価格

・物価高騰等の影響を受ける事業者等への支援金を

支給する原油・物価高対策緊急支援事業を繰り越し

 ております。

　次に、不用額の主なものにつきまして、項別に御

 説明いたします。

　（項）労政費の不用額１億523万8084円の主なもの

は、職員費（労働費）におきまして、人事異動によ

り給与及び共済費の実績が所要見込額を下回ったこ

 とによる執行残となっております。

　（項）職業訓練費の不用額１億4496万6649円の主

なものは、離職者等再就職訓練事業の訓練コース閉

講や、受講者定員割れ、中途退校者等による訓練実

 施経費の執行残となっております。

　（項）商業費の不用額３億1298万8572円の主なも

のは、国際航空物流機能強化推進事業におきまして、

複数の台風襲来及び鳥インフルエンザ発生の影響で

県産品の輸出貨物が減少したことによる委託料の執

 行残となっております。

　（項）工鉱業費の不用額24億7013万1725円の主な

ものは、うちなーんちゅ応援プロジェクトの協力金

に係る報償費におきまして、協力金の支給実績が所

要見込額を下回ったことによる執行残となっており

 ます。

　以上で、一般会計歳入歳出決算の概要について、

 御説明を終わります。

　次に、特別会計の歳入歳出決算の概要について、

 御説明いたします。

 　７ページを御覧いただきたいと思います。

　小規模企業者等設備導入資金特別会計につきまし

 て、御説明いたします。

　歳入決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が8048万 5000円、（Ｂ）欄の調定額が35億9998万

3428円、（Ｃ）欄の収入済額が10億7725万1366円、（Ｄ）

欄の不納欠損額が２億6407万4403円、（Ｅ）欄の収入

未済額が22億5865万7659円で、調定額に対する収入

 済額の割合は29.9％となっております。

　不納欠損額は、高度化資金及び設備近代化資金に

おきまして、時効の援用により不納欠損金として整

 理したものとなっております。

　また、収入未済額は、貸付先企業・組合等の業績

不振や倒産などにより、設備近代化資金及び高度化

資金の貸付金償還が延滞していることによるものと

 なっております。

 　８ページを御覧いただきたいと思います。

　歳出決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が8048万5000円、（Ｂ）欄の支出済額が7262万9162円、

（Ａ－Ｂ－Ｃ）欄の不用額が785万5838円となってお

 り、執行率は90.2％となっております。

　不用額につきましては、裁判所へ申立て手続に時

間を要したことによる委託料の執行残となっており

 ます。

 　９ページを御覧ください。

　中小企業振興資金特別会計につきまして、御説明

 いたします。

　歳入決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が４億13万5000円、（Ｂ）欄の調定額及び（Ｃ）欄の

 収入済額が７億7572万2631円となっております。

 　10ページをお願いします。

　歳出決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が４億13万5000円、（Ｂ）欄の支出済額が１億9620万

4700円、（Ａ－Ｂ－Ｃ）欄の不用額が２億393万300円

 で、執行率は49.0％となっております。

　不用額につきましては、機械類貸与資金貸付金の

 執行残となっております。

 　11ページを御覧いただきたいと思います。

　中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

 計につきまして、御説明いたします。
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　歳入決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が４億1538万1000円、（Ｂ）欄の調定額及び（Ｃ）欄

 の収入済額が29億1633万901円となっております。

 　12ページをお願いします。

　歳出決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が４億1538万1000円、（Ｂ）欄の支出済額が４億460万

8431円、（Ａ－Ｂ－Ｃ）欄の不用額が1077万2569円で、

 執行率は97.4％となっております。

　不用額は、県債の借換えを行ったことによる、利

 子の執行残となっております。

 　13ページを御覧ください。

　国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計につ

 きまして、御説明いたします。

　歳入決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が５億1387万4000円、（Ｂ）欄の調定額が９億6594万

598円、（Ｃ）欄の収入済額が９億1542万6256円、（Ｄ）

欄の不納欠損額が41万320円、（Ｅ）欄の収入未済額

が5010万4022円で、調定額に対する収入済額の割合

 は94.8％となっております。

　不納欠損額は、過去に入居していた企業の建物使

用料につきまして、消滅時効の完成により不納欠損

 金として整理したものとなっております。

　また収入未済額は、主に経営不振により撤退した

企業の光熱水費等の滞納によるものとなっておりま

 す。

 　14ページをお願いします。

　歳出決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が５億1387万4000円、（Ｂ）欄の支出済額が４億8959万

6028円、（Ａ－Ｂ－Ｃ）欄の不用額が2427万7972円で、

 執行率は95.3％となっております。

　不用額は、主に修繕料の執行残となっております。 

 　15ページを御覧いただきたいと思います。

　産業振興基金特別会計につきまして、御説明いた

 します。

　歳入決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が１億1927万1000円、（Ｂ）欄の調定額及び（Ｃ）欄

 の収入済額が１億2828万3192円となっております。

 　16ページをお願いします。

　歳出決算につきましては、（Ａ）欄の予算現額合計

が１億1927万1000円、（Ｂ）欄の支出済額が5472万

6757円、（Ａ－Ｂ－Ｃ）欄の不用額が6454万4243円で、

 執行率は45.9％となっております。

　不用額は、主に産業振興基金事業費におきまして、

補助事業の事業実績減等による執行残となっており

 ます。

　以上で、商工労働部所管の令和４年度一般会計及

び特別会計の歳入歳出決算の概要について、説明を

 終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長　商工労働部長の説明は終わりま

 した。

　これより質疑を行いますが、質疑、答弁に際して

は、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複

することがないよう、簡潔に要点をまとめ、要領よ

く行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力を

 お願いをいたします。

　また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思って

おりますので、委員及び執行部の皆さんの御協力を

 お願いを申し上げます。

　それでは、これより直ちに商工労働部関係決算事

 項に対する質疑を行います。

 　新垣新委員。

○新垣新委員　それでは質疑を行います。 

　まず１ページなんですけれど、この不納欠損額と

収入未済額、商工労働部の合計なんですけど、令和

 ３年との対比はどうなっていますか、伺います。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　令和４年度歳入決算における商工労働部の不納欠

損額が、一般会計と特別会計合わせて２億7721万

8049円となっており、令和３年度が810万872円とな

りますので、それと比較しますと、２億6911万7170円

 の増となっております。

 　以上です。

○新垣新委員　改めて、この要因をお聞かせくださ

 い。

○金城睦也産業政策課長　まず、この内容なんです

が、会計別で見ますと、一般会計の賃貸工場施設使

用料におきまして1273万3326円、また、小規模企業

者等設備導入資金特別会計で、貸付金元利収入及び

雑入において２億6407万4403円、国際物流拠点産業

集積地域那覇地区特別会計で、建物使用料において

 41万320円となっております。

　不納欠損の増の主な理由としましては、一番大き

いものとして、小規模企業者等設備導入資金特別会

計におきまして、時効援用による不納欠損処理を行っ

 たことによるものでございます。

 　以上です。

○新垣新委員　分かりました。 

　５ページの款が商工費、項が工鉱業費、目が鉄砲

・火薬・ガス取締費なんですけど、これが執行率
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 79.3％の要因をお聞かせください。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　この目の鉄砲・火薬・ガス取締費につきましては、

高圧ガスとか火薬、電気等の関係法令に基づく許認

可業務や、産業保安体制の確立等に要する経費を計

 上しております。

　これらの経費の主な内容としましては、電気工事

士免状の交付審査業務や、高圧ガスに関する啓発事

業の委託料、また各種実地検査、関係会議出席のた

めの旅費、高圧事業に係る台帳システム及び各種検

査用の車両のリースのための使用料となっておりま

 す。

　今回、本事業の執行率79.3％の主な要因は旅費の

不用でありまして、その理由としましては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、出張を伴う会議

 等が減少したことによるものでございます。

 　以上です。

○新垣新委員　すみません、改めて伺いますけど、

このガスの委託料、そして火薬の委託料、鉄砲の委

託料、これはどこに委託しているのかお聞かせ願い

 たい。

○金城睦也産業政策課長　委託先ですが、まず、高

圧ガスにつきましては、沖縄高圧ガス保安協会のほ

うに委託しております。電気につきましては、電気

工事業工業組合のほうに委託しているところでござ

 います。

 　以上です。

○新垣新委員　この火薬に関してですけど、どうい

 う形で委託しているんですか、伺います。

○金城睦也産業政策課長　火薬に関しましては、委

託事業というのはありません。許認可業務に係るも

 のとなっております。

 　以上です。

○新垣新委員　じゃ、この火薬はどこに置いている

 んですか。

○金城睦也産業政策課長　火薬の保管場所について

は、火薬を取り扱う事業者によって、場所はそれぞ

 れとなっております。

 　以上です。

○新垣新委員　理解いたしました。 

　次、目の資源エネルギー対策費。今回54.5％とい

う執行率になって、翌年度繰越額が約５億1400万円

になっているんですね。なぜ使い切れなかったのか、

 お伺いします。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　この目の資源エネルギー対策費につきましては、

６つの事業で構成されておりまして、その中には令

和４年度の２月補正予算で計上しました特別高圧受

電契約事業者支援事業、約４億8000万円が含まれて

おります。同事業につきましては、制度の周知に時

間を要することや、支援の対象期間が令和５年１月

から３月の使用分のため、実績の確定が４月以降に

なることを踏まえて、この４億8000万円につきまし

ては全額繰越ししましたことから、目全体の執行率

 が54.5％となったところであります。

　なお、同事業を除いた執行率は89.2％となってお

 ります。

 　以上です。

○新垣新委員　最後にお聞きしますけど、この５ペー

ジの項の工鉱業費の不用額が24億7000万円。沖縄プ

ロジェクトで、新型コロナの影響等で企業の方々に

融資金を出してきていると私は理解していますけど、

その実績等はどうなっていますか、伺います。何件

応募してきたとか、何件出したかとか、そういうざっ

 くりしたものでいいので。

○小渡悟中小企業支援課長　先ほど不用額20億円余

りのお話をしていたものについては、うちなーんちゅ

 応援プロジェクトの執行残になります。

　うちなーんちゅ応援プロジェクトについては、年

をまたいで実施してきたこともあって、令和２年度

から令和４年度に、10期にわたって事業を実施して

きました。申請は11万3000件ございました。そのう

ち10万6000件について、1592億円を実施してきたと

 ころです。

　令和４年度については10期の残りを支給してきた

ところなんですが、そこは不足が生じないように確

保していたんですが、見込みより実績が低かったと

いうことで、20億円の報償費としての不用というふ

 うになっております。

 　以上です。

○新垣新委員　今まで10期にわたって企業が借りて

きたと。そこで伺いますけど、やはりこの景気状況

がなかなか上向きにならないと。徐々に上向きになっ

てきているんですけど、返済という問題がこれから

かかってくるんですね。これ以上会社を倒産させちゃ

いけないですから、そこをどううまく考えていくか、

行政も考えていくべきだと思うんですね。その辺の

対処の仕方はどういうふうに、軟らかく、優しく、

 企業を育てていくのか、お聞かせ願いたい。

○小渡悟中小企業支援課長　今、うちなーんちゅ応

援プロジェクトというのは、新型コロナウイルスの

感染拡大の防止を図るために、沖縄県が休業の要請
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を行って、そこに協力していただく飲食店等に協力

金として支給していたもので、今、委員がおっしゃ

るものについては、コロナの融資のお話、この事業

 とは別なもの。

　おっしゃるように、新型コロナウイルスで、我々

としてもコロナ関連融資として５つやってきたんで

すけれど、令和２年度から令和５年度９月末までで

コロナ関連融資としては約１万6000件の人が借りて

いらっしゃいます。金額としては大体2573億円。そ

のうち、今年から返済が本格化するというゼロゼロ

融資については、９月末時点で約１万1400件、約

1835億円の融資をしていて、令和５年度には80％ぐ

らいの人が融資の返済を迎えていて、そのピークが

今年度ということで、いろいろ対策を取ってきてい

 るところでございます。

　金融機関等と去年の11月に意見交換した際には、

利用者の約８割については正常に返還されるであろ

うという見込みを立ててはいるんですけど、残りの

２割についても、県単融資の中の借換え資金の対応

であるとか、条件変更の対応であるとかという取組

 を行っているとのことです。

　ただ、県としては、まだ返済が始まったばかりで、

正常に返済している状況だというふうに認識してい

ます。今後、返済負担が継続することで、財務状況

の悪化とか事業継続への影響というのも懸念してお

りますので、県としての融資の支援に加えて、事業

者の状況に応じて、例えば収益力の改善のフェーズ

の事業者には、よろず支援拠点と連携した支援を行

うとか、中小企業活性化協議会と連携して事業再生

の支援を行うとかという、事業者のフェーズごとに

事業継続に向けた支援に取り組んでいるところです。 

 　以上です。

○新垣新委員　ありがとうございます。 

　ぜひ頑張ってください。期待しています。本当に

まだ困っている方が多いと思うので、ぜひまた借り

られる人は出してあげるという柔軟な形で沖縄の経

済を支えていただきますようお願いを申し上げます。 

　続きまして目の企業立地対策費の執行率95.3％。

非常に高い数字を上げていて、評価いたしますけど、

令和４年度誘致した企業というのはどういう企業な

 のか伺いたいと思います。

○高宮城邦子企業立地推進課長　お答えいたします。 

　令和４年度の立地については、製造でいうと、Ｅ

Ｖカーを製作する企業ですとか、ＩＴにつきまして

は、県内のＤＸを加速していただけるような企業さ

 んに立地をしていただいているところです。

 　以上です。

○新垣新委員　ありがとうございます。 

　もうこれから、ＤＸ、ＥＶとか、カーボンニュー

トラルとか、いろんな形で時代が移っていくと思う

んです。今回95.3％というのは評価いたしますけど、

今後この予算、やはり多くつけていくべきじゃない

かと。令和４年度の反省点も受けて、令和６年度に

向かって、県としてはどういうふうに考えているか、

部長、ちょっと言える範囲でお聞かせ願いたいんで

 すけど、お願いします。

○高宮城邦子企業立地推進課長　令和６年度の予算

につきましては、関係部局と鋭意調整中ということ

 でございます。

 　以上でございます。

○新垣新委員　続きまして特別会計に移ります。 

　ページ数８ページ。小規模企業者等設備導入資金

特別会計の商工費の執行率が69.8％となっています。

 その説明をお聞かせ願いたいと思います。

○小渡悟中小企業支援課長　お答えいたします。 

　小規模企業者等設備導入資金の特別会計における

款の商工費になりますが、設備の資金貸付事業と、

高度化資金貸付事業というふうな事業を行っており

まして、そこに関する未収金回収に係るサービサー

への委託など、債権管理に要する経費のほか、設備

貸与事業における貸付けというものは、国と協調し

た融資になっておりますので、事業者から貸付金を

回収した際に、国への償還金及び一般会計の繰出金

 が主なものとなっております。

　執行状況についてですが、同特別会計の商工費の

令和４年度の決算額については1406万1307円となっ

ていて、執行率は69.8％となっています。執行率が

69.8％となった主な理由としましては、未収債権に

係る強制徴収手続において、裁判所への申立てに必

要な債務者の相続人等の現況調査に時間を要したこ

とで、年度内に裁判所への申立てが行えなかったこ

とにより、委託料に不用が生じたものとなっており

 ます。

　同特別会計の未収金については、相続関係が複雑

化しており、現況把握に時間を要する案件が多い状

況となっておりますが、引き続き現況調査の把握に

努めて、今後、債権管理マニュアル等に基づき適正

な債権管理を行い、未収金の圧縮に努めていきたい

 と考えております。

○新垣新委員　未収金の金額、小規模企業者等設備

導入の特別会計ももちろん、他の特別会計も合わせ

て、一体全体どのくらいあるんですか、伺いたいと
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 思います。

○金城睦也産業政策課長　商工労働部における特別

会計は５つありまして、これら５つの収入未済額の

 合計が23億876万1681円となっております。

 　以上です。

○新垣新委員　部長、ちょっと言える範囲でお願い

したいんですけど、やっぱり取るものは取らないと

 いけない、回収はしないといけない。

　そういった法的な手続等を県の職員がなさってい

ると思うんですけど、どういった努力をしているの

か。もちろん、裁判の手続とか、いろいろあると思

うんですけど、言える範囲でお聞かせ願いたいと思

 います。

○小渡悟中小企業支援課長　未収金のその多くは、

小規模企業者設備導入資金の特別会計による22億

6000万円というものになっておりまして、この未収

金については14者に貸付けを行っている事業であり

まして、高度化資金貸付といって、事業者が商店街

を集団化したりとか、工場を集団化したりとか、そ

の設備設置に必要な資金を貸し付けておりまして、

ただ、この今、貸し付けている先が、高齢化である

とか、相続人が発生したりであるとかということで、

現況調査をするのがちょっと難しい状況がございま

 す。

　ただ、我々としては、やっぱり債権管理の中でしっ

かりと回収していかないといけないということもご

ざいまして、サービサーとの連携でありますとか、

返済に理解がいただけない場合には強制手続なども

 含めて今、取組を行っているところです。

 　以上です。

○新垣新委員　了解いたしました。 

　ぜひ、この問題において頑張っていただきたいと

 思います。

　続いて最後になりますけど、商工労働部において

令和４年度に不適切な事務処理はありましたか。も

 しあるんだったら、件数とか金額等もあれば。

　昨日も実は決算特別委員会の中で、令和４年度は

言えないという監査の方からの発言もあって、何の

ために今回、イレギュラーでやっているのというこ

ともあって、もう各部局全部聞きたいなと思って、

言える範囲で、ぜひ件数と金額があれば、お聞かせ

 願いたいと思います。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　商工労働部における内部統制におきまして、その

中で重大な不備というのはございません。ただ、や

はり財務関係で、支出負担行為の遅れとか、そういっ

たものはやはり依然として残っているという状況が

 ございます。

○新垣新委員　最後に、ほっとしました。頑張って

 ください。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　新垣新委員の質疑は終わりまし

 た。

 　西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員　では、よろしくお願いします。 

　まず商工労働部のＣ経費、Ｄ経費の予算額と決算

 額をお願いします。

○金城睦也産業政策課長　商工労働部におけます令

和４年度の歳出決算で、まずＣ経費の決算額が831億

9777万3000円となっております。Ｄ１経費につきま

しては、決算額が34億8576万4000円となっておりま

 す。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　予算額も質問に入れていたんで

 すけど、予算額も分かれば。

○金城睦也産業政策課長　Ｃ経費の予算額が910億

111万1000円、Ｄ１経費が39億4197万4000円となって

 おります。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　主要施策の総事業数については

52事業あったんですけども、商工労働部全体として

 の事業数が分かれば教えてください。

○金城睦也産業政策課長　令和４年度の商工労働部

 の歳出予算の事業数は187事業となっております。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　では、主要施策に基づいて幾つ

か質問をしたいと思うんですけれども、まず、新規

事業の235ページ、産業間連携おきなわブランド戦略

推進事業というのがありますけども、この中で消費

者の調査を行ったとありますが、どのように行った

 のか、概要説明をお願いします。

○外間一樹マーケティング戦略推進課長　お答えい

 たします。

　沖縄のブランドの強みとなる部分を分析し、ター

ゲットとブランド価値を明確にした戦略を策定する

ため、沖縄来訪歴の有無に関係なく、国内、海外の

消費者に対して、沖縄に対するブランドイメージに

 関する調査を令和４年度実施しております。

　消費者調査では令和４年９月から令和５年３月に

かけて、国内及び海外の消費者に対し、ウェブによ

るアンケート調査及びインタビュー調査を実施した

 ところでございます。
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 　以上です。

○西銘啓史郎委員　この事業は令和６年度までの事

業になっていますけども、資料の中にはおきなわブ

ランド戦略の素案というのを作成したとありました

けど、最終的な年度でいう令和６年度にこのブラン

ドの戦略素案がちゃんと戦略としてまとまるという

 理解でよろしいですか。

○外間一樹マーケティング戦略推進課長　このブラ

ンド戦略そのものに関しましては、今年度中に策定、

 そして公表する予定でございます。

　そして、それをもとに、令和６年度は、おきなわ

ブランド戦略を推進する体制の構築、そして県民及

び民間事業者等へのブランドコンセプトの理解促進、

そして産業間連携、マッチング等に取り組み、今年

度策定するおきなわブランド戦略の官民への浸透を

 まず強力に図っていきたいと思っております。

○西銘啓史郎委員　この課題にも書いていますけど

も、そのブランド戦略自体が形骸化してしまわない

ように、ぜひ令和６年度以降、しっかり農林水産部、

商工労働部、文化観光スポーツ部と連携した事業と

聞いていますので、しっかり取り組んでほしいと思

 います。

　あと、237ページのデータ活用プラットフォーム構

築事業。この件については、まずオープンデータプ

ラットフォームがホームページでなかなか見つけに

くかったんですね。普通、通常の検索をすると出て

くるんですけど、この辺の見せ方のセミナーも開い

たと聞いていますけども、活用していただくための

 方法論はどのように考えていますか。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　ホーム

ページにつきましては、県のホームページから、昨

 日アクセスできるように改善しております。

　それから、この事業では、データ利活用に関する

普及啓発セミナー、それから事例発表会と併せて、

ウェブサイト、マスコミ、それから各種メディアに

 よる情報発信を行っております。

　令和４年度の実績につきましては、セミナー、ワー

クショップを計２回開催し、参加者は延べ137名とい

うふうになっております。このセミナーの内容につ

きましては、このオープンデータプラットフォーム

上に動画として掲載することで、セミナーに参加で

きなかった方も含めて広く視聴できるようにしてお

 ります。

○西銘啓史郎委員　こういったのもぜひ、活用され

てなんぼのものだと思いますので、ぜひ県民または

企業の方々がそういったデータを活用できるように、

またいろんなデータの更新も含めて、しっかりお願

 いしたいと思います。

　続いて247ページ。予算額的には多くはないんです

が、執行率が32.1％というところで、この奨学金返

還支援事業の目的と、手法についてちょっとお伺い

 をします。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　本事業は、県内中小企業の奨学金返還支援制度の

導入支援を通して、人材の確保及び定着を図ること

を目的としております。この目的を達成するため、

奨学金返還支援制度の導入によって発生する企業の

費用負担の一部を補助して、制度の導入を促進して

 いるところであります。

　これまでに30社の企業が支援制度を導入し、補助

金を活用しております。企業のほうからは、人材の

確保や離職率改善に効果があったとの声もあり、人

材の確保や定着に効果があるものと考えております。 

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　当初予算は600万円ですけども、

この経費の一部を負担すると、負担率については何

 パーセントなのか、定率なのか教えてください。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　本事業では、従業員の年間返済額の２分の１のう

ち、年間９万円を上限に、企業が負担する費用の２分

 の１を補助しております。

　例えば、従業員の年間返済額が20万円の場合は、

その２分の１になります10万円が補助対象となりま

して、企業がこの従業員に対して10万円を支援すれ

ば、県のほうから５万円を補助するという形になり

 ます。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　決算額を見ると192万円ぐらいで

すけども、人数が82名ということは１人当たり２万

3000円ぐらいになると思うんですけど、当初予算の

見積りというか算出は、単価幾らぐらいで何名とい

うふうにされたのか、もし分かれば教えてください。 

○金城睦也産業政策課長　この事業は令和４年度か

ら新規でスタートしたんですが、令和４年度につき

ましては10社、50名への支援を目標としまして、１人

当たり12万円の補助金申請額を想定しまして、50名

 掛ける12万円で600万円ということになります。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　続いて251ページ、外国人技能実

 習生の件についてお伺いします。

　当初予算7800万円に対して決算額が450万円という

ことで、執行率40.2％なんですけれども、ここに646名
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分の当初予算で組んでいましたけども、この対象企

業と技能の職種についてまずお伺いしたいと思いま

 す。

○前原秀規労働政策課長　お答えいたします。 

　まず対象企業ですが、例えば県内で鉄筋工とか型

枠工とかをベトナムなどから技能実習生として受け

入れられている県内企業さんがいらっしゃいますが、

 そういった企業が対象となってきます。

○西銘啓史郎委員　先日、産経新聞に出ていました

けれども、移民と日本人というところの中に、厚労

省のデータによると、令和４年の外国人労働者は全

国で182万人と、10年連続過去最多を更新ということ

 が書かれてました。

　それから、2024年度以降に、その制度の目的が変

更になるというところで、最も大きいのは人材育成

による国際貢献から、人材確保と人材育成に目的を

変更することとか、あとは２号の方々は家族の帯同

が認められるというふうになると思うんですけど、

この沖縄県において外国人実務研修者というのは、

今何名ぐらいということで県は把握されていますか。 

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　令和４年10月末現在の数字になりますけれども、

県内の外国人労働者は１万1729人おります。そのう

ち、技能実習生につきましては2319人となっており

 ます。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　この事業も、令和４年度単年度

で緊急支援事業となっていますけども、恐らく企業

によっては労働力の不足から、そういうニーズとい

うのは大きいと思うんですよね。前もちょっと話し

しましたけど、特定技能ではなくて、語学の研修と

かで来ている方々がコンビニなんかで働いていると

思うんですけど、これはちょっと対象が違うとはい

え、やはり沖縄県のみならず、全国的に労働者の不

足というのは非常に大きな問題になってくると思い

ます。この新聞によってもやっぱり、もう移民と何

が違うんだというぐらいまで産経新聞は書いていま

すけども、私の見方は、やはり必要な人材を確保す

るために、各企業は苦労しているので、ぜひその辺

については、県としてもしっかりフォローをしてい

 ただければと思います。

　続いてページ264ページ、バイオ関連産業の件につ

 いてお伺いをします。

○座喜味肇ものづくり振興課長　本事業ですけれど

も、本県における健康医療等のバイオ関連分野の産

業化を促進するため、県内バイオ関連企業に対し、

製品化や事業化に向けた製品及び技術開発等へ支援

 をする事業となっております。

○西銘啓史郎委員　採択された８件の事業の概要を

 ちょっと教えてもらっていいですか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　本事業は健康医療

分野ということで、令和４年度は、まずその中で先

端医療分野を３事業、先端医療分野以外の事業とし

 て５事業を支援しております。

　まず、先端医療分野につきましては、再生医療の

ための細胞製造に関する技術開発ですとか、ＩｏＴ

化した細胞培養機器の開発、医療への応用が期待さ

れる物質を大量に取り出す技術開発といった３事業。

また、その他の分野ということで、殺菌剤などの活

用が見込まれるウイルスの大量生産技術の開発です

とか、魚類のワクチン開発、シークヮーサーに含ま

れる成分の機能性の実証試験、ＤＨＡ等を多く含む

藻類の大量培養技術の開発、最後にバイオ３Ｄプリ

ンターの実用化に向けた事業環境分析等ということ

 で５事業、合わせて８事業となっております。

○西銘啓史郎委員　続いて265ページのバイオ関連企

業経営支援事業なんですけども、これ、公募は何社

あったんでしょうか。17社に実施したとありますけ

 ど。

○座喜味肇ものづくり振興課長　本事業ですけれど

も、補助事業ではなくて、先ほどのような形でバイ

オ関連分野の産業化を促進するための資金調達です

とか販路開拓、そういったものの助言を行うといっ

 た形での側面的な支援に係る事業となっています。

　公募については令和４年度、まず17社から申請が

ありましたということで、その中から11社が選定さ

れております。これに加えまして、先ほどのバイオ

関連産業事業化促進事業により選定された補助事業

者の中から６社を追加して、合計17社ということに

 なっております。

○西銘啓史郎委員　この２つの事業、私、大変重要

 だというふうに考えているんですね。

　特に最初の令和６年までの３年間の事業化促進事

業ですけども、３年間という期間で十分なのかどう

 か非常に気になります。

　実は、琉大のそばにある、ロートの再生医療の現

場も私も前、見に行きましたけれども、やはり民間

があれだけのものを建てて事業化するために一生懸

命頑張っている。そこで、県としてそういったもの

がちゃんとしっかり実現するまで、事業化できるま

できっちりやるべきじゃないかなという気はするん

ですが、結果的にこれ令和６年度で終わる事業とい
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う理解をしているんですけど、この辺は今後、バイ

オ関連産業の現状と課題について、県はどのように

 把握されているか教えてください。

○座喜味肇ものづくり振興課長　委員御指摘のとお

り、本県はバイオ関連企業の集積が進んできている

んですが、研究開発から事業化までには長い時間を

要するということ、これに加えて資金面の課題があ

るということから、事業化につなげるための支援が

必要ということで、事業化促進事業に合わせて資金

調達等の経営支援事業も両輪で実施をしているとい

 うところです。

　今後も検証等も加えながら、引き続き両輪で実施

するような形で、バイオ関連企業の事業化を促進さ

せて、付加価値の高いものづくり産業の創出を図っ

 てまいりたいと考えております。

 　以上になります。

○西銘啓史郎委員　今、新規の話をしましたが、継

続事業で１点だけ確認したいのが、272ページの県単

融資事業ですけれども、この効果と課題にいろいろ

書いていますが、課題のところで制度改正を行う必

要があるということで、これ令和３年度の主要施策

と全く文言も一緒なんですが、どういった制度改正

を行う必要があるという考えなのか教えてください。 

○小渡悟中小企業支援課長　県単融資事業において

は、県内中小企業の資金繰り支援を行うことで、経

営の安定化と成長に資することを目的に実施してい

るものではありますが、ただ、その県単融資を制度

設計するに当たって、事業者のニーズに沿った制度

設計をすることが重要であろうというふうにも考え

 ております。

　県単融資では、通常の運用に加え、コロナ禍のよ

うに社会情勢、経済状況が著しく変動した場合など

には、事業者の資金ニーズというのも大きく変動す

ることから、事業者の状況に応じて制度改正を行う

ことが肝要であり、継続的に運用改善を行う必要が

あるものと考えているところです。昨今の制度改正

の例としましては、ゼロゼロ融資の返済が本格化し、

返済負担を抱える事業者への対応として、既存債務

の借換えを可能とする、いわゆる借換等対応資金を

創設するとともに、当該資金利用に係る信用保証料

をゼロにするなど、事業者の返済負担を軽減し、事

 業継続を支援する取組を行っているところです。

　県としましては、今後とも事業者の状況に応じた

制度設計による資金繰り支援に努め、事業者の経営

の安定、成長につなげてまいりたいと考えておりま

 す。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　細かい質問は以上なんですけど

も、大きい話からすると、先ほど説明ありました一

般会計で予算が988億円、執行が903億円、繰越額54億

円、不用額が30億円とありました。不用額の率で見

ると、予算に対しては３％ぐらいになると思うんで

すけども、先ほど聞きました187の総事業、主要施策

で52事業、そのうち新規が14事業ありましたけれど

も、ぜひ商工労働部としては、いろんな形で県の経

済を支える重要な部署だと私は思いますので、予算

の活用――不用額30億円についてはいろんな理由が

あったとは思うんですけれども、可能な限り不用額

をなくす努力もしていただきたいということと、そ

れから、先ほどの県単融資が一番の大きい予算額に

なりますが、県民、県内の企業に対しても、ぜひ、

いろんな形での融資を行い、企業を育てると。もち

ろん、企業自ら努力をしていく必要もありますけど

も、県としてできる支援はしっかり行っていただき

たいということを最後に申し添えて終わりたいと思

 います。

 　以上です。ありがとうございました。

○大浜一郎委員長　西銘啓史郎委員の質疑は終わり

 ました。

 　中川京貴委員。

○中川京貴委員　それでは質疑を行います。 

　私の質疑は、令和４年度主要施策の成果に関する

報告書から質疑を行いたいと思います。まず最初に、

年度途中で補正予算を組んで、その後、減額補正を

 した事業数、規模、その理由について伺います。

○小渡悟中小企業支援課長　商工労働部の事業にお

いては、令和４年度中に、同一科目内で増額補正を

行った後に、減額補正を行った事業というのは該当

 がございません。

　ただ一方で、同じ事業の中において、これは県単

融資になるんですが、令和４年11月議会で、貸付金

の増額補正を行い、その規模というものは16億3740万

 1000円となっております。

　また、令和５年２月議会で、コロナ関連融資の一

つであります中小企業セーフティネット資金に係る

信用保証料補塡補助金の減額補正を行っており、そ

 の規模は2571万1000円となっております。

 　以上です。

○中川京貴委員　その補正をしたにもかかわらず、

 予算執行できなかった主な要因は何ですか。

○小渡悟中小企業支援課長　まず、県単融資事業の

中で、11月議会で行った増額補正は貸付金になるん
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 ですが、こちらは100％執行しております。

　ただ令和５年２月議会で減額補正したものについ

ては、コロナの関連融資のセーフティネット資金の

保証料を補塡する事業であって、それは令和３年度

に事業執行した後、４年度は基金に積み立てていた

ものを繰り入れて執行するという状況でございまし

た。その中で、セーフティネット資金のコロナ関連

融資に係る保証料補助になるんですけど、その活用

をしていた事業者が、ゼロゼロ融資に借換えを行っ

たことで、セーフティネット資金から、要は保証料

が減少したものですから、その分を減額補正したも

 のとなっています。

 　以上です。

○中川京貴委員　次の質問は247ページなんですが、

西銘委員から質疑がありましたので、これは割愛し

 たいと思います。

　次、252ページ。稼ぐ県産品支援事業について、事

業の成果がはっきり見えてこないが、どのような効

 果測定を行ったのか伺いたいと思います。

○外間一樹マーケティング戦略推進課長　お答えい

 たします。

　稼ぐ県産品支援事業は、県内事業者の利益向上に

つながる適切なマーケティングに基づく商品開発や

販路拡大を総合的に支援し、もって県民所得の向上

 を図ることを目的とした事業でございます。

　事業の効果測定でございますが、令和４年度から

少し装いを新たにいたしまして、県産品のブランド

形成、もしくは高付加価値化に向けて、高付加価値

商品等を取り扱う県外の生活提案型商業施設、セレ

クトショップなどと言われたりするんですけれども、

そこら辺におけるプロモーションなどを行っており

まして、数値的な効果測定ではないんですが、その

機会を設け、そこにおける飾り方であったり、ディ

スプレイの仕方であったり、商品等のデザイン等を

専門家とやることによって、例えば県産コーヒーが

県外の高級家具店の定番になるような効果がありま

した。そのような形での定性的なといいますか、そ

 ういった効果は現れております。

　もう一つございまして、県外における沖縄フェア

開催、あと、東京ビッグサイト等で行われる県外商

談会の参加等に取り組む県内事業者を公募しまして、

25件の補助金支援やセミナー等のマーケティング支

援を行った結果、この件に関しましてそのときの売

上げ目標などを聞き取りして、その結果等を報告し

てもらいまして、約１億3800万円の売上げ等の実績

がこの事業によってもたらされました。補助事業の

決算額に対しまして、約5.1倍の費用対効果が行われ

るものと思っております。引き続きこの事業で県産

品の高付加価値化や販路拡大に取り組んでまいりた

 いと思っております。

○中川京貴委員　今答弁を聞いて、すばらしい事業

であり、すばらしい効果が出ているので、引き続き

これをアピールして、そういったチャンスを、第

２弾、第３弾につながるようにしていただくよう要

 望申し上げます。

　次、261ページのものづくり生産性向上支援事業に

ついて、事業の成果である生産性向上の指標がはっ

きり見えてこないが、どのような効果測定を行った

 のか伺います。

○座喜味肇ものづくり振興課長　本事業ですけれど

も、県内製造事業者の生産性向上に資する生産技術

開発等を補助によって支援するものとなっておりま

す。あわせて、県内製造業へ技術開発等の成果の普

 及を図るものとなっております。

　事業の成果に関しましては、主要施策成果報告書

の効果の欄にも書いていますけれども、補助事業の

開発プロジェクトごとに、作業者の負担軽減、作業

効率の向上、あるいは生産数増加といった生産性向

上に資するそれぞれの個別の指標を設定していると

 ころです。

　具体的な効果測定の例としまして、鋼管杭の製造

に係る開発プロジェクトの中ではこれまで自動溶接

機への杭、パイルの取付けを手作業で行っていた工

程があります。この事業によって、油圧の自動取付

け装置を開発したことで、その工程にかかる作業時

間が42秒から２秒に短縮したということで、作業効

率が95％向上したということで、労働者の負荷も低

減をしております。当初の目標を42秒から10秒に下

げるというような目標に対して、開発によって２秒

に短縮したというような目標設定を達成したという

 状況であります。

　もう一つ紹介しますと、金属盤のさびや塗装等の

汚れを除去する工程の一部を手作業で行っている事

業者がいました。本事業によって、その作業をリモー

ト操作が可能なシステムを構築しています。あわせ

て、汚れの除去、砂の吹きつけによって汚れを除去

しているんですけれども、その砂を回収する必要が

あるので、回収装置を開発したということで、その

工程の作業時間が１日当たり延べ５時間短縮すると

いうことで、これは当初の目標で向上率16％を設け

ていますけれども、作業効率が22％向上したという

ことで、それぞれプロジェクトごとに効果測定を、
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指標を設定して評価しているという内容になってお

 ります。

 　以上です。

○中川京貴委員　今の答弁を聞いても、その事業を

つくって、その成果が出ているので、やはりこれを

もっとアピールして、またいろんな方々にチャンス

ができるような仕組みをつくっていただきたいと思

 いますが、いかがでしょうか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　本事業に関しまし

ては、プロジェクトごとに工業技術センターも共同

 研究という形で参加しています。

　工業技術センターにおきましては、毎年度、事業

成果報告会というものを開催していまして、今回も

１月17日に工業技術センターで開催するので、そう

いった場ですとか、あとはマスコミへの露出も含め

 て情報発信等をしていきたいと考えております。

 　以上です。

○中川京貴委員　283ページ、若年者総合雇用支援事

業について、キャリアセンターとハローワークとの

内訳はどのようになっているのか。また、連携が図

 られているのか伺います。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　沖縄県キャリアセンターにおいては、若年者の失

業率の改善を図るために、職業観の育成から就職指

導まで、総合的に支援を行っております。例えば個

別相談ですとか、あと就職セミナーを開催しており

 ます。

　一方、国が設置するハローワークでございますけ

れども、そこは求職者に対して求人情報の提供や紹

 介状を発行する職業紹介等を実施しています。

　県の総合就労支援拠点のグッジョブセンター沖縄

は様々なニーズに応じた窓口を設置しておりますけ

れども、その施設において、キャリアセンターの窓

口、あと、ハローワークの窓口も設置しており、求

職者の状況に応じて、支援の引継ぎを行う連携体制

が取られております。具体的には、若年求職者がキャ

リアセンターにおいて、社会人としての心構えです

とか、ビジネスマナー等を身につけ、就職を希望す

る業界ですとか、職種をある程度絞った上で、同じ

フロアにあるハローワークにつなげて、企業の求人

とのマッチングを行う流れというものが、ワンフロ

 アでスムーズにできる体制が整っております。

 　以上です。

○中川京貴委員　キャリアセンターとハローワーク

との連携は取れているということでよろしいですか。 

○上原美也子雇用政策課長　連携は取れております。 

○中川京貴委員　289ページ、原油・物価高対策緊急

支援事業について、年度内執行率が著しく低いが、

支援に影響がないのか。繰越しの執行状況について

 も伺いたいと思います。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　本事業は、令和４年度から令和５年度まで、３期

にわたって、コロナ禍において原油価格、物価高騰

等の影響を受けた事業者の事業継続を支援してきた

ところでありまして、令和４年度につきましては、

同年４月から６月までを対象期間とする第１期の一

部を執行しまして、残りの予算につきましては令和

 ５年度に全額繰越ししたところであります。

　この執行率が低かった主な要因ですが、当該対象

期間が、コロナ禍からの回復基調にあったため、売

上げや営業利益が増加した事業者が多かったこと、

また、補助対象経費の積算に時間を要することを理

由に、企業活動を優先する事業者が多かったという

 ことがあります。

　なお、令和５年度に繰越ししました48億7370万

6000円につきましては、商工会等関係団体からの意

見やニーズを踏まえ、支給要件の見直し、また支援

金の増額、書類の簡素化を図りまして、現在、第３期

の申請書類の審査を行って、支給業務に取り組んで

いるところでありまして、最終的には95％前後の執

 行を見込んでおります。

 　以上です。

○中川京貴委員　やはりこの事業は緊急対策で予算

化をした事業でありますので、これが48億円も繰り

越すということは、その選定というのが厳しかった

 んですか、検査が。

○金城睦也産業政策課長　先ほども御説明しました

とおり、令和４年度につきましては第１期として、

令和４年４月から６月までの３か月間を対象として

おります。その期間に申請受付をしたところですが、

ただ、この対象期間はコロナ禍からの回復基調とい

う時期にあったことと、あとはこの支援金をもらう

よりも企業活動を優先している事業者が多かったと

いうところで、申請件数が伸び悩んだというところ

 があります。

○中川京貴委員　じゃ、審査が難しいのではなくて、

申請が少なかったということで理解していいですか。 

○金城睦也産業政策課長　第１期につきましては、

事業者、また関係団体のほうから対象経費の積算に

時間を要するという声もありまして、全ての事業者

が申請できる期間を確保するため、申請受付期間を

当初の令和５年１月13日までとしていたものを２月
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28日まで、期間を２回延長したという経緯もござい

 ます。

○中川京貴委員　今、答弁では３か月間で受付をし

たけども、申請者が少なかった。その結果、48億円

繰り越したという答弁だったと思うんですけどね。

この３か月間で申請者が少なかったのは審査が難し

かったからかということを聞いたら、そうじゃなく

て、申請応募が少なかったという答弁だったと思う

 んですよね。その確認したいんですよ。

○金城睦也産業政策課長　繰り返しになりますけど、

第１期の審査に当たりましては、この対象経費の積

算というのが複雑ということで、それに時間を要し

たというのもございます。あと、支給要件の見直し

というのもございましたので、その辺の背景という

 のもございます。

○中川京貴委員　部長、せっかく、こういった緊急

対策で予算化した事業でありますので、やっぱり３か

月に絞ったというのでも、少しどうだったのかなと。

半年とか余裕を持ってやれば、もっと申請者が多かっ

たんじゃないかなと思いますし、あの時期ですから、

皆さん大変苦労したと思いますので、ぜひこの執行

率を上げるように、原油・物価高騰対策支援事業に

ついては、もう速やかに執行できる体制をつくって

 いただきたいと思います。

 　以上です。

○松永享商工労働部長　先ほど課長のほうからも答

弁させていただきましたけれども、第１弾、第２弾

というところが、あまり執行率がよくなかったとい

 う中で繰り越したという状況がございます。

　そこで、第３弾に当たりましては、その要件を緩

和したということと、あと支給額を増やしたという

ことで、先ほど答弁申し上げましたように95％の執

行が見込まれているというところですので、できる

だけその事業者の支援にかなうように、我々として

も全額執行を目指して、引き続き取り組んでまいり

 たいというふうに考えております。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　上里善清委員。 

○上里善清委員　よろしくお願いします。 

　まず、決算の歳出状況から少し質問したいと思う

 んですがね。

　先ほど、中川委員も聞いていたので、54億円が翌

年度繰越しで、これは事業支援のものが48億円とい

うことで主ですよね。この48億円というのは、この

 ６年度で即使い切るのか、この辺どんなですか。

○金城睦也産業政策課長　この54億円の主なものと

して、先ほど中川委員に答弁しました原油・物価高

対策緊急支援事業の中で48億7370万6000円が繰越し

となっております。この繰越しの執行につきまして

は、先ほども答弁しましたとおり、現在、第３期の

申請書類の審査を行って支給業務に取り組んでいる

ところでありますので、最終的には95％前後の執行

 となる見込みとなっております。

 　以上です。

○上里善清委員　ぜひ、完全執行するようにお願い

 します。

　あと不用額なんですけどね、私たちはちょっと分

からないんですが、役所の予算というのは、完全執

行するのが多分基本だと思うんですよ。30億円も不

用にするというのは、ちょっと理解できないんです

よね。企業振興と、沖縄の企業を育てるという意味

で、そういった不用額も多々あると思うんですよね。

せっかく予算を組んだのに、予算を執行しないとい

うのは、ちょっと私は理解できないんですけどね。

この辺、完全執行できるように、この考え方をちょっ

 と教えてくれますか。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

　今回の決算審査に関しては、令和４年度会計の決

算審査ということになります。この令和４年度の不

用額約30億円が出ておりますけれども、それの約７割

に相当するものは、飲食店への時短要請に係る協力

金の不用ということになってございます。ですので、

この不用の要因としましては、どうしても協力金の

不足が生じないようにということで、十分な予算計

上をしたということで、不用が出ているという状況

 になってございます。

　他の不用に関しましても、部内で事業の見直しを

するとか、あるいは補正、流用をして、必要な事業

への振替をするというようなことをやってございま

して、事業の選択、あるいは集中ということを図り

ながら、事業の執行に取り組んできているというと

 ころでございます。

　ただ、委員の御指摘がありますように、やはり不

用額というのが出てございますので、そこは効果的

に使うという意味でも、これまでもやってきており

ますが、やはり今後もその進捗管理をしっかり行い

ながら、適正かつ早期の執行というところに努めて

 いきたいというふうに考えております。

 　以上です。

○上里善清委員　不用が出ないようにしていただき

 たいなと思います。要望しておきたいと思います。

　あと、主要施策の中から質問したいんですが、
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237ページから245ページ近辺は多分、ＤＸの推進に

係る事業だと思うんですよ。執行率もみんないいん

ですけどね。沖縄の企業はこのＤＸを推進しないと

競争に勝てないと私は思っておるんですが、この事

業を実際に活用している企業は全企業の何％ぐらい

 かちょっと教えてくれますか。大まかでいいです。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　例えば、

沖縄ＤＸ促進支援事業になりますけど、令和４年度

の実績につきましては、企業からのＤＸに関する相

談件数が70件、それから、計画策定支援が15件、そ

れから上限額1000万円の導入補助が10件となってお

 ります。

　委員がおっしゃいました、何パーセントかという

のは今、資料を持ち合わせておりませんので言えま

せんが、予算の範囲内で可能な限り多くの企業に活

用していただけるように、今取り組んでいるところ

 です。

○上里善清委員　皆さんＤＸって盛んに言っている

んだけれど、今聞いた限りで余りにも応募する企業

が少な過ぎるんじゃないですかね。これＰＲ不足じゃ

ないでしょうかね。どんなですか、このＰＲの仕方。 

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　今おっ

しゃいましたＤＸ促進支援事業のほかに、ＤＸ人材

養成事業を行っております。それからデータ活用プ

 ラットフォーム構築事業なども行っております。

　ＤＸ人材養成事業におきましては、令和４年度の

実績でありますけど、29回の講座を実施しまして、

約190名の方に受講していただきました。それから、

データ活用プラットフォーム構築事業では、データ

の取扱いに関する相談が10件、それからデータ利活

用の実証支援５件というふうになっておりまして、

沖縄ＤＸ促進支援事業、それから養成事業、それか

らプラットフォーム構築事業、様々な事業を通して、

 企業ＤＸの促進に取り組んでいるところです。

 　以上です。

○上里善清委員　私は、この全体的に見て、ＤＸと

言っている割には、企業があまり関心を示していな

いのか、それを取り入れる資金がないからこんなの

を受ける必要がないとか思っているかもしれないで

すしね。あまりにもちょっと、取組が弱いんじゃな

いかと私は見ておりますので、やっぱりＤＸ進めな

いともう競争に勝てないですよということをもっと

ＰＲすべきだと私は思っておりますので、そのよう

に事業を全体に進めていただきたいなというふうに

 思います。

　西銘委員からもあったんだけれども、247ページの

奨学金返済支援事業ですけれど、単純にこの事業の

金額がちょっと丸が少な過ぎるんじゃないかと。当

初予算額で600万円ですよね。対象者はかなりの数行

くと思うんですよね。この予算の立て方はちょっと

 どうかなと思いますが、どう思いますか。

○金城睦也産業政策課長　この奨学金返還支援事業

につきましては、令和４年度から新規事業としてス

 タートしたところであります。

　この執行額が伸び悩んだ主な理由としましては、

本事業が年度途中の６月から募集開始したことに加

えまして、そもそもこの奨学金返還支援制度を導入

している企業が少なかったということによるもので

はないかと考えております。また、新たに奨学金返

還支援制度を導入した企業においては、制度導入に

時間を要したため、補助期間が短くなり、結果的に

補助申請額が少額にとどまる傾向がありました。さ

らに、従業員の返済額が想定よりも少なくて、当初

補助額１人当たり12万円を想定していましたが、結

果として１人当たり平均２万3000円の補助金申請と

なったことから、執行額が低くなったというところ

 でございます。

 　以上です。

○上里善清委員　これもさっきと同じような話にな

るんですよ。周知徹底されてないんじゃないかとい

う感じがするんですよね。企業数何十社って、応募

した企業数をさっき何社か言ってましたよね。実績

 の企業数。

○金城睦也産業政策課長　令和４年度の実績としま

 しては、16社、82名に支援をしております。

○上里善清委員　沖縄の企業、何万ってありますよ

ね。１万何百社くらいあったはずだけどね。これも

やっぱり、周知が足りないと思うんですよ。せっか

くいい事業ですので、各企業にこういった事業もあ

りますと、もっと促進するべき事業だと思います。

あとこの丸が少な過ぎる。600万円ではできないです

よ。みんなこれ分かればやるはずですよ。その辺の

周知徹底もやっていただきたいと希望しまして、終

 わります。

　あと、252ページの稼ぐ県産品支援事業ですが、こ

 れは、県外が主な事業なんでしょうかね。

○外間一樹マーケティング戦略推進課長　お答えい

 たします。

　稼ぐ県産品支援事業は、県内事業者の利益向上に

つながる適切な県外でのマーケティングに基づく商

品開発や、県外における販路拡大を総合的に支援し、

県民所得の向上を図ることを目的とした事業でござ
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 います。

○上里善清委員　今、円安ですよね。これ以外に、

 海外という事業ありますか。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えします。 

　基本的に海外への輸出の支援というのはアジア経

済戦略課のほうで担当しております。この主要施策

のほうにも掲載させていただいておりますけれども、

256ページでございます。事業名、沖縄国際物流ハブ

活用推進事業の中の実績の部分で、256ページの中段

より下の部分ですけど、県内事業者が海外で行う販

売促進に係る取組に対する支援でありますとか、海

外の市場をターゲットにした商品の改良に取り組む

 支援ということはこの事業で実施しております。

○上里善清委員　分かりました。 

　むしろ円安ですので、海外のほうにチャンスがあ

るんじゃないかと私は見ておりますので、力を入れ

 ていただきたいと思います。

　それとあと、261ページのものづくり生産性向上支

援事業ですが、うるま市のそういった仕事に携わっ

ている人からお話を聞いたんですが、県の支援事業

は２年ぐらいでみんな打ち切られて、長い目でもう

ちょっとやってくれないかという要請があるわけで

すよ。この前いつかはウチナーの柱になり得る産業

の視察に行って感じたんですよ、ＥＶの会社を視察

したんですよね。ああいったところをもっと支援し

て、それも２年じゃなくて、長い目で、短くても５年

ぐらいは支援してもらいたいという意見もあります。

 この辺どんなでしょうか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えします。 

　基本的に企業の支援を考えたときに、この支援事

業の目的に沿っているかという視点で事業を打ち出

していきます。例えば、本事業でいきますと、先ほ

ど御説明したとおり、生産性向上に資する技術開発

を支援しようというような形で取り組んでおり、補

助という形で企業に補助金を供与しながら、併せて

側面支援という形でコーディネーターを配置しなが

ら、開発プロジェクトの技術管理とか、助言とかそ

ういったところで伴走支援をしているというところ

 にあります。

　個別の課題に対しての解決を、５年も10年もかけ

てとかというところの政策目的にならない支援の在

り方もあります。この事業に関しては、支援機関の

考え方として、そういった形で最長は２年というこ

とで支援をしております。２年に関しても、先ほど

も説明したとおりに目標を設定して、１年目にまず

技術開発に至る企画設計をしてくださいと。２年目

になったときに、ある程度施策ができたら、実証を

してみましょうというような形で、逆の意味を捉え

ると一定程度スピード感も持ちながら一つのプロジ

ェクトを達成していきましょうというような形で事

 業を実施しております。

　もう一点、先ほどのＥＶの事例がありましたけれ

ども、ＥＶの事例に関しましては、おおむね平成23年

度から、ＥＶ開発を一つの技術要素として人材育成

ですとか、新たな産業として創出をするためにとい

うところで――視察も行かれたと思うんですけれど

も、素形材産業施設ということで、同時期に施設整

備をしております。そういった施設のもとで、例え

ば機械の提供ですとか、そういった形の支援は継続

的にできるような仕組みも設けております。技術支

援に関していうと、その技術支援をするための人も

必要ですので、そういったところは、工業技術セン

ターの職員も、先ほどの生産性向上支援事業に関し

ても、共同研究という形で設けているところですの

で、支援後も工業技術センターのほうで継続支援可

 能な体制も取っております。

　そういったことで、適切な支援体制で、本事業に

関しては構築しながら実施をしているのかなという

 ところで考えております。

 　以上です。

○上里善清委員　最後に、沖縄の産業の骨づくりと

いいますか、今、観光がリーディング産業であるん

だけど、それに次ぐような何か産業をつくらないと

いけないわけですよね。今、育ちつつあるものをしっ

かり支えて、大きな産業に育てていってほしいとい

う一つの願望を持っておりますが、部長、最後にそ

 の辺、考えがあれば、ちょっとお願いします。

○松永享商工労働部長　お答えします。 

　まず、これまでを振り返ったときに令和２年度か

ら続いております、新型コロナウイルス感染症の長

期化があったということと、あとさらには令和４年

度からは原材料価格の高騰でありますとか、あるい

は物価高騰でありますとか電気料金の高騰などとい

うことで、商工労働部としては思うような展開がで

 きなかった年がずっと続いてまいりました。

　その中におきまして、令和４年度、令和５年度と

なりまして、コロナ禍からの社会経済活動の回復と

して成長につなげていくものを確かなものにしたい

ということで、重点項目として、まずは産業ＤＸを

加速化していくという中で、県内企業の稼ぐ力を高

めていこうということをやってきたというのと、あ

とクリーンエネルギーを導入拡大していくというこ
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とにも力を入れて取り組んできたというところでご

 ざいます。

　やはり、県内企業の成長に資する取組というのが

これから問われてまいりますので、我々としては、

委員指摘の新たな産業も含めて、既存の製造業も全

て含めて、やはりその県内企業全ての成長に資する

取組を力を入れていくという中で、労働生産性の向

上でありますとか、あるいは稼ぐ力の向上というと

ころにつきまして、力を入れて強力に、この後推進

 していきたいというふうに考えております。

 　以上です。

○上里善清委員　ありがとうございます。 

○大浜一郎委員長　上里善清委員の質疑は終わりま

 した。

 　休憩いたします。

 　　　午前11時57分休憩

 　　　午後１時20分再開

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　午前に引き続き、質疑を行います。

 　次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員　主要施策のほうの247ページで

 す。

　西銘委員、そして上里委員のほうからもありまし

たので、ちょっと重複しないように、確認だけした

いと思いますが、この奨学金返還支援事業なんです

けども、実際に導入している企業は県内で少ないこ

とが課題となっているというふうにあるんですが、

まず周知方法はどうだったのかということと、あと

財源負担に関して国庫補助も入っているのか、財源

 の内訳等を聞きたいと思います。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　事業の周知につきましては、多くの企業に本制度

を導入いただくよう、県が行う企業向けセミナーや

各種広報媒体を活用しまして、県内経済団体の協力

を得ながら事業周知に取り組んでいるところであり

ます。また、県が実施します合同就職説明会及び企

業団体への個別訪問により、事業の説明を行ってお

 り、制度の導入を促しているところであります。

　財源につきましては、全て一般財源となっており

 ます。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　これは国からの補助とかもある

 んですか。県単ですか。

○金城睦也産業政策課長　県の単独事業になってお

 ります。

○次呂久成崇委員　実績は16社、そして82名という

ことだったんですけど、この事業実施の目標数とい

 うのはどういう設定があったんでしょうか。

○金城睦也産業政策課長　令和４年度は10社、50名

 を支援の目標として掲げておりました。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　10社、50名で、実際、この令和

４年度というのは16社で82名ということなんですけ

ども、この差というのはどのように捉えていますか。

10社、50人でこの予算ですよね。600万円ですけど、

実際に執行率とか、先ほどからずっとみんな質疑し

ているんですけども、実際には16社で82名というこ

とに対して、県としては、この事業の効果も含めて、

課題というのはどのように捉えているのかなという

 のをちょっとお聞きしたいと思います。

○金城睦也産業政策課長　令和４年度につきまして

は、説明しましたとおり16社、82名の支援を行った

ところであります。例えば１社で30名の支援を行っ

たところでありますが、ただ、申請を行ったのが年

度末の１月で、その支援の期間が２月、３月になっ

たものですから、それで執行率が低かったというと

 ころになります。

　あとは、やはりこの事業の執行に当たっては、委

員がおっしゃるように周知がやっぱり我々も課題と

考えております。この制度の認知度を高める必要が

あると考えておりまして、周知につきましては、先

ほど説明した説明会の開催等もございますし、さら

に、これまでの企業向けの事業周知に加えまして、

本制度を広く浸透させる観点から、大学とか専門学

校、専門高校等と連携して、学生や求職者へ制度を

ＰＲすることで、制度導入企業における効果的な人

 材獲得につなげていく予定としております。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　この事業の実施期間というのが

令和７年度までということになっていますので、今

年度は恐らく４月からきちんとできているのかなと

思うんですけども、やっぱり今各業界で人手不足と

いうことがとても大きな課題となっていますので、

ぜひその活用も含めて、また丁寧にこの事業者のほ

うにも周知徹底を図りながら、しっかりと事業を行っ

 ていただきたいなというふうに思います。

　次に289ページの原油・物価高対策緊急支援事業に

 ついてちょっとお聞きしたいと思います。

　これもほかの委員からもあったんですけれども、

こちらで私ちょっと確認したいのは、この申請要件

の見直しとか手続を簡素化したということだったん

ですけども、この緩和した内容について、具体的に
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 お聞きしたいなと思います。

○金城睦也産業政策課長　同支援金では、令和４年

４月から６月までを対象期間とします第１期及び同

年７月から12月までを対象とします第２期におきま

しては、事業者に対して一律の支援金を支給する一

律支援型に加えて、影響に応じて支援金を支給する

影響額審査型を設けて支給してきたところでありま

 す。

　ただ、やはり、事業者団体等のいろいろ意見を聞

いた中で、この支給要件等を見直しして、実際の影

響に応じた支給をするという観点から、原価率とい

うものを用いて、支給要件を見直したというところ

 にあります。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　地元のほうから、多分、ほかの

議員もそうなんだと思うんですけども、この事業の

例えば継続とか周知方法とかというのを、もっと早

く知りたかったというような声も寄せられているも

のですから、こちらのほうもしっかり事業のほうを

 実施していただきたいなというふうに思います。

 　次にいきます。

　次の290ページになりますけれど、この障害者等就

業サポート事業についてなんですけれども、こちら

のほうで、真ん中のほうに、県内の障害者就業・生

活支援センターに、障害者雇用開拓・定着支援アド

バイザーを配置するということなんですが、実際に

各センター１人で６人配置したとあるんですけども、

具体的にどこのセンターかということを教えていた

 だきたいと思います。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　県内６か所で北部、中部、宮古、八重山に各１か

所、あと南部に２か所、支援員を配置をしておりま

 して、合計６名配置をしております。

○次呂久成崇委員　それぞれ圏域ごとに配置してい

るようなんですけれども、事業所等訪問延べ数1329件

というのは全体の数ですよね。今おっしゃったこの

センターごと、圏域ごとではどういった実績になっ

ているのか、ちょっと教えていただきたいと思いま

す。あわせて、その効果というのもお聞きしたいと

 思います。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　この事業所等訪問なんですけれども、内容が新規

雇用の開拓ですとか、実際そこの事業者さんに就職

している方たちの定着支援、特別支援学校や障害者

職業センターなどの関係する機関への訪問も含めた

数なんですけれども、北部が192件、中部が270件、

南部の１つ目が149件、２か所目が267件、宮古が

 137件、八重山が314件となっております。

　事業効果としましては、それぞれの支援員、アド

バイザーが企業を訪問しまして、雇用先となる企業

の開拓や、障害者雇用をされている企業、あと就業

中の障害者双方への相談対応を行うことで、障害者

雇用の促進、あと働く障害者の職場定着が図られて

 いると考えております。

○次呂久成崇委員　これは実際にその雇用につな

がったという事例というのは実績としてありますか。 

○上原美也子雇用政策課長　令和４年度の実績にな

りますけれども、センターで39件となっております。 

○次呂久成崇委員　執行率が約８割ということでは

あるんですけども、実際にそういうふうに39件もつ

ながっているわけですから、やれば効果はあるとい

うふうに思います。ですので、それぞれセンターに

アドバイザーを配置されているようなんですけども、

実際に訪問件数等についても、ばらつきというのは

あるかと思うので、もっとそのアドバイザーを増員

したほうがいいということであれば、しっかりまた

配置をして、そうすればこの執行率も上がっていく

し、また実績も出てくるかなと思いますので、ぜひ

そういう意味ではしっかりまた取り組んでいただき

 たいなと思います。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　次呂久成崇委員の質疑は終わり

 ました。

 　玉城武光委員。

○玉城武光委員　240ページのＩＣＴビジネス高度化

支援事業。それぞれの事業ステージに応じた支援と

いうのがあるという説明で、補助、ハンズオン支援

 というのはどういう内容ですか。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　当事業で

は、県内ＩＴ事業者の高度化を図るため、高付加価

値なＩＴビジネス、それからデジタル技術の開発、

実証等に要する経費に対して、補助を行っておりま

 す。

　それから、補助と併せてハンズオン支援を行って

おります。具体的には、顧客ニーズの収集や分析手

法、ＡＩやセンシングなどの技術に関する活用方法、

製品サービスの事業化に向けたターゲット価格の設

定、首都圏等への営業や販路開拓のノウハウを持た

ない企業に対するパートナー企業の紹介、マッチン

グなどについて、各専門家等による助言を行ってお

 ります。

 　以上になります。
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○玉城武光委員　ここに効果として、技術開発力の

強化や、高付加価値型ビジネスへの転換を促進した

 とありますが、何社ぐらいそういう転換をしたか。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　令和４年

度の実績につきましては、全体で22件の補助を行っ

ております。企業の中には、県内だけではなく県外

にＩＴソリューションの導入を行っている企業もご

 ざいます。

 　以上です。

○玉城武光委員　次、246ページの沖縄型総合就業支

援拠点形成事業なんですが、ここの事業内容として、

４万5306人の利用者があって、2612人の就職につな

がったということがあるんですが、これ延べ利用者

が４万5000人ですよね。就職につながったのが2612人

という説明なんですが、これ数字的にちょっとおか

 しいんじゃないでしょうか。

○上原美也子雇用政策課長　このグッジョブセン

ター沖縄は県の総合就業支援拠点施設でありまして、

一般の求職者をはじめ、若年者ですとか女性、就職

困難者、あと事業主など、様々なニーズに応じた相

談窓口を設置しております。そのほかにも、那覇市

の福祉機関、あとは県の子ども生活福祉部の福祉機

関など、生活困窮者の窓口も含めた相談窓口を設置

しておりますので、４万5306人の利用の数につきま

しては、それぞれの窓口の利用者になります。そこ

から2612人の就職につながったということになって

 おります。

○玉城武光委員　これ、2612人の就職につながった

と。46.9％と。この就職に関する相談というのが、

この数字からすれば4000ちょっと、5000人ぐらいは

就職関係でしたということに、数字的にはそう言え

る。そのほかは生活相談とか、いろいろワンストッ

 プ事業とか、そういうふうに考えていいですか。

○上原美也子雇用政策課長　利用者の数が延べ人数

でありますので、１人につき例えば複数回の相談が

あった場合にはその数も含まれるということになり

 ます。

○玉城武光委員　これで理解できました。 

 　次、273ページ。

　商工会の支援体制強化というんですが、商工会の

中に、要するに高齢者の就職支援とかありますよね。

シルバー人材センターの支援もここに入っているん

 ですか。

○小渡悟中小企業支援課長　委員がおっしゃってお

ります商工会・商工会議所の支援体制の強化という

ふうな事業の中には、シルバー人材センターの支援

 については入っておりません。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　292ページに、高齢者雇用対策事業がございまして、

その中で県のシルバー人材センター連合への補助を

 行っております。

○玉城武光委員　このシルバー人材センターに対す

 る補助というのは、人件費の補助なのか。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

 　人件費も含めた運営費補助となっております。

○玉城武光委員　じゃ、戻ります。276ページ。 

　離職者等再就職訓練事業なんですが、説明には

83コース、受講者が1106名、修了者が981名となって

 いますが、修了者の就職率はどうなっていますか。

○前原秀規労働政策課長　お答えいたします。 

　この離職者等再就職訓練事業は国から県のほうに

委託を行って、県が受けている事業となっています。

国のほうで実施要領が定められておりまして、この

委託訓練期間終了後、３か月後の就職率を調べるこ

とになっております。訓練終了から３か月までの間

に、この訓練修了者981名のうち、833名が就職して

 おりますので、就職率は84.9％となっております。

 　以上となります。

○玉城武光委員　かなりの就職率ですね、84％。頑

 張っておりますね。受講料は免除ですか。

○前原秀規労働政策課長　お答えいたします。 

　訓練の受講料は、県のほうから民間の専修学校や

委託訓練を行うところへ委託をしておりますので、

訓練生本人の負担はございません。ただし、テキス

ト代、検定試験といったものは訓練生本人の負担と

 なっております。

 　以上となります。

○玉城武光委員　頑張ってください。 

　次、278ページ、パーソナル・サポート事業ですが、

これは長期未就労とか、コミュニケーションが難し

いなど困難を抱える人たちに対する相談が個別とい

う形なんですが、就労につながったのは何名ぐらい

 いますか。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　この事業、先ほどおっしゃったように、長期に仕

事に就けてない方たちとか、コミュニケーションが

難しい、就職にいろいろな阻害要因があって、本人

の力だけではなかなか就職することが難しい求職者

を支援するものなんですけれども、これにつきまし

ては、延べ相談件数が２万395件ありまして、その中

で就労につながった人数というのが554名となってお

 ります。
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○玉城武光委員　就職率が46.7％。半分は達成した

ということなんですが、これ、いろいろ課題がある

と思うんですが、課題としてはどんなものがありま

 すか。

○上原美也子雇用政策課長　この窓口にいらっしゃ

る相談者の方たちはいろいろな要因がありまして、

最近、またコロナ禍の中でもいろいろ、精神的に不

安定になる方も多くいらっしゃって、年々、相談に

かかる件数も多くなっているということもございま

すので、そういった相談者の増加と、それにつなげ

るための就労先の開拓というのも課題になっている

かなと思っております。また北部、宮古、八重山に

おいても、そういう企業実習ですとか出張セミナー

とかのニーズもありますので、そういった対応も引

き続き関係機関と連携を強化しながら支援をする必

 要があると考えております。

○玉城武光委員　いろいろ問題を抱えている人たち

が増えているという話ですが、ぜひ相談に乗って、

 就職につなげるように頑張っていただきたい。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　玉城武光委員の質疑は終わりま

 した。

 　大城憲幸委員。

○大城憲幸委員　お疲れさまです。 

　思ったよりも早く進んでるようですので、少しじっ

 くりさせてください。

　主要施策の242ページ、まずはスタートアップから

ですけれどもね。私の印象ではなかなか、この事業

も始めて10年超えますけれども、思うように進まな

かったんだけれども、この数年で一気に進んだ感が

 あります。

　そういう意味では、これまで、なぜ、なかなかこ

のスタートアップ企業という部分が育ってこなかっ

たのか、何でここに来て動き出したのか、今後どの

ような見通しなのか、まずその辺について簡単に説

 明願います。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　これまでの取組ですが、スタートアップに関連し

て様々な取組を展開してきたところであります。例

えば県内大学、高等専門学校等におきましては、ア

ントレプレナー養成講座を行いました。また、平成

26年度から個別企業支援プログラムを実施しまして、

これまで参加者39名のうち、12名が起業をしており

ます。さらに、平成26年度からの実績で、これまで

研究開発のベンチャー企業41社に対して事業開発に

係る補助及び伴走支援を行って、20社が事業化につ

ながって、その後、ベンチャーキャピタルから資金

調達をする企業も現れております。最近の動きとし

ましては、令和４年12月に、企業、金融機関、大学、

行政等の関係機関が参画する沖縄スタートアップエ

コシステムコンソーシアムを立ち上げたところであ

ります。そういったところで今、どんどんこのスター

トアップに向けての動きを加速化しているというと

 ころがございます。

 　以上です。

○大城憲幸委員　言いたいのはＯＩＳＴとの関係な

 んですけれどもね。

　我々のイメージは、前にもこれ議論したんですけ

れども、ＯＩＳＴができれば、まさにこういうスター

トアップ企業なんかがどんどんできていくだろうと

いうことだったけれども、この10年なかなか思うよ

うな成果が出なかったわけですよ。３者なんていう

話は前ちらっとありましたけれどもね。ここに来て、

このスタートアップエコシステム等の議論も活発に

なってきましたけれども、やっぱり急に何か活発に

なったイメージがあるんですよ。その辺は何かきっ

かけがあったのかなと思ったんですけど、その辺再

 度どうですか。

○金城睦也産業政策課長　お答えします。 

　令和４年12月にこのコンソーシアムを立ち上げた

というところは先ほど説明したんですけど、その後

の動きとしまして、昨年11月には、沖縄スタートアッ

プエコシステムの発展戦略というのを策定したとこ

 ろであります。

　加えまして、また遡るんですけど、昨年９月には

スタートアップの総合支援拠点を那覇市内に設置し

ておりまして、スタートアップの創業相談や投資家

とのマッチング支援など、スタートアップの成長を

加速する新たな取組も始まっているという状況にご

 ざいます。

 　以上です。

○大城憲幸委員　報道で見たのかな、2028年に100億

企業を10社つくるというような目標がどこかで私見

たんですけれども、これは県の目標ですか、それと

 もどこか民間の目標ですか。確認お願いします。

○金城睦也産業政策課長　今、委員がおっしゃる目

標につきましては、コンソーシアムのほうで昨年11月

に発展戦略を策定しまして、その中に掲げた目標と

なっております。コンソーシアムの目標となってお

 ります。

○大城憲幸委員　もともと、ＯＩＳＴを中心ってさっ

き言った部分があった。ただ、コンソーシアムも含



－201－

 
                                                                                          

めて、ＯＩＳＴ、そして民間、金融機関、そして県

庁、その連携というのはしっかり取れている、これ

からも強化してしっかり目標に向かって頑張ってい

 くという認識でいいですか。

○金城睦也産業政策課長　このコンソーシアムのメ

ンバーが、企業、金融機関、大学、行政等の関係機

関から構成されておりまして、今現在、56団体で構

成されております。その中にＯＩＳＴも構成員とし

 て関わっているところであります。

○大城憲幸委員　最後に期待を申し上げているけれ

ども、もう100億企業を10社、この数年でつくるとい

うのは、非常にすばらしい目標だし、このスタート

アップというのは本当に地域の企業を変えるような

 起爆剤になるのは間違いありません。

　ただ、課題のところで、革新的技術やアイデア何

やかんやの人材が少ないとかというけど、まさにそ

ういうようなものをつくるためにＯＩＳＴなんかは、

何千億もかけてあるわけですから、私に言わせれば、

もう10年間何してたのかなと言いたいんだけれども、

ここに来て、やっと私も大きな希望になっているな

と思いますので、しっかり取り組んでいただきたい

 なと思います。

 　部長、何かありますか。

○松永享商工労働部長　お答えします。 

　今、委員の質問の趣旨としましては、どういう課

題があったのかというところだと思いますが、まず、

技術とか経営に強い人材の確保が課題であったとい

うのが大きい課題として一つ。あと、事業規模の拡

大に必要な資金をどのようにして調達していけるか

というのも課題の一つ。また、海外でありますとか、

新市場に展開するときに、その事業をどのようにし

てサポートできるかというような課題があったとい

うところで、進みにくかったということがございま

 す。

　そのような中、先ほど課長からもありましたよう

に、令和４年12月に行政、金融機関など、先ほどの

ＯＩＳＴも含めて56団体で構成される沖縄スタート

アップエコシステムコンソーシアムが立ち上がった

という大きなきっかけが一つございまして、その後

昨年９月にはワンストップ相談窓口というようなも

 のも立ち上がった。

　さらには昨年11月に、先ほども課長からありまし

た発展戦略をつくったということで、その段階を追

いながら、スタートアップの成長を支援するような、

行政だけではなくて、金融機関、あるいは各関係団

体も含めたコンソーシアムが立ち上がって、全員協

働のもとで動きがあるという中で、先ほど委員のほ

うからもありました目標も立てているというところ

ですので、そこは県のほうもその一構成員として、

しっかりと一緒になって進めていきたいというふう

 に考えているところでございます。

 　以上です。

○大城憲幸委員　ぜひ連携してよろしくお願いしま

 す。

　次は247ページ、先ほどからある奨学金返還支援事

業ですけれども、先ほど来あるとおりです。認知度

不足という部分については、皆さんの計画からいっ

たら、令和４年は10社、50名の目標に対して、16社、

82名という支援をしているわけですから、初年度と

しては私はいいのかなと思っています。想定より単

価のほうが低かったというのは議論がありましたの

 で、それでいいと思います。

　ただ、やっぱり議論を聞いて気になったのは、こ

れ非常にすばらしい仕組みだと思いますし、しっか

りこれから年々充実させていくべきだと思うんです

よ。ただ、やっぱり令和７年までという話になると、

やっぱりこういう仕組みがあるから沖縄のこの会社

に行こうとか、あるいは会社としても、今人手不足

だけれども、こういう県の支援を受けて沖縄の若い

子たちを採用しようというきっかけにもなり得るよ

うな事業なのに、あと２年しか残っていないみたい

な話になると、なかなか今後は長いスパンでの人材

育成というのができないんじゃないかなと思うんで

 すよ。

　そういう意味では今、令和５年度、令和６年度に

向かっているわけですけれども、朝の議論では、利

用している企業が30社という話もありましたけれど

も、令和４年度の実績を踏まえて令和５年度、令和

６年度の状況というのは着実に伸びてきているんで

すか。仕組みとしてはもうそのままやっていく予定

 なのか。その２点お願いします。

○金城睦也産業政策課長　昨年度は10社、50名なの

で、今年度は倍の20社、100名を目標に掲げておりま

して、12月末現在で、28社、144名で、補助申請額が

約633万円の交付申請を受け付けております。なお、

令和４年度につきましては、予算600万でしたが、令

和５年度は倍の1200万円の予算を計上しているとこ

ろであります。令和６年度につきましては、今、財

政のほうと予算の調整をしているところであります。 

 　以上です。

○大城憲幸委員　先ほど言ったように、非常にこれ

はみんなが期待する事業だから質問もありますので、
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ぜひこれ充実させてほしいし、単費で頑張ってもらっ

ているんだけれども、令和７年度までと言わず、もっ

と延ばしたほうがいいと思うし、どこかで少し足踏

みするようであれば、言うように半分の補助とか、

上限が９万とかというものも見直してもいいんじゃ

ないかなと。もっと魅力的な、本当に個人企業なん

かでも、あるいは零細企業なんかでも、これがある

んだったら、あるいは３分の２補助があるんだった

らみたいな部分になってもいいんじゃないかなと思

うんですよ。その辺の仕組みの見直しというのはやっ

ぱり、７年までやってからという発想なの。その辺、

 内部で議論ありますか、お願いします。

○金城睦也産業政策課長　要件の緩和等につきまし

ては、本事業の活用件数とか、活用企業からの意見

などを参考に、また、他県でも実施しているところ

もありますので、その辺を参考に検討していきたい

 と思います。

　また、次年度以降につきましては、今やっている

所得向上応援企業の認証企業への補助率引上げのイ

ンセンティブというのがあるんですけど、これを他

の認証制度にも対象を拡大して、制度導入企業の裾

野を広げていきたいなというふうに考えております。 

○大城憲幸委員　ぜひ、年々充実していくように、

 予算もどんどん確保できるように要望をします。

　次、お願いします。254ページの国際航空物流と、

 その次の国際物流ハブ。

　沖縄の製造業を育てながら、これを海外向けに売

り出していこうというようなことで、これも平成24年

頃から両事業を始めているんですけれども、この両

事業にこれまでどれぐらい事業費を費やしてきたか。

通告したと思うけれども、それぞれのこれまでの事

 業費をお願いできますか。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えします。 

　まず、国際航空物流機能強化推進事業でございま

す。これは前身の事業であります全国特産品流通拠

点化推進事業を含めて、平成25年度から実施してお

ります。令和４年度までの決算額の合計で約23億

 3000万円でございます。

　もう一つの沖縄国際物流ハブ活用推進事業は平成

24年度から実施しております。令和４年度までの決

 算額の合計で約46億2000万円でございます。

 　以上です。

○大城憲幸委員　沖縄の製造業を育てるためには、

やっぱり海外に目を向けてマーケットを大きくして

というのは、そのとおりでいいと思います。このた

めにと言っていいのか、新たな課もつくって、この

事業を育ててきたわけですけれども、このコロナで

少し止まった、リセットしてしまった部分もあるん

ですけれどもね。これから計画としてはまだ続くわ

けですけれども、これの予算の使い方を見直す時期

に来ているんじゃないかなと思うんですよ。アピー

ルしたりするのはいいけれども、様々なコンテナの

確保とか、いろんなものに補助を出す、それが非常

に莫大なものですから、今もう合計すると70億円ぐ

らい入れているし、もっと言えば国も相当ハード事

業にも何十億、100億単位で入れていると思うんです

よね。その辺について、この事業の今後っていうの

 は今どう考えていますか。お願いします。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えいたします。 

　まず、御指摘のとおり、国際物流拠点の形成に向

けてということで、県内の輸出関連事業者の海外展

開、販路開拓等への支援、これがハブ活用推進事業

 でございます。

　そして、那覇空港、那覇港の物流機能の強化、こ

れが国際航空物流機能強化推進事業。あと、海運に

関する支援の事業等もございます。ここは、これま

でも県内事業者の商流面、あとは物流面からの海外

展開の支援ということで実施してきました。その都

度、市場環境の変化でありますとか、事業者のニー

ズも踏まえた形で、総務部との調整もありますけれ

ども、その事業の内容であるとか、特にハブ事業の

支援メニューの見直しということも実施して、効果

的な事業の推進に努めているところでございます。

コロナで国際線がストップしてしまったと。令和４年

から徐々に復便しつつあると。県のほうも、国際物

流ハブの新モデルということで発表させていただき

ました。徐々に復便してきて、沖縄から運べる路線

というのも増えてきています。今後、その新モデル

 をしっかりつくっていくと。

　少し、最近の動きとして、ヤマトさんが貨物専用

機を東京と沖縄、沖縄と北九州を結ぶ路線というも

のも４月からの予定で運行するという動きもござい

 ます。

　国のほうでも、輸出に関わる事業者１万社を支援

していくという取組もありますので、そこら辺、Ｊ

ＥＴＲＯでありますとか中小機構といったような関

係機関とも連携しながら、県内事業者の海外展開の

支援というのは強力に後押ししてまいりたいと考え

 ております。

○大城憲幸委員　ちなみに確認ですけれども、アジ

アハブの成果で、令和３年から５億円増えたとある

けれども、これ、分母というか、全体でどれぐらい
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 あるの。幾らが５億円増えて幾らになったの。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　沖縄からの食料品

と飲料関係の輸出額の推移を少しお話しをさせてい

ただきます。平成20年が６億5000万円であったもの

が、平成22年が約14億円、平成28年が21億円、平成30年

が32億円、令和４年が43億円まで伸びてきておりま

す。令和３年が38億円でした。それが、１年間で５億

円伸びているということでございます。それは、こ

のハブ事業で、県内の事業者の活動に対して支援を

行ったということが寄与しているものと考えており

 ます。

○大城憲幸委員　これだけ本当に輸出が増えている

 ということは喜ばしいこと。

　ただ一方で、じゃ、本当に沖縄の農林水産業、畜

産業が元気になっているか、あるいは製造業が元気

になっているかというと、あんまりそう見えないわ

けさ。あるように、両方で70億のお金をかけて、国

も入れると数百億のお金をかけてアジアハブを育て

るということでやっているけれども、ちょっと私は

見直す時期に来ているんじゃないかなというふうに

思っています。今ちょっと答えは持ち合わせていな

いので、また内部で議論していただきたいというこ

 とを指摘しておきます。

　ある意味、関連しますけれども、次ですけれども

ね、261ページの、ものづくり生産性向上支援事業。

これとか、その次の、製造業県内発注促進事業。私

は、どちらかというと、こういうものをもう一回見

直ししたほうがいいんじゃないかなと思っているん

ですよ。やっぱり一括交付金も含めて、国の流れも

含めて、海外にとかというと非常にそういう事業も

取りやすいし、華やかだから、ああいうアジアハブ

みたいなものが目立つんですけれども、さっきも言っ

たように、１次産業、２次産業というのは今非常に

 厳しいっていうふうに感じています。

　特にこの製造業なんかについては、もうこれから

水も上がる、電気も上がる中で、どんどん輸送費も

上がって、原材料がどんどん上がる。そんな中で県

外、海外から、スケールメリットを生かしたような

安いものがどんどん入ってくるという中ですから、

まさに、さっきも指摘があったけれども、これはも

う２年間の支援だけですよではなくて、こういう支

援内容とか期間というのを、もう一回見直す時期に

来ていると思うんですよ。その辺について現時点で

 どんな考えを持っていますか、お願いします。

○座喜味肇ものづくり振興課長　少し、ものづくり

振興のこれまでの政策についてお話ししますけれど

も、まず、県内製造業の振興に当たって、前計画の

下では、付加価値の高い製品開発ですとか、基盤技

術の高度化といったもので、製造品出荷額は平成24年

の3707億円から、令和２年には4636億円ということ

で929億円、率にして25.1％増加をしております。こ

れは全国のこの間の増加率4.6％に対して約５倍の増

加率であるというところで、製品開発ですとか高度

化といった部分での取組の方向性は、前計画の中で

 も実績はある程度あるのかなと思っています。

　ただ、直近の話ということですので、沖縄公庫の

景況調査、最近のものを見ましたけれども、県内景

況が全体として拡大する傾向にあるという中で、製

造業の業界判断もプラスに推移をしていると。そう

いった中ですけれども、経営上の問題点として、や

はり原材料高の影響が大きいということが、厳しい

 状況として示されています。

　一昨年、我々のほうでも、ものづくり産業の課題

やニーズの確認を行うためのアンケート調査を実施

しました。その中でも、やはり原材料コストの増加

というところが、過去３年間で事業に与えた要因と

いうことで――コロナ禍による経済停滞というとこ

ろもありますけれども、やはり原材料コストの増加

というところが大きいというふうな指摘があります。 

　こういった中、製造業の持続的成長を図るという

ことに関しては、県内で生産可能なものはできる限

り県内で生産、調達をしてと。県内で需要が高い分

野は、そういった製品や安定的な供給体制を構築し

ていくということが重要であるというところで認識

 しております。

　そういった観点から製品開発力ですとか生産性向

上支援事業といったところの取組の中でコスト競争

力の強化を図りますとか、製造業県内発注促進事業

もそうですけれども、企業間連携による受発注の促

進といったところで域内循環、域内自給率を高める

という取組の支援策の強化を図っていきたいという

 ふうに考えているところです。

　今やっている事業の方向性は正しいと認識しなが

ら、お互いの事業がうまく連携していないような部

分があるので、そこをうまく有機的に連携するよう

な仕組みへの見直し、あと、先ほどの調査でいくと、

今回、生産性向上支援事業をやっていますけれども、

10名以上の事業規模の事業者の中でも、技術開発職

員を配置しているのは５割程度というようなアン

ケート調査結果があります。そういったところから

いくと、こういった生産性向上の技術的開発をする

にも、事業者内のマンパワー、知識とかノウハウも
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含めて、そういったところも育てていかないといけ

ないなというところがあって、そういう意味での人

材育成も加味した形で、入り口のものづくりの支援

策というものを少し考えていきたいなということで

今、関係機関と意見交換しながら、ちょっと対応を

 しているというところです。

 　以上です。

○大城憲幸委員　いろいろ議論したかったけど、い

つの間にか時間がなくなりましたので、部長、最後

にしますけれども、今、議論したとおりで、海外に

大きなマーケットを求めるのは上等だし、そして、

それはもうスタートアップも含めて、新たな産業も

これから生み出すという意味では、海外のルートを

 開拓するのも上等。

　ただ、言ったように、やっぱりそれはしっかりと

沖縄の第１次産業、第２次産業が元気になるという

ことが前提じゃないといけないんですよ。そういう

視点で予算を見ると、向こうの70億円、80億円に比

べて、この県産品利用の部分というのは、数千万と

 か１億ぐらいの予算しかないわけですよ。

　これはもう新年度予算の編成に向けては、もう一

回そういう議論もしてほしいなと思いますので、そ

の辺について、県内製造業、１次産業を育てるため

 に部長の決意をお願いします。

○松永享商工労働部長　お答えします。 

　まず、冒頭お話のありました国際物流ハブのとこ

ろと併せましてお話をさせていただきますと、まず、

アジア諸国に隣接するというところで、沖縄県の地

理的優位性を生かすという意味では、やはりアジア

諸国を中心とする海外の需要、特にアジアのマーケッ

トですけれども、それを取り込んでいくという中で、

域内に経済効果が波及するということで、地域経済

の好循環をつくるというところでは、やはり国際物

流拠点を形成する、あるいは沖縄のほうに臨空・臨

港型産業を集積させるということは意義があるもの

だと思っておりまして、その中で、やはり県内企業

の海外展開を促進していく、そして県産品の輸出拡

大を図っていくというところの取組は一つ重要なも

のかなと考えて、国際物流ハブに取り組んでいると

 ころでございます。

　一方で、委員の御指摘にありましたように、もの

づくり産業、製造業をどうするのかというところで

ございますが、やはりその製造業というものは、ほ

かの産業に対する経済的な波及効果というのはとて

も大きいものというふうに考えてございますので、

そこも重要な取組というふうに考えています。そこ

で、県内自給率を上げていくと、域内の経済循環を

高めていくという中で、地域経済を牽引していくと

いうことの意味では、やはり製造業というものも重

要な産業というふうに考えて、併せて取り組んでい

 く必要があるだろうなと考えてございます。

　そういう意味では、物流ハブということだけでは

なくて、県内の製造業に対しましては、付加価値の

高い製品の開発をする支援でありますとか、あるい

は生産性向上、あるいは稼ぐ力の強化に資するよう

な取組を、県としては今後も強くやっていきたいと

いうこと。あと、既存の産業、県内の製造業の技術

力でありますとか、商品開発力というのも増強しな

いといけないというふうに考えてございますので、

そこの取組の中では、製造業の高度化を図っていく

というような取組もやっていきながら、それをまた

海外のほうに展開していくというのを合わせながら、

バランスのいい取組につなげていきたいというふう

 に考えております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　言いたいのは、予算つけてよとい

 う話。しっかり見えるように、予算で。

○大浜一郎委員長　大城憲幸委員の質疑は終わりま

 した。

 　金城勉委員。

○金城勉委員　じゃ、しんがり、簡潔に質問をさせ

 ていただきます。

　まず、240ページのＩＣＴビジネス高度化支援事業

に絡めて、この中にも書いてあるように、情報通信

産業の稼ぐ力の強化、あるいはまた高付加価値ビジ

 ネスの開発などをうたっております。

　以前、県として、このＩＴ企業の誘致にかなり力

を入れてきましたけれども、当初のイメージとして

は、県内においてそういうＩＴ関連産業というのは、

非常に低賃金で非正規雇用が多いという指摘があっ

 たんですけれども、最近はどうですか。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　委員おっ

しゃるとおり、当初の頃は、確かにどちらかという

と労働集約型のＩＴ企業というところが多くありま

した。それで低賃金というお話がありましたが、最

近、ソフトウエア開発とかいうところへ転換してき

ておりますので、その当時に比べると、大分よくなっ

 ているというふうに認識しております。

○金城勉委員　そういう意味では、高度化支援事業

というのは、そのコンテンツの開発であるとか、そ

ういう様々なシステム開発であるとか、そういう視

点から見ると、その業界における待遇というのはアッ
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 プしているというふうに現状認識していいですか。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　先ほどソ

フトウエアの開発というお話をしたんですけど、ソ

フトウエア開発の集積を目指したときには、受託開

発型ということで、二次請けというところがメイン

になっていました。そうするとやっぱり、賃金を上

げづらいといった課題がありましたので、一次請け

とか、要は元請ですね。そういったところに転換を

図っていければ、より高いところを目指していける

 というふうに考えております。

○金城勉委員　当初の企業誘致の分野では、コール

センターあたりが非常に多く進出があって、そこは

おっしゃるように、労働集約型で低賃金、非正規と

いうふうな環境にあったんですけれども、今はコー

ルセンターなどのそういうところは変わっています

 か、変わっていないんですか。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　しっかり

調査したわけではないんですけど、コールセンター

でも、カスタマーセンターとか、そういった少し付

加価値の高い分野も出てきていますので、少しは変

 わっているというふうに考えております。

○金城勉委員　ここはぜひ、いろいろ調査をしてい

ただいて、現状を把握した上で対応をお願いしたい

んですけども、今政府も総理を先頭にして賃上げの

流れをつくっていこうということで、全国的なそう

 いう動きを強めているんだよね。

　以前は、沖縄は平均的な賃金が低いから、都市地

区から来ても、ここの賃金に合わせて、県外は高い

けど沖縄は低く抑えることができると、コストダウ

ンができるというふうな変なイメージがあって、そ

ういうことがうわさされていて、実際にそういう声

も聞いたんですけども、そうであってはいけないん

 だよね。

　だからそういうときには、具体的な業界の状況と

いうものを情報収集をした上で、場合によっては、

県のほうからその賃金アップの要請をすると――今

政府がやっているように、業界に対してのそういう

待遇改善の要請をするというようなことも検討して

 いいんではないかと思うんですが、いかがですか。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　しっかり

調査した上で、必要があれば検討していきたいとい

 うふうに考えております。

○金城勉委員　よろしくお願いします。 

 　次に、247ページの奨学金返還支援事業。

　これは多くの委員が取り上げているんですけれど

も、まず一つは、事業期間が令和７年度までという

ふうに表示されているんですけど、これは当然継続

 する事業として受け止めていいんですね。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　基本的にこの事業は令和４年度からスタートした

んですが、予算要求に当たっては、４年間の事業期

間というところで区切って、その後についてはこの

事業の成果、ニーズに応じて、また展開していくと

 いうことになります。

○金城勉委員　スタートさせた事業、これほど非常

に人気のあるというか、喜ばれている事業ですから、

こういうものが４年間で終わってしまうというよう

なことがあってはいけません。ぜひ、また新たなそ

ういう財政の裏づけを取って、継続をしていただき

 たいと思います。

　それで、この事業を採用するに当たっての対象企

 業というのは何か枠がありますか。

○金城睦也産業政策課長　対象企業としましては、

 県内の中小企業、全ての業種ということです。

○金城勉委員　ということは、例えば、医療業界で

あるとか、保育や介護等々の福祉分野も対象になる

 というふうに理解していいですか。

○金城睦也産業政策課長　先ほど、県内中小企業を

対象とするという答弁をさせていただいたんですけ

ど、中小企業法の中で、業種ごとに要件がございま

して、全ての業種が対象となるということではない

 ようです。

 　以上です。

○金城勉委員　ですから、今、私が具体的に申し上

げた医療業界であるとか、保育、介護等の分野はど

 うですか。

○金城睦也産業政策課長　これらの業種が対象とな

るように、今保健医療部と子ども生活福祉部と調整

 しているという状況にございます。

○金城勉委員　この分野も人手不足、人材不足の大

きな課題を抱えておりますので、ぜひそこも対象に

入れて、そこに働く人たちも意欲的に働けるような

バックアップをするためにも、ぜひ、枠を広げてい

 ただきたいと、これは要望しておきます。

　次に、270ページの県内企業の稼ぐ力ですけれども、

その育成について、その事業内容の説明をお願いし

 ます。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　本事業は県内企業の稼ぐ力を強化するため、集合

型研修により、企業の人材育成計画の策定を支援す

るとともに、人材育成計画に沿って実施される企業

研修に要する経費を補助する内容となっております。 
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　令和４年度は、企業の経営課題の解決に向けた研

修や、人材育成計画策定のための集合型研修を11回

実施しまして、延べ204人が受講したところでありま

す。また、人材育成計画の実践支援に対する補助に

つきましては、５社の企業研修を支援し、研修の参

加者は延べ237人となっております。今年度は、12月

末までに集合型研修を６回実施しておりまして、延

べ112人が参加して、研修費用の補助支援につきまし

ては８社が活用して、自社の人材育成に取り組んで

 いるところでございます。

 　以上です。

○金城勉委員　県内企業はほぼ99％が中小零細の小

規模事業所というのが実態なんですけれども、そう

いう環境の中で、沖縄県内の企業の生産性というも

のは、なかなか厳しいという指摘がされているんで

すけれども、沖縄の県内企業の生産性の低さという

 ものの要因はどのように認識していますか。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　県内の生産性の低い理由としまして、まず本土か

ら遠隔にある地理的不利性等により、製造業等の生

産部門の割合が低く、企業活動における原材料等の

調達を県外に頼らざるを得ないコスト構造となり、

収益確保が容易でないというところと、あと本県に

おきましては、第３次産業のウエートが高く、小売、

飲食サービスなど、労働集約型の産業構造となって

おり、生産性の向上が図りにくいというところがご

 ざいます。

 　以上です。

○金城勉委員　そういう地理的な環境ということも

あるんでしょうけれども、県民性という意味では、

どういうふうに分析していますか。そういうことは

 生産性と関連づけては考えていませんか。

○金城睦也産業政策課長　商工労働部におきまして

は、この県民性と生産性向上の関係等はちょっと分

 析等をしておりません。

○金城勉委員　私の問題意識は、沖縄県の場合、な

ぜ中小、小規模事業所が多いかというと、一定のビ

ジネスをやって経験を積むと独立する傾向が強いん

ですね。それが分散化して、小規模のものがもう幾

つも同じような業種ができてきて、お互いに食い合っ

ていく。こういうものが目につくんですよ。だから、

そういうところは私は県民性なのかなというふうに

捉えているんですけれども。だから、やっぱり生産

性を上げるためには、集約していく、機能的にビジ

ネスを展開していくということが必要なわけで、小

規模で、核分裂みたいにいろんな業種でいろんな会

社ができてくると、その分、やっぱりエネルギーが

割かれてしまうという捉え方をしているんですけれ

 ども、いかがですか。

○小渡悟中小企業支援課長　県内の中小企業におい

ては、2016年の経済センサスの中の数字になるんで

すけど、全国と比較して、１事業所当たりの従業員

数という調べがありまして、沖縄県が8.6人、全国で

は10.6人。やはり規模としても全国と比較して小さ

い状況がございます。また開業率自体も2021年の中

小企業白書の中での数字になるんですけど、沖縄県

としては7.1％、全国では4.4％。おっしゃるように、

起業するという人たちも多いものですから、我々も

基本計画の中で、全国の１事業者当たりの従業員数

の規模まで近づけていく必要があるだろうというこ

とで取組を行っていて、この生産性を上げるために

も、デジタル化もそうなんですけど、一定程度の規

模の企業を育てていくというのは重要だというふう

 に考えています。

 　以上です。

○金城勉委員　ですから、そういう意味では、やっ

ぱりこのビジネス、この業界に携わる人たちの意識

改革ということも、皆さんのほうでしかるべきとこ

ろと連携しながら啓発していく必要があるというふ

うに、これは非常に大きな要素じゃないかなという

 ふうに認識しております。

 　後は、もういいか。部長も疲れているみたい。

 　以上で終わります。

○大浜一郎委員長　それでは金城勉委員の質疑は終

 わりました。

　以上で、商工労働部関係決算事項に対する質疑を

 終結いたします。

 　説明員の皆さん大変御苦労さまでございました。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　以上で本日の日程は全て終了いたしました。

　次回は明１月12日金曜日、午前10時から委員会を

 開きます。

 　委員の皆さん、大変御苦労さまでございました。

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ５ 年 第 ４ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

       閉 会 中 継 続 審 査 

開会の日時、場所 

 　年月日　　令和６年１月11日 (木曜日) 

 　開　会　　午前10時４分

 　散　会　　午後４時29分

 　場　所　　第４委員会室

本日の委員会に付した事件 

   １　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県一般会計決算

       第４回議会 の認定について（子ども生活福

        認定第１号 祉部及び教育委員会所管分）

   ２　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県母子父子寡婦

       第４回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

       認定第６号 ついて

出席委員 

 　委 員 長　末　松　文　信

 　副委員長　石　原　朝　子

 　委　　員　小　渡　良太郎　　新　垣　淑　豊

 　　　　　　照　屋　大　河　　比　嘉　京　子

 　　　　　　喜友名　智　子　　仲宗根　　　悟

 　　　　　　瀬　長　美佐雄　　玉　城　ノブ子

欠席委員 

 　委　　員　上　原　　　章

　　　　　※決算議案の審査等に関する基本的事項 

　　　　　　４（６）に基づき、監査委員である上

　　　　　　原章委員は調査に加わらない。  

説明した者の職・氏名 

 　子 ど も 生 活 福 祉 部 長　　宮　平　道　子

   　福 祉 政 策 課 長　　大　石　優　子

   　保 護 ・ 援 護 課 長　　金　村　禎　和

     高 齢 者 福 祉 介 護 課 長　　安　里　克　也

   　青少年・子ども家庭課長　　井　上　満　男

   　子 ど も 未 来 政 策 課 長　　寺　本　美　幸

   　子 育 て 支 援 課 長　　下　地　　　努

   　障 害 福 祉 課 長　　普天間　みはる

   　女性力・平和推進課長　　島　津　典　子

   教 育 長　　半　嶺　　　満

 　　総 務 課 長　　諸　見　友　重

 　　　総務課教育企画室長　　東　　　哲　宏

     　教 育 支 援 課 長　　大　城　勇　人

     　学 校 人 事 課 長　　池　原　勝　利

 　　　働き方改革推進課長　　上江洲　　　寿

     　県 立 学 校 教 育 課 長　　崎　間　恒　哉

     　義 務 教 育 課 長　　宮　城　　　肇

 　　　保 健 体 育 課 長　　金　城　正　樹

     　生 涯 学 習 振 興 課 長　　米　須　薫　子

     　文 化 財 課 長    瑞慶覧　勝　利

 3ii4

○末松文信委員長　ただいまから、文教厚生委員会

 を開会いたします。

  本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

 育長の出席を求めております。

  「本委員会の所管事務に係る決算事項の調査につ

いて」に係る令和５年第４回議会認定第１号及び同

認定第６号の決算２件の調査を一括して議題といた

 します。

  まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

 福祉部関係決算事項の概要説明を求めます。

○宮平道子子ども生活福祉部長　おはようございま

 す。よろしくお願いいたします。

  では、子ども生活福祉部の令和４年度一般会計及

び特別会計の決算の概要について御説明いたします。 

  ただいま、御手元のタブレットに表示をしており

ます子ども生活福祉部歳入歳出決算説明資料を御覧

 ください。

  それでは、画面に表示されております、１ページ

 を御覧ください。

   歳入決算について御説明いたします。

  令和４年度の子ども生活福祉部の歳入決算は、一

般会計と特別会計を合わせますと、予算現額の計（Ａ

欄）です。339億5817万760円に対し、調定額（Ｂ欄）

は、319億395万7558円、そのうち収入済額（Ｃ欄）

は314億9569万1275円、不納欠損額（Ｄ欄）は3884万

6752円、収入未済額（Ｅ欄）は３億6941万5531円、

 収入比率は98.7％となっております。

   失礼しました。

  調定額のところを、数字の読み間違いがあったよ

 うです。再度説明をさせていただきます。

文教厚生委員会記録（第１号） 
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  調定額（Ｂ欄）は319億395万3558円でございます。 

   次に、歳出決算について御説明いたします。

   ２ページを御覧ください。

  子ども生活福祉部の歳出決算は、一般会計と特別

会計を合わせますと、予算現額の計（Ａ欄）です。

1161億4690万7000円に対し、支出済額（Ｂ欄）は1096億

5581万6610円、翌年度繰越額（Ｃ欄）は24億7068万

円、不用額は40億2041万390円、執行率は94.4％となっ

 ております。

  次に、一般会計の歳入決算について御説明いたし

 ます。

   ３ページをお開きください。

  子ども生活福祉部の一般会計の歳入は款で申し上

げますと、３ページの上から３行目の（款）分担金

及び負担金から５ページの下から４行目（款）県債

 までの８つの款から成っております。

   それでは３ページを御覧ください。

  子ども生活福祉部の一般会計の歳入決算は、予算

現額の計（Ａ欄）です。337億5383万8760円に対し、

調定額（Ｂ欄）は、315億8660万6324円、そのうち収

入済額（Ｃ欄）は312億6479万6441円、不納欠損額（Ｄ

欄）は3756万140円、収入未済額（Ｅ欄）は２億8424万

 9743円、収入比率が99.0％となっております。

  収入未済額（Ｅ欄）のうち、主なものを御説明い

 たします。

  同じく３ページ、上から３行目の（款）分担金及

び負担金の収入未済額（Ｅ欄）5709万6847円は、主

に児童福祉施設負担金に係るもので、施設入所児童

及び扶養義務者等の生活困窮、または転居先不明な

どにより徴収困難なため、収入未済となっているも

 のでございます。

   ５ページを御覧ください。

  上から９行目の（款）諸収入の収入未済額（Ｅ欄）

２億2602万4658円は、主に（項）雑入の生活保護費

返還金に係るもので、債務者の生活困窮等により徴

 収困難なため、収入未済となっております。

  次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

 ます。

   ６ページを御覧ください。

  子ども生活福祉部の一般会計の歳出は、款で申し

上げますと、（款）総務費及び（款）民生費、７ペー

 ジの（款）商工費が３つの款から成っております。

   ６ページを御覧ください。

  一番上の子ども生活福祉部計ですが、予算現額の

計（Ａ欄）は1159億4257万5000円に対し、支出済額

（Ｂ欄）は1095億428万108円、翌年度繰越額（Ｃ欄）

は24億7068万円、不用額は39億6761万4892円、執行

 率は94.4％となっております。

  Ｃ欄の翌年度繰越額は、新型コロナウイルス感染

症対策事業（高齢者福祉）や障害児者福祉施設等整

 備事業費など13事業に係る繰越額であります。

  繰越した主な理由は、関係機関との調整の遅れや

 計画変更等によるものであります。

  次に、一番右端の不用額について御説明いたしま

 す。

  まず、上から３行目の（款）総務費の不用額5008万

9001円は、男女共同参画センター維持修繕事業にお

ける修繕計画の見直し等による執行残等によるもの

 であります。

  次に、（款）民生費の不用額39億1331万5787円につ

 いて、その主なものを御説明いたします。

  （項）社会福祉費の不用額15億3644万7081円は、

（目）老人福祉費及び（目）社会福祉施設費におい

て、物価高騰対策に係る支援事業について、実績が

見込みを大きく下回ったこと等によるものでありま

 す。

   ７ページを御覧ください。

  （項）児童福祉費の不用額20億5436万5491円は、

（目）児童福祉総務費において、地域子ども・子育

て支援事業や保育対策総合支援事業等において、市

町村実績が見込みを下回ったことなどによるもので

 あります。

  ７ページの下から４行目、（款）商工費の不用額

421万104円は、（目）計量検定費の職員費、計量検定

所において、人事異動と人事異動に伴う給与及び職

 員手当の減等によるものであります。

  次に、母子父子寡婦福祉資金特別会計について御

 説明いたします。

   ８ページを御覧ください。

  子ども生活福祉部の特別会計の歳入決算は、予算

現額の計（Ａ欄）ですが、２億433万2000円に対し、

調定額（Ｂ欄）は３億1734万7234円、そのうち収入

済額（Ｃ欄）は２億3089万4834円、不納欠損額（Ｄ

欄）は128万6612円、収入未済額（Ｅ欄）は8516万

 5788円、収入比率は72.8％となっております。

  収入未済額の8516万5788円は、主に借受人が生活

困窮等の経済的事情により償還計画どおりに元金及

び利子の償還ができないことによるものであります。 

   ９ページを御覧ください。

  当該特別会計の歳出の不用額5279万5498円は、貸

付け見込みよりも、貸付け実績が下回ったことによ

 るものであります。



－210－

  以上で、子ども生活福祉部の令和４年度一般会計

及び特別会計歳入歳出決算概要の説明を終わります。 

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長　それでは、子ども生活福祉部長

 の説明は終わりました。

  次に、教育長から教育委員会関係決算事項の概要

 説明を求めます。

○半嶺満教育長　それでは、教育委員会所管の令和

４年度歳入歳出決算について、その概要を説明いた

 します。

  ただいま、御手元のタブレットに表示しておりま

す令和４年度歳入歳出決算説明資料を御覧ください。 

  初めに、歳入決算状況について御説明いたします。 

  令和４年度の一般会計歳入決算は、予算現額の計

492億1619万 5400円に対し、調定額は444億2137万

2672円、収入済額は443億9864万1069円、不納欠損額

は12万6000円、収入未済額は2260万5603円となって

 おります。

  調定額に対する収入済額の割合である収入比率は、

 99.9％となっております。

  以下、款別に、収入済額、収入未済額の主なもの

 について御説明いたします。

  （款）使用料及び手数料の収入済額は、47億4803万

5303円で、その主なものは、全日制高等学校授業料

 であります。

   ２ページをお開きください。

  （款）国庫支出金の収入済額は、355億9570万5737円

で、その主なものは、義務教育給与費、公立高等学

校就学支援金、沖縄振興公共投資交付金及び沖縄振

 興特別推進交付金であります。

  （款）財産収入の収入済額は、３億443万２円で、

その主なものは、土地貸付料、土地売払代、実習生

 産物売払代であります。

   ３ページをお開きください。

  （款）諸収入の収入済額は、５億947万27円で、そ

の主なものは、文化財調査受託金、雑入（災害共済

 給付金）であります。

  収入未済額は、2260万5603円で、その主なものは、

発注工事の談合認定に係る違約金及び延納利息であ

 ります。

  不納欠損額は、12万6000円で、沖縄県高等学校定

時制課程及び通信制課程修学奨励金の返還金に係る

 時効の援用によるものであります。

  （款）県債の収入済額は、32億4100万円で、その

主なものは、県立学校の施設整備に係るものであり

 ます。

   以上が歳入決算状況であります。

  続きまして、歳出決算状況について御説明いたし

 ます。

   ４ページを御覧ください。

  教育委員会の合計は、（款）教育費と（款）災害復

 旧費の合計となります。

   それでは（款）教育費から御説明いたします。

  （款）教育費の決算は、予算現額の計1734億7966万

3013円に対し、支出済額は1663億516万2533円、翌年

度繰越額は45億2475万5328円、不用額は26億4974万

 5152円となっております。

  予算現額に対する支出済額の割合である執行率は、

 95.9％であります。

  次に、翌年度繰越額の主なものについて項別に御

 説明いたします。

  （項）教育総務費の翌年度繰越額、６億8650万6000円

の主なものは、（目）教育振興費の公立学校改築に係

る市町村補助事業によるもので、市町村において工

法・工期の見直し等の計画変更の内容について、関

係者との調整に不測の日数を要したことなどから、

 やむを得ず繰り越したものであります。

   ５ページを御覧ください。

  （項）高等学校費の翌年度繰越額、20億2161万7095円

の主なものは、（目）学校建設費の宜野湾高校校舎改

築工事において、埋蔵物確認に係る磁気探査が必要

となったため、工期の見直しを行った結果、年度内

の執行が困難となったことにより、やむを得ず繰り

 越したものであります。

  （項）特別支援学校費の翌年度繰越額、３億3706万

7400円の主なものは、（目）特別支援学校費の八重山

特別支援学校空調更新工事が、年度内における履行

が困難なことから、翌年度に繰り越したものであり

 ます。

  （項）社会教育費の翌年度繰越額、14億4778万4833円

の主なものは、（目）青少年教育施設費の玉城青少年

の家改築事業において、支持基盤が想定より深部に

あることが発覚し、工事に不測の日数を要したため、

年度内での事業完了が困難となったことにより、や

 むを得ず繰り越したものであります。

   ６ページを御覧ください。

  （項）保健体育費の翌年度繰越額、3178万円の主

なものは、（目）保健体育総務費の学校安全体制整備

事業において、市町村が行う送迎用バスの安全装置

等の改修等について、年度内での執行が困難となっ

たことにより、やむを得ず繰り越したものでありま

 す。
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  次に、不用額の主なものについて、項別に御説明

 いたします。

   ４ページにお戻りください。

  （項）教育総務費の不用額、５億2085万211円の主

なものは、（目）事務局費の職員給与費の執行残及び

（目）教育振興費の県立高等学校端末購入補助事業

において端末購入者が当初見込みを下回ったものな

 どであります。

  （項）小学校費の不用額、５億5016万4035円の主

 なものは、教職員給与費の執行残であります。

  （項）中学校費の不用額、２億5772万6941円の主

なものは、同じく、教職員給与費の執行残でありま

 す。

   ５ページを御覧ください。

  （項）高等学校費の不用額、７億1752万6291円の

主なものは、（目）高等学校総務費の教職員給与費の

執行残及び高等学校施設改装・改修事業費において、

県立高等学校施設のブロック塀改修工事における入

 札及び執行残によるものであります。

  （項）特別支援学校費の不用額、４億2127万370円

 の主なものは、教職員給与費の執行残であります。

  （項）社会教育費の不用額、6098万677円の主なも

のは、（目）文化財保護費の受託事業費における会計

 年度任用職員に係る経費の執行残であります。

   ６ページを御覧ください。

  （項）保健体育費の不用額１億2122万6627円の主

なものは、（目）保健体育総務費の学校保健事業費に

おいて、学校管理下で、児童生徒が災害・事故等に

遭った場合に支払う給付金について、給付実績が当

初見込みを下回ったことなどによるものであります。 

   以上が（款）教育費の決算状況でございます。

  次に、（款）災害復旧費について御説明いたします。 

  （款）災害復旧費の決算は、予算現額の計6378万

1000円に対し、支出済額は０円、不用額は6378万

 1000円となっております。

  不用額は、幸いにも学校施設において災害と認定

 される事例がなかったことによるものであります。

  以上が教育委員会所管の令和４年度歳入歳出決算

 の概要でございます。

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長　教育長の説明は終わりました。 

  これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことといたしますので、十分御留意願います。 

  総括質疑を締結しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、明１月12日、本委員会

の質疑終了後に改めてその理由の説明を求めること

 にいたします。

  また、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰にどのような項目を聞き

たいのか、確認しますので、簡潔に説明するようお

 願いいたします。

  その後、決算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の調整を行った上で、決算

 特別委員会に報告することといたします。

  なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

 特別委員会に準じて譲渡しないことにいたします。

  質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いよう簡潔にお願いいたします。

  また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ述べた上で、該当するペー

ジを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたし

 ます。

  それでは、これより直ちに子ども生活福祉部及び

 教育委員会関係決算事項に対する質疑を行います。

   小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員　おはようございます。 

  決算審査と併せて、今の沖縄県の現状の確認とい

 うところも含めて質疑をさせていただきます。

  まず、子ども生活福祉部、主要施策のページに従っ

てやっていきたいと思うんですが、83ページの生活

 保護関連の事業についてですね。

  県内の現況、あと、前年度比較ですね、ちょうど

コロナの最終年度ということになっていると思うん

ですが、現況と前年度比較、あと、理由までですね、

 増減があると思いますので教えてください。

○金村禎和保護・援護課長　お答えいたします。 

  令和４年度の状況を申し上げますと、被保護世帯

数が３万1573世帯、それから、被保護人員数が３万

 9177人となっております。

  対前年度比では、被保護世帯数が２％の増、それ

 から、被保護人員数が１％の増となっております。

  理由としましては、被保護世帯数が平成５年度以

降、それから、被保護人員数が平成６年度以降、増

加傾向で推移してきている状況にございますが、理

由としては、高齢化の進行による高齢者世帯の増加

が主な要因ではないかというふうに考えております。 

   以上です。

○小渡良太郎委員　83ページ、84ページに生活困窮

者の自立支援という事業もあるんですけれども、今
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答弁いただいた高齢化により生活困難者が増えてい

るという説明があったので、自立支援事業とは少し

違う理由があるのかなというところも理解できまし

 たので、次に行きます。

  92ページから94ページにかかる部分で、待機児童

について、以前沖縄県、待機児童ゼロ、令和３年度

末までかな、ゼロにしますという形でやっていたん

ですけれども、ちょっとかなわなかったということ

 がありました。

  令和４年度に持ち越しているんですけれども、同

じく現況と、解消までどれくらいを見積もっている

のかという部分と、あと、待機児童対策の効果に関

 してですね、教えてください。

○下地努子育て支援課長　お答えいたします。 

  令和５年４月１日時点の待機児童数は411人で、前

年の439人から28人の減となっており、減少は８年連

 続となっております。

  待機児童の年齢別で見ますと、ゼロ歳児が18人、

１歳児が246人、２歳児が90人、３歳児が45人、４歳

 児以上が12人となっております。

  続きまして、待機児童の解消にどれぐらいの期間

が今後考えられるかにつきましては、待機児童の解

消を図るためには保育士の確保が重要であると考え

ており、新規保育士を確保するため、この事業のほ

か、保育士の定着を図るため、現場のニーズを踏ま

えた保育補助者の配置など、業務負担の軽減や働き

やすい環境を整備する事業の実施により、保育士の

仕事や職場の魅力を高め、人材の確保につなげる環

 境づくりに取り組んでおります。

  県としましては、こうした取組を一層推進すると

ともに、早期の待機児童の解消に努めてまいります。 

  続きまして、待機児童対策の効果につきましては、

県では待機児童の解消の取組として、保育士の確保

 に重点を置いて進めているところです。

  保育士の確保につきましては、国、県、市町村、

それぞれに事業があることから、県の事業効果を指

標として示すことは難しいところでありますけれど、

保育従事者数は、実数としまして、令和３年度の１万

2758人、令和４年度は１万3614人、令和５年度は１万

4258人と着実に増加しており、一つの効果ではない

 かと考えております。

○小渡良太郎委員　92ページの保育提供体制強化事

業に関して、執行率が70％とそんなに高くないんで

 すが、理由がもし分かっていれば教えてください。

○下地努子育て支援課長　92ページの不用理由につ

きましては、保育所等において障害児保育支援員等

を確保できなかったことや雇用期間が短くなったこ

とにより、補助所要額が減となったことによります。 

  続きまして、94ページの保育対策総合支援事業に

つきましては、市町村からの要望により、対象施設

は当初から増加したところでありますけれど、保育

支援者や補助者、保育士、看護師等の配置期間が見

込みを下回ったことにより、実績が減になったこと

 により、不用が生じております。

○小渡良太郎委員　今答弁いただいたんですけれど

も、それに向けてどのように対策を講じればよかっ

たか、事業総括ではないんですけれども、課題点は

見えてきていると思いますので、その対策というの

は次年度以降どのように考えているのかを教えてく

 ださい。

○下地努子育て支援課長　不用額の圧縮に向けた取

組としましては、市町村への要望調査を次年度予算

編成と併せて行い、年度末にかけて複数回行うこと

で確実な数字を押さえていきたいと考えております。 

　障害児保育等につきましては、市町村のニーズが

高いところでありますけれど、なかなかその人員の

確保が難しいということがありますので、その確保

に向けた取組について市町村を支援してまいりたい

 と考えております。

○小渡良太郎委員　成り手をしっかりつくっていく

というところも非常に重要なのでしっかり反映させ

てやっていただきたいのと、あと、総体的な部分で

ゼロ歳児から２歳児の待機児童の全体に占める割合

が非常に高いというのは、これ最近の沖縄――全国

的にもそうなんですけれども、傾向にあるかなと思っ

ているんですが、今、主要施策に掲げている部分に

ついては、あまり目立ったのは書かれていないんで

すけれども、待機児童を減らすためには、ゼロから

２歳児の受皿を充実させていくというところが肝要

なのかなと思っているんですが、それについてもコ

 メントをいただければと思います。

○下地努子育て支援課長　やはりゼロ、１、２歳児

の受入れということにつきましても、保育士の確保

が重要であること、施設においてそういう受入れ枠

を確保する必要があるということがありますので、

市町村に対して丁寧な利用調整を行うよう助言して

 まいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員　これは新規じゃなくて、既存保

育所の拡充という部分でもやっていく必要があると

 思います。

  もちろんやっていると思うんですけれども、ゼロ

から２歳児の受皿が足りないというのはもうずっと
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続いて、非常に、ある意味喫緊の課題でもあるのか

なというふうに捉えていますので、令和４年の決算

を今後の施策にしっかり反映して、ゼロから２歳児

の受皿の充実という部分をしっかりやっていただく

 よう要望して、次に行きます。

  110ページ、111ページ、ヤングケアラーに関して、

令和４年度に実態調査等を行われていたと記憶して

いるんですが、この調査の詳細、あと、見えてきた

課題とか、課題の解決方法とかというところ、少し

 詳細に教えてください。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

  県ではヤングケアラーの実態を把握するために、

令和４年度に小学５年生から高校３年生までの児童

生徒を対象としたアンケート調査を実施いたしまし

 た。

  その結果、ヤングケアラーと思われる子供が全体

の5.5％、数でいきますと約7450人余りがヤングケア

ラーと思われる子供ということが分かりまして、そ

の中でも、日常生活に何らかの支障が出て支援が急

がれる子供が1.8％、約2450人いることが分かりまし

 た。

  一方で、自身をヤングケアラーに当てはまるかと

いうような、そういった質問に対する回答が950人余

りということで、非常にかけ離れた結果が出ており

まして、このことは自分の状況が客観視できない場

合がある、そういったことが想定されるという、そ

 ういう課題が現れております。

  そのため、いかにこういった子供たちに気づいて

あげれるか、そういった視点が重要ですので、これ

は福祉だけではなく、医療、介護、それから、教育、

そういった関係機関のさらなる連携強化が今後ます

ます重要な課題となってくるというふうに考えてお

 ります。

  その対策としまして、令和４年度から学校や関係

機関の皆さんを集めましてヤングケアラー発見の着

眼点、それから、発見後のつなぎをどのようにして

いくか、そういったところを理解促進していくため

の研修を、今年度もですが、継続して開催している

 ところです。

  それから、令和４年度でいきますと、困難を抱え

る家庭を訪問し必要な支援につなぐための寄り添い

支援、これは111ページですかね、次のページにあり

ますが、そういったことも実施しているところでご

 ざいます。

  あと、令和５年度に関しては青少年・子ども家庭

課内にヤングケアラー・コーディネーターを１名配

置しまして、学校や市町村からの相談に対応してい

 る。

  そのほか、昨年10月からはＳＮＳを活用した相談

窓口を設置し、あと、当事者同士が悩みや経験を共

有し合えるようなそういったサロンの場を提供する、

 そういったこともやっているところでございます。

  今後もこういった対策をきめ細かく展開していく

ことで適切な支援につなげていきたいというふうに

 考えております。

   以上です。

○小渡良太郎委員　このヤングケアラーの問題は、

以前から私ども自民党でも取り上げているんですけ

れども、児童については学校側の目線だと不登校と

いうふうな形で出るわけですし、ケアが必要な状況

の親がいる、親よりもっと年が上の方がいて、所得

もなかなか稼げない状況にあると。貧困に陥ってい

く、また連鎖のようにつながっていくというところ

もあって、しっかりとした支援――できるだけ100％

に近い数のまず発見、どういった状況にあるのか、

どういう手だてが必要なのかという前にどれだけい

るのか、この110ページの課題の部分にも書かれてい

ますけど、回答協力を得られなかった児童生徒が約

６割いるとありますが、必要だったら追加で調査も

しながら、まず、実態をより現実に近い形で把握を

していくというところも引き続き継続をしていって

 いただきたいなと要望します。

  子ども生活福祉部、最後になるんですけど、102ペー

ジにちょっと戻って、放課後児童クラブについて、

以前から委員会でもちょいちょい取り上げているん

ですが、最近待機学童という言葉がよく聞かれます。

この放課後児童クラブ、なかなか入れずに待ってい

るという児童が多いというのをよく聞くんですが、

待機している児童の数を把握されているかどうか、

把握していたらその数と、待機学童の解消に向けた

取組とかというのもやられているんだったら、教え

 ていただきたいなと思います。

○下地努子育て支援課長　放課後児童クラブの待機

児童につきましては、令和５年５月１日時点におけ

 る数としまして1076人となっております。

  利用ニーズの高まりにより令和４年度の665人と比

較して、411人の増加となっております。その解消に

向けてなんですけど、令和５年５月１日時点の県内

における放課後児童クラブ数は605か所となっており

まして、第２期黄金っ子応援プランで掲げる５年度

のクラブ整備目標値であります581か所を上回ってい

るものの、利用ニーズの高まりにより受皿の確保が
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 追いついていない状況となっております。

  県としましては、放課後児童クラブ支援強化事業

での新設の整備促進や教育委員会と連携して、学校

の空き教室を活用したクラブの拡充に取り組むなど、

クラブの整備促進と併せて、県において放課後児童

クラブ支援員認定資格研修を実施し、不足する放課

後児童クラブ支援員の確保を図ることとしておりま

 す。

○小渡良太郎委員　ありがとうございます。 

  保育所が必要な世帯は、子供が小学生に上がった

ら、やはり放課後児童クラブを必要とすると、スラ

イドするのは容易に想定できるのかなと思うんです

が、放課後児童クラブの答弁を聞いていると、以前

の保育所の待機児童の解消のときに議論されたよう

な内容の答弁が出てきているのかなという気がしま

 す。

  保育所を増やして需要を満たしていくという形で

やっているのと同じように児童クラブについても、

必要なのは大体概算でも出てくると思いますから、

そこをもう少し強化をして増やしていってですね、

登録できない、じゃ次に何すればいいか分からない、

どこに行けばいいか分からないという児童が増えて

くると、いろんな悪影響が想定されるというのもあ

りますので、ぜひここもですね、執行率65％ですの

で、執行率を上げることも含めて強化をしていただ

きたいなと。令和６年以降も、待機学童が、せめて

待機児童だとゼロから２歳という特徴が分かってい

るんですけれども、学童の場合には、まだ1000名を

超えているというところもありますので、しっかり

とした体制づくりをお願いしたいと、これを要望し

 て、次、教育委員会に移ります。

  委員会でもいろいろ議論された部分について先に

質問したいと思うんですけれども、不登校とかいじ

め、パワハラの問題、いろいろと令和４年度も議論

をされたと思います。それぞれにおいての実態、あ

と、近年の比較、あと、いろいろな事業をやったと

思うんですけれども、その事業の効果の３点を、不

 登校、いじめ、パワハラについて教えてください。

○宮城肇義務教育課長　それでは、今の質問に対し

 てお答えいたします。

  令和４年度問題行動等調査によると、国公私立小

・中・高等学校・特別支援学校のいじめの認知件数

は１万4139件、小・中・高校の不登校児童生徒数は

6853人となっており、令和３年度と比較して増加し

 ており、喫緊の課題と認識しております。

  教育委員会では、昨年度より学校内の空き教室を

利用して、不登校児童生徒等への学習支援を行う校

内自立支援室事業を12市町村、36校で実施しており、

409人の児童生徒を支援し、登校復帰につながるなど

 の効果が出ております。

  課題としましては、モデル事業として実施してお

り、この支援員の関わり方について共有・理解が図

 られていなかったことも挙がっております。

  不登校児童生徒が増加傾向にあることから、今後

は本事業の実施市町村及び学校数の拡充に取り組ん

 でまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員　不登校については6853人と、コ

ロナの影響でも増えたという話もある中で、多い数

 字なのかなというふうに感じます。

  不登校の問題に関しては、学習ニーズの多様化と

か、いろんな形で、既存の学校の制度というのは時

代遅れなものがあるんじゃないかみたいな話をする

現場まで出ている状況ではあると思うんですけれど

も、私はそう思いたくなくてですね、しっかりと学

校教育の中で学んでいくというところが重要ですし、

そこから、もしこぼれる、というのはちょっと適切

な言葉じゃないかもしれないんですけれども、ちゃ

んと手を差し伸べてやっていくというところも重要

になってくると思います。ですから、増加しないよ

うな、せめて不登校が毎年増えているんですという

形で聞くのではなく、もうちょっと頑張っていただ

きたいなというのが正直なところですので、ぜひな

くしていくというのが最終の目標であるとしても、

不登校の理由が様々ありますから、一人一人に合っ

たというのは難しい部分があるとは重々承知はして

いるんですけれども、ぜひ充実させることをお願い

 したい。

  いじめ、パワハラに関しては、部活動等のパワハ

ラに関わる事件があって、それについてもいろいろ

第三者委員会を立ち上げたりとかというのがあって、

本委員会でも議論されたと思うんですが、そのこと

に関する令和４年度の取組というのはどのようなも

のがあったのかということを改めて教えてください。 

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

  県教育委員会では適切な部活動の在り方の推進や

暴力・暴言・ハラスメントの根絶について、実効性

のある取組を推進するため、部活動等の在り方に関

する方針を策定しました。それを策定する上で、県

と有識者等を含めた検討委員会を設置して、そこで

の議論の中で、大人だけの考えではなく部活動の主

人公である子供たちの声を聞き、大人がそれを受け

てまた動くことも必要ではないかという意見等も
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あって、それを具現化するため、高校生による部活

 生メッセージというものを策定いたしました。

  昨年度、７校22名の高校生の検討委員が応募して、

それで５回程度でいろいろ会議を重ねて、実際にそ

のメッセージを策定したところでございます。また、

その周知を１年前に各学校等に行いまして、そして、

今年度の５月下旬になりますが県の高校総体の総合

開会式で、実行委員の生徒等がこのメッセージを読

み上げて発表したとか、そのような取組をしており

 ます。

   以上です。

○小渡良太郎委員　今、答弁いただいた高校生を募

集しての聞き取り調査という部分は、今現在日本全

国あちこちで、部活動におけるパワハラとか、ちょっ

とした暴力って言っていいのか、そういったのが問

題になって、今浮き彫りになってきている中で、先

進的な取組として取り上げた記事をどこかで読んだ

 記憶があります。

  当事者は子供たちですから、生の声を聞くという

のは非常に重要なことだと考えていますし、こういっ

た取組をいろんな部分でもっと波及させていけば、

逆に我々大人がさんざん議論してもなかなか気づけ

ない部分に、子供たちの率直な意見が加わることで、

施策のいい展開につながっていくということもある

のかなというのを、この聞き取り調査のいろんな活

動の中で感じるもんですから、ぜひこのやり方をい

ま一度しっかり研究をしていただいて、ほかの部分

の課題解決についても役立てていけるのがあるんで

あれば、ぜひ高校生の、実際の現場にいる子供たち

から聞き取りをするという行動を広げていただきた

いと、これも最後、要望して、時間ですので、私の

 質疑は終わります。

○末松文信委員長　それでは、小渡委員の質疑は終

 わりました。

   新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員　よろしくお願いします。 

  生活福祉部のほうで69ページ。32軍司令部壕につ

いてなんですが、当初予算6000万円から１億4000万

円と増額をされておりまして、この理由と、今後の

 ですね、事業方針についてお伺いします。

○島津典子女性力・平和推進課長　お答えいたしま

 す。

  令和４年度の９月補正予算において、第32軍司令

部壕の第５坑口周辺土地を取得するための土地購入

費や取得後の安全対策工事に要する経費等として、

 8156万1000円を増額しました。

  それにより最終予算額は１億4306万8000円となっ

 ております。

  現状と今後のスケジュール等でございますけれど

も、令和４年度末の有識者委員会からの提言を踏ま

え、令和５年７月に県の基本方針を策定したところ

です。現在、未発掘区間を対象としたボーリング調

査や首里地域住民などを対象とした壕周辺のフィー

ルドワークの開催、また、周知啓発パンフレットの

 策定などに取り組んでいるところです。

  今後は、基本方針に基づき、具体的な施策等を盛

り込んだ基本計画を策定することとしておりまして、

計画策定に当たっては、有識者委員会を設置する予

 定としております。

○新垣淑豊委員　ありがとうございます。 

  今後いろいろ進めていくということですけれども、

実際に保存公開というのは、どれくらい期間を要す

 るのか分かれば教えてください。

○島津典子女性力・平和推進課長　基本方針の中で

は、やはり第１坑口及び第５坑口の保存公開に向け

た取組を優先的に進めながら、詳細調査の結果を踏

まえ、安全性を確保しつつ、段階的な壕の保存公開

 に向けて取り組むとしております。

  まずは、令和７年度において第５坑口、そして、

令和８年において第１坑口の公開を目指して取組を

 進めることとしております。

○新垣淑豊委員　ありがとうございます。 

  ぜひこういうのもうまく活用して、平和学習など

に使っていただきたいなと思っておりますので、順

 調に進めていただければと思います。

  それでは、82ページの障害福祉の関係ですけれど

も、こちらの予算額が当初８億円から５億4000万円

程度に減額補正されていますけれども、この理由を

 お願いいたします。

○普天間みはる障害福祉課長　お答えします。 

  当初の見込みより障害福祉事業所からの補助金の

申請数が少なかったことにより、令和５年２月議会

 にて２億2410万7000円を減額補正しております。

  障害福祉事業所が、補助金を受けるためには国の

定めた要件を満たす必要があることから、当初予定

していた事業所の交付申請がなかったため、減額補

 正しております。

○新垣淑豊委員　今、国が定めたということがあり

ましたけれども、実際に事業所が申請をしなかった

ということについて、何かしら理由があるのでしょ

 うか。

○普天間みはる障害福祉課長　補助金を申請するに
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は取得要件というのがございまして、従来の処遇改

善加算、１から３番まであるんですけれど、そういっ

たものを取得している事業所だとか、あと、令和４年

２月から実際に賃金を上げるという事業所、あとは

補助額の３分の２以上を福祉・介護職員のベース

アップに充てるという給与改定、就業規則改定等を

 しているというのが要件になります。

○新垣淑豊委員　その要件は分かったんですけれど

も、その要件に届かなかった、たどり着かなかった、

そういった事業所が多かったということでよろしい

 でしょうか。

○普天間みはる障害福祉課長　そうですね。 

  大体６割程度の事業所さんにおいて、従来の加算

を取得しているのが６割程度で、残り４割程度は従

来の加算を取得しておりませんので、そういったこ

とから事業所さんが申請をしないということになり

 ます。申請がなかったということです。

○新垣淑豊委員　ということは、事業所さんで働く

職員の方々の賃金の上昇には、今回なかなかつなげ

 られなかったという認識でよろしいですか。

○普天間みはる障害福祉課長　交付申請していただ

いている事業所さんは大半おります。執行率はこの

補助金について92％を執行しておりますので、補助

を申請した事業所さんについては、賃金のベースアッ

プは行われていると思われますが、やはりその要件

というのはございます。国の補助金ですので、しっ

かりそういったものを申請できるように従来の加算

とか、日頃からベースアップについて努力する、就

業規則等を見直し、事業所でしっかり賃金アップ、

ベースアップに向けて努力することは必要になって

 くるかと思います。

   以上です。

○新垣淑豊委員　ちなみに、今回申請できなかった

事業所さんに対して、障害福祉課のほうから何かし

らサポートというか、そういったものというのはな

 されているんでしょうか。

○普天間みはる障害福祉課長　個別個別というのは

やっぱり不可能ですけれど、当方のほうのホームペー

ジ等でそういった周知や、処遇改善、従来の加算の

取得に向けた促しだとか、集団指導等で、そういっ

た利点というのもあるのでしっかり取得するように

 という周知啓発はやっております。

○新垣淑豊委員　分かりました。ありがとうござい

 ます。

　同じく120ページなんですけれども、これは高齢者

 のほうになるんでしょうかね。

  こっちはもう当初の12億から７億円に減額補正さ

れていますけれども、これも先ほどの障害福祉の理

由と同様であるということでよろしいかお伺いしま

 す。

○安里克也高齢者福祉介護課長　介護職員処遇改善

事業補助金についてでありますが、当初の予算とし

ては対象サービスごとに常勤換算した介護職員数を

基に算出したところでありますが、実際の交付に当

たりましては、月の総報酬にサービスごとの交付率

を乗じて算出されることになりましたので、当初予

算との乖離が出たというところで実績が下回ったも

 のであります。

○新垣淑豊委員　じゃこの予算を立てるときの条件

と、決算の条件というのが変わったということでよ

 ろしいんですか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　所要額を算出する

ときの積算方法と、実際に交付する際の算出方法が

 少し変わったというようなところであります。

○新垣淑豊委員　ごめんなさい、今のお話だと計画

を立てたときの算出方法が決算とちょっと違ってい

たというんですけれども、これは要は国の方針によ

る変更なのか、それとも何か別の理由があるのかと

 いうのを教えてください。

○安里克也高齢者福祉介護課長　先ほど申し上げま

したとおり、当初、所要額の見積りに当たりまして

は、常勤換算ということで最大値の額を求めたとい

 う形になっております。

  算定方法につきましては、委員から今確認がござ

いましたが、国の算定方法を基に積算しております。 

   以上であります。

○新垣淑豊委員　分かりました。 

  適切に処理されているのであれば、特段問題ない

 かと思います。

   それでは、116ページをお願いします。

  離島医療なんですけれども、最近、離島の首長さ

んたちと話したときに介護保険料、これが均一化さ

れるというお話がありました。ただやっぱり介護サー

ビスがなかなか離島地域では受けられないというよ

うな現実もあるのですが、先日、ちょっとお話しを

した首長さんから、例えば小規模離島に対しての地

域密着型の特養、これが飛び地で設置できるかどう

かということについて、私何度かお尋ねしています

けれども、その後何か調査をされたのか、確認され

たのかというのがもし分かれば教えていただきたい

 です。

○安里克也高齢者福祉介護課長　地域密着型特別養
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護老人ホームについては、その指定権者が所在地の

 市町村長になっております。

  介護保険法上、施設が区域外にある場合には、施

設の所在する市町村の同意が必要となっております。

これにつきましては、以前からお答えさせていただ

 いているとおりであります。

  現在、令和６年度から開始されます第９期介護保

険事業計画の策定に取り組んでいるところでありま

すが、この施設整備の量を見込むに当たりまして、

離島町村などで構成されます沖縄県介護保険広域連

合とも意見交換を行っております。その中では、本

島周辺離島の町村から今お話のありました特別養護

老人ホームの整備に関する要望は上がっていないと

 いうことでありました。

   以上であります。

○新垣淑豊委員　多分そういった想定がされていな

いので、正式に上がってくるわけじゃないんですけ

れども、やはりニーズとしては絶対あるんですね。

なので、ぜひ離島の首長さんたちとも直接ですね、

意見のやり取りをしていただいたらいいのかなと

 思っています。

  実際に厚労省の担当とかは、ほかの離島でもそう

ですけど、そこで人材を確保することができないの

で、大規模なところ、ある程度人が確保できるとこ

ろに持っていきたいというようなお話を聞いており

ます。それが必要だということを、面白いんじゃな

いかということで意見のやり取りがあったというこ

とも聞いておりますので、ぜひそこは首長さんとや

り取り、あとは実際の厚労省の担当者のほうですね、

やり取りを少し始めていただけたらありがたいなと

 思います。

 　続きまして、421ページですね。

  複式学級なんですけれども、今、沖縄県の複式学

級の現状というのはどのようになっているんでしょ

 うか。

○池原勝利学校人事課長　お答えします。 

  令和４年度の県内小中学校における複式学級の状

況でございますが、小学校が47校88学級、中学校が

 13校13学級となっております。

○新垣淑豊委員　最近、ちょっと意見交換した方が

いて、イエナプラン教育というものがあるというお

 話を聞いております。

  これ一人一人を尊重しながら自立と共生を学ぶ

オープンモデルの教育でありますということで、複

式学級の子たちがそれぞれが教え合ったりとか、自

分の学力によっていろいろな学び直しをしたりとか、

逆に進んだりとかですね、こういったことができる

というようなお話も聞いているんですけれども、こ

ういった教育方法について、今沖縄県での何かしら

研究とかというのはなされているのか、この取組に

ついてどのように認識して評価しているのかという

 のが、もしあれば教えてください。

○宮城肇義務教育課長　委員の質問に対してお答え

 します。

  現在イエナプラン教育、これについては深く研究

はしておりませんけど、すごく注視はしております。 

  国内でも、まだ３校ということで事例が少ないの

で、これからまた注視していかないといけない部分

 なのかなと思っております。

  複式学級の話もありましたけど、今また、それを

充実させております。沖縄県でもそれも加味しなが

ら、ちょっと注視していけたらいいのかなと思って

 おります。

  今後、時代を踏まえながら、子供たちの可能性を

引き出す個別最適な学び、あるいは協働的な学びに

加えて、このようなイエナプラン教育を含めた様々

な教育方法の情報収集にこれからも取り組んでいき

 たいと考えております。

○新垣淑豊委員　もちろん、これがベストというわ

けではないかもしれませんけれども、おっしゃるよ

うに、今いろいろな教育スタイルがあるということ

でしたので、ぜひまたここも、いろいろと意見交換

 をさせていただければなと思っております。

  では続きまして、422ページのキャリア教育ですけ

れども、この就職に対しての効果で、令和４年の結

果というものを、令和５年、現年ですね。それとま

た、来年度に対してどのように反映させていくかと

 いうことについてお聞かせください。

○崎間恒哉県立学校教育課長　このキャリア・ビル

ドアップ事業についてですが、これは、これまでキャ

リア教育と、進学指導と、就職指導、これをそれぞ

れの事業で取り組んでいたものを、目的はいずれも

進路決定率の向上ということで、一つにまとめて、

統合して取り組む、令和４年度から新たに新規事業

 として取り組んだ事業になります。

  その取組の成果としましては、数字の上では県立

高校の進路決定率が89.7％と0.5ポイント向上した形

 になります。

  令和元年度と比較しますと、88.2％から89.7％に

 向上したということになります。

  それらの成果、課題から令和５年度は各細事業で

一、二年生に重点を移した取組、これを充実させて



－218－

 いきたいというふうに考えています。

  課題としましては、進路決定率が徐々に向上して

きていますけれども、どうしても高校生の取組がま

だ鈍いという状況がありますので、早い段階から自

分の進路について考えてもらいたいということで、

一、二年生にシフトした事業をこのビルドアップの

 ほうで行っていきたいと考えております。

  令和６年度につきましても同様に、一、二年生に

シフトした取組を検討していきたいと考えていると

 ころです。

○新垣淑豊委員　ありがとうございます。 

  キャリア・ビルドアップは新規でということです

けれども、これまでにも、例えば職業教育とか、そ

ういったものを含めてなさっていると思うんですが、

例えばキャリア教育というものを導入した際に、導

入した後、例えば卒業生に対しての就職後、３年後

の定着とか、こういったものの調査は教育委員会と

 してされているのかというのを教えてください。

○崎間恒哉県立学校教育課長　定着率については、

卒業後３年以内の離職率という形で統計が取られて

おりまして、平成29年度の卒業生は、離職率は

50.6％、平成30年度卒の離職率が49.3％、令和元年

度が48.5％というふうに下降傾向、改善している状

 況にあります。

○新垣淑豊委員　ありがとうございます。 

  それでもやっぱり半分ぐらいは３年後に離職し

ちゃうんだなというふうに感じますけれども、今働

き方というのが大きく変わってきていて、副業が当

たり前になってきたりとか、ダブルワーク、あと、

仕事以外のところですね、社会的活動とかをする方

も増えてきているんですけれども、例えばこういっ

た職業教育をする際には、教員の先生方にもこうい

う働き方の変化ということの学びというのが必要だ

と思うんですけれども、こういう点はどのような取

組をされているのかということを教えていただけま

 せんか。

○崎間恒哉県立学校教育課長　近年、産業構造の急

激な変化があります。多様な働き方に関する理解を

深める必要、教職員のほうには確かにあります。そ

れにつきましては、就職指導担当者向けの研修、そ

れから、キャリア教育推進事業における各校での校

 内研修、これに取り組んでいます。

  校内研修につきましては、産業構造の変化と社会

人に求められるスキルということで、講師を学校の

ほうに派遣して校内研修を実施するなどの取組をし

 ているところです。

○新垣淑豊委員　ありがとうございます。 

  実は私の娘、卒業して進学も就職もしない、フリー

ターをするということになったんですけれども、そ

れもいいのかなと思ってですね。本当にそういう生

き方、いろんな生き方があるよというのもぜひ子供

たちにお話ししていただけたらいいのかなと思って

 おります。

　429ページと431ページなんですけど、外国青年招

致事業と国際性に富む人材育成事業なんですが、例

えばウェブとかを活用して、ネイティブとの英会話

教育とかというのも少し広がってきているんじゃな

いかと言われておりますけれども、今どういった状

 況になっているのかというのを教えてください。

○崎間恒哉県立学校教育課長　県立学校教育課のほ

うでは、ウェブを通しての留学等の事業というのは

実施しておりませんけれども、昨年度、令和４年度

からアジア高校生オンライン国際交流事業、これを

実施しております。対象となる生徒は私立を含む県

内全ての高校生、そして国立高専、沖縄工業高等専

門学校の３年生までで、希望する生徒に対して、ア

ジアの高校生と協働的な学びに取り組むオンライン

プログラム、これを提供しているところであります。 

○新垣淑豊委員　県内でもいろいろウェブを使った

英会話教育というのを提供している企業も出てきて

いますので、例えばそれをすることで、英会話とい

うものについての危機感がなくなると、避けること

がなくなるということなので、もし可能であれば、

そういったものもうまく活用していただけたらなと

 いうふうに思っております。

  あと、県内の市町村の一部では、海外や県内の留

学ですね、例えば外国人家庭とか、こういったとこ

ろに留学する際の支援をされているところがあると

いうふうに聞いていますけれども、これは今どうい

 う状況になっているんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　それでは、お答えいたしま

 す。

  市町村教育委員会では、独自で外国人との交流等

を提供する企業のプログラムを採用して、授業の中

で交流に取り組んだり、希望者を募って短期留学や

まちなか留学を実施したりしている市町村教育委員

 会があるということを承知しております。

○新垣淑豊委員　ここもですね、やっぱり市町村に

よってちょっと差があるということも聞いておりま

すけれども、例えばこういったものについて県教委

としてはどのような評価をして、今後どのような関

わり方をしていくのかという方針があれば教えてく
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 ださい。

○宮城肇義務教育課長　交流や留学などに限らず、

市町村教育委員会の様々な創意工夫により、国際社

会に対応する、対応できるコミュニケーションを図

る資質・能力、この育成が図られていることという

 のは重々承知しております。

  県教育委員会としましては、教員の資質向上のた

めの研修等を通して、引き続き市町村教育委員会を

 支援していきたいというところです。

○新垣淑豊委員　ありがとうございました。 

  ぜひ、海外というものはしっかりやっていただき

 たいなと思っていまして。

  今回、この447ページの「琉球・沖縄の知と心」国

際発信事業というところですけど、私もブラジル、

アルゼンチンに行ったときに、ブラジルで実際にこ

の事業をやっている様子を見ました。とても盛況で、

非常にいい事業だなと思ったので、この件について、

内容と、令和５年、６年の事業に向けてどのように

 生かしていくのかということを教えてください。

○米須薫子生涯学習振興課長　お答えいたします。 

  「琉球・沖縄の知と心」国際発信事業では、主に

県内外の移民関係資料の収集ですとか、移民ルーツ

調査、あと郷土資料関連の講演会や企画展示などを

 行っております。

  令和４年度につきましては、県内外関連の資料の

収集を、ブラジル、カンポ・グランデ市などで実施

し、琉球王国時代の家譜である新参密姓家譜など

 531点を収集いたしました。

  移民ルーツ調査については、第７回世界のウチナー

ンチュ大会でのルーツ調査のブースを設置したり、

あと、多言語での広報等を行ったことにより調査依

頼件数は大きく増加し、513件の実績がありました。

また、移民に関連する展示を３回、講演会を２回行

いました。それも成果指標である目標を大きく上回

 り、盛況でございました。

  令和５年度につきましては、メール、来館による

ルーツ調査に加え、先ほど委員からもありましたと

おり、ブラジル沖縄県人会や、カンポ・グランデ沖

縄県人会と協働し、８月に現地の沖縄フェスティバ

 ル等でルーツ調査を行いました。

  資料収集についても、ブラジル、サンパウロ市等

において、沖縄県系のコミュニティー新聞、ウチナー

プレス等を収集し、現在、資料整理や保存登録作業

 を行っているところでございます。

  また、講演会については、マウイ島のラハイナ復

 興支援オンライン講演会なども開催いたしました。

  展示については、年度末に新収蔵資料展などを行

 う予定でございます。

  令和６年度以降の取組についても、現在予算要求

の段階でございますが、今後とも海外県人会等との

連携を図り、効果的な資料収集、ルーツ調査等に関

する協力体制の整備に取り組んでまいります。また、

企画展示、講演会を継続的に行い、他言語等と組み

合わせることにより、琉球・沖縄の文化・歴史の発

 信力を強化してまいりたいと思います。

○新垣淑豊委員　ちなみに、ルーツ調査はどれぐら

 いあったんでしょうか。

○米須薫子生涯学習振興課長　令和４年度は513件あ

りました。令和３年度が61件でしたので、大幅に増

 えております。

○新垣淑豊委員　ありがとうございました。 

   以上です。

○末松文信委員長　新垣淑豊委員の質疑は終わりま

 した。

   次に、石原朝子委員。

○石原朝子委員　では、よろしくお願いいたします。 

   子ども生活福祉部のほうからお願いいたします。

  令和４年度沖縄振興特別推進交付金の活用事業の

総数と総予算額、そして執行額、不用額、執行率、

そしてまた、それを踏まえて令和５年度の総事業数

と予算総額、執行状況と令和６年度の事業数、予算

 確保見込みを伺います。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

  令和４年度沖縄振興特別推進交付金の事業数です

けれども、現年度分で16事業、前年度からの繰越し

 分で１事業となっております。

  予算額につきましては21億5443万7000円、執行額

 は17億7261万2000円となっております。

  また、不用額につきましては、３億1702万5000円

となっておりまして、執行率は82.3％となっており

 ます。

  続きまして、令和５年度の事業数につきましては、

現年度分として16事業、また、前年度からの繰越し

分として１事業を行っておりまして、予算総額は23億

 5364万5000円となっております。

  執行状況につきましては、令和５年11月末現在と

なりますけれども、18億1248万1000円となっており

 まして、執行率は77.0％となっております。

  また、６年度の予算につきましては、現在関係部

 局と調整を今行っているところでございます。

   以上でございます。

○石原朝子委員　なぜそういう質疑をしたかといい
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ますと、やはりこの推進交付金の予算確保が今難し

 い状況になっております。

  県としましても、しっかりと事業計画を立てて予

算執行に努めていただきたいと思います。この執行

率が令和４年度62.3％というのは、主にどういった

 理由でその数字になったのでしょうか。

○大石優子福祉政策課長　令和４年度の執行率につ

きましては82.3％となっておりまして、対前年度で

 1.8％の減となっております。

○石原朝子委員　82.3％、欲を言えば90％を超えて

いただきたいなと思っております。５年度はぜひと

も、もっと高い執行率を上げていただきたいと思い

ます。今の現状では77％のようですけれども、ぜひ

 とも。

  主要施策の中で交付金事業は16事業のうち４事業

ほど、実績と効果と課題を掲げておりました。子育

て総合支援事業、ひとり親家庭、離島地域における

介護サービス、国際家庭相談ネットワーク構築事業

などありますけれども、交付金の中でステップハウ

ス運営事業というのがあったかと思います。その事

業の実績と効果と課題についてお聞かせいただきた

 いと思います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　ステップハウ

ス運営事業ですが、ＤＶ被害者等が女性相談所の一

時保護所を、保護を受けて退所する際に、地域で安

定した自立した生活が送ることができるように、心

のケアや自立に向けた準備等を行う中間施設、中間

の機関というところで、民間アパートを活用いたし

まして、そういった次の段階に行くという意味合い

でステップハウスという形で設置していまして、自

 立に向けた支援を実施しているところです。

  実績、効果としましては、計画では５世帯を支援

していこうとしていたところだったんですけれども、

２世帯に対して、社会に適応するまでの間、支援員

が定期的に訪問をして継続的な心のケア、自立に向

 けた支援を実施したところです。

  課題としましては、先ほど申し上げたとおり、計

画に対して２世帯ということで不用も生じておりま

す。そのため、ＤＶ被害者の個々の状況に応じた利

用をしっかりと検討するとともに、周知もしっかり

図っていかないといけないかなというふうに考えて

 いるところです。

   以上です。

○石原朝子委員　あとのこの件も入れて、主要施策

の中に含まれている、あとの４件の事業、課題とか

様々書かれておりましたけれども、令和５年度にお

いて課題の解決が図られて、うまくいっているので

 しょうか。効果は上がっていますか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　今ステップハ

ウス運営事業をお答えしましたので、当該事業にお

きまして、課題の周知をしっかりと図っていくとか

というようなところを先ほど答弁させていただきま

 した。

  それを踏まえ、令和５年度におきましては、女性

相談所のほうで一時保護を行っていくわけなんです

けれども、一時保護を行う際の支援会議におきまし

て、しっかりとＤＶ被害者などに対しましてステッ

プハウスの利用もできるということを周知する、そ

れから、個別の状況に応じて、しっかりと活用して

いただくというような形で取り組んでいるところで

ございます。今のところ令和５年度に関しましては、

１世帯増えまして３世帯の支援を行っているという

 ところでございます。

○石原朝子委員　ありがとうございます。 

  では、新型コロナウイルス感染症対応の件で、生

活福祉資金貸付事業があったと思いますけれども、

それの実績として、貸付け総額、そして償還額と効

 果、課題等をお聞かせ願いたいと思います。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

  令和２年３月25日から令和４年９月30日までを申

請期間として開始した生活福祉資金特例貸付けの実

績につきましては、貸付け件数として15万136件、貸

付金額として約597億1761万円の貸付けを行っており

 ます。

  その中で、令和４年度末時点の償還対象になりま

すけれども、償還対象件数としましては５万7011件

で、償還対象額としては約10億7411万円のうちに、

償還済額、償還された額としましては約４億7521万

 円、償還率は43.4％となっております。

  この貸付金の効果ですけれども、コロナ特例貸付

けの効果としましては、突然の減収や失業等により

まして、一時的に生活困窮に陥った世帯に対して、

所得制限がなく、簡略化された申請で迅速な貸付け

につなげたということで、応急的な支援ではありま

すけれども、多くの役割を果たしたのではないかな

と考えておりますが、課題としましては、償還免除

になった世帯もございます。また、免除要件に非該

当でありますけれども、引き続き不安定な生活状況

にあることで、生活が困窮している世帯に対する継

続的な支援が必要であると考えております。そのた

め、社会福祉協議会や、自立相談支援機関等の関係

機関と連携して、個々の状況に合わせて、今後もき
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め細かい支援体制の推進に取り組んでいきたいと考

 えております。

   以上です。

○石原朝子委員　償還に関しましては、しっかりと

対象者に応じて、免除の方は免除していただいて、

返していただける方には、計画的な償還計画を立て

て返していただけるようにしていただきたいなと

 思っております。

  ちなみに、もう一度、償還額が幾らで、償還の対

象者数、対象、償還しなければならない人数と、免

 除された人数。

○大石優子福祉政策課長　令和４年度末時点の償還

対象の金額ですけれども、約10億7411万円のうちに

償還をされた金額は約４億7521万円、償還率として

 は43.4％となっております。

　償還免除につきましては、住民税非課税世帯等を

対象として免除制度がございますが、令和５年１月

末時点の償還対象の10万2145件、約352億846万2000円

のうち、償還免除が決定したのは、令和５年11月末

時点でありますけれども、約５万8708件、金額にし

まして220億2333万8000円、約45.8％が償還免除の対

 象となっております。

○石原朝子委員　続きまして、新型コロナウイルス

感染症生活困窮者自立支援金支給事業というのが

あったかと思いますけれども、それの実績と効果、

 課題等があればお知らせ願いたいと思います。

○金村禎和保護・援護課長　お答えいたします。 

  当該支援金でございますが、緊急小口資金等の特

例貸付けを終了した世帯等に対して、月最大10万円

を３か月間、再支給の場合ですと６か月間、最長６か

 月間支給するものとなっております。

  実績を申し上げますと、令和３年７月から支給を

開始しまして、令和５年３月末時点で、県が所管す

る町村分でございますが、支給を受けた件数が

1959件、支給済額が約４億2276万円となっておりま

す。当該支援金の支給により、生活困窮世帯の生活

 再建に一定程度つながったものと考えております。

   以上です。

○石原朝子委員　分かりました。ありがとうござい

 ます。

   次に進みますね。

  令和４年度の２月補正予算で、こどもの安心・安

全対策支援事業というのがあったかと思いますけれ

ども、他府県で送迎の際にお子さんが亡くなったこ

とでの送迎バスの事業があったかと思いますけれど

も、その事業のほうは令和４年度の取組として、繰

越ししたのかどうか分かりませんけれども、その事

業の実績があれば実績と現状報告をお願いしたいと

 思います。

○普天間みはる障害福祉課長　それでは、障害分野

 の事業から回答いたします。

  こどもの安心・安全対策支援事業の実績と効果な

んですけれど、こちらは県内の障害児通所支援事業

所に対して、補助メニュー自体は３つございます。

送迎車両の安全装置の整備、委員がおっしゃったも

のがそちらですね。２つ目に、ＩＣＴを活用した子

供の見守りの導入。３つ目に、登降園管理システム

の導入など、障害児の安全対策を強化する取組を支

援するための補助事業になっております。こちらは

 全額繰越ししております。

  令和５年の10月末時点の状況で、まず、代表的な

送迎バスの安全装置の実績、設置状況なんですけれ

ど、児童発達支援センターとか児童発達支援事業所、

放課後デイサービス等を実施する事業所286施設にお

けるバス544台のうち、420台で整備を完了しており、

そして令和６年３月までには全て完了する予定と

 なっております。

   以上です。

○下地努子育て支援課長　子育て支援課分について

 お答えします。

  送迎用車両の安全装置の整備、ＩＣＴを活用した

見守りシステム及び登降園管理システムの導入など、

子供の安全対策を強化する私立幼稚園及び認可外保

育施設の取組を支援するため、令和４年度の２月補

 正予算に計上したところであります。

  令和４年度中に送迎用バスの安全装置を設置する

施設はなかったこと、適合する製品の品薄等の理由

により、所要額を令和５年度に繰越ししております。 

  令和５年10月31日における安全装置の整備状況は、

対象とする私立幼稚園20施設の41台の全てにおいて

完了しているところです。認可外保育施設は16施設、

32台中23台が完了しておりますが、令和６年３月ま

 でには全て完了する予定となっております。

  続きまして、ＩＣＴを活用した見守りシステムは、

設置を希望した12施設に交付決定済みとなっており

ます。また、登降園管理システムにつきましては、

希望しました15施設に対して全て交付決定済みと

 なっております。

○石原朝子委員　分かりました。 

  執行は100％の予定であるということですね。最後

 までよろしくお願いいたします。

  では次に、児童養護施設の退所者等自立支援金貸
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 付事業実績の効果と課題があれば。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

  本事業は、児童養護施設等を退所した子供たちが

安定した生活基盤を確保する、そういったものに資

するために家賃ですとか、生活費、それから資格取

 得等の貸付けを行う事業となっております。

  主に３つありまして、家賃貸付け、生活費の貸付

け、それから資格取得の貸付けを行っているところ

 でございます。

  実績としましては、令和４年度は３つの貸付けで、

トータルで45名が貸付けを受けておりまして、家賃

が30名、生活費が30名、資格取得費が７名で重複貸

付けも含んでおりますが、そういった実績となって

 おります。

  効果としまして、また、児童養護施設等の退所者

の大学、それから専門学校等への進学率について、

この事業が始まる前の平成27年度が約31％だったと

ころ、直近令和４年度の進学率の実績でいきますと、

約59％ということで、28ポイントぐらいアップして

 いるというところでございます。

  課題ですが、やはり退所後に一部の子供たちにお

いては経済面、それから精神面で悩みを抱えて退学

ですとか、離職をする、そういったこともございま

すので、そのようなことがないようしっかりと自立

していけるように、また別事業ではあるんですけれ

ども、アフターフォローというような形で支援員等

によります生活相談、就労相談、それから退所した

方々の交流の場の提供、そういったところを含めて

 やっているところでございます。

   以上です。

○石原朝子委員　よろしくお願いします。 

  最後になりますけれども、11月の補正で、電力、

ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金事業で

６事業の補正があったと思いますけれども、令和４年

度の11月補正予算、この事業の実績、効果と課題を

 お聞かせ願います。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

  子ども生活福祉部における重点支援地方交付金で

すけれども、介護サービス事業所等物価高騰対策支

援事業ほか５事業を実施しておりまして、実績とし

 ましては５億8153万6000円となっております。

  事業の効果といたしましては、この補助金を活用

することによりまして、事業者の負担軽減や施設運

営の維持に寄与することができたと考えております。 

  課題としましては、令和４年11月補正での計上で

ありましたので、申請期間が短期間となったところ

も、そこは課題として考えているところですが、令

和５年度においては、令和４年度より申請期間を長

くするなどの対応を取っているところでございます。 

   以上です。

○石原朝子委員　５年度のほうでは、申請に当たっ

 て簡素化されているということでいいでしょうか。

○大石優子福祉政策課長　令和４年度の申請期間が

１か月程度ということで、申請期間が短かったとい

うことですので、令和５年度については申請期間を

長めに取って対応しているというところでございま

 す。

○石原朝子委員　分かりました。 

  最後、教育委員会のほうになりますけれども、同

じように令和４年度の沖縄振興特別推進交付金の活

用事業、教育委員会としての事業総数と、総予算額、

執行額、不用額、執行率、そしてまた令和５年度の

事業数、予算総額、執行状況と、令和６年度に向け

 た事業数、予算確保の見込みをお伺いします。

○諸見友重総務課長　お答えいたします。 

  教育委員会における沖縄振興特別推進交付金を活

用した事業については、令和４年度は16事業ござい

ました。予算額は17億8763万8000円、執行額は12億

1690万2000円、不用額は１億776万2000円で、執行率

 は68.1％となっております。

  また、今年度も同じく教育委員会では16事業を実

施しております。予算額は17億5366万9000円。執行

額は11月末時点でありますけれども、12億9264万

 9000円、執行率は73.7％となっております。

  令和６年度につきましては、現在関係各所と調整

 中でございます。

  教育委員会の施策の実施に当たり、必要な予算が

確保できるように、適切に対応してまいりたいと考

 えております。

   以上です。

○石原朝子委員　ちなみに、令和４年度の執行率が

 68.1％になった理由をお聞かせ願えますか。

○諸見友重総務課長　令和３年度が84.2％の執行率

 でしたが、令和４年度は68.1％となっております。

  この理由としましては、コロナに伴う医療非常事

態宣言等がございました。これに伴って、工事の実

施を延期したということで、年度内の執行が困難と

なってやむを得ず繰り越したものなどによるもので

 あります。

   以上です。

○石原朝子委員　それに関連しまして、主要施策の

中で５件ほど事業実績と効果、課題等が上げられて
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おりますけれども、複式学級、キャリア・ビルドアッ

プ事業、就学継続支援員配置事業、バス通学費等支

援事業、校内自立支援室事業、これにつきましては、

令和４年度の事業の課題を踏まえて、令和５年度、

 現在は改善されて取り組まれているのか伺います。

○池原勝利学校人事課長　主要施策のうち、まず、

複式学級教育環境改善事業から御説明しますと、令

和４年度の決算額は2157万9000円で、執行率は81.8％

 となっております。

  当該事業の課題といたしましては、同事業のチー

ムティーチング形式によって学習指導要領に沿った

指導を行うこととしていることから、教員免許保持

者を条件としてございます。そうしますと、離島等

において、そういう有資格者がなかなか見つからな

いというところもございます。これにつきまして、

引き続き市町村と連携しながら、まず、教員免許の

資格者の確保を進めていくとともに、離島における

そういう有資格者ではない方の活用等についても今

 後検討していきたいと考えてございます。

○崎間恒哉県立学校教育課長　キャリア・ビルド

アップ事業につきましては、課題としましては先ほ

ども述べましたけれども、進路決定率の向上、その

ために早い段階での進路活動、キャリア教育の推進、

これが必要だと考えております。それで令和５年度

は、一、二年生を重点に置いた取組を実施したとこ

 ろです。

  具体的には、進路未定者を減少させるために、生

徒向けのキャリア講演会の実施、それから、１年生

に対して進路未定者に対するキャリア形成に係る授

業、個別のキャリアカウンセリング、そういったも

のを行ったところです。学校に対しましては、キャ

リアコーディネーター、キャリアコンサルタントな

どを派遣して、専門的な御助言ができるように取り

組んだところです。それから、就学継続支援員の配

置につきましては、令和４年度は37校、44課程、そ

 れから支援センターへの配置を行ったところです。

  その効果としましては、不登校が懸念される生徒

へ面談等を行いまして、その結果81％の生徒が就学

について改善し、学校における教育相談の充実が図

られたというふうな報告をもらっております。この

ことから不登校傾向や中途退学が懸念される生徒の

就学継続の支援につながったものというふうに捉え

ております。令和５年度も引き続き生徒支援に取り

組んでいるところで、配置校が41校48課程に拡大し

 たところでございます。

○大城勇人教育支援課長　続きまして、バス通学費

等支援事業の主要施策の事業効果等について御説明

 させていただきます。

  本事業、家庭の経済環境にかかわらず、安心して

学業に励むことができる教育環境の整備を図ること

を目的に、低所得世帯の中高生を対象に自宅等から

学校等までのバス、モノレール利用の無料化を行う

 事業となっております。

  国公立においては、令和４年度は4657名を認定し

ており、決算額３億3947万8000円となっております。 

  本事業の効果として、保護者の送迎の負担軽減の

ほか、通学費等を支援することによって、従来の通

学費相当分を学用品の購入や部活動の費用に充てる

など、経済的な負担軽減が図られたと考えておりま

 す。

  今年度は本事業の対象となっていない事業者等へ

参画を打診したところ、２自治体から要望があり、

令和５年９月には中城村の護佐丸バスが、令和６年

２月からは南城市のＮバスが利用できることとなり

ました。今後も家庭の経済環境にかかわらず、子供

たちが安心して学業に励むことができるよう、教育

 環境の整備に取り組んでまいります。

○宮城肇義務教育課長　５番目の校内自立支援室事

 業についてお答えいたします。

  校内自立支援室事業の実績額は、9253万3000円と

 なっております。

  令和４年度は12市町村36校で本事業を実施してお

り、登校復帰につながるなどの成果が出ております。 

  不登校児童生徒は、全国的にそうですけど、本県

でも、増加傾向にあることから、本事業の実施市町

村、学校数の拡充に、これからも取り組んでいきた

 いと思います。

  課題では、支援室を利用する児童生徒の決定方針、

あるいは支援員の関わり方等がありました。令和４年

度からスタートしたということで課題等ありました

けれど、学校訪問での支援と、それを充実させるこ

 とによって、令和５年度は改善されております。

  令和５年度は、12市町村44校のほうで実施、実際

の配置は43名ですけど、１校がまだということで、

なかなか難しいところがありましたけれど、確実に

 拡充しているところです。

○石原朝子委員　ありがとうございます。 

  最後になりますけれども、県立特別支援学校の送

迎用車両の安全装置導入予算、令和４年度の２月補

正でやられたと思いますけれど、それと公立幼・小

・中学校の送迎用車両の安全装置改修支援、この事

業につきましては、現在の進捗状況をお教えいただ
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 きたいと思います。

○大城勇人教育支援課長　まずは、県立特別支援学

校送迎用車両の安全装置の導入の件について御説明

 させていただきます。

  学校保健安全法施行規則の一部改正により、令和

５年４月１日から特別支援学校の送迎用バスに国の

ガイドラインに即した安全装置の装備が義務づけら

 れたところです。

  県教育委員会においては、国の令和４年度の２次

補正予算を活用し、令和５年度に予算を繰り越し、

スクールバスを保有する14校38台全てに、エンジン

停止後、一定時間内にボタンを押さないとブザーが

 鳴る安全装置を取り付けたところです。

  予算額846万に対し、執行済額588万8840円、執行

 率69.6％となっております。

  不用額257万1160円の主な理由は、新型コロナウイ

ルス感染症が５類に移行したことにより、当初計画

47台に対し、感染症バスの運行を見直し、38台にし

 たことによるものです。

  今回の安全装置の導入により、日々行っている安

 全管理の強化につながったと考えております。

○金城正樹保健体育課長　公立幼稚園、小学校、中

学校に関する同じ事業、それについてお答えいたし

 ます。

  これは昨年度の補正予算で、今年度に全て繰り越

したものになりますが、学校安全体制整備事業のう

ち、委員おっしゃる公立幼稚園、小学校、中学校の

送迎用車両の安全装置改修支援予算は890万となって

おります。12月末現在で26台の設置を予定しており

 ます。

   執行予定額は322万9000円となっております。

  その内訳につきましては、公立幼稚園７園に対し

て、11台で190万9000円、小学校４校に対して、12台

で105万6000円、中学校２校に対して、３台で26万

 4000円となっております。

  なお、安全装置が義務づけられた公立幼稚園につ

いては、３月末までには全ての車両に設置される予

定となっております。効果につきましては、先ほど

特別支援学校と同じ事業になっておりますので、省

 略いたします。

   以上です。

○末松文信委員長　休憩いたします。 

   　　午後０時１分休憩

   　　午後１時21分再開

○末松文信委員長　再開いたします。 

   それでは、午前中に引き続き質疑を行います。

   照屋大河委員。

○照屋大河委員　子ども生活福祉部、主要施策の成

 果に関する報告書から、81ページをお願いします。

  パーキングパーミット制度普及推進事業です。制

度の概要、展開の状況、次年度の計画等について伺

 います。

○普天間みはる障害福祉課長　パーキングパーミッ

 ト制度普及推進事業についてお答えいたします。

  当該制度は歩行が困難な障害者、移動の際に配慮

が必要な高齢者、妊産婦等の方に対して、利用証を

交付し、駐車区画の適正利用を図る制度です。令和

５年６月末時点で、利用証交付数は4086枚、登録施

設数は244施設、登録区画数が1108区画となっており

 ます。

  本制度については、県民に広く浸透させ、必要な

方に利用証を交付するとともに、登録施設数等を増

 やしていく必要があります。

  県としましては、より一層の制度の普及等を図る

ため、今年度に引き続きまして、次年度においても

メディアを活用した広報等を実施し、周知を図って

 まいります。

   以上です。

○照屋大河委員　ありがとうございます。 

  県有施設等に路面のシートをプラスワンというこ

とで区画を整備していたと、先ほど実績の報告があ

りましたが、これは県としては、どれぐらいが必要

だというふうに、その全体数の把握があって進めて

いるのか。あるいは事業を進めながら、段階を重ね

て、必要な、可能なところに設置をしていくという

 ものなのか伺います。

○普天間みはる障害福祉課長　当該制度については、

令和４年７月に制度導入しておりまして、導入に当

たって、県内において駐車スペースが不足している

状態というのは聞こえてきていたところなんですけ

れども、どれぐらいの区画数があるかとか、そういっ

た調査は行っておりません。ただ、令和４年10月導

入後、３か月程度経過した時点から、今現在は先ほ

ど報告した数字で着実に毎月伸びております。どの

数値までというものはございませんが、広く周知さ

れて、障害者の方がとめやすくなるという状況を期

 待しております。

   以上です。

○照屋大河委員　そういう状態であれば、課題とし

て示されているような、今先ほどあったように周知

啓発をしていくと。しっかり現場の声を、実態を聞

く体制はやはり必要かと思いますが、その点はいか
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 がでしょうか。

○普天間みはる障害福祉課長　先ほど、導入に当たっ

て調査はしていないということで回答したんですけ

れど、各民間の施設、法人等を導入時に回って啓発

活動をしておりまして、そういったことで対応して

 おります。

○照屋大河委員　徐々に事業の内容も広がっていく

というふうに思いますが、しっかりここで、県のほ

うで、こういう場所で、そういう対応を取るんです

よという点については明確にして、しっかりその事

業が必要なところで拡大していくようにですね、充

 実させていけるようによろしくお願いいたします。

   83ページをお願いします。

  生活困窮者の自立支援、これ先ほど少し質問、答

 弁されておりましたが、改めて教えてください。

  事業については、生活困窮者の支援事業というこ

とですけれど、内容について３つぐらいに分かれて

いるのかな、生活困窮者住居確保給付金、生活困窮

者自立支援事業、生活困窮者自立支援事業（任意）

というふうに、事業の効果、課題のところで、３つ

に区別して示されていますが、効果については、住

居を失った、または失うおそれがある離職者等に対

し住居の確保と併せて就労支援を行うことで、早期

 の生活再建と就労自立を図ることができたと。

  ２番目については、効果について、複合的な課題

を抱え制度のはざまに陥りがちな生活困窮者を早期

に発見及び支援することにより、自立を促進するこ

 とができた。

  ３番目に、（１）だけでは対応できない生活困窮者

のニーズに応じた支援を提供することで、尊厳の確

保と自立促進を図ることができたということで、非

常に重要で大切な制度だというふうに受け止めます。 

  一方で、課題のほうについてなんですが、これ３つ

全部で、北部地域や離島について、少し支援が届き

にくい状況がある、課題があるというふうに、課題

が指摘されていますが、北部や離島地域の状況と課

 題について伺います。

○金村禎和保護・援護課長　お答えいたします。 

  県におきましては、所管する町村の生活困窮者か

らの相談等に対応するため、相談支援窓口を北部に

１か所、中部に１か所、それから南部に２か所、そ

れから久米島町に１か所、計５か所を設置しており

 ます。

  市部につきましては、各市がそれぞれ相談支援窓

 口を設置して今対応しているというところです。

  離島等における相談支援の対応としましては、北

部地域の離島については、北部に設置されている相

談支援機関で対応しているところでございます。そ

の他の離島につきましては、南部に２か所設置をし

ている相談支援機関で対応をしております。離島住

民等からの相談に対しては、電話ですとか、それか

ら携帯のＬＩＮＥアプリ等により対応しているとこ

ろでございますが、電話対応等が難しい場合につき

ましては、直接離島を訪問して支援を行っていると

いうところでございます。また離島町村、それから

社会福祉協議会と連携をして、パソコンでＺｏｏｍ

等を活用したリモートでの対応を行っているところ

 でございます。

  このような取組によりまして、相談者のアセスメ

ント、プラン作成、各種支援の実施、または関係機

関へのつなぎなどに取り組んでいるところでござい

 ます。

   以上です。

○照屋大河委員　窓口等を設置してということです

が、本島北部や離島の潜在的な支援対象者を早期に

発見し、適切な支援につなぐ体制づくりが必要と、

ここで令和４年度時点における課題として示した時

点以降に、今の窓口等が設置されて、課題の解消に

向けて取組が進められているという認識でいいんで

 すか。

○金村禎和保護・援護課長　先ほど述べた設置機関

は生活困窮者自立支援法という法律に基づいて設置

をされておりまして、平成27年度から開始されてい

る制度でございますので、その時点から設置をして

 いるというところでございます。

  ただ、そういった中で、制度を適正に実施してい

くためには早期発見というところと、包括的な支援

というところが重要になってきます。そのときの地

域の様々な関係機関と連携することが大事なんです

けれども、例えばハローワークとか、あと学校とか、

病院とか、保健所等、様々な課題を抱えた困窮者に

対して、包括的な支援を行うためにはこういったと

ころと連携しないといけないのですが、離島地域に

おいては、こういった連携する機関、地域資源とい

うふうにおっしゃっているんですけど、これが少な

いとか、例えばないとか、そういった状況がござい

ます。ですので、そういった中でその支援機関の支

援員という方がいらっしゃいますけど、離島の町村

役場、それから社会福祉協議会、ここと連携するこ

とがすごく大事でございますので、そこで職員に向

けて制度説明を行ったり、連携を強化するというこ

とをこれまで実施をしてきていると。そういったと
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ころで、離島における生活困窮者の自立支援につな

 げているというところでございます。

○照屋大河委員　午前中からあるようにコロナの影

響で生活が困窮してしまう状況というのは非常に大

 きかったと思います。

  コロナが５類に移行して、経済は回復基調だとい

うことですが、ここまで生活が厳しくなった人たち

が、今年度からすぐに生活が上向き豊かになるとい

うのかな、その立て直しにつながるというのはなか

 なか厳しいのかなというふうに思っています。

  ここで示した課題は、４年度に示される課題が、

今年度で実感としてその課題をクリアして、厳しい

環境にある人たちへの支援がしっかり届いていると

いうような状況にあるのかどうかという点について

 は、どんな状態でしょうか。

○金村禎和保護・援護課長　委員御指摘のように、

コロナ禍の中で離島に訪問することが難しかったと

 いうところがございます。

  ただ、先ほどお話ししたように、関係機関と連携

するというところがすごく大事な事業ではあるんで

すが、そのためには関係機関の皆様に制度を理解し

てもらう、その理念とか、制度の仕組みを理解して

もらうというところがすごく大事で、町村役場の職

員も入れ替わったりします。定期的に説明会等は行っ

ていたんですが、コロナ禍の中で訪問できなかった

りとか、そういったことができなかったというとこ

 ろがございます。

  今年度は多良間村などに訪問して、役場の職員に

対しても制度を説明したり、また社会福祉協議会の

職員等にも説明をして、理解していただいて、そこ

から本島内にある支援機関につないでいただくとい

う取組をしているところです。こういったところを

ちょっと強化していきたいというふうに考えており

 ます。

○照屋大河委員　コロナという特別な状況、行った

り来たりというか、それができなかったという点に

ついて、そういう理由があったんだなというふうに

 思います。

  執行率が83.6％ということで少し気になりました

が、事業自体が離島等にあって制限されたのかなと

いうふうに受け止めます。これからまた、大変大切

な事業だと思いますので、しっかり取り組んでいた

だきたいと思いますが、この事業の効果、課題の（２）

のところに、複合的な課題を抱え、制度のはざまに

陥りがちな生活困窮者というふうに示されています

が、まさに複合的、様々な課題を一手に背負ってし

まうというような状況があるというふうに思うんで

すが、そういったところは細かく判断というのかな、

その地域ごとにも違ってくるだろうし、東京や沖縄、

地方とも違うだろうし、そういった点の課題の検証

というか、そういったところも生活困窮の理由とい

うところで、皆さんはしっかり把握しながら進めて

いくことが重要じゃないのかなと思いますが、その

 点はいかがですか。

○金村禎和保護・援護課長　この制度を実施するに

当たっては、法に基づいて多分主任相談支援員とか、

あと相談支援員、あと就労支援員という専門的な支

援員を配置することになっております。そういった

方々の中でまず相談者のアセスメントを行う、それ

を踏まえてプランを作成する、そのプランに基づい

て必要な支援を実施していく、または必要な専門の

機関につないでいくということを行っております。

そういった仕組みにもともと制度上なっているとい

 うところでございます。

○照屋大河委員　分かりました。 

  子ども生活福祉部については、以上で終わりたい

 と思います。

   次に、教育委員会についてお願いします。

  436ページの県外進学大学生支援事業について、 

 お願いします。

  事業の効果、課題に対する説明、ちょっと詳しい

 説明をお願いします。

○大城勇人教育支援課長　県外進学大学生支援事業

 でございます。

  能力があるにもかかわらず、経済的な理由で県外

難関大学等へ進学が困難な生徒を支援し、グローバ

ル社会において活躍していく人材育成を目的として

 実施しております。

  主な認定要件に所得要件があり、両親、本人、中

学生の４人世帯の場合、世帯年収が597万円以内と

 なっております。

  令和４年度は奨学生90人に対し、月額奨学金７万

円と、新規採用者25人に対し、入学支度金30万円以

内を給付したところでございます。令和４年度の応

募総数114名に対し、所得要件を満たさないことや、

進路変更、国の修学支援新制度を利用するなどの理

由で83名が選定から除かれ、最終的に31名の候補者

 から25名を採用しております。

  今後の拡大等については、国制度において、令和

６年度から多子世帯や私立大学の理工農系への中間

所得層まで支援が拡大されること、また、令和７年

度から扶養される子供が３人以上の世帯について、
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授業料、入学料の無償化が計画されていることから、

国の支援制度に係る具体的な内容や支援状況を注視

 しながら検討してまいりたいと思います。

   以上です。

○照屋大河委員　私も３人いるんだけど、実現でき

 るのか。

　給付人数は120人以内というふうに枠が決められて

いるように、資料で見えるんですが。これはもう予

算として、そういう方針で進められているというこ

 となんですか。

○大城勇人教育支援課長　１学年25名を対象に、４学

年だけではなく、医師とかそういったところだと４学

年で終わらないところもありますので、大体それを

勘案して、120名ぐらいだったらいけるかなというこ

 とで予算措置しております。

○照屋大河委員　改めて、事業に対する期待みたい

なのを聞かせていただきたいんですが、ちょっとさっ

き聞き取りにくかったんですが、169人を支援するこ

とができたということですが、希望者というんです

かね、実際、どういう形で、学校で取りまとめたり

 するんですか。

○大城勇人教育支援課長　事業開始が平成28年度か

ら開始しておりまして、25名ずつ採用しております。 

  ４年制大学で卒業された方も含めると、これまで

に169名を採用しております。先ほどお答えしており

ますが、ちなみに令和４年度は応募総数が114名い

らっしゃいました。このうち、所得要件を満たさな

いこと、それと大学合格ができなかったり、選考理

由となっている大学に合格しなくて、別の大学に行

かれたりとか、国の修学支援新制度を利用するなど

の理由で83名が選定から除かれて、最終的に31名の

候補者となっております。このうち、25名を採用し

 ているというのが令和４年度の状況でございます。

○照屋大河委員　国の修学支援新制度とのすみ分け

 という点については、少し説明をいただけますか。

○大城勇人教育支援課長　国と県の奨学金の違いの

 件でございます。

  国の修学支援新制度は、住民税非課税世帯及びそ

れに準ずる世帯全ての生徒を対象に、大学や専門学

校への進学を支援しております。支給額は、家族構

 成や世帯年収に応じて３段階となっております。

  県の奨学金は、能力を有するが経済的に困難な状

況にある者の県外難関大学への進学を支援するもの

で、毎年25名を支援しております。ちなみに、国は

 人数制限はございません。

  国の支援制度が開始されたことに伴い、令和２年

度から対象者を国の支援の対象とならない中間所得

層、世帯年収597万円まで拡大したところでございま

す。これにより、住民税非課税世帯を含む２段階目

までは国の支援が有利となっておりますが、３段階

目から世帯年収597万円までの中間所得層については

 県の支援が有利となっております。

  一方、国では令和６年度から県同様に中間所得層

まで対象範囲を拡大し、その対象者を多子世帯や私

立大学の理工農系の学生としております。詳細の内

容は今後発表されることから、具体的な内容や支援

状況を注視し、適切な支援ができるよう努めてまい

 りたいと思います。

○照屋大河委員　今頃はちょうどね、進学に向けた

正念場の時期だと思いますが、ここに示されるよう

に、能力があるにもかかわらずという、経済的な理

由で諦めさせてはいけないというような大変重要な

事業だと思いますので、ぜひここも力を尽くして頑

 張っていただきたいなと思います。

   以上で終わります。

○末松文信委員長　それでは、次に、比嘉京子委員。 

○比嘉京子委員　教育のほうから質問させてくださ

 い。

  ちょうど今、私も主要施策の成果のところで、大

河委員と同じところを聞こうというふうに皆様に提

出してあるので、その５番目のほうから質問をさせ

 ていただきたいと思います。

  他の奨学金と併用というのは可能なのかどうかと

 いうのが一つですが、いかがでしょうか。

○大城勇人教育支援課長　これは県の奨学金を利用

する場合ということでございますと、国の奨学金と

 の併用はできません。

○比嘉京子委員　国の奨学金というのはどういうも

 のを指しているんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長　お答えいたします。 

  すみません、先ほど県の同じ奨学金ということで、

お話しさせていただいたところなんですが、国の貸

与型の奨学金については併用可能となっております。 

○比嘉京子委員　もう一つは、小学校と言ってもい

いのかしら、やっぱり子供達に周知をしていくとい

うことがまだまだ足りていないのかなと。高校に入っ

て、３年になってというよりも、できたら小中のと

きに、家計が苦しくても夢はかなえられるんだよと

いう、そういう制度があるんだよということを義務

教育の先生方にも周知をして、子供たちに声かけが

できる、中学校でもですね。頑張っていけるよと、

そういう道が開かれているよと。相談に来る子供た
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ちを見ていたら、全く知らないんですよ、そういう

制度があることが。しかも高校になってから分かる

よりは、早くから分かっていたほうが準備ができる

し、目標が持てる。そういうことが、なかなか周知

されていないのかなというふうに思うんですが、義

務教育の先生方との情報の共有と、それから、そう

いう意識づけというのはどんな形でなされているん

 でしょうか。

○大城勇人教育支援課長　義務教育段階における大

学進学の支援制度の周知というのは、教育支援課の

ほうでは今のところ行っておりませんが、我々の周

知の内容としては、まず、学校の授業料に係る就学

支援金、それと授業料以外に係る奨学のための給付

金、それとバス通学に係るバス通学費無償化の事業

の周知、それと大体今頃なんですが、ＧＩＧＡスクー

ル端末に係る支援がありますよというのをお伝えし

 ています。

  なお、先ほどの事業、就学支援金、奨学のための

給付金、バス通学費支援に関しましては、中学生の

進路が決まる前、中学校３年の夏あたりに各市町村

 を通して周知をさせていただいているところです。

○比嘉京子委員　要望として、もちろん全員にでは

なくても、もっと先生方の意識の中にあること、そ

ういう思いを持っている子供たちに、早い時期に伝

 わっていくことが大事かなと思っております。

  それと、こういう奨学金制度は非常に重要だと思

うんですけれども、今後拡充するお考えはどうなん

 でしょうか。

○大城勇人教育支援課長　先ほどの答弁と繰り返し

になりますけれども、今後の拡充につきましては、

国のほうで、令和６年度から多子世帯や私立大学の

理工農系の中間所得層まで支援が拡大されること、

また、令和７年度からは、扶養される子供が３人以

上の世帯について授業料、入学料の無償化が計画さ

れていること、国の支援制度に係る具体的な内容や

支援状況を注視しながら、研究してまいりたいと思っ

 ています。

○比嘉京子委員　分かりました。 

  じゃ、本県における少人数学級の実績と決算、そ

 して課題について伺います。

○池原勝利学校人事課長　お答えします。 

  県教育委員会におきましては、小学校一、二年生

で30人学級、小学校３年生から中学校３年生まで35人

 学級を実施しているところでございます。

  少人数学級の効果につきましては、学習技術の定

着や児童生徒一人一人のきめ細かな指導の充実等を

図ることができること、また、一人一人に目が行き

届くようになり、問題行動を未然に把握できる等の

 効果があるものと考えております。

  一方、課題につきましては、教室の確保及び教員

 の確保が課題となっていると考えております。

   以上です。

○比嘉京子委員　ありがとうございます。 

  文科省が令和３年度からですかね、令和７年度の

５年間に向けて35人学級を実施するというふうに発

表されていると思うんですが、令和７年を見越し、

沖縄県は国の動きを見据えて、例えば35人と出した

ときに、30人以下にする考えがあるかどうか伺いま

 す。

○池原勝利学校人事課長　委員おっしゃるとおり、

まず、国においては、小学校においてですが、令和

３年度から令和７年度にかけて35人学級を実施し、

令和４年度については、小学校３年までやっている

と認識しております。それを踏まえまして、今後拡

充ということでございますが、まず、先ほど申し上

げました課題の中にありますが、教室の確保がまず

重要になりますし、また、議員御承知のとおり、教

員の未配置とか、教員の確保が非常に大きな課題と

認識しております。それらの課題の解消もございま

すので、まずは現在の少人数学級を実施していきな

がら、検討していく必要があるかと考えております。 

○比嘉京子委員　これは教育の確保についても大き

なステップになるだろうと思うんですね。ですから、

どっちが先かという話になるようなところがあるか

もしれませんが、今やっぱり教室の問題、ハードの

問題、ソフトの問題があると思うんですけれども、

私はこれ保育問題も同じで、いわゆる働く現場が解

消されていくことで人が集まってくるというふうに

思いますので、ぜひ前向きな検討をお願いしたいな

 と思いますが、教育長、いかがでしょうか。

○半嶺満教育長　少人数学級の意義については、今

人事課長からもありましたとおり、やはり一人一人

の生徒たちに教員がしっかりときめ細かな指導をし

ていく、目の届く指導をしていくということでは、

できるだけお一人の先生が見る子供たちが少ない状

況のほうが非常に効果的であり、この少人数学級は

大きな意義があるというふうに考えているところで

あります。今、やはり大きな課題は、教員不足がご

ざいますので、委員の御指摘のとおり、どちらが先

かという御指摘もございますので、我々もその辺も

総合的に勘案しながら、一つ一つ課題の改善をして、

少人数学級ができる状況等も踏まえながら、しっか
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り推進することを検討していきたいというふうに考

 えております。

○比嘉京子委員　ちょっと質問が前後してしまいま

したけど、決算、少人数学級に使っている沖縄県の

予算についてお聞きしたつもりでしたが抜けており

 ました。お幾らでしたでしょうか。

○池原勝利学校人事課長　大変失礼しました。 

  少人数学級実施に係る令和４年度の額の推計でご

 ざいますが、約26億4000万円と推計しております。

○比嘉京子委員　ありがとうございます。 

  ぜひ沖縄県、国が５人だけカットするというのも

41年ぶりという、甚だ後進国ぶりを発揮しているわ

けなんですけれども、沖縄県が率先してやっていっ

て、教員が集まってくるような環境づくりをぜひお

願いしたいし、教室に関しては、私は真ん中にパー

ティションをつけてもいいんではないかと。新たに

何かをつくるんではなくても、人数が少なければ、

それぞれが成り立っていくんではないかとさえ思っ

ております。ぜひ御検討をお願いしたいと思います。 

  では、２番目の中学卒業時の進路未決定者はどれ

ぐらいになっているのかどうか、直近の数年の推移

 について伺います。

○宮城肇義務教育課長　お答えいたします。 

  本県の進路未決定者の人数は令和５年３月の卒業

生で233名で、進路未決定率は1.5％となっておりま

す。令和４年３月卒業生は210名で1.3％、令和３年

３月卒業生は211名で1.3％、令和２年３月卒業生は

233名で1.4％、平成31年３月卒業生は273名で1.7％

 となっております。

  直近５か年間を見てみますと、進路未決定率は全

国と比較して、平成31年３月の卒業生はプラス1.1ポ

イントでしたけど、令和５年３月卒業生はプラス

0.7ポイントと、改善傾向にあります。全国との比較

 においてはまだ高い状況にあります。

   以上です。

○比嘉京子委員　その方たちの手当てはどのように

 なっているんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　令和４年度で、子ども若者

相談プラザｓｏｒａｅにつなぐような形で、生徒の

保護者から同意を得て、その情報をｓｏｒａｅさん

へ提供しているというのが、今県のやっていること

 です。

○比嘉京子委員　ｓｏｒａｅの実績はどのように

 なっているんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　お答えします。 

  令和４年３月卒業生は24名で、令和５年３月卒業

 生は19名となっております。

○比嘉京子委員　やはり未決定者の数からすると、

様々なニーズがあるんだろうと思うんですけれども、

なかなか受皿づくりになっていないのかなというふ

 うに思うんですが、何か所あるんでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

  子ども若者みらい相談プラザｓｏｒａｅにつきま

しては、現在２か所ございまして、まず、那覇に１か

所、それから、名護に令和３年４月から北部圏域を

対象としたｓｏｒａｅなごという形で１か所追加で

設置して、現在２か所で運営しているところでござ

 います。

○比嘉京子委員　この現状と実績を見ていると、実

感としてどうなんでしょうか。もっとそれを増やす

 ような必要性についてはどうお考えでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　ｓｏｒａｅに

限らず、市町村においてそういった困難を抱える子

供、若者からの相談を受け付けるような窓口を増や

すべきではないかという御趣旨だと思いますが、今

現在でいきますと、そういった窓口、子供・若者か

らの相談内容は非常に多岐にわたっています。そう

いったものを全般に相談できる窓口というのが、市

町村段階で設置できているのが石垣市と沖縄市の

２市のみとなっております。委員おっしゃるとおり、

我々もそういった、より近くでそういった相談でき

るというようなところは、利用者にとっても安心に

つながりますし、利便性の向上等にもつながります

ので、そういった検討というのはしていかないとい

けないかなというふうに思っています。ｓｏｒａｅ

なはとか、なごでは、アウトリーチでの支援とかも

もちろんやっておりますし、宮古、八重山において

出張相談会とか、そういった取組もやっているとこ

ろなんですけれども、やはり遠隔地においては、地

域で完結できるような相談体制、支援体制を構築す

ることがより求められているかと思いますし、それ

 が課題だというふうにも認識しております。

  このため、県としましては、市町村段階で子供若

者支援協議会、そういったものの設置を促していく、

そういった取組を今後検討していきたいというふう

 に考えております。

○比嘉京子委員　ちょうど今日、教育と福祉がいらっ

しゃるので、先ほど進路未決定者が何名いるのかと

いう質問をしたわけでして、そこから今のところに

つながっていくわけです、受皿として、相談窓口が。

そういうことと関連しているので、そういう質問を

しているわけなんですけれども、やっぱり私はこれ
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はずっと沖縄県の大きな課題だろうというふうに考

えています。高校進学なのかどうなのか、しっかり

と自立の道につなげていくということが沖縄県の様

々な問題にストップをかけていく予防線だと思いま

す。そういうところで、もう少しそこのほうに目を

向けていくということが必要ではないかなというふ

 うに思います。

  ちょっと時間がなくなりましたので、最後は幼児

教育センターの現在の市町村の設置状況、幼児教育

 担当者の設置状況について伺います。

○宮城肇義務教育課長　お答えします。 

  令和２年度より県の幼児教育センターの役割を担

う幼児教育班が設置されて、現在市町村幼児教育支

援事業によって市町村への研修支援と、幼児教育施

 設への園の訪問等を支援しております。

  研修支援においては令和５年度は園長、施設長を

対象とした計画研修を全市町村で実施しました。要

領指針に基づく保育についての理解が浸透し、幼児

教育の質の向上に対する意識の高まりが見られてお

ります。また、園訪問支援には、市町村のアドバイ

ザーや担当者が同行し、幼児教育の質の向上につい

て同じ方向性を共有し、お互いのスキルアップを図っ

ております。さらに市町村への支援として、市町村

の教育委員会と保育主管部局及び市町村同士の連携

強化のため市町村幼児教育担当者連絡協議会を年

 ３回に増やしました。

  幼児教育に関する好事例や国の研修内容の共有、

市町村の体制整備についての班別協議等を通して、

 市町村担当者の資質向上を図っております。

  令和６年度からは、幼児教育アドバイザースキル

アップ研修会を実施し、市町村のさらなる自立を目

 指していきます。

  市町村における幼児教育センターの設置状況につ

いては、現在６自治体ということになっております。 

○比嘉京子委員　幼児教育の担当者が置かれている

 というのが６ということなんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　センター設置は先ほどの

６自治体ありますけど、幼児教育の専任指導主事が

13市町村で、幼児教育アドバイザー等の配置も13市

 町村ということになっております。

○比嘉京子委員　今、多分にアドバイザーは３人い

らしたかとは思うんですけれども、その方たちがフ

ルに活動しているという理解でよろしいんでしょう

 か。

○宮城肇義務教育課長　先ほど申しましたとおり、

３名の県のアドバイザーが園の訪問、あるいは市町

村の研修等に参加して、いろいろ支援をしていると

 いうところでフルに活動しているという認識です。

○比嘉京子委員　すみません、もう時間がないので、

 次、子ども生活福祉部に行きたいと思います。

  １番目の質問は、一応、後で伺いたいと思います。 

  ２番目の保育士確保に関わる事業の総額、４年度

 の総額と決算は幾らでしょうか。

○下地努子育て支援課長　令和４年度における保育

士確保に係る当初予算の総額は約11億3100万円、決

 算額は10億3400万円となっております。

○比嘉京子委員　確保の実績等はいかがでしょうか。 

○下地努子育て支援課長　事業実績につきましては、

保育士修学資金貸付け等の保育士の育成に関する事

業で727人、県外保育士誘致支援等の保育士の確保に

関する事業で627人、正規職員雇用支援等は保育士の

定着や負担軽減を図る事業で1235人が支援されてお

 ります。

○比嘉京子委員　保育現場でなかなか保育士確保が

非常に困難だということが、今現状だと思いますけ

れども、有料の職業紹介事業に頼ることがかなり増

えてきているように実感しておりますけれども、皆

 さんは実態把握をされているんでしょうか。

○下地努子育て支援課長　令和４年度に保育士に対

して実施しましたアンケートについて、就職するに

際して利用した情報源を尋ねたところ、回答数1348人

のうち、知人からの紹介が38％で最も多く、施設で

直接応募が19％、ハローワークが15％などとなって

おり、人材紹介会社は約２％、27人となっておりま

 す。

○比嘉京子委員　いろいろ、保育士、我々がこれだ

けお金をかけているわけなんですけれども、なかな

か保育士確保が困難になっているという現状がある

ということをぜひ御理解をいただきたいと思います。 

  それに引換え、定着率等も今後調べていく必要が

あるのではないかなと思いますが、いかがでしょう

 か。

○下地努子育て支援課長　保育士の定着率につきま

しては、厚生労働省が実施しています――本県にお

ける保育士につきましては、令和４年度賃金構造基

本統計調査によりますと、平均勤続年数は6.2年と

なっているところでありますけれど、これはいわゆ

る標本調査でありまして、しっかりした調査がない

ものですから、ちょっと全体的な像はありませんが、

現在6.2年という形で確認しております。確保と並行

する形で定着を図ることが保育士不足の解決につな

がると思いますので、さらなる定着促進策を進めて
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いきたいと思います。今後、実際の定着人数も調査

できるかどうかについて検討してまいりたいと思い

 ます。

○比嘉京子委員　主要施策の成果に関する報告書の

100ページ、多様な子育て支援というところですけれ

ども、中でも(４)、（６）、（７）、（８）、そこについ

て質疑をしたいんですが、特に（６）、（７）、（８）

ですけれども、非常に重要な施策だと考えています。 

  それにつきまして、まず、内容についての説明を

 お願いします。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

  主要施策成果報告書の（６）、（７）、（８）の事業

内容ということで、それぞれ概要について御説明い

 たします。

  まず（６）の子育て短期支援事業につきましては、

この３事業いずれも市町村が主体となる事業となっ

ておりまして、市町村事業となっております。その

上で（６）子育て短期支援事業に関しましては、児

童の養育が一時的に困難となった御家庭に対して、

その児童を児童養護施設ですとか、母子生活支援施

設、乳児院、あるいは里親等において、一定期間療

育・保護を行う事業となっております。昼間、短期

入所を援助するショートステイというような事業等

と夜間の養護を支援するトワイライトステイという

ような、２つの事業を実施しているところでござい

 ます。

  それから（７）の乳児家庭全戸訪問事業につきま

しては、これも市町村事業なんですけれども、生後

４か月までの乳児がいる全ての家庭を保健師、ある

いは助産師、看護師、母子保健推進員等が訪問をし、

不安や悩みを聞いて、あるいは子育て支援に関する

情報提供、支援がより必要な家庭に対しては、次の

（８）の養育支援訪問事業につなげる、そういった

 取組をしている事業になっております。

  そして、（８）の養育支援訪問事業に関しましては、

より子育てに対して不安や孤立感を抱いている家庭、

それから様々な原因で養育支援が必要となっている

ような家庭に対して、保健師、助産師、看護師等が

養育に関する相談を行ったり、子育て経験者のヘル

パーさんが育児、家事の援助、そういったものを行

 う事業となっております。

○比嘉京子委員　この中でも７番目の家庭訪問です

けれども、これはどれぐらいの割合、実施されてい

 るんでしょうか。４か月児の。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　実施市町村数

ですが、主要成果報告書には29市町村と書いており

ますが、こちらは国の子ども子育て支援交付金を活

用して実施している市町村数となっております。そ

れ以外にも市町村単独で事業を実施しているところ

がございまして、全てですね、全41市町村が現在実

施しているところでございます。ちなみに訪問家庭

数は、令和４年度で１万1538戸に対して訪問してお

り、訪問率としては89.9％を達成しているところで

 ございます。

○比嘉京子委員　89％、これをできるだけ100に近づ

けるということ、漏れがないことが非常に必要なの

かなというのが１つと、もう一つは、包括支援セン

ターから声をかけられ、母子手帳をもらうときに、

子育て出産の状況を調査されていると思うんですね。

そのときに非常に問題を抱えているんじゃないかと

思うようなところも、１回限りではなく、重点的に

しっかりと回るようにしていただければと思います

 がいかがでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　訪問率が

89.9％ということで、100％になっていない理由とし

ましては、例えば先ほどの（８）は養育支援訪問事

業につないでいて、既にそちらのほうで支援を実施

している家庭があったりとか、あとはどうしても、

御家庭によっては同意が得られない、訪問してほし

くない、拒絶されているというような場合もあると

聞いております。それと、例えば本土出身の方とか

離島出身の方で里帰り出産を行うとかで、４か月以

上里帰りしているような場合は、ここの訪問の対象

とはならないため、訪問率は100％にならないという

ようなことは確認できておりますが、やはり委員おっ

しゃるように、子育て世代包括支援センター等とも

連携しながら、同じ市町村事業でございますので、

そういったところに働きかけていき、漏れなく支援

が行き届くような形で、我々県としても市町村と連

 携していきたいと思っております。

○比嘉京子委員　ありがとうございます。 

  子育て支援事業は非常に重要かと思いますので、

 今後とも充実をお願いしたいと思います。

   ありがとうございます。

○末松文信委員長　喜友名智子委員。 

○喜友名智子委員　お疲れさまです。 

  私のほうは、子ども生活福祉部のほうからお尋ね

 いたします。

  令和４年度もまだコロナ禍が続いている時期でし

たけれども、前年度の令和３年度と比較して、子ど

も生活福祉部の予算の傾向の変化についてお尋ねい

 たします。
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○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

  令和４年度の子ども生活福祉部の決算につきまし

ては、子供の貧困であるとか子供支援、高齢障害者

福祉、生活困窮者等の支援等にも取り組みながら、

前年度から引き続きコロナ対策関連事業を実施した

ほか、エネルギー価格上昇等に伴う物価高騰対策関

 連事業を新たに実施しております。

  令和４年度の一般会計の決算額ですけれども、

1095億428万108円で、令和３年度決算額1232億2472万

3697円と比較しまして、137億2044万3589円、率にし

 まして11.1％の減となっております。

  減となった主な事業につきましては、生活福祉資

金貸付事業で、対前年度で約260億円の減となった一

方、増額となった主な事業といたしまして、子ども

の貧困対策推進基金積立事業で約58億円、安心こど

も基金事業で約９億円の増となったところでありま

 す。

   以上でございます。

○喜友名智子委員　ありがとうございます。 

  次は、個別事業について、主要施策の中からお尋

 ねいたします。

  まず、65ページ、女性活躍推進事業、これ新規で

すね。復帰50周年事業として行われたものと理解し

 ておりますけれども、概要をまず教えてください。

○島津典子女性力・平和推進課長　お答えいたしま

 す。

  女性活躍推進事業ですが、第６次沖縄県男女共同

参画計画のスタート及び復帰50周年を記念し、沖縄

県における女性活躍及び男女共同参画のさらなる推

進に係る普及啓発を行うためのシンポジウムを開催

 したところです。

○喜友名智子委員　私もこのシンポジウムに参加さ

せていただきました。参加って、出るほうじゃなく

 て見るほうですね。

  開催までの間に、当初、県外の女性よりも県内の

女性の歩みをもっと振り返ることに主眼を置くべき

ではないかという御意見をいろいろなところから聞

いておりました。いろいろと工夫をされて、主催は

したと思いますけれども、今後、このような大きな

イベントをまたやるときには、そういった声もぜひ

聞いていただきたいなと思います。イベントでは、

来場者のアンケートなども取ったと思いますけれど

 も、どのような反応、感想があったでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長　来場者等アン

ケートでは、多様なフィールド、分野で活躍されて

いる登壇者の方々のそれぞれのお立場や経験などに

根差した多様な意見を聞くことができたという声や、

ジェンダー平等を実現することは、男性にとっても、

女性にとっても幸福なことだという言葉に勇気をも

 らったなどと肯定的な御意見を多数頂戴しました。

  改善を求めるものとしましては、やはり男性や、

より多くの方々に聞いてもらえるよう広報をもっと

頑張ってほしかったという御意見をいただいている

 ところです。

○喜友名智子委員　女性活躍は、従来の男女共同参

画推進のまだ延長であると思っています。これに加

えて、今の若い世代にはやはりジェンダー平等とい

う言葉が浸透しているようにも日々会話をして感じ

るんですね。やっぱり男女共同参画の推進とジェン

ダー平等というのは同じ方向性であっても、やっぱ

りジェンダー平等を強調する方たちからは、どうし

ても女性ばっかり優遇してというような少しラジカ

 ルにも思える議論が出てきてもいます。

  ただ、当分は２つの分野が並行してやはり進めら

れて、収束していく段階が今だと思いますので、ぜ

ひこの分野については、沖縄県が引き続き他府県の

 モデルになるような取組を期待いたします。

   次が68ページ、戦没者遺骨収集等事業費ですね。

  昭和47年度からの継続事業になっており、かなり

長い年月で続けられている事業です。執行率が99.6％

とほぼ予算どおりの執行となっています。過去の予

 算額について、幾らだったか確認させてください。

○金村禎和保護・援護課長　お答えいたします。 

  遺骨収集の取組につきましては、平成23年度に沖

縄県遺骨収集情報センターというのを設置したので

すが、その前の年の予算から説明をいたしますと、

平成22年度が325万円、センターが設置された平成

23年度が1179万8000円、平成24年度が1600万円余り、

平成25年度も1600万円余り、平成26年、27年度、28年

度も1600万円余り、すみません、少し飛ばして、平

成30年度に2000万円台になりまして、令和４年度が

 2768万9000円となっております。

○喜友名智子委員　この予算がどのように使われて

いるのか、ボランティア団体への委託が大きいのか

 なと思っていますが、内容をお聞かせください。

○金村禎和保護・援護課長　予算の内訳としまして

は、遺骨収集情報センターの活動に係る委託料が、

令和４年度で2532万1000円、ボランティア等への補

助金が200万円、その他旅費、需用費、役務費等となっ

 ております。

○喜友名智子委員　これ全て国の予算で行われてい

 ます。
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  当然、戦後処理の問題ですので国の責任で行うべ

きものであると思います。県の予算が今大体2600万

円から2700万円規模であるのに対して、国全体での

遺骨収集事業予算は幾らぐらいの規模になっている

 んでしょうか。

○金村禎和保護・援護課長　令和４年度で申し上げ

ますと、国全体の予算額が26億3000万円余りとなっ

 ております。

○喜友名智子委員　令和５年度の数字ありますか、

 当初予算で。  

○金村禎和保護・援護課長　令和５年度も、令和４年

 度と同程度になっております。

○喜友名智子委員　国の予算の中では、沖縄県の遺

骨収集の事業の予算がまだまだ割合が少ないんじゃ

 ないかなというふうに思います。

  この国の予算、大半が硫黄島の遺骨収容の予算に

充てられていると思います。もっと沖縄で使うべき

ではないかと私は考えていますけれども、この県分

の遺骨収集、収容の予算額がどのように決まってい

るのか、この年間2600万、2700万円ぐらいの予算が

 決まるまでのプロセスを教えてください。

○金村禎和保護・援護課長　国の予算の計上の仕方

というのは、少し具体的に承知をしていないんです

が、戦没者遺骨収集推進法がございまして、その下

で基本的な計画が策定をされております。集中実施

期間というのがございますので、その期間内で収集

するということで進められているということで、そ

れに基づいて予算措置がされているのかなと考えて

 おります。

○喜友名智子委員　沖縄では南部土砂の問題で県民

の世論の関心が高いように、まだ戦没者遺骨の調査、

 収容が足りないと思うんですよね。

  県のほうからもっと国のほうに声を上げていくべ

きではないかと思います。県のほうでこれまで国に

 働きかけた実績等々があれば教えてください。

○金村禎和保護・援護課長　予算について直接要請

をしたということは今把握している限りではないん

ですが、昨年の１月に旧海軍司令部壕と、それから、

伊江島の埋没壕について、もうこれは国で直接遺骨

の収集と調査をやってほしいと要請は行ったところ

 でございます。

  県の予算につきましては、これまで国と連携をし

て取り組んできておりますので、これまでの県内に

おける遺骨収集の状況ですとか、あと、未収骨の情

報というのがありますので、その状況とかですね、

あと、毎年意見交換等も行っておりますので、それ

を踏まえて沖縄県の予算が措置をされているのかな

 とは考えているところです。

○喜友名智子委員　県の、令和５年１月31日の厚生

労働大臣への要請書を拝見しました。こういった要

請のほかにも民間のボランティアで行っている遺骨

収容の活動、まだ多いと思いますので、ぜひ情報は

積極的に国のほうに共有をして、予算をもっと増や

 してくれるように要望いたします。

  次が105ページ、ひとり親家庭の生活支援事業です。 

  こちら執行率が89.2％となっています。残り10％

で支援世帯数、もっと増やせるんじゃないのかなと

思いますけれども、この執行率の現状についてお聞

 かせください。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

  ひとり親家庭生活支援事業ですが、いわゆるゆい

はぁと事業と申しまして、ひとり親家庭が地域の中

で自立して生活を営むことができるようにすること

を目的に民間アパートを活用した生活支援、あるい

は就労支援、子育て支援、附帯事業として子供への

学習支援、そういった総合的な支援を行っている事

 業となっております。

  県内において、今県の事業では北部・中部・南部

と３拠点に支援を実施し、事業を展開しているとこ

ろなんですけれども、令和４年度に関しましては計

画をしていた世帯数が60世帯に対しまして、実績と

しては延べ66世帯を支援しているということで、計

 画については達成している状況です。

  不用額が発生している要因としましては、１年間、

通年を通じて支援が必要な御家庭が出たときにその

支援を決定する、委員会を開いて決定をしていくと

いうスキームで進めているんですけれども、その決

定が年度途中、年度後半以降に支援決定が多かった。

そういったところで、必然的にアパートの借り上げ

の予算が少しで済んだとか、そういったところで不

 用額が出ているというところでございます。

  支援を希望される世帯に対してはこの委託先のほ

うでしっかりと調査、あるいは面談等を繰り返し、

総合的な支援が必要というように判断された場合は

全ての世帯に対して支援を実施したところでござい

ますので、支援をお断りしたとか、そういったこと

 はない状況でございます。

○喜友名智子委員　当初の支援予定世帯数よりも多

くの世帯数を支援した実績であるという数字を確認

できて安心しております。引き続き面談等々で丁寧

な対応を行っている支援団体とぜひ協力して支援を

続けていただけるようにお願いいたします。令和13年
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度という少し先の期間まで続けられる事業ですので、

地域からも毎年このゆいはぁとは継続をしてほしい

という声は上がってきています。令和13年度までしっ

 かり続けていただくようにお願いをいたします。

  次が107ページ、ひとり親家庭の自立支援継続事業

ですけれども、このうちですね、ひとり親家庭、そ

れから低所得子育て家庭日常生活支援事業について

 お尋ねいたします。

  こちらもひとり親の家庭の皆さんとお話し会、意

見交換会をすると、非常にニーズが高いヘルパー派

遣事業なんですが、執行率が65.7％と、やはり低い

 理由が気になります。

   こちらの説明をお願いいたします。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　この事業は委

員もおっしゃったとおり、例えば修学だったり、疾

病など、そういった様々な理由で生活援助だったり、

保育サービスが必要となった御家庭に家庭生活支援

員、いわゆるヘルパーを派遣する、あるいはそのヘ

ルパーさんの居宅で子供のお世話をする、そういっ

 た事業になっております。

  派遣日数は年間通じて原則24日以内というような

ことで、市町村が窓口になっていまして、そこにヘ

ルパーが必要だということで登録した世帯に関して

は、その後委託先に派遣の調整をし派遣をいただく

 という、そういう形でやっております。

  そして、この対象となる世帯なんですけれども、

まず最初にひとり親家庭を対象にした事業として、

平成17年からスタートをし、そして、低所得世帯ま

で拡充するということで、令和４年度から低所得世

帯まで拡充をしております。事業全体としては執行

率が65.7％ということで不用が生じているんですけ

れども、その理由としましては、ひとり親のほうは

通年でずっと事業を継続してきましたので執行率は

97.2％ほどで、ほぼ満額近くは執行できているんで

すけれども、低所得子育て家庭のほうがですね、令

和４年度からの事業開始ということで、当初、本島

全域を対象として公募をかけたわけなんですけれど

も少し応募していただけるような団体が見つからず、

改めて再公募ということで北部圏域と中南部圏域に

分けて、事業を実施したという経緯がございます。

そのため、事業開始が８月以降になってしまい不用

額が生じたというような形で、新しく４年度から開

始した低所得の世帯を対象としたヘルパー派遣のほ

うで、少し不用額が生じてしまったということでご

 ざいます。

○喜友名智子委員　ひとり親家庭のほうは長年続け

ている事業ですので、面談を繰り返して、恐らく日

頃から顔なじみの方たちで、家庭の様子もよく分かっ

 ているという運営をしていると思います。

  低所得子育て家庭のほうは、まだ手探りで委託先

が続けているのではないかなと思いますけれども、

次年度以降はどういうふうにして、この委託先を決

 定していく予定ですか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　先ほどの答弁

で、令和４年度は北部圏域と中南部圏域に分けて実

 施したと申し上げました。

  この北部と中南部というような形で今年度、令和

５年度もそのような形で実施はしているところです。 

  できれば、本島全域というようなことで当初スター

トしたわけなんですけれども、それぞれの団体でそ

れぞれの地域の支援を必要とする御家庭というのは

把握できてきていると思いますので、それぞれの団

体とも意見交換をしながら、一番大事なのは、必要

とする世帯にいつでもヘルパーを派遣できるような

状態に持って行くということだと思いますので、本

島全域に限らず、北部と中南部で滞りなく事業が実

施できるようでしたら、引き続き年度当初から確実

に事業を実施できるように努めてまいりたいと考え

 ております。

○喜友名智子委員　やはりケア産業というか、これ

普通は、多分家庭の中で無償労働で吸収されている

部分なんですよね。それが厳しいというところへの

派遣ということで、やはりその対象外の世帯からは

どうしても批判の声というのも出がちな事業です。

しかし、やはり支援が必要だという事業だと思いま

すので、自信を持って続けていっていただきたい事

 業だと思っています。

   子ども生活福祉部は以上ですね。

   次は、教育委員会のほうに行きます。

  こちらのほうの令和３年度と令和４年度の予算の

使い方、予算の傾向、どういった変化があったのか

 という全体像からお尋ねをいたします。

○諸見友重総務課長　教育委員会の令和４年度の決

 算額は、約1663億516万円となっております。

  これは前年度の決算額と比較いたしますと、額に

して15億6307万円、率にして0.9％の減となっており

ます。また、執行率は0.3ポイント増の95.8％となっ

 ております。

  決算額が減少した理由としては、令和４年４月に

開校した那覇みらい支援学校の設置に係る関連工事

費の減によるものでありますが、決算額、執行率と

 もに前年度並みというふうに考えております。
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  ただ、個別の事業で申しますと、例えば海外研修

等の事業におきまして、令和３年度はオンライン等

を活用した代替研修となっておりましたけれども、

令和４年度においては全部ではございませんが、現

地への派遣を行うことができたなどの変化を見るこ

 とができました。

   以上であります。

○喜友名智子委員　ありがとうございます。 

  あとは、ちょっと個別の事業について３つほどお

 尋ねいたします。

  最初は418ページ、琉球王国外公文書等の編集刊行

 及びデジタル化事業のほうです。

  目的の中に琉球史の教育への利活用とあります。

効果として、県内外の学校、大学、図書館などに配

付提供とあります。この県内外の学校というところ、

 どこに配付提供したのか、確認させてください。

○瑞慶覧勝利文化財課長　お答えします。 

  県内では、公立、私立の小学校229校、中学校が

143校、高等学校が65校、特別支援学校が17校、ほか

に公立図書館・資料館、大学附属図書館など県庁各

 機関を含むところへ配付いたしております。

  また、県内では国立国会図書館ほか、主な公立図

書館、大学附属図書館・資料館、国外の研究機関等

 へ配付したところです。

   以上です。

○喜友名智子委員　今のお話ですと、小中学校にも

 配付をしているという理解でいいんですかね。

○瑞慶覧勝利文化財課長　そのとおりです。 

○喜友名智子委員　歴代宝案はかなり専門的な内容

なので、小中学校に配付して――どういう中身なの

かなというのは個人的にすごく気になるところなん

ですけれども、まずは配付をするというところにも

 意義があるのだと理解をいたしました。

  この事業の課題として、最後の３行目ですね、新

 たなコンテンツの開発とあります。

  琉球時代の歴史、沖縄の歴史については、小中学

生の教育向けコンテンツ、非常に重要だと思ってお

ります。文教厚生委員会の陳情でも、琉球沖縄史、

もっと小中学校からきちんとした課程で取り上げる

ように、陳情も上がっております。ぜひこの事業の

一つのコンテンツとして活用できるんじゃないかと

思いますけれども、今後の取組についてお伺いいた

 します。

○瑞慶覧勝利文化財課長　お答えします。 

  歴代宝案は、琉球国の1424年から444年間の中国、

朝鮮、東南アジア等の外交文書等の集まりとなって

 いるところです。

  委員おっしゃるとおり、やはりその中に専門的な

用語があったりとか、それを取り巻く時代背景の中

で切り取ったような外交資料というところで、なか

なかそれ単体では理解が厳しいところとなっていま

 す。

  そこで高校生以上を対象として、今後この時代背

景等を加える形でより分かりやすく、歴代宝案概説

というところで令和７年度刊行予定で今動いている

 ところです。

  あと、学校向けに微々たるものではありますが、

我々としてはまずコンテンツを提供していきたいと

いうところで、令和４年度より歴代宝案を用いたデ

ジタル教材を小学生対象２件、高校生対象１件、今

後徐々に追加しながら、各種教員の研修会等におい

て、こういった使い方ができればというところで

ちょっとアプローチはしていきたいと考えていると

 ころです。

   以上です。

○喜友名智子委員　もう配付しているので、ぜひ活

用するために外部の先生方も御活用を要望いたしま

 す。

  次にですね、ちょっとページが進みますが435ペー

 ジ、バスの通学費の支援事業です。

  執行率が90.2％で、こちらも10％ほど残がありま

 す。

  これをですね、通学距離の遠い生徒さんから順番

に支給するという運用の仕方はできないでしょうか。 

○大城勇人教育支援課長　当該事業は低所得世帯向

けの事業として実施しておりまして、当該所得要件

に合致をすれば、遠距離等についても対応が可能と

 なっております。

  一方で、令和５年度から遠距離通学等で通学する

生徒に対しても、中間所得層まで広げて１万5000円

を超える場合には、その差額を補助するという利用

 も今年度から始めているところでございます。

○喜友名智子委員　ありがとうございます。 

○末松文信委員長  それでは、仲宗根悟委員。 

○仲宗根悟委員　よろしくお願いします。 

  僕の質疑は１点なんですけれども、説明資料を踏

まえながらということなんですが、あえてこじつけ

 れば439ページかなと思っているんですが。

  聞きたいのは、子供たちをどう育てるかというの

が僕のテーマなんですけれども、そこで学校、そし

て家庭、地域と連携しながら子供たちを育てていく

んだというような行政、大きなテーマを持っていらっ
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しゃると思うんですけれども、その中で、学校は学

校、それから家庭はもちろん家庭で子供たちを育て

ていくんですけれども、そこに地域がどう関わって

 きて、取り組んできたのかなと。

  この439ページは放課後の内容なのかなと思ってい

るんですが、それと440ページの（３）で、家庭教育

支援事業として６市町村において行ってきたと。（２）

は、放課後子供教室を推進してきましたよというよ

うな内容でありますのでこの辺のところはよく分か

 ります。

  皆さんの課題の中にはいつも、この学校、家庭、

地域と連携をしますが、地域とはやはり人間関係が

希薄になっている現代において、非常に課題が大き

いんだというような締め方というのでしょうかね、

まとめ方をされているもんですから、その課題につ

いて、今年度どういったその事業を課題克服のため

に取り組んでこられたのか。一つ地域ぐるみで子供

たちを育てるというようなテーマで、取り組んでこ

られたことを、ぜひお聞かせいただきたいなと思う

 んですが。

○米須薫子生涯学習振興課長　お答えいたします。 

  県教育委員会では、地域と学校が連携・協働して、

地域全体で子供たちの成長を支える様々な活動を推

進するために、学校・家庭・地域の連携協力推進事

 業を展開しております。

  令和４年度は、24市町村が本事業を活用して、学

校支援や登下校の見守り、また三線教室やしまくと

ぅば教室など地域の協力を得ながら、子供たちの安

全・安心な居場所づくり等に取り組んでまいりまし

 た。

  また、県ＰＴＡ連合会や県青少年育成県民会議等

の社会教育関係団体と連携して、家庭及び地域の絆

づくりとして、各地域において、大人と子供が一緒

に清掃活動等を行う、クリーン・グリーン・グレイ

 シャス運動を推進してまいりました。

  県教育委員会としましては、引き続き学校、家庭、

地域が連携協働し、一体となって子供を育てる体制

づくりの構築に取り組むとともに、社会教育関係団

体とも連携し、子供を中心とした世代間の交流と青

 少年の健全育成に取り組んでまいります。

○仲宗根悟委員　ありがとうございます。 

  よく理解できましたが、それで地域やそれから関

係団体との連携というふうに、実質のお仕事ってい

いましょうか、皆さんは物事を考えて予算をつけて、

こういった施策が的確なんでしょうねということで、

市町村や、市町村自治会ですとか、あるいはそれを

取り巻く隣組の皆さんとかとやってきていると思う

 んですね。

  そこから地域の皆さんを通して、いろんな課題が

上がってきていると思うんですよね。そして県の皆

さんがその課題の中から、今後どういうふうにつな

げていくというのがあったのでしょうか。また、あっ

たとしたらそういうふうな事例をぜひお聞かせいた

 だけませんか。

○米須薫子生涯学習振興課長　委員のおっしゃると

おりですね、沖縄県におきましても、やっぱり地域

の交流や人間関係の希薄化など進んでいる地域もあ

りますが、特にコロナ禍においてさらにこういった

ことが進んでいるところでございましたので、今年

度は県教育委員会といたしましても市町村が実施し

たりなどして、より地域の課題解決に向けて、聞き

 取りなどを行ったところでございます。

  徐々に、子供たちと大人が一緒になって地域で行

う行事なども、盛んに行われてきているということ

もありましたので、引き続き地域の子は地域で守り

育てる機運を高めて、青少年の健全育成に資する全

県的な運動として、展開していきたいというふうに

 考えております。

○仲宗根悟委員　人間関係が希薄化しているという

捉え方なんですが、アパートでも隣にどういう方が

住んでいるのかよく分からないというようなことで、

希薄と言っているのか。昔みたいに、教育隣組の機

能がなくなって、それぞれが塾ですとか個人個人の

活動が増えているから、希薄化というふうに皆さん

捉えているのか、この希薄化というのはどういう捉

え方をされているのか、少し教えていただけないで

 すか。

○半嶺満教育長　我々も田舎で育ったものでありま

すけれども、田舎に行くと今でもやはり地域の行事

であったり、そういった様々な、あるいは公民館の

団体等で、子供たちを地域で一緒に様々な行事を通

して育てていくというふうな、まだまだそういう流

れがあると思います。やはりそういった、地域でしっ

かりと子供を育てていくというふうな組織的なつな

がり――今言われているのはやっぱり核家族化とよ

く言われますけれども、それぞれ家族単位での様々

な活動が中心になることによって、地域と地域が結

びついて、子供たちをそういういろんな組織的な行

事を通して、活動を通して育てていこうというふう

な動きがやはり少なくなってきていると。やはり我

々希薄化というのは、そういったことを一つの状況

 として捉えているところでございます。
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○仲宗根悟委員　個人的なといいましょうか、私が

抱いている希薄化というのは本当にあるのかな、そ

んなに深刻な課題として挙げないといけないテーマ

 なのかなというふうに思っているんですね。

  先ほど課長の説明の中にありました、世代間の交

流ですとか、あるいは清掃活動を通じていろんな団

体が増えて連携を取りながら、子供たちからお年寄

りの皆さんまで交流できる場というのが、幾つもあ

るんだというようなお話なんですよね。そこで、やっ

ぱり私たちも先輩方からいろんなことを吸収して教

えていただきました。それで、１つ事例を挙げます

と私たちの地域の中でも、私は25歳の青年のときに、

初めて自分たちの島の伝統芸能の一つである踊りを

教えていただいたんです。それが四十何年ぶりに復

活しましたというような話なんですね、四十何年ぶ

りに復活する伝統芸能なもんですから、一番長老と

いったらもう80歳、90歳近くのおじいさんが来る、

中堅が来る、そして青年たち、それから婦人も見に

来るといった形でどういった内容が始まるんだろう

と、練習が約５か月ぐらいありましたから、祭りに

向けてですね。そういった形で、世代間交流という

のは、そういうものなのかなというのがあの頃に実

感をしました。これを見ている中学生ですとか高校

生たちが、イーカー、ワッターガシワドゥヤッサー

というような形をこう抱くんだと思うんですよね。

それが世代間交流で、やっぱりウリヤ希薄化ウレー

アランとも思ったりもしたもんですから、それでお

尋ねしたんですが、地域としては清掃か――いろん

な活動を通して、世代間交流が今盛んに行われてい

るんじゃないのかなという気がするんですよね。捨

てたもんじゃないなというのが幾つも見受けられて、

そういう事例をぜひ上げていただいて、課題として

の希薄化って、本当に希薄化しているんだろうかな

と、心寂しくなるようなテーマしかないもんですか

らね。温まって、本当の勇気が出て僕らも参加しよ

うというようなテーマに切り替えるぐらいの、こう

いうのがありましたというのを堂々と成果の報告の

中にも示していったらいいのかなというふうに思う

んですが、ぜひその辺も考えていただいて、頑張っ

 ていただきたいなというふうに思いました。

   終わり。

○末松文信委員長　玉城ノブ子委員。 

○玉城ノブ子委員　よろしくお願いします。 

  最初に、子ども生活福祉部の主要施策の83ページ

ですけれども、先ほども質問がございましたけれど

 も、かぶらないように質疑をしたいと思います。

  これ非常に重要な、支援事業だというふうに私も

 思っているんです。

  コロナ禍のこともあって、本当に生活に困窮して

支援を必要としている皆さん方が増えております。

それで先ほどこの事業の中身は、お聞きいたしまし

たけれども、皆さん方が非常に困ったときにすぐ支

援に行けるところ、相談に行けるところ、そこが非

常に大事だと思うんですよね。先ほどのお話ですと

相談窓口が北部、中部、南部に２か所、市には設置

されているということなんでしょうか。また、全て

の市町村に相談窓口の設置が必要なんじゃないかと

 思うんですけれども、いかがでしょうか。

○金村禎和保護・援護課長　お答えいたします。 

  生活困窮者自立支援事業につきましては、生活困

窮者自立支援法に基づいて実施されることになって

おりますが、その窓口となる相談支援機関について

は、福祉事務所を設置している自治体というふうに

なっておりまして、それは沖縄県と市となるという

ところでございます。それに基づいて先ほど説明し

た沖縄県で４か所と、11の市で設置をされていると

 いうところでございます。

  そのほか、その支援とか住居確保給付金の受付業

務等はできないんですが、相談のみを対応する窓口

として、久米島町と北谷町と読谷村、それから恩納

 村に窓口が設置をされているという状況です。

○玉城ノブ子委員　分かりました。 

  市では、福祉部署が対応するというふうなことに

 なるんですね。

  ただ、やっぱり必要としている皆さん方にどう支

援をつなげていくかということが、このような事業

の場合は大変大事なんじゃないかというふうに思う

んです。ですから、こういう支援事業がありますよ

ということを県民に周知する、これ非常に大事だと

思いますので、その取組もぜひやっていただきたい

 というふうに思いますがどうでしょう。

○金村禎和保護・援護課長　委員御指摘のような生

活困窮者に必要な支援を届けるためにも、制度の周

知強化というところが大変重要であるというふうに

 は認識をしております。

  県としましては、関係機関と連携した周知ですと

か、県のホームページ、あと広報誌、広報番組の活

用、それから制度周知用チラシの町村各世帯、全て

の世帯に届くようにしております。これらを実施し

て支援が適切な人に届くように、取り組んでいると

 ころでございます。

○玉城ノブ子委員　ぜひ、よろしくお願いします。 
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  とにかく、生活に困窮している所帯というのは増

えております。昨日もその相談を受けたばかりです

ので、みんなにこういう事業があるんですよという

 周知をぜひよろしくお願いしたいと思います。

  沖縄県子ども・若者総合相談センターにおいて、

ニートやひきこもり、不登校など社会生活を円滑に

営む上で困難を有する子供、若者からの様々な相談

に応じるということとありますけれども、これにつ

いて、今ニートやひきこもり、不登校が増えている

ということは聞いておりますけれども、現状はどう

 いうふうになっていますでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　この事業につ

きましては、子ども・若者みらい相談プラザｓｏｒ

ａｅを設置しまして、困難を有する子供、若者、そ

の保護者などからの様々な相談に応じると、そして

その相談内容によって関係機関を紹介したり、その

他必要な情報の提供、助言を行うという事業になっ

 ております。

  ｓｏｒａｅの現状の相談件数の中で、不登校、ニー

ト、ひきこもりといった相談内容が今大きな３つと

いうことで挙げさせていただいているんですけれど

も、ちなみに令和４年度の全体の相談者数が957名、

これは那覇市と名護市の合計になっております。そ

して相談件数が延べになりますが、全体で4811件と

なっております。そのうち、不登校に係る相談とい

うのが285名、これ相談者の全体の42.2％が不登校関

係の相談となっております。同様にニートに係る相

談が58名、8.6％。ひきこもりに関する相談が51名、

 7.6％とそのような状況になっております。

○玉城ノブ子委員　そういう支援の内容について、

具体的にはどのような効果を上げているんでしょう

 か。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

  令和４年度内において、何らかの改善が図られた

ケースということで集計をしております。こちらが

 累計で319件ありました。

  改善が図られた項目の内訳としましては、例えば

就労関係で41件、これは単純に就職をしたのに限ら

ず、就職の前の段階、就業訓練とか、そういったと

ころに通い始めたとか、そういった就労に向けて前

向きな動きがあったものについて幅広く捉えており

ます。こちらが41件、そして就学関係、こちらも復

学なり就学に向けて動き出したとか、幅広く捉えて

おりまして44件、それからメンタルヘルス不調の解

消等が40件、生活環境の改善等が110件、そういった

 内訳となっております。

○玉城ノブ子委員　そういう皆さん方への支援の拡

 充が必要なんじゃないかなと思います。

  そういう効果をつくり上げているのであれば、す

ぐに相談できる体制が身近にあることが非常に重要

じゃないかと思いますので、そういう意味では、支

援体制をもっと拡充していくことが必要じゃないか

 と思いますが、いかがでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　委員おっしゃ

るとおり、身近なところでそういった相談窓口があ

るというのは、困難を抱える若者にとっては非常に

有効というか、必要な施策であるというふうに認識

 しております。

  ｓｏｒａｅに関しては、現在那覇市と名護市に２か

所設置しているんですけれども、それ以外に遠隔地

ですね、離島等も含めてそういった支援をどのよう

に拡充していくかというところが、やはり課題となっ

 ております。

  宮古、八重山につきましては、出張相談等で対応

はできているんですけれども、やはり遠隔地の中で、

その地域で完結できるような支援体制を構築してい

くということが、一つ求められているんじゃないか

 なというふうに考えております。

  県としましては、地域の中で相談体制が完結、あ

るいはその地域の中で困っている若者をしっかりと

市町村等が把握をし、支援につなげていくというそ

ういう体制の構築が必要だと思っておりますので、

まず、なかなか今設置が進んでないんですけれども、

子ども・若者支援地域協議会という市町村のほうで

設置をし、その中で福祉に限らず、教育、医療、そ

ういった関係者が集まるような場が設置できるよう

になっておりますので、その設置を市町村のほうに

はしっかり働きかけてまいりたいというふうに考え

 ております。

○玉城ノブ子委員　ぜひ私も身近でそういうひきこ

もりで悩んでらっしゃるお母さんの相談を受けたこ

ともありますので、やっぱりそういうときに身近に

すぐ相談できるところが必要だなとそういうふうに

思いましたので、各市町村とも連携を取って、全て

の市町村で支援にすぐ応じることができるような、

そういう体制づくりにぜひ取り組んでいただきたい

 ということを要望して、次に移ります。

  次、111ページの、ヤングケアラーの問題について

の質問も少しありましたけれども、ヤングケアラー

等寄り添い支援事業の目的とこれまでの取組、その

 効果について、お伺いしたいと思います。

○寺本美幸子ども未来政策課長　お答えいたします。 
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  ヤングケアラー等寄り添い支援事業は、困難を抱

える子供や家庭を訪問して支援を行うことと併せま

して、子どもの居場所や貧困対策支援員など、既存

の支援体制を補完する仕組みとして、どのような支

援や体制が必要とされているかを把握するためのモ

 デル事業として開始したものでございます。

  支援対象者の中には、行政に対する拒否感を持っ

ている方々もおりまして、支援対象者との関係構築

やつなぎ直しなどが課題として見えてきたというと

ころでございます。こういった環境構築の観点から、

このモデル事業の中ではきっかけづくりとしての食

支援、また、外部の委託事業者を活用した相談支援

の有効性などが確認されたというところでございま

 す。

  ヤングケアラーを含む困難を抱える子供や家庭へ

の支援については、本来、住民と身近に接している

市町村において行われることが望ましいと考えてお

りまして、市町村において取組を展開できるよう、

このモデル事業を通して得られた支援ノウハウや支

援の在り方などを市町村と今後共有してまいりたい

 というふうに考えております。

○玉城ノブ子委員　ヤングケアラー全体の問題につ

いてもちょっと質疑をしたいんですけれども、ヤン

グケアラーについては、年度内に検討委員会を立ち

上げたいというふうに聞いておりますけれども、こ

の検討委員会の内容は、具体的にはどういうふうに

 なっていくんでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　午前中にも答

弁しましたが、令和４年度に調査を実施し、ヤング

ケアラーが相当数いるということを深く受け止めて

 おります。

  そのため、支援に当たっては、やはり複数の関係

機関が協働・連携して取り組む必要があるというこ

とで、そういった連携でもって支援を要するヤング

ケアラーを適切に支援につなげていくと、そういっ

たことを目的にこのヤングケアラー支援に関する検

討委員会というものを昨年の11月ですね、令和５年

 11月に立ち上げたところでございます。

  この委員会では、メンバーとしまして計７名、委

員に委嘱しておりまして、まず、ヤングケアラーだっ

た当事者の方ですとか、大学教授、それから、スクー

ルソーシャルワーカーの方とか、あと、教育庁との

連携も必要なので教育委員会の統括監と、子ども生

活福祉部の統括監も入った上で、７名で運営をして

 いるところです。

  今後の予定としましては、年度内にヤングケアラー

支援推進方針を取りまとめる予定としておりまして、

そのためにこのような委員の方々から様々な支援、

つなげる支援、それから発見する、周知を図ってい

く、そういったカテゴライズをしながら、それぞれ

について様々な意見を伺って、年度内にこういった

方針を立てていきたいというふうに今、作業を進め

 ているところでございます。

○玉城ノブ子委員　支援方針はまだ取りまとまって

 はいないわけですね。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　委員会自体は

12月に第１回を開催しまして、また１月末頃に第２回

 目を開催する予定でございます。

  １回目のときに――すみません、訂正させていた

 だきます。

  第１回検討委員会を11月28日ですね、先ほど12月

と申し上げたんですけれども、11月28日に開催しま

して、第２回を今月末に開催する予定でございます。 

  その中で、我々事務局として推進方針の案を提示

しまして、様々な意見を今頂戴しているところでご

ざいますので、その意見に対する回答を、１月末に

実施する第２回で委員の方々にお示しをし、さらな

る意見等を頂戴した上で年度内に策定をしていきた

いと、そんなスケジュールで取り組んでいるところ

 でございます。

○玉城ノブ子委員　分かりました。 

  ヤングケアラーの問題については、国においても

法整備が検討されているということを聞いておりま

すけれども、これについて皆さん方、その内容を御

 存じでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

  国で、ヤングケアラーにつきましては、今現在具

体的に法律なりで定義が示されているかというとか

ちっとした定義が示されていないという状況でござ

いまして、そういったところから今回、国のほうで

議論が進み、しっかりと法律にヤングケアラーの定

義ですとか、支援を標準化するための取組ですとか、

そういったものを打ち込んでいこうというような議

論が進んでいるというふうに――我々もまだ細かい

内容については伺ってはいないところなんですけれ

ども、そういった議論が進んでいるというところで、

今報道で出ているレベルと同じような感じで承知し

 ているところです。

  具体的には、子ども・若者育成支援推進法ですね、

こちらは子供だけじゃなく若者に関しても支援の範

囲になってくる法律になってくるんですけれども、

そちらの中でヤングケアラーは、子供から若者にか
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けても、ケアラーの状態が引き続き継続するだろう

という議論があったようで、この法律のほうで打ち

込むことが検討されているように聞いております。

それから、その支援の対象が若者にまで広げるとい

うことで、18歳以上まで広く含まれるというような

ことで、そういった法改正なりの議論が進んでいる

 というふうに承知しているところでございます。

○玉城ノブ子委員　分かりました。 

  ヤングケアラー問題については具体的に取組も進

めていますので、頑張っていただきたいと思います。 

  これで子ども生活福祉部は終わって、教育委員会

 に移りたいと思います。

   教育委員会の主要施策の426ページ。

  不登校傾向や中途退学が懸念される生徒への就学

継続支援を行うための就学継続支援員の配置につい

てですけれども、この事業の実施内容と成果につい

 てお伺いしたいと思います。

○崎間恒哉県立学校教育課長　就学継続支援員配置

事業につきましては、不登校傾向の生徒や中途退学

が懸念される生徒等が多く在籍し、支援を必要とす

る県立高等学校へ就学継続支援員を派遣し、校内外

における生徒の支援及び支援体制の構築を行う、こ

 れは委託事業というふうになっております。

  成果としましては、不登校が懸念される生徒へ面

談等を実施した結果、81％の生徒が就学について改

善し、学校における教育相談の充実が図られたとい

 う報告がございます。

○玉城ノブ子委員　この就学支援員は全ての学校に

 配置しているということなんでしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長　令和４年度の配置校

につきましては、37校、44課程、それから高等学校

 生徒就学支援センターへ配置しております。

○玉城ノブ子委員　具体的にそういう支援に対する

成果というのが上がっておりますので、全ての学校

に支援員を配置して、子供たちへの支援がぜひでき

るようにしていただきたいということを、そこは要

 望しておきたいと思います。

  次に、427ページのスクールカウンセラーですけれ

ども、このスクールカウンセラーも、不登校やいじ

めの未然防止、早期発見、早期解決を図るための配

置ということになっておりますけれども、スクール

カウンセラーの現在の状況、事業内容と成果につい

 てお伺いいたします。

○崎間恒哉県立学校教育課長　スクールカウンセ

ラーの配置につきましては、現在全ての高校に配置

 しているところであります。

○玉城ノブ子委員　スクールカウンセラーは全部正

規職員で配置をしているということになっています

 でしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長　スクールカウンセ

ラーは、会計年度任用職員としての配置となってお

 ります。

○玉城ノブ子委員　可能な限り、やっぱりそういう

重要な相談を受けて対応する支援員ですので、正規

の職員としてね、各学校にしっかりと配置をすると

いうことが必要だというふうに要望をしておきたい

 と思います。

  あと、434ページの、これは不登校児童生徒の学習

機会を確保するための事業になっておりますけれど

も、不登校児童生徒の現状というのは、具体的には

 今どういう状況になっているんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　公立小中学校の不登校児童

 生徒の現状をお話しします。

  令和４年度は小学校2552人、中学校は3143人、計

 5695人となっております。

○玉城ノブ子委員　この校内自立支援室事業につい

て支援内容と、今後の課題についてちょっとお聞か

 せください。

○宮城肇義務教育課長　校内自立支援室事業の内容、

先ほどから申しておりますけど、本事業は学校内の

空き教室を活用して不登校児童生徒への学習支援を

市町村教育委員会と連携して取り組んでいる状態で

 あります。

  令和４年度に関しましては12市町村、36校で本事

業を実施しており、登校復帰につながるなどの成果

 が出ております。

  課題としましては、全国と一緒ですけど、不登校

児童生徒が増加傾向にあるというところで、本事業

を実施している市町村あるいは学校等の拡充につな

げていって、ぜひとも対応していきたいと思ってお

 ります。

○玉城ノブ子委員　不登校の児童が増加傾向にある

というふうに私も聞いておりますけれども、その原

因についてはどのように考えていらっしゃるので

 しょうか。

○宮城肇義務教育課長　不登校の理由については多

様な原因、要因があるというところで、特に全国で

出ている傾向ですけど、小学校、中学校では、無気

力、不安ということがまず第１番目に挙げられてい

て、２番目には生活リズムの乱れとか、遊び・非行、

 そして、親子の関わり、これは小学校です。

  中学校では、いじめを除いた友人関係、そこがトッ
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プスリーといいますかね、３つ挙げられているとい

 う状況です。

○玉城ノブ子委員　不登校の児童生徒が増えている

ということについては、多くの皆さん方からも懸念

の声が上がっているということがありますので、そ

ういう子供たちにやっぱり寄り添う支援体制の拡充

が必要になるんじゃないかなと思います。そういう

意味では、ぜひ支援の中身の拡充についても、今後

きちっと取り組んでいただきたいと考えますが、い

 かがでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　ただいま申しましたとおり、

校内自立支援室事業、この効果については、令和４年

度からのスタートではありますけれど、かなり効果

を上げていると。支援を受けた子供たちの47％が復

帰につながるという状況で、全国と比較しても２倍

程度高い状況です。ですから、これを、先ほど申し

ましたけれど、各市町村含めて、学校ですね、拡張

しながら、子供たちにしっかりと寄り添って支援し

ていければいいかなと思っていますので、次年度も

拡大した形で事業を展開していきたいと考えており

 ます。

○玉城ノブ子委員　ぜひ積極的な推進をお願いいた

 します。

  次、435ページのバス通学費等支援事業ですけれど

も、このバス支援事業については多くの皆さん方か

ら非常によかったということで、多くの高い評価を

受けておりますけれども、その支援の対象者を拡大

してほしいということが、多くの皆さん方からの要

 望として上がっております。

   現状はどういうふうになっていますでしょうか。

○大城勇人教育支援課長　バス・モノレール通学費

 の無料化事業の現状ということでございます。

  本事業は、家庭や経済環境にかかわらず、安心し

て学業に励むことができる教育環境の整備を図るこ

とを目的に、低所得世帯の中高生等を対象に、自宅

等から学校等までのバス・モノレール利用の無料化

を行うもので、令和２年10月から高校生を対象に開

 始しました。

  令和３年度に通学区域が全県域となっている中学

校に通う生徒、令和４年度に、在籍校が指導要録上

で出席扱いとする通所区域の定めがないフリース

 クールに通学する中高生まで対象を拡充しました。

  今年度は本事業に参画していない事業所等へ参画

を打診したところ、２自治体から要望があり、令和

５年９月には中城村の護佐丸バスが、令和６年２月

からは南城市のＮバスが利用できることとなってお

 ります。

○玉城ノブ子委員　ぜひ、バス通学費等支援事業は

支援を必要としている皆さん方がやっぱりたくさん

いらっしゃいますので、その皆さん方の要望に応え

ることができるように、ぜひよろしくお願いいたし

 まして、私の質問を終わります。

○宮城肇義務教育課長　申し訳ありません。 

  先ほど玉城ノブ子委員への回答ですね、復帰率47％

とお答えしましたけど、45％の間違いでしたので訂

 正いたします。

   よろしくお願いします。

○末松文信委員長　玉城ノブ子委員の質疑は終わり

 ました。

   それでは次に、瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員　ユタサルグトゥ、ウニゲーサビー

 ン。よろしくお願いします。

   まず、子ども生活福祉部からお願いします。

  成果の報告書でいうと、ページ73、74にかけて、「平

和への思い」発信・交流・継承事業についてですが、

これについての事業内容や効果、課題等について、

 まず伺います。

○島津典子女性力・平和推進課長　お答えいたしま

 す。

  「平和への思い」発信・交流・継承事業は、アジ

アにおける戦争体験等を有する地域の若者と沖縄の

若者が平和について共に学び、交流することを通し

て、アジア太平洋地域の安定と平和に関する理解を

 深めることを目的として、実施しております。

  効果でございますけれども、令和４年度におきま

しては、カンボジア、韓国、台湾、ベトナムはオン

ライン参加で、広島、長崎、沖縄は沖縄の会場にて、

対面にて７地域の学生35名が参加し、５日間の共同

 学習を実施をしております。

  共同学習を通して、沖縄戦や他国の歴史について

の理解が深まり、国を超えて同年代の仲間たちが交

流し、絆を深められたことが成果であるというふう

 に考えております。

○瀬長美佐雄委員　とてもいい取組だと思います。 

  それで参加者の感想で、今回課題のところにも、

若者に平和を求める動きが広がっていくような工夫

や改善が必要だという認識のようですが、参加者の

ほうからの感想及び意見とかあれば紹介していただ

 きたいと思います。

○島津典子女性力・平和推進課長　沖縄県の参加者

の中には、この「平和への思い」事業に参加して、

自分の中にあった平和学習の考え方が大きく変わり
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ました。ここで受けた刺激があっという間、１年と

いう時がたっても、平和に関する活動を続けるため

の原動力となっていますという言葉や、また、韓国

から参加した学生は、授業では異なる地域から参加

した友人たちから意見を聞くことができ、平和や歴

史について、新しい観点で、もう一度考えることが

できる時間でした。平和を広めるために、周りに興

味を持ち、自分ができることを探すきっかけになり

 ましたというような声が寄せられております。

  過去の参加者が集まるような機会を設けて、参加

から現在までの活動状況、課題となっている点など

を報告、共有することで、今後この本事業のさらな

る発展につながっていくのではないかというふうに

 考えております。

○瀬長美佐雄委員　参加国の拡大であるとか、あと、

沖縄にはＪＩＣＡがあるので、アジア諸国からの参

加者がＪＩＣＡに――活用の在り方は、もっと拡充

できるのではないかと思うのですが、それについて

 伺います。

○島津典子女性力・平和推進課長　県では、これま

でＪＩＣＡ沖縄さんと連携した事業を展開している

 ところです。

  まず、県内高校生を対象とした国際平和ワーク

ショップをＪＩＣＡのほうと共催で開催をしました

り、去る11月にはＪＩＣＡ草の根技術協力事業を活

用した、カンボジアでの平和博物館の人材育成など

の事業がスタートしたところです。対象地域につい

ては、沖縄県と同様に、悲惨な戦争体験などを持ち、

その記憶と平和構築に取り組むアジア地域としてい

 るところであります。

  平和を希求する沖縄の心を発信していくために、

引き続きこのようなＪＩＣＡの知見でありますとか、

どのような方策でとか、対象地域につきましても、

 研究してまいりたいというふうに考えています。

○瀬長美佐雄委員　続きまして、90ページ、91ペー

ジにかけてですが、認可外保育施設への支援につい

 て。

  幾つか項目がありますが、新すこやか保育事業と

認可化移行支援事業についての、これも事業内容や

 効果、課題について伺います。

○下地努子育て支援課長　県では一括交付金を活用

し、平成24年度から新すこやか保育事業において、

認可外保育施設の入所児童に対する給食費や健康診

断費、調理員の検便費、賠償責任保険料に対する支

 援を実施しております。

  事業の成果としましては、平成24年度から令和４年

度までの間、県内の認可外保育施設の延べ3148施設

が本事業を活用しており、入所児童の処遇の向上と

 保育の質の向上が図られたと考えております。

  続きまして、認可化移行支援事業につきましてで

すが、認可外保育施設が認可保育所等へ移行するこ

とを促進するため、運営費の補助や施設改善に必要

 な費用の一部を補助する事業となっております。

  認可外保育施設の認可化の実績につきましては、

平成24年度から令和４年度までの11年間で92施設が

認可保育所へと移行し、5585人の保育定員を確保し

 たところです。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

  この認可園と認可外という点で言うと、今、園児

数の割合、何対何か伺いたいと思いますが、どうで

 しょうか。

○下地努子育て支援課長　令和５年４月１日現在に

おきまして、保育所等、いわゆる認可園につきまし

ては、５万9638人、認可外保育施設においては、7502人

 が入所している状況になっております。

○瀬長美佐雄委員　引き続き認可外支援が必要だと

 思いますので、頑張っていただきたいと。

  続きまして、93ページ、保育所等の整備の状況に

ついてなんですが、先ほど待機児童数は411と明らか

になりましたが、待機児童を解消した自治体単位で

 いうとどんな状況になっているのか伺います。

○下地努子育て支援課長　令和５年４月１日時点の

 待機児童数は、411人となっております。

  待機児童のいる市町村は24市町村、ゼロの市町村

が17市町村となっており、そのうち、新たに待機児

 童を解消したのは、２村となっております。

○瀬長美佐雄委員　それで、待機児童の解消の見通

し、計画、今年度幾ら定数を増やして、今年の４月、

 ５月にはどうなるという見通しでしょうか。

○下地努子育て支援課長　施設の整備等につきまし

ては、ほぼ完了している状況でございまして、保育

士の確保が、待機児童解消のネックとなっておりま

すので、保育士さんの定着を図るため、現場のニー

ズを踏まえた保育補助者の配置や業務負担の軽減な

ど、働きやすい環境を整備して、保育士の仕事や職

場の魅力を高め、人材の確保につなげる環境づくり

に取り組んでいるところです。こうした取組を一層

推進することにより、早期の待機児童解消に努めて

 まいります。

○瀬長美佐雄委員　事業の効果、課題のところに、

こども家庭庁に移行するという記述があるので、こ

こに対するもう少し具体的な説明をいただけますか。 
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○下地努子育て支援課長　93ページの下のほうの表

現ですが、これまで県が予算計上しています認定こ

ども園施設整備交付金と、市町村の直接補助事業で

ある保育所等整備交付金という形の２つの補助金で

整備を進めてきたところが課題となっておりまして、

それをこども家庭庁が発足したことにより、就学前

教育・保育施設整備交付金という形で一本化されて、

補助の仕組みが簡素化されたという状況になってお

 ります。

○瀬長美佐雄委員　ちょっと確認なんですが、いわ

ゆる認定こども園と従来の公立保育所という形だと

思いますが、統合するということで、どこかに一本

化するのか、それとも同じような形で事業としては

進めるということなのか、そこら辺が分かるのであ

 れば教えていただきたいと思います。

○下地努子育て支援課長　従前文科省、厚労省だっ

たところが、こども家庭庁のほうに一本化されると

いう形になります。一本化されて、補助執行が簡素

化されるという効果が生まれることになっておりま

 す。

○末松文信委員長　休憩いたします。 

  　　（休憩中に、瀬長委員が質問内容を再度説明

した。） 

○末松文信委員長　再開いたします。 

 　下地努子育て支援課長。

○下地努子育て支援課長　従前より認定こども園、

保育所はそれぞれ別の制度という形になっておりま

して、補助金制度は統合されるんですけど、従前の

とおり、こども園であったり、保育所であったりと

 いう形のほうでの運営になってまいります。

○瀬長美佐雄委員　次に移ります。 

  102ページ、放課後児童クラブの支援についてなの

ですが、先ほどの待機、入所できない、登録できな

いという児童数が増えているということになってい

るようで、施設整備の計画を拡大すべきなのかなと

思うのですが、例えば今年度どれぐらい施設を増や

す、入所者をどれぐらいまで持って行くという、今

 後の計画との関わりでお願いします。

○下地努子育て支援課長　令和５年５月１日時点に

おける県内の放課後児童クラブ数は605か所となって

おり、第２期黄金っ子応援プランで掲げる令和５年

度のクラブ整備計画目標値である581か所を上回って

いるものの、利用ニーズの高まりにより、受皿の確

 保が追いついてない状況となっております。

  県としましては、放課後児童クラブ支援強化事業

で新設の整備促進や、教育委員会と連携して学校の

空き教室を活用したクラブの拡充に取り組むことと

 しております。

○瀬長美佐雄委員　放課後児童クラブ支援というこ

とで、賃借料への支援補助が始まったのかなと思い

ます。それについて県独自の支援事業の活用状況を

 併せて伺いたいと思います。

○下地努子育て支援課長　賃借料につきましては、

事業実施して、昨年度の83施設から、今年度は109施

 設、26施設増加しているところであります。

○瀬長美佐雄委員　その中で、県独自の家賃補助制

度がつくられたかと思うんですが、それについてお

 願いします。

○下地努子育て支援課長　ただいま申し上げました

109施設と申しますのが、県独自で実施している数と

 なっております。

○瀬長美佐雄委員　そうなると、いわゆる国の制度

による家賃補助もあろうかと思います。それでは、

どれぐらいの施設が利用している、今言う109という

のは、どのぐらいの割合になるかということでお願

 いします。

○下地努子育て支援課長　従前、国のほうで実施し

ています家賃補助についてですね、クラブ数をカウ

ントしたものはないんですけれど、放課後健全育成

事業という形のほうで家賃補助でありますとか、支

援員に対する運営費の補助でありますとか、そうい

う補助を実施している施設としましては、令和４年

 度で584クラブとなっております。

○瀬長美佐雄委員　聞きたかったのは、学童クラブ

に対する支援、あれこれメニューがあることも分か

ります。沖縄県が独自につくったこの家賃補助制度

というのは、従前から、国が始める前からやってい

る。学童に対する県独自で手当てした事業という点

で、やっぱり差別化する必要があるのと、その意義

についても、家賃補助を受けなければならないとい

うのは民間、公設で民営としてやっているところも

ありますし、公的な施設で家賃代は要らないという

学童の運営もあると。そこら辺と区別化する上では、

きちっと掌握していてほしいなということで質疑い

たしました。もし、資料でそういったのがあれば後

 で頂きたい。

  続きまして、121ページ、老人福祉施設の整備の状

況について、当初予算と決算額に差があると。その

 理由について伺います。

○安里克也高齢者福祉介護課長　令和４年度におけ

る特別養護老人ホーム等の老人福祉施設の整備につ

きましては、当初予算額９億9630万7000円、これに
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対し決算額は５億3850万4000円で、差額、４億5780万

 3000円となっております。

  この差額の主な内訳でありますが、令和５年度へ

の繰越額が３億2975万2000円、減額補正によるもの

が１億303万4000円、不用額が2599万9000円となって

 おります。

  この令和５年度に繰越した主な理由でありますが、

特別養護老人ホームの改築に当たりまして、開発許

可申請に時間を要したことと、また、認知症高齢者

グループホームなど、地域密着型サービス事業所の

整備に当たり、天候の影響により工期が遅れたこと

 などが挙げられます。

  減額補正の主な理由でありますが、認知症高齢者

グループホームなど、地域密着型サービス事業所の

整備に当たり、事業者の応募がなかったこと、関係

機関との調整に時間を要し、整備計画を見直したこ

 となどがあります。

  不用額の主な理由でありますが、入札により執行

 残額が生じたことなどによるものであります。

   以上です。

○瀬長美佐雄委員　入所待ちの状況がどうなってい

 るのか。

  整備計画としては今年度、次年度以降の施設整備

 についてはどのような計画なのか伺います。

○安里克也高齢者福祉介護課長　令和５年４月１日

現在、特別養護老人ホームの入所の必要性が高い待

 機者は826名となっております。

  県では、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、令

和３年度から令和５年度までに特別養護老人ホーム

など1289床の定員増を計画しており、令和４年度末

 現在、331床の整備を行ったところであります。

  令和５年度におきましては、360床の整備を見込ん

でおり、引き続き市町村と連携して取り組んでまい

 りたいと考えております。

  令和６年度以降につきましては、第９期高齢者保

健福祉計画を策定いたしまして、それに基づいて整

 備を進めていくこととしております。

   以上であります。

○瀬長美佐雄委員　続きまして、移ります。 

  沖縄県差別のない社会づくり条例が制定され、そ

の準備の取組があった年度だと思いますが、制定ま

での取組、どういうふうに努めたのかをお願いしま

 す。

○島津典子女性力・平和推進課長　お答えいたしま

 す。

  県では条例制定に向け、令和４年度は有識者等か

らの意見聴取であったり、県外自治体の条例の取組

状況調査、県内市町村への実態調査、条例骨子案に

対するパブリックコメントなどを行ってまいりまし

 た。

  これらの取組により、様々な人権課題に応じた施

策を講じ、社会全体で不当な差別の解消を推進する

ための包括的な条例として、令和５年３月に沖縄県

 差別のない社会づくり条例を制定したところです。

○瀬長美佐雄委員　県レベルでこの条例を、これに

 類するのは何件ぐらいあるのか、確認です。

○島津典子女性力・平和推進課長　今、手持ちが令

和５年の５月29日時点ではございますけれども、人

権全般を対象とする人権尊重に関する条例を制定し

 ているのは、21都道府県となっております。

  令和５年に施行されているのは佐賀県、山梨県、

沖縄県において、人権に関する条例が制定されてい

 るという状況でございます。

○瀬長美佐雄委員　現在の取組、運用状況、審議会

を設けるとか、相談員を設けるとか、実際それが稼

 働しているのかどんな状況なのか伺います。

○島津典子女性力・平和推進課長　条例の施行に伴

いまして、令和５年７月に人権相談窓口を設置し、

相談体制の整備を図っております。また、９月には、

弁護士や学識経験者から構成される沖縄県差別のな

い社会づくり審議会を設置し、これまでに２回の審

議会を開催したところです。また、人権尊重の理念

と条例の趣旨について、広く県民などへ周知啓発を

行っており、年度内にはリーフレットの作成、配布

 などを予定をしております。

○瀬長美佐雄委員　ヘイトがネットの社会で、いま

だに大きなバッシングが見られます。それについて、

実際に問合せ、何とかしてくれというふうな具体的

な県民からの情報があるのかどうか、それの対応状

 況について確認いたします。

○島津典子女性力・平和推進課長　令和５年７月に

設置しました人権相談窓口には、県民から様々な情

報が寄せられておりますが、主なものとしましては、

外国人の入居や入店制限に関することなどがありま

 した。

  次年度に県民意識・差別の実態調査の実施を予定

しておりますので、この人権相談窓口の運用により、

本県の差別の実態を把握し、差別の実情を踏まえた

取組を行っていきたいというふうに考えております。 

○瀬長美佐雄委員　教育委員会に移ります。 

  まず、教職員の病休が多いという状況があり、ぜ

 ひ改善すべきだと。
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  教職員の負担軽減に関する取組がどのように行わ

れてきたのか、効果も。現場の教職員、特に組合幹

部の皆さんから沖縄県の今の取組は高く評価されて

いるという声も伺っております。どのような年度だっ

 たのか、伺います。

○池原勝利学校人事課長　まず、教職員の病休の状

 況について御説明します。

  令和４年度における教育職員の病気休職者は381人

となっております。そのうち、精神性疾患による病

 気休職者の数は229名となっております。

  参考までに、令和２年度と３年度の比較を申し上

げますと、教育職員の病気休職者の数でございます

が、389名、398名ということで、横ばい状況でござ

いますが、その一方で、教育職員の精神性疾患の病

気休職者の数はそれぞれ188名、199名となっており、

精神性疾患による病気休職者の数が増加傾向にある

 という状況でございます。

○上江洲寿働き方改革推進課長　今、学校人事課長

からありました精神性疾患による病気休職者数につ

いてですけれども、沖縄県は依然として全国より高

い状況にあって、教職員のメンタルヘルス対策は喫

 緊の課題であると認識しております。

  県教育委員会では今年度４月、働き方改革推進課

を立ち上げ、県立学校の教職員に対し、保健スタッ

フの学校訪問による相談対応及び管理職支援の強化

や、ＩＣＴを活用した教職員の相談窓口を設置する

など、予防・相談・療養・復職支援の取組の充実を

 今年度図ってきております。

  また、市町村立学校につきましては、那覇市と連

携した国の調査研究事業において、オンラインによ

る全教員向けのセルフケア研修や、相談体制の整備

など、メンタルヘルス対策の事例の創出や、効果的

な取組の研究を現在進めているところでございます。 

  今後、その成果課題等を踏まえて、教職員が心身

の健康を維持し、教育活動に専念できる環境の整備

 に努めているところです。

  そしてまた、先ほど委員から御質問のありました

働き方改革の推進について、負担軽減の取組につい

て、県教育委員会ではこの働き方改革推進課を立ち

上げて、今年度より重点的な取組を進めているとこ

 ろです。

  主な取組の一つとしまして、教職員の支援員の配

置等も行っておりますが、県立学校と市町村立学校

に対して、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー、教員業務支援員、学習支援員、ＩＣＴ

支援員、部活動支援員等の配置を進めており、令和

４年度に総数ですけれども、391名の配置、そして令

和５年度はそれより増員しまして483名の配置等を

 行ってきているところです。

  現場の先生方の負担軽減というところでは、こう

いう支援員の配置等も進めておりますが、今委員の

御指摘があった現場の声、そこをしっかり拾ってい

きたいというふうに考えておりまして、今年度は沖

縄県内の全教職員を対象としてアンケートを実施し、

また、年度途中に沖縄県公立学校働き方改革推進本

部というのを立ち上げ、その中に外部連携部会とい

うところを位置づけて、職員団体とも今年度早速意

 見交換を実施したところであります。

  しかし、まだ沖縄県の状況としましては、月80時

間を超える長時間勤務者もおりますので、働き方改

革の推進については保護者、地域、また教職員を含

めて理解醸成を図り、さらなる実効性のある取組を

 加速させる必要があると考えております。

   以上です。

○池原勝利学校人事課長　続きまして、教員の増員

の計画でございますが、県教育委員会におきまして

は、児童生徒数の推移、学級数の増減、定年引上げ

の影響も踏まえまして、今後の正規率改善に向けた

小中学校正規率改善計画を令和５年９月に策定した

 ところでございます。

  同計画におきましては、特別選考による採用など

を加味し、新規採用者数をこれまでの350名から80名

増の430名とし、令和12年度前に、正規率を全国並み

の90％へとするよう予定し、実施しているとこでご

 ざいます。

○瀬長美佐雄委員　431ページから433ページにかけ

て、新規の事業として、国際性に富む人材育成事業

とうたわれています。その中で、長期留学と短期、

オンラインと、この３つについての事業の差別化と

 いいますか、目的、内容、効果について伺います。

○崎間恒哉県立学校教育課長　お答えします。 

  まず、長期海外留学につきましては、世界の多様

な地域へ長期海外留学をさせ、国際センターの人材

を育成するものとなります。それから、交流先や目

的について焦点化した短期海外研修、グローバルリー

ダー育成海外短期研修事業となっております。それ

とＩＣＴを活用した、海外生徒とオンライン交流を

行うアジア高校生オンライン国際交流事業、これを

 展開しております。

   以上、３つの事業になります。

○瀬長美佐雄委員　新規の事業というのは、オンラ

インの交流事業だけで、長期短期はそれぞれ継続な
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 のか、その確認をさせてください。

○崎間恒哉県立学校教育課長　ただいま委員がおっ

しゃったように、新規はアジア高校生オンライン国

際交流事業というふうになります。残りは、これま

 での事業の継続となります。

○瀬長美佐雄委員　英語圏ということで、米国、カ

ナダとオーストラリアとか、英語圏はほかにもあろ

うかと思いますが、拡大するという方向性もあるの

 かないのか、確認です。

○崎間恒哉県立学校教育課長　令和５年度の派遣に

つきましては、令和元年度に派遣中止、そして途中

帰国、そして令和２年、３年、４年と、派遣を中断

していたことを踏まえて、令和５年度の派遣先を検

 討しました。

  その際、派遣生の選考時点における新型コロナの

影響や海外情勢等を考慮して、米国、カナダの２か

国としたところであります。本来、派遣先につきま

しては、本事業のスケジュール、予算及び派遣生の

希望等を踏まえて、委託事業先が有するネットワー

クの中で、実施可能な国を検討しておりますので、

今後また、そういう状況になろうかと思っておりま

 す。

○瀬長美佐雄委員　ＪＩＣＡとの連携については、

これらの事業で関わりがあるのか、海外の県人会と

の連携もそうなんですけれども、実際どうなってい

 るのかということで伺いたいんですが。

○崎間恒哉県立学校教育課長　この国際性に富む人

材育成事業においては、ＪＩＣＡと連携した事業は

 ございません。

○瀬長美佐雄委員　今、地域外交室の関わりで、海

外との関わりを教育委員会、あるいは子ども生活福

祉も、商工も含めてされていて、活用できる機関は

活用したほうがいいと思いまして、ＪＩＣＡとの関

わりをもっと有効に――人材育成の幅が広がるので

はないかと思うものですから提案だったんですが、

これについてはどう検討されるのか、確認ですがお

 願いします。

○東哲宏総務課教育企画室長　お答えいたします。 

  沖縄県教育委員会とＪＩＣＡ沖縄につきましては、

相互の連携強化を図るため、連携協議会というのを

設置しまして、年２回定例の協議会を開催していま

す。その中で児童生徒や教職員に係る国際理解教育

の拡充等に向けた、連携事業に関する協議等を行っ

 て、様々な取組を実施しております。

  令和４年度につきましては、例えばＪＩＣＡが行っ

ている青年海外協力隊の現職教員特別参加制度とい

うのがございまして、その中で２名の教員を海外に

派遣しているほか、県内の児童生徒を対象とした出

前講座や、ＪＩＣＡ沖縄へ児童生徒が訪問しての学

習、教員の初任者研修での講座や教師の海外研修な

 ど、いろいろな連携事業を実施しております。

   以上です。

○瀬長美佐雄委員　最後に、447ページ、「琉球・沖

縄の知と心」国際発信事業について。移民ルーツ調

査の概要についてどのように行われたのか、世界の

ウチナーンチュ大会との関わりでどうだったのか、

 確認ですがお願いします。

○米須薫子生涯学習振興課長　お答えいたします。 

  移民ルーツ調査の概要としましては、移民一世の

氏名などから、渡航先、出身地、生年月日、渡航年

 月日などの情報を依頼者に提供しております。

  移民ルーツの調査件数は令和３年度が61件だった

のに対して、令和４年度が513件と拡大の傾向にあり

 ます。

  これまでは、メールや来館での調査のみでありま

したが、令和４年度に世界中のどこからでも簡単に

アクセスできる、多言語データベースを構築いたし

 ました。

  沖縄から初めて海外に渡った、1899年から1944年

までの約６万件の渡航記録を基に、渡航先、氏名、

年齢、本籍地など旅券発行日などが検索できるよう

 になっております。

  また、世界のウチナーンチュ大会との関わりにつ

いてですが、県立図書館では、2016年の第６回世界

のウチナーンチュ大会において、移民ルーツ調査ブー

 スを設置いたしました。

  また、去年行われた第７回世界のウチナーンチュ

大会では、大会会場のセルラーパーク那覇と県立図

書館の２会場で、渡航記録データベースの紹介及び

移民一世ルーツ調査を行い、124件の調査を受け付け

 たところでございます。

  さらに県立図書館では、大会に合わせて、これま

で収集した県系移民関連資料を展示し、県系移民の

 歴史や足跡などを紹介したところでございます。

○瀬長美佐雄委員　移民関係のデータベースについ

て、今後も集約されるという点ではどのぐらいの点

数の集約を図ろうという、その計画について伺いた

いのと、あと、県人会との関わりで、もっと連携を

持てればと思うのですが、その取組についてお願い

 します。

○米須薫子生涯学習振興課長　お答えいたします。 

  2022年７月に公開した沖縄県系移民渡航記録デー
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タベースには、先ほど申し上げましたとおり、1899年

から1944年までに沖縄から海外に渡航した６万人の

データが集積されております。現在、データベース

に約5000人の渡航記録の追加等の作業を行っている

 ところであります。

  今後の県人会との連携でございますが、移民資料

の収集などを行っていきたいというふうに計画して

おりますので、今後とも海外の県人会等との協力を

得ながら、移民資料の収集整理などを行っていきた

 いというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございました。 

○下地努子育て支援課長　先ほど、放課後児童クラ

ブの家賃補助件数につきまして答弁させていただい

 たところですが、訂正させていただきます。

  県が独自に一括交付金を活用して家賃補助をして

 いる施設につきましては、令和４年度83施設。

  それとはまた別に、放課後児童健全育成事業とい

う形で、国において実施する事業におきましては、

 232クラブとなっております。

   以上、訂正いたします。

○末松文信委員長　以上で、子ども生活福祉部及び

教育委員会関係決算事項に対する質疑を終結いたし

 ます。

   説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

   休憩いたします。

   　　（休憩中に、執行部退席）

○末松文信委員長　再開いたします。 

   以上で本日の日程は全て終了いたしました。

  次回は明１月12日金曜日午前10時から委員会を開

 きます。

   委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

   本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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令 和 ５ 年 第 ４ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

       閉 会 中 継 続 審 査 

開会の日時、場所 

 　年月日　　令和６年１月11日 (木曜日) 

 　開　会　　午前10時２分

 　散　会　　午後２時58分

 　場　所　　第２委員会室

本日の委員会に付した事件 

   １　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県一般会計決算

       第４回議会 の認定について（土木建築部所

        認定第１号 管分）

   ２　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県下地島空港特

        第４回議会 別会計決算の認定について

        認定第５号

 　３　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県宜野湾港整備

 　　  第４回議会 事業特別会計決算の認定につい

  　　  認定第12号 て

 　４  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中城湾港（新

 　    第４回議会 港地区）整備事業特別会計決算

  　    認定第15号 の認定について

 　５  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中城湾港マリ

 　    第４回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

  　    認定第16号 について

 　６  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県駐車場事業特

  　    第４回議会 別会計決算の認定について

  　    認定第17号

 　７  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中城湾港（泡

 　    第４回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

　    認定第18号 別会計決算の認定について

出席委員 

 　委 員 長　呉　屋　　　宏

 　副委員長　下　地　康　教

 　委　　員　仲　里　全　孝　　座　波　　　一

 　　　　　　玉　城　健一郎　　瑞慶覧　　　功

 　　　　　　新　垣　光　栄　　崎　山　嗣　幸

 　　　　　　島　袋　恵　祐　　比　嘉　瑞　己

 　　　　　　赤　嶺　　　昇　　照　屋　守　之

欠席委員 

　　　　　　なし 

説明した者の職・氏名 

 　土 木 建 築 部 長　　前　川　智　宏

 　　土 木 建 築 部 参 事　　下　地　良　彦

 　　土 木 総 務 課 長　　新　垣　雅　寛

 　　道 路 街 路 課 長　　前武當　　　聡

 　　道 路 管 理 課 長　　奥　間　正　博

 　　海 岸 防 災 課 長　　川　上　呂　二

 　　港 湾 課 長　　呉　屋　健　一

 　　都市計画・モノレール課長　　下　地　英　輝

 　　下 水 道 課 長　　上　原　正　司

 　　建 築 指 導 課 長　　仲　村　麗　子
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○呉屋宏委員長　ただいまから土木環境委員会を開

 会いたします。

　本日の説明員として土木建築部長の出席を求めて

 おります。

　「本委員会の所管事務に係る決算事項の調査につ

いて」に係る令和５年第４回議会認定第１号、同認

定第５号、同認定第12号及び同認定第15号から同認

定第18号までの決算７件の調査を一括して議題とい

 たします。

　土木建築部長から土木建築部関係決算事項の概要

 説明を求めます。

 　前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長　委員の皆様、明けまして

 おめでとうございます。

 　本年もよろしくお願い申し上げます。

　加えましてこの時期の決算審査となっております

 ことを改めておわび申し上げます。

　令和４年度土木建築部の一般会計、下地島空港特

別会計をはじめとする６特別会計における歳入歳出

 決算の概要を御説明いたします。

　ただいま表示同期しました歳入歳出決算説明資料

 （土木建築部）を御覧ください。

 　それでは説明資料１ページを御覧ください。

　企業会計を除く土木建築部の歳入総額は、予算現

額（Ａ）990億7462万9766円に対し、調定額（Ｂ）701億

9355万4468円、収入済額（Ｃ）695億2493万3746円、

土木環境委員会記録（第１号） 
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収入未済額（Ｅ）５億8972万9301円であり、収入済

額の調定額に対する割合、収入比率は99.0％となっ

 ております。

　また、不納欠損額（Ｄ）は7889万1421円となって

 おります。

 　２ページを御覧ください。

　歳出総額は、予算現額（Ａ）1143億2017万3201円

に対し、支出済額（Ｂ）802億582万6620円で、支出

済額の予算現額に対する割合、執行率は70.2％となっ

 ております。

　翌年度繰越額（Ｃ）は314億2486万6317円で、繰越

 率は27.5％となっております。

　不用額（Ｄ）は26億8948万264円で、不用率は2.3％

 となっております。

　次に会計ごとの歳入歳出決算状況について御説明

 いたします。

 　３ページを御覧ください。

　土木建築部の一般会計の決算について御説明いた

 します。

　歳入は予算現額（Ａ）965億7681万766円に対し、

調定額（Ｂ）680億4294万3753円で、収入済額（Ｃ）673億

9665万330円、収入未済額（Ｅ）５億6740万2002円で

 あり、収入比率は99.1％となっております。

　また不納欠損額（Ｄ）は7889万1421円となってお

 ります。

　収入未済及び不納欠損の主なものを款別に見ます

と、（款）使用料及び手数料の収入未済額が４億4210万

7157円となっており、収入未済の主な理由としては、

 県営住宅使用料の滞納によるものです。

　また（款）使用料及び手数料の不納欠損額が3151万

2031円となっており、不納欠損の主な理由としては、

 県営住宅使用料未収金の時効援用によるものです。

 　続きまして４ページを御覧ください。

　（款）諸収入の収入未済額は１億2529万4845円で、

収入未済の主な理由としては、談合問題に係る違約

 金の未収金によるものです。

　また（款）諸収入の不納欠損額は4737万9390円で、

主な理由としては、都市モノレール株式会社に対す

る都市モノレール建設事業資金貸付金に係る利息債

 権の一部放棄によるものです。

 　続きまして５ページを御覧ください。

　歳出は、予算現額（Ａ）1118億2235万4201円に対

し、支出済額（Ｂ）782億7126万8945円で、執行率は

70.0％となっております。翌年度繰越額（Ｃ）は309億

6363万1217円で、繰越率は27.7％となっております。

不用額（Ｄ）は25億8745万4039円で、不用率は2.3％

 となっております。

　繰越しの主な理由としましては、計画変更や関係

機関等との調整遅れ、令和４年12月に成立した国の

補正予算関連事業の適正な工期を確保するためであ

 ります。

　また主な不用の理由としましては、６ページの

（項）空港費（目）空港建設費において、公共離島

空港整備事業における補助事業の入札残等によるも

 のであります。

　続きまして、特別会計の決算について御説明いた

 します。

 　７ページを御覧ください。

　下地島空港特別会計の決算については、歳入が予

算現額（Ａ）10億3344万4000円に対し、調定額（Ｂ）

５億8708万1390円で、収入済額（Ｃ）は調定額と同

 額で、収入比率も100％となっております。

 　続きまして、９ページを御覧ください。

　歳出は予算現額（Ａ）10億3344万4000円に対し、

支出済額（Ｂ）５億7341万4378円で、執行率は55.5％

となっております。翌年度繰越額（Ｃ）は４億4894万

5000円で、繰越率は43.4％となっております。不用

額（Ｄ）は1108万4622円で、不用率は1.1％となって

 おります。

　繰越しの主な理由は、下地島空港17側進入灯・閃

光灯改良工事等において、資材確保が困難となった

 ことに伴う計画変更によるものです。

　不用の主な理由は、人事異動等による職員費の執

行残及び航空灯火の更新実施設計業務委託に係る入

 札残によるものです。

 　10ページを御覧ください。

　次に、宜野湾港整備事業特別会計の決算について

は、歳入が予算現額（Ａ）５億2389万7000円に対し、

調定額（Ｂ）５億1412万3303円、収入済額（Ｃ）４億

9909万1935円、収入未済額（Ｅ）1503万1368円であ

 り、収入比率は97.1％となっております。

　収入未済の主な理由は、談合問題に係る賠償金の

 未収金であります。

 　続きまして、11ページを御覧ください。

　歳出は、予算現額（Ａ）５億2389万7000円に対し、

支出済額（Ｂ）が４億9963万6031円で、執行率は95.3％

となっております。不用額（Ｄ）は2426万969円で、

 不用率は4.7％となっております。

　不用の主な理由は、宜野湾港マリーナ整備管理運

 営検討業務の入札不調によるものです。

　なお10ページの収入済額（Ｃ）４億9909万1935円

に対して、11ページの支出済額（Ｂ）が４億9963万
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6031円で、支出済額が収入済額を54万4096円上回る

赤字状態となっておりましたが、令和５年度におい

て補正予算を専決処分により繰上充用を実施し、赤

 字状態を治癒しております。

 　12ページを御覧ください。

　続いて、中城湾港（新港地区）整備事業特別会計

の決算については、歳入が予算現額（Ａ）２億5975万

4000円に対し、調定額（Ｂ）２億4158万2289円、収

入済額（Ｃ）は調定額と同額で、収入比率も100％と

 なっております。

 　続きまして、13ページを御覧ください。

　歳出は予算現額（Ａ）２億5975万4000円に対し、

支出済額（Ｂ）が２億4222万6863円で、執行率は93.2％

となっております。不用額（Ｄ）は1752万7137円で、

 不用率は6.8％となっております。

　不用の主な理由は、常駐警備に係る委託料等の執

 行残によるものです。

　なお、12ページの収入済額（Ｃ）２億4158万2289円

に対して、13ページの支出済額（Ｂ）が２億4222万

6863円で、支出済額が収入済額を64万4574円上回る

赤字状態となっておりましたが、宜野湾港整備事業

特別会計と同様に令和５年度において補正予算の専

決処分により繰上充用を実施し、赤字状態を治癒し

 ております。

 　14ページを御覧ください。

　続いて、中城湾港マリン・タウン特別会計の決算

については、予算現額（Ａ）１億6242万5000円に対

し、調定額（Ｂ）２億9042万2344円、収入済額（Ｃ）

２億8312万6413円、収入未済額（Ｅ）729万5931円で

 あり、収入比率は97.5％となっております。

　収入未済の主な理由は、談合問題に係る賠償金の

 未収金であります。

 　15ページを御覧ください。

　歳出は予算現額（Ａ）１億6242万5000円に対し、

支出済額（Ｂ）が１億5456万8116円で、執行率は95.1％

となっております。繰越額（Ｃ）は605万円で、繰越

率は3.7％となっております。不用額（Ｄ）は180万

 6884円で、不用率は1.2％となっております。

　繰越しの主な理由は、住宅用地の緑道設計につい

て合意形成に時間を要したことによるものでありま

 す。

　不用の主な理由は、分筆測量業務等の見直しを行っ

 たことによるものであります。

 　16ページを御覧ください。

　続いて、駐車場事業特別会計の決算については、

歳入が予算現額（Ａ）２億5276万円に対し、調定額

（Ｂ）２億5922万947円で、収入済額（Ｃ）は調定額

と同額であることから収入比率は100％となっており

 ます。

 　17ページを御覧ください。

　歳出は予算現額（Ａ）２億5276万円に対し、支出

済額（Ｂ）が２億809万1915円で、執行率は82.3％と

なっております。不用額（Ｄ）は4466万8085円で、

 不用率は17.7％となっております。

　不用の主な理由は、駐車場整備事業費において、

予定した工事に追加等の必要が生じ、令和５年度予

 定としたことによるものであります。

 　18ページを御覧ください。

　続きまして、中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造

 成事業特別会計の決算について御説明します。

　歳入が予算現額（Ａ）２億6553万9000円に対し、

調定額（Ｂ）２億5818万442円で、収入済額（Ｃ）は

調定額と同額であることから収入比率は100％となっ

 ております。

 　19ページを御覧ください。

　歳出は予算現額（Ａ）２億6553万9000円に対し、

支出済額（Ｂ）が２億5662万372円、執行率は96.6％

となっております。翌年度繰越額（Ｃ）は624万100円

で、繰越率は2.3％となっております。不用額（Ｄ）

は267万8528円で、不用率は1.1％となっております。 

　繰越しの理由は国と共同使用する工事用道路の安

全確保の調整に不測の期間を要し、年度内完了が困

 難となったことによるものであります。

 　以上で、土木建築部の概要説明を終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長　土木建築部長の説明は終わりまし

 た。

　これより質疑を行いますが、本日の質疑について

は、決算議案の審査等に関する基本的事項に従って

行うことといたしますので、十分御留意を願います。 

　総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、明１月12日、本委員会

の質疑終了後に改めて、その理由の説明を求めるこ

 とにいたします。

　また、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰にどのような事項を聞き

たいのか確認いたしますので、簡潔に説明するよう

 お願いいたします。

　その後、決算特別委員会における総括質疑につい

て意見交換や当該事項の整理を行った上で、決算特

 別委員会に報告することといたします。

　なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算
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 特別委員会に準じて譲渡しないことにいたします。

　質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いように簡潔にお願いいたします。

　また、質疑に際しましては、委員自らタブレット

の発表者となり、引用する決算資料の名称、ページ

番号、事業名等をあらかじめ述べた上で、説明資料

の当該ページを表示し、質疑を行うようお願いいた

 します。

 　休憩いたします。

 （休憩中に、質疑時間の譲渡の確認）

○呉屋宏委員長　再開します。 

　島袋恵祐委員から、質疑時間の５分を比嘉瑞己委

員に譲渡したいとの申出がありましたので御報告を

 いたします。

　なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡受

けた委員の質疑中は着席をする必要がありますので

 御承知を願います。

　それでは、これより直ちに土木建築部関係の決算

 事項に関する質疑を行います。

 　仲里全孝委員。

○仲里全孝委員　皆さんおはようございます。 

 　明けましておめでとうございます。

　まず、375ページのハシゴ道路等ネットワークの構

築について、事業の効果、課題について成果が出て

 おります。

　そこの（２）番の高規格ＩＣアクセス道路整備事

業について、交通渋滞緩和に寄与することができま

したとありますけれども、どういうふうに緩和され

 たのかお伺いします。

○前武當聡道路街路課長　お答えします。 

　ハシゴ道路ネットワークの構築事業につきまして

は、南北軸となる３本の柱と東西の連絡を強化し、

バランスの取れた道路利用を推進することにより、

渋滞緩和を図ることを目的として実施しているとこ

 ろでございます。

　幸地インター線につきましても、そのハシゴ道路

ネットワークという位置づけで、今、整備を推進し

 ているというところでございます。

○仲里全孝委員　確認したいのは、やはりインター

チェンをジ整備したからこのアクセスする道路が、

今まで渋滞だったものをちょっと緩和されているの

だと思うのですけれども、どういうふうに緩和され

 たのか教えてもらえないですか。

○前武當聡道路街路課長　幸地インター線につきま

しては、今、整備中でありまして、まだ供用してい

ない状況ですので、今後供用した後にそういった滞

留などが確認されて、渋滞の緩和効果が発現される

 のかなと考えております。

○仲里全孝委員　課長、金武インターチェンジの改

 築、整備が完了されているのは御存じでしょうか。

○前武當聡道路街路課長　委員がおっしゃるところ

はキャンプ・ハンセンへの直接乗り入れするための

米軍専用のゲートかなと認識しておりまして、そち

らが整備されているということは認識しております。 

○仲里全孝委員　その整備を完了してから国道

329号、これまで渋滞で朝の交通、そして通学に支障

があったものが、ほぼ100％緩和されているのですけ

 れども、その情報は入っていますか。

○前武當聡道路街路課長　北部国道事務所のほうで

 調査しているということで確認を取っております。

　その中で、国道329号の渋滞緩和効果が確認されて

 いるというふうなことは報告を受けております。

○仲里全孝委員　そこでですね、課長、このいわゆ

る交通緩和をするには、やはり最も大切なのはイン

ターチェンジの出入りの整備を見直す必要があるの

 ではないのかと思うんですよ。

　そこで少し確認したいのですけれども、県の連携

はどういうふうになっているのかどうか知らないの

ですけれども、今マスコミ等で南インターチェンジ、

北インターチェンジ、これ桃原インターチェンジの

ことかなと思うのだけれども、この整備を進めると

いうふうなことを聞いているのですが、これは把握

 されていますか。

○前武當聡道路街路課長　池武当インターチェンジ

につきましてもハシゴ道路ネットワークに位置づけ

られておりまして、こちらにつきましては沖縄南及

び沖縄北インターチェンジ、その周辺の渋滞緩和等

 に資するものでございます。

　県におきましては、令和４年９月に都市計画決定

を行っておりまして、今年度、令和５年８月に国土

交通大臣へ沖縄自動車道への連結許可申請を行いま

 して、９月に許可を得たところであります。

　現在、沖縄市と連携し、事業化に向けて取り組ん

 でいるところでございます。

○仲里全孝委員　ありがとうございます。 

　ここ、私もちょっと報道等を見て、これはいい考

 え方だと思うんですよ。

　そこも、国道から出入りするところは、朝夕相当

 な渋滞があるのです。

　そこで少し確認したいのですけれども、そこの両

脇、南インターチェンジも朝夕物すごい混雑なんで
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 すよ。

　今後インターチェンジというのは、計画的に整備

 していく予定なのでしょうか。

○前武當聡道路街路課長　沖縄南インターチェンジ

の整備につきましては検討はしていない状況でござ

いますが、今、渋滞ボトルネック対策としていろい

ろな主要渋滞箇所がございますので、昨年度に沖縄

北インターチェンジの周辺の渋滞対策は取り組んだ

 ところでございます。

　今、手元に資料がございませんので、南インター

チェンジ、どういった対策を取ったかというのは、

 すみませんが、把握していない状況でございます。

○仲里全孝委員　ありがとうございます。 

　この計画、国と連携を取って前向きに取り組んで

 ください。

 　そこで、あと１点ちょっと確認させてください。

　金武町の104号線、これ県道になっていると思うん

ですけれども、そこに以前からスマートインターチ

ェンジへの要望というんですか、県のほうと調整し

ているというふうなことを伺っているのですけれど

 も、その内容を教えてもらえないですか。

○前武當聡道路街路課長　金武町付近のスマートイ

ンターチェンジにつきましては、接続する路線は今

おっしゃった県道104号線、それが想定されるという

ところで米軍施設の用地の使用等に関する協議を伴

うだろうというところでは慎重に検討する必要があ

 るというふうに考えております。

　そういったことも踏まえまして、県として今年度、

金武町と２度ほど意見交換を行っておりまして、近

々では11月末に意見交換を行っておりまして、今後

どういった形で進めていくかというのは、今、意見

 交換をしている状況でございます。

○仲里全孝委員　ぜひ金武町と連携を取って進めて

 いくよう、よろしくお願いします。

　次に、395ページ。海岸堤防等老朽化対策緊急事業

 について確認したいと思います。

　そこで課題等を確認すると、本土復帰前後に築造

された海岸保全施設が多く存在するとあるが、その

 内容を教えてもらえないですか。

○川上呂二海岸防災課長　お答えいたします。 

　こちらに記載してございます本土復帰前後に築造

された海岸保全施設が多く存在すると申しますのは、

琉球政府時代と復帰後に整備された護岸のほうが現

在、数多くそのままの状態で残っているということ

が老朽化しているというような状況がありますので、

 その辺が課題だということになります。

 　以上です。

○仲里全孝委員　これ、計画的に老朽化対策緊急事

業を実施するとありますけれども、既に調査はされ

 ていますか。

○川上呂二海岸防災課長　お答えします。 

　県のほうで整備し管理している護岸につきまして

は長寿命化計画というのを策定しておりまして、そ

れに基づきまして順次整備を行っているというとこ

 ろでございます。

 　以上です。

○仲里全孝委員　課長、私が少し確認したいのは、

やはり復帰以前、何年前なのか分からないのですが、

護岸が設置されているのだと、あっちこっちにある

 んですよ。

 　私も、実際少し確認しているのですけれどもね。

　それも調査して、どこにどういった護岸が設置さ

 れているのか、もう調査されていますか。

○川上呂二海岸防災課長　お答えします。 

　県が現在管理している護岸につきましては長寿命

化計画を策定して調査をしているということと、ま

だ行っていない箇所があるのを今後調査していくと

 いうようなことも考えております。

○仲里全孝委員　課長、ぜひ早めに調査して、どう

 いう対策ができるのか進めてください。

 　397ページの耐震化対策についてお伺いします。

　まず、その中の民間建築物耐震化支援事業、執行

率が47.6％になっているのですけれども、内容を教

 えてもらえないですか。

○仲村麗子建築指導課長　お答えします。 

　民間建築物耐震化支援事業の概要としましては、

民間建築物で実施する耐震診断や耐震改修に対し市

町村が補助を行う場合、当該補助額の２分の１を県

 が補助する事業となっております。

　執行率につきまして、事業費のうち当初予算額の

繰越額が1388万6000円となっておりますが、そのう

ち繰越額は1322万6000円執行しておりまして、現年

予算の分が次年度に繰越しということで執行率がこ

 の数字となっております。

○仲里全孝委員　これは当初の予算を計上した、県

の持分が２分の１、それでも執行率は50％にも届い

ていないということなんですけれども、その原因は

 何ですか。

○仲村麗子建築指導課長　執行率は前年、令和３年

度から令和４年度に繰り越した額が令和４年度執行

となっておりまして、令和４年度の現年度予算分の

工事が令和５年度に繰り越したことから、全体事業
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 費として約半分の執行率となっています。

○仲里全孝委員　令和３年の分の繰越しを令和４年

度の予算と一緒に組み込んで、皆さんは実施したと。 

　実際、令和４年度の分の予算というのは、執行率っ

 てこれ、どれぐらいあるんですか。

○仲村麗子建築指導課長　令和４年度の当年度分の

予算としては、不用分５万9400円を除き、ほとんど

 の額を令和５年度に繰り越しております。

○仲里全孝委員　そこで少し確認させてください。 

　皆さんの成果表を確認すると、課題の部分に、（２）

番に全ての市町村での補助制度の構築が必要である

 と。

 　その内容を教えてもらえないですか。

○仲村麗子建築指導課長　当該事業につきましては

さきに述べましたように、民間建築物に対して市町

村が保全する場合に、その２分の１について県が負

 担するというような仕組みになってございます。

○仲里全孝委員　分かりました。 

　これは、事業主体はどこですか。事業そのものっ

ていうのはどこがやるのですか。市町村がやるので

 すか。

○仲村麗子建築指導課長　事業の実施自体は、民間

 の建築物の所有者となっております。

○仲里全孝委員　民間の所有者というのは分かるの

ですけれども、所有者が県に申請するのですか、所

 有者が市町村に申請するのですか。

 　事業主体はどこですかということなんですよ。

○仲村麗子建築指導課長　失礼しました。 

　民間が市町村に対して補助の申請をしまして、県

としましては市町村に対し補助をしているというよ

 うな仕組みです。

○仲里全孝委員　それは、事業主体は市町村という

 ことですね。

 　それでよろしいですか。

○仲村麗子建築指導課長　そのとおりです。 

○仲里全孝委員　あと１点確認させてください。 

　これ、簡易診断技術者派遣等事業、ポスター掲示

や市町村広報への耐震に関する掲示を行うことで普

及啓発を図ることができたとあるんですけれども、

それを県がやるわけですか。その普及作業は県です

 るのか。

○仲村麗子建築指導課長　簡易診断技術者派遣等事

業は、昭和56年以前に建築された住宅への技術者を

派遣しまして、簡易的に耐震診断を行っております。 

　そのほか記載のとおり、相談窓口の設置ですとか

市町村広報紙やポスターを活用した情報発信、技術

者を対象とした講習会の実施により建築物の耐震化

について普及開発をする事業として、県が実施して

 おります。

○仲里全孝委員　ポスターの掲示も県が、普及活動

 も県が。これ、県の事業ではないですか。

○仲村麗子建築指導課長　先ほどの事業主体の話と

 関係すると思います。

　すみません、失礼いたしました。訂正させてくだ

 さい。

　簡易診断技術者派遣等事業、御指摘のとおり県が

直接実施している事業でございまして、民間建築物

耐震化支援事業としましても、市町村に対する補助

 としては県が実施主体となっております。

 　失礼いたしました。

○仲里全孝委員　何かここにね、相談窓口は県となっ

ているのですよ、相談する窓口。公共物であっても、

これ民間であっても、窓口は県なんですよ。だから

県が率先してやらないと、いつまでたっても耐震検

査実施、民間というのはやはり木造とかいろいろも

ろもろ書いてあるんですけどね、なかなか厳しいも

のがあるんですよ。皆さんも御存じのとおり成果表

 に出ているんですけどね。

　いずれにしても、今後、市町村と連携を取って取

 り組んでください。

 　以上です。

○呉屋宏委員長  次に下地康教委員。 

○下地康教委員　私は、この監査委員から出ている

資料なんですけれども、意見書の５ページ、特別会

 計の決算についてというような事項があります。

　その中で、地方自治法第208条第２項の規定により、

各会計年度の歳出にはその年度の歳入を充てなけれ

ばならないと定めていて、これは繰上充用ができる

という形ですけれども、これ出納期間内に行うべき

 ものだとされているというふうになっていますね。

　この件ですけれども、部長から歳入歳出決算書の

説明がありました。それで、繰上充用により治癒し

たという話になっていますけれども、これ歳入済額

の決算書の中でその繰上充用をしたというような記

 述はどこにありますか。

○呉屋健一港湾課長　お答えいたします。 

　令和４年度の沖縄県の歳入歳出決算書の中の

34ページ、宜野湾港の特別会計になりますが、その

下段の下のほうに歳入歳出差引歳入不足額54万

4096円とありまして、その下に、このため翌年度歳

入繰上充用金ということで同額が表示されておりま

 す。
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○下地康教委員　これは令和４年度歳入歳出決算書

 の中で表示をされているということですよね。

　先日、その監査委員、代表監査の方々との質疑が

ありました。その結果、出納期間経過後に、知事の

専決処分によって予算措置が行われたと、繰上充用

が行われたということですけれども、これは確実に

違法だというふうに監査委員の方から指摘をされて

 います。

　つまり、治癒という表現を使っていますけれども、

会計上はお金の出し入れで赤字が収まったというこ

とでありますけれども、これ違法性があると、違法

 だというふうに監査委員からの指摘がありました。

　それに関する、やはり、執行部というのは違法を

行ったということですよね、つまりその違法を行っ

たことによる治癒の作業、決裁も含めて。その資料

を提出していただきたいというふうに思いますけれ

 ども。

○呉屋健一港湾課長　関係資料を提出いたします。 

○下地康教委員　提出していただくというふうに理

 解してよろしいですか。

○呉屋健一港湾課長　そのとおりでございます。 

○下地康教委員　今回の決算の時期というのは、年

を越してこのようになっているのですけれども、そ

れに起因する大きな原因というのはこの繰上充用、

違法性を持ったその案件ということでありました。

これは、やはりゆゆしき事態だということでありま

すので、要するに、その違法性をもって治癒をした

という手続は、やはり県民にはしっかり明確に、つ

まびらかに示さなければならないというふうに私は

考えていますので、その辺りはしっかりと謝罪も含

めて、その執行部がどのようにしてそういう処置を

したのか、それはやはりしっかりと公表する必要が

 あると。

　これは開示請求という話ではないと私は思ってお

りますので、これは県民に対する誠意、行政に対す

る信頼ということでありますから、その辺りをしっ

かりやっていただきたいと。また、答弁においても、

その資料を提出するということでありますから、そ

れをしっかりやっていただきたいというふうに思い

 ます。

　次は、令和４年度の主要施策のほうですけれども。

まず公営事業に関してですけれども、386ページです。 

　その中で、執行率が67.1％と非常に低い執行率に

 なっています。その理由はどうなっていますか。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

　こちらの執行率につきましては、まず繰越しが、

住宅建設費におきまして31億2596万660円ございま

 す。

　繰越しの主な内訳としましては、南風原第２団地、

高原団地などの建て替え事業、それから各団地の設

計、解体、また改修工事、これらの計画変更などに

 よる繰越しとなっております。

○下地康教委員　繰越しにおいては、例えば用地で

あったりとか、そういういろいろな、ほかの関係機

関、行政機関との調整であったりとか、そういった

のがあるとは思うんですけれども、その計画変更に

よる繰越しというのが、果たしてその当初の計画が

しっかりなされていたのかどうかというような疑問

もありますので、具体的にどのような計画の変更が

 あったのか。

　これだけ大きなその繰越率っていうのか、それが

あるので、主な計画変更というのはどういうものが

 あったのでしょうか。

○當山真紀住宅課長　主な変更事項としましては、

例えば、基礎工事の前に行う磁気探査などで異常点

が多く見られたことによるその確認探査に時間を要

したものでありますとか、それ以外では、同じくそ

の基礎工事の際に埋蔵物、その地下の洞窟などが発

見されたことによりまして関係機関との協議などに

時間を要し、それにより工程が少し後ろにずれたと

いいますか、長くかかりまして繰越しに至ったもの

 となっております。

○下地康教委員　いろいろな理由があるとは思うん

ですけれども、例えば公営住宅においては、やはり

老朽化による再整備というのが大きな整備の理由で

あったり、また新たな要求、要望があったときに整

備をしていくということですから、やはり住宅の整

備というのは、要するにスピード感を持って、やは

り市民、県民の皆さん方から非常に大きな要望があ

りますので、それをじっくり、しっかりと計画も含

めて、調査も含めてスピーディーな事業進行をお願

 いしたいというふうに思います。

　次は410ページの離島港湾の整備です。これの執行

率がおよそ76％という形ですけれども、この主な離

島の港湾の整備というものはどこの地区で、おおむ

ねどのぐらいの予算で整備をしているのか、また、

それは継続があれば継続であるし、終了であれば終

 了というようなことをお聞かせいただけますか。

○呉屋健一港湾課長　離島港湾になりますが、港湾

 改修費でいきますと伊江港、水納港がございます。

　社会資本整備総合交付金でいきますと前泊港、兼

城港、南北大東島とか、あとは八重山のほうにいき
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 ますと、白浜港、祖納港などを行っております。

○下地康教委員　今、その離島の港湾の整備の箇所

をお聞きしたんですけれども、その中で一番大きな

 事業費というのはどこの港でしょうか。

○呉屋健一港湾課長　令和４年度に執行したもので

いきますと、前泊港で３億4000万余りとなっており

 ます。

○下地康教委員　前泊港というのは、これ、多良間

 村の話ですか。

○呉屋健一港湾課長　失礼しました。 

　北部のほうになります。同じ前泊がございますが、

 伊平屋村の前泊港ということになります。

○下地康教委員　これも、執行率も76％と、よくやっ

たというようなその執行率ではないというふうに考

えるんですけれども、これ、港の場合はどういった

いろいろな要件があって、その執行率にとどまって

 いますか。

○呉屋健一港湾課長　委員がおっしゃるように各港

によって特性が違いますので、それぞれの理由はあ

るのですけれども、例えば、ブロック等を造る場合

には製作ヤードとしてほかの港を使わざるを得ない

というところがありますので、その港の施設管理者

との調整に時間を要したりとか、そういったものと

か、あるいはしゅんせつ等であれば漁組の皆さんと

の調整が必要であったり、マリンレジャー関係の方

々の調整が必要ということで、様々な理由からこの

 ような繰越しの理由となっております。

○下地康教委員　やはりその繰越しの理由というの

は、なかなかほかの機関というんですかね、そういっ

た調整が非常に難しいというのはあるんですけれど

も、それをまたあらかじめ計画をしっかりと説明を

して、事前にその繰越しのないように努めていただ

 きたいというふうに思います。

　次に、離島における道路・街路整備事業ですけれ

 ども、415ページです。

　マクラム通り、これ宮古地区ですね、マクラム通

りほか１か所という話が記載されていますけれども、

このマクラム通りのほうは、私もよく議会の一般質

問において質問をするんですけれども、これはたし

か令和５年度の補正で予算がついたということが

あったのですが、もう令和４年度のその事業がなか

なか進まないというのがありますが、このマクラム

通りの令和４年度における進捗率というのはどうい

 うふうになっていますか。

○前武當聡道路街路課長　今手元に令和５年３月末

時点のを持っておりまして、それでいきますと、令

和５年３月末時点で、事業費ベースで約79％、用地

 取得率につきましては約82％となっております。

○下地康教委員　事業の全体の進捗率はよく説明を

受けるのですけれども、令和４年度においてはこれ、

 どうなんですかね。

○前武當聡道路街路課長　マクラム道路整備につき

ましては、令和４年度の予算ベースでいきますと約

7000万となっておりまして、そのうち繰越しのほう

 が約1600万という状況でございます。

○下地康教委員　この7000万の事業っていうのは、

これは工事ですか。それとも委託、それと用地買収、

 いろいろあるのですが。

○前武當聡道路街路課長　内容としましては工事、

あとは補償もありまして、あと委託調査費もついて

 ございます。

○下地康教委員　県道の工事が年間7000万と、非常

にこれ低い予算というふうに私も見ていますけれど

も、いろいろ事情があるとは思いますがしっかりと

予算を執行して、事業が早期完成するように努めて

 いただきたいというふうに思います。

　それと、このマクラム通りほか１か所というふう

にありますけれど、ほか１か所というのはどこです

 かね。

○前武當聡道路街路課長　市場通り線の西仲宗根で

 ございます。

○下地康教委員　今、路線名を答えていただけたの

 ですか。

○前武當聡道路街路課長　街路名として、市場通り

 線でございまして……。

 　失礼しました。

　都市計画道路というのを街路事業で今やっていま

して、市場通り線というような認識でしか持ち合わ

 せておりません。

○呉屋宏委員長　それでは次に移ります。 

 　座波一委員。

○座波一委員　成果報告書から行きます。 

 　まず、374ページのハシゴ道路ネットワークです。

　これは、沖縄県土木建築部においては本当に主要

な事業だと思っておりますけれども、進捗が停滞し

ている理由には、補償内容の不満とか相続、要する

に用地の取得が滞っているというような内容なんで

 すね。

　それについては、全般的な事業に言えるけれど、

 毎年同じような報告が上がっているわけです。

　そういう中で、県はどのような体制を取って、あ

るいは土地収用法も含めてどのような体制を持って
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 いるか、方針をお願いします。

○前武當聡道路街路課長　南部東道路の早期供用に

向けて、優先区間を決めて整備に取り組んでいると

 ころでございます。

○呉屋宏委員長　休憩します。 

（休憩中に、座波委員から全般的な答弁をす

るよう指摘があった。） 

○呉屋宏委員長　再開します。 

 　前武當聡道路街路課長。

○前武當聡道路街路課長　道路整備事業に対して、

まず用地取得につきましては関係市町村、あと必要

に応じて土地開発公社等と連携して、任意交渉を続

けて用地取得に取り組んでいるところでございます。 

　一定程度やはり難航していく案件につきましては、

土地収用法を活用して収用裁決申請等を行っている

 ところでございます。

○座波一委員　土地収用法を適用してやっていると

 いう事実は、今、実績が出ているのですか。

○前武當聡道路街路課長　石垣空港線ではそういっ

 た実績がございます。

○座波一委員　できるものはもうやるという方向で、

そういう方針が持てないのかという質問の趣旨です

 けれどね。

○前武當聡道路街路課長　現在、南部東道路につき

ましてもそういった手続を今進めているところで、

近々では街路事業で真地久茂地線なんかも土地収用

 法で進めている案件がございます。

○座波一委員　手続も南部土木事務所のほうでやる

 のですか、土地収用事業の関係は。

○前武當聡道路街路課長　手続につきましては、所

管する土木事務所のほうが県のほうに、我々のほう

に出して、収用委員会のほうに提出するという流れ

 でございます。

○座波一委員　では、土木事務所から上がってくる

ものの中で、それをやって土地収用に該当させてい

 ないものもあるのですか、どうですか。

 　100％上がったらやっているのか。

○前武當聡道路街路課長　土地収用法の手続に向け

て上がってきますので、それは受理して申請してい

 るというところでございます。

○座波一委員　それにしては、そういうできない理

由を毎年毎年このように上げること自体がおかしい

と思いますよ。改善がされていないということを指

 摘したいと思います。

　南部東道路の問題も全く同じで、遅れております

が、例えば地域連携道路事業、あるいは高規格道路

整備事業、あるいは社会資本整備交付金、これはハー

 ド交付金とは違う予算なんですよね。

　だから、そういう予算で確保しているにもかかわ

らず、これで土地収用も含めて用地買収ができない

 というのは非常にもったいない話なんですよね。

　ハード交付金が厳しいから、こういったもの自体

で事業できるものはどんどん進めないといけないと

いうのがあるわけですけれど、それだから言ってい

 るのですよ。

 　そこはどう思いますか。

○前武當聡道路街路課長　繰り返しになりますが、

そういったやはり難航案件につきましては土地収用

法も活用して動いているというところでございまし

て、ハード交付金でいきますと、街路事業になるの

ですが、先ほど申し上げました真地久茂地線で土地

収容法を活用して取り組んでいる案件がございます。 

○座波一委員　今言った３つの事業のハード交付金

以外の予算は、予算要求というのはどのようにして

 いるのですか。

○前武當聡道路街路課長　必要額を積み上げまして、

それを国に要望しているというところでございます。 

○座波一委員　内閣府ではなくて直接国交省に。 

○前武當聡道路街路課長　内閣府のほうに要望して

 いるというところでございます。

○座波一委員　ハード交付金ではないから、一括交

付金ではないから、これ国土交通省にも交渉すべき

 ことではないかなと思っていますけれども。

○前武當聡道路街路課長　県のほうから内閣府のほ

うに要望いたしまして、内閣府のほうから各省に要

 望しているというところでございます。

○座波一委員　今後の交渉の在り方としては、ハー

ド交付金以外のものは、省庁に対する直接要求とい

うのは非常に僕は重要だと見ているので、そこをや

 るべきじゃないかという指摘ですよ。

 　それを答弁お願いします。

○前武當聡道路街路課長　予算要求の手続上、先ほ

ど申し上げたとおりですが、個別に本省に赴きまし

 て要望活動をしているところがございます。

○座波一委員　県の体制として内閣府以外への省庁

への直接交渉は、ぜひやるべきだということで言っ

 ておきます。

 　376ページ、ボトルネック対策。

　今の事業とも関連してきますけれど、実は南部東

道路の今の終点予定地にはコストコが来年夏開業し

 ます。

　これはもうあくまでも、もう我々のこの一般市民
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からももう大渋滞が予想されて非常に心配している

 声が多いんですよね。

　だから、せめて交差点の改良工事をして、右折帯

工事を整備しないと、これとんでもないことになる

 よということですけれど、県の認識はどうですか。

○前武當聡道路街路課長　大型商業施設の開業に伴

う周辺の交通状況が変化することにつきましては、

まず、南城市のほうが関係法に基づく手続を行って

おりまして、開業後に事業者が取り組むべき内容が

示されており、県としてもその内容は把握している

 ところでございます。

　せんだっては南城市とも意見交換をさせていただ

いて、そういった共通認識を持っている中で、今後

はどういった対応が可能かというのは意見交換を南

 城市としているところでございます。

○座波一委員　ボトルネック対策の趣旨をもう一度

 確認します。

○前武當聡道路街路課長　渋滞ボトルネック対策に

つきましては、慢性的な交通渋滞の緩和に向けまし

て、国や県等、関係機関で構成する沖縄地方渋滞対

策推進協議会で特定された主要渋滞箇所につきまし

て、道路整備に合わせた交差点改良をするとともに、

短期的に実施可能な渋滞対策というところでござい

 ます。

○座波一委員　道路改良といえば２車線を４車線に

拡幅するとか、そういった改良工事ですけれど、こ

ういう大規模な事業ではなくても、もうこれ人口減

少時代にある意味で入っているから、２車線のまま

交差点をスムーズにすれば改良する必要もない、拡

幅する必要がないという道路はたくさんあると思う

のですよ。だから、僕は前から言っているとおり、

各地域の主要と思われる交差点の改良工事を一まと

めにした事業、これが僕はボトルネック対策だと考

えているんですけどね。そういったものに集約して、

交差点改良事業というものを予算をつけてやってい

くという方法を取れないものかと考えているわけで

 す。

　そういうふうなことは考え方としてどうでしょう

 か。

○前武當聡道路街路課長　ただいま委員がおっ

しゃった件につきましては、市町村がまずどういっ

た認識であるかというところも意見交換しながら、

どういった対応ができるかというのは意見交換の中

 で議論できればと思っております。

○座波一委員　だから、市町村は拡幅を含めた工事

でしか交差点改良できないと考えている節があるの

ですよ。そうではないと。拡幅しなくても、この交

差点を改良してほしいというのがあれば、検討すべ

 きだと思いますよ。

 　どうですか。

○前武當聡道路街路課長　繰り返しになりますが、

市町村とはそういった形で意見交換を進めていって、

地元の意向というのも聞きながら、どういった対策

等ができるかというのは議論していきたいと思いま

 す。

○座波一委員　とにかく大規模な拡幅工事だけが改

良ではなくて、交差点改良というのを一つの事業と

 して位置づけるという発想も必要だと思いますよ。

　389ページの沖縄県居住支援協議会事業推進補助金

 事業です。

　これ市町村は今どこがその対応をしているので

 しょうか。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

　居住支援協議会ですけれども、県内では市町村の

居住支援協議会の設立が現在ではない状況でござい

ますが、１つの自治体において居住支援協議会の設

立に向けて現在準備を進めているところでございま

 す。

○座波一委員　結局、市町村協議会の設立がないと

 いう状況。

　これは、この趣旨に非常に沿っていない展開になっ

ているけれども、850万はこれは何に使ったのですか。 

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

　こちらの850万につきましては、市町村協議会では

なく沖縄県居住支援協議会が設立されておりまして、

 こちらの協議会の活動費用となっております。

○座波一委員　この事業の目的が住宅確保要配慮者

に対する民間住宅の支援等々があるわけですけれど

 もね。

　これはもう非常に重要な社会福祉の事業ですが、

これがこんな状態ではどうなんでしょうか。県営住

宅と公営住宅としての趣旨に反するのではないかと

 思っていますけれど。

○當山真紀住宅課長　住宅においては、県営住宅を

はじめとする公営住宅と、それから民間の住宅、持

家であるとか、賃貸住宅であるとか、そういった住

 宅があると思います。

　当然ながら、県としましては県営住宅の整備、そ

ういったものにも力を入れてまいりますし、また一

方で、県営住宅のみでは住宅の供給というのが必ず

しも十分でないという状況もございますので、民間

の住宅、主に賃貸住宅のほうを活用しまして、こう
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いった住宅確保要配慮者、いわゆる高齢者ですとか、

障害者の方、こういった方たちの住宅を確保するべ

く、居住支援協議会を活用しまして、住宅確保要配

慮者の住宅の確保に努めていきたいと考えておりま

 す。

○座波一委員　民間企業はこれに応じることは可能

 ですか。

○當山真紀住宅課長　居住支援協議会での事業とし

まして、あんしん賃貸住宅支援事業というものがご

 ざいます。

　こちらが住宅確保要配慮者の入居を受け入れる住

宅として登録する制度となっておりますが、こういっ

たいわゆるアパートの登録であるとか、また、不動

産業者につきましても、あんしん賃貸住宅の協力店

としまして登録をするなど、こういった住宅確保要

配慮者の住宅の確保について民間事業者の協力も不

 可欠なものと考えております。

○座波一委員　対応できていますかということです。

 不可欠だから、できていますかということ。

○當山真紀住宅課長　県の協議会のほうでは、こう

いった方々から相談を受ける業務も行っております。 

　昨年度、令和４年度の相談の実績としまして、こ

 ちらが116件ございました。

　これについて、必ずしも全てが入居に至っている

わけではありませんけれども、こういった相談を受

けることと、また、県の協議会ではやはり全てをカ

バーすることは難しいと考えてございますので、先

ほど委員のほうからもございました市町村の居住支

援協議会、こちらのほうを立ち上げていただきまし

て、各地域での相談に対応していただきたいと考え

 ているところでございます。

○座波一委員　全く対応が後手だと思いますよ。 

　民間企業もこういった難しいケースは簡単にはい

 かないのです。

　市町村もゼロ、結局、沖縄県の住宅課ができるか

 といったらできないでしょう。

　どうするのですかということです。これは社会福

 祉事業の最たるものです。考え方はどうですか。

○當山真紀住宅課長　現在、県内のほうでは市町村

の協議会の設立はまだゼロという状況ではございま

すけれども、今年度、１つの自治体において設立と

 いうことで報告を受けているところでございます。

　また、県の協議会では５市の会議もございますの

で、こちらの５市につきましては、当然ながら各市

での協議会の設立ということをこれまでも促してき

 ておりまして、勉強会なども実施しております。

　また、その他の市町村におきましても同様に情報

提供であるとか、意見交換などを行ってきておりま

 す。

　また、今年度は県民ですとか、自治体、関係団体

向けに沖縄県居住支援シンポジウムというものを今

月開催する予定としておりますので、広く県民、そ

れから関係者、事業者などにも周知を図っていきた

 いと考えております。

○座波一委員　これ、国の補助金はないのですか。 

○當山真紀住宅課長　今回の協議会の予算としまし

ては、社会資本整備総合交付金を活用した事業となっ

 ております。

　これ以外にも、国のほうから、こういった活動を

する居住支援協議会などに対して、直接補助する仕

 組みもございます。

○座波一委員　国の補助金あるわけですか。 

○當山真紀住宅課長　はい、国の補助金もございま

 す。

○座波一委員　では積極的に活用して、これはやる

 べきだと思いますよ。

 　402ページの砂防事業です。

　これ、土木建築部のほうで砂防事業をやったとい

うことでありますけれども、これ実際、赤土対策に

も非常に効果が出ているというような情報がありま

 すが、その辺は確認していますか。

○川上呂二海岸防災課長　お答えいたします。 

　砂防事業につきましては、土石流等の土砂災害か

ら人家、耕地、公共施設等を保全することを目的と

しておりまして、砂防事業で整備する砂防堰堤につ

きましては上流からの土石流を受け止め、下流部へ

 の土砂流出を防ぐものとなっております。

　現在、環境部におきまして、砂防堰堤からの赤土

流出等についての調査を行っているということを承

知しておりますが、砂防堰堤自体が赤土等の流出防

止の機能を有しているかということにつきましては、

 少し注視しているところであります。

○座波一委員　だから、そういう効果があるという

ことは聞いているのかなと思って期待して聞いてい

るのですけれど。これは何が言いたいかというと、

環境部と連携して、ぜひとも砂防事業を展開したほ

 うがいいと思います。

　これは河川から流れてきて赤土は今、海に入って

いるということは分かっているんですよね。だから、

河川に対する砂防事業が、やはり赤土流出に対する

対応としては一番効果があるのではないかという気

 がします。
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　ですので、そこら辺も十分、環境部と連携して対

 応をお願いしたいと思っています。

○川上呂二海岸防災課長　お答えします。 

　先ほど申しましたように、砂防事業につきまして

は主に土石流を防ぐということのものでありますの

で、実際、砂防堰堤につきましてはスリット、切り

欠きとか、水抜き穴などがありますので、そういっ

たもので赤土流出防止に対して、どの程度効果があ

るというのはちょっとこちらのほうで把握してござ

いませんので、今後環境部と情報を共有していきた

 いと思っております。

 　以上です。

○座波一委員　環境部は事業が取れていないわけよ。

全くない、予算がない。土木建築部が動かないとで

きないのです。それでそういう話しているんだけど。

その辺調整して、環境部に予算をあげたらどうです

 か。

○川上呂二海岸防災課長　お答えします。 

　土木建築部で持っている砂防事業については、そ

の砂防事業に特化した予算でございますので、環境

部へ予算をあげるということは厳しいのかなという

 ふうに考えております。

 　以上です。

○座波一委員　ぜひ連携を取って、赤土対策を土木

建築部と連携してやるようにお願いしたいと思って

 います。

 　次に、407ページの下水道事業です。

　広域の下水道で南城市大里が中城湾の南部広域に

編入されているはずなんですけれど、それがなかな

 か実現しない。

 　これは何でですかね。

○上原正司下水道課長　お答えします。 

　南城市の下水道事業計画において、大里地区の汚

水は、市の汚水幹線を経由し、県の中城湾南部流域

の汚水幹線へ排除され、終末処理場である西原浄化

センターにおいて処理される計画となっております。 

　近年のハード交付金の配分額不足により、下水道

整備の進捗に影響が出ていることに加えて、南城市

内における開発の進展等に伴い、事業計画区域の拡

大を行っていることもあり、下水道の整備が遅れて

 いるものと考えております。

○座波一委員　ハード交付金の影響でもありますけ

れど、この管路が与那原を通っていくものですから、

与那原の町内での工事について、ちゃんと整理され

 ていますか。

　これは県事業でやるんですか。それとも、どこの

 自治体がやるのですか、南城市ですか。

○上原正司下水道課長　大里地区の下水を排除する

ための幹線については、南城市において自ら整備す

ることを前提に複数ルートの検討を行い、与那原町

 内を通過するルートを決定しております。

　その後、市は令和元年度に都市計画決定及び下水

道事業変更を行い、令和２年度から下水道整備に着

 手しております。

　県としましても、市の下水道整備が円滑に進むよ

う、与那原町と調整しながら進めていきたいと思い

 ます。

○座波一委員　これは当初から南城市負担でやると

 いうことになっていたのですか。

　この南城市から与那原を通してあちらに行く場合

は、県の事業でやるべきではないかという意見もあ

 るのですが、どうですか。

○上原正司下水道課長　県の流域下水道は、市町村

の２市町村以上における下水を排除するために行わ

 れる事業でございます。

　今回も南城市の大里地区については南城市だけの

排水排除となっておりますので、南城市のほうで幹

線を整備し、流域下水道の幹線まで引っ張ってくる

 ということになります。

○座波一委員　最後に410ページ、離島港湾の整備で

 す。

　これはもう非常に離島振興の要で重要な整備計画

ですが、かねてから要望のあるところがたくさんあ

 るのです。

　その中で、今回の重要拠点整備事業というのが国

から方針が打ち出されたということについて12か所

整備すると言っていますけれど、これは政治的なも

の抜きで、できる方向で、できるものはやるという

 ぐらいの柔軟さも必要だと思うのです。

　必ずしも、国もそういった軍事問題に直結するも

 のではないと思われますので。

　防衛省のメニューとしても、民生安定化事業とい

うのがあるんですよ。そういったものを使えば十分

可能じゃないかと。長年の懸念に応えるべく、予算

 が取れる可能性があるということ。

 　そこは認識はないですか。

○下地良彦土木建築部参事　お答えいたします。 

　昨年11月に政府関係者から県に対して、総合的防

衛力強化に関する政府の取組について説明がござい

 ました。

　その内容は、特定重要拠点空港・港湾とは南西諸

島の地域等、必要な空港・港湾について民間との共
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用を前提に自衛隊が利用できるように整備または既

存事業の促進を図り、併せてインフラ管理者との間

で円滑な利用に関する枠組みを設ける施設とのこと

 でありました。

　県としては引き続き情報収集を行いながら、適切

 に対応していく考えとしております。

○座波一委員　情報が足りないとか、詳細が分から

ないとかと言うけれど、これだから、こちらから積

 極的にやらないといけないのではないのか。

 　部長、どうですか。

○下地良彦土木建築部参事　国に対しては不明な点、

あるいは詳細の部分について、分からないところに

ついて質問等を投げかけて、それのやり取りをして

 いるところでございます。

○座波一委員　そういう重要拠点というものをあま

りにも防衛とか軍事面で捉え過ぎているのは沖縄県

のほうではないかなと思うのがあるのです。この辺

をもっと柔軟にうまく活用できないかというのが趣

旨ですが、そこを部長、考えないといけないのでは

ないか。そうじゃないと、これまで要望があった地

 域の整備というのはめどが立たないですよ、これ。

○前川智宏土木建築部長　特定重要拠点について、

今、下地参事のほうから答弁させていただいたとこ

ろでございますが、詳細がつまびらかになっていな

いというところもございますが、その辺を詳細に確

認をしながら、民間需要等も踏まえて、今後、対応

については検討してまいりたいと考えているところ

 でございます。

 　以上でございます。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 　玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員　よろしくお願いします。 

　まず、今回、予算全体について質疑をしますけれ

ども、予算現額ハード交付金というので、これまで

減額されている中、全国一律のルールで、これまで

土木建築部というのは、いろいろ様々な事業をして

いますけれども、今回全国一律のルールの中で補助

 金を活用した事業はどれくらいあるのでしょうか。

○新垣雅寛土木総務課長　お答えいたします。 

　令和４年度決算において内閣府一括計上予算を除

いた各省計上の国庫補助金等を活用した事業は24事

業あり、補正予算額等を含めた国庫ベース、国庫支

出金のみでありますが、合計では予算現額40億3567万

5000円に対しまして、決算額は22億8425万円となっ

 ております。

 　以上です。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。 

　予算としては40億で、決算ベースで22億というこ

とで非常に頑張って予算を獲得には行っているので

すけれど、この実際、活用できなかった、全部執行

できなかった要因というのは何があるのでしょうか。 

　全体に言えることなので、お願いします。後で分

 かったら教えてください。

　ここであるのが決算の22億ということで、継続的

に次年度とかに繰越しとか手続がやはり必要だと思

う。そういった手続はしっかり取られているという

 認識でよろしいでしょうか。

○新垣雅寛土木総務課長　そのとおりでございます。 

○玉城健一郎委員　よろしくお願いします。 

　続きまして、沖縄都市モノレール輸送力増強事業

及び利便性の高い公共交通ネットワークの構築のと

ころから少し質疑をさせていただきます。これ主要

 施策のところからです。

　沖縄都市モノレールが３両化しているというとこ

ろで、観光客がかなり戻ってきていて、私もいっぱ

いで乗れないこともちょくちょく出てきているんで

すけれども、現在のモノレールの台数と、３両化の

 稼働状況ってどうなっていますか。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　お答えいた

 します。

　沖縄都市モノレールは、令和５年８月に３両編成

車両２編成の運行を開始しており、その時点で所有

する車両は２編成車両が21編成、３両編成車両は２編

 成の計23編成となっております。

　３両編成車両の２編成は那覇空港駅及びてだこ浦

西駅の始発便となっておりまして、乗客が混雑する

朝夕の時間帯に運行し、混雑緩和に努めております。 

○玉城健一郎委員　分かりました。ありがとうござ

 います。

　今後この３両化というのを増やしていくという考

 えでよろしいでしょうか。

　というのは、２両化のときというのが、例えば県

庁前とかで満杯で乗れないというのがちょくちょく

 私遭遇するんです。

　それは朝だけではなくて、お昼どきでもいっぱい

になったりとか、今、恐らく、一番はバスやタクシー

の運転手が少ないという状況の中で、修学旅行だっ

たりとか、ほかの団体の観光客さんもモノレールを

使うようになっていて、その影響でほとんど乗れな

いということも結構あるので、今後モノレールの稼

働をもう少し増やすのか、もしくは３両化をもう少

し増やす状況というのが生まれてきているのかとい
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 うことがありますけれども、いかがでしょうか。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　お答えいた

 します。

  ３両化についてでございますけれども、輸送力増

強ということで、コロナ禍前に結構乗客は増えてで

すね、乗り残しがあったというところがございまし

て３両化で対応していこうというところでございま

して、現在予定している９編成のうち２編成が８月

 10日に運行が開始されたところでございます。

  令和６年早期には２編成を追加し、合わせて４編

成分の３両編成車両が運行する予定となっておりま

 す。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。ぜひやっ

てください。最近、私もモノレールよく乗りますの

 で、よろしくお願いします。

  今年度の観光客もかなり増えている中で、モノレー

ルの利用者の見込数というのをもし知っていたら教

 えてください。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　お答えいた

 します。

  沖縄都市モノレール株式会社によると、令和５年

度の１日当たり平均利用者数は、令和４年度実績４万

6581人に対し、11.6％増の５万2000人を目標として

おり、令和５年度12月末時点での１日当たり平均利

用者数は、目標を上回る５万3745人で推移している

 とのことです。

  なお、コロナ禍前の令和元年度の利用者数に対し、

 12月末時点の利用者数は96.4％となっております。

○玉城健一郎委員　やはりこのモノレールというの

が、県民の足であったり、観光客の足としてかなり

定着してきているのかなというのをこの数値から推

 測いたします。

  空港駅の動く歩道は今ずっと止まっている状況で

すけれども、あれは整備する予定ですか。それとも、

もしくはもうあの距離なので、大胆にこれ、今後は

もう整備をせずに取るという手もあるのかなと思い

 ますけれど、その辺りいかがでしょうか。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　お答えいた

 します。

  空港駅の動く歩道については、ゴムベルトの老朽

化に伴い、利用者の安全を考慮し、やむを得ず利用

 を停止しております。

  歩道の修繕については、復旧に向けて取り組んで

 いるところでございます。

  昨今の世界情勢の影響もあり、資材の調達に長期

間を要することから、復旧は令和６年度以降となる

 見込みとなっております。

○玉城健一郎委員　これは予算は問題ないけれども、

資材がそもそも手に入らないから６年度以降という

 認識でよろしいのでしょうか。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　予算につき

ましても、令和６年度の予算要求に向け取り組んで

いるところでございまして、資材についても１年以

上やはりかかるということを聞いておりますので、

 令和６年度以降ということでございます。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。 

  同じ修繕ですけれども、以前、モノレール駅でエ

レベーターが修理されていなくて稼働しないという

状況があったのですけれども、現在、駅のエレベー

ターの点検だったりとか、修理というのをどのよう

 な体制で行っているか御説明をお願いいたします。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　お答えいた

 します。

  モノレール駅エレベーターの維持管理については、

沖縄都市モノレール株式会社へ管理業務を委託して

 おります。

  平成28年度までは、エレベーターの修繕が必要と

なった場合には、県が修繕工事を発注しておりまし

たが、現在、沖縄都市モノレール株式会社が一元管

理を行っており、修繕の必要が生じた場合でも迅速

 に対応できるようになっております。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。 

  今後、この沖縄都市モノレール社の現状というの

は、コロナのときはかなり厳しかったんですけれど

も、今年度、これまでモノレール利用者も増えてい

ますけれども、現状はいかがでしょうか。経営状況

 というのは。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　モノレール

株式会社の経営状況ということでございますけれど

も、旅行客は確実に回復しているところではござい

 ます。

  しかし、依然としてまだコロナ禍前のようには回

復していないというところもあり、原油高騰による

動力費の増とか、設備の経年劣化で修繕費が増加し

ているというところでございまして、その対応が必

要だということで令和８年度まで少し赤字が見込ま

れるため、先の議会で貸付けのリスケジュールにつ

 いて認めていただいたというところがございます。

  また、経営の状況につきましては、会社において、

始発便の繰上げやコンビニの設置、ゆいレールマル

シェ等による駅のにぎわいの創出など、利便性向上

に取り組んでいると、利用者増に取り組んでいると
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 いうところでございます。

  今後の見込みですけれども、令和６年度には、令

和７年度からの中長期経営計画の策定を行う予定と

なっておりまして、その中で、さらなる利用者増や

収益改善に向けた取組について検討してまいりたい

 と考えております。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。 

  ぜひ、このモノレールもしっかり県民の足になっ

ていますので、しっかり土木建築部でも支えていた

 だきたいと思います。

   次に移りますけれども、下水道事業ですね。

  こちら、主要施策のところなのですけれども、主

 要施策の一番最後のほうですかね。

  現在の下水道人口普及率というのは県全体でどれ

 ぐらいありますか。

○上原正司下水道課長　お答えします。 

  下水道人口普及率とは、行政人口に対する下水道

利用可能人口の割合であり、国が各年度末に数値を

取りまとめておりまして、直近の令和４年度末時点

 においては沖縄県は72.1％となっております。

○玉城健一郎委員　72％ですね。 

  これ72％ということですけれども、都心部によっ

ては90後半、98％とかそういった状況が生まれてき

ていると思うのですけれども、県全体において低い

地域、そして高い地域、どういった傾向がございま

 すか。

○上原正司下水道課長　沖縄県の下水道は流域下水

道が３処理区ですね、中部流域、中城湾流域、中城

湾南部流域ということで、流域関連は都市部のほう

で行っておりますので、そこら辺の人口普及率は高

めに出ておりますが、離島とか北部とか、そこら辺

 のほうで普及率が低い状態が続いております。

○玉城健一郎委員　下水道人口普及率向上に向けて、

そういった都市部が高くて、ほかの離島とか北部と

かで低いという現状を踏まえた上で、下水道人口普

及向上に向けての取組って、どのようなことを行っ

 ていますか。

○上原正司下水道課長　下水道普及率の向上につき

ましては、近年ハード交付金の予算配分の不足が続

いており、県内市町村の下水道整備に遅れが生じて

おる状態で、下水道整備を加速させることで下水道

 普及率の向上につながると考えております。

  県では市町村に対して、ハード交付金に加えて、

デジタル田園都市国家構想交付金等の活用を促して

 いるところであります。

  また、市町村と連携し、ハード交付金の予算確保

についても関係要路へ要請をするなど取り組んでま

 いります。

○玉城健一郎委員　分かりました。 

   ぜひまたよろしくお願いします。

   以上です。

○呉屋宏委員長　休憩します。 

 　　　午前11時46分休憩

 　　　午後１時５分再開

○呉屋宏委員長　午前に引き続き質疑を再開します。 

 　新垣光栄委員。

○新垣光栄委員　それでは令和４年度の主要施策の

ほうから質疑をさせていただきます。よろしくお願

 いいたします。

  まず初めに、先ほどからありましたハシゴ道路ネッ

 トワークの構築についてお伺いいたします。

  皆さんには、浦添西原線等で順調に工事は進んで

いると思っておりますけれども、予算の都合で大分

見えてきているところは進んでいるのだなというこ

とで住民からあるのですけれども、やはり予算執行

の面では少し予算が足りないということで遅れてい

ますし、また、この不用額にもあるように、この土

地取得の件でうまく進んでいないのかなと思います

ので、その辺の状況を少し説明していただけないで

 しょうか。

○前武當聡道路街路課長　ハシゴ道路ネットワーク

につきましては、国とも連携しながら整備強化に取

 り組んでいるところでございます。

  先ほども申し上げましたが、事業を執行するに当

たりまして、やはりまず用地の取得についてかなり

補償内容の不満だとか、相続人が多数いるというと

 ころで時間がかかっているところもございます。

  一方で、土地の内諾を得たものの一部引渡し等に

時間を要しているというところもございまして、や

はり都心部、中心市街地といいますか、中南部都市

圏の整備になりますのは、やはりそういった用地の

取得というのがかなりネックになって、時間を要し

 ているというところがございます。

○新垣光栄委員　ありがとうございました。 

  ぜひその辺も含めて頑張っていただきたいと思い

 ます。

  次に、ボトルネック対策ですけれども、これ関連

しますので、先ほどから質疑があったように、この

はしご道路の形成と構築とボトルネック対策は一体

 だと思っております。

  そういった中で前に策定されたはしご道路の形態

が住環境によって大きく変化していると思っており
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 ます。

  今はもう東海岸地域は市街化調整区域、そして西

海岸においてはロードサイド型の商業店舗が立ち並

んで、住民が住める場所が中央に、沖縄の背骨のほ

うに集まっていて、大分渋滞しているので、この背

骨のほうの道路環境が悪化していると思いますので、

その辺も含めて今回パーソントリップ調査をやって

いますので、このはしご道路の中の計画はそのまま

でいいと思うのですが、そういった渋滞対策なり、

新しい道路の形成なりが必要ではないかなと思って

おりますので、そういった面はどういうふうに考え

 ていらっしゃるでしょうか。

○前武當聡道路街路課長　県では、国、ＮＥＸＣＯ

西日本さんなどと構成されます沖縄ブロック幹線道

 路協議会というのがございます。

  その中で新・沖縄21世紀ビジョン基本計画、沖縄

県総合交通体系基本計画等の総合的なビジョンを参

考に、目指すべき将来の姿を総合的に整理し取りま

とめた沖縄ブロック新広域道路交通ビジョンを令和

 ３年３月に策定しております。

  現在、そのビジョンに基づきまして、将来像の実

現に向けた広域的な道路交通の基本方針の１つにハ

シゴ道路ネットワークを踏まえて、広域的な道路交

通ネットワークの強化を図ることとしておりまして、

そのハシゴ道路ネットワークの構築強化に向けて取

 り組んでいるところでございます。

○新垣光栄委員　ぜひ、新しい計画、パーソントリッ

プも含めて、このボトルネック対策、交通渋滞対策

も含めた取組をハシゴ道路ネットワークでの構築で

解決できるようにしっかり取り組んでいただきたい

 と思いますので、よろしくお願いいたします。

  続きまして、道路景観等のほうに移っていきます

 のでよろしくお願いいたします。

  まず初めに、今、沖縄らしい風景づくりの支援事

業ということで予算化された事業があるのですが、

その中で課題として、景観アドバイスの会議や実務

研修等、人材育成が必要だと、技術力の向上が必要

だということが掲げられていますけれども、この辺

をどのように、今、皆さんは対応していこうという

 考えなのかお伺いしします。

○奥間正博道路管理課長　沖縄県におきましては沖

縄県沿道景観向上技術ガイドラインに基づき、性能

規定などにより除草管理を導入しまして、雑草の背

丈が低い状態を維持する取組など、新たな事業者の

創意工夫を持った活動ができないかということで今、

 取り組んでおります。

○新垣光栄委員　具体的にこの事業で技術の向上等

というのがあるのですけれども、コンサルの目指す

 べきということですけれども、どうでしょうか。

○奥間正博道路管理課長　具体的に持続可能な国際

観光モデル事業というのがございますので、今後、

実施するということで、重点管理路線等においてで

すね、地域と意見交換をしたり、また、どういう形

で今後持続可能な施設になるかというのは検討して

 いきたいと考えております。

○新垣光栄委員　私が言っているのは、この技術的

な向上のために皆さん取り組まないといけないとい

うことで問題点を今――この新しい景観づくりの支

援事業の中に課題として上がっているのですけれど

も、その技術的な向上のために、皆さんはどういう

取組を推進していこうと思っているのかというのを

 お聞きしていますので。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　沖縄らしい

風景づくり支援事業ということで、課題のほうに県

内事業担当者、県内コンサルタントの技術向上が必

要であるということでございますけれども、これら

の課題については部内の周知や事業化の情報共有と

いうことと、あと県及び市町村の職員、建設コンサ

ルタント、建設業関係者等を対象に沖縄県建設技術

センターと共催で沖縄県景観評価システムの実務研

修会、あと公共事業における景観形成実務研修会を

それぞれ年１回ずつ開催して、そういった技術力向

 上に努めているところでございます。

○新垣光栄委員　県の職員の技術者もやはりいない

といけないと思いますので、部長この辺技術者がい

ないとしっかりとした事業ができないと思っており

ますので、この技術者を増やす、土木建築部、農林

水産部もそうですけれども、そういった要請を私は

行うべきではないかなと思っています。今後、土木

建築部に関しては特に技術者の育成が必要ではない

 かと思っていますけれども、どうでしょうか。

○前川智宏土木建築部長　委員御指摘のとおり、景

観に限らず、土木建築部におきましては技術者、技

術職員の技術力向上というのは非常に重要な課題で

あるというふうに考えておりまして、その点につき

ましては、部として様々な研修に取り組むなど、技

術力向上に取り組んできたというふうに考えている

 ところでございます。

   以上でございます。

○新垣光栄委員　ぜひ技術力向上と職員の増もよろ

 しくお願いいたします。

  それでは次ですね、沖縄フラワークリエイション
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 事業のほうに行きます。

  先ほど課長から答弁がありましたので、答弁をい

 ただいていますので、内容は分かりました。

  そして今、皆さんがフラワークリエイション事業

を精力的に取り組んでいただいて、もう雑草も大分

なくなってきて、大変いい環境が整ってきたと思い

ます。さらに、今目標である沖縄県が令和７年でし

たか、雑草をゼロにするという計画の下に皆さん取

り組んでいると思いますけれども、あと２年で計画

どおりゼロにしていただきたい。そのためにどのよ

うな取組が必要なのか、また、どういった施策でやっ

 ていくのかをお伺いいたします。

○奥間正博道路管理課長　県管理道路の除草対策に

ついては、沖縄県沿道景観向上技術ガイドラインに

基づき、性能規定方式による除草管理を導入し、雑

 草の草丈が低い状態にする取組を実施しています。

  令和５年度においては、北部、中部、南部及び宮

古、八重山地域の県管理道路ボランティアの導入を

 行ったところであります。

  引き続き導入拡大に向けて関係団体等の意見交換

等、また予算の確保等に努めてまいりたいと考えて

 おります。

○新垣光栄委員　ぜひ目標どおりに、皆さんが新た

な入札方法によって管理していくという新しいシス

テムをつくったわけですから、このシステムがあら

ゆる管理、これから公共施設の管理等にも生かされ

てくるのではないかと思っておりますので、ぜひ頑

 張っていただきたいと思います。

  続きまして、無電柱化の推進事業に関してお伺い

 いたします。

  この事業は今回の補正予算でも大分予算がついて、

今強力に推進していこうということになっていくと

思いますけれども、電力との関わりはどのようになっ

 ていますか。

  費用負担とかそういう事業との関わりはどのよう

 になっているかお伺いします。

○奥間正博道路管理課長　無電柱化の推進において

沖縄ブロック無電柱化推進協議会の中で、道路管理

者及び電線管理者等々と含めて合意形成を取りなが

 ら事業を進めているところでございます。

○新垣光栄委員　今は下水道は水道事業として、そ

してまたガス事業はガス事業として、その事業所が

 大分責任を持って強力に推進していると思います。

  水道は水、液体ですよね。そして、ガスは気体、

 電力はケーブルなんですよ。

  これはやろうと思えば簡単なことだと思います、

 本来ですね。

  それを今、電柱で担っているわけですから、地中

化は本来簡単なことだと思いますので、電力ともしっ

かり協力しながら、この沖縄の災害に対応するため

にも、そして景観をしっかり守っていくためにも、

この無電柱化は進めないといけない事業だと思って

いますので、しっかり進めていただきたいと思いま

 す。よろしくお願いします。

  続きまして、28ページの海岸防災の老朽化対策に

 ついてお伺いします。

  この事業で復帰以前の海岸に対して、先ほども答

弁がありましたとおりぜひ調査をしていただきたい

と思っておりますけれども、今後の工程を少しどう

いうふうに進めていくかという工程を聞かせていた

 だきたいと思います。

   よろしくお願いします。

○川上呂二海岸防災課長　お答えいたします。 

  海岸堤防老朽化対策緊急事業につきましては、復

帰前、復帰後にかかわらず整備されて現在の老朽化

しているという護岸に対して整備を行っていくとい

うような事業でございますけれども、現在、宜野湾

市の伊佐海岸、石垣市の川平海岸以外にも嘉手納町

の兼久海岸であったり、中城湾港海岸の熱田地区、

同豊原地区及び塩屋港海岸の白浜地区、船浮港海岸

の船浮地区などにおいて現在、事業を実施しており

 ます。

  現在、実施中の事業進捗を図っていくとともに、

今後中城湾港海岸の新港地区の事業化に向けて取り

 組んでいきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員　今、こういう保全地域の海岸はそ

ういうふうに事業ができるのですけれども、久場、

熱田の台風で破壊された海岸も、皆さんの早急な対

応で、本当にありがたく思っているのですが、抜本

的な解決にはならないと思いますので、しっかり復

帰以前の部分に関してはしっかり、もうこれは復帰

以前の琉球政府時代にやった海岸だから分かりませ

んというような説明では、もう今後通らないと思い

ますので、しっかり調査をして、しっかりそういっ

た事業、本格的事業が導入できるように、事業採択

ができるように取り組んでいただきたいと思います。 

   どうでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長　お答えいたします。 

  琉球政府時代に整備された護岸につきましては、

台帳で琉球政府というふうな形で整備主体が記載を

されているのですが、その後、琉球政府の中でも現

在の土木建築部であるのか、もしくは農林水産部、
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両部において護岸は整備しておりますので、その辺、

どこが現在の所管なのかというのも情報共有しなが

ら、農林水産部と調整して進めていきたいというふ

 うに考えております。

   以上です。

○新垣光栄委員　今、土木建築部なのか、農林水産

部なのかと言っていたのですが、背後地が住宅だっ

たら土木建築部でやっていただいて、農地だったら

もう農林水産部がやるという、もう当たり前のこと

の基準があると思いますので、その辺はしっかり、

もう基準はできていると思いますので、対応のほう

 よろしくお願いいたします。

  続きまして、モノレールの関連事業に係る長寿命

化に関して、今は執行率がこれ０％になっています

 けれども、どうしてでしょうか。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　お答えいた

 します。

  当該事業は、県管理のモノレールインフラ施設に

ついて、長寿命化修繕計画に基づき、点検補修を行

うものであり、令和４年度当初予算はモノレール分

 岐器の修繕に係るものとなっております。

  令和４年度に分岐器の分解、内部点検を行ったと

ころ、修繕が必要な箇所が新たに確認されたため、

資材の製作に期間を要したことが主な原因、繰越し

 理由となっております。

  なお、令和５年９月には当該業務を完了しており

 ます。

○新垣光栄委員　総務省からも通達があって、長寿

命化に関して、財政負担の軽減とか、標準化をする

ようにということで今見直しが指示されていると思

 います。

  そういった中でこの問題は事後の保全事業になっ

ている。この予防保全型の事業に持っていかないと

 いけないと思っています。

  年間を通して維持管理をやっていく。先ほど言っ

たように、雑草対策も年間を通して雑草対策をする

という新しいシステムをつくったわけですから、そ

ういった保全の部分にもぜひ取り組んでいただきた

 いと思います。

   よろしくお願いします。以上です。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 　崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員　よろしくお願いします。 

  主要施策の369ページ、那覇港の整備についての項

 目ですが、いいですか。

  この事業の中で、22年度国際海上物流ネットワー

クの事業を取り組んでおりますが、どういった事業

 で活用をしたのかを説明お願いしたいと思います。

○呉屋健一港湾課長　お答えいたします。 

  那覇港管理組合によると、国際海上物流ネットワー

ク形成促進支援事業により、航路網の拡充を図るた

め、新規に国際航路の開設を行う船社に対しまして、

 寄港費用などの一部の支援をしております。

  令和２年２月から令和５年３月まで、那覇と釜山

及び台中をつなぐ船社に対し、支援事業を行ってお

り、新規航路開設を実現しているとのことでありま

 す。

○崎山嗣幸委員　具体的には、この航路新設に当たっ

 てのこの交付金は何に使われているのですか。

○呉屋健一港湾課長　これは委員おっしゃるとおり

沖縄振興特別推進交付金を活用しておりまして、事

業参加船社に対しまして、タグ・パイロット費、綱

取り費、燃料費などの１寄港当たり最大で150万円の

 支援を行っております。

○崎山嗣幸委員　先ほど、台中、釜山と言っていた

のだけれど、この航路から改めての航路の開発につ

 いても検討しているのですか。

○呉屋健一港湾課長　今、委員がおっしゃったこと

につながると思いますけれども、新たな船社への支

援内容を検討しているということでありまして、他

の航路も検討しているというふうに考えております。 

○崎山嗣幸委員　新たな船社を検討するということ

ですので、これが効果的にできるように、ぜひこの

 事業の展開を図ってもらいたいと思います。

  それから、国際物流の実績を聞こうと思いますが、

外貿コンテナ線と内貿コンテナ線の総取扱量の実績

と、それから目標数値、それから入港船舶隻数と乗

降者数の推移、それから物流の輸入先と輸出先の主

な相手国と品目、これまとめて国際物流の実績につ

 いて説明できますか。

○呉屋健一港湾課長　お答えします。 

  まず、外貿コンテナ、内貿コンテナの総取扱量と

実績の目標値ですね、それについては那覇港管理組

合によりますと、令和４年のコンテナ貨物量は外貿

約97万トン、内貿が約371万トンとなっており、令和

５年３月に改定した港湾計画においては、2030年代

半ばの目標値として、外貿が約240万トン、内貿が約

 500万トンと定めているとのことであります。

  続きまして、入港船舶の隻数、乗降者数の推移に

ついてですが、那覇港管理組合によりますと、入港

船舶の隻数は令和元年8729隻、令和２年が8386隻、

令和３年が7912隻、令和４年が7857隻で推移してお
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 ります。

  また、乗降員数は、令和元年が197万人、令和２年

が41万人、令和３年が32万人、令和４年が47万人で

 推移しているとのことであります。

  引き続きまして、物流の輸入先と輸出先の主な相

手国と品目についてですが、那覇港管理組合による

と、令和４年においては輸入はアメリカ、台湾、中

国の順で多く、輸出は台湾、韓国、中国の順で多い

 とのことです。

  また、品種別では、輸入は取り合わせ品、製造食

品、野菜果物の順で多く輸入、輸出は取り合わせ品、

その他輸送機械、金属くずの順で多いとのことであ

 ります。

   以上となります。

○崎山嗣幸委員　コンテナ船の今言っている外貿と

内貿の割合――内貿のほうがほとんど高いのですが、

これコンテナ船の実績は伸びているのですか。推移

 としては。

  ７万7000と言うから３年ぐらい伸びてきているの

 かな。

○呉屋健一港湾課長　外貿に関しては若干減ってお

 ります。内貿のほうは伸びております。

○崎山嗣幸委員　これは順位的に内貿の場合には、

全国の重要港湾の中でどれぐらいの順位にいますか。

 先ほど言った取扱量は。

○呉屋健一港湾課長　手元に詳細な資料がありませ

んので、申し訳ありませんが、10番以内には入って

 いたかと記憶しております。

○崎山嗣幸委員　これは、今、外貿、内貿の話を聞

いていたのだけれども、この間ずっと言われている、

片荷運送の空コンテナについては、今言っている実

 績の中で、その割合はどうなっていますか。

  外貿も内貿も克服できているかどうかを聞きたい

 と思います。

○呉屋健一港湾課長　外貿の割合になりますけれど

も、片荷輸送については令和４年が59.6％というこ

とと、内貿については86.6％ということで、ほぼ同

じような推移が続いているという状況にございます。 

○崎山嗣幸委員　この空コンテナの推移は、外貿、

内貿も同じように86から90前後で来ていると思うの

だけど、まだ克服がされていないということだけれ

ども、今後の対応としての空コンテナ対策について

 何か方策を持っていますか。

○呉屋健一港湾課長　具体的には那覇港の利用促進

をさせる必要がありますので国内外の荷主や海外船

社、ポートセールスや那覇港輸送効率化支援事業に

よる荷主支援などに取り組むとともに、国際流通港

湾としての機能向上を図るために、取り組んでいる

 ところでございます。

○崎山嗣幸委員　この国際物流の重要性だと思うん

だけれども、この年度の実績を答えてもらったので

すが、どういうふうに県は今の実績を評価している

 のか。

  それから先ほど言った物流の相手国の拡大ですが、

この拡大の克服も含めて、見通しというか、これを

 教えてくれますか。実績の評価。

○呉屋健一港湾課長　那覇港管理組合によりますと、

やはり片荷輸送を解消するためには、いろいろなこ

とを仕掛けないといけないということは当然認識が

あると思いますので、ポートセールスを中心に励ん

 でいくということが考えられると思います。

○崎山嗣幸委員　管理組合は３母体がやっているん

だけど、本当は県が――要するに所管課との関係も

あるから、県が先導する形での意向も重要だと思う

のですが、管理組合の意向だけではなくて、県とし

てそれをどう見るかについての見解はどうですか。

 あくまで３母体の答弁しかできないのか。

○呉屋健一港湾課長　なかなか答弁にしにくいとこ

ろがございますけれども、港湾管理者としては那覇

港管理組合は当然独立の機関でございますので、委

 員よく御存じだと思いますけれども。

  ただ、那覇港という使い方を考えていく場合には

創荷するということも必要だと思いますので、中城

湾港との連携とか、そういった形のものであれば、

港湾管理者として――沖縄県としても積極的にもっ

 と関与していくという道はあるかなと思います。

○崎山嗣幸委員　では、県との関連で聞きますが、

那覇港のこの経済効果を聞きたいと思うのですが、

御承知の那覇港は空港より貨物取扱量のほとんど

99％を占めていると言われていて、また重要港湾、

県内の中でも内貿が８割、外貿が９割ぐらいという

ことで、ほとんど那覇港が占めているということは、

県経済に与える影響が相当大きいということで、皆

さんがずっと言っているので、私はそれにこだわっ

ているんだけれども。それでこの間、コロナ禍があっ

て、その影響を測るためということで、県は令和元

年と令和２年にこの調査をしたということで発表さ

れていますが、このコロナの影響も含めて、それか

ら今言っている経済効果含めて調査したということ

 ですが、内容を答えてくれますか。

○呉屋健一港湾課長　今、委員がおっしゃったよう

に、那覇港管理組合によりますと那覇港のこの港湾
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運営の基礎資料とするとともに、那覇港に対する沖

縄県民の理解を深め、港湾行政の円滑化を図ること

を目的に経済効果を試算しているところとのことで

 あります。

  那覇港のコロナ禍前の令和元年における経済効果

はクルーズ船、離島航路遊覧船、外貿コンテナ船、

内貿船が那覇港に寄港することによる経済効果や港

湾整備による経済効果と、那覇港に関連した製造業、

卸小売業、対個人サービス業、公務関連による経済

効果があり、2281億7600万円と試算しているとのこ

 とであります。

  そのうち、県内総生産額に相当する額は1339億

1600万円となりまして、これは沖縄県の県内総生産

額４兆5056億円に対して３％に相当するとのことで

 あります。

○崎山嗣幸委員　令和元年の2281億ですよね。 

  令和２年も両方比較したと思うので、令和２年も

 報告してくれませんか。

○呉屋健一港湾課長　令和２年が同様な形のものの

経済効果がございまして、2008億4500万円と試算さ

 れております。

○崎山嗣幸委員　令和元年と令和２年を皆さん比較

をして、コロナでどういう影響があったかというこ

との調査だと私は聞いたんだけど、今言っているよ

うに、この２年度について評価しているけれども、

クルーズ船が令和元年で158億の経済効果があって、

令和２年でゼロ、それから離島航路も133億だったの

が57億ということで半減しているということを含め

て、この皆さんが調査をした比較がどこに影響した

かと思うんだけれども。この辺のことについて調査

内容の目的は、それ以外も比べてというか、コロナ

感染症でどういう影響あったかについての調べだと

思うのですが、私が言ったクルーズ船はほとんども

う、比べて経済効果がゼロということになっている

ことを含めて、その辺の比較の特徴点はどうですか、

 これは。

  私が見た限りは、そういうふうになっているのだ

けれども。コロナ禍とコロナ禍前の比較をしたので

はないですかと。どういう比較だったかということ

 を聞きたいわけ、そこは。

○呉屋健一港湾課長　委員がおっしゃるように、ク

ルーズ船等の入域が減ったということがありますの

で、当然のことながら乗員も減るということから、

当然経済効果も落ちてくるということになりまして、

新型コロナ感染症の影響で令和２年３月から４年ま

ででクルーズ船の寄港がなかったことや、観光客の

減少により利用者が減ったことが主な理由というこ

 とになっております。

○崎山嗣幸委員　コロナ禍が明けて、これからクルー

ズ船が活発化するだろうと言われているので、今皆

さんが言われた調査の中において、これは今、経済

効果も含めて回復するだろうという目標になってい

ると思うのですが――この調査は、それを基にやっ

たと思うのですが、これを分析して、これから皆さ

んはコロナ禍からの回復に向かっていこうと、この

戦略の中での調査の資料だと思うのですが、これク

ルーズ船からするならば、それはそういうふうに克

服されているという見方をしていますかということ

 を聞きたいわけよ、そこは。

○呉屋健一港湾課長　調査としてはコロナを挟んで

いるということはございますけれども、長期的な展

望に立って調査をしておりますので、当然のことな

がら今後伸びていくだろうというようなことで調査

をして、基礎資料としているということでございま

 す。

○崎山嗣幸委員　とても貴重な資料だと思うのだけ

ど、この那覇港の経済効果がこれだけあるのだとい

うことを皆さん出しているわけだから、経済効果が

出なかったという理由で――今、コロナ感染症によ

る影響がクルーズ船も離島航路もその他もあるかも

しれないが、物流はほとんど影響を受けていないよ

うな感じがするのだけれども、この辺は正しく分析

をして、皆さんは次に生かすような展開をしてもら

いたいというのが私の質問の趣旨なので、そういう

方向でこの分析をぜひ活用してもらいたいというこ

 とでここは指摘をしておきます。

  それから港の特定事業拠点を聞きたいと思います

が、那覇港も自衛隊、海上保安庁が使用するという

ことで、今、特定事業拠点の候補地に挙がっていま

すけれども、この民港の管理をする立場からね、支

障がないのかと聞きたいと思いますが、いかがです

 か。

○呉屋健一港湾課長　昨年の11月に政府関係者から

県に対し、総合的防衛力強化に関する政府の取組に

 ついての説明がありました。

  その内容は特定重要拠点空港・港湾（仮称）とは、

南西諸島の地域などに必要な空港・港湾等について

民間との共用を前提に自衛隊などが利用できるよう

整備または既存事業の促進を図り、併せてインフラ

管理者との間で円滑な利用に関する枠組みを設ける

 施設とのことでありました。

  県としては、引き続き情報収集を行い、適切に対
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 応していくという考えであります。

○崎山嗣幸委員　ただでさえ狭いバースの中で民間

船も含めて係留できないような状況の中で、まして

や軍事で使われる自衛隊や海上保安庁、あと米軍ま

でもやはりそこに参画するのではないかと言われて

いるので、ここは民港もね、軍事船も使うことにつ

いては、言われているように有事に際しては攻撃目

標にされるのではないかについては、やはり危機感

を持って、僕は民港を管理する責任を自覚すべきだ

 ろうというふうに思います。

   これは指摘で終わります。

  それから最後になりますが、2022年に港湾計画を

作成されております。この内容の中で貨物量が増加

した船舶の大型化に伴い、荷さばき用の確保とあり

ますが、この事業計画、港湾計画を策定された中に

おいて、これはどういうふうに事業計画は策定して

 いますか。

○呉屋健一港湾課長　お答えします。 

  那覇港管理組合によると、貨物取扱量については

2030年代半ばを目標年次として、2280万トンと推計

 しているとのことであります。

  施設の整備については需要の顕在化の状況や緊急

性港湾利用者の意見などを踏まえ、費用対効果分析

 等を行い必要な対応を図るとのことです。

  現在、岸壁の不足や港湾施設用地の狭隘化が課題

となっている新港埠頭地区において、14号岸壁の整

 備に着手しているとのことであります。

   以上です。

○崎山嗣幸委員　2280万トンということの目標を持

つということですが、現在の今言われているトン数

 は幾らですか。

○呉屋健一港湾課長　トータルで1810万トンぐらい

 になります。

○崎山嗣幸委員　倍以上のそういった貨物量の増加

を見込んでいるので、それによって港湾計画をつくっ

て、バースを造っていこうということだと思うのだ

けれども、これが本当に可能性があるかどうかも含

 めて、検証してもらいたいというふうに思います。

  それから、港辺りの道路の混雑状況だけれども、

 この解決策をどう考えていますか。

○呉屋健一港湾課長　那覇港管理組合によると、道

路計画については港湾計画に基づいて各埠頭間の円

滑な交通の確保や、港湾と背後地を結ぶことを目的

に整備が進められておりまして、平成22年度には臨

港道路空港線、平成29年度は臨港道路浦添線が開通

し、現在、臨港道路若狭港町線の事業を促進してい

 るとのことであります。

   以上です。

○崎山嗣幸委員　民港機能の配慮事項の中において、

そこに港湾計画の中で軍港の位置が指定されたのだ

けれども、この運航するときの潜水艦とか、艦船と

か、あるいは軍艦の旋回――回るときの旋回とかを

含めて民間船への影響、衝突、その辺のことについ

 ての配慮事項はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長　お答えします。 

  那覇港管理組合によりますと、那覇港湾施設代替

施設の配置については、移設協議会の枠組みの中で

国において導き出され、那覇港管理組合においては

港湾計画改訂に当たり、民港の形状案との整合を確

認し、民港に期待する機能を失わないことを確認し

 たとのことであります。

  そのため、代替施設は民港に支障がないよう運用

 されるものと考えているということであります。

   以上です。

○崎山嗣幸委員　浦添埠頭地区の整備計画ですが、

 これどんな計画を持っていますか。

○呉屋健一港湾課長　那覇港管理組合によると、浦

添埠頭地区交流・賑わい空間の整備スケジュール案

ですが、令和５年度より環境アセスメントに着手し、

評価書作成後に埋立申請を行い、埋立免許取得後工

事に着手する予定となっているとのことであります。 

   以上です。

○崎山嗣幸委員　この設置されている軍港の完成時

期とかについては、民港との関係で皆さんとの調整

 というのはあるのですか。

○呉屋健一港湾課長　我々とは関係がないといいま

 すか、関与する港湾課としてはありません。

○崎山嗣幸委員　関係あると思うのだけど、実際、

港湾計画の中で、こっち軍港でしょうって決めて、

民間船との関係も含めて関係あるわけだから、これ

が現行機能の移設となっているので、これ皆さん関

心を持っていかないといけないと思うのだけれども、

 これはいかがですか。今後の展開は。

  いつになるか分からないということにはならない

 でしょう。

○呉屋健一港湾課長　代替施設が民港に支障がない

ように運用されるように、我々も見ていかないとい

 けないと思っております。

○呉屋宏委員長　引き続き質疑を行います。 

 　島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員　よろしくお願いします。 

  まず、沖縄県住宅ストック活用市町村助成、主要
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 施策の388ページです。

  2022年度――令和４年度の事業実績を伺いたいと

 思います。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  まず、沖縄県住宅ストック活用市町村助成事業に

ついてですけれども、こちらは住宅の質の向上及び

住宅投資による県内経済の活性化を目的としまして、

民間が実施する省エネ、バリアフリー化、工事など

のリフォーム支援について、戸当たり10万円を補助

限度額として、市町村に対して県が支援している事

 業となっております。

  同事業の令和４年度の実績は、11市町村が実施し

まして、県は216件、1145万円を支援しているところ

 でございます。

○島袋恵祐委員　この216件ということですけれど

 も、枠としてはどのぐらいの枠があったのですか。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  こちらは予算額としては1200万を予算として確保

 しているところでございます。

○島袋恵祐委員　課題のほうにもこの増加に取り組

む必要があるということで書いてあるのですけれど

も、今年度は何件を見込んで、目標と今何件ぐらい

になっているのかというのも分かれば教えてくださ

 い。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  事業実施市町村の数としては、令和４年度と同じ

11の市町村が実施しているという状況でございます。 

○島袋恵祐委員　ぜひリフォームする事業としては

とてもいい事業だと私は思っているので、多くの市

町村が実施できるようなそういった周知も必要かと

思うのと同時に業者の皆さんがこの事業で仕事をも

らって、潤うということも大事だと思うのですけれ

ども、それに関わっている県内業者の皆さんの率と

 か、そういうのが分かれば教えてください。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  関わっている業者の数とか、そういったところは

こちらではちょっと把握はしておりませんけれども、

こちらの事業については、市町村が住民に対して行っ

ている事業の市町村負担分の幾らか一定の率を県の

 ほうが支援しているという事業になっております。

  こちらの補助要綱は各市町村のほうで定めており

まして、多くの市町村が同じ市町村内の事業者を活

用するようにというような要件を課しているところ

 です。

○島袋恵祐委員　ぜひ県内業者の優先発注を進めて

いく必要からも、これをぜひ進めてほしいのですが、

この経済効果とかというのが分かれば教えてもらい

 たいのですけれども。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  令和４年度、県のほうが補助しました1145万円、

こちらに対しまして、民間事業者が実際に実施した

総工事費、こちらが約２億5000万円となっていると

 ころです。

  倍率にしますと約21.8倍となっておりますので、

 経済効果があるものと考えているところです。

○島袋恵祐委員　この事業ますますニーズもあると

思いますので、ぜひこの拡充も含めてもっと進めて

 いただけたらと思います。

   次に行きます。

　ハシゴ道路等ネットワークの構築、374ページです。

 ほかの委員からも幾つか質問がありました。

  私は、沖縄市の県道20号線に絞って少し質問させ

ていただきたいのですが、この2022年度――令和４年

 度の県道20号線の事業の実績を教えてください。

○前武當聡道路街路課長　県道20号線、胡屋泡瀬線

につきまして、令和４年度につきましては胡屋交差

点手前の約70メートルの道路改良工事を実施してお

 ります。

  令和５年３月に胡屋交差点からコザ中学校前まで

の延長約680メートルの区間について、暫定４車線供

 用等に取り組んだところでございます。

○島袋恵祐委員　開通したということで報道もされ

 ていました。

  この事業は長年経過して、まだ完了には至ってい

ないのですけれども、やはり課題等々たくさんある

 と思うのですが、主な課題を教えてもらえますか。

○前武當聡道路街路課長　こちらの沖縄市内の道路

として、やはり用地の取得についてはネックになっ

ているところでございまして、そちらも任意交渉を

継続して行っているところで、用地の取得というと

 ころがまず１点目。

  あと、こちらの道路につきましては、高原交差点

のほうの交差点改良も伴ってきますので、そちらの

交差点改良、今後、優先的に整備をしようと取り組

んでいるところで、こちらにつきましては都市計画

 の変更等の手続がございます。

  そういったところの手続等に時間を要していると

 いう現状もございます。

   以上です。

○島袋恵祐委員　本当に地元の方からも、やはり早

く完了してほしいというような、そういった声を多

 くいただいているところだと思います。
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  ちょうど昨年の７月か８月に説明会も沖縄市で

あったと思うのですが、そのとき、先ほども課長か

らあったように、この高原十字路のほうから優先的

に拡張していくということですけれども、その理由

 を教えてもらえますか。

○前武當聡道路街路課長　高原交差点につきまして

は渋滞ボトルネック対策の主要渋滞箇所になってご

ざいますので、まずは渋滞対策が優先になりますの

でそこを優先的に整備をしていこうと取り組んでい

 るところでございます。

○島袋恵祐委員　そうですよね、高原十字路周辺、

もう地元自治会からも多分要望が出ていると思うの

ですけれども、渋滞も激しい。８年前にイオンライ

カムが開業してから、さらに渋滞が増えたというよ

 うな声も出ています。

  そこは渋滞解消というのがとても今、課題だなと

いうふうに思うのですけれども、この渋滞解消に向

けての計画、ボトルネックとかもやっているところ

ですけれども、なかなか事業が目に見える形でやら

れていないのではないかなということもあるのです

 が、どういったことを考えていますか。

○前武當聡道路街路課長　やはりまずその交差点の

改良はしっかり進めていきたいというところで、都

市計画変更に向けた、先ほどお話ありました７月に

も住民説明会――これは任意ですが、進めておりま

 す。

  今後、都市計画法の手続にのっとって住民説明会

等をまた開催して、早期整備に向けて取り組んでい

 きたいというふうに考えております。

○島袋恵祐委員　やはり信号の切替えだったりとか、

そういったものでも改善できるのではないかという

意見もあったり、またバス停がすぐ交差点の10メー

トルも離れていないところに設けられていて、バス

停を移動することによって――それでも渋滞がある

のではないかとか、そういった意見も出ているので

そういったところを加味した上で、渋滞対策ってい

うのがやはり優先的に――拡幅はもちろんですけれ

ども、やられる必要があるのではないかと思うので

 すけど、どうですか。

○前武當聡道路街路課長　渋滞対策につきましては

最終的に交差点改良を含めた対策を考えているとこ

ろですが、今、委員のおっしゃったように、現状の

範囲内でまずは信号現示につきまして県警の意見が

 必要になってきます。

  あと、その限られた道路区域の中で、バス停の位

置だとかまず現場を確認して、そういったものがで

 きないかというのを確認してみたいと思います。

○島袋恵祐委員　本当に長年渋滞がずっと続いてい

るところで、いつも事故が発生するということ、地

 元住民からも心配の声も上がっています。

  やはり対策を早めにすることが必要だと思います

 ので、早急の対応方お願いをしたいと思います。

   以上です。

○呉屋宏委員長　引き続き進めてまいります。 

 　比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員　よろしくお願いします。 

   最初に県営住宅の家賃についてお聞きします。

  決算書の71ページに県営住宅の使用料のほうがあ

りますが、この家賃の未収金と、あと不納欠損の状

 況について教えてください。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  令和４年度における家賃収納状況ですが、まず調

定額 53億 7824万 6046円 、収入済額が 49億 3664万

 8635円。

  収納未済額、こちらがいわゆる家賃の滞納額にな

りますけれども、こちらが４億1034万2380円、それ

から不納欠損額が3125万5031円となっておりまして

 収納率は92.3％となっております。

○比嘉瑞己委員　収納率が92.3％と悪くはないとは

思うのですが、ただ額としてはやはり４億というお

 金が未収になっているということです。

  この家賃の収納率の推移はどうなっているのか、

 改善されているのでしょうか。

○當山真紀住宅課長　収納率の状況ですけれども、

過去５年の推移を申し上げますと、平成30年度から

88.7％、令和元年度89.7％、令和２年度91.1％、令

和３年度91.8％、令和４年度が92.3％となっており

まして着実に収納率は上がっている状況でございま

 す。

○比嘉瑞己委員　この委員会でもかつて議題にも

なって、裁判のこともありましたけれども、収納率

が改善されていて貢献しているのが相談員の方々の

役割があると思うのですが、この相談員を配置した

ことによる実績と今の状況を少し説明していただけ

 ますか。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  家賃滞納者等、入居者への対応としまして、平成

27年の９月から指定管理者に社会福祉士等有資格者

の専門相談員による相談窓口を設置し、家賃減免制

度の周知と活用、それから社会福祉制度への案内、

そういった助言や相談を行っているところでござい

 ます。
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  相談員につきましては、平成27年度の２名から増

員による体制強化を図りまして、現在７名体制で相

 談業務の充実強化に努めております。

  また、相談件数に関しましては、年々増加してい

る傾向でございまして、過去３年間の推移について

は令和３年度3510件、令和４年度4740件、今年度、

令和５年度は11月までの実績になりますけれども、

こちらが3669件となりまして、この数値で１年間の

換算を通しますと約5500件といった状況になってお

 ります。

○比嘉瑞己委員　ますます今の状況を見ていると

もっと相談が増えるかもしれませんので、しっかり

とこの相談員、今７人配置ということですけれども、

適宜目配りしていただいて、必要ならば増員もして

 いただきたいと思います。

  それでこの相談員のお仕事にも関わりがあると思

うのですけれども、私たちのところによく入居承継

の相談とかがたまにあるわけですけれども、県営住

宅の入居承継の条件はどういうふうになっています

 か。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  県営住宅の入居承継につきましては、名義人が死

亡、それから婚姻や離婚によりまして退去したなど、

そういった入居承継を必要とする事由が生じ、また

同居人である申請者がほかに転居すべき住居がなく、

承継させることがやむを得ないと認められる場合に

同一世帯に対し１回限りを原則としまして行うこと

 としております。

○比嘉瑞己委員　１回限りの承継というのが、基本

的な原則だというふうに聞いていますが、家族、特

に子供に障害がある場合については、どういうふう

 になりますか。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  今、御家族でお子さんに障害がある場合というお

話ですけれども、入居承継できるものとして、その

条件の中で、同居者や配偶者であるとか、その他の

中で障害者手帳１級か４級まで、精神障害者保健福

祉手帳１級及び２級、または療育手帳Ａ１からＢ１の

障害者がいる世帯、またその他ということで、いず

れかに該当する者となっておりますので、その１回

目の承継というんですかね、その際には、こういっ

た条件を満たしている者でありましたら入居承継で

 きるということとなっております。

○比嘉瑞己委員　障害者であっても承継ができるっ

ていうことですけれど、しかし原則のこの１回とい

 う縛りがあるんですよね。

  私のところに来た相談で、両親がいて、障害を持

つお子さんがいらっしゃる、両親の一方が亡くなっ

たときは、そのもう一人のパートナーのほうに承継

 が行くわけですよね。

  だけれど、じゃこの親が本当に２人とも亡くなっ

た後は、この子どうするんだろうというふうに相談

 が来ました。

  こういった場合は、もう承継はできないっていう

 ことになるのですか。

○當山真紀住宅課長　県営住宅の入居承継につきま

しては、沖縄県営住宅入居承継事務処理要領におい

て、先ほどから御説明させていただいていますとお

り、同一世帯において原則１回限りとしているとこ

 ろです。

  申請者宛ての承認通知におきましても、その旨を

 記載して通知しているところであります。

  ただし、またその後に、その入居世帯の事情によ

りまして再度の入居承継を希望する場合には、引き

続きの居住を希望する世帯の状況ですとか、また、

転居すべき住居がなく承継せざるを得ない、させる

ことがやむを得ない理由、こういったものについて、

個別の事情を確認の上、対応しているところでござ

 います。

○比嘉瑞己委員　１回聞いただけではなかなか分か

りづらいのですけれども、個別にしっかりと柔軟に

対応されていけるというふうに確認していいですか。 

○當山真紀住宅課長　そのとおりでございます。 

○比嘉瑞己委員　先ほど言った、今、実績を上げて

いる相談員の方々もいらっしゃるわけですし、その

家族にとって一番何がいいかっていうところを御一

 緒に考えていただきたいと思います。

   では主要施策に移りたいと思います。

  最初、私のほうからもはしご道路、お願いします。 

  このはしご道路で、真地久茂地線、那覇高校から

ずっと行くんですけれども、与儀十字路までのとこ

ろも真地久茂地線ですけれど、ずっと工事をしてお

 りますが、その進捗状況をまず教えてください。

○前武當聡道路街路課長　真地久茂地線につきまし

ては現在、与儀交差点から那覇高校前交差点までの

延長約800メートル、幅員28メートルの４車線化に向

 けて事業を推進しているところでございます。

  令和４年度末の進捗につきましては、事業費ベー

スで約71％、用地取得率は筆数ベースで約86％となっ

 ております。

○比嘉瑞己委員　もう地域から、いつこれは終わる

のかって聞かれるのですが、当初の供用開始予定っ
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ていうのはいつだったのか。いつから工事を始めて、

 いつ終わる予定だったのか教えてください。

○前武當聡道路街路課長　当該路線の供用開始とい

いますか、当初の事業認可期間としましては平成19年

 度から平成25年度というところでございました。

○比嘉瑞己委員　もう10年近く遅れている形になる

 と思います。

   遅れている要因は何ですか。

○前武當聡道路街路課長　真地久茂地線につきまし

ては沖縄振興公共投資交付金で事業を推進している

ところでございますが、やはり予算の配分に苦慮し

ている状況が続いているところで、整備の遅れが生

 じているというところがございます。

  一方、物件補償の交渉につきましても、大型マン

ション居住者の同意取付けと、あと相続人の遺産分

 割協議等で難航したというところがございます。

  あとは、対象物件の事業所によりまして移転先の

確保等に時間を要した状況もございまして、用地の

取得に進展が今、図られない状況が続いているとい

 うところでございます。

○比嘉瑞己委員　当初、用地取得、確かに難航して

いるように見えたんですけれども、かなりもう開け

 ていて、数えるほどですよね。

  今おっしゃったこのハード交付金、これの推移を

聞きたいのですが、皆さんの要望額と配分額の推移、

 ３年分でいいですので教えてください。

○前武當聡道路街路課長　過去３年といいますか、

令和３年度から令和５年度までで申し上げますと、

令和３年度が、要望額が約21億円に対しまして配分

額が約６億円、令和４年度の要望額が約21億円に対

しまして配分額が約２億円、令和５年度が、要望額

約22億円に対して配分額が約10億円となっておりま

 す。

○比嘉瑞己委員　課長、これ、この傾向ずっと続い

ていて、ここにも影響が出ているのが分かるわけで

すけれども、ただ、今日ずっと聞いてきて、このは

 しご道路、執行率も実際低いですよね。

  では本当に予算を配分できたら工事は進んだの

かっていう声も聞こえてきそうですけれども、皆さ

んとしてはこの予算があればちゃんとできる事業だ

 と言い切れますか。

○前武當聡道路街路課長　やはり、まず予算要求す

るに当たっては次年度分は幾ら必要だということを

積み上げて、事業を確認しながら必要額を積み上げ

ておりますので、要望額がつけばそれなりの事業は

 進展していくものと理解しております。

○比嘉瑞己委員　ぜひ予算もしっかりと確保してい

 ただいて、進めていただきたいと思います。

  それで、地域の皆さんからの声で、今の那覇高校

から与儀十字路までですけれども、それでもその全

体の供用開始っていうのはまだまだ先かもしれない

けれども、一部分でもできているところはどんどん

供用してほしいという声があるのですが、こういっ

 たことは可能ですか。

○前武當聡道路街路課長　現在、与儀交差点から開

南交差点につきましては早期の事業効果を見込み、

４車線で暫定供用を目指しているところでございま

 す。

  しかしながら、その区間におきまして１件の物件

補償、１件まだ物件が残っているところでございま

して、なかなか完全に４車線化で暫定供用というの

が今難しい状況がございますので、部分的に供用す

るにしても、やはりその物件を契約して改良してか

 らになるのかなと考えております。

○比嘉瑞己委員　渋滞緩和という意味では、まさに

あそこの通りが早く開通すれば相当道は変わると思

 いますので、頑張っていただきたいと思います。

  一方で、お話を聞くと、与儀交差点と開南交差点

はさらに大きな整備が必要だということだと聞いた

のですけれども、２つのこの交差点の計画はどうい

 うふうになりますか。

○前武當聡道路街路課長　まず、開南交差点につき

ましては現在、暫定で供用している一部２車線がご

ざいますが、その交差点につきましては完成形の計

画高さが現在の道路の高さから約２メートル低くな

る計画となっておりますので、現在の交通を切り替

えながら段階的に今後は切り下げていく計画となっ

 ているところでございます。

  一方で、与儀交差点につきましては令和６年度に

 歩道橋の撤去工事を実施する予定でございます。

  撤去工事に当たりましては、交通量が多く渋滞が

慢性化している交差点というところがありますので、

工事の進捗及び渋滞緩和を図るため、早期の着手が

必要と考えておりまして、先の11月議会で債務負担

 行為の補正を行ったところであります。

   以上です。

○比嘉瑞己委員　大きく変わると思いますが、しっ

 かりと頑張ってほしいです。

  この問題の最後に、開南交差点の１つの交差点の

ところが、今おっしゃったようにかなり下がるわけ

 ですよね。

  その影響で、これまで通ってた裏道ではないので



－274－

すが、そこに入ってくる道が、もう止められて、擁

壁みたいになるのかな、歩行者だけが通れるように

なると、階段が造られるというふうに聞いているの

 ですけれども。

  それで地域の方たちから、この急な階段でとても

高齢者は下りられない、保育園もあって、このベビー

カーを利用しているお母さんたちが下りられないの

でスロープをつけるなり何なり、こういった配慮が

必要じゃないかという、那覇市にもこれは陳情が来

 ているみたいです。

  このことに対して皆さん把握しているのか、対応

 はどうなるのか、教えてください。

○前武當聡道路街路課長　そういった要望があると

いうことを聞いておりまして、やはり道路が切り下

がりますので、なかなか縦断が取れないというとこ

ろで、スロープの検討もしてみたのですが、なかな

か設置が厳しい状況ということで、現在の階段の整

備というところで落ち着いているところでございま

 す。

○比嘉瑞己委員　厳しいと結論づけないで、住民の

方はもっと下がるっていうことを知らないのですよ。 

  だから、まだ少し時間ありますので、みんなで知

恵を出してどうにか、スロープも一気のスロープで

はなくて、２段階に分けるとかいろいろあるのでは

ないかという声もありますので、この件は引き続き

 検討していただきたいと思います。

　次に、389ページですが、沖縄県居住支援協議会事

 業推進補助金。

  座波委員からもお話がありましたけれども、最初

 に、もう少し事業概要と実績も教えてください。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  沖縄県居住支援協議会では、住宅確保要配慮者が

民間賃貸住宅に円滑に入居できるため、事業者の紹

介や相談窓口の設置など、あんしん賃貸支援事業を

 実施しております。

  このあんしん賃貸支援事業における高齢者等に対

する民間賃貸住宅への入居支援の相談実績は、令和

４年度に116件の受付がありまして、その内訳としま

しては、高齢者世帯で88件、障害者世帯20件、子育

 て世帯４件、低所得者世帯４件となっております。

○比嘉瑞己委員　この住宅要配慮者の人数っていう

 のは分かりますかね、対象となる人数。

○當山真紀住宅課長　まず、この住宅確保要配慮者

ですけれども、こちらは高齢者、障害者、低額所得

者、子育て世帯など、その対象者が幅広くございま

 す。

  その複数の条件に該当する方が多くいらっしゃる

ことから、人数について把握することが今難しいと

 考えているところであります。

  参考としまして、県営住宅の応募状況などが考え

られると思いますが、令和５年度、今年度における

県営住宅の応募状況につきましては414戸の募集に対

しまして3746世帯の応募があり、応募倍率が９倍と

 いう状況でございました。

○比嘉瑞己委員　そのことからも、かなり必要とさ

れている方がいるというのは容易に分かると思うの

ですけれども、午前中、市町村でのこの協議会の設

置状況はゼロ、ただ県の協議会はあるわけですよね。 

  この県の協議会ですけれども、この構成団体はど

 ういった形ですか。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  まず構成団体としましては、県のほうでも、我々

住宅課のような土木建築部の住宅部局、それから福

 祉部局の課も団体となっております。

  また、市町村につきましては５市ですね、那覇市

をはじめとする５市、それから民間のほうでは不動

産関係団体、そして沖縄県社会福祉協議会をはじめ

とする福祉関係団体、そういったところが構成員と

 なってございます。

○比嘉瑞己委員　それで、今その準備をしている市

町村が１自治体あるっていうふうにあったのですが、

 この構成団体に５市入っているわけですよね。

  この５市がまずは手を挙げるべきだろうと思うの

ですけれど、なぜ自治体は手を挙げづらい状況なの

 か。

   課題は何ですか。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

  委員がおっしゃるように、その５市につきまして

は、県の協議会の発足時から会員として活動を共に

 してきているところでございます。

  当初よりその市町村、いわゆる地域での協議会の

設置等の重要性というのが、これまで会議の場など

でも共通認識を図ってきているところでございます。 

  この協議会に関しましては、その住宅部局と、そ

してまた福祉部局、それらの連携でありますとか、

また民間の不動産関係団体、福祉団体、こういった

ところの連携というのが今重要になってございます。 

  そういったところも市町村とも情報共有しながら、

それぞれの地域でその課題を解決すべく、市町村単

位での立ち上げというものを県としてはこれまでも

 ずっと推進してきているところでございます。

○比嘉瑞己委員　だけど、手を挙げ切れないのはな
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 ぜですか。

○當山真紀住宅課長　それぞれ、各市町村で状況は

異なるところもあろうかと思いますけれども、例え

ば、住宅部局とそれぞれ福祉部局等で行っていると

ころですが、窓口をどちらの部局で担うのかである

とか、あとどうしても、先ほども少しお話し申し上

げましたけれども、民間賃貸住宅へのその入居とい

うことに関しては、現実問題、少しハードルも高い

というところもございまして、そういった対策とい

いましょうか、そういったところがなかなか難しい

というところが、その協議会の設立に向けて少しハー

ドルになっているようなところもあるということは

 聞いております。

○比嘉瑞己委員　あると思うんですよね。 

  入りたい人の気持ちも分かるけれども、不動産と

か大家さんの立場に立つとやはり不安がありますよ

 ね。

  そういった提供する――あんしん賃貸として登録

する方たちへの支援があれば、もっと協力してくれ

る不動産も増えるだろうし、自治体としてもやりや

 すくなると思うんですよ。

  私たちのところにも保証人になってくれませんか

とか、敷金、礼金のない物件紹介してください、生

活保護を受けているけれども、それも３万2000円の

家賃の物件ありませんよっていう相談が来るんです

 よ。

  そこに何かしらの支援があれば、もっともっとこ

の制度は充実すると思うのですけれども、その観点

 でいかがですか。

○當山真紀住宅課長　先ほども協議会の事業として

少し御説明しました中で、あんしん賃貸支援住宅と

 いうことで御説明しました。

  またこれとは別に、あんしん賃貸支援団体という

 ことで、その団体の登録も行っているところです。

  こちらは高齢者や障害者世帯などの入居希望者及

び賃貸人に対する居住支援の活動を通じて、住宅確

保要配慮者の入居の円滑化及び居住の安定の確保を

支援する団体として登録しているところでございま

 す。

  現在、支援団体としては18団体登録をしておりま

して、支援の内容としましては団体によって様々で

はございますが、例えばこの住宅確保要配慮者から

の入居相談に応じたりですとか、あと民間賃貸住宅

の空き部屋に対する大家さん、不動産会社とのその

マッチングであるとか、また家賃債務保証など、そ

ういった事業を行っている団体が登録しております。 

○比嘉瑞己委員　部長、最後に、こうやって支援す

 る輪が広がればかなりいい制度になると思います。

  県営住宅はもう９倍という形で、なかなか新設も

難しい時代になってきている中で、この制度が今後

もっと重要になってくると思うので、そこで部長と

してもちゃんと目配りして新年度に取り組んでいた

だきたいのですが、部長の見解をお聞かせください。 

○前川智宏土木建築部長　高齢者ですとか障害者、

低額所得者など、住宅を確保するに当たって配慮が

必要な方々への対策としまして、公営住宅の整備と

いうのは非常に重要な施策であると認識をしており

 まして、取り組んでいるところではございます。

  ただ、ハード整備だけでは限界があるといいましょ

うか、追いつかない部分もございますので、今、委

員御指摘のあるような居住支援協議会の設置などを

市町村に働きかけまして、ハード、ソフト両面から

そういった支援が必要であるというふうに認識して

おりまして、引き続き積極的に取り組んでまいりた

 いと考えております。

○比嘉瑞己委員　次、沖縄らしい風景づくり支援事

業、377ページですが、先ほど新垣光栄委員からもあ

りましたけれども、この支援事業の概要と成果指標

 みたいなのがあるのか教えてください。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　お答えいた

 します。

  まず事業概要でございますが、県では新・沖縄21世

紀ビジョン基本計画において悠久の歴史や伝統文化

に育まれた魅力ある空間と風土の形成を基本施策と

し、沖縄の歴史と景観に配慮した千年悠久のまちづ

 くりを推進しております。

  施策の展開として、沖縄らしい風景づくり支援事

 業は４つの事業を実施しております。

  １つ目が、風景づくりに関する県民意識の向上や

 知識の普及を図るためのシンポジウムの開催。

  ２つ目が、沖縄らしい景観風景を次世代に守り継

 ぎ、個性豊かな風景づくりに貢献する人材育成。

  ３つ目が、公共事業における景観評価により、景

観に配慮された良質な空間を創出することを目的と

した景観アセスメント、いわゆる景観評価システム

 の実施。

  ４つ目が、沖縄の景観の価値を再認識し、官民一

体となって沖縄の風景づくりに取り組むことを目的

とした景観向上行動計画の取りまとめとなっており

 ます。

  次に、成果指標でございますけれども、新・沖縄

21世紀ビジョン実施計画における成果指標は景観の
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アセスメント数となっておりまして、令和４年度ま

での計画値72件に対し、実績値76件となっておりま

 す。

   以上です。

○比嘉瑞己委員　この沖縄らしい風景を守ってい

くっていうのはすごく大事なテーマですけれども、

ただちょっと何かぼんやりしているような印象があ

 るんですね。

  シンポジウムとかもいいのですが、もう強いて指

標らしきものといったらこのアセスメント数である

んですけれども、もっとこの大きな景観の計画みた

いなものというのは皆さんとしては持っていないの

 ですか。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　お答えいた

 します。

  先ほど、４つ目に官民一体となって沖縄の風景づ

くりに取り組むことを目的とした景観向上行動計画

の取りまとめというところにおきましては、昨年３月

に、住んでよし、訪れてよし、美ら島沖縄を理念に

景観向上行動計画を改定し、住民、地域団体、教育

研究機関、関係事業者、行政など、官民一体となっ

て沖縄の風景づくりに取り組むため、美ら島沖縄風

 景づくり協議会を設立しました。

  県としましては、魅力的な景観形成に関係機関と

 連携して取り組んでまいります。

○比嘉瑞己委員　シンポジウムだったり、審議会と

か、議論は活発でみんな沖縄の風景はいいねという

のは、もうみんなが認識しているところなんですよ。 

  では、これをどうやってどこまで進めるんだとい

うのが、やはり計画が必要じゃないかと思いました。 

  2007年にガイドラインができているんですよね。

すごく立派なガイドラインで、理念的なのは分かっ

たのですが、ではこれに基づいて、それが行動計画

になるのか分からないのですけど、この計画で何を

 していくのか。

  例えば、その景観地区を何か所に増やしますとかっ

ていうのがあれば分かりやすいと思うのですけど、

 そういうのはないのですか。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　美ら島沖縄

風景づくり行動計画においては、重点施策としてモ

 デル的地区の設定を行っております。

  その中において、景観地区等のルールの確立がさ

れていること、あと協議会等の設立、活動体制の確

立がされていること、あと景観計画の策定、取組が

確立されている、３つの条件を満たしますと先導地

区ということで認定しまして、今年度、その先導地

区として首里城周辺地区、あともう一つが浦添城周

辺地区ということで２地区を先導地区として認定し

まして、その取組を先導都市、先導地区として進め

ていき、順次、今そういった地区を増やしていこう

 ということで取り組んでいるところでございます。

○比嘉瑞己委員　これ内閣府も一緒にやっている事

 業ですか。

  この景観法ができて、ガイドラインができてって

いう流れで来ていると思うのですけど、国のホーム

ページを見ても、その景観地区の指定だったり、景

観計画を策定するときのこの調査事業には国も応援

 しますよってあるんですよ。

  先ほど言った行動計画っていうのは、この景観計

 画に当たるものなのですか。

○下地英輝都市計画・モノレール課長　上位計画と

しては、平成23年度に沖縄県景観形成基本計画とい

うものと、あと新・沖縄21世紀ビジョン基本計画が

ありまして、その取組を支援するということで、ソ

フト交付金を活用して、先ほどの４つの事業を実施

 しているところでございます。

○比嘉瑞己委員　ちょっとごちゃごちゃしているの

 で、もう少し勉強してまた質問したいと思います。

   終わります。

○呉屋宏委員長　次に進みます。 

 　照屋守之委員。

○照屋守之委員　令和４年度分の土木建築工事につ

いて、当初計画と執行状況、この未執行の事業とか

 予算額、その辺も含めてお願いできますか。

○新垣雅寛土木総務課長　土木建築部が所管する公

共事業における工事請負費の令和４年度の当初予算

 と執行状況についてお答えいたします。

  土木建築部では、令和４年度の当初予算において、

工事請負費約467億円を計上し、社会資本整備を推進

 してきております。

  令和４年度末における執行状況につきましては、

補正予算の計上等により増額となった工事請負費約

534億円に対し、契約ベースで約478億円、率にしま

 して89.6％となっております。

   以上です。

○照屋守之委員　これの11.4％はどういう理由です

 か。未執行の分は。

○新垣雅寛土木総務課長　後でお調べしまして、報

 告をさせていただきたいと思います。

○照屋守之委員　部長、これね、今ちまたの建設業

者も、それぞれの市町村も含めて見ていても、県の

件数が非常に少ないわけよ。うるま市に至ってはほ



－277－

ぼないのではないですかね。うるま市のほうも分か

 らない。

  今、県の沖縄市のほうも、その県道20号線――役

所の前の通り、高原までも全然一向に進まない。給

 油所は既に移転をされている。

  それで南部、あの辺も見ていても、県事業はなか

 なか目立たないわけよね。

  今、建設業はどうやってもっているのですかって

言ったら、何か防衛局の基地の中の工事とか、そう

 いう国の工事でもっていると言うわけ。

  だから、これだけの沖縄県が何で、いつの間にこ

うなってしまったのかなと。施策は、これ土木建築

部は皆さん方、プライドを持ってやっているのでしょ

 う。

  沖縄県をよくしていく、あるいはこの公共事業、

もう一つ大きな狙いがありますからね。経済をつくっ

 ているのは公共事業ですよ、分かっていますか。

  これ今、県民総生産の10％ぐらいは公共事業、市

町村も含めて担っているのが大きいのではないです

かね。だから、皆様方の仕事は非常に誇り高い仕事

ですよね。だから非常に、何で県の仕事はこれだけ

 ないのかなって思っているのだけど。

  今年の建設新聞、土木建築部長がインタビューを

受けていますよね。これを拾い出してみると、南部

東道路、南風原知念線、那覇空港自動車道から南城

市、これはいつまでに終わるのですか。工事費は幾

 らかかるのか。

   これ教えてください。

○前武當聡道路街路課長　南部東道路につきまして

は、現在の総事業費としまして約421億円となってお

 ります。

  完成供用時期につきましては、今2020年代後半の

供用を目指して取り組んでいるところでございます。 

○照屋守之委員　この2020の後半ってどういう意味

 ですか。

  普通、こういう仕事は、いつからいつまでって決

めて、いつまでですよという話じゃないの。そのた

 めに予算を取りに行くわけでしょ。

  今のように、予算が取れないから遅れますという

 のは、これ理由になりませんよ。

  これ、2020の後半というのは、2029年か。いつの

 話ですか、これ説明してください。

○前川智宏土木建築部長　事業区間につきましては、

用地取得の状況、あと橋梁、トンネルなど大型構造

物の整備状況が今後は控えておりまして、そういっ

た状況を踏まえますと、供用時期につきましては現

時点で確定的なことを申し上げることは厳しいと考

 えているところでございます。

○照屋守之委員　ですから、県は確定的なことは言

わない、ではその地域はどうなるの。この南部東道

路を造って、アクセスがこうなります、空港にも近

くなりますよ、コストコだったか、何かあのショッ

ピングセンターができるでしょう。ああいうのも含

めて期待しているわけでしょ。それどうなるの、そ

 の地域は。

  だから、ここは、やはり金額と期限は決めてやら

ないと、皆様方だってやりようがないでしょう。仕

事しようがないではないですか、期限も決まらない

 といったら。

  それだけのものがあるから、予算がこれだけかか

りますから、知事、ぜひ予算を取ってください。国

土交通省に言いに行きましょう、財務省に言いに行

 きましょうということをやればいいわけでしょう。

  幸地インターチェンジ、沖縄自動車道と浦添西原

線、これ次年度の事業としてということですけれど、

これら高速から通って見ると、何か上の橋桁みたい

なものがあるんだけど、あれ多分そのことだと思い

 ますけれど、これはいつまでに終わるのですか。

○前武當聡道路街路課長　幸地インター線につきま

しては今、鋭意整備に取り組んでいるところでござ

います。今年度、再評価委員会に諮りまして、事業

の完了予定は令和８年度を目標に取り組んでいると

 ころでございます。

○照屋守之委員　これ事業費は幾らかかるのですか。 

○前武當聡道路街路課長　約110億円となっておりま

 す。

○照屋守之委員　令和８年度いけますか。 

  これは与那原のＭＩＣＥ用道路のものもあって、

あちらの交通アクセスとかも含めてのこのインター

でしょう。そういう様々なことを想定してですよね。

 どうですか。

○前武當聡道路街路課長　幸地インター線につきま

してはハシゴ道路ネットワークに位置づけられてお

りまして、体系的な道路のネットワークの構築とい

うところで、委員おっしゃるような形での広域的な

 ネットワークに資する道路となっております。

○照屋守之委員　いや、だから、それもＭＩＣＥが

今どういうふうな形になっていくか分かりませんけ

れども、一応、ＰＦＩか何かでやって350億円かかる

というふうなことですから、やはりそこも含めて一

体的に進めてなるべく早めに、この道路はもう整備

してありますよ、いつでもどうぞ来てくださいとい
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う環境をつくらないといけないのではないですかね。

ハンデがありますよ、あの地域は。そういう道路み

たいなものはきちっと整備した上でやっていかない

 と。

  池武当のインターチェンジ早期事業着手、23年４月

許可ということですけれど、これいつからいつまで

 の事業ですか。

○前武當聡道路街路課長　池武当インターチェンジ

につきましては今年度――令和５年８月に国土交通

大臣へ沖縄自動車道への連結許可を申請しておりま

 して、９月に許可は得たところでございます。

  今現在、沖縄市と連携しながら次年度からの事業

化に向けて取り組んでいるところでありまして、そ

の中で今後実施設計等を進めていきますので、その

中で整備期間等の整理をしていくことになろうかと

 思います。

○照屋守之委員　ですから、ある程度見込みを持っ

てやらないといけないわけでしょう。どのぐらいで

 整備できるんですか。

○前武當聡道路街路課長　実施設計を行いながらそ

の用地の範囲だとか物件の数だとか、あと橋粱、盛

土等々の工事工程等も加味して、事業期間というの

 は今後整理していくことになろうかと思います。

○照屋守之委員　期間は大体いつ頃までっていう目

 安はつくってくださいね。

  そうしないと、沖縄市も池武当は今南インターか

ら出る、これができると嘉手納、読谷からのものも

池武当、そこから高速に入れる、うるま市から来る

車もそこから入れる。この道路は利便性もう最高で

 すよ。

  だから、この道路こそ早めに、とにかく資金も投

下して、だから国ともっと連携しないといけません

よ。どんどん国に言ってください。国土交通省、財

務省も行かないと駄目ですよ、内閣府だけでは駄目

ですよ。だから、そういうのを積極的にやって地域

 の要望に応えていく。

  与勝一周道路、平敷屋から南風原の区間は、これ

 は今どうなっていますか。

○前武當聡道路街路課長　勝連半島を一周する県道

の整備につきましては、当該地域の観光振興、地域

活性化、防災対策等のため、必要性は認識している

 ところでございます。

  県では、これまでに沖縄県環境影響評価条例に基

づく米軍施設用地外の環境調査は完了しております。 

  今後、米軍施設用地内の環境調査を行う必要があ

ることから、施設用地内の立入許可が得られるよう、

沖縄防衛局及びうるま市と継続的に協議、調整を進

 めているところでございます。

○照屋守之委員　何で、これ立入調査は終わってい

 るのではないのか。

  向こうは、米軍からもう何かそこにゲートをつくっ

てほしいとかっていう、何かそういう要望みたいな

ものも含めて今調整しているという話ではないです

 か。

  いつまで環境アセスをやるのか、おかしくないで

すか。これ何年たっていますか、環境アセスをやるっ

 て言ってから。翁長知事の頃からでしょう。

○前武當聡道路街路課長　継続して立入許可の要請

をしながら協議を進めておりまして、県にできるこ

と、うるま市にできること等を詰めながら、継続的

に沖縄防衛局等を介して米軍側と調整を進めている

 ところでございます。

○照屋守之委員　県道224号線のあの旧道路の市民芸

術劇場の裏手、これは800メートルか900メートルで

 すよ。

  これは、県の土木建築部が何とかしようというこ

とで事業が始まって、今工事を進めているわけです

 けれど、なかなか進まなくなっています。

  これは恐らく物件の問題もあるのですかね。通る

たびに変わり映えがしないのですよ。これ工事は、

 今年度は入りますか。

○奥間正博道路管理課長　県道224号線の具志川環状

線の旧道につきましては、歩道が未整備ということ

で、歩道の整備が必要というふうに認識しておりま

 す。

  今年度に関しては、用地交渉を行いまして、次年

度以降ある程度まとまった用地が確保され次第、歩

 道の設置を実施する予定にしております。

○照屋守之委員　いや、歩道ではないですよ、あの

 車道よ。

  ゆらてくという生涯学習・文化振興センターが

あって、その先からもう少し先の右側の区間はでき

 ると思いますけれどね。

  これ、物件補償でややこしい件は何件かあるので

 すか。まだ残っているんですか。

○奥間正博道路管理課長　まだ数件ほど、用地交渉

 が難航しているというふうに聞いております。

○照屋守之委員　であれば、この上のほうは多分、

物件補償ないと思いますよ、ゆらてくのほうの下の

 ほうは。

  だから、そこは、できるところは工事をやりましょ

 うよ。
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○奥間正博道路管理課長　我々のほうも工事の準備

等をしておりますが、ある程度の工事規模がないと

業者さんのほうがなかなか受注してくれないという

不調、不落の件もありますので、ある程度の事業規

模を確保して、それから発注するというふうに考え

 ております。

○照屋守之委員　お願いします。部長、これお願い

 します。

  あのね、先ほど言いましたように、県事業のほと

んどが今それぞれの地域でなくて、この特ＡとかＡ

ランク、大きいところが今どうやってしのいでるか

といったら、やはり国発注の工事、防衛局の発注の

工事とかというふうなものが結構そこで動いている

んですよ。そうすると、圧倒的に小さい建設業が多

いわけですよ。そこはやはり、その地元に発注され

る県事業も、もちろん市町村が発注する仕事は当然、

地元企業が受注をしていくというふうなことを考え

 られていますけれども。

  だから、何とか増やしましょうよ、県の事業を。

やっぱり、チームワークでやってください、皆さん。

 これは辺野古の問題も落ち着いていますからね。

  もうとにかく、この予算の件も一緒になって、国

土交通省も財務省も内閣府にもお願いしに行って、

ある程度計画をつくって、いつまでに何百億のお金

がかかります、当面はこれだけかかりますという具

体的なものがあれば強く要求できるではないですか。 

  皆さん方が予算を取れないから、あとはいつまで

かかるか分からないというふうな、これでは県民が

納得しませんよ。予算が取れなくてしようがないねっ

ていうのは、我々はこういう話はできるけれど、県

民に対して予算が取れないからって言いにくいで

しょう。あなたたち何しているのっていうお叱りを

 受けるわけですよ。

  だから、ぜひチームワークで、それぞれの部署で

困っていることを、統括監も含めてみんな連携して

一緒にやりましょうよ。我々も、議会もバックアッ

プして、地域をよくすることですから、そこは党派

を越えてみんなでお願いできますからね、力を合わ

 せてそれぞれの地域の整備がうまくできるように。

  土木建築部はやはりプライドが高い部署だと私は

思っていますよ、これだけ県をよくしているという

ことですから。あわせて、皆様方の仕事は県の経済

の振興にも大きく役に立っていますよ。そういうこ

 とですから、ぜひよろしくお願いします。

   以上です。

○呉屋宏委員長　先ほど、玉城健一郎委員の質疑に

対する答弁で、新垣土木総務課長から答弁を訂正し

 たいとの申出がありますので、発言を許します。

○新垣雅寛土木総務課長　午前中に、玉城健一郎委

員のほうから、全国一律のルールでの補助金を活用

した事業は幾つあって幾らかというところの質問が

 ございました。

  その際に答弁した内容といたしましては、予算現

額について40億3567万5000円というような回答をし

たところですが、正しくは44億1661万4000円となり、

 少し低い予算で発言してしまいました。

   訂正しておわび申し上げたいと思います。

   以上でございます。

○呉屋宏委員長　以上で土木建築部関係決算事項に

 対する質疑を終結いたします。

   説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

   休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）　

○呉屋宏委員長　再開いたします。 

   以上で本日の日程は全て終了いたしました。

  次回は、明１月12日金曜日午前10時から委員会を

 開きます。

   委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

   本日の委員会はこれをもって散会いたします。

 



－280－

 

 

 

 

 

 

沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。 

 

　　委　員　長　　呉　屋　　　宏 

 


